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禅宗上堂図（http://zen.hanazono.ac.jp/zooma/jodozu/index.html）
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「
禅
宗
上
堂
図
」
に
見
え
る
茶
具
に
つ
い
て

付
・
大
徳
寺
蔵
「
五
百
羅
漢
図
」
に
見
え
る
茶
具

芳

澤

勝

弘

　

こ
の
絵
は
、
平
成
十
九
年
十
月
十
三
日
か
ら
十
一
月
二
十
五
日
ま
で
、
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
「
宋
元
仏

画
」
展
で
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
新
出
資
料
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
は
「
上
堂
図
」
と
あ
る
。
井
出
誠
之
輔
氏
の
解
説
が
付
さ
れ

て
お
り
、
「
南
宋
か
ら
元
時
代
頃
の
中
国
に
お
け
る
禅
宗
寺
院
の
日
常
を
描
く
、
き
わ
め
て
珍
し
い
作
品
で
あ
る
」
と
す
る
（
1
）
。

ま
た
、
梅
澤
恵
氏
も
「
南
宋
か
ら
元
時
代
に
制
作
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
い
る
（
2
）
。
そ
の
内
容
は
明
ら
か
に
、
禅
宗
寺
院
の

法
堂
に
お
い
て
、
こ
れ
か
ら
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
儀
式
の
さ
ま
を
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
私
に
「
禅
宗
上
堂
図
」

と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

全
体
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
儀
式
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
上
部
に
は
、
禅
院
で
の
諸
行
事
を
大
衆
に
知
ら
せ

る
た
め
の
告
知
板
で
あ
る
「
牌
」
が
か
か
っ
て
い
る
。
右
か
ら
左
へ
、
入
室
、
告
香
、
陞
座
、
坐
禅
、
小
参
、
煎
点
と
い
う
六

種
の
牌
で
あ
る
が
、
こ
の
牌
と
描
か
れ
て
い
る
行
事
と
は
直
接
に
は
関
係
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
牌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
所

定
の
位
地
に
掛
け
て
行
事
を
告
知
す
る
も
の
で
あ
り
、
掛
け
る
場
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
目
的
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
よ
う
に
一
度
に
羅
列
し
て
告
知
の
用
を
な
す
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
入
室
牌
」
は
、
師
家
の
室
内
に
入
っ
て

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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参
禅
を
行
な
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
告
知
板
で
あ
り
、
『
敕
修
清
規
』
の
入
室
に
、
「
開
堂
の
時
に
遇
わ
ば
、
粥
前
に
、
侍
者
、
客

頭
行
者
を
し
て
、
僧
堂
の
前
、
諸
寮
に
入
室
牌
を
掛
け
し
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
僧
堂
の
前
に
掛
け
ら
れ
る
、
と
い
う
按
配
で

あ
る
。

　

現
代
で
も
京
都
の
禅
院
で
は
、
法
堂
に
数
種
類
の
牌
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
用
い
ら

れ
な
い
時
に
法
堂
の
壁
に
掛
け
て
保
管
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
状
態
で
あ
る
。

　

こ
の
図
の
全
体
は
、
上
か
ら
下
へ
と
四
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
、
最
上
部
。

　
　

左
部
分
に
四
人
の
人
物
、
三
人
は
円
頭
、
一
人
は
有
髪
の
姿
で
、
そ
れ
ぞ
れ
経
本
の
よ
う
な
も
の
を
手
に
し
て
い
る
。
そ

の
上
か
ら
左
側
に
か
け
て
雲
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
右
側
に
は
階
段
が
あ
り
、
そ
の
さ
ら
に
右
方
に
、
法
鼓
を
打

つ
行あ

ん

者じ
や

が
一
人
い
る
。
「
出
頭
」
の
合
図
を
打
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
、
出
頭
の
場
面
。

　
　

中
央
に
法
座
が
大
き
く
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
左
右
に
は
儀
式
に
列
席
す
る
た
め
に
移
動
（
出
頭
）
し
つ
つ
あ
る
人
物
が

描
か
れ
て
い
る
。
右
に
は
先
導
す
る
行あ

ん

者じ
や

（
侍
童
）
が
五
人
、
そ
の
後
に
頭
の
う
し
ろ
部
分
に
円
光
の
あ
る
僧
、
そ
し
て

侍
僧
が
二
人
。
左
部
分
に
は
、
先
導
す
る
僧
に
続
い
て
、
白
髪
の
老
僧
、
そ
し
て
そ
れ
に
随
う
二
人
の
僧
が
描
か
れ
て
い

る
。

三
、
東
西
の
両
班
。

　
　

東
西
の
班
に
分
か
れ
て
立
っ
て
い
る
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
東
班
（
右
側
）
に
は
、
僧
衣
を
着
け
た
人
物
が
十
五
名
と

一
人
の
士
大
夫
、
合
計
十
六
名
が
い
る
。
西
班
（
左
側
）
に
も
同
じ
よ
う
に
、
僧
衣
を
着
け
た
人
物
が
十
五
名
と
一
人
の
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士
大
夫
、
合
計
十
六
名
が
い
る
。

四
、
最
下
部
。

　
　

左
右
に
、
箱
に
植
え
ら
れ
た
二
本
の
棕
櫚
が
あ
り
、
右
側
に
は
二
人
の
行
者
、
左
側
に
は
一
人
の
行
者
が
、
何
か
の
作
業

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
棕
櫚
樹
の
向
こ
う
に
は
、
雲
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

最
上
部
と
最
下
部
に
雲
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
場
面
が
、
異
時
、
異
空
間
で
あ
っ
て
、
場
面
中
央
に
描

か
れ
た
法
堂
で
の
場
面
と
同
時
同
場
所
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
種
の
「
異
時
同
図
」
（
日
本
の
絵

巻
な
ど
に
見
ら
れ
る
形
式
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
の
）
で
あ
る
。

　

こ
の
画
面
で
行
な
わ
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
こ
れ
か
ら
行
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
）
儀
式
は
何
な
の
か
。
そ
れ
を
特
定
す
る

に
は
、
な
お
、
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
分
野
か
ら
の
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
解
明
に
多
く
の
方
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
所
蔵
者
の
ご
許
可
を
得
て
、
本
図
の
高
精
細
画
像
を
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
の
サ
イ
ト
で
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
公

開
し
て
あ
る
。
細
部
ま
で
か
な
り
明
瞭
に
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
ご
参
照
を
願
い
た
い
。

h
t
t
p
:
/
/
z
e
n
.
h
a
n
a
z
o
n
o
.
a
c
.
j
p
/
z
o
o
m
a
/
j
o
d
o
z
u
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l

　

　

こ
の
絵
（
図
１
）
に
は
、
他
の
絵
画
資
料
に
は
見
え
な
い
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
こ
と
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
特
に
希
有

な
も
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

一
、
下
部
の
左
右
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
茶
を
準
備
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
右
側
部
分
で
は
「
茶
筅
」
を
用
い
て
、

茶
を
点
て
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
。

二
、
複
数
の
行
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
東
西
両
班
に
四
名
の
若
い
有

髪
の
人
物
が
い
る
こ
と
。

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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図１

Ⓐ

Ⓑ
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本
稿
で
は
、
右
の
う
ち
、
と
り
あ
え
ず
点
茶
の
部
分
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
、
そ
れ
以
外
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま

た
稿
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
画
面
の
最
下
部
の
右
側
部
分
（
図
１
）
で
あ
る
。
箱
植
え
に
さ
れ
た
棕
櫚
の
よ
う
な
樹
が
あ
り
、

そ
の
向
こ
う
側
に
大
き
め
の
机
が
置
か
れ
、
二
人
の
行
者
が
、
何
や
ら
作
業
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
人
と
も
衣
の
袖

を
結
わ
え
て
、
こ
れ
を
首
の
後
に
ま
わ
し
て
懸
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
わ
が
邦
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
玉
だ
す
き
」
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
手
前
に
い
る
薄
茶
色
の
衣
を
着
た
人
物
Ａ
は
、
白
い
布
で
包
ま
れ
た
、
四
角
い
包
み
の
結
び
を
ほ
ど
こ
う
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
奥
に
い
る
黒
の
衣
を
着
た
人
物
Ｂ
は
、
左
手
に
茶
碗
を
持
ち
、
右
手
で
何
か
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

右
手
で
持
っ
て
い
る
も
の
は
、
の
ち
に
詳
し
く
検
証
す
る
が
、
「
茶
筅
」
で
あ
る
。
茶
筅
を
垂
直
に
立
て
て
、
茶
を
点
て
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

人
物
Ａ
、
人
物
Ｂ
の
前
に
は
、
浄
瓶
（
湯
瓶
）
が
一
つ
、
画
面
の
最
も
手
前
に
は
、
上
向
き
に
重
ね
ら
れ
た
茶
碗
が
五
箇
、

そ
の
右
側
に
は
、
伏
せ
た
状
態
で
重
ね
ら
れ
た
茶
碗
が
五
箇
見
え
る
。
茶
碗
の
後
ろ
側
に
は
、
や
は
り
重
ね
ら
れ
た
茶
托
が
あ

り
、
左
側
に
五
托
、
右
側
の

も
の
は
、
茶
碗
の
蔭
に
な
っ

て
い
て
す
べ
て
は
見
え
な
い

が
、
こ
れ
も
同
じ
く
五
托
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

あ
わ
せ
て
十
組
の
茶
碗
と
茶

托
が
あ
る
（
図
２
。
図
３
は

図２

図３

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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画
像
加
工
し
た
も
の
で
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
に
、
机
の
上
に
茶
碗

と
茶
托
が
置
か
れ
、
ま
た
布
で
包
ま
れ
た
四
角
い
物
が
あ
る
こ

と
は
、
大
徳
寺
蔵
の
五
百
羅
漢
図
五
五
（
3
）
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
４
）
。

　

人
物
Ａ
の
向
こ
う
側
に
は
、
黒
い
台
の
上
に
、
茶
托
に
載
せ
ら
れ
た
茶
碗
が
二
つ
見
え
て
い
る
。
人
物
Ａ
の
体
の
蔭
に
な
っ

て
い
る
部
分
に
も
、
同
じ
よ
う
に
茶
托
に
載
せ
ら
れ
た
茶
碗
が
幾
組
か
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
内
の
幾
椀
か
に
は
、

す
で
に
点
て
ら
れ
た
茶
が
入
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

茶
碗
を
載
せ
た
台
の
向
こ
う
側
（
人
物
の
後
方
に
見
え
る
と
こ
ろ
）
に
は
、
や
や
高
い
黒
色
の
台
が
あ
り
、
そ
の
上
に
、
穂
先

を
上
に
し
て
垂
直
に
「
茶
筅
」
が
立
て
ら
れ
て
い
る
（
図
５
）
。
以
上
が
、
右
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

図４

図５
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抹
茶
の
法
は
、
一
般
的
に
南
宋
時
代
の
も
の
で
、
元
代
に
な
る
と
見
ら
れ
な
く
な
る
と
い
わ
れ
る
が
、
南
宋
時
代
の
喫
茶
で

は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
道
具
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
資
料
に

審
安
老
人
の
『
茶
具
図
賛
』
（
一
二
六
九
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
茶
を
精
整
し
て
喫
茶
す
る
ま
で
に
用
い
る
十
二
種
類
の
茶

具
の
図
が
載
せ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
賛
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
賛
は
か
な
り
難
解
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
茶
具
の
使
わ
れ
方
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
茶
具
図
賛
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
高
橋
忠
彦
氏
が
詳
細
に
検

討
を
加
え
た
労
作
の
研
究
報
告
が
あ
る
（
4
）
。

　

『
茶
具
図
賛
』
に
出
る
十
二
種
類
の
茶
具
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
は
道
具
を
擬
人
化
し
た
も
の
で
、

（　

）
内
が
そ
の
用
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
韋
鴻
臚
（
茶
焙
、
茶
籠
。
茶
を
保
存
す
る
駕
籠
）

二
、
木
待
制
（
砧
椎
。
固
形
茶
を
打
ち
砕
く
器
具
。
槌
と
砧
か
ら
成
る
）

三
、
金
法
曹
（
茶
碾
、
羅
碾
。
固
形
茶
を
粉
砕
し
て
粉
末
に
す
る
器
具
。
我
が
邦
の
薬
研
の
形
）

四
、
石
転
運
（
石
磨
。
茶
を
粉
末
に
す
る
器
具
。
石
臼
）

五
、
胡
員
外
（
茶
瓢
。
瓢
箪
の
形
を
し
て
い
て
、
固
ま
っ
た
抹
茶
を
ほ
ぐ
し
細
か
く
す
る
具
）

六
、
羅
枢
密
（
茶
羅
。
粉
末
に
し
た
茶
を
ふ
る
う
篩
）

七
、
宗
従
事
（
刷
毛
。
茶
末
を
掻
き
集
め
る
た
め
に
用
い
る
ハ
ケ
）

八
、
漆
雕
秘
閣
（
茶
托
）

九
、
陶
宝
文
（
茶
盞
、
茶
碗
）

十
、
湯
提
点
（
湯
瓶
。
湯
注
ぎ
）

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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十
一
、
竺
副
師
（
帥
）
（
茶
筅
）

十
二
、
司
職
方
（
茶
巾
。
茶
碗
を
拭
う
布
）

　

こ
の
十
二
種
の
茶
具
の
内
で
、
本
図
右
部
分
に
見

え
て
い
る
の
は
、
八
の
茶
托
、
九
の
茶
碗
、
十
の
湯

瓶
、
十
一
の
茶
筅
で
あ
り
、『
茶
具
図
賛
』
の
図
で
示

せ
ば
、
左
の
四
種
で
あ
る
（
図
６
、
図
７
、
図
８
、
図
９
）
。

　

こ
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
図
９
の
茶
筅

で
あ
る
。
そ
の
賛
に
い
う
。

首し
ゆ

陽よ
う

の
餓が

夫ふ

、
兵へ

い

沸ふ
つ

の
時
に
毅き

諫か
ん

す
。
方
今
、

鼎
、
湯
を
揚
げ
、
能
く
其
の
沸
け
る
を
探
る
者

は
幾ほ

と

ん
ど
希ま

れ

な
り
。
子

な
ん
じ

の
淸
節
、
独ひ

と

り
身
を
以
て
試
む
。
難
に
臨
ん
で
顧
み
ざ
る
者
に
非
ざ
れ
ば
、
疇た

れ

か
爾

な
ん
じ

を
見
ん
（
首

陽
餓
夫
、
毅
諫
于
兵
沸
之
時
、
方
今
鼎
揚
湯
、
能
探
其
沸
者
幾
希
。
子
之
淸
節
、
獨
以
身
試
。
非
臨
難
不
顧
者
、
疇
見
爾
）
。

　

以
下
、
高
橋
忠
彦
氏
の
訳
を
借
り
る
。
「
首
陽
山
で
餓
死
し
た
伯
夷
叔
斉
は
、
兵
乱
の
時
に
在
っ
て
、
強
く
武
王
を
諌
め
た
。

今
日
、
鼎
に
湯
が
沸
っ
て
い
る
よ
う
な
所
に
、
手
を
入
れ
ら
れ
る
者
は
、
め
っ
た
に
居
な
い
。
汝
（
竺
副
帥
）
の
よ
う
な
節
義

の
あ
る
者
だ
け
が
、
身
を
以
て
そ
れ
を
実
践
し
て
い
る
。
危
難
に
直
面
し
て
も
、
我
が
身
を
か
え
り
み
な
い
人
間
で
な
け
れ
ば
、

汝
の
価
値
を
知
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
」
。

　

「
揚
湯
」
は
、
「
沸
き
立
っ
た
湯
を
（
火
か
ら
）
あ
げ
て
、
早
く
冷
ま
す
こ
と
。
急
迫
な
こ
と
に
喩
え
る
」
。
「
救
火
揚
湯
」
と

い
え
ば
、
「
沸
き
立
っ
た
湯
で
火
を
消
す
こ
と
」
で
あ
る
。

図９

図６

図７

図８

8



　

茶
筅
の
名
が
初
め
て
見
え
る
の
は
、
『
茶
具
図
賛
』
よ

り
以
前
、
北
宋
の
徽
宗
皇
帝
の
『
大
観
茶
論
』
（
一
一
〇
七

年
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

茶
筅
は
筋
竹
の
老
い
た
る
者
を
以
て
之
を
為つ

く

る
。
身

は
厚
重
な
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
筅
は
疎そ

勁け
い

な
ら
ん
こ

と
を
欲
し
、
本
は
壮
な
ら
ん
こ
と
を
欲
し
て
末
は
必

ず
眇ほ

そ

く
、
当ま

さ

に
剣
瘠
の
状
の
如
く
な
る
べ
し
。
蓋
し

身
、
厚
重
な
る
と
き
は
則
ち
之
を
操
る
に
力
有
っ
て

運
用
に
於
い
て
易
し
。
筅
、
疎
勁
に
し
て
剣
瘠
の
如

く
な
る
と
き
は
則
ち
撃げ

き

払ほ
つ

し
過
ぐ
る
と
雖
も
而
も
浮

沫
生
ぜ
ず
。

「
茶
筅
は
筋
竹
の
老
い
た
も
の
で
作
り
、
軸
の
部
分
は
厚

く
重
く
、
穂
先
の
部
分
は
疎
く
強
い
の
が
よ
い
。
手
元
の

部
分
は
太
く
、
末
は
細
く
、
剣
瘠
状
（
刀
の
峰
の
部
分
）

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
軸
の
部
分
が
厚
く
重
い
と
扱
う

の
に
力
が
入
っ
て
使
い
易
く
、
穂
先
が
細
く
強
く
剣
瘠
の

よ
う
で
あ
れ
ば
、
攪
拌
が
強
す
ぎ
て
も
浮
い
た
沫
が
生
じ

な
い
で
す
む
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

図10

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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「
穂
先
の
部
分
は
疎
く
強
い
の
が
よ
い
」
と
い
う
の
だ
が
、
『
茶
具
図
賛
』
に
載
る
茶
筅
の
穂
先
部
分
は
「
し
な
っ
て
い
る
」

よ
う
に
見
え
る
の
は
描
き
方
の
問
題
で
あ
ろ
う
か
。

　

茶
筅
の
形
態
が
描
か
れ
た
絵
画
資
料
は
、
『
茶
具
図
賛
』
以
外
に
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
南
宋
の
柳
松
年
の
「

茶
図
」

（
台
湾
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
）
で
あ
る
（
図
10
）
。
机
の
右
端
手
前
に
、
横
に
し
て
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
茶
筅
で
あ
り
、
そ
の
部

分
を
拡
大
し
た
も
の
が
図
11
で
あ
る
。
『
茶
具
図
賛
』
に
出
る
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
や
や
長
め
で
あ
り
、
柄
の
部
分
に
は
や

は
り
彫
刻
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

こ
れ
以
外
に
も
「
山
西
長
治
李
村
溝
金
墓
東
側
龕
内
壁
画
」
、
「
山
西
大
同
馮
道
真
理
墓
室
東
壁
、
道
童
進
茶
図
」
の
二
例

が
、
台
湾
の
廖
宝
実
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
（
5
）
。
こ
れ
ら
の
三
例
は
い
ず
れ
も
茶
筅
が
案
上
に
置
か
れ
た
状
態
で
あ

図11

図12

図13
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り
、
そ
れ
を
使
っ
て
茶
を
点
て
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
は
い
る
の
で
は
な
い
。

　

本
図
で
は
、
台
上
に
立
て
て
置
か
れ
た
茶
筅
も
見
え
る
が
、
何
よ
り
も
特
徴
的
な
の
は
、
実
際
に
茶
筅
を
手
に
し
て
、
ま
さ

に
茶
を
点
て
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
の
点
茶
の
方
法
を
具
体
的
に
知
る
こ
と

が
で
き
る
、
貴
重
な
絵
画
資
料
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
男
の
右
手
は
一
見
し
て
不
自
然
な
曲
が
り
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
が
、
茶
筅
を
扱
う
と
き
の
手
首
の
微
妙
な
動
き
を
表
現
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
図
12
。
図
13
は
画
像
加
工
し
た

も
の
）
。

　

ま
た
、
廖
宝
実
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
絵
画
資
料
の
い
く
つ
か
で
は
（
図
10
の
劉
松
年
の
図
も
そ
う
で
あ
る
が
）
、
茶

盞
よ
り
も
か
な
り
大
き
め
の
「
親
碗
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
（
時
に
は
、
ま
る
で
擂
鉢
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
あ
る
）
が
あ
っ
て
、

そ
の
大
碗
で
茶
筅
（
あ
る
い
は
茶
匙
な
ど
）
を
用
い
て
茶
を
「
撃
払
」
し
て
抹
茶
を
作
り
、
こ
れ
を
個
々
の
茶
盞
に
取
り
分
け
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
節
が
あ
る
。
わ
が
邦
に
は
、
ブ
ク
ブ
ク
茶
と
か
ボ
テ
ボ
テ
茶
と
い
う
も
の
が
伝
承
さ
れ
て
い
る

が
、
道
具
立
て
が
そ
れ
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
図
の
点
茶
で
は
、
個
別
の
茶
盞
を
手
に
し
て
、
そ

こ
で
茶
を
点
て
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
左
部
分
に
見
え
る
も
の
を
検
証
す
る
（
図
14
）
。
梅
澤
恵
氏
は
、
こ
の
場
面
は
「
湯
薬
が
用
意
さ
れ
て
い
る
」（
6
）
の
だ

と
す
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

黒
衣
を
着
た
行
者
が
、
左
手
で
円
形
の
器
を
お
さ
え
て
い
る
。
右
手
に
は
棒
状
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
そ
の
棒
状
の
も
の
は
、
背
後
に
あ
る
欄
干
の
模
様
の
枠
の
色
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
い
さ
さ
か
紛
ら
わ
し
く
、
欄
干
の
構
成

部
分
の
よ
う
に
も
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
欄
干
は
左
右
の
両
方
に
対
称
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
双
方
の
部
分
を
詳

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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細
に
観
察
す
れ
ば
、
男
の
右
手
部
分
に
あ
る
上
下
に
走
る
筋
は
、
欄
干
の
構
成
部
分
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、
男

の
手
は
何
か
を
握
っ
て
い
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
黒
衣
の
行
者
は
右
手
に
し
た
棒
状
の
も
の
で
、
何
か
を
し
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

小
さ
な
円
形
の
器
の
左
側
に
は
、
ス
プ
ー
ン
状
の
も
の
が
、
ボ
ウ
ル
状
の
器
の
上
（
中
）
に
置
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
左
の

方
に
は
、
黒
い
台
が
あ
り
、
そ
の
上
に
「
茶
筅
」
ら
し
き
も
の
が
二
つ
、
立
て
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
右
側
の
点
茶
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
茶
筅
と
比
べ
れ

ば
、
そ
の
形
状
は
や
や
「
ず
ん
ぐ
り
」

と
し
て
い
て
、
全
体
が
少
し
丸
味
を
お

び
て
お
り
、
さ
ら
に
胴
の
部
分
に
は
二

ケ
所
に
黒
い
線
が
あ
り
、
紐
で
結
わ
え

て
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
た
が
っ

て
、
右
部
分
に
見
え
る
茶
筅
と
、
ま
っ

た
く
同
じ
も
の
と
も
断
定
は
で
き
な
い

（
図
15
は
双
方
を
比
較
し
た
も
の
）
。
し
た

が
っ
て
、
茶
筅
と
は
別
の
は
た
ら
き
を

す
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
の
左
の
部
分
の
黒
衣
の
人
物
が
し

て
い
る
作
業
は
、
具
体
的
に
は
い
っ
た

図15

図16図17

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
前

に
、
も
う
一
度
、
『
茶
具
図
賛
』
に
出
る
茶
具

と
、
本
図
に
出
る
そ
れ
と
を
比
較
し
て
、
こ
の

図
に
は
見
え
て
い
な
い
茶
具
を
確
認
し
て
お
こ

う
。
い
ま
こ
の
図
全
体
の
中
に
、
な
い
こ
と
が

は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
茶
具
は
、

一
、
韋
鴻
臚
（
茶
を
保
存
す
る
駕
籠
）

二
、
木
待
制
（
固
形
茶
を
砕
く
槌
と
砧
。
図
16
）

三
、
金
法
曹
（
薬
研
。
図
17
）

四
、
石
転
運
（
石
臼
）

十
二
、
司
職
方
（
茶
碗
を
拭
う
布
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
一
～
四
は
、
茶

を
製
す
る
作
業
の
始
め
の
段
階
で
用
い
る
道

具
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
木
待
制
（
固
形
茶

を
打
ち
砕
く
槌
と
砧
）
、
金
法
曹
（
薬
研
）
、
石
転

運
（
石
臼
）
の
茶
具
は
、
き
わ
め
て
堅
い
固
ま

り
に
な
っ
て
い
る
固
形
茶
を
砕
き
、
粉
末
に
す

る
道
具
で
あ
る
。
固
形
茶
を
打
ち
砕
く
槌
と
砧
、

図18
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お
よ
び
薬
研
は
大
徳
寺
五
百
羅
漢
図
五
四
（
7
）
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
（
図
18
。
こ
の
図
に
は
そ
の
他
、
茶
箒
、
蓋
合
、
ス
プ
ー
ン
状

の
も
の
も
見
え
る
）
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
茶
末
を
作
る
と
き
に
か
か
わ
る
道
具
で
あ
る
。

　

本
図
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
道
具
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
道
具
を
用
い
て
行
な
う
製
茶
作
業
の
過
程
は
、

こ
の
画
面
以
外
の
と
こ
ろ
で
既
に
済
ま
さ
れ
て
い
る
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

本
図
の
最
下
部
は
、
と
も
に
棕
櫚
樹
が
配
置
さ
れ
る
な
ど
、
左
右
対
称
に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
左
部
分
に
お

い
て
も
右
部
分
に
描
か
れ
た
点
茶
と
関
連
す
る
作
業
、
点
茶
の
前
段
階
の
準
備
作
業
を
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。

　

『
茶
具
図
賛
』
の
茶
具
は
、
茶
の
製
法
か
ら
点
茶
に
至
る
ま
で
、
順
番
ど
お
り
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
右
に
上
げ
た
九
種
の

茶
具
以
外
で
、
ま
だ
、
本
図
と
関
連
を
確
認
し
て
な
い
も
の
は
、
次
の
三
つ
の
茶
具
で
あ
る
。

五
、
胡
員
外
（
瓢
箪
の
形
を
し
て
い
て
、
固
ま
っ
た
茶
末
を
ほ
ぐ
し
細
か
く
す
る
具
。
図
19
）

六
、
羅
枢
密
（
茶
羅
。
粉
末
に
し
た
茶
を
ふ
る
う
篩
。
篩
の
網
に
は
絹
を
使
用
し
た
。
図
20
）

七
、
宗
従
事
（
刷
毛
。
茶
末
を
掻
き
集
め
る
た
め
に
用
い
る
ハ
ケ
。
図
21
）

図21

図20

図19

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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い
ず
れ
も
、
茶
を
点
て
る
直
前
に
用
い
ら
れ
る
道
具
で
あ
る
。
画
面
の
左
部
分
で
な
さ
れ

て
い
る
作
業
と
、
右
の
五
、
六
、
七
の
茶
具
と
の
関
係
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
を
検

討
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
目
に
入
る
の
は
、
男
が
左
手
で
抑
え
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
さ
わ
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
円
形
の
物
で
あ
る
。
初
め
て
こ
の
図
の
こ
の
部
分
を
見
た
と
き
に
、
こ
の
円

形
の
物
は
磚
茶
（
団
茶
）
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
ず
は
あ

り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
固
形
茶
は
極
度
に
堅
い
も
の
で
あ
っ
て
、
槌
と
砧

で
も
っ
て
打
ち
砕
き
、
さ
ら
に
薬
研
や
石
臼
で
擂
り
潰
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
図

18
を
参
照
）
。
本
図
の
よ
う
に
、
机
の
上
で
で
き
る
作
業
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
男
が
手
に

し
て
い
る
、
や
や
細
め
の
棒
状
の
物
を
も
っ
て
し
て
は
、
大
き
な
固
ま
り
の
磚
茶
を
砕
く

こ
と
は
到
底
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
こ
の
円
形
の
物
は
、
『
茶
具
図
賛
』
六
の
羅
枢
密
に
形
態
が
よ
く
似
て
い
る
。
両
方
と
も
に
円
形
で
あ
る
。
し
か
し
、

羅
枢
密
は
蓋
が
あ
る
「
合
」
の
形
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
図
中
の
物
に
は
蓋
が
な
い
。
ま
た
、
黒
衣
の
男
は
右
手
に
棒
状
の

物
を
持
っ
て
、
下
に
振
り
下
ろ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
粉
を
篩
う
作
業
を
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
ら
れ

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
円
形
の
物
は
羅
枢
密
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

細
か
く
観
察
す
れ
ば
、
こ
の
円
形
の
器
に
は
物
が
入
っ
て
い
る
状
態
の
よ
う
で
あ
る
（
図
22
）
。
外
側
の
薄
い
色
の
部
分
が

器
で
あ
り
、
器
の
内
側
に
も
色
の
濃
淡
の
段
差
が
見
え
る
の
で
、
濃
い
色
の
部
分
ま
で
が
内
容
物
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

内
容
物
の
ほ
ぼ
中
央
に
は
、
弧
を
描
く
よ
う
に
黒
い
線
が
あ
る
。

図22
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こ
の
円
形
の
器
に
入
っ
た
褐
色
の
物
は
、
す
で
に
粉
末
に
さ
れ
た
茶
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
茶
具
図
賛
』
の
「
胡
員
外
」
の

賛
に
は
「
鬱
結
の
患
い
、
悉
く
能
く
之
を
破
す
」
と
あ
る
。
一
度
で
き
た
茶
末
を
、
何
ら
か
の
器
に
容
れ
て
お
い
た
も
の
が
固

ま
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
胡
員
外
に
よ
っ
て
、
よ
く
ほ
ぐ
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
円
形
の
器
に
入
っ
た
褐

色
の
物
が
、
「
鬱
結
」
し
た
状
態
の
茶
末
で
あ
る
な
ら
ば
、
黒
衣
の
行
者
が
右
手
の
持
っ
た
棒
状
の
物
で
も
、
容
易
に
解
き
ほ

ぐ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
行
者
の
し
て
い
る
作
業
は
何
な
の
か
。

　

そ
の
結
論
を
求
め
る
前
に
、
そ
も
そ
も
、
禅
院
で
は
ど
の
よ
う
に
抹
茶
を
製
し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
禅
院
に
お

け
る
末
茶
の
製
法
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
数
少
な
い
用
例
が
禅
録
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
水
茶
磨
」
と
か

「
茶
磨
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

大
川
普
濟
（
一
一
七
九
～
一
二
五
三
）
の
『
大
川
語
録
』
に
「
水
茶
磨
」
と
い
う
偈
が
あ
る
（
8
）
。
「
水
磨
」
は
水
車
で
回
す
仕

掛
け
の
磨う

す

で
あ
る
。

機
輪
転
ず
る
処
、
水
潺せ

ん

潺せ
ん

機
、
若も

し
停
ま
る
時
は
、
水
自
ず
か
ら
閑か

ん

な
り

末ま
つ
じ
よ
う

上
の
一い

つ

遭そ
う

、
落ら

く

処し
よ

を
知
る

十
分
の
春
色
、
人じ

ん

間か
ん

に
満
つ

「
機
輪
」
は
、
水
車
の
輪
の
回
転
運
動
と
、
そ
の
運
動
を
杵
に
つ
た
え
て
磨
の
作
用
を
な
す
仕
掛
け
の
こ
と
で
あ
る
。
「
機
」

は
カ
ラ
ク
リ
、
仕
掛
け
の
こ
と
で
あ
る
。
転
じ
て
、
禅
録
で
は
「
（
心
の
）
は
た
ら
き
」
の
こ
と
を
「
機
輪
」
い
う
。
「
末
上

一
遭
」
は
、
最
初
の
ひ
と
ま
わ
り
。
「
春
色
」
は
、
こ
こ
で
は
茶
の
縁
語
で
あ
る
。
建
渓
茶
の
こ
と
を
建
渓
春
と
い
い
、
ま
た
、

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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点
て
た
茶
を
一
椀
春
と
か
一
椀
春
風
と
も
い
う
よ
う
に
、
茶
に
か
け
て
用
い
ら
れ
る
。

　

句
の
意
味
は
、
「
水
車
の
輪
が
ま
わ
り
磨う

す

の
機

し
か
け

が
ま
わ
る
時
は
、
ザ
ア
ザ
ア
と
流
れ
る
水
。
も
し
機

し
か
け

が
止
ま
れ
ば
、
そ
れ
は

水
が
流
れ
な
い
時
だ
。
最
初
の
一
回
転
で
、
結
末
が
わ
か
る
。
（
な
ぜ
な
ら
ば
、
ひ
と
回
り
し
た
だ
け
で
）
も
う
す
で
に
、
あ
た
り

に
茶
の
香
り
が
い
っ
ぱ
い
な
の
だ
か
ら
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
石
渓
心
月
（
？
～
一
二
五
四
）
の
『
石
渓
和
尚
語
錄
』
巻
下
に
も
「
水
茶
磨
」
と
い
う
偈
が
あ
る
（
9
）
。

機
輪
瞥べ

つ

転て
ん

、
已す

で

に
多
時

苦く
じ
ゆ
う渋

、
分

ふ
ん
み
よ
う

明
に
只
だ
自
ら
知
る

轆ろ
く

轆ろ
く

と
し
て
身
を
放
っ
て
、
浪
に
随
っ
て
輥こ

ん

ず

傍ぼ
う

観か
ん

、
贏か

ち
得
た
り
、
眼
、
眉
の
如
く
な
る
こ
と
を

　

こ
れ
ら
の
例
は
い
ず
れ
も
、
黄
龍
の
忠
道
者
と
い
う
人
が
、
水
磨
坊
（
水
車
小
屋
）
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
牌
に
書
か
れ
た
「
法

輪
常
転
」
と
い
う
語
を
見
て
悟
っ
た
と
い
う
、
つ
ぎ
の
話
を
ふ
ま
え
る
も
の
で
あ
る
（
10
）
。

黄お
う
り
よ
う

龍
の
忠

ち
ゆ
う
ど
う
じ
や

道
者
、
初
め
舒

じ
よ
し
ゆ
う

州
の
龍
門
に
至
る
。
縦

ほ
し
い

ま
ま
に
水
磨
の
所
に
步
む
。
牌
に
「
法
輪
常
に
転
ず
」
と
云
え
る
を
見

て
、
豁か

つ

然ぜ
ん

と
し
て
省せ

い

有
り
。
掌
を
撫
で
て
偈
を
説
い
て
曰
く
、
「
大
法
輪
を
転
じ
、
目
前
に
包ほ

う

裹か

す
。
更
に
如
何
と
問
わ

ば
、
水
、
石
磨
を
推
す
」
と
。
遂
に
写
し
て
円
相
を
作な

す
。
後
に
方
丈
に
詣け

い

し
て
、
仏
眼
禅
師
に
呈
す
。

　

黄
龍
忠
道
者
は
黄
龍
法
忠
。
仏
眼
清
遠
（
一
〇
六
七
～
一
一
二
〇
）
の
法
嗣
で
あ
る
。

　

右
の
大
川
と
石
渓
の
二
つ
の
偈
は
、
黄
龍
の
忠
道
者
の
水
車
の
話
を
念
頭
に
お
い
て
、
「
機
輪
が
転
ず
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
、

心
の
は
た
ら
き
を
、
水
車
の
回
転
に
な
ぞ
ら
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
禅
の
宗
旨
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
の
偈
に
よ
っ
て
、
禅
院
で
は
「
水
磨
」
と
呼
ば
れ
る
水
車
を
利
用
し
て
末
茶
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
を
確
認
す
れ
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ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

禅
院
に
設
け
ら
れ
た
水
車
小
屋
は
碓
房
と
か
水
磨
坊
と
呼
ば
れ
、

穀
物
を
舂
い
た
り
粉
に
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
茶
を
碾
く

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
僧
俗
を
含
め
た
大
人
数
の
修
行
者
が
い

た
禅
院
で
の
茶
の
消
費
量
は
か
な
り
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
よ

う
に
水
磨
を
用
い
て
、
大
量
の
末
茶
を
生
産
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

京
都
の
東
福
寺
に
聖
一
国
師
（
一
二
〇
二
～
一
二
八
〇
）
が
中
国
漸

江
省
明
州
の
碧
山
寺
か
ら
将
来
し
た
『
大
宋
諸
山
図
』
と
い
う
も
の

が
あ
り
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
巻
末
に
「
水
磨

様
」
と
い
う
図
が
つ
い
て
い
る
（
図
23
）
。
「
様
」
と
は
雛
形
、
あ
る

い
は
模
型
の
こ
と
で
あ
る
が
、
図
で
見
る
よ
う
に
一
種
の
設
計
図
で

あ
る
。
記
さ
れ
た
寸
法
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
実
に
大
き
な
も
の
で

あ
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
製
粉
工
場
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一

階
（
と
い
う
よ
り
地
下
で
あ
ろ
う
）
に
、
直
径
六
尺
（
一
八
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
）
の
巨
大
な
水
車
が
二
基
あ
る
。
引
き
込
ま
れ
た
水
流
が

左
右
に
別
れ
て
注
ぎ
込
み
、
こ
の
水
車
を
回
転
さ
せ
る
。
そ
の
回
転

が
水
平
軸
と
歯
車
で
左
右
の
垂
直
軸
に
伝
え
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
が

図23

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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二
階
の
左
右
に
あ
る
四
基
の
石
臼
を
ま
わ
す
、
と
い
う
大
仕
掛
け
で
あ
る
。

　

禅
語
に
「
大
虫
看
水
磨
（
大
虫
、
水
磨
を
看
る
）
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
『
虚
堂
録
』
な
ど
に
出
る
も
の
で
あ
る
。
「
境
の
為

に
転
ぜ
ら
る
」
と
い
っ
た
意
味
だ
と
さ
れ
る
。
虎
（
大
虫
）
が
大
き
な
水
車
仕
掛
け
を
見
て
呆
然
と
し
て
い
る
さ
ま
を
い
う
の

だ
が
、
図
の
よ
う
な
大
仕
掛
け
の
水
車
な
ら
ば
、
さ
も
あ
り
な
ん
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

　

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
二
階
の
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
ず
つ
あ
る
四
基
の
石
臼
の
と
こ
ろ
に
、
内
側
に
は
「
麺
」
と
あ
り
、

外
側
に
は
「
茶
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
麺
（
こ
む
ぎ
こ
）
だ
け
で
は
な
く
抹
茶
も
生
産
す
る
仕
掛
け
な
の
で
あ
る
。

直
径
一
八
〇
セ
ン
チ
の
水
車
と
比
較
し
て
換
算
す
れ
ば
、
こ
の
石
臼
の
大
き
さ
は
直
径
六
八
セ
ン
チ
ほ
ど
に
な
る
。
日
本
語
で

茶ち
や
う
す磨

と
い
え
ば
、
小
さ
な
瀟
洒
な
も
の
が
脳
裏
に
浮
か
ぶ
の
だ
が
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
大
き
な
も
の
で
あ
る
。

　

先
出
の
大
徳
寺
蔵
「
五
百
羅
漢
図
」
（
図
18
）
の
中
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
少
人
数
の
喫
茶
の
た
め
に
、
手
回
し
の
石
磨
や

薬
研
で
末
茶
を
製
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
禅
録
で
の
記
録
に
見
た
よ
う
に
、
禅
院
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な

水
磨
を
用
い
て
か
な
り
大
量
に
抹
茶
を
生
産
し
て
備
蓄
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
図
の
左
部
分
で
男
が
作
業
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
円
形
の
器
に
入
っ
て
い
る
の
は
、
右
の
よ
う
に
水
磨
な
ど
で
大
量

に
精
製
さ
れ
た
末
茶
で
あ
り
、
男
は
そ
の
「
鬱
結
」
し
た
抹
茶
を
ほ
ぐ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
検
証
す
る
た
め
に
そ
の
周
辺
に
置
い
て
あ
る
道
具
の
用
途
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。

　

『
茶
具
図
賛
』
の
五
番
目
に
出
る
胡
員
外
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
茶
具
図
賛
』
に
載
る

胡
員
外
の
賛
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

周
旋
し
て
規
に
中
っ
て
、
其
の
閒
を
逾こ

え
ず
。
動
静
常
有
っ
て
、
性
、
其
の
卓
き
に
苦
し
む
。
鬱
結
の
患
い
、
悉
く
能
く

之
を
破
す
。
中
に
有
る
所
無
し
と
雖
も
、
外
、
能
く
研
究
す
。
其
の
精
微
、
以
て
円
機
の
士
を
望
む
に
足
ら
ず
（
周
旋
中
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規
、
而
不
逾
其
閒
。
動
静
有
常
、
而
性
苦
其
卓
。
鬱
結
之
患
悉
能
破
之
、
雖
中
無
所
有
、
而
外
能
研
究
。
其
精
微
不
足
以
望
円
機
之
士
）
。

　

右
は
、
高
橋
忠
彦
氏
の
訓
で
あ
り
、
そ
の
現
代
語
訳
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
ぐ
る
ぐ
る
と
規
則
正
し
く
回
り
、
し
か
も
枠
を
超
え
な
い
。
動
静
に
き
ま
り
が
あ
り
、
極
め
て
卓
然
と
し
て
い
る
。
（
末

茶
が
）
固
ま
っ
て
困
っ
た
時
は
、
そ
れ
を
す
り
砕
く
こ
と
が
で
き
る
。
内
部
は
空
で
あ
る
が
、
外
側
は
（
し
っ
か
り
し
て
）

物
を
研
り
つ
ぶ
す
役
に
立
つ
。
た
だ
、
そ
の
研
り
ぐ
あ
い
の
精
か
さ
で
い
え
ば
、
円
機
の
士
た
る
金
法
曹
（
碾
）
に
及
ぶ

こ
と
は
で
き
な
い
」（
11
）
。

　

「
性
、
其
の
卓
き
に
苦
し
む
」
と
い
う
訓
読
は
、
「
極
め
て
卓
然
と
し
て
い
る
」
と
い
う
現
代
訳
に
あ
わ
せ
て
、
「
性
、
其
れ

苦
は
だ
卓
た
り
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
其
の
精
微
、
以
て
円
機
の
士
を
望
む
に
足
ら
ず
」
は
、
「
其
の
精
微
な
る
こ

と
、
以
て
円
機
の
士
を
望
む
に
足
ら
ず
」
と
訓
じ
て
、
「
（
こ
の
胡
員
外
で
す
り
潰
し
た
末
茶
は
）
は
な
は
だ
精
微
で
あ
っ
て
、
碾

で
引
い
た
も
の
に
こ
の
精
微
さ
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
解
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
こ
の
「
周
旋
中
規
、
而
不
逾
其
閒
。
動
静
有
常
、
而
性
苦
其
卓
」
と
い
う
表
現
は
、
直
接
的
に
は
、
徐
偉
長
の
「
法

象
論
」
の
表
現
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
（
12
）
。

　

高
橋
忠
彦
氏
は
、
詳
細
な
検
討
の
の
ち
に
、
胡
員
外
と
は
、
宋
代
に
は
「
茶
瓢
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
茶
を
す
っ

て
粉
に
す
る
、
す
り
こ
木
の
よ
う
な
道
具
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
「
賛
の
〈
鬱
結
〉
の
語
か
ら
見
る
と
、
固
ま
っ

た
末
茶
を
す
り
つ
ぶ
し
、
飲
め
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
宋
代
に
お
い
て
は
、
固

形
茶
や
葉
茶
以
外
に
、
初
め
か
ら
末
茶
と
し
て
流
通
し
て
い
た
茶
が
存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
末
茶
は
、
当
然
で
は
あ
る
が
、
固

ま
り
や
す
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
碾
や
磨
で
す
っ
て
造
っ
た
末
茶
に
し
て
も
、
盒
子
な
ど
に
保
存
す
る
場

合
は
、
固
ま
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
（
13
）
。

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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禅
録
に
出
る
茶
瓢
の
用
例
は
、
次
の
逸
話
に
見
ら
れ
る
。
『
五
灯
会
元
』
巻
十
七
、
東
京
法
雲
仏
照
杲
禅
師
の
章
に
（
14
）
、

妙
年
よ
り
遊
方
し
て
、
円
通
の
璣
禅
師
に
謁
す
。
入に

つ

室し
つ

の
次
い
で
、
璣
、
「
僧
、
投と

う

子す

に
問
う
、
大
死
底
の
人
、
却
っ
て

活
す
る
時
は
如
何
。
子
曰
く
、
夜
行
を
許
さ
ず
、
明
に
投
じ
て
須
ら
く
到
る
べ
し
」
と
い
う
を
挙こ

し
て
、
「
意
、
作そ

麼も

生さ
ん

」
と
。
師
曰
く
、
「
恩
大
き
く
し
て
酬
い
難
し
」
。
璣
、
大
い
に
喜
ぶ
。
遂
に
命
じ
て
衆
に
首

か
し
ら

た
ら
し
む
。
晩
に
至
っ
て
、

衆
の
為
に
秉ひ

ん

払ぽ
つ

す
。
機
遅
く
し
て
訥と

つ

な
り
。
衆
、
之
を
笑
う
。
師
、
赧は

ず
る
色
有
り
。
次
の
日
、
僧
堂
に
於
い
て
点
茶
す
。

因
み
に
、
茶
瓢
に
触
る
る
に
、
地
に
堕
つ
。
瓢
の
跳
ね
る
を
見
て
、
乃
ち
応
機
三
昧
を
得
た
り
。

　

法
雲
杲
と
は
、
法
雲
仏
照
杲
禅
師
、
兜
率
真
寂
従
悦
禅
師
の
法
嗣
で
あ
る
。
法
系
は
、
黄
龍
慧
南
―
真
浄
克
文
―
兜
率
従
悦

（
一
〇
四
四
～
九
一
）
―
法
雲
杲
。
居
士
の
張
商
英
（
一
〇
四
二
～
一
一
二
一
）
と
法
の
兄
弟
に
な
る
か
ら
、
同
時
代
の
人
で
あ
る
。

法
雲
の
杲
は
師
匠
と
の
問
答
で
、
大
い
に
認
め
ら
れ
て
、
抜
擢
さ
れ
て
「
立
僧
秉
払
」
と
い
う
儀
式
を
司
っ
た
の
だ
が
、
そ
の

動
作
が
と
ろ
く
さ
か
っ
た
た
め
に
、
一
堂
の
僧
に
笑
わ
れ
て
し
ま
い
、
大
い
に
恥
じ
た
。
そ
の
次
の
日
に
、
法
雲
杲
が
、
僧
堂

で
茶
を
点
て
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
、
茶
瓢
に
触
れ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
下
に
落
ち
て
、
こ
ろ
が
っ
た
。
そ
れ
を
見
て
、

悟
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
と
こ
う
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
話
は
こ
の
ほ
か
大
慧
の
『
禅
宗
雑
毒
海
』
巻
上
、
お
よ
び
『
大
慧

武
庫
』
上
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
若
干
表
現
の
違
い
が
あ
る
。
煎
点
の
場
面
を
よ
り
詳
し
く
記
し
て
い
る
の
は
『
大
慧
武

庫
』
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
述
に
よ
っ
て
該
当
箇
所
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
煎
点
の
場
面
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
（
15
）
。

次
の
日
、
特ど

く
い
だ
い
し
ゆ
う
ち
や

為
大
衆
茶
。
茶
具
を
案
上
に
安お

く
。
慚
じ
て
以
て
自
ら
処
す
る
こ
と
無
し
。
偶た

ま

た
ま
茶
具
を
打た

翻ほ
ん

す
。
瓢

ひ
よ
う

子す

、

地
に
落
ち
て
跳
ね
る
こ
と
数
跳
。
答
話
を
悟
得
す
。

　

「
特
為
茶
」
と
い
う
の
は
、
特
に
某
人
の
た
め
に
茶
を
た
て
て
供
す
る
こ
と
を
い
う
が
、
こ
こ
で
は
「
特
為
大
衆
茶
」
と
あ

る
の
で
、（
住
持
あ
る
い
は
首
座
が
）
、
あ
る
人
（
こ
こ
で
は
誰
で
あ
る
か
は
未
詳
）
を
請
じ
て
、
大
衆
の
た
め
に
煎
点
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
大
衆
煎
点
の
場
で
、
法
雲
の
杲
が
点
茶
の
係
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
雲
の
杲
は
、
茶
具
を
机
の
上
に

並
べ
て
、
茶
の
準
備
を
し
て
い
た
が
、
前
日
の
で
き
ご
と
が
心
に
か
か
っ
て
い
て
、
「
慚
じ
て
以
て
自
ら
処
す
る
こ
と
無
」
い

状
態
、
つ
ま
り
、
心
こ
こ
に
あ
ら
ざ
る
心
境
で
煎
点
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
つ
い
う
っ
か
り
机
の
上
に
置
い
て

あ
っ
た
茶
具
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
茶
瓢
が
机
の
上
か
ら
下
に
落
ち
て
、
数
回
に
わ
た
っ
て
跳
ね
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

机
の
上
に
並
べ
ら
れ
た
茶
具
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
記
録
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
「
茶
瓢
」
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
本
図
の
下
部
右
側
に
描
か
れ
た
煎
点
の
場
面
に
よ
く
似
た
作
業
を
し
て
い
る
光
景
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

右
の
『
大
慧
武
庫
』
の
記
述
で
は
、
「
茶
瓢
子
」
が
い
か
な
る
形
態
の
も
の
で
あ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
机
か
ら
下
に

落
ち
て
、
数
回
跳
ね
た
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
鈍
重
な
も
の
で
は
な
く
、
ご
く
軽
量
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
「
茶
瓢
」
を
詠
っ
た
偈
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
点
検
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
は
、
『
鏡
堂
和
尚
語

録
』
に
出
る
「
茶
瓢
」
偈
（
16
）
。
鏡
堂
覚
円
（
一
二
四
四
～
一
三
〇
六
）
は
、
南
宋
西
蜀
の
人
で
、
無
学
祖
元
の
侍
者
と
し
て
来

朝
し
た
人
で
あ
る
。
そ
の
偈
に
い
う
、

葛か
つ

藤と
う

窠か

裏り

よ
り
身
を
翻

ほ
ん
し
ゆ
つ

出
し

満ま
ん

肚と

、
多
少
の
春
を
か
含が

ん

蔵ぞ
う

す

硬こ
う
ば
く
ば
く

、
乾か

ん
ば
く
ば
く

人
の
為
に
徹て

つ

困こ
ん

に
し
て
疎そ

親し
ん

没な

し

「
葛
藤
窠
裏
翻
身
出
」
は
、
「
茶
瓢
」
が
、
も
と
は
蔓
に
生な

っ
て
い
た
こ
と
を
い
う
。
「
多
少
春
」
の
「
春
」
は
、
先
に
み
た
よ

う
に
茶
の
縁
語
で
あ
る
。
「
硬

、
乾

」
は
、
パ
リ
パ
リ
、
ピ
チ
ピ
チ
と
い
っ
た
擬
声
語
で
あ
る
。
「
乾

」
は
乾
爆

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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爆
と
も
い
う
。
『
諸
録
俗
語
解
』（
17
）
の
「
乾
爆
爆
」
に
、
「
乾
い
て
パ
チ
パ
チ
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
偈
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
も
と
は
蔓
に
生な

っ
て
い
た
が
、
今
は
こ
の
茶
瓢
に
身
を
変
え
た
。
そ
の
膨
ら
ん

だ
腹
一
杯
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
銘
茶
（
建
渓
の
春
）
を
含
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
パ
リ
パ
リ
、
パ
チ
パ
チ
（
と
音
を
た
て
て
、
茶
を
細
か

く
す
る
）
。
（
身
を
す
り
減
ら
し
て
）
人
の
た
め
に
徹
困
の
親
切
を
つ
く
し
て
、
わ
け
へ
だ
て
が
な
い
」
。

　

こ
の
詩
に
よ
れ
ば
、
「
茶
瓢
」
に
は
二
種
類
の
機
能
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
は
、
「
満
肚
含
蔵
」
と
あ
る
よ
う
に
、
茶

末
を
容
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
物
を
容
れ
る
部
分
を
「
肚
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
作
用
は
、
「
硬

乾

」
と
あ
る
よ
う
に
、
乾
燥
し
た
茶
末
を
擂
り
潰
す
こ
と
で
あ
る
。

　

雪
村
友
梅
（
一
二
九
〇
〜
一
三
四
六
）
は
、
十
八
歳
で
入
元
し
、
四
十
歳
ま
で
の
二
十
三
年
間
、
元
に
滞
在
し
た
人
で
あ
る
。

そ
の
語
録
『
宝
覚
真
空
禅
師
録
』
に
、
「
茶
寮
十
事
」
と
い
う
偈
頌
が
あ
り
、
十
種
類
の
茶
具
に
つ
い
て
の
偈
頌
を
作
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
と
そ
の
用
途
を
詩
に
し
て
い
る
。
『
茶
具
図
賛
』
に
出
る
十
二
種
と
比
較
す
る
と
、
違
い
が
あ
っ
て
興
味
深

い
。
そ
の
十
種
と
は
、
茶
竃
、
茶
缾
、
茶
磑
、
茶
合
、
茶
瓢
、
茶
盂
、
茶
匙
、
茶
甌
、
茶
筅
、
茶
巾
で
あ
る
。
入
元
し
た
雪
村

が
こ
の
よ
う
に
、
抹
茶
に
か
か
わ
る
詩
を
作
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
元
に
な
っ
て
直
ち
に
抹
茶
法
が
消
滅
し
た
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
茶
瓢
の
詩
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
18
）
。

身
を
藤と

う

蔓ま
ん

よ
り
脱
し
て
清せ

い

枯こ

を
守
る

菁せ
い

華か

を
研と

ぎ
尽
く
し
て
道ど

う

腴ゆ

を
味
わ
う

円
転
、
若も

し
柄へ

い

の
用
う
る
に
堪
う
る
無
く
ん
ば

幾ほ
と
ん乎

ど
、
喚
ん
で
苦く

葫こ

蘆ろ

と
作な

さ
ん

「
脱
身
藤
蔓
」
は
、
先
に
見
た
鏡
堂
の
偈
に
い
う
「
葛
藤
窠
裏
翻
身
出
」
と
同
じ
趣
旨
で
、
瓢
箪
か
ら
作
ら
れ
た
こ
と
を
い
う
。
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「
菁
華
」
は
精
華
。
「
道
腴
」
は
、
も
っ
と
も
味
の
よ
い
と
こ
ろ
。
「
研
尽
菁
華
」
と
あ
る
か
ら
、
す
り
潰
す
道
具
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
「
も
と
は
蔓
に
生な

っ
て
い
た
が
、
い
ま
は
枯
淡
な
茶
瓢
に
身
を
変
え
た
。
茶
の
精
華
を
す
り
つ
ぶ
し
て
、
も
っ
と

も
美
味
し
い
と
こ
ろ
を
味
わ
う
。
ク
ル
ク
ル
と
回
る
の
に
、
こ
の
柄
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
さ
っ
ぱ
り
駄わ

目や

だ
、
単
な
る
（
役

立
た
ぬ
）
苦に

が

葫う

蘆り

と
い
う
も
の
」
。

　

三
句
に
い
う
「
柄
」
と
は
、
瓢
の
細
く
な
っ
た
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
を
持
っ
て
回
し
な
が
ら
茶
末
を
す
り
潰
す
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
部
分
が
な
か
っ
た
ら
、
ま
っ
た
く
使
い
に
く
い
の
で
あ
る
。

　

雪
村
友
梅
は
十
種
類
の
茶
具
の
中
に
、
こ
の
茶
瓢
と
は
別
に
、
茶
匙
の
項
目
を
立
て
て
い
る
の
だ
か
ら
、
雪
村
が
取
り
上
げ

た
茶
瓢
と
茶
匙
と
は
別
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
に
「
茶
寮
十
事
」
の
「
茶
匙
」
詩
（
19
）
を

見
て
お
く
。

犀さ
い

筯ち
よ

も
て
飫よ

盤ば
ん

に
飡く

ら
う
に
同
じ
か
ら
ず
、

曲
節
、
人
貌
に
観
る
可
し
。

挑
得
し
将も

ち
来
た
れ
ば
已
に
俗
を
驚
か
す
、

霱
雲
双
風
（
凰
か
）
、
小
龍
団
。

　

「
龍
団
」
は
茶
の
こ
と
、
「
霱
雲
」
は
三
色
の
瑞
雲
、
こ
こ
で
は
茶
か
ら
あ
が
る
湯
気
を
い
う
。
詩
意
は
「
ご
馳
走
を
食
べ
る

の
に
用
い
る
犀
箸
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
だ
。
そ
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
さ
ま
は
人
の
面
貌
の
よ
う
だ
。
こ
れ
を
取
り
出
せ

ば
、
世
人
は
す
っ
か
り
驚
く
で
あ
ろ
う
。
（
こ
れ
で
茶
を
混
ぜ
れ
ば
）
瑞
雲
の
よ
う
な
茶
煙
が
二
羽
の
鳳
凰
と
な
っ
て
立
ち
上
が

る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
詩
で
は
茶
匙
の
具
体
的
な
用
途
は
も
う
ひ
と
つ
分
か
り
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
宋
、
襄
蔡
の
『
茶
録
』
に
は
、

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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茶
匙
は
重
き
こ
と
を
要
す
、

撃
払
す
る
に
力
有
り
。
黄

金
を
上
と
為
す
。
人
間
、

銀
、
鉄
を
以
て
之
を
為
る
。

竹
は
軽
し
、
建
茶
に
は
取

ら
ず
（
茶
匙
要
重
、
撃
払
有

力
。
黄
金
為
上
、
人
間
以
銀

鉄
為
之
。
竹
者
軽
建
茶
不
取
）
。

と
あ
る
。
茶
を
「
撃
払
す
る
」

つ
ま
り
点
て
る
の
に
用
い
る
の

で
あ
る
。
廖
宝
実
氏
は
、
茶
末

の
撃
払
に
は
、
は
じ
め
は
筯

（
箸
）
や
茶
匙
が
使
わ
れ
て
い
た

が
、
そ
れ
が
や
が
て
茶
筅
に

と
っ
て
替
わ
る
と
考
証
し
て
い
る
（
20
）
。
こ
の
茶
匙
は
ど
の
よ
う
な
形
状
を
し
て
い
る
も
の
な
の
か
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い

が
、
雪
村
の
詩
に
「
曲
節
於
人
貌
可
観
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
匙
」
と
あ
る
か
ら
、
ス
プ
ー
ン
状
な
の
で
あ
ろ
う
が
、

胡
員
外
（
茶
瓢
）
と
は
そ
の
用
途
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
で
、
茶
匙
は
茶
筅
と
同
じ
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

大
徳
寺
蔵
五
百
羅
漢
図
（
21
）
に
、
こ
の
「
茶
匙
」
を
用
い
て
点
茶
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
場
面
が
見
え
る 図24
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（
図
24
）
。
こ
の
図
で
行
者
が
右
手
に
持
っ
て
い
る
「
ち
り
蓮
華
」
の
よ
う
な
形
を
し
た
も
の
が
茶
匙
で
は
な
い
か
（
図
25
）
。

　

し
か
し
、
こ
の
場
面
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
解
釈
も
あ
る
（
22
）
。

　

「
侍
童
が
右
手
の
指
先
に
赤
い
小
袋
を
摘
み
、
左
手
に
持
っ
た
湯
瓶
を
傾
け
て
、
こ
の
袋
に
湯
を
注
ぎ
か
け
、
羅
漢
は
茶
托

に
の
せ
た
茶
盞
で
こ
れ
を
承
け
て
い
る
。
現
代
風
に
言
え
ば
、
テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
で
あ
る
が
、
中
身
は
茶
葉
で
は
な
く
、
固
形
茶

を
す
り
つ
ぶ
し
た
茶
末
で
あ
る
」
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
で
茶
を
入
れ
る
こ
と
は
文
献
に
は
ま
ず
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
に
湯

を
か
け
る
程
度
で
は
、
十
分
な
濃
さ
の
茶
は
ま
ず
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
物
体
の
描
か
れ
方
を
子
細
に
見
れ
ば
、
縦
に
三

本
の
黒
い
線
が
あ
り
、
真
ん
中
と
右
側
の
線
は
ほ
ぼ
平
行
に
な
っ
て
い
る
が
、
左
側
の
線
は
下
の
方
が
外
に
張
り
出
す
よ
う
に

膨
ら
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
こ
の
物
体
を
立
体
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
形
態
は

「
ち
り
蓮
華
」
の
よ
う
で
あ
る
。

　

日
本
に
伝
わ
る
「
四
頭
の
茶
会
」
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
茶
碗
に
抹
茶
を
入
れ
て
、
こ
れ
に
湯
を
注
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
の
点
茶
も
そ
れ
と
同
じ
方
法
で
あ
ろ

う
と
考
え
る
。

　

さ
て
、
本
図
に
も
ど
っ
て
、
左
部
分

で
行
者
が
行
っ
て
い
る
作
業
を
再
び
点

検
し
て
み
よ
う
。
先
に
こ
の
黒
衣
の

行
者
は
、
円
形
の
器
に
入
っ
た
茶
末

図25

図26

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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の
「
鬱
結
」
し
た
状
態
を
ほ
ぐ
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
の
だ
が
、
そ

の
円
形
の
器
の
左
隣
に
は
、
椀
状
の
も
の
と
、

そ
の
上
に
置
か
れ
た
ス
プ
ー
ン
状
の
も
の
が

見
え
る
（
図
26
）
。
こ
の
ス
プ
ー
ン
状
の
も

の
を
用
い
て
、
円
形
の
器
に
入
っ
た
末
茶
を

掬
っ
て
椀
に
移
し
、
こ
れ
を
ス
プ
ー
ン
の
球

面
で
す
り
潰
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

禅
録
に
出
る
茶
瓢
は
、
瓢
箪
か
ら
作
っ
た

も
の
で
、
茶
を
掬
っ
た
り
、
あ
る
い
は
容
れ

る
作
用
を
す
る
と
同
時
に
、
す
り
潰
す
は
た

ら
き
も
す
る
と
あ
っ
た
が
、
物
を
す
り
潰
す

に
は
、
た
と
え
ば
擂
り
粉
木
と
擂
鉢
の
よ
う

に
、
つ
ぶ
す
道
具
と
、
物
を
容
れ
る
器
と
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
茶
具
図
賛
に
出

る
、
瓢
箪
型
を
し
た
「
胡
員
外
」
単
独
で
は
、

す
り
潰
す
作
業
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、

図
26
に
あ
る
よ
う
な
、
二
種
の
器
具
が
必
要

図27
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と
な
る
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
作
業
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
面
が
、
や
は
り
大
徳
寺
蔵
五
百
羅
漢
図
四
〇
に
も
見
え
る
（
図
27
）
。

そ
こ
で
は
、
男
は
や
は
り
右
手
に
細
い
棒
状
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
左
手
は
台
状
の
も
の
に
の
せ
ら
れ
た
、
二
層
に

な
っ
た
物
体
を
押
さ
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
左
横
に
は
平
た
い
円
形
の
器
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
ま
だ
内
容
物
は
盛
ら
れ
て
て

は
お
ら
ず
、
ス
プ
ー
ン
状
の
も
の
が
入
っ
て
い
る
。
手
前
に
は
同
じ
く
ス
プ
ー
ン
状
の
も
の
、
小
さ
な
箒
、
小
さ
な
蓋
付
き
の

容
器
（
合
子
）
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

二
層
に
な
っ
た
物
体
は
、
茶
磨
で
大
量
に
製
造
さ
れ
た
茶
末
の
「
鬱
結
」
し
た
状
態
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
男
は
こ
れ
を
、
右

手
に
持
っ
た
細
い
棒
状
の
物
で
小
分
け
に
し
て
、
左
に
あ
る
平
た
い
円
形
の
器
に
移
し
、
そ
こ
で
ス
プ
ー
ン
状
の
茶
瓢
の
腹
部

分
を
使
っ
て
ほ
ぐ
し
、
右
手
前
に
置
い
て
あ
る
合
子
に
移
し
盛
る
の
で
は
な
い
か
。

　

周
辺
に
置
か
れ
た
道
具
立
て
は
本
図
と
は
異
な
る
も
の
の
、
双
方
と
も
に
「
鬱
結
」
し
た
状
態
の
抹
茶
を
ほ
ぐ
し
て
小
分
け

に
す
る
作
業
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

現
代
、
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
「
四

よ
つ
が
し
ら

頭
の
茶
会
」
は
も
っ
と
も
古
い
点
茶
の
法
式
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
ら
か
じ

め
茶
碗
に
抹
茶
を
入
れ
て
、
客
の
前
に
運
び
、
そ
こ
で
浄
瓶
か
ら
湯
を
注
ぎ
点
て
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
図
に
見
え
る
点
茶
の

光
景
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
作
法
で
あ
り
、
客
の
前
で
は
な
く
別
の
場
所
で
茶
を
点
て
て
、
こ
れ
を
運
ん
で
供
給
す
る
、
現
代

の
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
点
て
出
し
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
、
他
に
見
え
ぬ
、
貴
重
な
絵
画
資
料
と
い

え
よ
う
。

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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注
（
1
） 

『
開
館
四
〇
周
年
記
念
特
別
展　

宋
元
仏
画
』
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館　

平
成
十
九
年
十
月

（
2
） 

『
國
華
』
一
三
五
九
号
、
梅
澤
恵
「
上
堂
図
」

（
3
） 

奈
良
国
立
博
物
館
、
特
別
展
「
聖
地
寧
波
」
図
録
（
二
〇
〇
九
年
七
月
）
一
四
一
頁
。
五
百
羅
漢
図
五
五
。

（
4
） 
高
橋
忠
彦
「
『
茶
具
図
賛
』
に
就
き
て 

―
― 

研
究
と
訳
」
（
（
上
）
（
下
）
、
『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』
第
２
部
門
、
人
文
科
学
、
第
48

集
、
第
49
集
。

（
5
） 

廖
宝
実
『
宋
代
喫
茶
法
与
茶
器
之
研
究
』
（
台
湾
国
立
故
宮
博
物
館
、
一
九
九
六
年
）
。
図
五
六
「
山
西
長
治
李
村
溝
金
墓
東
側
龕

内
壁
画
」
（
二
二
三
頁
）
、
「
山
西
大
同
馮
道
真
理
墓
室
東
壁
、
道
童
進
茶
図
」
（
二
二
四
頁
）
。

（
6
） 

『
國
華
』
一
三
五
九
号
、
梅
澤
恵
「
上
堂
図
」

（
7
） 

前
掲
「
聖
地
寧
波
」
図
録
一
四
〇
頁
、
五
百
羅
漢
図
五
四
。

（
8
） 

『
大
川
語
録
』
「
水
茶
磨
」
「
機
輪
転
処
水
潺
潺
、
機
若
停
時
水
自
閑
。
末
上
一
遭
知
落
処
、
十
分
春
色
満
人
間
」
。

（
9
） 

『
石
渓
和
尚
語
錄
』
巻
下
、
「
水
茶
磨
」
「
機
輪
瞥
転
已
多
時
、
苦
渋
分
明
只
自
知
。
轆
轆
放
身
随
浪
輥
、
傍
観
贏
得
眼
如
眉
」
。

（
10
） 

『
羅
湖
野
錄
』
卷
一
、
「
黄
龍
忠
道
者
。
初
至
舒
州
龍
門
。
縱
步
水
磨
所
。
見
牌
云
、
法
輪
常
轉
。
豁
然
有
省
。
撫
掌
說
偈
曰
、
轉

大
法
輪
、
目
前
包
裹
。
更
問
如
何
。
水
推
石
磨
。
遂
寫
而
作
圓
相
。
於
後
詣
方
丈
。
呈
佛
眼
禅
師
」
。

（
11
） 

高
橋
、
前
掲
論
文
、
『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』
第
２
部
門
、
人
文
科
学
、
第
49
集
、
三
三
九
頁
。

（
12
） 

『
続
文
章
規
範
』
、
下
、
四
六
〇
頁
）
「
君
子
感
凶
徳
之
如
彼
、
見
吉
徳
之
如
此
。
故
立
以
磬
折
、
坐
以
抱
鼓
。
周
旋
中
規
、
折
旋

中
矩
。
視
不
離
乎
結

之
閒
、
言
不
越
乎
表
著
之
位
。
聲
氣
可
聽
、
精
神
可
愛
、
俯
仰
可
宗
、
揖
讓
可
貴
。
作
事
有
方
、
動
靜
有
常
。

帥
禮
不
荒
。
故
爲
萬
夫
之
望
也
。

（
13
） 

高
橋
、
前
掲
論
文
、
『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』
第
２
部
門
、
人
文
科
学
、
第
49
集
、
三
四
一
頁
。

（
14
） 

『
五
灯
会
元
』
巻
十
七
、
東
京
法
雲
仏
照
杲
禅
師
章
に
、
「
自
妙
年
遊
方
、
謁
円
通
璣
禅
師
。
入
室
次
、
璣
挙
「
僧
問
投
子
、
大
死

底
人
却
活
時
如
何
。
子
曰
、
不
許
夜
行
投
明
須
到
」
、
意
作
麼
生
。
師
曰
、
恩
大
難
酬
。
璣
大
喜
。
遂
命
首
衆
。
至
晩
、
為
衆
秉
払
。
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機
遅
而
訥
、
衆
笑
之
。
師
有
赧
色
。
次
日
於
僧
堂
点
茶
、
因
触
茶
瓢
墜
地
、
見
瓢
跳
、
乃
得
応
機
三
昧
」
。

（
15
） 

『
大
慧
武
庫
』
「
次
の
日
、
特
為
大
衆
茶
。
茶
具
を
案
上
に
安
く
。
慚
じ
て
以
て
自
ら
處
す
る
こ
と
無
し
。
偶
た
ま
茶
具
を
打
翻
す
。

瓢
子
、
地
に
落
ち
て
跳
ね
る
こ
と
数
跳
。
答
話
を
悟
得
す
」
。

（
16
） 
『
鏡
堂
和
尚
語
録
』
「
茶
瓢
」
偈
「
葛
藤
窠
裏
翻
身
出
、
満
肚
含
蔵
多
少
春
。
硬

兮
乾

、
為
人
徹
困
没
疎
親
」
。
『
五
山
文

学
新
集
』
巻
六
、
四
八
六
頁
。

（
17
） 

芳
澤
勝
弘
『
諸
録
俗
語
解
』
（
禅
文
化
研
究
所
刊
）
三
八
頁
。

（
18
） 

『
宝
覚
真
空
禅
師
録
』
「
茶
寮
十
事
」
、
茶
瓢
「
脱
身
藤
蔓
守
清
枯
、
研
尽
菁
華
味
道
腴
。
円
転
若
無
柄
堪
用
、
幾
乎
喚
作
苦
葫
蘆
」
。

『
五
山
文
学
新
集
』
巻
三
、
七
五
六
頁
。

（
19
） 

『
宝
覚
真
空
禅
師
録
』
「
茶
寮
十
事
」
、
茶
匙
「
不
同
犀
筯
飫
盤
飡
、
曲
節
於
人
貌
可
観
。
挑
得
将
来
已
驚
俗
、
霱
雲
双
風
（
凰
）

小
龍
団
」
。
『
五
山
文
学
新
集
』
巻
三
、
七
五
六
頁
。

（
20
） 

廖
宝
実
、
前
掲
書
、
八
二
頁
。

（
21
） 

前
掲
「
聖
地
寧
波
」
図
録
一
三
三
頁
、
五
百
羅
漢
図
四
〇
。

（
22
） 

京
都
国
立
博
物
館
の
特
別
展
覧
会
『
日
本
人
と
茶
』
図
録
（
二
〇
〇
二
年
九
月
）
、
25
の
解
説
（
二
七
五
頁
）
。

「禅宗上堂図」に見える茶具について
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白
隠
墨
跡
和
歌
考
②

千

坂

英

俊

は

じ

め

に

　

筆
者
は
『
白
隠
墨
跡
和
歌
考
（
１
）
』
と
し
て
、
同
一
本
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
と
思
し
き
二
十
幅
（
２
）
の
和
歌
墨
跡
の
内
、
古
今

和
歌
集
、
新
古
今
和
歌
集
を
本
歌
（
３
）
と
す
る
、
二
首
三
幅
の
墨
跡
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
こ
に
は
、
仏
道
と
は
無
関
係
の

本
歌
の
一
字
、
乃
至
は
一
句
を
書
き
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
人
接
化
の
手
段
と
し
た
白
隠
の
才
覚
と
、
そ
の
峻
烈
な
思
想

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
回
取
り
上
げ
る
の
も
一
連
の
和
歌
墨
跡
の
一
つ
で
あ
る
。
書
誌
的
な
こ
と
は
前
稿
に
記
し
た
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
願
い
た

い
。
以
下
に
翻
刻
す
る
。

　
　

佛
と
は
何
を
い
わ
ま
の
こ
け
む
し
ろ
す
み
ゑ
に
か
き
し
ま
つ
風
の
お
と
〈
①
〉

　

こ
れ
が
今
回
取
り
上
げ
る
和
歌
で
あ
る
。
因
み
に
そ
の
典
拠
を
求
め
る
と
、
室
町
期
の
臨
済
僧
一
休
宗
純
〔
明
徳
五

（
一
三
九
四
）
年
～
文
明
十
三
（
一
四
八
一
）
年
〕
の
仮
名
法
語
（
４
）
に

白隠墨跡和歌考②

33



　
　

仏
と
は
何
を
岩
間
の
苔
筵
唯
慈
悲
心
に
し
く
も
の
は
な
し
〈
①
―
１
〉

と
あ
る
の
と
、

　
　

心
を
ば
如
何
な
る
物
を
云
ふ
や
ら
ん
墨
絵
に
か
き
し
松
風
の
音
〈
①
―
２
〉

と
あ
る
の
に
拠
り
、
こ
れ
ら
の
上
句
と
下
句
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
他
に
、
一
休
の
法
語
か

ら
の
本
歌
取
り
と
思
わ
れ
る
白
隠
の
和
歌
に
、
『
藻
塩
集
（
５
）
』
所
載
の

　
　

雨
あ
ら
れ
雪
や
氷
を
そ
の
ま
ゝ
に
と
か
ね
ど
お
な
じ
渓
河
の
水
〈
②
〉

が
あ
り
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
も
併
せ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

和
歌
を
解
釈
す
る
場
合
、
多
く
は
そ
れ
ま
で
の
言
語
伝
統
の
中
で
培
わ
れ
た
歌
語
の
複
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
解
く
と

い
っ
た
作
業
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
が
本
歌
取
り
を
し
て
い
る
と
な
る
と
尚
更
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
、
〈
①
〉
〈
②
〉
の
白
隠

の
歌
に
込
め
ら
れ
た
真
意
を
読
み
解
く
為
に
は
、
典
拠
と
な
っ
た
一
休
の
歌
に
つ
い
て
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ

か
ら
、
白
隠
の
詠
歌
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

な
お
、
一
休
の
仮
名
法
語
を
読
み
進
め
る
時
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
一
休
の
真
作
で
あ
る
か
ど
う
か
の
信
憑
性
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の
低
さ
は
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
曹
洞
宗
の
祖
で
あ
る
道
元
希
玄
〔
正
治
二
（
一
二
〇
〇
）

年
～
建
長
五
（
一
二
五
三
）
年
〕
の
家
集
と
さ
れ
て
き
た
『
傘
松
道
詠
集
』
に
つ
い
て
、
そ
の
集
録
歌
の
大
半
が
他
人
詠
の
和

歌
で
あ
り
、
後
世
の
教
団
の
、
い
わ
ば
一
種
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
る
（
６
）
の
と
同
様
に
、
一
休

の
仮
名
法
語
に
つ
い
て
も
、
言
っ
て
み
れ
ば
「
一
休
信
仰
」
の
よ
う
な
も
の
の
中
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
偽
作
で
あ
る
可
能
性
は

大
い
に
あ
る
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
仮
名
法
語
は
、
一
休
の
真
作
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
得
る
『
狂
雲
集
』
や
『
自
戒
集
』
と

は
、
思
想
的
に
共
通
す
る
処
が
殆
ど
な
い
と
い
う
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
も
い
る
（
７
）
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
仮
名
法
語
に

は
思
想
の
一
貫
性
が
見
ら
れ
、
そ
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
の
が
大
体
空
思
想
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
内
ど
れ
が
真
作
で
ど
れ
が
偽

作
か
は
判
別
で
き
得
な
い
と
し
て
も
、
一
休
の
大
衆
教
化
の
仕
方
が
、
概
ね
こ
れ
ら
の
仮
名
法
語
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
思

想
、
手
段
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
首
肯
さ
れ
る
指
摘
で
あ
る
し
、
こ
れ
ら
の
法
語
類
が
白
隠
の
生
存
し
た
時
代
に
「
一
休

法
語
」
と
し
て
流
布
し
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
の
で
、
一
休
仮
名
法
語
の
真
偽
に
つ
い
て
は
今
回
は
触
れ

な
い
こ
と
と
す
る
。

１

　

ま
ず
は
白
隠
の
〈
①
﹀
歌
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
一
休
仮
名
法
語
の
〈
①
―
１
〉・〈
①
―
２
〉
歌
を
見
て
い
き
た
い
。〈
①
―

１
〉
は
『
一
休
和
尚
法
語
』
（
以
下
『
法
語
』
）
の

御
歳
も
早
や
暮
れ
過
ぎ
さ
せ
給
へ
ば
、
何
の
御
望
み
御
座
候
は
ん
や
。
殊
更
地
獄
の
活
頭
を
も
、
し
ろ
し
め
さ
れ
候
上

は
、
行
水
の
ご
と
く
に
、
御
心
を
も
た
せ
給
ひ
て
、
御
胸
の
中
に
、
何
事
も
御
座
な
く
候
へ
ば
、
世
尊
御
一
体
の
御
身
に
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て
御
座
有
べ
く
候
。
こ
ゝ
を
、
仏
、
『
三
部
経
』
に
、
「
己
身
の
弥
陀
、
唯
心
の
浄
土
」
と
述
べ
給
へ
り
。
此
文
字
の
心
は
、

「
己
れ
が
心
弥
陀
、
唯
心
の
浄
土
」
と
申
也
。
然
れ
ば
、
十
万
億
土
は
、
御
願
ひ
あ
る
ま
じ
く
候
。

　
　

仏
と
は
何
を
岩
間
の
苔
筵
唯
慈
悲
心
に
し
く
も
の
は
な
し

此
哥
の
ご
と
く
、
御
受
用
候
へ
ば
、
何
事
も
仏
心
と
見
ま
い
ら
せ
べ
く
候
。
古
し
へ
舟
田
の
御
方
丈
に
て
、
程
な
く
宗
建

を
は
じ
め
ま
い
ら
せ
、
人
々
過
ぎ
ゆ
か
せ
給
ひ
候
事
、
夢
と
は
思
し
召
さ
れ
ず
候
や
。
（
傍
線
部
筆
者
）

と
い
う
部
分
の
和
歌
で
あ
る
。

　

『
一
休
仮
名
法
語
集
』
で
は
こ
の
和
歌
は

　
　

仏
と
は
い
っ
た
い
何
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
た
だ
そ
れ
は
慈
悲
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
い
う
現
代
語
訳
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
訳
は
言
葉
の
表
面
を
捉
え
た
だ
け
で
、
歌
の
複
層
的
な
意
味
を
捉
え
て

い
る
と
は
云
い
難
い
。
法
語
全
体
を
解
釈
す
る
と
い
う
姿
勢
か
ら
、
各
和
歌
の
解
釈
が
御
座
な
り
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
が
、「
岩
間
の
苔
筵
」
に
注
を
付
し
て
、「
岩
間
」
は
「
言
は
ま
」
を
懸
け
る
掛
詞
で
あ
る
と
し
た
指
摘
は
い
い
と
し

て
も
、
肝
心
の
「
岩
間
の
苔
筵
」
が
「
岩
と
岩
と
の
間
に
苔
が
一
面
に
青
々
と
し
て
広
が
っ
て
い
る
様
を
筵
（
敷
物
）
に
見
立
て

て
い
う
語
。
」
と
、
字
義
通
り
の
解
釈
し
か
為
さ
れ
て
お
ら
ぬ
し
、
そ
れ
が
訳
に
反
映
さ
れ
て
す
ら
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

　

『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
（
８
）
』
の[

苔]

の
項
で
は
「
苔
は
人
手
の
入
っ
て
い
な
い
所
、
古
び
た
所
な
ど
に
生
え
る
の
で
、

出
家
隠
遁
者
な
ど
俗
世
間
か
ら
離
れ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示
す
比
喩
的
な
役
割
を
に
な
う
語
と
し
て
仏
教
的
な
も
の
と
結
合

し
て
詠
ま
れ
た
。
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

　
　

題
し
ら
ず 

法
印
公
澄

我
ば
か
り
す
む
と
お
も
ひ
し
や
ま
ざ
と
に
月
も
や
ど
か
る
苔
の
さ
む
し
ろ
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（
続
拾
遺
和
歌
集1

1
3
4

）（
９
）

と
あ
る
歌
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
隠
遁
者
の
思
想
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

一
方
で
、

同
じ
品
（
筆
者
注
・
法
華
経
序
品
）
を
よ
み
侍
り
け
る 

久
我
内
大
臣

法
の
た
め
の
べ
し
み
山
の
苔
莚
ま
づ
色
色
の
花
ぞ
ふ
り
し
く

 
 

 
 

（
玉
葉
和
歌
集2

6
4
2

）

の
歌
や
、
天
台
座
主
慈
円
の
家
集
に

い
か
ば
か
り
露
け
か
り
け
ん
わ
し
の
山
苔
の
む
し
ろ
の
跡
の
暮
が
た

八
年
ま
で
苔
の
む
し
ろ
に
な
れ
な
れ
と
つ
ゆ
分
け
わ
ぶ
る
わ
し
の
み
や
ま
ぢ

 
 

 
 

（
拾
玉
集2

5
4
6

・2
5
4
7

）

な
ど
と
あ
る
如
く
、
「
苔
の
筵
」
は
、
霊
鷲
山
に
於
い
て
釈
尊
が
法
華
経
を
説
い
た
、
ま
さ
に
そ
の
座
処
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

抽
出
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
釈
尊
そ
の
人
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
歌
に
続
い
て
書
か
れ
て
い
る
「
古
し
へ
舟
田

の
御
方
丈
に
て
、
程
な
く
宗
建
を
は
じ
め
ま
い
ら
せ
、
人
々
過
ぎ
ゆ
か
せ
給
候
事
」
と
い
う
の
が
、
釈
尊
一
代
の
説
法
を
以
て

人
々
を
済
度
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
が
看
取
さ
れ
る
（
10
）
。

　

よ
っ
て
、
〈
①
―
１
〉
歌
は

仏
と
は
何
を
い
う
の
か
、
そ
れ
は
釈
尊
一
代
の
説
法
が
、
衆
生
を
憐
れ
む
慈
悲
心
か
ら
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
慈
悲
心
よ
り

他
に
仏
は
な
い
。

と
な
る
。
な
お
、
「
岩
間
」
に
「
言
は
ま
」
が
懸
け
ら
れ
て
い
る
の
は
『
一
休
和
尚
全
集
』
の
指
摘
す
る
通
り
で
、
「
苔
の
岩
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戸
」
「
苔
の
岩
屋
」
が
多
く
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
「
岩
」
と
「
苔
」
と
の
縁
か
ら
「
苔
筵
」
を
導
く
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

次
に
、
〈
①
―
２
〉
歌
を
見
て
い
こ
う
。
こ
の
歌
は
『
一
休
水
鏡
』
（
以
下
『
水
鏡
』
）
の
、

我
は
是
れ
何
者
ぞ
、
〳
〵
。
頭
上
よ
り
尻
ま
で
探
る
べ
し
。
探
る
と
も
、
探
ら
れ
所
は
我
な
り
。

　
　

心
を
ば
如
何
な
る
物
を
云
ふ
や
ら
ん
墨
絵
に
か
き
し
松
風
の
音

と
い
う
部
分
で
あ
る
。
『
水
鏡
』
に
は
こ
の
歌
に
続
い
て
「
死
ぬ
れ
ば
空
々
と
し
て
有
る
や
ら
ん
、
又
茫
々
と
し
て
無
き
や
ら

ん
。
」
と
質
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
、
七
首
の
歌
を
挟
ん
で
「
釈
迦
禁
戒
の
所
に
任
せ
て
、
仏
に
な
る
と
云
ふ
し
る
し
無
し
、
と

か
く
不
明
な
り
。
死
す
れ
ば
、
我
も
無
し
、
人
も
無
し
。
釈
迦
・
弥
陀
も
、
見
れ
ば
本
は
人
、
生
を
受
け
つ
ゝ
地
獄
に
ぞ
入
。
」

と
説
か
れ
る
。

　

こ
の
歌
に
お
い
て
重
要
と
な
る
の
は
、
下
句
の
「
墨
絵
に
か
き
し
松
風
の
音
」
で
あ
ろ
う
。
室
町
期
ま
で
の
和
歌
を
み
る

と
、
「
墨
絵
の
松
」
（
水
墨
画
で
描
か
れ
た
松
）
と
い
う
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
こ
の
表
現
は
そ
の
発
想
と
し
て
「
す
み
の
え

の
松
」
か
ら
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
に
、

『
万
葉
集
』
で
は
須
美
乃
延
・
須
美
乃
江
・
住
吉
・
墨
吉
・
墨
江
な
ど
と
表
記
し
て
「
す
み
の
え
」
と
訓
む
。
平
安
時
代

に
は
、
そ
の
「
住
吉
」
が
「
す
み
よ
し
」
と
訓
ま
れ
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
す
み
の
え
」
と
は
「
住
吉
」
の
古
称
で
あ
っ
た
。
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
共
に
「
す
み
よ
し
」
と
い
う
訓

み
方
が
一
般
的
と
な
る
が
、
歌
語
で
あ
る
「
す
み
の
え
」
は
、
そ
の
後
も
長
く
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
特
に
松
が
景
物
と
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し
て
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
「
す
み
の
え
の
松
」
は
、
勅
撰
集
に
お
い
て
は

と
き
か
け
つ
こ
ろ
も
の
た
ま
は
す
み
の
え
の
神
さ
び
に
け
る
ま
つ
の
こ
ず
ゑ
に

 
 

 
 

（
後
拾
遺
和
歌
集1

0
6
8

）

に
見
ら
れ
る
し
、
私
家
集
で
は
、

す
み
の
え
の
ま
つ
を
あ
き
風
ふ
く
か
ら
に
こ
ゑ
う
ち
そ
ふ
る
お
き
つ
し
ら
な
み

 
 

 
 

（
躬
恒
集6

）

な
ど
、
古
今
集
時
代
の
歌
人
か
ら
、

す
み
の
え
に
を
り
か
ら
秋
の
ゆ
ふ
月
夜
こ
こ
に
き
け
と
や
松
風
の
こ
ゑ

 
 

 
 

（
拾
玉
集4

1
7
9

）

な
ど
の
新
古
今
集
時
代
の
歌
人
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
も
、
時
代
を
超
え
て
歌
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
躬
恒
の
歌
が
「
延

喜
五
年
二
月
十
日
、
お
ほ
せ
ご
と
に
よ
り
て
た
て
ま
つ
れ
る
、
い
づ
み
の
大
将
四
十
の
が
の
れ
う
屏
風
四
で
ふ
、
う
ち
よ
り
は

じ
め
て
な
い
し
の
か
む
の
と
の
に
た
ま
ふ
う
た
」
と
い
う
詞
書
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
、
既
に
絵
画
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら

れ
て
い
る
歌
語
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
松
風
」
自
体
は
「
松
」
と
「
待
つ
」
と
の
掛
詞
か
ら
、
人
を
待
つ
、
さ
ら
に
そ
の

人
が
来
な
い
こ
と
に
よ
る
寂
寥
感
を
詠
ん
だ
歌
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、

　
　

摂
政
太
政
大
臣
家
百
首
歌
に
、
十
楽
の
心
を
よ
み
侍
り
け
る
に
、
聖
衆
来
迎
楽　

寂
蓮
法
師

む
ら
さ
き
の
雲
ぢ
に
さ
そ
ふ
こ
と
の
ね
に
う
き
世
を
は
ら
ふ
嶺
の
松
風

 
 

 
 

（
新
古
今
和
歌
集1

9
3
7

）

　
　

寂
莫
無
人
声
、
読
誦
此
経
典 

法
橋
春
誓
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月
か
げ
や
の
り
の
と
ぼ
そ
を
さ
し
つ
ら
ん
し
づ
か
に
た
た
く
峰
の
松
風

 
 

 
 

（
続
後
撰
和
歌
集5

9
2

）

な
ど
の
釈
教
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
法
真
理
の
喩
（
11
）
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
れ
は
〈
①
―
２
〉

歌
の
解
釈
に
、
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
心
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
言
っ
て
見
れ
ば
）
墨
絵
に
描
か
れ
た
松
風
の
音
が
そ
れ
で
あ
る
。
」
と
い
う
『
一
休
仮
名
法
語
集
』
の
現
代
語
訳
は
、
や
は
り

言
葉
の
表
面
を
な
ぞ
っ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
「
墨
絵
に
描
か
れ
た
松
風
の
音
」
が
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
明

ら
か
に
し
な
い
限
り
、
本
当
に
こ
の
歌
を
解
釈
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
先
ほ
ど
の
用
例
か
ら
考
察
す
る
と
、
「
す
み
の
え
の
松
」
は
平
安
時
代
に
は
屏
風
的
絵
画
の
世
界
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
歌
で
は
「
墨
絵
」
と
は
っ
き
り
記
し
て
あ
る
通
り
、
水
墨
画
の
世
界
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
そ
こ
に
描

か
れ
て
い
る
の
は
、
寂
寥
感
を
か
き
た
て
る
「
松
風
」
で
あ
る
。
こ
の
句
を
目
に
し
た
享
受
者
は
、
寂
寞
た
る
幽
玄
の
世
界
を

イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
「
空
々
と
し
て
有
」
り
か
つ
「
茫
々
と
し
て
無
き
」
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
で
、
「
松
風
」
は
本
来
目
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
お
い
て
は
、
「
松
風
」
は
本
来
存
在

し
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
「
墨
絵
に
描
い
た
松
風
」
は
、
本
来
視
覚
で
認
知
し
得
な
い
事
象
を
、
視
覚
的
世
界
で
認
知

可
能
に
す
る
為
の
、
云
っ
て
み
れ
ば
一
つ
の
方
便
な
の
だ
。
と
す
る
と
、
こ
の
歌
で
云
わ
ん
と
し
て
い
る
事
は
、
「
心
と
い
っ

て
、
あ
た
か
も
眼
前
に
あ
る
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も
、
本
来
認
知
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
を

し
た
と
き
、
想
起
さ
れ
る
の
は
、

達
磨
面
壁
。
二
祖
立
雪
。
断
臂
云
、
弟
子
心
未
安
、
乞
師
安
心
。
磨
云
、
将
心
来
為
汝
安
。
祖
云
、
覓
心
了
不
可
得
。
磨

云
、
為
汝
安
心
竟
。
（
12
）
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と
い
う
「
達
磨
安
心
」
の
古
則
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
方
で
「
松
風
」
を
仏
法
真
理
と
捉
え
る
と
、
「
墨
絵
に
か
き
し
松
風
」
と
い
う
の
は
、
「
紙
に
書
い
た
仏
の
真

理
」
と
な
り
、
経
文
経
巻
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
こ
ち
ら
の
捉
え
方
だ
と
、
「
心
を
ば
如
何
な
る
物
を
云
う
や
ら
ん
」
と
の
整

合
性
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
や
は
り
先
に
挙
げ
た
方
の
解
釈
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
〈
①
―
１
〉
・
〈
①
―
２
〉
歌
を
合
わ
せ
た
白
隠
の
〈
①
〉
歌
の
真
意
は
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

〈
①
―
１
〉
歌
に
於
い
て
、
上
句
が
、
釈
尊
一
代
の
説
法
を
表
す
と
考
察
し
、
〈
①
―
２
〉
歌
に
於
い
て
、
下
句
が
一
つ
の
方

便
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
こ
の
両
者
を
合
わ
せ
た
〈
①
〉
歌
は
「
釈
尊
の
説
い
た
法
は
方
便
で
あ
り
、
仏
法
の
真
理
は
あ
た
か

も
墨
絵
に
描
い
た
松
風
の
よ
う
に
、
本
来
言
葉
で
知
覚
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
見
え
て

く
る
の
は
「
教
外
別
伝
、
不
立
文
字
、
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
と
い
う
、
禅
門
の
本
旨
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
白
隠
が
『
法
語
』
の
上
句
と
『
水
鏡
』
の
下
句
を
取
り
合
わ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
白
隠
の
記
憶
違
い

で
あ
っ
た
、
と
す
る
可
能
性
が
無
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
法
語
』
の
歌
の
前
文
に
「
己
れ
が
心
弥
陀
」
と
言
っ
て
い
る
よ

う
に
、
「
仏
」
と
「
心
」
と
は
互
換
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
取
り
合
わ
せ
は
「
唯
心
浄
土
、
己
身
弥
陀
」
を

踏
ま
え
た
上
で
の
意
図
的
な
書
き
換
え
、
白
隠
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

２

　

次
に
、
『
藻
塩
集
』
所
載
の
〈
②
〉
歌
を
見
て
い
こ
う
。
こ
の
歌
の
本
歌
は
『
水
鏡
』
に
、

是
は
是
、
非
は
非
と
し
て
を
き
、
生
は
生
、
死
は
死
、
水
は
水
、
草
は
草
、
土
は
土
。

白隠墨跡和歌考②

41



　
　

雨
霰
雪
や
氷
と
隔
つ
ら
ん
解
く
れ
ば
同
じ
谷
川
の
水

と
あ
り
、
ま
た
同
じ
歌
が
『
一
休
骸
骨
』
『
阿
弥
陀
裸
物
語
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

　

「
雨
」
「
霰
」
「
雪
」
「
氷
」
は
和
歌
に
よ
く
詠
ま
れ
る
景
物
で
、
そ
れ
ぞ
れ
複
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
有
す
る
歌
語
で
あ
る
。
例

え
ば
、
「
雨
」
が
農
耕
生
活
と
結
び
つ
い
て
「
恵
み
」
の
イ
メ
ー
ジ
、
ま
た
恋
人
の
通
い
路
を
邪
魔
す
る
も
の
な
ど
と
捉
え
ら

れ
、
「
霰
」
が
寂
し
げ
な
様
子
を
表
し
、
「
雪
」
が
冬
の
美
を
、
「
氷
」
が
冷
え
冷
え
と
し
た
心
情
を
表
す
よ
う
に
、
本
来
同
一

の
元
素
で
あ
る
は
ず
の
こ
れ
ら
が
、
現
象
と
し
て
の
違
い
か
ら
、
人
々
に
様
々
な
異
な
る
印
象
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な

現
象
に
捉
わ
れ
ず
、
本
質
を
見
極
め
れ
ば
す
べ
て
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
の
が
、
『
水
鏡
』
歌
の
表
層
的

な
解
釈
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
水
鏡
』
の
歌
は
、
そ
の
発
想
を
、

　
　

煩
悩
即
菩
提
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
る 

式
子
内
親
王
家
中
将

お
も
ひ
と
く
こ
こ
ろ
ひ
と
つ
に
な
り
ぬ
れ
ば
こ
ほ
り
も
水
も
へ
だ
て
ざ
り
け
り

 
 

 
 

（
千
載
和
歌
集1

2
3
7

）

　
　

弘
長
元
年
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
釈
教 

衣
笠
内
大
臣

お
も
ひ
と
く
ふ
か
き
え
に
こ
そ
し
ら
れ
け
れ
水
の
ほ
か
な
る
氷
な
し
と
は

 
 

 
 

（
続
拾
遺
和
歌
集1

3
8
4

）

な
ど
と
あ
る
釈
教
歌
に
拠
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
で
は
「
と
く
」
は
「
氷
が
解
け
て
水
に
な
る
」
こ
と
か
ら
、

「
氷
」
「
水
」
を
導
く
縁
語
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
「
思
ひ
解
く
」
即
ち
「
理
解
す
る
・
悟
る
」
の
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
す

る
と
『
水
鏡
』
歌
の
「
解
く
」
に
も
「
理
解
す
る
・
悟
る
」
と
い
う
意
味
が
懸
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ

42



ま
り
、
「
同
じ
水
を
見
て
、
雨
・
霰
・
雪
・
氷
と
差
別
す
る
の
は
全
て
妄
念
の
為
せ
る
業
で
あ
っ
て
、
見
性
し
て
み
れ
ば
そ
れ

ら
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
解
釈
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
〈
②
〉
歌
の
解
釈
に
移
ろ
う
。

　

こ
の
歌
は
「
體
空
観
の
こ
ゝ
ろ
を
」
と
い
う
詞
書
が
付
さ
れ
て
お
り
、
一
切
空
の
思
想
の
も
と
で
詠
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
『
水
鏡
』
に
於
い
て
「
本
来
生
死
を
離
れ
た
る
身
な
れ
ば
、
来
る
所
も
無
く
去
る
所
も
無
し
。
三
世
不
可
得
な
り
。

云
々
」
と
あ
る
の
と
同
趣
で
あ
る
が
、
云
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

　

第
一
に
、『
水
鏡
』
で
は
「
水
」
を
「
雨
」「
霰
」「
雪
」「
氷
」
と
し
て
差
別
し
て
い
る
と
い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
迷
い
の
状

態
が
、「
解
け
る
」
と
い
う
条
件
の
下
で
（「
ば
」
は
順
接
の
仮
定
条
件
を
表
す
）
、「
同
じ
谷
川
の
水
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
説

く
の
に
対
し
、〈
②
〉
歌
で
は
そ
の
仮
定
条
件
を
削
除
し
て
、
一
足
飛
び
に
（「
そ
の
ま
ま
に
」）「
煩
悩
即
菩
提
」
を
説
い
て
い
る

点
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
「
雨
」「
霰
」「
雪
」「
氷
」
が
全
て
「
水
」
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
の
は
同
じ
だ
が
、〈
②
〉
歌
で
は
「
悟

る
」
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
真
理
に
変
わ
り
は
無
い
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
図
示
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

Ⅰ
・
一
休
和
歌
の
場
合

　
　
　
　

差
別
の
状
態
（
迷
い
）　
　

仮
定
条
件
（
解
く
れ
ば
）　
　

無
差
別
の
状
態
（
真
理
）

　
　
　
　

雨◯　

 

霰◯　

 

雪◯　

 

氷◯　
　
　
　
　

→　
　
　
　

 

　
　
　
　

 

同
じ
水 

　

Ⅱ
・
白
隠
和
歌
の
場
合

　
　
　
　

差
別
の
状
態
（
迷
い
）　
　

無
条
件
（
そ
の
ま
ま
に
）　
　

無
差
別
の
状
態
（
真
理
）

　
　
　
　

雨◯　

 

霰◯　

 

雪◯　

 

氷◯　
　
　
　
　

＝　
　
　
　

 

　
　
　
　

 

同
じ
水 
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第
二
は
、
『
水
鏡
』
歌
は
自
動
詞
「
解
く
」
（
カ
行
下
二
段
活
用
）
を
、
〈
②
〉
歌
は
他
動
詞
「
解
く
」
（
カ
行
四
段
活
用
）
を
用

い
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
水
鏡
』
歌
で
は
「
氷
」
や
「
雪
」
が
自
然
と
解
け
る
さ
ま
を
表
す
の
に
対
し
、
〈
②
〉
歌
で

は
「
氷
」
や
「
雪
」
を
対
象
と
し
て
「
解
か
す
」
こ
と
が
な
く
て
も
、
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
衆
生
の
迷
い
を
取
り
除
く
、

済
度
す
る
側
の
立
場
を
表
し
て
い
る
詠
歌
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
そ
う
考
え
る
と
、
『
水
鏡
』
歌
で
は
「
解
く
」

に
「
悟
る
」
と
い
う
意
味
の
「
と
く
」
が
懸
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
〈
②
〉
歌
の
「
解
く
」
（
他
カ
四
段
）
に
は
、
「
説

く
」
（
他
カ
四
段
）
が
懸
け
ら
れ
て
い
る
と
の
考
察
が
可
能
と
な
る
。
一
休
和
歌
の
場
合
（
Ⅰ
）
と
白
隠
和
歌
の
場
合
（
Ⅱ
）
を

ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　

活
用　
　
　
　
　

自
他
の
別　
　
　
　
　

意
味　
　
　
　
　
　
　

懸
け
ら
れ
て
い
る
語

　

Ⅰ　

カ
行
下
二
段
活
用　
　

自
動
詞　
　
　
　

（
氷
や
雪
が
）
と
け
る 

解
く
（
理
解
す
る
）

　

Ⅱ　

カ
行
四
段
活
用　
　
　

他
動
詞　
　
　
　

（
氷
や
雪
を
）
と
か
す 

説
く
（
説
明
す
る
）

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
〈
②
〉
歌
の
「
と
か
ね
ど
お
な
じ
渓
河
の
水
」
は
「
（
言
葉
で
）
説
明
し
な
く
て
も
、
真
理
に
変
わ
り

は
な
い
」
の
意
を
含
ん
だ
表
現
で
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
「
谷
（
渓
）
川
の
水
」
に
つ
い
て
は
、

か
き
と
む
る
我
が
ひ
と
な
が
れ
末
う
け
て
た
へ
ず
つ
た
へ
ん
谷
川
の
水

 
 

 
 

（
続
拾
遺
和
歌
集1

4
0
4

）

わ
す
る
な
よ
な
が
れ
の
末
は
わ
か
る
と
も
ひ
と
つ
み
山
の
谷
川
の
水
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（
新
後
撰
和
歌
集1

3
5
8

）

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
釈
尊
の
法
を
指
し
た
り
、

谷
川
の
こ
の
は
が
く
れ
の
む
も
れ
水
な
が
る
る
も
ゆ
く
し
た
だ
る
も
ゆ
く

こ
れ
は
、
あ
る
人
お
な
じ
社
に
こ
も
り
て
念
仏
の
数
反
は
お
ほ
く
く
る
こ
そ
す
ぐ
れ
た
れ
と
申
す
人
侍
り
け
る
を
、

又
し
づ
か
に
ひ
と
つ
づ
つ
こ
そ
申
す
べ
け
れ
と
申
す
人
侍
り
け
れ
ば
、
い
づ
れ
か
ま
こ
と
に
よ
き
な
ら
ん
と
お
ぼ
つ

か
な
く
お
も
ひ
て
ね
た
る
夢
に
か
く
見
え
け
る
と
な
ん 

 

（
玉
葉
和
歌
集2

6
1
9

）

と
あ
り
、
仏
道
の
功
徳
の
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
お
な
じ
渓
河
の
水
」
と
い
う
〈
②
〉
歌

の
表
現
の
裏
に
は
、
「
禅
や
法
華
、
念
仏
な
ど
、
仏
法
真
理
は
様
々
な
形
で
説
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
真

髄
は
同
じ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
考
察
か
ら
理
解
さ
れ
る
〈
②
〉
歌
の
歌
意
は

雨
や
霰
、
雪
、
氷
と
い
っ
た
現
象
は
、
す
べ
て
「
水
」
と
い
う
同
一
の
元
素
が
形
を
変
え
て
現
れ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
。

見
性
す
れ
ば
一
切
空
で
あ
る
こ
と
が
解
る
が
、
見
性
し
な
く
て
も
真
理
が
目
の
前
に
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
よ
う

は
気
付
く
か
気
付
か
な
い
か
の
違
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
々
説
明
す
る
も
の
で
な
く
、
各
々
が
体
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
仏
法
の
ぎ
り
ぎ
り
の
真
髄
は
、
宗
派
が
異
な
っ
て
い
て
も
皆
同
じ
だ
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
白
隠
が
こ
こ
ま
で
意
図
し
て
詠
ん
だ
か
ど
う
か
は
解
ら
な
い
。
特
に
傍
線
部
の
部
分
に
つ

い
て
は
穿
ち
過
ぎ
の
観
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
歌
の
複
層
的
な
意
味
を
可
能
な
限
り
読
み
取
る
と
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
な
る

の
で
あ
る
。
『
水
鏡
』
歌
と
の
二
つ
の
相
違
点
の
内
、
「
解
け
て
し
ま
え
ば
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
内
容
を
「
そ
の
ま
ま
で
同
一

の
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
詠
み
変
え
は
、
一
見
大
き
な
思
想
的
相
違
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
実
は
、
「
煩
悩
即
菩
提
」
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と
い
う
同
一
の
思
想
の
下
で
行
わ
れ
た
詠
み
変
え
で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
「
菩
提
」
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
間
に
相
違
が
見

ら
れ
る
。
）
一
方
で
、
二
つ
目
の
「
解
く
（
自
カ
下
二
）
」
を
「
解
く
（
他
カ
四
段
）
」
と
し
た
詠
み
変
え
は
、
「
迷
い
の
状
態
に
あ

る
衆
生
」
か
ら
「
衆
生
を
導
く
立
場
」
へ
と
主
体
の
移
動
し
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
、
「
解
く
（
他
カ
四
段
）
」
に
「
説
く

（
他
カ
四
段
）
」
を
懸
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
に
複
層
的
な
意
味
を
持
た
せ
る
、
一
種
の
レ
ト
リ
ッ
ク
な
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
白
隠
の
歌
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。
前
稿
で
も
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
一
字
な
い
し
一
句
を
変

え
る
こ
と
で
、
本
歌
に
は
見
出
す
こ
と
の
出
来
な
い
、
仏
教
的
教
訓
を
詠
み
込
む
の
で
あ
る
。
今
回
の
場
合
は
、
本
歌
が
既
に

仏
教
的
思
想
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
自
分
流
に
組
み
替
え
た
詠
歌
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
後
世
の
享

受
者
は
、
こ
の
よ
う
に
白
隠
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
コ
ー
ド
を
解
読
し
、
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
た
真
意
を
読
み
取
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

３

　

以
上
、
白
隠
の
和
歌
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
隠
の
云
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
、
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
和
歌
に
よ
り
了
解
さ
れ
た
白
隠
の
意
図
は
、
他
の
法
語
類

に
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

〈
①
〉
の
歌
に
関
し
て
は
、
『
遠
羅
天
釜
』
巻
の
上
に
、

若
シ
人
、
自
家
見
性
ノ
真
偽
如
何
ン
、
得
力
ノ
精
麁
如
何
ヲ
知
ン
ト
欲
バ
、
先
ヅ
須
ク
謹
ン
デ
傅
大
士
ノ
偈
ヲ
見
ル
ベ
シ
。

何
ガ
故
ゾ
、
古
人
言
ク
、
未ａ

透
手
底
ノ
士
ハ
句
ニ
参
ゼ
ン
ヨ
リ
意
ニ
参
ズ
ベ
シ
。
已ｂ

透
底
ノ
士
ハ
意
ニ
参
ゼ
ン
ヨ
リ
句
ニ
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参
ズ
ベ
シ
ト
。
偈
ニ
曰
、
空
手
ニ
シ
テ
鋤
頭
ヲ
ト
リ
、
歩
行
ニ
シ
テ
水
牛
ニ
騎
ル
、
人
ハ
橋
上
ヨ
リ
過
レ
バ
、
橋
ハ
流
レ

テ
水
ハ
流
レ
ズ
。
又
曰
、
燈
籠
ヲ
ド
ツ
テ
露
柱
ニ
入
リ
、
仏
殿
走
テ
山
門
ヲ
出
ヅ
。
又
、
懐
州
ノ
牛
、
禾
ヲ
喫
ス
レ
バ
、

益
州
ノ
馬
、
腹　

ル
。
張
公
酒
ヲ
喫
ス
レ
バ
李
公
酔
フ
。
端
的
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
、
北
斗
南
ニ
向
テ
見
ヨ
。
寒
山
詩
ノ

偈
ニ
、
高
山
白
浪
起
リ
、
井
底
紅
塵
颺
ル
。
若
人
、
見
性
分
明
ナ
ル
事
ヲ
得
バ
、
此
等
ノ
言
句
ハ
、
吾
ガ
掌
上
ヲ
見
ル
ガ

如
ケ
ン
。
若
シ
然
ラ
ズ
ン
バ
、
言
フ
事
ナ
カ
レ
、
見
性
シ
タ
リ
ト
。
（
傍
線
部
筆
者
）（
13
）

と
あ
り
、
修
行
者
が
自
分
の
見
性
の
真
偽
を
確
か
め
る
為
に
、
傅
大
士
（
四
九
七
―
五
六
九
、
東
陽
烏
傷
縣
の
人
。
名
は
翕
、
字
は

玄
風
、
姓
は
傅
、
別
に
善
慧
大
士
と
號
し
、
世
に
傅
大
士
、
雙
林
大
士
、
東
陽
居
士
と
も
稱
す
。
〔
『
禅
宗
辞
典
』
日
本
仏
書
刊
行
会
〕
）
の
偈

を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
古
人
は
、

　

ａ　

未
だ
透
徹
し
て
い
な
い
者
は
言
葉
に
参
ず
る
よ
り
は
心
に
参
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

　

ｂ　

已
に
透
徹
し
た
者
は
心
に
参
ず
る
よ
り
は
言
葉
に
参
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
事
を
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
学
人
の
見
性
を
確
認
す
る
手
段
（
公
案
）
に
は
言
句
と
心
意
と
い
う
二
つ

の
側
面
が
あ
り
、
未
透
徹
の
者
は
言
句
に
囚
わ
れ
ず
に
心
意
を
体
得
す
る
（
見
性
の
実
践
）
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
已
透
徹
の

者
は
言
句
に
よ
っ
て
見
性
を
確
認
す
る
と
い
う
、
二
段
階
の
過
程
を
経
る
こ
と
が
必
須
な
の
で
あ
る
。
図
示
す
る
と
左
の
よ
う

に
な
る
。

　
　
　

ａ
（
未
透
徹
）　
　
　
　
　

心
意　
　
　
　
　

見
性
の
実
践
（
透
徹
）

　
　
　

ｂ
（
已
透
徹
）　
　
　
　
　

言
句　
　
　
　
　

見
性
の
確
認
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
見
性
の
真
偽
を
確
認
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
『
遠

羅
天
釜
』
で
は
二
重
傍
線
部
に
あ
る
、
「
空
手
把
鋤
頭
、
歩
行
騎
水
牛
」
等
々
の
偈
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
白
隠
は
言
う
の

で
あ
る
。
「
禅
の
端
的
を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
南
に
向
か
っ
て
北
斗
星
を
見
て
み
ろ
」
と
。
つ
ま
り
こ
れ
は
言
句
に
囚
わ

れ
な
い
、
実
践
に
よ
る
体
得
に
他
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
こ
の
『
遠
羅
天
釜
』
の
文
章
を
、
当
該
歌
の
解
釈
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
「
す
み
ゑ
に
か
き
し
ま
つ
風
の
お

と
」
は
、
そ
の
よ
う
な
禅
の
端
的
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
本
来
「
不
立
文
字
」
で
あ
る
は
ず
の
禅
の
端
的
を
、
方
便
と
し

て
言
句
に
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
未
透
徹
の
学
人
は
言
句
に
囚
わ
れ
ず
、
心
意
に
参
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
当
該
歌
は
右
図
に
於
け
る
ａ
の
過
程
、
即
ち
見
性
の
実
践
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
〈
②
〉
の
歌
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
歌
の
歌
意
は
、
白
隠
の
『
坐
禅
和
讃
』
に
、

　
　
　

衆
生
本
来
仏
な
り

　
　
　

水
と
氷
の
如
く
に
て

　
　
　

水
を
離
れ
て
氷
な
く

　
　
　

衆
生
の
ほ
か
に
仏
な
し

と
あ
る
部
分
に
、
完
全
に
一
致
す
る
。
即
ち
、
衆
生
と
仏
と
の
関
係
は
、
水
と
氷
と
の
関
係
に
喩
え
る
こ
と
が
で
き
、
〈
②
〉

歌
で
「
雨
あ
ら
れ
雪
や
氷
を
そ
の
ま
ゝ
に
」
と
詠
じ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
そ
れ
ら
は
同
じ
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
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に
気
付
か
ず
に
、
「
雨
」
「
霰
」
「
雪
」
「
氷
」
と
い
う
見
せ
か
け
の
姿
に
惑
わ
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
を
別
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
し

ま
う
の
が
「
迷
い
」
で
あ
っ
て
、
「
衆
生
」
と
「
仏
」
と
が
別
の
も
の
で
あ
る
と
思
う
こ
と
が
「
迷
い
」
な
の
で
あ
る
。
そ
う

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
皆
同
じ
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
詠
ん
だ
の
が
〈
②
〉
歌
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
『
坐
禅
和
讃
』
に
つ
い
て
は
、
「
白
隠
禅
の
精
髄
の
よ
う
に
考
え
る
の
に
は
、
確
か
に
問
題
が
あ
ろ
う
。
」
と
す

る
指
摘
が
あ
る
（
14
）
。
確
か
に
、
内
容
と
し
て
は
、
「
禅
外
の
者
を
禅
内
に
誘
引
す
る
を
主
目
的
と
す
る
も
の
」
と
い
う
陸
川
堆

雲
氏
の
指
摘（
15
）
の
通
り
、
禅
に
不
案
内
な
人
の
為
に
、
容
易
な
言
葉
で
、
節
を
つ
け
て
覚
え
や
す
い
よ
う
に
し
た
も
の
が
『
坐

禅
和
讃
』
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
仏
教
詠
歌
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
連
の
和
歌
墨
跡
に
つ

い
て
は
、
門
弟
な
ど
の
学
僧
に
与
え
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
が
、
〈
②
〉
歌
の
収
録
さ
れ
て
い
る
『
藻
塩
集
』
に
は
、
禅

に
不
案
内
な
在
家
の
人
々
へ
の
歌
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
〈
②
〉
歌
も
そ
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
詠
作
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
白
隠
は
一
休
の
表
現
を
借
り
つ
つ
、
自
ら
の
表
現
に
昇
華
さ
せ
た
上
で
、
仮
名
法
語
等
に
書
か
れ
て
い
る

よ
う
な
、
学
人
接
化
、
衆
生
教
化
の
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

　

一
休
の
禅
は
純
粋
の
禅
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
本
朝
に
輸
入
さ
れ
た
二
十
四
流
の
禅
の
内
、
そ
の
殆
ど
は
教
禅
一
致
の
兼
修

禅
で
あ
り
、
そ
れ
故
当
時
の
叢
林
は
兼
修
禅
が
主
流
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
大
応
国
師
南
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浦
紹
明
が
伝
え
た
の
は
虚
堂
下
の
純
粋
の
禅
で
あ
っ
た
。
一
休
の
法
脈
は
、
そ
の
流
れ
を
記
す
と
、

虚
堂
智
愚
―
南
浦
紹
明
―
宗
峰
妙
超
―
徹
翁
義
亨
―
言
外
宗
忠
―
華
叟
宗
曇
―
一
休
宗
純

と
な
る
が
、
自
ら
「
虚
堂
七
世
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
一
休
が
虚
堂
下
の
純
粋
禅
を
自
任
し
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

純
粋
禅
を
自
任
し
て
い
た
こ
と
は
、
白
隠
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
そ
の
意
味
で
云
う
と
、
一
休
と
白
隠
は
近
い
立
場
に
あ
っ

た
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
思
想
が
全
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
出
自
の
違
い
や
、
何
よ
り

室
町
期
の
一
休
と
江
戸
中
期
の
白
隠
と
、
仮
令
伝
え
ら
れ
た
法
が
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
衆
生
教
化
、
学
人
接
化
の

仕
方
に
差
異
が
出
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
一
休
仮
名
法
語
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
置
い
て
お
く
と
し
て
も
、
と
り
あ
え

ず
一
休
の
作
と
し
て
流
布
し
て
い
た
法
語
類
の
和
歌
を
、
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
流
に
詠
み
変
え
た
白
隠
の
姿

勢
の
裏
に
は
、
そ
の
よ
う
な
微
妙
な
思
想
の
差
が
現
れ
て
い
る
と
見
え
て
興
味
深
い
。

注
（
１
） 

花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
第
四
号
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）

（
２
） 

前
稿
発
表
時
に
筆
者
が
把
握
し
て
い
た
一
連
の
墨
跡
は
全
十
九
幅
で
あ
り
、
前
稿
に
於
い
て
も
一
連
の
墨
跡
を
「
全
十
九
幅
」

と
記
し
た
。
し
か
し
、
前
稿
の
発
表
と
ほ
ぼ
期
を
一
に
し
て
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
編
『
白
隠
禅
画
墨
跡
』
（
監
修
・
解
説

芳
澤
勝
弘　

二
〇
〇
九
年
三
月　

二
玄
社
）
が
公
刊
さ
れ
、
そ
れ
に
拠
る
と
、
一
連
の
墨
跡
は
二
十
幅
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
に
お
い
て
、

　
　
　

一
連
の
和
歌
墨
跡
の
総
数

　
　
　
　

全
十
九
幅　
　
　
　
　
　

→
全
二
十
幅
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本
歌
の
出
典

　
　
　
　

仏
国
禅
師
集
…
三
首　
　

→
仏
国
禅
師
集
…
四
首

　
　

と
訂
正
す
る
。

（
３
） 

本
歌
取
り
に
つ
い
て
は
、
『
和
歌
文
学
辞
典
』
（
一
九
八
二
年
五
月　

桜
楓
社
）
に
、
「
有
名
な
古
歌
の
表
現
を
取
り
用
い
て
自
歌

を
構
成
し
、
そ
の
古
歌
の
世
界
を
背
景
に
し
て
、
表
現
・
情
調
の
重
層
化
・
複
雑
化
を
は
か
る
表
現
手
法
。
」
と
説
明
さ
れ
る
。
ま

た
、
定
家
に
よ
る
本
歌
取
り
の
準
則
の
一
つ
と
し
て
、
「
本
歌
か
ら
取
る
句
の
分
量
・
位
置
は
、
①
本
歌
と
句
の
置
き
所
を
変
え
な

い
場
合
は
二
句
未
満
に
す
る
こ
と
、
②
本
歌
と
句
の
置
き
所
を
変
え
る
場
合
は
二
句
と
三
、
四
字
ま
で
に
す
る
こ
と
…
」
な
ど
と
規

定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
白
隠
の
和
歌
は
、
典
拠
と
な
っ
た
和
歌
と
密
着
し
す
ぎ
て
お
り
、
厳
密
に
は
「
本
歌
取
り
」
と

は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
典
拠
と
な
る
歌
を
引
き
な
が
ら
も
、
語
句
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
白
隠
自
身
の
思
想
を

表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
単
に
古
歌
を
紙
上
に
記
し
た
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
に
適
当
な
呼
称
が
な

い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
に
お
い
て
は
「
本
歌
取
り
」
の
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
４
） 

一
休
宗
純
の
仮
名
法
語
（
『
一
休
和
尚
法
語
』
『
一
休
水
鏡
』
）
の
引
用
は
、
『
一
休
仮
名
法
語
集
』
（
一
休
和
尚
全
集
第
四
巻　

飯

塚
大
展　

二
〇
〇
〇
年　

春
秋
社
）
に
よ
る
。

（
５
） 

『
粉
引
歌
』
（
白
隠
禅
師
法
語
全
集
第
十
三
冊　

芳
澤
勝
弘　

二
〇
〇
二
年　

禅
文
化
研
究
所
）

（
６
） 

船
津
洋
子　

『
傘
松
道
詠
集
』
の
名
称
・
成
立
・
性
格　

（
「
大
妻
国
文
」　

第
五
号　

一
九
七
四
・
三
）

（
７
） 

「
一
休
と
般
若
心
経
」
（
『
一
休
と
禅
』　

平
野
宗
浄　

一
九
九
八
年　

春
秋
社
）

（
８
） 

久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
（
角
川
書
店　

一
九
九
九
年
）

（
９
） 

本
稿
で
引
用
し
た
、
一
休
・
白
隠
以
外
の
和
歌
は
全
て
角
川
書
店
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
引
用
の
際
そ
の
歌
番
号
を
付
し
た
。

（
10
） 

依
然
と
し
て
「
舟
田
の
御
方
丈
」
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
『
法
語
』
が
一
休
の
語
り
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い

る
以
上
、
自
坊
を
「
御
方
丈
」
の
よ
う
に
尊
称
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
か
ら
、
『
全
集
』
の
注
の
如
く
「
一
休
が
住
し
た
寺
を
い
う

か
」
と
い
っ
た
指
摘
は
不
当
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
釈
尊
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
「
宗
建
を
は
じ
め
ま
い
ら
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せ
」
に
つ
い
て
も
解
釈
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
11
） 

こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
水
脈
を
辿
る
と
『
源
氏
物
語
』
に

小
高
き
紅
葉
の
陰
に
、
四
十
人
の
垣
代
、
言
ひ
知
ら
ず
吹
き
立
て
た
る
も
の
の
音
ど
も
に
あ
ひ
た
る
松
風
、
ま
こ
と
の
深
山
を

ろ
し
と
聞
こ
え
て
吹
ま
よ
ひ
、
色
々
に
散
り
か
ふ
木
の
葉
の
中
よ
り
、
青
が
ひ
波
の
か
ゝ
や
き
出
で
た
る
さ
ま
、
い
と
お
そ
ろ

し
き
ま
で
見
ゆ
。 

（
紅
葉
賀　

本
文
は
岩
波
書
店
『
新
日
本
古
典
体
系
』
に
よ
る
）

　
　

と
あ
る
の
に
拠
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
で
「
松
風
」
の
多
く
は
「
こ
と
の
ね
に
峰
の
松
風
か
よ
ふ
ら
し
い

づ
れ
の
を
よ
り
し
ら
べ
そ
め
け
ん
（
拾
遺
集
・
斎
宮
女
御
・
451
）
」
を
引
い
て
琴
と
の
関
係
で
使
わ
れ
、
「
す
ご
し
」
「
も
の
が
な

し
」
「
す
さ
ま
じ
」
と
い
っ
た
様
子
を
表
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
松
風
が
喩
え
ら
れ
て
い
る
「
深
山
を
ろ
し
」
は
『
源
氏
物
語
』
に

は
二
例
見
ら
れ
、
も
う
一
例
が
、

あ
か
つ
き
方
に
な
り
に
け
れ
ば
、
法
花
三
昧
を
こ
な
ふ
堂
の
懴
法
の
声
、
山
お
ろ
し
に
つ
き
て
聞
こ
え
く
る
い
と
た
う
と
く
、

滝
の
を
と
に
響
き
あ
ひ
た
り
。

　
　

吹
ま
よ
ふ
深
山
お
ろ
し
に
夢
さ
め
て
涙
も
よ
ほ
す
滝
の
を
と
か
な
（
若
紫
）

　
　

と
あ
る
よ
う
に
、
迷
い
の
夢
を
覚
ま
す
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

（
12
） 

岩
波
文
庫
『
無
門
関
』
（
西
村
恵
信
訳
注
）
に
拠
り
、
旧
字
体
を
改
め
た
。

（
13
） 

『
遠
羅
天
釜
』
巻
之
上
四
二
丁
表
～
四
三
丁
表
。
（
白
隠
禅
師
法
語
全
集
第
九
冊　

芳
澤
勝
弘　

二
〇
〇
一
年　

禅
文
化
研
究
所
）

（
14
） 

『
粉
引
歌
』
（
前
掲
注
５
）
「
坐
禅
和
讃
」
解
説
。

（
15
） 

『
考
証
白
隠
和
尚
詳
伝
』
（
一
九
六
三
年　

山
喜
房
仏
書
林
）
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〔
東
坡
詩
聞
書
〕　

解
題
と
翻
刻

堀

川

貴

司

　

ま
ず
簡
略
に
書
誌
を
記
す
。

書
名　

〔
東
坡
詩
聞
書
〕
（
内
容
に
よ
る
仮
題
）　

慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）
写　

小
本
一
冊

所
蔵　

佐
藤
道
生
氏
藏

体
裁　

後
補
（
近
年
の
も
の
）
縹
色
無
地
表
紙　

一
三
・
五
×
一
〇
・
五
糎　

袋
綴　

全
丁
全
裏
打

（
原
装
は
、
現
在
の
扉
を
本
文
共
紙
表
紙
と
す
る
仮
綴
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
）

外
題　

な
し

内
題　

扉
に
「
東
坡
」
と
あ
る
（
翻
刻
参
照
）
の
み
。

写
式　

行
字
数
不
定
（
お
よ
そ
半
丁
八
行
前
後
）
。
字
高
一
二
・
五
糎
（
２
オ
一
行
目
）
。
漢
字
カ
ナ
交
じ
り
（
稀
に
平
仮
名
を
用
い

る
）
。
返
点
・
送
仮
名
・
振
仮
名
あ
り
。
冒
頭
五
丁
に
朱
の
丸
印
や
補
入
記
号
を
加
筆
す
る
。
扉
一
丁
、
本
文
三
三
丁
（
た

だ
し
第
六
・
一
一
・
二
四
丁
空
白
）
。
前
後
遊
紙
な
し
。

　

安
土
桃
山
時
代
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
、
五
山
と
朝
廷
（
公
家
）
と
の
学
問
・
文
芸
上
の
交
流
が
密
に
な
っ
て
い
く
が
、

そ
の
一
つ
の
表
れ
が
、
五
山
僧
に
よ
る
禁
裏
お
よ
び
そ
れ
に
準
ず
る
場
所
で
の
漢
籍
講
義
で
あ
る
。
当
時
の
公
家
の
日
記
や
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『
鹿
苑
日
録
』
に
は
そ
の
記
事
が
頻
出
す
る
。

　

こ
こ
に
翻
刻
紹
介
す
る
資
料
も
そ
の
よ
う
な
講
義
の
場
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
抄
物
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
現
存
す
る
抄
物
が
、
た
と
え
講
義
を
も
と
に
し
て
い
た
と
し
て
も
、
手
控
え
あ
る
い
は
聞
き
書
き
を
整
理
・
清
書
し

た
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
の
転
写
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
に
対
し
、
本
書
は
ま
さ
に
そ
の
場
で
書
き
留
め
ら
れ
た
ノ
ー
ト
そ
の
も

の
で
あ
る
点
が
貴
重
で
あ
る
。
厳
密
に
は
、
朱
の
記
号
や
墨
の
文
字
の
一
部
が
、
例
え
ば
帰
宅
後
加
筆
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る

と
は
い
え
、
現
場
の
生
々
し
さ
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
価
値
は
減
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

対
象
は
蘇
軾
の
詩
、
テ
キ
ス
ト
は
古
活
字
版
に
も
な
っ
た
『
増
刊
校
正
王
状
元
諸
家
集
註
分
類
東
坡
先
生
詩
』
で
あ
ろ
う
。

受
講
者
は
何
ら
か
の
形
で
テ
キ
ス
ト
を
手
元
に
置
き
、
講
義
で
読
ま
れ
る
本
文
と
注
を
目
で
確
認
し
な
が
ら
聞
き
取
り
、
ま

た
メ
モ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
出
て
く
る
漢
字
は
ほ
ぼ
正
確
に
記
さ
れ
て
い
る
（
一
部
誤
字
や
省
略
が
あ
る
の
は
、

筆
録
者
が
そ
れ
ほ
ど
漢
籍
に
慣
れ
て
い
な
い
の
と
、
講
義
の
速
度
に
付
い
て
い
く
た
め
と
で
あ
ろ
う
）
が
、
派
生
す
る
知
識
な
ど
で
テ
キ

ス
ト
に
な
い
固
有
名
詞
等
に
は
宛
字
や
カ
ナ
書
き
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
講
義
は
当
時
の
記
録
類
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
扉
に
記
さ
れ
た
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）
八
月
一
〇
日
、
禁
裏
に

お
い
て
東
坡
詩
の
講
義
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
『
鹿
苑
日
録
』
と
『
言
緒
卿
記
』
に
記
さ
れ
て
い
て
、
以
後
、
両
者
を
つ
き
合

わ
せ
る
と
、
第
二
回
は
同
月
一
二
日
、
第
三
回
以
降
は
八
条
殿
（
智
仁
親
王
邸
）
に
場
所
を
移
し
て
一
八
日
・
二
一
日
・
二
四

日
・
二
七
日
、
九
月
に
は
二
日
・
六
日
・
二
三
日
・
晦
日
、
一
〇
月
に
は
三
日
・
九
日
・
一
二
日
の
開
催
が
知
ら
れ
る
。
本
書

に
は
文
中
に
八
月
二
一
日
と
九
月
六
日
の
日
付
が
見
え
る
こ
と
、
作
品
番
号
で
２
～
７
・
19
～
24
が
抜
け
て
い
る
こ
と
、
そ
れ

に
連
動
し
て
空
白
丁
や
丁
替
わ
り
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
次
の
よ
う
な
進
行
が
推
測
さ
れ
る
。

八
月
一
〇
日
（
出
席
）　
　
　
　

概
説
お
よ
び
作
品
１
（
１
オ
～
10
ウ
、
11
は
空
白
）

56



　
　

一
二
・
一
八
日
（
欠
席
）　

作
品
２
～
７
（
ナ
シ
）

　
　

二
一
日
（
出
席
）　
　
　
　

作
品
８
～
13
（
12
オ
〔
日
付
ア
リ
〕
～
17
オ
、
17
ウ
は
空
白
）

　
　

二
四
日
（
出
席
）　
　
　
　

作
品
14
～
18
（
18
オ
～
23
ウ
、
24
は
空
白
）
）

　
　

二
七
日
（
欠
席
）　
　
　
　

作
品
19
～
24
（
ナ
シ
）

九
月
二
日
（
出
席
）　
　
　
　
　

作
品
25
～
31
（
25
オ
～
30
ウ
）

　
　

六
日
（
出
席
）　
　
　
　
　

作
品
32
～
40
（
31
オ
〔
日
付
ア
リ
〕
～
34
ウ
）

　

内
容
の
分
析
、
講
者
文
英
清
韓
と
東
坡
詩
の
関
係
等
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

　

『
言
緒
卿
記
』
八
月
一
〇
日
条
に
は
、
参
加
者
と
し
て
飛
鳥
井
雅
庸
・
四
辻
季
継
・
阿
野
実
顕
・
中
御
門
宣
衡
・
中
院
通

村
・
山
科
言
緒
・
滋
野
井
冬
隆
・
高
倉
永
慶
・
白
河
雅
朝
・
高
倉
嗣
良
・
安
倍
泰
重
・
今
出
川
経
季
（
遅
れ
て
参
加
）
・
智
仁
親

王
・
近
衛
信
尹
・
近
衛
信
尋
・
興
意
法
親
王
・
良
恕
法
親
王
の
名
が
見
え
る
。
他
に
禅
僧
が
五
名
（
『
鹿
苑
日
録
』
記
主
昕
叔
顕

晫
を
含
む
）
参
加
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
本
書
の
筆
写
者
が
い
る
は
ず
だ
が
、
本
文
中
に
手
が
か
り
は
な
い
。
懐
紙
や
短
冊
な
ど
と
は
異
な
る
速
筆
な
の
で

判
定
は
難
し
い
が
、
中
院
通
村
の
日
記
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館h

t
t
p
:
/
/
e
d
b
.
k
u
l
i
b
.
k
y
o
t
o
-
u
.
a
c
.
j
p
/
e
x
h
i
b
i
t
/
n
1
1
0
/
i
m
a
g
e
/
1
/

n
1
1
0
s
0
0
0
1
.
h
t
m
l

）
の
筆
跡
と
通
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

翻
刻
を
御
許
可
頂
い
た
佐
藤
道
生
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。

〔
翻
刻
凡
例
〕

＊
用
字
は
通
行
字
体
に
よ
る
。
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＊
文
頭
・
文
末
等
に
付
さ
れ
た
朱
丸
印
は
●
、
朱
バ
ツ
印
は
×
、
墨
丸
印
は
○
、
墨
小
丸
は
・
で
示
し
た
。

＊
句
読
点
を
補
っ
た
。
清
濁
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

＊
虫
損
・
破
損
等
に
よ
る
文
字
の
欠
落
は
［　
　

］
で
、
判
読
不
能
の
文
字
は
■
で
示
し
た
。

＊
補
入
・
ミ
セ
ケ
チ
・
上
書
等
は
最
終
的
な
形
を
示
し
、
＊
を
付
し
て
末
尾
に
注
記
し
た
。
傍
注
は
フ
リ
ガ
ナ
・
振
り
漢
字
と

で
き
る
限
り
区
別
し
、
（　

）
で
括
っ
て
そ
の
語
句
の
後
に
置
い
た
。

＊
通
読
の
便
を
考
え
、
詩
題
に
通
し
番
号
を
付
し
、
太
字
に
し
た
。
詩
題
の
な
い
も
の
は
〔　

〕
で
括
っ
て
補
っ
た
。

〔
翻
刻
〕

〔
扉
〕

東
坡　

於　

禁
韓
長
老
談
尺

　

慶
長
十
八
年

　
　

八
月
十
日
被
始

〔
本
文
〕

東
―　

注
ノ
シ
テ
百
人
有
。
百
人
マ
テ
ハ
ナ
シ
、
九
十
八
人
也
。

王
状
元　

百
家
ノ
注
ヲ
集
テ＊

注
ス
ル
也
。

分
類
編ケ

ン

年ネ
ン　

分
―　

部
分
ヲ
シ
テ
書
ヲ
云
ソ
。
ケ
ン
ネ
ン
ハ
年
代
ヲ
ハ
。

王
ハ　

王
十
朋
字
キ
レ
イ
。
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及
第
ニ
色
々
品
々
ア
リ
。
状＊

元
及
第
、
進
士

（
「
士
」
濁
点
ア
リ
）

及
第
、
明
経
及
第
、
射シ

ヤ

策サ
ク

及
第
、
廷
試
及
第　

第
一
ノ
及
第
ソ
。

テ
イ
シ
及
第
ハ
、
天
子
ノ
直
ニ
試
サ
セ
ラ
ル
ヲ
云
。

状
元
ハ
、
状
ノ
ハ
シ
メ
ト
云
心
也
。
及
第
ニ
第
一
第
二
ノ
［　
　

］
是
第
一
ノ
心
也
。

王
状
―
ハ
、
シ
ユ
文
公
ハ
ホ
メ
タ
ル
者
ソ

（
１
オ
）。

東
ハ
善
人
也
。
悪
人
共
ニ
ク
ム
。

謁　

―セ
ン

シ銭

伸

仲

ン
チ
ウ　

三
度
マ
テ
尋
、
三
度
メ
ニ
逢
［　
　

］

十
四
五
歳
之
梅
花
ノ
詩
ヲ
ミ
ル
。

我
名
ヲ
書
テ
其
所
ヘ
ナ
レ
入
テ
云
也
。

十
余
門

（
１
ウ
）。

　

赤セ
キ

夫
人　

漢
ノ
高
祖
ノ
后
ソ
。

東
ハ
宋
朝
ノ
世
ノ
者　

東
坡
ト
云
ハ
、
東
坡
軒
ヲ
中
ニ
白
楽
天
カ＊

建
ヲ
慕
テ
ソ
。
蘇
軾
モ
白
楽
天
ヲ
慕
タ
ソ
。
居
所
ヲ
東
坡
ト

云
タ
ソ
×
。

白
―　

セ
ウ
ク

（

マ

マ

）

ワ
ン
ハ
ン
ソ
ト
云
美
人
ヲ
モ
チ
タ
ソ
。
蘇
ハ
白
ニ
不
似
所
カ
一
ツ
ア
ル
ハ
是
ソ
。

王
荊
公 

―呂

恵

卿― 

ト
云
テ
二
人
威
勢
シ
タ
ル
物
ア
リ
。
此
者
悪

（
？
）

法
ヲ
行
、
民
百
姓
ヲ
ナ
ヤ
マ
ス
。

・
青

セ
イ
メ
ウ
ノ

苗
法　

春
苗
嫁

（
マ
マ
）時

天
子
ヨ
リ
米
ヲ
借
テ
、
秋
リ
ヲ
着
テ
ト
ル
ソ
。

・
助

ジ
ヨ
エ
キ
ノ

役
法　

銭
ニ
テ
代
ヲ
ト
ル
コ
ト
ソ
。

・
シ
エ
キ　

売
買
ノ
代
ヲ
定
テ
上
ニ
テ
［　
　

］
セ
ル
也
。

・
保
甲　

十
家
ヲ
保
ト
云
、
家
十
間
ニ
一
人
ツ
ヽ
［　
　

］
其
十
間
ノ
内
ニ
悪
事
ア
レ
ハ
其
レ
ヲ
［　
　

］
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・
保ホ

ウ

馬バ

法　

家
十
間
カ
ラ
馬
ヲ
一
疋
ツ
ヽ
出
サ
ス
ル
ソ

（
２
オ
）。

カ
ヤ
ウ
ニ
シ
タ
ル
ヲ
、
東
坡
王
荊
公
ニ
［　
　

］
其
ニ
ヨ
ツ
テ
東
坡
ナ
カ
サ
ン
ト
ス
ル
也
。
先
ロ
ウ
［　
　

］
ク
ワ
ウ
州
ノ
東

坡
ト
ヤ
シ
キ
ヘ
●
ナ
カ
サ
レ
タ
ソ
×
。

雪
堂
老
人
●

七
世
文
章
●

十
三
世
ノ
●

母
梅
ヲ
夢
ニ
見
テ　

生
ム
東
坡
ソ　

梅
仏
子

　

松
ヲ　

 

―
― 　
　

子
由
ヲ
ウ
ム　

松
仏
子

（
２
ウ
）

南
朝
●
サ
ウ
セ
イ
リ
ヤ
ウ
チ
ン　

北
朝
●

東
坡
カ
時
代
ハ
趙
宋
ノ
時
ソ
。

 

―
― 　

唐
ノ
サ
フ
宗
。　

唐
ノ
明
宗
（
胡
ノ
人
ソ
）
サ
フ
宗
ノ
親
子
ニ
シ
レ
ラ
タ
ソ
。
明
宗
（
ヒ
ノ
ヘ
戌
ノ
日
即
位
ソ
）
常
ニ
朝

暮
天
ヲ
祈
テ
、
我
ハ
王
位
ニ
―
セ
ン
モ
ノ
マ
テ
ナ
キ
ホ
ト
キ
イ
カ
ナ
ル
聖
人
も
生
シ
テ
●

 

―
― 

時 

―
― 

箱
ノ
中
ニ

テ
ウ
キ
ヤ
ウ
イ
ン　

周
太
祖
ハ＊

テ
ン
ケ
ン
ノ
官
ニ
ナ
ス

（
３
オ
）。

レ
イ
ホ
ウ
尚＊

書

カ
ン
リ
ン
侍＊

読
学
士
ハ
（
学
ハ
）

大
師
ハ　

日
本
デ
ノ
大
政
大
臣
ト
也
。

謚
ハ
ヲ
ク
リ
名
。
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東
―
ノ
孫　

蘇
ケ
ヤ
ウ　

此
時
―
宗
文
章
（
大
師
ニ
ナ
サ
ル
ヽ
ト
キ
ノ
文
章
也
）
ヲ
被
下
也

（
３
ウ
）。

批
点　

ウ
ツ
テ
シ
リ
ソ
ケ
テ
能＊

所
ヲ
テ
ン
ス

紀
行　

 
―
― 
ハ
ア
ル
キ
テ
ツ
ク
ル
詩
共
ソ
。

１
壬
寅　

此
年
旱
シ
タ
ソ
。
旱
事
ハ
天
下
国
家
ノ
政
悪
ニ
ヨ
リ
テ
也
。
サ
レ
ト
モ
タ＊

ヾ
能
悪
カ
覚
ラ
レ
サ
ル
ホ
ト
ニ
、
決
ノ
科

罪
人
ヲ
セ
ン
サ
ク
シ
テ
ユ
ル
サ
ン
ト
ソ
。

属
県
●

囚
禁
ハ
、
メ
シ
ウ
ト
ノ
事
也
。

減
決　

重
（
軽
）
罪
ヲ
ハ
ゲ
ン
シ
テ
ユ＊

ル
シ
、
重
罪
ハ
決
［　
　

］
云
ソ

（
４
オ
）。

唐　

北
西
ノ
角
ソ
。

鳳
翔
有
十
県　

此
内
蘇
ウ
ケ
タ
マ
ハ
リ
ノ
分
四
県
也
。
［　
　

］
虢
―
郿
―
■チ

ウ

■チ
ツ

―
是
也
。
奉ウ

レテ

詔
ヲ

此
四
県
ニ

行
ソ
。

・
既
畢
レ

事　

此
事
畢
テ
則
帰
［　
　

］

・
朝
謁
●

・
太
平
宮
○

・
南
渓
●

・
南
山
●

・
楼＊

観　

大
秦
寺
、
延
生
観
、
仙
遊
潭
●

〔東坡詩聞書〕　解題と翻刻

61



・
遠
人　

水
旱
ハ
旱
ハ
カ
リ
ナ＊

レ
ト
モ
、
水
ノ
字
ハ
昔
ヨ
リ
ツ
ヽ
キ
タ
字
ナ
ル
ニ
ヨ
ツ
テ
也
。

・
俘
囚　

俘
ハ
群
中
ニ
テ
ト
ラ
ヘ
タ
ル
―
人
ソ
。
囚
ハ
タ
ヽ
ノ
メ
シ
ウ
ト
ソ
。

分
県
●　

此
分
ハ
四
県
ノ
中
テ
ノ
事
、
十
県
ノ
中
テ
ノ
コ
ト
カ
。

・
明
―　

天
子
ノ
詔
ソ
。

・
循
山
●

得
勝
遊　

既
畢
事
モ
ハ
ヤ
隙
カ
明
タ
ホ
ト
ニ
、
是
カ
ラ
我
遊
ト
思
ソ
。

・
蕭
―
●

・
郭
ハ　

サ
ト

。
―
ハ
鳳
翔
ヲ
サ
シ
テ
云
ソ

（
４
ウ
）。

憶
レ

武
侯
ヲ　

諸
葛
孔
明　

イ
ク
サ
ノ
事
ヲ
思
出
タ
ソ
。

崢
嶸
●　

山
ヲ
見
ハ
ソ
ヒ
ヘ
テ＊

、
壁
切
立
タ
ル
ヤ
ウ＊

ナ
リ
。

 

―
― 

ハ
登
ノ
字
ヨ
リ
出
タ
ソ
。
蒼
茫
ハ
臨
ノ
字
ヨ
リ
出
タ
ソ
。

曠
蕩
●

・
薄
暮
●

・
孤
鎮
●　

注
ニ
ハ
武
成
鎮
ト
ア
リ
。
孤
ノ＊

字
ノ
心
●
。

・
登
臨
●

・
蒼
茫
●

・
奔
流
●

（
５
オ
）

（
５
ウ
・
６
オ
・
６
ウ
空
白
）

62



将
還

回
趨

注　

任
公
之
大
ナ
ツ
リ
ハ
リ
大
ナ
ル
ツ
リ
イ
ト 

―
―

（
７
オ
）

 

孤
城　

ト
ウ
タ
ク
カ
コ
ト
ヲ
思
出
タ
ソ
。
ト
ウ
タ
ク
ハ
イ
■
■
フ
モ
ノ
ソ
。 

―
― 

ヲ
ノ
ケ
テ
ソ
シ
ノ
人
ヲ
ス
ヘ
タ
ソ
。
後
ニ
ハ

ケ
ン
テ
イ
云
ヲ
位
ニ
ス
ヘ
タ
ソ
。

黄
金 

―
― 　

山
ホ
ト
用
タ
ソ
。
天
下
ヲ
―
セ
ン
為
ニ
。　

謾
ミ
ダ
リ
ニ

注　

梟
鏡
ハ
父
ヲ
コ
ロ
ス
ソ
。　

ハ
鏡
ハ
母
ヲ
コ
ロ
ス

（
７
ウ
）。

平
生　

太
白
山

鼓
角
ハ

フ
エ
ソ
。
笛
ヲ
吹
ナ
ン
ト
ス
レ
ハ
風
雷
ラ
イ
テ
ン
ス
ル
ヲ
、
誰
カ
コ
ヽ
ロ
ミ
ン
ト
也
。

缾カ
ン
ク
ワ
ン
罐　

ス
ヽ
ヤ
ウ
ナ
物
ソ
。

厔
ハ
、
山
水
ノ
景
ノ
面
白
キ
事
ソ
。

三
川
ハ
、
蜀
ノ
国
ヲ
云
ソ
。
気
象
ハ
気
色
ト
ヒ
ト
シ
ヒ
ト
ソ

（
８
オ
）。

竹
皇
脩

ナ
カ
シ

ハ
ヒ
ロ
イ
ソ
。

膺
レ
符
命　

 

―
― 

ハ
。

ク
ゴ
ハ
琴
ニ
ニ
タ
モ
ノ
ソ
。
廿
三
絃
ノ
モ
ノ
ソ
。

神
人
ハ
、
守
護
神
ソ
。

被
髪　

カ
ミ
ヲ
カ
ウ
ム
ル
ト
云
テ
、
双
。

注
ニ　

藻
ハ
色
々
色
ト
ル
ソ
。
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注　

二
聖
ハ
太
祖
太
宗
ソ

（
８
ウ
）。

綵
舟　

色
ト
リ
タ
舟
ソ
。

翠
密　

竹
也
。
松
竹
ト
モ
ア
レ
ト
モ
先
コ
ヽ
ハ
竹
ソ
。

幽
邃

フ
カ
イ　

カ
ス
カ
ニ
フ
カ
イ
ソ
。

炳
（
ハ
虎
ノ
文
ソ
）
彪
（
ハ
ト
ラ
ソ
）

尹
生 

―
― 　

草
楼　

有
古
宅

カ
ン
マ
ン
ハ
、
天
地
ソ
。

帝
ノ
大
シ
ン
寺
ヘ
来
タ
時
ノ
コ
ト
ソ
。

羽
客　

仙
人
ソ
。
羽
衣
ヲ
着
故
ソ

（
９
オ
）。

緱
ハ
西
王
母
カ
氏
ソ
。

髣ホ
ノ
カ
ニ
カ
タ
ト
ル

像　

 

―
― 

似
ト
云
コ
ト
ソ
。

軽
風
―　

此
二
句
面
白
ト
ソ
。

百
家
注　

産
ハ
知
行
ノ
事
ソ
。

仙
遊
潭
ヘ
行
ソ
。

入
谷

挽
摟
ハ
、
ヒ
キ
ヒ
ク
ソ
。

游
鯈
ハ
、
メ
ハ
チ
ノ
仙
遊
潭
ノ
淵
ノ
ス＊

ン
テ
清
冽
テ
少
キ
魚
モ
ミ
ユ
ル
ソ
。

注　

浮
陽
ハ
メ
ハ
チ
ソ
。
日
ア
タ
レ
ハ
浮
出
ル
物
ソ

（
９
ウ
）。
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金
竜　

銅
ニ
テ
竜
ヲ
作
テ
仙
遊
潭
ヘ
ハ
メ
テ
イ
ノ
ル
ソ
。
金
ノ
、
カ
ネ
ノ
惣
名
ソ
。

最
愛
―　

仙
遊
潭
ノ
上
ニ

忽
憶
、
蟆
培　

蜀
ヲ
蘇
老
セ
ン
ト
子
由
ト
都
ヘ
出
時
、
カ
マ
ハ
イ
ヲ
尋
コ
ト
ヲ
思
ト
ソ
。
其
洞
カ
ア
タ
マ
ニ
ア
ツ
テ
、

脱 

―
― 
ト
ソオ

）

10
（

。

注　

縋ス
カ
ラ
ス
レ
ト
モ

レ

石

峡
（
ハ
山
ア
ヒ
ト
ヨ
ム
）
州　

蜀
ノ
中
ニ
谷
ヲ
ト

（

マ

マ

）
ヲ
コ
ト
長
ク
ト
ヲ
ル
ト
ソ
。

批
ウ
）

10
（（

11
オ
・
11
ウ
空
白
）

八
月
廿
一
日　

慈
岩
院
ト
云
寺
主
ソ
。

8
・
9
風
水
洞
二
首 

―
― 　

杭
（
カ
ウ
）
州
ニ
テ
通ツ

ウ

槃バ
ン

ノ
官
ニ
成
テ
居
タ
ル
ト
キ
ソ
。

風
洞
水
洞
二
ツ
ア
リ
。
水
洞
ノ
上
ニ
風
洞
有
也
。

（
８
）
風
転 

―
― 　

泉 

―
― 　

此
二
句
風
水
洞
ノ
体
ヲ
云
ソ
。

虚
心 

―
― 

ノ
句
ハ
、
一
ノ
句
ヲ
承
テ
云
ソ
。

妄
―　

仙
境
界
ハ
是
ソ
。
別
ニ＊

ト
ル　

又
義

過
客
ハ
、
我
ヲ
サ
シ
テ
ソ
。
此
ヨ
キ
景
ニ
ハ
詩
モ
ヨ
ク
シ
カ
タ
キ＊

ソ
。

文
園
ハ
司
馬
シ
ヤ
ウ
シ
ヨ
ソ
。

（
９
）
此
詩
ハ
水
風
々
々
ト
云
ノ
ヘ
タ
ソ
。

○
山
前 

―
― 　

乳
水　

乳
ハ
ア
マ
イ
ソ
。
タ
ヽ
水
ヲ
ホ
メ
テ
云
ソ
。
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羊
角
ハ
、
風
ノ
名
ソ
。　

団
　々

風
ノ
カ
タ
チ
ソオ

）

12
（

。

是
ハ
皆
風
水
ノ
二
字
ノ
体
ソ
。

馮
夷
ハ　

水
神
ソ
。
窟
―
ハ
、
水
ソ
。

禦
寇　

列
子
カ
コ
ト
ソ
。 

―
― 

カ
車
ハ
ク
ツ
ワ
ナ
ト
ノ
入＊

車
ニ
テ
ハ
無
ソ
。

謝
ハ
、
―＊

絶
ト
云
テ
、
絶
ノ
字
ノ
心
ソ
。

世
事 

―
― 　

此
二
句
ハ
前
ヲ
ケ
ツ
シ
テ
云
タ
ソ
。
此
時
分
ハ 

―
― 

カ
新
法
ヲ
行
タ
時
分
ソ
。
東
坡
ヲ
ヒ
ン
ケ
ン
シ
タ
時
分
ナ
レ

ハ
、
世
―
我
欲
去
ト
ソ
。

二
子
ハ
馮
―
列
子
ソ
。
二
子
シ
タ
カ
ウ
テ
何
方
ヘ
モ
行
タ
キ
ト
ソウ

）

12
（

。

渙　

チ
ル
ヤ
ウ
ナ
ソ
。

注　

兊
ハ
ハ

（
マ
マ
）西

風
ソ
。

扶
揺
ハ
風
ノ
勢
ソ
。
ツ
シ
カ
セ
ナ＊

ト
ノ
ツ
ヨ
キ
ソ
。

抱

ケ
ン

　

毛

モ
ト
ル
モ
ト
ル

詩
ニ
ハ
糸
ヘ
ン
ニ
書
タ
ソ
。

詩
案　

天
下
ヲ
ソ
シ
リ
タ
詩
共
ヲ
ア
ミ
テ
、
天
子
ヘ
御
目
ニ
カ
ケ
タ
リ
。
東
―
主
カ
シ
タ
ト
云
説
も
ア
リ
。
又 

―
― 

カ
シ
タ
ト

云
説
も
ア
リ
。

一
項
ハ
一
段
ト
云
心
ソオ

）

13
（

。

東
―
ハ
五
朝
ニ
遣
タ
ソ
。

10
・
11
▲
新
城
道
中
二
首　

此
詩
ハ
煕
寧
六
年
ニ
作
タ
ソ
。

（
10
）
東
風
―
ハ
、
春
風
ソ
。
我
山
行
シ
テ
遊
山
ヲ
セ
ン
ヲ
知
タ
カ
。
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積
雨
ハ
、
久
キ
雨
ソ
。

嶺
上
モ
ハ
レ
タ
カ
、
少
雲
カ
残
タ
ガ
披
絮
帽
（
ハ
ハ
タ
ホ
ウ
シ
ソ
）
ノ＊

ヤ
ウ
ナ
ソ
。

（
11
）
一
身
世　

身
ハ
我
身　

世
ハ
世
間
ソ
。
隙
カ
ア
ル
ニ
ヨ
リ＊

如
此
遊
山
ヲ
ス
ル
ト
ソウ

）

13
（

。

渓
辺
―　

世
間
ノ
カ
シ
マ
シ
キ
コ
ト
ヲ
キ
カ
ン
ヨ
リ
、
此
渓
谷
ヲ
聞
コ
ソ
面
白
ト
ソ
。

散樗

材木

ハ
用
ニ
タ
ヽ
ヌ
木
ソ
。
モ
シ
用
ニ
タ
ツ
レ
ハ
虫
カ
ク
イ
ナ
ト
ア
シ
キ
木
ソ
。
荘
子
ニ
有
。
樗

チ
ヨ
レ
キノ

散
材
。

我
ヲ
散
材
ニ
タ
ト
ヘ
テ
云
タ
ソ
。

畏
レ

見　

能
材
木
ヲ
キ
リ
次
モ
シ
、
散
材
モ
キ
ラ
レ
カ
セ
ウ
ス
ラ
ウ
ト
畏
ル
ヽ
ソ
。

痩
馬　

東
―
カ
、
我
ハ
ク
タ
ヒ
レ
タ
ル
馬
ノ
様
ナ
ソ
。

　

唐
ノ
軍
ニ
ハ
太
鼓
ヲ
ウ
テ
ハ
ス
ヽ
ム
、
ド
ラ
ヲ
ウ
テ
ハ
ヒ
ク＊

ソ
。
如
此
ナ
ル
ホ
ト
ニ
、
馬
カ
ク
タ
ヒ
レ
テ
、
此
ト
ラ
ヲ
聞
タ

カ
ル
ヤ
ウ
ナ
ソ
。

細
雨　

春
雨
ノ
降
レ
ハ
茶
戸
―　

茶
戸
ハ
茶
ヲ
ス

（
マ
マ
）家

ソオ
）

14
（

。

乱
山 

―
― 　
　

長
官
清

人
間　

岐
路
ハ
チ
マ
タ
ソ
。
路
ノ
イ
ク
筋
モ
ア
ル
コ
ト
ソ
。

 

―
― 

耦グ
ウ

耕カ
ウ　

二
人
ナ
ラ
フ
テ
耕
カ
、
ク
ウ
シ
テ
耕
ソ
。

12
過
レ
淮　

坡
八
月
ニ
籠
ニ
入
テ
十
二
月
ニ
出
タ
リ
。
則
流
サ
ル
ヽ
ソ
。
此
詩
ハ
東
カ
四
十
五
ノ
年
ソ
。

朝
―

初
乱
一
水
―　

乱
ヲ
ワ
タ
ル
ヨ
ム
コ
ト
ハ
直
ニ
渡
ヲ
乱

ワ
タ
ル

ヨ
ム
ソウ

）

14
（

。
絶
水
ヲ
乱
ト
云
。

已
渡
千
山
赤　

赤
○
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―
― 

古
戍　

フ
ル
イ
カ
マ
ヘ
ソ
。

　

鼯　

ム
サ
ヽ
ヒ
ノ
事
。
―
ニ
ハ
五
能
ア
リ
。
能
走
ト
モ
人
ニ
ハ
サ
キ
タ
ヽ
ヌ
ソ
。　

ヨ
ル　

ワ
タ
ル
○

回
頭
梁
楚
―

黄
州 

―
― 　

楚
の
国
ノ
中
ソ
。

吾
―　

寄キ　

ク
サ
ヒ
ラ
ノ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ヲ
寄
ト
云
ソ
。
其
木
ノ
枝
テ
ハ
無
テ
ワ
キ
ソ
ト
ツ
ケ
ヤ
ウ
ナ
心
ソオ

）

15
（

。

但 

―
― 

魚
（
ハ
ウ
ヲ
也
）
与
稲　

米
ソ
。　

東
坡
カ
子
ソ
マ
イ
、
ソ
タ
イ
、
ソ
ク
ワ

独
喜 

―
― 　

コ
ヽ
ヘ
東
カ
子
ヲ
独
ツ
レ
テ
来
タ
カ
、
ウ
レ
シ
キ
ト
也
。
ソ
マ
イ
ソ
一

（

マ

マ

）
第
ノ
子
ソ
。

晤ア
フ
テ
カ
タ
ル

語
何
止タ

ヽ 

―
―ウ

）

15
（

 

批　

超
然
物
外 

―
― 

自 

―
― 　

吾 

―
― 
初 
―
― 

ヲ
サ
シ
テ
ホ
メ
タ
ソ
。
但
有
魚 

―
― 

ヲ
サ
シ
テ
ソ
。

13
別
黄
州　

元
豊
九
年
、
東
四
十
九
ノ
時
也
。
此
黄
州
ヲ
別
時
自
外
残
多
カ
リ
タ
ソ
。

　

黄
州
ニ
五
年
居
タ
ソ
。
此
時
東
坡
ト
云
所
ヲ
カ
マ
ヘ
テ
居
タ
ル
ニ
ヨ
ツ
テ
東
坡
ト
云
タ
ソ
。

病
瘡
ノ 

―
― 　

キ
ス
ヲ
ヤ
ム
馬
ノ
、
ク
ツ
ワ
ヲ
タ
ヘ
カ
タ
キ
ヤ
ウ
ナ
、
ト
我
ヲ
云
ソオ

）

1（
（

。

猶 

―
― 

敝
幃　

ハ
、
ヤ
フ
レ
タ
ル
カ
タ
ヒ
ラ
ソ
。
馬
犬
。

　

シ
ヨ
州
ヲ
天
子
ヨ
リ
被
下
タ
ハ
、
ヤ
フ
レ
タ
ル
幃
ヲ
被
下
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ソ
。

桑
下 

―
― 　

出
家
ハ
桑
下＊

ニ＊

三
夜
宿
セ
サ
レ
ト
ソ
。
桑
下
ニ

一
宿
、
日
中
一
食
、
慎
テ

勿
レレ

再
ス
ル
コ
ト

四
十
二
章
経

長
腰 

―
― 

ノ
米
ト
云
テ
、
黄
州
ニ
有
ト
ソ
。

闊
領　

エ
リ
ノ
ヒ
ロ
キ
衣
ヲ
ジ
ヨ
州
ヘ
行
ヌ
サ
キ
ニ
シ＊

タ
ツ
ル
ソ
。
先
裁
ソ
。
シ
ヨ
州
ノ
者
ハ
皆
ゴ

（

マ

マ

）
フ
出
タ
ル
ソ
。
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○
来
時 

―
― 

故
非　

ヒ
ハ
ツ
ヽ
ガ
ナ
イ
ト
心
タ
ガ
近
シ
ト
也
。

　

○ウ
）

1（
（注　

浮
屠
ハ
出
家
ノ
コ
ト
ソ
。

傴
婦
ハ
■
■
ヨ
リ
タ
ル
女
ソ
。
コ
フ
ガ
カ
メ
ホ
ト
ア
ル
ソ
。

嬌
嬰　

ヲ
サ
ナ
イ
モ
ノ
ハ
、
カ
イ
ゴ
ナ
ト
ノ
ヤ
ウ
ニ
コ
ブ
ガ
有
也オ

）

17
（

。

（
17
ウ
空
白
）

14
〔
過
江
夜
行
武
昌
山
聞
黄
州
鼓
角
〕

黄
州
ヨ
リ 

―
― 

ヘ
行
ト
キ
、
黄
州
ノ
者
ノ
各
我 

―
― 

。

時
分
ハ
四
月
ノ
末
ト
天
下
白
謂
タ
ル
ソ
。

鼓
角　

角
ハ
フ
エ
ソ
。

一
ノ
句
、
夜
明
ン
ト
ス
ル
時
分
ヲ
云
ソ
。

一
幽
人
ハ
東
―
カ
我
ヲ
サ
シ
テ
云
ソ
。
幽
独
ノ
人
ト
云
テ 

―
― 

。

一
呉
王
峴　

武
昌
ハ
ソ
ン
ケ
ン
カ
都
ソ
。

　

呉
ノ
ソ
ン
ケ
ン
（
呉
王
ソ
）
ト
云
者
カ
、
山
ヲ
掘
リ
ア＊

ケ
テ
路
ヲ
ツ
ク
リ
タ
ル
ヨ
リ
、
忽
ソ
。
ソ
レ
ヨ
リ 

―
―
― 

ト
云
ソ
。

一
黄 

―
― 

亦
多
情　

此
亦
ノ
字
ニ
眼
ヲ
ツ
ク
ヘ
シ
ト
也オ

）

18
（

。

一
送
我
―

一
出
塞　

入
塞　

北
国
ニ
ア
ル
ソ
。
エ
ヒ
ス
国
ト
中
国
ト
ノ
間
ニ 

―
― 

曲
ア
リ
ソ
。
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一 

―
― 

悲
健
ハ
二
ツ
物
ソ
。
カ
ナ
シ
ム
ト
ケツ

ヨ

イ

ン
ナ
心
モ
ア
リ
。

　

又
義
、
出
塞
曲
ハ
悲
、
江
声
ハ
健
ナ
リ
ト
ミ
ル
モ
ア
リ
。

一
誰
言　

出
塞
曲
、
タ
ノ
イ
キ
ト
ヲ
リ
、
竜
ノ
愁
ア
ル
ソ
。
声
一
ガ
イ
ト
誰
云
タ
ソ
。

一
我
―　

枯
柳
樹
。　

黄
州
ヘ
ハ
隠
居
セ
ン
ホ
ト
ニ
ト
柳
ヲ 

―
― 

。

一
他
年 

―
― 
泝
江ウ

）

18
（

○
順
水
ヲ　

水
に
随
テ
行
。

一
還 

―
―
― 

送
迎ゲ

イ

餞　

餞
ニ
心
ハ
ナ
イ
ソ
。
タ
ヽ
ム
カ
ヘ
ヨ
ト
云
心
ソ
。

15
自
興
国　

四
十
九
ノ
年
、
黄
州
ヨ
リ
汝
州
行
ト
キ
。

イ
均

ン
州
ニ
子
由
居
タ
ソ
。
イ
ン
州
此
海
道
ナ
ル
ニ
仍
テ
寄
ソ
。

塩＊

酒
ゼ＊

イ
ノ
官
ニ＊

ナ
ツ
テ
イ
タ
ソ
。

渓
上　

興
国
ヨ
リ
均
州
ノ
路
、
山
三
百
畳 
―
―オ

）

19
（

 
。

此
詩
ハ
、
子
由
ニ
逢
ン
ガ
ウ
レ
シ
キ
ト
テ
、
ヨ
ロ
コ
フ
ノ
心
也
。

一
倚
レ

山 

―
― 　

石
田
駅
ノ
事
ソ
。

一
芒
鞋 

―
― 　

東
、
人
家
ヲ
見
付
テ
馬
ヨ
リ
下
ル
テ
行
ソ
。
軽
ハ
杖
ヲ
云
、
軟イ

ン

、
ワ
ラ
ン
ツ
。

一
松 

―
― 

一
夜
深
風
露　

子
由
ニ
逢
ウ
レ
シ
サ
ニ
、
夜
モ
ネ
ラ
レ
ヌ
ソ
。

一
惟
見 

―
― 　

開
ハ
ヒ
ラ
ク
、
闔
ハ
ト
ツ
ル
ソウ

）

19
（

。

1（
将
至
筠
―　

 

―
―
― 

三
猶
子　

ハ
ヲ
イ
ヲ
云
ソ
。
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均
ニ
至
ン
ト
シ
テ
途
中
ヨ
リ
先
此
三
人
ノ
ヲ
イ
ニ
此
詩
ヲ
寄
ソ
。

一
露
宿 

―
― 　

黄
州
ヨ
リ
均
州
ノ
間
六
百
里
ホ
ト
有
ソ
。
野
ニ
臥
山
臥
タ
ル
ヲ
露
―
風
―
ト
ソ
。

一
明
―

一
未＊

見
豊
盈
ハ
下
フ
ク
ラ
ナ
顔
ソ
。
犀
角
―　

此
形
ハ
大
人
ノ
生
付
ナ
物
ソ
。
此
子
由
カ
子
と
も
ハ
能
生
レ
付
タ
ソオ

）

20
（

。

一
先
逢 

―
― 　

玉
雪
王
郎
子　

―
カ
ム
コ
ソ
。

一
対
―

一
念
汝
（
子
由
ヲ
サ
シ
テ
ソ
）
―

一
夜
来
―
小
於
兎　

楚＊

国
ニ
ハ
虎
ヲ
云
ソ
。

　

遠
ヲ
虎
児
ト
云
ソ
。
■
■
ヲ
ト
ヽ
云
ソ
。

一
タ
ン　

髦ホ
ウ　

女
主
ノ
カ
ミ
テ
無
テ
日
本
ノ
カ
モ
シ
ヤ
ウ
シ
タ
物
カ
ト
也
。
ホ
ウ
ハ
親
ノ
ア
ル
間
老
若
ニ
ヨ
ラ
ス
ツ
ケ
ル
ソ
。
親

死
後
ニ
ト
ル
ト
ソ
。

一
憶
―　

キ
寧
七
年
ニ
子
由
済
南
ノ
書
キ
ノ
官
ニ
居
時
ノ
事
ヲ
憶
ソウ

）

20
（

。

一
我
時 

―
― 

○

一
今 

―
― 

○

一
逆
旅 

―
― 　

汝ニ
ヨ
ニ
ス爾　

下
サ
ケ
テ
云
心
ソ
。

一
出
城 

―
― 　

驚
嗟　

ヲ
ト
ロ
ヘ
ナ
ケ
ク

一
我
為
乃ナ

イ
ヲ
フ翁　

ナ
ン
チ
ノ
父
ト
ヨ
ム
ソ
。
其
心
ソ
。
子
由
ヲ
云
ソ
。

　

注
ニ
、
夜
雨
対
床
ノ

約オ
）

21
（
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17
端
午
游
真
如　

五
月
五
日
折
節
当
タ
ソ
。
均
州
ヘ
向
テ
ノ
事
ソ
。

　

子
由
ハ
塩
酒
―
ノ
官
テ
居
タ
ル
ヨ
テ
隙
無
テ
、
内
ニ
不
居
ニ
ヨ
ツ
タ
ヽ
居
ヨ
リ
ハ
ト
云
、
真
如
寺
ヘ
游
ニ
行
タ
ソ
。
帰
テ
此

詩
ヲ
作
ト
ソ
。

一
一
与 
―
― 　

却
数
ト
云
ハ
、
コ
ソ
、
ヲ
ト
ヽ
シ
、
サ
ヲ
ト
ヽ
シ
、
ト
タ

（

マ

マ

）
ル
ヲ
云
ソ
。

一
身　

綵
糸　

注
ニ
有
。
号
長
命
縷ル

。
五
色
ノ
糸
ヲ
何
ト
ヤ
ラ
ン
人
ヒ
ヂ
ニ
カ
ケ
ル
。
東
も
世
ニ
シ
タ
カ
フ
カ
ケ
タ
ソ
。

一
心 

―
― 　

世
ニ
随
テ
カ
ケ
タ
レ
ト
モ
、
昌
ブ
ノ
根
ヨ
リ
苦

ニ
ガ
シ

ト
ソウ

）

21
（

。

一
今 

―
― 　

佳
節
ハ
端
午
ソ
。
節
句

一
ヲ
キ
ノ
ル

典テ
ン
シ
テ

レ

衣　

衣
ヲ
質
ニ
置
ナ
ト
シ
タ
ソ
。　

鶏
黍
○

一
水
餅　

キ
リ
ム
キ
ノ
コ
ト
ソ
。
ア
ナ
カ
チ
円
ク
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
カ
ラ
ニ
ハ
餅
ト
云
ソ
。
我
故＊

郷
の
ハ
ヤ
リ
モ
ノ
テ
ア
レ
、
タ

タ
既
ニ
郷
ヲ
ヲ
モ
フ
ト
ソ
。

一
飯
筒　

汨
羅

一
薫
煮　

糟
カ
ウ
シ
ノ
内
ニ
ム
セ
ヒ＊

マ
フ
レ
テ
子
由
所
テ
カ
タ
ラ
レ
ヌ
ト
ソ
。

一
古
刹　

刹
ハ
寺
ソ
。
真
如
寺
ヲ
指
テ
云
ソ＊

。

一
梁
羅　

阿
虎
（
イ
ノ
下
ノ
弟
也
）

一
一
調タ

ハ
フ
ル
ヽ
ヨ
ム
ホ
ト
ニ
其
心
ソオ

）

22
（

。

一
齟ソ

齬ゴ　

ハ
物
ク
イ
チ
カ
フ
タ
事
ソ
。

　

注　

麋　

シ
カ
ノ
肉
ヲ
入
テ
ヒ
シ
ホ
ニ
シ
タ
ヲ
云
ソ
。

　
　
　

臡
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シ
ヤ
ウ
ホ
ン
ヒ
テ
イ

　
　
　

　

ス

ニ
ラ
ギ
モ

ヒ
ク
チ
ノ
事
ソウ

）

22
（

。

18
正
月
一
日

　

汝
州
ヘ
ハ
不
行
、　ジ

ヤ
ウ

州
ト
云
所
ニ
東
坡
カ
田
地
ヲ
持
タ
ソ
。

一
十
里
清
淮
上　

十
里
斗
ノ
ツ
ヽ
ミ
ヲ
行
ソ
。

一
転
雪
―　

其
ツ
ヽ
ミ
、
直
ニ
ハ
無
テ
、
ア
チ
コ
チ
ヘ
曲
タ
ヲ
云
ソ
。

一
氷
崖
―　

屐
歯　

ツ
ラ
ヽ
ノ
事
。

一
風
葉
ハ
木
ノ
葉
心
テ
ハ
無
ソ
。
花
の
ヨ
ウ
ノ
心
ソ
。
雪
花
ノ
ヨ
ウ
カ
皮カ

ワ

衣
ノ
ミ
タ
レ
タ
ル
ニ
似
タ
ソ
。

一
万
頃　

一
畝
ヲ
百
合
タ
ヲ
一
頃
ト
云
ソ
。
カ
ラ
ノ
一
畝
ハ
百
ツ
ボ
ヲ
云
ソオ

）

23
（

。

注　

銀
海
ハ
服
ノ
事
ソ
。
是
ハ
注
ノ
義
理
ソ
。
本
経
ノ
心
ハ
只
雪
中
体
斗
ソ
。

一
千
尋　

チ
ヒ
ロ
モ
有
山
ニ＊

雪
の
降
タ
ル
ハ
サ
ナ
カ
ラ
玉
ノ
峯
ノ
ヤ
ウ
ナ
ト
ソ
。

一
従
来 

―
― 

注　

一
幞

ヒ
ヨ
ク　

キ
ヌ
シ
ハ
ヽ
ナ
ル
ヲ
云
ト
ソウ

）

23
（

。

（
24
オ
・
24
ウ
空
白
）

25
淮
上
早
発

一
澹
月　
　

暁
角　

笛
ソ
。

一
小
風 

―
― 

碧
鱗
開

一
此
生
定 

―
― 　

淮
水
ヲ
モ
十
度
斗
モ
ト
ヲ
ル
ホ
ト
ニ
、
我
ハ
カ
ク
ア
ル
イ
テ
斗
、
江
湖
ニ
老
ト
ソ
。
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淮
水
ヲ
十
度
往
来
ヲ
シ
タ
コ
ト
ア
リ

オ
）

25

＊
（

。

2（
行
宿
泗
間
―

二
年
三
躡
―

　

馬
少
游
ハ
馬
エ
ン
カ
ヲ
チ＊

（
「
■
」
ミ
セ
ケ
チ
）
ソ
。

　

款
（
緩
ニ
同
心
ソ
）
段　

馬
ノ
ヌ
ル
キ
遅
馬
ヲ
云
ソ
。
馬
エ
ン
カ
年
ヨ
リ
テ
カ
ウ
ヂ
（
常
ハ
カ
ウ
チ
）
ヘ
馬
ニ
乗
テ
行
ヲ
馬
少

游
カ
イ
ケ
ン
云
ソ
。

一
張
天
驥
ニ
東
カ
逢
タ
カ
、
昔
ノ
馬
少
―
ニ
逢
如
ナ
ト
ソ
。

一
無
事　

一
ノ
句
ハ
東
我
コ
ト
ヲ
云
。
二
ハ
張
天
―
ヲ
云
。
又
此
句
ニ
ハ
張
天
―
ヲ
云
。
四
ノ
句
ハ
我
コ
ト
ヲ
云
ソ
。

一
着
書
自
要
―　

着
書
コ
ト
ハ
愁
ノ
中
カ
ラ
テ
ハ
無
ソウ

）

25
（

。

一
孤
松 

―
― 　

此
句
張
天
キ
ヲ
云
ソ
。
直
ナ
ラ
ハ
キ
ラ
レ
テ
棟
梁
ニ
モ
ナ
ル
ヘ
キ
ニ
、
ユ
カ
ミ
ノ
ヘ
フ
シ
テ
居
ヲ
、
張
天
―
ヲ

云
ソ
。
非
病
。

一
倦
鳥 

―
― 　

此
句
我
事
ヲ
云
ソ
。
倦
鳥
ノ
カ
ヘ
ル
如
ナ
我
体
ソ
。
都
ヘ
召
カ
ヘ
サ
ル
レ
ト
モ
、
豈
是
休
、
又
是
テ
モ
休
ス
ル

コ
ト
モ
無
ソ
。

一
更
欲
河
辺 

―
― 　

霜
雪
カ
ウ
ヘ
ニ
蒙
タ
ホ
ト
ニ
、
モ
ハ
ヤ
河
辺
往
来
ス
ル
コ
ト
モ
大
ク
ハ
ア
ル
マ
イ
ト
ソオ

）

2（
（

。

27
・
28
・
29
七
年
九
月 

―
― 　

広
陵
ハ
楊
州
ノ
コ
ト
ソ
。
乞
レ

会
稽　

黄
州
ヲ
乞
ソ
。

（
27
）
乞
郡　

越
ノ
国
ノ＊

コ
ト
ソ
。
黄
州
モ＊

越
ノ
コ
ト
ソ
。
三
度
表
ヲ
書
テ
ソ
シ
ヤ
ウ
シ
タ
ソ
。
其
書
コ
ト
ユ
カ
ミ
ス
チ
ツ
タ

ヲ
字
半
斜
ト
ソ
。

廟
堂　

朝
廷
ソ
。
眼
花
ハ
眼
ノ
ク
ラ
ミ
タ
ル
ソ
。
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一
上
人　

コ
ウ
コ
ク
寺
ノ
汶＊

公
ブ
ン
コ
ウソ

。

一
待
賜
頭
（
ハ
シ
メ
）
綱
（
フ
ネ
ソ
）
（
舟
十
ソ
ウ
ヲ
綱
ト
云
）　

ハ
初
ノ
舟
ソ
。
（
ネ
マ
キ
）

八
餅
茶　

団
茶
八
ツ
ソ
。
龍
団
・
鳳
団
。　

団
茶　

餅
ノ
ヤ
ウ
ナ
物
ソウ

）

2（
（

。

（
28
）
一
夢
遶 

―
― 　

白
梅　

白
楊
梅　

山
モ
ヽ
ソ
。
南
―
楊
―
ト
ハ
カ
リ
有
ニ
テ
ヤ
マ
モ
ヽ
ソ
。　

盧

（
北
宋＊

ノ
盧
）
（
枇
杷
ト
ソ
）
橘
。

　

覚
猶
香

一
会
稽
且 

―
― 　

会
稽
ヲ
乞
テ
モ
是
も
少
時
ノ
事
ソ
。
タ
ヽ
蜀
ヘ
帰
、
田
ヲ
作
ラ
ン
コ＊

ト
マ
シ
ハ
カ
リ
ソ
。

（
29
）
一
南
来 

―
― 　

是
ハ
汶
公
ト
問
答
ノ
体
ソ
。
此
句
汶
公
問
ソ
。

倦
鳥
孤
雲　

陶
淵
明
帰
去
来
ノ
事
ソ＊

。
ト
リ
飛
ニ
倦
テ
帰
コ
ト
ヲ
知
ナ
レ
ト
モ
、
今
カ
ラ
ハ
其
節
ヲ
ハ
カ
タ
メ
ラ
レ
ヌ
ト
ソオ

）

27
（

。

一
断
送
一
生 

―
― 　

汶
問
。

一
三
年
光
景 

―
― 　

東
答
。　

六
篇
詩　

三
年
ニ
六
篇
ノ
詩
。
又
義
、
タ
ヽ
作
詩
ヲ
日
ヲ
送
心
斗＊

ニ
テ
有
サ
ウ
ナ
ソ
。

30
臨
城 

―
― 

作

過
臨
城
内
丘　

定
ヨ
リ
英
州
ヘ
行
ト
キ
、

忽
悟　

大
行
山
ノ
二
度
入
ニ
晴
タ
ル
ヲ
怪
タ
ソウ

）

27
（

。

紹
聖

女
中
堯
舜　

テ
ツ
宗
ノ
母
ソ
。
テ
ツ
宗
ナ
ニ
デ
即
位
ソ
。
テ
ツ
宗
ヲ
サ
ナ
イ
ニ
何
テ
母
女
帝
政
ヲ
聞
タ
ソ
。
無
レ

先
謙
。

逐チ
ク

客　

東
我
事
ヲ
云
ソ
。
朝
廷
ヲ
逐
出
サ
レ
テ
逐
客
ソ
。

太
行
山
千
里
送
征＊

鞍　

人
間
タ
ル
モ
ノ
ハ
今
我
ヲ
目
テ
シ
ル
コ
ト
モ
セ
ヌ
体＊

ホ
ト
ニ
、
太
行
カ
我
鞍
ヲ
送
。
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一
未
応 

―
― 

（
愚
谷
）
柳　

―
子
厚
ソ
。
柳
文 

―
―
― 

ニ
有
。
柳
カ
愚
谷
ニ
留
タ
ヤ
ウ
ニ
ハ
我
ハ
ア
ル
マ
イ
ト
ソ
。

一
可
独
衡
山 

―
― 　

韓
文
第
三
巻
ニ
有オ

）

28
（

。

31
過
湯
陰
市 

―
― 

朔
野　

北
ノ
野
ソ
。
赤
地
ハ
旱
シ
テ
ソ
。

河

（
ゼ
ン
）　

河
辺
　

注
シ
テ
ソ
。
河
原
ノ
コ
ト
歟ウ

）

28
（

。

秋
霖 

―
― 

○

夏
旱 

―
― 

人　

秋
ニ
同
心
テ
シ
ト
云
心
ソ
。

逆
旅　

旅
屋
ソ
。
唱
（
ウ
リ
名
乗
コ
ト
ソ
）
―
粥
（
カ
ユ
ソ
）

行
庖　

旅
台
所
ノ
ヤ
ウ
所
ソ
。

一
青
斑 

―
― 

○

一
匕
（
サ
チ
ソ
）
筯　
　

脆 

―
― 　

モ
ロ
キ
ヒ
ヽ
キ　

牙
齦　

ハ
グ
キ
ト
ソ
。

一
玉
食
謝
故
吏　

モ
ト
ノ
国
ツ
カ
サ
ソ
。

一
風
飡ザ

ン
ヘ
ン
ナ
リ

便　

逐
臣　

ハ
東
我
身
ヲ
云
ソ
。
似
合
タ
ト
云
コ
ト
ソ
。

一
漂 

―
― 　

扨
我
カ
ヤ
ウ
ニ
シ
テ
何
ヘ
カ
行
ト
ソオ

）

29
（

。

一
浩
蕩 

―
― 

○

一
争
勧
加
飲
食　

亭
主
カ
東
ニ
、
旅
テ
ハ
食
ヲ
能
ス
ヽ
ム
ヨ
ト
ソ
。

一
実 

―
― 　

民
―
モ
我
ヲ
懇
ニ
云
ソ
。
我
吏
民
ヲ
負
ナ
カ
タ
故
テ
ア
ロ
ウ
ソ
。

一
何
当 

―
― 

76



一
帰
及
三
年
新　

何
イ
ツ
カ

三
年
ノ
新
守
護
ニ
ナ
ラ
ン
ト
ソウ

）

29
（

。

九
月
六
日

32
〔
過
高
郵
寄
孫
君
孚
〕

梵
放
（
ボ
ン
ハ
ウ
）

33
六
月
七
日
泊
金
陵　

英
州
ヘ
行
時
也
。
行
時
ノ
事
。
ウ＊

ツ
リ
セ
ン
ビ
ン
寺　

千
万
巻

知
海　

鐘蒋

山ー

（
是
モ
同
断
ソ
）
（
昔
ハ
金
山
）
之
名
ソ＊

。　

イ
カ
ナ
ル
カ
是
知
海
燈
。
泉
公
ニ
東
ガ
問
。
泉
公
字
ヲ
作
テ
答
。
其

後
此
詩
作
テ
謝
ス
。
又
泉
公
ヘ
不
行
シ
テ
此
詩
ヲ
作
テ
謝
ス
ト
云
説
モ
ア
ル
ソ
。

一
礮ハ

ウ

車　

ハ
雲
ソ
。
此
雲
発
レ
ハ
大
風
カ
発
ル
ソ
。
石
ヲ
何＊

ト
ソ
シ
テ
テ
キ
ノ
ユ
カ
ヘ
ハ
ヂ
ク
ヲ
、
ハ
ウ
ト
云
ソ
。
車
ハ
雲
ノ

ワ
キ
出
ル
カ
車
ノ
ヤ
ウ
ナ
ソ
。

一
電デ

ン

眸ホ
ウ

一
曹
渓　

六
祖
ノ
コ
ト
ソオ

）

30
（

。

宝
―ジ

和
ハ　

鷹
ノ
菓

（
マ
マ
）ノ

中
ニ
居
ラ
レ
タ
ソ
。
終
ニ
ゴ
ン
ジ
ヤ
ニ
成
タ
ソ
。

平
足
鷹
―　

鷹
ヨ
ウ
（
マ
マ
）

菓
和
尚
ト
モ
云
タ
ソ
。

34
～
39
慈
湖
峡 

―
― 

五
首　

是
モ
英
州
ヘ
ナ
ガ
サ
ル
ヽ
時
ソ
。

（
34
）
一
捍
索　

帆
柱
ヲ
引
ハ
ツ
タ
シ
ツ
ノ
ナ
ワ
ソ
。　

桅
竿　

ホ
ハ
シ
ラ
ソ
。

　

立
嘯
空　

ホ
ハ
シ
ラ
カ
風
ニ
ナ
ル
ヲ
云
ソ
。

一
菅
蒯
（
ス
ゲ
テ
ノ
ウ
タ
ナ
ワ＊

ハ
ツ
ヨ
イ
物
シ
ヤ
ソ
ト
）
知
心
腹
（
其
ナ
ワ
ノ
ツ
ヨ
キ
心
腹
ヲ
知
ト
ソ
）
。

（
30
ウ
）
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（
35
）
此
生
帰
路　

我
古
郷
ノ
蜀
ノ
国
ヘ
行
道
ハ
イ
ヨ
く
遠
ソ
（
愈
茫
然
）
ト
也
。

無
数 

―
― 

喜
聞
墟
落　

ハ
在
所
ノ
コ
ト
ソ
。

（
3（
）
我
行
―

韓
退
ゾ
ウ
ク
ワ
ウ
カ
ウ
水
ノ
出
タ
詩
、
韓
文
六
巻
ニ
有
ソ
。 

―
― 

水
半
扉
。

千
頃
―

石
髪　

ハ
苔
ソ
。　

魚
衣　

魚
ノ
ウ
ロ
コ
ソ
。　

又
石
髪
（
魚
衣
）　

海
草
ノ
名
ト
云
説
モ
ア
リ
。
此
説
ヨ
キ
ソオ

）

31
（

。

（
37
）
日
輪　

亭
午　

汗
（
ア
セ
）
珠　

夏
ノ
日
事＊

外
ア
ツ
キ
ソ
。

 

―
― 

南
訛 

―
― 

長
養

暴
雨　

俄
ナ
雨
ソ
。
夕
立
ソ
。　

過
雲
モ
俄
ナ
雨
雲
ソ
。　

聊
一
快　

夕
立
ノ
跡
ハ
心
ヨ
イ
ト
ソ
。

未
妨
明
月 

―
― 　

夕
立
ノ
跡
ニ
雲
モ
無
シ
テ
明
月
カ
ト
ソ
。

（
38
）
臥
看 

―
― 

千
丈　

ハ
船
ノ
コ
ト
ソ
。

且
並
水
村　

風
カ
ア
ラ
イ
ホ
ト
ヲ
沖
ハ
ア
ブ
ナ
ヒ
ホ
ト
ニ
、
村
ニ
ソ
ヘ
テ
漕
ト
ソ
。
欹
側 

―
―ウ

）

31
（

 

。

人
間 

―
― 　

巉
―　

ケ
ハ
シ
イ
ソ
。

39
〔
過
廬
山
下
一
首
并
序
〕

英
州
ヘ
ハ
又
行
不
付
シ
テ
又
ケ
イ
州
ヘ
行
ノ
仰
ニ
テ
、
ケ
イ
州
ヘ
行
ソ
。
是
ヨ
リ
二
人
ノ
子
ト
母
ト
ハ
上

（
マ
マ
）州

ノ
―
ニ

主
カ
田
ア

リ
、
其
ヘ
遣
ソ
。
ソ
過
一
人
ヲ
ツ
レ
テ
ケ
イ
州
ヘ
行
路
此
廬
山
ノ
過
ソ
。

并
序　

此
序
ハ
東
披
カ
ヲ
ウ
チ
ノ
字
ヤ
ラ
ン
ト
ソ
。
一
代
ノ
間
東
不
書
ソ
。
此
叙
ヲ
書
タ
ソオ

）

32
（

。
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乱
雲

群
隮　

雲
ノ
ノ
ホ
ル
ソ
。　

驂ソ
ヘ
馬　

能
馬
ノ
馳
出
ル
ヤ
ウ
ニ
雲
発
ソ
。

可
憐
薈

ク
ワ
イ
ウ
ツ

蔚　

雲
ノ
コ
ト
歟
。　

時
出
紫
翠
（
ハ
峯
ノ
コ
ト
歟
）
嵐
。

竜 

―
― 
龕　

嶺

一
時 

―
― 

百
態　

百
度
も
雲
の
気
カ
ワ
ル
ソ
。

 

―
― 

（
昏
擄
）
（
塵
埃　

カ
タ
チ
ト
モ
）
（
チ
リ　

山
ノ
塵ウ

）

32
（

）

清
―
掃
渾
酣　

イ
ン
気
カ
ハ
レ
タ
ソ
。

陋イ
ヤ
シ
イ
カ
ナ

―　

雲
ヲ
云
ソ
。　

廓 
―
― 　

唯
今
ノ
雲
ハ
何
所
ニ
カ
帰
タ
ソ
ト
。

亭
々 

―
― 　

ソ
ビ
ヘ
タ
方
ソ
。　

窈ヲ
グ
ロ
イ々 

―
― 　

皆
是
ハ
廬
山
ノ
名
所
ソ
。

五
老 

―
― 　

双 

―
― 

天
潭　

廬
山
瀧
ソ
。

移
文　

北
山
移
文

注
ニ

大
鈞　

天
地
ノ
万
物
ヲ
ツ
カ
サ
ト
ル
ソオ

）

33
（

。

40
江
西
一
首　

此
篇
ハ
柏
梁
体
ソ
。

―
瀧サ

ウ　

常
ハ
タ
キ
ナ
レ
ト
モ
是
テ
ハ
瀬
ソ
。

 

―
― 

淙
　々

水
ノ
々
々
タ
ル

何
人
得
雋

シ
ユ
ン　

能
大
名
ナ
ト
ヲ
ツ
カ
マ
ヘ
タ
心
ソ
。
コ
ヽ
ハ
能
魚
ヲ
得
テ
ト
ソ
。

 

―
― 

絶
叫　

ハ
メ
キ
サ
ケ
フ
ソウ

）

33
（

。

〔東坡詩聞書〕　解題と翻刻

79



〔
翻
刻
注
〕

１
オ
＊
テ
…
不
明
字
に
傍
記
。
＊
状
元
～
及
第
ソ
…
扉
裏
よ
り
補
入
。

２
オ
＊
カ
建
…
二
字
の
間
「
居
タ
ル
所
ヲ
云
タ
ソ
」
ミ
セ
ケ
チ
。

３
オ
＊
ハ
…
「
ヲ
」
上
書
。

３
ウ
＊
尚
書
…
「
相
如
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。
＊
侍
読
…
補
入
。

４
オ
＊
能
所
ヲ
…
補
入
。
＊
タ
ヾ
能
…
「
当
分
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。
＊
ユ
ル
シ
…
「
軽
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。

４
ウ
＊
楼
観
～
潭
…
五
行
後
よ
り
補
入
。
＊
ナ
レ
ト
モ
…
「
ヲ
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。

５
オ
＊
テ
…
「
タ
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。
＊
ウ
…
補
入
。
＊
ノ
…
「
ハ
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。

９
ウ
＊
ス
…
「
ホ
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。

12
オ
＊
ニ
…
直
下
「
仙
境
」
墨
滅
。
＊
キ
…
「
シ
」
上
書
か
。

12
ウ
＊
入
…
「
廻
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。
＊
―
絶
ト
云
テ
…
補
入
。

13
オ
＊
ナ
ト
…
補
入
。

13
ウ
＊
ノ
…
「
ヤ
チ
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。
＊
リ
…
「
ツ
」
上
書
。

14
オ
＊
ク
…
「
ソ
」
墨
滅
傍
書
。

1（
ウ
＊
下
…
「
ノ
」
上
書
。
＊
ニ
…
「
上
」
墨
滅
傍
書
。
＊
シ
タ
ツ
ル
ソ
…
「
ス
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。

18
オ
＊
ア
ケ
…
「
ヌ
ヒ
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。

19
オ
＊
塩
酒
…
二
字
の
間
「
鉄
」
ミ
セ
ケ
チ
。
＊
ゼ
イ
…
補
入
。
＊
ニ
…
「
ノ
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。

20
オ
＊
未
見
…
補
入
。

20
ウ
＊
楚
…
「
胡
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。

22
オ
＊
故
郷
…
「
国
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。
＊
ヒ
マ
フ
レ
テ
…
「
フ
ホ
ト
ニ
ナ
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。
＊
ソ
…
「
テ
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。

23
ウ
＊
ニ
…
「
の
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。
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25
オ
＊
リ
…
次
行
「
チ
ヘ
イ
三
年
」
ミ
セ
ケ
チ
あ
り
。

25
ウ
＊
チ
…
「
■
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。

2（
ウ
＊
ノ
コ
ト
…
「
ヲ
云
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。
＊
モ
越
…
二
字
の
間
「
■
■
」
墨
滅
。
＊
汶
公
…
「
■
■
」
上
書
。

27
オ
＊
宋
…
「
窓
」
上
書
。
＊
コ
ト
マ
シ
ハ
カ
リ
…
補
入
。
＊
ソ
…
「
ヲ
」
上
書
。

27
ウ
＊
斗
…
「
一
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。

28
オ
＊
征
…
補
入
。
＊
体
…
補
入
。

30
オ
＊
ウ
ツ
…
「
仏
」
ミ
セ
ケ
チ
傍
書
。
＊
ソ
。
イ
…
二
字
の
間
「
■
」
墨
滅
。
＊
何
ト
ソ
シ
テ
テ
キ
ノ
ユ
カ
ヘ
ハ
ヂ
ク
ヲ
…
「
弓
ニ
テ

射
ヲ
」
墨
滅
傍
書
。

30
ウ
＊
ワ
…
「
ハ
」
上
書
。

31
ウ
＊
事
…
補
入
。

扉

１　　オ
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臨
済
宗
五
山
派
・
美
濃
正
法
寺
の
興
亡
史

横

山

住

雄

一
、
は

じ

め

に

　

霊
薬
山
正
法
寺
は
、
か
っ
て
岐
阜
市
下し

も

川か
わ

手て

に
在
っ
た
壮
大
な
禅
宗
寺
院
で
あ
っ
た
が
、
今
は
廃
寺
で
、
寺
跡
は
市
街
地
と

な
っ
て
、
そ
の
面
影
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
往
時
は
、
万
里
集
九
・
雪
舟
等
楊
・
利
渉
守
溱
・
常
庵
龍
崇
・
景
川
宗

隆
・
悟
渓
宗
頓
・
東
陽
英
朝
ら
が
来
訪
し
、
ま
た
守
護
土
岐
氏
の
執
権
・
斎
藤
利と

し

永な
が

の
子
で
五
山
派
僧
の
春
蘭
寿
崇
が
住
山
す

る
な
ど
、
多
く
の
文
化
人
が
こ
の
寺
を
来
訪
し
た
。
こ
の
寺
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
大
正
十
五
年
刊
『
濃
飛
両
国
通
史
』
が
最

も
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
戦
後
の
『
岐
阜
県
史
』
で
は
ほ
と
ん
ど
進
捗
が
な
く
、
昭
和
五
十
年
の
玉
村
竹
二
氏
に
よ

る
『
中
世
前
期
の
美
濃
に
於
け
る
禅
宗
の
発
展
』
（
金
沢
文
庫
研
究
紀
要
第
十
二
号
、
以
下
『
玉
村
稿
』
と
略
す
）
ま
で
待
た
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
基
本
と
し
て
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
の
が
、
福
井
金
弘
氏
に
よ
る
昭
和
五
十
五
年
『
岐
阜
市
史
』
（
通
史
編
、

「
禅
宗
の
興
隆
と
発
展
」
）
で
あ
る
。
私
は
幸
い
に
も
こ
れ
ら
の
著
作
を
目
に
し
、
そ
の
上
に
昭
和
五
十
年
代
に
花
園
大
学
禅
文
化

研
究
所
で
『
霊
薬
山
正
法
寺
文
書
』
と
題
す
る
写
本
を
閲
覧
し
、
複
写
を
す
る
と
い
う
恩
恵
に
浴
し
た
。
こ
の
写
本
は
、
題
名

と
は
異
な
り
、
主
と
し
て
室
町
初
期
応
永
以
前
の
五
山
禅
僧
の
入
寺
法
語
や
下あ

火こ

・
号
説
・
画
賛
な
ど
を
広
く
筆
写
し
た
も
の

で
、
そ
の
中
に
、
正
法
寺
に
住
山
し
た
信
中
自
敬
な
ど
正
法
寺
に
関
わ
る
法
語
等
も
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
、
総
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七
十
丁
ほ
ど
の
中
冊
の
和
本
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
五
山
文
学
全
集
』
や
『
五
山
文
学
新
集
』
に
未
収
で
、
論
文
等
に
も
ほ
と

ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

今
回
は
、
こ
れ
ら
先
学
諸
兄
の
論
考
等
を
ふ
ま
え
、
若
干
の
新
知
見
を
加
え
つ
つ
、
正
法
寺
の
興
亡
史
を
た
ど
ろ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

二
、
判
明
す
る
歴
代
住
持
に
つ
い
て
（
前
半
）

　

①
開
山
嫩

ど
ん
け
い
し
よ
う
え
い

桂
正
栄

　

玉
村
竹
二
氏
の
『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
に
は
、
嫩
桂
の
師
・
無
本
覚
心
と
共
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
『
岐
阜
市
史
』
で

は
『
濃
飛
両
国
通
史
』
を
引
用
し
て
、
嫩
桂
の
生
涯
を
略
述
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
嫩
桂
は
俗
姓
不
明
で
、
親
し

く
無
本
の
教
え
を
う
け
、
ま
た
四
方
に
遍
歴
し
た
。
の
ち
美
濃
の
大
桑
（
山
県
市
大お

お

桑が

）
に
庵
居
し
、
人
事
を
杜
絶
す
る
こ
と

二
十
年
、
三
衣
一
鉢
蕭
然
と
し
て
歳
を
送
っ
た
。
の
ち
同
門
の
請
招
に
よ
り
紀
伊
の
常
興
と
興
国
の
二
寺
に
歴
住
し
た
。
正
平

年
中
、
土
岐
氏
に
よ
り
正
法
寺
に
屈
請
さ
れ
て
開
堂
住
持
し
た
。
嫩
桂
は
博
通
で
篤
信
、
人
を
矯た

む
る
に
薄
く
、
己
を
責
む
る

こ
と
厚
く
、
ま
た
土
岐
氏
の
尊
崇
を
受
け
た
。
自
然
と
学が

く

賓ひ
ん

雲
集
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
正
平
八
年
（
文
和
二
、
一
三
五
三
）
正

月
二
十
一
日
に
正
法
寺
で
示じ

化げ

し
た
。
世
寿
八
十
八
歳
。
朝
廷
は
勅
し
て
大
医
禅
師
の
号
を
贈
っ
た
」
と
あ
る
。
花
園
大
学
国

際
禅
学
研
究
所
の
『
日
本
仏
教
人
名
辞
典
』
の
嫩
桂
正
栄
の
条
で
は
、
「
嫩
桂
は
無
本
の
も
と
で
修
行
し
、
つ
い
で
建
仁
寺
で

蔵
主
を
つ
と
め
た
。
そ
し
て
美
濃
大
桑
に
移
り
、
つ
い
で
備
州
の
常
興
山
・
紀
伊
の
興
国
寺
に
移
っ
た
。
さ
ら
に
美
濃
正
法
寺

の
開
山
と
な
っ
た
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
常
興
は
紀
伊
で
は
な
く
備
州
に
在
る
と
す
る
。
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次
に
『
岐
阜
市
史
』
が
引
用
す
る
『
明

み
ん
し
ゆ
く
ろ
く

叔
録
』
（
岐
阜
県
史
等
は
『
明
叔
慶
浚
等
諸
僧
法
語
雑
録
』
と
す
る
。
本
稿
で
は
単
に
『
明
叔

録
』
と
す
る
）
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

　
　

七
十
逾

こ
え
る
と
し

年
住
鷲
峯
、
昌
々
嬾

〔
嫩
〕

桂
見
慈
容
、
一
生
無
病
長
安
楽
、
道
体
堅
兮
道
念
濃
、

　
　

定今
大
桑
定
苑
寺
ノ
コ
ト
也

林
・
正
法
二
寺
開
山
見
住
興
国
嬾

〔
嫩
〕

桂
栄
和
尚
寿
像
、
南
禅
清

（
正
　
澄
）

拙
叟
、
為
之
自
讃
、
正
法
開
山

勅
諡
大
医
禅
師

　

こ
れ
は
、
南
禅
寺
の
清
拙
正
澄
が
、
興
国
寺
住
山
中
の
嫩
桂
正
栄
の
画
像
に
賛
を
書
い
た
も
の
で
、
そ
の
写
が
『
明
叔
録
』

に
収
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
「
南
禅
の
清
拙
叟
」
と
あ
り
、
清
拙
が
南
禅
寺
住
山
中
と
み
ら
れ
る
の
で
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）

十
一
月
か
ら
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
十
二
月
十
七
日
ま
で
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
ま
た
、
賛
文
に
よ
れ
ば
、

七
十
歳
を
越
え
て
か
ら
興
国
寺
に
住
山
し
た
と
い
う
の
で
、
嫩
桂
が
七
十
一
歳
で
あ
れ
ば
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
に
当
り
、

清
拙
の
南
禅
寺
住
山
中
に
書
か
れ
た
も
の
と
見
て
も
矛
盾
は
無
い
。

　

こ
の
賛
文
に
よ
れ
ば
、
嫩
桂
が
興
国
寺
へ
住
山
す
る
以
前
に
、
す
で
に
定
林
（
定
苑
か
）
・
正
法
二
寺
の
開
山
と
な
っ
て
い
た
。

定
林
寺
と
は
美
濃
国
土
岐
郡
の
定
林
寺
（
開
山
無
学
祖
元
）
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
『
明
叔
録
』
の
筆
者
が
注
を
入
れ
た

よ
う
に
定
苑
寺
で
あ
ろ
う
。
大
正
七
年
に
、
大お

お

桑が

の
南
泉
寺
住
職
真

し
ん
じ
よ
う

常
が
調
べ
て
書
き
残
し
た
『
真
常
記
』
に
よ
れ
ば
、

　
　

慈
恩
寺　

天
台
宗
ナ
リ
シ
ニ
、
兵
乱
ノ
為
メ
烬
滅
セ
リ
、
今
ハ
字
ニ
テ
、
其
蹤
跡
ノ
ミ
ア
リ
、
此
寺
ハ
元
ハ
上
苑
寺
、
半

ハ
（
以
下
欠
ク
）
、

と
あ
る
の
が
定
苑
寺
の
唯
一
の
手
が
か
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
た
ど
り
得
な
い
。
た
だ
し
、
『
正
法
寺
文
書
』
45
丁
に
、

　
　

大
桑
郷
の
心し

ん

珠じ
ゆ

が
言
う
に
は
、
大
桑
の
神
社
に
大
般
若
経
が
あ
り
、
村
人
た
ち
が
い
つ
も
（
毎
年
か
）
法
印
を
招
い
て
講

読
を
し
て
き
た
が
、
破
損
し
た
の
で
喜
捨
を
募
っ
て
修
理
を
し
た
。
あ
ら
か
じ
め
前
信
濃
守
沙
弥
道ど

う

清せ
い

が
本
尊
釈
迦
仏
や

十
二
神
将
・
四
大
天
王
な
ど
を
描
か
せ
、
お
堂
を
飾
っ
て
、
某
僧
に
命
じ
て
仏
事
を
行
っ
た
。
特
に
当
郷
知ち

主し
ゆ

（
領
主
）
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の
駿
河
守
源
氏
沙
弥
清せ

い

台た
い

の
安
泰
を
願
い
、
ま
た
皆
々
の
息
災
を
願
っ
た
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
南
北
朝
末
〜
応
永
の
頃
か
、
年
号
も
導
師
の
名
も
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
法
語
の
前
に
、
潮

ち
よ
う
ざ
ん

山
の
懶ら

ん

雲う
ん

に
よ
る
十
六
善
神
仏
事
の
偈
が
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は
こ
の
法
語
は
、
信
中
の
法
嗣
の
嬾ら

ん
う
ん
し
よ
う
ゆ
う

雲
正
融
の
作
品
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

大
桑
の
領
主
沙
弥
清
台
と
か
仏
事
を
行
っ
た
沙
弥
道
清
は
、
法
名
に
「
清
」
を
用
い
て
お
り
、
南
泉
寺
近
く
の
千
手
院
に
は
、

室
町
後
期
の
永
正
頃
の
宝
篋
印
塔
に
「
清
順
」
と
の
法
名
が
刻
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
見
る
と
（
２
）
、
千
手
院
付
近
に
大
桑
の

領
主
某
氏
の
拠
点
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
大
桑
に
心
珠
な
る
僧
が
居
た
こ
と
を
知
る
。
こ
の
人
が
定
苑
寺
の
住
職
か
、
又
は
ゆ
か
り
の
人
で
あ
っ
た

た
め
、
導
師
を
旧
縁
に
よ
っ
て
正
法
寺
の
嬾
雲
に
指
名
し
た
と
も
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
嫩
桂
は
二
〜
三
年
の
住
山
で
興
国
寺
を
退
山
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
か
ら
文
和
二
年
（
一
三
五
二
）
一
月

二
十
一
日
に
示
寂
す
る
ま
で
の
十
五
年
間
ほ
ど
は
、
正
法
寺
（
開
山
塔
院
慈
光
院
）
に
住
山
し
た
ら
し
く
、
正
法
寺
で
示
寂
し
た
。

大
医
禅
師
の
号
を
朝
廷
か
ら
下
賜
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
経
過
を
見
る
と
、
嫩
桂
が
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
以
前
に
正
法
寺
開
山
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
頃
の
土
岐
氏
は
頼
貞
の
時
代
で
あ
り
、
頼
貞
は
土
岐
郡
に
菩
提
寺
と
し
て
定
林
寺
を
建
て
て
い
た
。
頼

貞
の
嫡
男
頼
清
は
主
と
し
て
伊
予
国
で
活
躍
し
、
延
元
元
年
（
建
武
三
年
）
六
月
一
日
に
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
弟
の
頼
遠
は
正

法
寺
の
在
る
革
手
郷
近
く
の
長な

が

森も
り

城
主
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
不
幸
に
し
て
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）
に
刑
死
し
た
た
め
、

詳
し
い
業
績
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
頼
清
の
子
大
膳
大
夫
頼
康
は
康
永
元
年
に
土
岐
氏
の
家
督
を
継
ぎ
、
信
中
自
敬
の
正
法
寺

入
寺
法
語
に
、
「
大
檀
越
前
光
禄
大
夫
」
（
光
禄
大
夫
は
大
膳
大
夫
の
官
名
）
と
あ
る
人
に
当
る
と
思
わ
れ
る
。
『
岐
阜
市
史
』
で
は
、

こ
の
頼
康
が
正
法
寺
を
建
立
し
た
と
し
て
い
る
。
頼
康
が
創
建
檀
越
で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
法
名
に
「
正
法
寺
殿
」
と
付
さ
れ
ず

86



瑞
巌
寺
殿
と
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
『
岐
阜
市
史
』
は
、
頼
清
・
頼
康
の
本
宗
と
す
る
と
こ
ろ
は
法
海
派
で
あ
る

た
め
、
嫩
桂
に
も
帰
依
し
た
と
い
う
こ
と
の
み
に
留
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
正
法
寺
の
創
建
は
建
武
以

前
で
あ
る
こ
と
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
な
の
で
、
頼
康
で
は
年
齢
的
に
も
活
躍
年
次
に
も
合
わ
な
い
点
が
あ
り
、
長
森

城
主
と
さ
れ
る
頼
遠
が
関
っ
た
と
見
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
頼
康
は
正
法
寺
第
二
世
信
中
の
時
の
大
檀
越

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
『
梅
花
無
尽
蔵
』
七

に
「
葦
牧
野
説
」
が
見
え
、
こ
れ
に
は
「
圓え

ん

爾に

か
ら
三
伝
し
て
少
室
大
禅
師
に
至
り
、
禅
師
を

継
い
で
全
提
大
和
尚
と
な
る
。
し
か
し
て
岐
西
正
法
精
舎
の
開
山
祖
な
り
」
と
あ
る
。
こ
の
文
中
の
全
提
大
和
尚
は
嫩
桂
の
こ

と
で
あ
る
と
『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
四
に
あ
る
が
、
全
提
は
、

　

 
 

圓
爾 

 
 
 
 
 

潜
渓
処
謙 

 
 
 
 
 

夢
巌
祖
応 

 
 
 
 
 

少
室
通
量 

 
 
 
 
 

全
提

と
い
う
法
系
に
連
な
る
人
で
あ
り
、
岐
西
の
正
法
寺
と
い
う
の
は
、
革
手
の
正
法
寺
と
は
別
の
寺
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中

世
の
一
般
的
表
現
で
は
、
岐
西
は
揖
斐
川
以
西
を
指
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
正
当
の
嫩
桂
七
周
忌
法
要
は
、
物も

つ

外が
い

が
導
師
を
つ
と
め
た
（
正
法
寺
文
書
）
。
物
外
は
大
応
派
の
人

で
あ
る
。

　

②
信し

ん
ち
ゆ
う
じ
け
い

中
自
敬

　

信
中
は
、
嘉
慶
元
年
（
一
三
八
七
）
に
六
十
余
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
（
後
述
）
、
仮
に
六
十
五
歳
で
あ
っ
た
と
す
る

と
、
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
師
の
嫩
桂
正
栄
が
亡
く
な
っ
た
文
和
二
年
（
一
三
五
二
）
に
、
信
中
は
約

三
十
歳
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
信
中
は
入
元
し
た
。
貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）
の
在
元
が
確
認
で
き
る
が
（
後
述
）
、
こ
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の
時
信
中
は
お
よ
そ
四
十
三
歳
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
月
心
慶
円
に
よ
る
信
中
の
真
像
賛
に
よ
れ
ば
（
３
）
、
中
国
の

天
寧
寺
で
、
了
堂
の
も
と
で
侍じ

香こ
う

の
役
に
つ
い
た
と
い
う
。
『
濃
飛
両
国
通
史
』
に
よ
れ
ば
、
延
文
年
中
（
一
三
五
六
〜
六
一
）

に
月
心
慶
円
ら
と
中
国
に
渡
り
、
偏
く
列
刹
を
歴
訪
し
て
、
一
時
の
耆
宿
に
参
謁
し
た
。
遂
に
天
寧
寺
に
至
っ
て
了
堂
一
公
に

参
じ
、
香
蔵
に
侍
し
て
其
の
鑰か

ぎ

の
役
を
掌
っ
た
。
さ
ら
に
仏
日
寺
の
礎
石
梵
琦
に
見ま

み

え
て
、
先
師
大
医
禅
師
の
真
賛
を
請
う
た
。

琦
公
は
賛
を
書
き
、
ま
た
一
心
の
号
説
を
贈
っ
た
と
い
う
。

　

信
中
は
、
帰
国
後
鎌
倉
の
亀
谷
山
寿
福
寺
で
前
後
板
の
役
に
就
き
、
ま
た
紀
伊
の
興
国
寺
へ
も
住
山
し
た
。
そ
の
間
に
正
法

寺
へ
も
住
山
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
文
和
二
年
（
一
三
五
二
）
の
嫩
桂
示
寂
後
は
、
信
中
が
正
法
寺
に
住
山
を
続
け
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
『
正
法
寺
文
書
』
19
丁
に
、
前
住
正
法
古
潭
和
尚
秉ひ

ん

炬こ

の
法
語
が
あ
り
、
古
潭
は
信
中
の
法
兄
弟
と
み
ら

れ
る
の
で
、
正
法
寺
住
持
職
が
嫩
桂
・
信
中
・
嬾
雲
と
い
う
よ
う
に
一
子
相
伝
的
に
相
続
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
嫩
桂
の

法
嗣
に
よ
っ
て
順
次
住
持
が
交
替
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

信
中
の
正
法
寺
入
寺
法
語
ら
し
き
も
の
が
『
正
法
寺
文
書
』
に
見
ら
れ
る
も
の
の
断
片
的
で
か
つ
年
次
も
定
か
で
な
い
（
４
）
。

信
中
の
画
像
賛
に
つ
い
て
は
、
先
の
月
心
慶
圓
作
の
も
の
と
、
天
祥
一
麟
作
の
も
の
と
が
あ
る
（
５
）
。
天
祥
作
の
賛
で
は
、
中

国
滞
在
が
十
年
に
も
及
ん
だ
と
あ
る
。
信
中
の
示
寂
は
嘉
慶
元
年
（
一
三
八
七
）
十
月
五
日
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
正
法
寺
内
に

自
ら
の
塔
院
少
林
庵
を
建
て
て
い
た
の
で
、
そ
こ
に
葬
ら
れ
た
。

　

③
梅

ば
い
い
ん
ゆ
う
じ
よ
う

隠
祐
常

　

『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
に
よ
れ
ば
、
梅
隠
は
臨
済
宗
法
灯
派
の
人
で
、
法
を
信
中
自
敬
に
つ
い
だ
と
い
う
。
俗
は
惟
成
親

王
で
南
朝
後
村
上
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
。
南
朝
が
頽
勢
に
向
う
の
を
見
て
自
ら
出
家
し
、
法
灯
派
に
属
し
、
関
東
禅
林
に
下
向
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し
て
（
恐
ら
く
寿
福
寺
で
）
書
記
の
職
を
司
り
、
の
ち
上
洛
し
て
建
仁
寺
に
掛
籍
し
、
終
に
美
濃
に
下
向
し
て
正
法
寺
に
寓
し
、

寺
内
に
樵
斎
を
構
え
て
隠
居
し
た
。
そ
の
示
寂
の
年
を
知
ら
な
い
。
法
嗣
に
実
仲
・
師
道
□
詣
・
東
明
□
杲
・
一
渓
禅
序
が
あ

る
と
い
う
。
そ
し
て
引
用
文
献
と
し
て
、
富
岡
百
錬
蔵
本
『
新
葉
和
歌
集
』
、
『
梅
花
無
尽
蔵
』
『
雲
巣
集
』
『
義
堂
和
尚
語
録
』

『
智
覚
普
明
国
師
語
録
』
『
了
幻
集
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

梅
隠
が
正
法
寺
内
に
樵
斎
と
い
う
寝
室
を
構
え
た
こ
と
は
、
『
梅
花
無
尽
蔵
』
六

の
「
樵
斎
記
」
に
見
え
る
。
正
法
寺
栖
雲

院
主
の
太
初
西
堂
の
四
代
前
の
梅
隠
が
開
い
た
自
身
の
寝
室
と
い
う
樵
斎
に
つ
い
て
、
太
初
が
一
文
を
万
里
に
頼
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
雲
巣
集
（
五
山
文
学
新
集
四
）
に
は
、
梅
隠
の
記
事
が
二
ヶ
所
ほ
ど
あ
る
も
の
の
、
正
法
寺
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

昭
和
十
三
年
に
立
命
館
大
学
が
刊
行
し
た
『
富
岡
本
新
葉
和
歌
集
』
に
、
奥
書
部
分
の
写
真
が
載
せ
て
あ
り
、
応
永
三
十
年

（
一
四
二
三
）
三
月
に
筆
写
し
た
記
事
等
の
あ
と
、
梅
隠
今
年
三
月
三
日
薨
と
あ
る
の
で
（
６
）
、
恐
ら
く
は
応
永
三
十
年
三
月
三

日
の
示
寂
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
記
事
に
は
梅
隠
と
並
列
し
て
惟
成
親
王
の
名
が
見
え
、
同
一
人
物
を
示
す
も
の
か
別
人
な

の
か
判
断
が
難
し
い
。

　

④
懶

ら
ん
う
ん
し
よ
う
ゆ
う

雲
正
融

　

懶
雲
は
、
応
永
十
三
年
（
一
四
〇
六
）
に
天
龍
寺
（
亀
山
）
で
秉ひ

ん

払ぽ
つ

を
と
げ
、
正
法
寺
の
信
中
の
塔
院
・
少
林
庵
に
帰
る
に

当
っ
て
、
天
龍
寺
の
住
持
・
日
峰
法
朝
が
一
偈
を
つ
く
っ
て
い
る
（
７
）
。

　

そ
の
後
、
鎌
倉
で
万
寿
寺
の
第
一
座
を
つ
と
め
た
懶
雲
は
、
応
永
二
十
年
（
一
四
一
三
）
に
備
州
の
松
蓋
山
常
興
寺
の
住
持

と
な
っ
た
（
正
法
寺
文
書
61
丁
）
。
前
南
禅
明
麟
ら
に
よ
る
同
門
疏
が
あ
る
（
８
）
。
応
永
二
十
八
年
（
一
四
二
一
）
五
月
に
は
、
前

住
常
興
の
懶
雲
は
鎌
倉
東
勝
寺
の
住
持
と
な
っ
た
。
そ
の
折
の
建
長
寺
芳
統
ら
の
諸
山
疏
が
『
正
法
寺
文
書
』
62
丁
に
見
え
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る
。
こ
う
し
た
間
に
、
懶

雲
は
正
法
寺
に
も
住
山
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
法
嗣
の

総
亀
寿
兆
が
応
永
三
十
年

（
一
四
二
三
）
に
懶
雲
に
入

門
し
た
と
い
う
の
で
、
懶

雲
の
示
寂
は
も
う
少
し
後

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
懶
雲
が
賛
を
し

た
達
磨
画
像
が
長
野
県
木
曽
郡
大
桑
村
の
定
勝
寺
に
在
り
（
定
勝
寺
写
真
帳
）
、

　
　

六
宗
邪
破
一
言
下
、
五
葉
花
開
万
国
春
、
自
普
通
年
到
今
日
、
是
誰
箇
得
見
全
身
、

　
　
　

懶
雲
老
衲
書
之
（
朱
印
）

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
懶
雲
の
も
の
か
は
、
印
文
等
を
見
て
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
。
某
年
、
潮
山
（
所
在
不
明
）
の
懶

雲
ら
し
き
人
が
、
大
桑
郷
で
仏
事
を
行
っ
た
こ
と
は
嫩
桂
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）

夏
に
、
江こ

う
さ
い
り
ゆ
う
は

西
龍
派
が
京
都
か
ら
正
法
寺
丈
室
を
訪
れ
た
時
、
方
丈
老
人
は
慕ぼ

て
つ
り
ゆ
う
は
ん

喆
龍
攀
の
旧
作
一
章
を
見
せ
た
の
で
、
江
西
は
感

嘆
し
て
二
章
を
和
し
、
写
し
て
老
人
に
さ
し
上
げ
た
と
い
う
記
事
が
、
『
続
翠
詩
集
』
（
五
山
文
学
新
集
一
）
に
見
え
る
。
こ
れ

も
懶
室
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

懶雲賛達磨画像（定勝寺写真帳より）
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⑤
総そ

う
き
じ
ゆ
ち
よ
う

亀
寿
兆
（
長
禄
二
年
夏
公
帖
）

　

総
亀
は
逆
算
す
る
と
応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
生
ま
れ
で
あ
る
。
景
徐
周
麟
の
『
翰
林
葫
蘆
集
』
に
み
え
る
総
亀
の
頂

相
賛
等
に
よ
れ
ば
（
９
）
、
五
歳
で
懶
雲
に
入
門
し
た
。
信
中
自
敬
の
俗
姪
（
甥
）
に
当
る
と
い
う
。
懶
雲
の
寂
後
の
長
禄
二
年

（
一
四
五
八
）
夏
、
正
法
寺
の
公く

文も
ん

を
領
し
て
住
持
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
先
の
僧
都
（
斎
藤
持じ

是ぜ

院い
ん

妙み
よ
う
ち
ん

椿
）
が
財
を
施
し
て
、
正

法
寺
の
法
堂
は
改
観
し
た
と
い
う
。
総
亀
は
正
法
寺
内
に
続
灯
院
を
創
始
し
、
ま
た
聯
芳
院
に
も
住
ん
だ
。
懶
雲
が
亡
く
な
っ

た
あ
と
、
寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）
春
に
定
林
寺
へ
入
寺
し
た
。
定
林
寺
で
は
、
こ
の
時
に
土
岐
氏
の
支
援
で
山
門
の
再
建
が

成
っ
た
。
そ
し
て
正
法
寺
へ
帰
り
、
桂
昌
や
慈
光
院
の
守
塔
を
つ
と
め
た
と
い
う
。

　

『
梅
花
無
尽
蔵
』
六

の
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
二
月
の
記
事
で
は
、
前
年
に
米
田
（
美
濃
加
茂
市
下し

も

米よ
ね

田だ

に
光
徳
寺
あ
り
）
の
広

徳
寺
へ
移
居
し
た
総
亀
和
尚
が
、
正
法
寺
の
慈
光
院
を
訪
れ
、
数
日
留
っ
た
。
万
里
は
七
十
歳
で
す
で
に
杖
に
頼
る
よ
う
な
状

況
な
の
に
、
総
亀
は
七
十
九
に
も
な
る
が
健
康
そ
の
も
の
だ
と
万
里
が
感
心
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
五
年
を
経
た
文
亀

二
年
（
一
五
〇
二
）
、
八
十
四
歳
に
な
っ
た
総
亀
の
た
め
、
弟
子
の
春
蘭
寿
崇
が
景
徐
周
麟
に
頼
ん
だ
寿
像
賛
が
前
述
の
も
の
で

あ
る
。
総
亀
は
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
年
月
日
は
不
詳
で
あ
る
。

　

な
お
、
総
亀
が
正
法
寺
へ
住
山
し
た
時
、
法
堂
が
改
観
し
た
と
い
う
か
ら
、
土
岐
・
斎
藤
氏
の
力
で
、
こ
の
時
に
正
法
寺
が

諸
山
に
指
定
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
『
岐
阜
市
史
』
で
は
、
正
法
寺
が
諸
山
の
寺
格
を
有
し
た
の
は
総
亀
の
入
寺
（
長
禄
二
年
、

一
四
五
八
）
以
前
で
あ
る
が
、
開
基
の
頼
康
の
政
治
的
力
量
か
ら
い
っ
て
も
っ
と
早
い
時
期
と
思
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
こ
れ
以
降
の
正
法
寺
は
、
規
定
に
よ
っ
て
十
方
住
持
制
度
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
十
刹
位
ほ
ど
は
厳

密
な
も
の
で
な
か
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
以
後
も
判
明
分
は
ほ
と
ん
ど
法
灯
派
の
人
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
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⑥
梅ば

い
な
ん
ぜ
ん
し
よ

南
禅
初　

（
寛
正
二
年
春
公
帖
）

　

正
し
よ
う
じ
ゆ
う
り
ゆ
う
と
う

宗
龍
統
の
『
禿
尾
鉄
苕
帚
』
（
五
山
文
学
新
集
四
）
の
偈
頌
の
部
に
梅
南
の
記
事
が
あ
り
、
梅
南
は
美
濃
出
身
の
人
と
わ
か

る
。
そ
し
て
辛
巳
春
（
寛
正
二
年
春
）
に
梅
南
は
上
洛
し
て
公
帖
を
拝
し
、
霊
薬
山
（
正
法
寺
）
の
住
持
と
な
っ
た
と
あ
る
。
梅

南
は
、
正
宗
龍
統
の
叔
父
の
続
翠
翁
（
江
西
龍
派
）
に
学
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
縁
で
龍
統
は
お
祝
い
の
偈
を
頼
ま
れ
た
の

で
、
二
偈
を
つ
く
っ
て
祝
福
し
た
と
い
う
。

　

『
蔭
涼
軒
日
録
』
寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）
三
月
二
十
四
日
の
条
に
、
「
美
濃
国
正
法
寺
禅
初
首
座
、
公
文
御
判
遊
ば
さ
る
る

也
」
と
あ
っ
て
、
梅
南
の
諱
が
禅
初
で
あ
る
と
わ
か
る
。
在
任
が
三
年
二
夏
で
あ
れ
ば
、
寛
正
四
年
春
ま
で
の
住
山
で
あ
ろ
う
。

　

⑦
元

げ
ん
し
よ
う

承　
　

（
寛
正
五
年
九
月
公
帖
）

　

『
蔭
涼
軒
日
録
』
の
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
九
月
二
十
六
日
条
に
、
元
承
首
座
が
正
法
寺
の
公
帖
を
も
ら
っ
た
記
事
が
み
え

る
。

　

⑧
璧へ

き

堂ど
う

□
藺り

ん

　

『
玉
村
稿
』
に
、
「
九
鼎
竺
重
の
『
九
鼎
重
禅
師
疏
』
の
「
同
門
」
の
部
に
「
璧
堂
藺
首
座
住
濃
州
正
法
」
と
い
う
同
門
疏
が

見
え
る
と
あ
る
。
九
鼎
も
法
灯
派
東
海
竺
源
の
門
徒
で
あ
る
」
と
い
う
。
ま
た
応
仁
の
乱
以
前
の
入
寺
者
と
い
う
。
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三
、
革
手
と
正
法
寺
の
繁
栄

　

①
文
化
人
の
往
来

　

応
仁
の
乱
の
戦
は
主
と
し
て
京
都
で
あ
る
た
め
、
美
濃
は
比
較
的
安
定
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
で
、
応
仁
の
頃
に
京
都

か
ら
利り

し
よ
う
し
ゆ
し
ん

渉
守
溱
が
正
法
寺
へ
下
向
し
て
き
た
。
こ
の
人
は
正
法
寺
の
人
た
ち
と
同
じ
法
灯
派
に
属
し
、
次
の
よ
う
な
法
系
に
連

な
っ
て
い
る
。

　

 
 

無
本
覚
心 

 
 
 
 
 

孤
峰
覚
明 

 

　

 
 

聖
徒
明
麟 

 

　

 
 

伯
厳
殊
楞 

 

　

 
 

利
渉
守
溱

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

桂
正
栄 

 

　

 
 

信
中
自
敬 

 

　

 
 

総
亀
寿
兆 

 

　

 
 

春
蘭
寿
崇

　

『
梅
花
無
尽
蔵
』
一

に
、
「
呈
利
渉
和
尚
、
時
住
霊
薬
山
正
法
禅
寺
開
山
塔
」
と
題
す
る
文
明
元
年
の
絶
句
が
あ
っ
て
、
す
で

に
利
渉
は
開
山
塔
院
の
慈
光
院
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彦

げ
ん
り
よ
う
し
ゆ
う
こ
う

龍
周
興
は
文
明
四
、
五
年
（
一
四
七
二
、
三
）
に
十
五
、
六

歳
で
近
江
か
ら
美
濃
へ
入
り
、
承
国
寺
辺
に
寓
し
た
。
鵜
沼
の
万
里
集
九
に
も
教
え
を
受
け
、
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
に

十
九
歳
で
河
内
へ
赴
き
、
ま
た
文
明
十
一
年
ま
で
に
二
度
も
美
濃
と
河
内
を
往
来
し
た
（
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
）
。
彦
龍
の
『
半

陶
文
集
』
三

の
「
明
甫
字
説
」
に
は
、
乱
を
避
け
て
来
岐
中
の
利
渉
老
師
か
ら
教
え
を
受
け
、
ま
た
利
渉
が
泉
南
の
地
に
移
る

と
、
彦
龍
も
往
っ
て
詩
や
連
句
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
と
あ
る
（
『
玉
村
稿
』
の
注
一
九
一
）
。

　

文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
秋
に
は
、
著
名
な
画
僧
・
雪

せ
つ
し
ゆ
う
と
う
よ
う

舟
等
楊
が
正
法
寺
へ
来
た
。
雪
舟
は
渡と

明み
ん

し
て
禅
や
絵
を
学
ん
だ

人
で
、
万
里
集
九
も
「
屏
風
、
雪
舟
揚

（
楊
）

画
く
所
の
跋
」
文
（
梅
花
無
尽
蔵
六

）
で
、
「
金
碧
を
施
さ
ず
、
意
は
筆
の
外
を
翔か

け
る
。

趣
は
宇
中

（
宙
）

を
跨
ぎ
、
寔

ま
こ
と

に
縄
墨
の
制
す
る
能あ

た

う
所
に
非あ

ら

ざ
る
な
り
」
と
驚
い
て
い
る
。
万
里
の
た
め
に
雪
舟
は
中
国
の
風
景
で

あ
る
金
山
図
を
描
き
、
万
里
が
一
偈
を
書
い
た
（
梅
花
無
尽
蔵
一

）
。
ま
た
雪
舟
は
、
正
法
寺
の
春
蘭
が
伊い

自じ

良ら

に
楊よ

う

岐ぎ

庵あ
ん

を
構

臨済宗五山派・美濃正法寺の興亡史

93



え
て
招
か
れ
た
の
で
、
赴
い
て
「
山
寺
の
図
」
を
描
い
た
ら
し
い
。
こ
の
図
は
長
ら
く
出
羽
国
の
立
石
寺
を
描
い
た
も
の
と
見

ら
れ
て
き
た
が
、
高
見
沢
明
雄
氏
に
よ
っ
て
、
美
濃
国
伊
自
良
の
楊
岐
庵
を
描
い
た
図
と
の
提
唱
が
な
さ
れ
た
（
平
成
七
年
『
芸

術
研
究
』
22
号
、
高
橋
範
子
「
雪
舟
の
東
遊
期
の
一
考
察
」
）
。
た
し
か
に
楊
岐
庵
の
風
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
山
寺
の

図
の
上
半
に
あ
る
賛
文
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
そ
れ
は
、
八
十
一
歳
の
希き

世せ
い

霊れ
い

彦げ
ん

が
「
楊よ

う

知ち

賓ひ
ん

画
く
所
の
山
寺
の
図
に
題
す
」

と
あ
り
、
蘭ら

ん

坡ぱ

の
賛
の
あ
と
横お

う

川せ
ん

景け
い

三さ
ん

の
賛
に
「
寺
は
楊
岐
に
似
て
屋
壁
踈
な
り
、
…
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
山
寺
の

図
は
、
原
本
は
早
く
失
わ
れ
、
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
に
狩
野
常
信
の
模
写
し
た
も
の
が
東
京
国
立
博
物
館
に
あ
る
。
雪

舟
が
こ
の
図
を
描
い
た
の
ち
、
こ
れ
を
贈
ら
れ
た
春
蘭
の
依
頼
で
、
京
都
で
文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
に
希
世
ら
が
賛
を
書

き
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

万
里
は
、
文
明
十
三
年
に
三
体
詩
の
講
義
を
す
る
た
め
に
革
手
城
に
招
か
れ
て
い
て
、
旧
知
の
春
蘭
が
新
築
成
っ
た
楊
岐
庵

雪舟筆・山寺図（寛文12年模写）

（東京国立博物館蔵、図録より）
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に
正
法
寺
住
僧
た
ち
を
招
請
し
た
の
で
、
万
里
も
馬
を
借
り
て
こ
れ
に
乗
り
、
は
る
ば
る
二
十
キ
ロ
ほ
ど
出
か
け
て
伊
自
良
で

二
泊
し
て
三
日
目
に
革
手
へ
帰
っ
た
と
記
し
て
い
る
（
梅
花
無
尽
蔵
一

）
。
こ
の
図
の
現
地
比
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
の

『
中
山
道
加
納
宿
』
40
号
の
拙
稿
「
雪
舟
の
来
濃
と
革
手
・
伊
自
良
」
参
照
さ
れ
た
い
。

　

こ
の
頃
、
京
都
か
ら
甘
露
寺
氏
長
や
四
条
隆
量
な
ど
の
公
卿
も
革
手
城
へ
下
向
し
て
き
て
い
て
（
梅
花
無
尽
蔵
一

）
、
革
手
に

文
化
の
花
が
咲
い
た
よ
う
な
状
況
を
呈
し
て
い
た
。

　

②
正
法
寺
十
境
と
漁
網
事
件

　

正
法
寺
に
十
境
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
梅
花
無
尽
蔵
』
七

に
見
え
る
。
万
里
は
そ
の
一
つ
の
「
天
碧
」
に
因
ん
で
、

明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
十
一
月
に
一
文
を
草
し
て
い
る
。
そ
の
文
中
に
、

　
　
　

洲す

匯わ
い

（
川
を
め
ぐ
ら
す
中
洲
）
あ
り
、
其
の
西
北
は
天
碧
と
号
し
て
十
境
の
一
つ
で
あ
る
。
慈
光
院
の
後

う
し
ろ

で
、
琵び

琶わ

江ご
う

と

い
う
。
こ
こ
は
天
碧
の
下
流
に
当
る
と
い
わ
れ
る
。
昔
盲
人
が
こ
こ
に
沈
み
、
今
で
も
風
雨
の
夕
べ
に
は
、
琵
琶
の
音
が

聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
。
ま
た
魚
介
が
た
く
さ
ん
集
っ
て
お
り
、
寺
で
は
こ
こ
を
禁
漁
に
し
て
大
切
に
し
て
い
る
。
ゆ
え

に
放

ほ
う
じ
よ
う生

（
殺
生
禁
断
）
の
池
と
し
て
お
り
、
中
国
の
西さ

い

湖こ

の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
応
七
年
十
一
月
十
九
日
の
未

明
に
、
無
頼
の
徒
六
、
七
人
が
漁
師
と
偽
り
舟
を
使
っ
て
投
網
漁
を
行
っ
た
。
祖
塔
（
慈
光
院
）
の
僧
は
、
拍
子
木
を
打
つ

と
き
気
付
い
て
、
犯
人
た
ち
を
捕
え
よ
う
と
し
た
。
徒
は
網
を
捨
て
て
舟
で
逃
げ
去
っ
た
。
僧
は
網
を
開
い
て
魚
を
数
百

尾
逃
し
た
。

　
　
　

官
府
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
府
君
土
岐
政
房
が
重
臣
の
斎
藤
利
安
に
命
じ
て
、
十
一
月
二
十
二
日
に
正
法
寺
の
山
門
前
で
、

薪
を
も
っ
て
こ
の
網
を
焼
い
た
。
煙
は
空
を
お
お
い
、
網
は
灰
と
な
っ
た
。
山
内
の
僧
た
ち
で
、
観
る
者
は
垣
根
の
よ
う
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で
あ
っ
た
。
自
得
老
和
尚
は
、
五
十
年
前
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
言
っ
た
。

と
あ
る
。
文
中
に
放
生
の
池
と
あ
り
、
閉
鎖
さ
れ
た
池
の
よ
う
に
も
と
れ
る
が
、
荒
田
川
の
渕
で
あ
っ
た
と
私
は
思
う
。

四
、
判
明
す
る
歴
代
住
持
に
つ
い
て
（
後
半
）

　

⑨
元
甫　
　

（
文
明
十
七
年
九
月
公
帖
）

　

『
蔭
涼
軒
日
録
』
に
は
、
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
九
月
十
一
日
に
、
元
甫
首
座
が
正
法
寺
へ
入
院
し
た
こ
と
を
載
せ
、
同

十
五
日
に
は
、
元
甫
首
座
に
正
法
寺
入
院
の
公
帖
が
頒
布
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
元
甫
が
住
山
中
の
文

明
十
八
年
二
月
二
十
一
日
に
は
、
持
是
院
妙
椿
の
七
周
忌
法
要
が
正
法
寺
で
催
さ
れ
、
「
瑞
泉
小
比
丘
宗
隆
」
（
妙
心
寺
派
の
景

川
宗
隆
）
が
招
か
れ
て
導
師
を
つ
と
め
た
（
景
川
和
尚
語
録
下

）
。
時
の
守
護
土
岐
成
頼
に
と
っ
て
、
妙
椿
は
大
恩
人
で
あ
る
。
成

頼
の
菩
提
寺
は
近
く
の
妙
心
寺
派
の
瑞
龍
寺
で
、
そ
の
住
持
は
悟
渓
宗
頓
で
あ
る
。
正
法
寺
外
か
ら
招
く
と
す
れ
ば
悟
渓
で
あ

る
が
、
折
か
ら
悟
渓
の
法
兄
の
景
川
が
犬
山
の
瑞
泉
寺
へ
輪
番
住
山
中
な
の
で
、
悟
渓
は
法
兄
に
敬
意
を
表
し
て
導
師
の
役
を

景
川
に
譲
っ
た
も
の
と
み
え
る
。

　

そ
の
六
年
後
の
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
五
月
二
十
七
日
に
は
、
妙
椿
の
兄
で
守
護
代
を
つ
と
め
た
斎
藤
利
永
の
三
十
三
回

忌
法
要
が
正
法
寺
で
催
さ
れ
た
。
導
師
に
は
近
く
の
瑞
龍
寺
か
ら
悟
渓
宗
頓
が
招
か
れ
、
副
司
に
は
近
く
の
舟ふ

な

田た

の
龍
光
寺

（
石
丸
利
光
の
菩
提
寺
）
の
天

て
ん
し
よ
う
そ
う
じ
ゆ

縦
宗
受
が
招
か
れ
た
（
南
泉
快
川
録
）
。
天
縦
は
悟
渓
の
第
一
番
の
法
嗣
で
あ
る
。
こ
の
時
の
正
法

寺
の
住
持
は
誰
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。

　

こ
の
前
年
の
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
八
月
十
五
日
に
は
、
季き

恭
き
よ
う

居こ

士じ

の
施
入
で
臨
済
録
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
塔
頭
栖
雲
院
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の
条
参
照
）
。

　

⑩
実
仲
（
明
応
五
年
頃
住
山
）

　

『
梅
花
無
尽
蔵
』
七

の
、
万
里
が
正
法
寺
大
慈
院
東
明
杲
蔵
主
へ
与
え
た
「

斎

ほ
う
さ
い

説せ
つ

」
に
よ
れ
ば
、
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）

五
月
の
城き

台だ
い

寺じ

の
戦
で
、
石
丸
利
光
と
斎
藤
妙
純
が
決
戦
と
い
う
時
、
薬
山
（
正
法
寺
）
の
東
明
蔵
局
が
、
法
兄
の
栖
雲
和
尚

住
院
の
化け

儀ぎ

を
助
け
た
と
い
う
。
栖
雲
と
は
、
梅
隠
祐
常
の
法
嗣
の
実
仲
を
指
す
の
で
（
塔
頭
・
栖
雲
の
条
参
照
）
、
こ
の
頃
実

仲
が
正
法
寺
住
持
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

明
応
六
年
五
月
二
十
一
日
、
前
守
護
の
土
岐
成
頼
の
四
十
九
日
忌
法
要
が
こ
の
正
法
寺
で
行
わ
れ
た
。
万
里
集
九
の
陞し

ん

座ぞ

の

語
に
よ
れ
ば
、
成
頼
は
か
つ
て
正
法
寺
の
丈
室
に
寓
居
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
成
頼
の
菩
提
寺
と
し
て
の
瑞
龍
寺
が

あ
り
な
が
ら
、
あ
え
て
正
法
寺
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
の
よ
う
な
縁
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
導
師
に
は
妙
心
寺
派
の
東
陽
英
朝

が
瑞
泉
寺
か
ら
招
か
れ
た
（
少
林
無
孔
笛
一

）
。
同
年
十
月
十
三
日
正
当
の
興
国
寺
開
山
法
灯
円
明
国
師
（
無
本
覚
心
）
の
二
百
年

忌
法
要
が
正
法
寺
で
行
わ
れ
、
再
び
東
陽
英
朝
が
導
師
を
つ
と
め
た
（
少
林
無
孔
笛
三

）
。

　

つ
い
で
、
成
頼
の
妻
で
守
護
政
房
の
実
母
・
宝
積
院
殿
芳
巌
常
誉
禅
定
尼
の
三
十
三
回
忌
法
要
が
正
法
寺
で
行
わ
れ
た
。
政

房
は
先
妻
の
子
で
、
舟
田
の
乱
で
石
丸
利
光
に
奉
じ
ら
れ
た
元
頼
は
後
妻
の
子
で
あ
る
。
導
師
は
こ
れ
ま
た
東
陽
英
朝
が
つ
と

め
た
。

　

⑪
春
蘭
寿
崇
（
文
亀
二
年
住
山
〜
永
正
四
年
夏
か
）

　

春
蘭
は
享
徳
四
年
（
一
四
五
五
）
四
月
十
六
日
に
生
ま
れ
た
（
艮こ

ん

背ぱ
い

説せ
つ

）
。
美
濃
の
守
護
代
を
つ
と
め
た
斎
藤
利
永
の
子
で
妙
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椿
の
養
子
と
な
っ
た
利
国
（
持
是
院
妙
純
）
や
利
藤
・
典
明
ら
の
弟
に
当
る
。
若
い
頃
は
建
仁
寺
で
修
行
し
、
書
記
に
就
い
て

秉
払
を
と
げ
て
帰
郷
し
た
（
『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
春
蘭
の
条
）
。
こ
の
こ
と
は
、
常
庵
龍
崇
の
『
寅
誾
疏
藁
』
（
内
閣
文
庫
本
）

の
「
春
蘭
住
霊
薬
山
正
法
同
門
并

序
」
に
、

　
　

（
前
略
）
春
蘭
崇
公
法
兄
禅
師
の
如
く
は
、
法

（
無
本
覚
心
）

灯
を
韜つ

つ

め
ど
未
だ
輝
か
ず
、
大

（
嫩
　
桂
）

医
の
霊
方
を
秘
す
。
弱
歳
に
し
て
洛
に
入
り
、

黄
（
書
　
記
）

龍
の
位
に
拠
っ
て
、
東

（
建
仁
寺
）

山
を
握
塵
し
、
忠

ち
ゆ
う

豸ち

に
も
誓
っ
て
出
で
ず
、
是
よ
り
先
、
齢

よ
わ
い
わ
ず

甫
か
に
し
て
学
を
志
す
。
宗
門
を

風
暗
す
る
は
こ
の
こ
と
に
有
り
。
旭
鍜
曛く

ん

磨ま

し
、
松
源
の
的
流
を
嗽す

う
こ
と
ほ
と
ん
ど
三
十
余
霜
な
り
。（
後
略
）（
原
漢
文
）

と
あ
り
、
十
歳
か
そ
こ
ら
で
建
仁
寺
に
入
っ
て
、
三
十
余
年
と
い
え
ば
四
十
歳
で
も
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
で
あ
る
。
ま
た

文
中
で
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
秋
に
再
び
入
洛
し
、
建
仁
寺
で
翌
年
三
月
に
板
首
に
な
っ
た
と
あ
る
（
座
元
位
）
。
文
亀
元

年
に
春
蘭
は
四
十
七
歳
に
な
っ
て
い
た
。

　

そ
の
間
春
岳
（
は
じ
め
春
蘭
は
春
岳
と
称
し
て
い
た
）
は
、
利
渉
守
溱
と
も
美
濃
で
交
流
が
あ
り
、
文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）

よ
り
も
大
分
前
に
、
利
渉
が
再
び
入
京
し
た
折
に
、
春
岳
が
自
称
し
て
い
た
艮
背
と
の
号
に
因
ん
だ
号
説
を
利
渉
を
介
し
て
横

川
景
三
に
頼
ん
だ
が
、
果
さ
ぬ
ま
ま
利
渉
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
し
て
再
び
文
明
十
五
年
春
に
な
っ
て
春
岳
が
人
を
介
し
て
号
説

を
求
め
て
き
た
の
で
、
今
度
は
こ
れ
を
書
き
与
え
た
の
で
あ
っ
た
（
横
川
景
三
の
『
補
庵
京
華
別
集
』
）
。

　

こ
れ
よ
り
二
年
前
の
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
、
春
岳
は
伊
自
良
に
楊
岐
庵
を
新
築
し
て
、
正
法
寺
の
諸
彦
を
招
き
、
ま
た

万
里
集
九
や
雪
舟
等
楊
も
こ
こ
を
訪
れ
て
い
る
（
前
述
）
。
翌
年
頃
か
、
春
岳
は
新
板
の
碧
巌
録
を
京
都
の
桃
源
瑞
仙
に
贈
っ
た
。

桃
源
が
お
礼
の
詩
を
送
っ
て
き
た
の
で
、
春
岳
は
こ
れ
に
返
し
の
詩
を
送
る
に
当
り
、
桃
源
の
旧
友
万
里
に
和
韻
を
求
め
て
き

た
の
で
、
万
里
は
聯
句
を
も
っ
て
こ
れ
に
答
え
て
い
る
（
梅
花
無
尽
蔵
五

、
市
木
武
雄
氏
『
梅
花
無
尽
蔵
注
釋
』
三

）
。

　

と
こ
ろ
で
、
明
応
元
年
（
延
徳
四
年
、
一
四
九
二
）
十
一
月
に
東
陽
英
朝
が
八
百
津
町
の
不
二
庵
へ
入
寺
す
る
が
、
こ
の
頃
か

98



あ
る
い
は
東
陽
が
そ
の
前
に
妙
心
寺
住
山
中
か
の
時
に
、
春
岳
は
細
目
（
八
百
津
町
八
百
津
）
に
も
一
時
庵
居
し
た
こ
と
が
あ

る（
10
）
。
一
度
建
て
た
寓
居
が
卑
湿
の
地
で
あ
っ
た
た
め
移
転
を
し
た
と
い
い
、
東
陽
と
近
く
の
天
寧
寺
住
持
と
が
こ
れ
を
祝
っ

て
一
聯
の
句
を
贈
っ
た
。
こ
の
庵
は
春
岳
が
牛
欄
室
と
名
付
け
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
前
年
の
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
八
月

に
は
、
万
里
集
九
・
承
国
寺
の
梅
心
瑞
庸
ら
と
共
に
春
岳
も
総
勢
二
十
名
ほ
ど
の
下
呂
湯
泉
行
に
加
わ
り
、
皆
で
温
湯
を
題
と

し
て
聯
句
五
十
韻
を
詠
じ
た
（
梅
花
無
尽
蔵
六

）
。

　

明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
に
は
、
春
岳
は
細
目
か
ら
正
法
寺
雲
門
庵
へ
戻
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
同
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の

舟ふ
な

田た

の
乱
を
目
撃
し
、
『
船
田
戦
記
』
と
し
て
こ
れ
を
記
録
し
た
よ
う
で
あ
る
（
11
）
。
同
記
は
日
記
調
に
書
か
れ
て
お
り
、
舟
田

の
乱
の
経
過
を
見
る
の
に
絶
好
の
史
料
と
な
っ
て
い
る
（
岐
阜
県
史
史
料
編
収
録
）
。

　

明
応
五
年
六
月
に
舟
田
の
乱
が
終
り
、
執
権
妙
純
は
近
江
へ
出
陣
し
た
。
同
年
十
二
月
七
日
、
わ
ず
か
な
隙す

き

を
突
か
れ
て
、

妙
純
・
大
納
言
利
親
以
下
千
余
名
が
討う

ち

死じ
に

す
る
と
い
う
大
敗
を
喫
し
た
。
こ
れ
以
後
、
斎
藤
氏
主
流
は
衰
退
に
向
っ
て
ゆ
く
。

戦
死
し
た
利
親
に
つ
い
て
、
葬
儀
の
拈
香
の
語
を
つ
く
る
よ
う
に
春
蘭
（
春
岳
）
か
ら
頼
ま
れ
た
東
陽
英
朝
（
八
百
津
町
の
不
二

庵
住
持
）
は
、
「
春
蘭
の
書
状
に
不
二
庵
檀
越
の
斎
藤
利
安
（
含
笑
翁
）
の
添
状
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
自
身
の
膝
下
疼
痛
や

咳が
い

嗽そ
う

を
患
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
て
、
大
い
に
迷
っ
て
い
る
」
と
の
返
答
を
春
蘭
に
寄
せ
て
い
る
（
12
）
。
こ
の
書
で
は
す
で
に

春
岳
か
ら
「
春
蘭
に
道
号
を
変
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
結
局
は
、
東
陽
が
利
親
（
前
権
律
師
大
猷
紹
興
大
徳
）
の
初
七
日
と

四
十
九
日
の
拈
香
を
つ
く
っ
て
お
り
、
米
田
郷
で
行
わ
れ
た
法
要
の
導
師
を
つ
と
め
た
ら
し
い
（
少
林
無
孔
笛
三

）
。

　

翌
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
に
は
、
春
蘭
が
東
陽
に
春
蘭
の
号
説
を
依
頼
し
た
の
で
、
同
年
六
月
一
日
に
東
陽
が
こ
れ
を
書

い
て
い
る
（
13
）
。
『
岐
阜
市
史
』
で
は
春
蘭
へ
の
改
号
を
永
正
元
年
と
し
て
い
る
。
な
お
、
春
蘭
へ
の
改
号
後
も
、
万
里
集
九
は

『
梅
花
無
尽
蔵
』
の
中
で
以
後
春
蘭
と
す
る
こ
と
な
く
、
春
岳
の
表
記
を
続
け
て
い
る
。
明
応
六
年
五
月
二
十
一
日
に
、
前
守
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護
土
岐
成
頼
の
四
十
九
日
忌
法
要
が
正
法
寺
で
行
わ
れ
、
東
陽
英
朝
が
導
師
に
招
か
れ
た
。
そ
の
折
に
、
し
ば
ら
く
東
陽
は
正

法
寺
に
留
ま
り
、
六
月
一
日
に
春
蘭
号
説
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
二
月
十
二
日
に
、
墨す

の

俣ま
た

の
前
守
護
代
・
斎
藤
越
前
守
利
藤
が
亡
く
な
り
、
雲
門
老
禅
つ
ま
り
春
蘭

の
悼
偈
に
、
東
陽
も
和
韻
し
た
（
14
）
。

　

こ
の
頃
か
、
雲
門
庵
へ
建
仁
寺
か
ら
常
庵
龍
崇
が
下
向
し
て
滞
在
し
た
の
で
、
東
陽
も
瑞
泉
寺
か
ら
同
庵
を
訪
れ
、
こ
こ
で

臨
済
録
の
講
義
を
し
た
。
常
庵
は
、
こ
の
こ
と
を
こ
と
細
か
に
鵜
沼
の
万
里
に
報
告
し
た
（
内
閣
文
庫
『
角
虎
集
』
）
。
明
応
九
年

（
一
五
〇
〇
）
に
は
、
春
蘭
は
有
馬
温
泉
へ
赴
い
た
。
『
梅
花
無
尽
蔵
』
三
下

に
、

　
　

雲
門
主
盟
春
岳
、
赴
有
馬
湯
、
以
小
詩
戯ぎ

之
、

と
あ
る
。
そ
の
折
に
は
建
仁
寺
あ
た
り
の
知
人
を
訪
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
翌
年
の
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
秋
に
春
蘭
は
上
洛

し
た
（
15
）
。
そ
し
て
春
蘭
は
建
仁
寺
霊
源
院
に
留
り
、
常
庵
と
交
友
を
深
め
た
ら
し
い
（
16
）
。

　

春
蘭
が
公
帖
を
受
け
て
正
法
寺
の
住
持
に
な
っ
た
の
は
、
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
夏
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
15
）
。
春
蘭

四
十
八
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
親
交
の
あ
っ
た
常
庵
は
、
同
門
疏
を
贈
っ
て
こ
れ
を
祝
っ
た
（
15
）
。
一
方
正
法
寺
近
く
の
妙
心
寺

派
の
瑞
龍
寺
は
、
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
に
十
刹
位
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
十
方
住
持
制
度
を
守
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ

で
、
春
蘭
も
公
帖
を
受
け
た
ら
し
く
、
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
夏
に
瑞
龍
寺
へ
住
山
し
た
よ
う
で
あ
る
（
17
）
。
春
蘭
が
瑞
龍
寺

に
住
山
し
た
と
す
れ
ば
一
ヶ
年
間
で
あ
る
が
、
『
瑞
龍
寺
紫
衣
輪
番
世
代
幉
写
』
に
よ
る
と
、
永
正
四
年
の
当
住
者
は
悟
渓
下

の
興
宗
宗
松
だ
と
い
う
の
で
、
春
蘭
は
坐ざ

公く

文も
ん

（
実
住
し
な
い
）
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
春
蘭
は
こ
れ
よ
り
前
に
、

十
刹
の
鎌
倉
禅
興
寺
の
公
帖
も
受
け
て
い
る
（
17
）
。

　

永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
正
月
十
一
日
に
悟
渓
下
の
天
縦
が
亡
く
な
り
、
春
蘭
は
追
悼
の
偈
を
つ
く
っ
て
い
る
。
『
葛
藤
集
』
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64
丁
に
、

　
　

仰
冀
、
真
慈
俯
垂
昭
鍳
、
春
蘭
和
尚
追
悼
天
縦
和
尚
有
偈
、
濃
之
雲
門
庵
有
和
、
其
席
、
仰
冀
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　

沢
彦
和
尚
座
話
、

と
あ
り
、
後
日
に
妙
心
寺
派
の
沢
彦
宗
恩
が
こ
の
史
料
を
持
っ
て
い
て
、
こ
の
話
を
し
た
ら
し
い
。
こ
こ
で
の
雲
門
庵
と
は
、

春
蘭
の
後
席
を
継
い
だ
今こ

ん

雨う

で
あ
ろ
う
。
春
蘭
は
当
年
五
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
春
蘭
の
そ
の
後
の
消
息
は
不
明
で
あ
る
。
『
五

山
禅
僧
伝
記
集
成
』
に
は
、
春
蘭
は
瑞
龍
寺
の
悟
渓
に
参
じ
て
密
々
に
印
可
を
受
け
て
い
た
と
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
裏
付
け

が
で
き
な
い
。

　

⑫
東
旭
寿
牧
（
永
正
四
年
五
月
公
帖
）

　

東
旭
は
『
玉
村
稿
』
『
岐
阜
市
史
』
と
も
に
寿
牧
と
い
う
諱
で
歴
代
に
挙
げ
て
い
る
が
、
「
東
旭
住
正
法
同
門
并

序
」（
17
）
に

よ
っ
て
、
東
旭
牧
公
と
の
法
諱
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
『
鹿
苑
院
公
文
帖
』
の
永
正
四
年
条
に
、

　
　

美
濃
正
法

　
　

□
□
寿
牧

　
　
　

五
月
二
日

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
旭
寿
牧
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

⑬
一
渓
禅
序

　

こ
の
人
は
、
『
玉
村
稿
』
『
岐
阜
市
史
』
に
見
え
な
い
が
、
東
大
『
寅
誾
疏
』
に
「
一
渓
首
座
住
正
法
并

序
」
が
見
え
、
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美
州
路
霊
薬
山
正
法
禅
寺
、
…
…
…
…
、
一
渓
序
公
法
兄
…
…
…
…
、

と
あ
る
。
収
録
疏
の
傾
向
か
ら
見
る
と
永
正
の
初
め
か
と
思
わ
れ
る
。
く
だ
っ
て
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
一
月
二
十
六
日
に
、

妙
心
寺
派
の
日

に
っ
ぽ
う
そ
う
し
ゅ
ん

峰
宗
舜
百
年
忌
法
要
が
景け

い

堂ど
う

玄げ
ん

訥と
つ

に
よ
っ
て
犬
山
瑞
泉
寺
で
行
わ
れ
た
時
、
正
法
寺
の
禅
序
が
和
韻
し
て
い
る
。

『
頌
文
雑
句
』
六
下

に
、

　
　

△
和
韻　

正
法
禅
序

　
　

螺
甲
拈
持
黒
鶻
崙
、
上
方
尊
偈
以
誰
論
、
百
年
資
始
三
千
歳
、
日
種
兼
并
門
葉
繁
、

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
法
諱
が
復
元
で
き
る
。
一
渓
は
梅
隠
祐
常
の
法
嗣
で
あ
る
（
五
山
禅
林
宗
派
図
）
。

　

⑭
東と

う

明め
い

元げ
ん

杲こ
う

（
永
正
十
年
五
月
公
帖
）

　

『
梅
花
無
尽
蔵
』
七

に
「
正
法
寺
大
慈
光
院
東
明
杲
蔵
主

斎

ほ
う
さ
い

説せ
つ

」
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
に
東

明
は
慈
光
院
に
居
た
こ
と
を
知
る
。
東
大
『
寅
誾
和
尚
疏
藁
』
に
は
永
正
十
年
（
一
五
一
三
）
十
月
の
「
東
明
住
正
法
名
杲

」
が

み
え
、
正
法
寺
住
持
と
な
り
西
堂
位
を
得
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
纂
集
『
鹿
苑
院
公
文
帳
』
に
、

　
　

永
正
十
年
癸
酉

　
　

濃
州
正
法

　
　

□
□
元
杲

　
　

五
月
九
日

と
あ
る
。
な
お
、
仁
如
集
尭
の
『
鏤る

氷ひ

集
し
ゆ
う

』
に
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
に
六
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
東
明
和
尚
の
遺
像
賛

が
あ
る
が
、
同
名
別
人
で
あ
る
。
ま
た
、
夢
窓
派
の
恵
林
門
派
・
子
鞏
全
固
法
嗣
に
東
明
梵
杲
と
い
う
良
く
似
た
法
諱
の
人
が
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見
え
る
。

　

⑮
守し

ゆ

掄ろ
ん

（
永
正
十
五
年
四
月
公
帖
）

　

『
鹿
苑
院
公
文
帖
』
の
永
正
十
五
戊
寅
年
の
条
に
、

　
　

濃
州
正
法

　
　

□
□
守イ

掄
〔
倫
〕

　
　

同
（
四

月月

同十

日日
）

と
あ
る
。
守
倫
と
あ
る
異
本
に
よ
っ
て
か
、
『
玉
村
稿
』
『
岐
阜
市
史
』
と
も
に
守し

ゆ

倫り
ん

と
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
前
の
、
永
正
元

年
（
一
五
〇
四
）
十
二
月
か
ら
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）
三
月
に
か
け
て
犬
山
瑞
泉
寺
に
輪
番
住
山
し
た
妙
心
寺
派
の
大
休
宗
休

が
、
こ
の
頃
に
か
掄ろ

ん

公こ
う

に
材
庵
と
の
道
号
を
授
け
た
際
の
頌
が
、
松
が
岡
本
『
大
休
和
尚
語
録
』
に
見
え
て
い
る
（
18
）
。
材
庵

掄
公
は
、
正
法
寺
で
な
く
鵜
沼
の
承
国
寺
に
居
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
人
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
十
方
住
持
制
に
よ
っ
て
入

寺
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

⑯
天
章

　

『
玉
村
稿
』
『
岐
阜
市
史
』
と
も
に
、
守
倫
か
ら
後
の
住
持
は
不
明
と
す
る
。
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
に
亡
く
な
っ
た
彦
龍

周
興
の
『
半
陶
文
集
』
（
五
山
文
学
新
集
四
）
に
、

　
　
　

卒
奉
依
見
送
天
章
佳
少
之
尊
韻

　
　

満
襟
離
恨
若
何
禁
、
柳
色
緑
秋
暮
雨
林
、
京
洛
牡
丹
春
夢
遠
、
君
今
底
㕝
引
皈
心
、
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と
あ
り
、
若
き
天
章
が
京
都
か
ら
帰
る
の
を
見
送
る
彦
龍
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
四
十
年
ほ
ど
後
に
、
大
永
五

年
（
一
五
二
五
）
の
大
乱
を
避
け
て
か
天
章
は
正
法
寺
か
ら
尾
北
の
某
所
に
在
っ
た
東
光
寺
に
移
り
、
数
年
を
経
て
乱
も
一
段

落
し
た
の
で
正
法
寺
へ
帰
る
と
い
う
の
で
、
犬
山
市
楽
田
永
泉
寺
の
泰
秀
宗
韓
（
妙
心
寺
派
）
も
一
詩
を
贈
っ
た
（
19
）
。

　

⑰
従

じ
ゆ
う

西
堂

　

山
県
市
の
南
泉
寺
本
『
別
本
仁
岫
録
』
（
岐
阜
県
史
史
料
編
収
録
）
に
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

　
　

謹
依　

正
法
主
翁
賦
菊
花
見
戯
之
厳
韻
、
以
奉
謝
講
訓
之
労
、
伏
需
斤
正
、

　
　

舌
巻
波
瀾
気
挾
霜
、
菊
花
秋
冷
講
帷
傍
、
忽
聴
諸
葛
出
師
表
、
法
戦
奇
謀
好
秘
嚢の

う

、
正
法
講
、
古
文
真
宝
、
時
期
九
月
也
、

　

正
法
寺
住
持
が
正
法
寺
で
古
文
真
宝
の
講
義
を
某
年
九
月
に
開
催
し
た
の
で
、
仁
岫
宗
寿
も
崇
福
寺
か
ら
か
出
か
け
て
聴
講

し
た
。
そ
し
て
住
持
の
菊
花
を
詠
じ
た
詩
に
、
仁
岫
も
一
詩
を
和
し
た
と
い
う
が
、
住
持
の
名
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

　

そ
の
後
、
天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）
十
一
月
十
七
日
に
守
護
の
土
岐
頼
純
（
頼
充
）
が
道
三
に
殺
害
さ
れ
、
山
県
市
大
桑
の

南
泉
寺
で
葬
儀
が
行
わ
れ
た
時
、
従
西
堂
が
起き

龕が
ん

の
役
を
つ
と
め
一
詩
を
詠
じ
て
い
る
。
南
泉
寺
の
『
仁
岫
宗
寿
・
快
川
紹
喜

拈
香
・
下
火
頌
写
』
に
は
、

　
　
　

起
龕
従
西
堂　
　
　

革
手
正
法
寺
歟

　
　

人
生
行
楽
一
炊
間
、
驀
直
蹉
過
末
後
関
、
可
惜
春
前
絶
花
信
、
光
風
二
十
四
温
顔
、

と
あ
る
。
古
文
真
宝
を
講
じ
た
の
は
こ
の
従
西
堂
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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五
、
正
法
寺
の
塔
頭

　

①
慈
光
院

　

正
法
寺
開
山
嫩
桂
正
栄
の
塔
院
で
あ
る
。
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
正
月
二
十
一
日
、
慈
光
院
守
塔
の
某
僧
ら
が
、
定
福
寺

の
乾
有
や
前
万
寿
寺
の
直
庵
を
招
い
て
、
嫩
桂
の
三
十
三
回
忌
法
要
を
行
っ
た
（
正
法
寺
文
書
26
丁
）
。
慈
光
院
は
正
法
寺
内
で

も
北
西
方
の
今
の
荒
田
川
畔
に
在
っ
た
ら
し
く
、
「
慈
光
祖
塔
の
後
は
琵び

琶わ

江ご
う

と
い
う
」
と
あ
る
。
慈
光
院
内
に
開
山
嫩
桂
の

塔
も
在
っ
た
の
だ
ろ
う
（
梅
花
無
尽
蔵
七

）
。

　

慈
光
院
に
は
総
亀
寿
兆
（
９
）
や
東
明
元
杲
（
明
応
五
年
頃
）
・
大
初
（
明
応
七
年
頃
）
な
ど
が
守
塔
を
つ
と
め
た
記
録
が
あ
る
。

舟
田
の
乱
で
は
、
明
応
四
年
に
斎
藤
利
綱
が
こ
こ
に
布
陣
し
た
。

　

②
少
林
庵

　

正
法
寺
第
二
世
信
中
自
敬
の
塔
院
で
あ
る
。
応
永
十
三
年
（
一
四
〇
六
）
頃
は
、
信
中
の
法
嗣
懶
雲
正
融
が
守
塔
を
つ
と
め

て
い
た
（
7
）
。
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
に
は
、
総
亀
寿
兆
が
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
（
９
）
。

　

③
続
灯
院

　

信
中
の
法
嗣
総
亀
寿
兆
が
続
灯
院
を
創
建
し
た
と
い
う
（
９
）
。
『
少
林
無
孔
笛
』
四

の
「
笑
翁
闇
公
記
室
下
火
」
の
註
に
、

　
　

正
法
寺
聯
芳
和
尚
小
師
也
、
聯
芳
即
続
灯
西
院
禅
師
之
法
嗣
、

と
あ
り
、
文
明
〜
明
応
頃
の
続
灯
院
主
は
西
院
禅
師
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
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④
栖
雲
院

　

『
正
法
寺
文
書
』
18
丁
に
、
弘
心
大
師
の
下
火
語
が
あ
り
、
「
住
栖
雲
」
と
あ
る
が
、
弘
心
大
師
と
は
弘
心
大
姉
と
い
う
女
性

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
栖
雲
は
正
法
寺
内
の
塔
院
で
は
な
か
ろ
う
。
『
梅
花
無
尽
蔵
』
六

の
「
樵
斎
記
」
に
よ
れ
ば
、

信
中
の
法
嗣
の
梅
隠
祐
常
（
応
永
三
十
年
寂
）
は
、
晩
年
正
法
寺
に
寝
室
と
し
て
樵
斎
を
創
め
た
。
法
嗣
の
実
仲
が
こ
れ
を
継
ぎ
、

こ
の
樵
斎
を
艮
位
（
う
し
と
ら
）
の
方
へ
移
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
栖
雲
（
院
）
と
名
づ
け
た
。
実
仲
の
法
嗣
の
自
天
は
、
こ
の

栖
雲
の
北
窓
に
樵
斎
の
二
字
を
書
い
て
掲
げ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
、
自
天
の
法
嗣
の
太
初
の
願
い
で
、
万
里
が
樵
斎
記
を
書
い

て
さ
し
上
げ
た
と
い
う
。

　

花
園
大
学
蔵
、
今
津
洪
嶽
著
『
濃
州
霊
薬
山
正
法
寺
考
』
に
よ
れ
ば
、
『
鎮
州
臨
済
慧
照
禅
師
語
録
』
の
寛
永
本
識
語
に
、

　
　

延
徳
三
年
辛
亥
八
月
十
五
日
、
季
恭
居
士
鏤る

梓さ
い

、
捨
入
濃
之
正
法
栖
雲
院

　
　

寛
永
十
四
年
丁
丑
正
月
十
日

と
あ
り
、
同
一
の
識
語
を
有
す
る
寛
永
十
四
年
刊
本
に
、
有
罫
本
と
無
罫
本
と
の
二
種
が
あ
る
と
い
う
。
恐
ら
く
は
、
栖
雲
院

主
大
初
の
企
画
で
臨
済
録
が
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
岐
阜
市
史
』
で
は
、
『
玉
村
稿
』
を
引
い
て
文
明
十
八
年
八
月
十
五

日
の
刊
行
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
昭
和
七
年
刊
、
木
宮
泰
彦
著
『
日
本
古
印
刷
文
化
史
』
に
よ
っ
て
も
、
延
徳
三
年
の
一

冊
本
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

⑤
法
喜
庵

　

東
陽
英
朝
の
『
少
林
無
孔
笛
』
三

の
「
華
嶽
紹
栄
禅
定
門
二
十
五
年
忌
拈
香
」
語
が
み
え
、

　
　

世
名
斎
藤
四
郎
三
郎
、
臘
月
四
日
、
於
正
法
寺
法
喜
庵
即
座
請
仏
事
、
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と
の
話
が
あ
る
。
東
陽
英
朝
を
導
師
に
招
い
て
の
法
要
で
あ
っ
た
。
鵜
沼
大
安
寺
の
宝
篋
印
塔
に
、

　
　

革
岳
紹
栄
禅
定
門　

文
明
戊戌

年
十
二
月
四
日

と
の
刻
銘
が
あ
り
、
正
当
二
十
五
年
は
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
に
当
る
。
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
の
舟
田
の
乱
で
、
六
月

二
十
一
日
に
毀
さ
れ
て
桂
礎
の
み
と
な
っ
た
塔
院
に
法
喜
庵
等
の
名
が
あ
る
。
法
喜
庵
は
、
そ
の
後
再
建
さ
れ
て
法
要
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

⑥
大
慈
院

　

泰
秀
宗
韓
の
語
録
の
『
永
泉
余
滴
』
に
よ
れ
ば
、
斎
藤
利と

し

紹つ
ぐ

と
い
う
人
は
「
尾
張
の
生
縁
」
と
あ
り
、
尾
張
の
織
田
氏
あ
た

り
か
ら
美
濃
の
斎
藤
氏
一
族
に
養
嗣
子
と
し
て
入
っ
た
人
ら
し
い
。
利
紹
に
招
か
れ
て
、
泰
秀
も
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
に

関
市
神
野
の
万
年
山
霊
松
寺
へ
視し

篆て
ん

し
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
人
（
鉄
船
宗
揖
禅
定
門
）
が
天
文
十
一
年
五
月
七
日
に
亡
く
な
り
、

そ
の
一
周
忌
法
要
が
正
法
寺
大
慈
院
で
催
さ
れ
た
際
、
永
泉
寺
の
泰
秀
が
導
師
に
招
か
れ
て
い
る
。

　

⑦
聯
芳
院

　

総
亀
の
寿
像
賛
（
９
）
に
、
総
亀
は
続
灯
院
を
創
建
し
、
ま
た
聯
芳
に
も
居
た
と
あ
る
。
『
蔭
涼
軒
日
録
』
で
は
、
長
享
二
年

（
一
四
八
八
）
一
月
二
十
九
日
の
条
に
、
「
持
是
院
弟
寿
崇
書
記
は
正
法
寺
裡り

聯
芳
院
塔
主
な
り
」
と
あ
り
、
上
洛
の
予
定
で
あ

る
と
す
る
。
『
梅
花
無
尽
蔵
』
三
下

の
明
応
六
年
の
条
に
、
「
聯
芳
の
総
亀
和
尚
に
呈
す
」
と
題
す
る
万
里
の
詩
が
あ
り
、
前
年

に
米
田
の
広
徳
寺
へ
移
っ
た
ま
ま
、
ま
だ
聯
芳
へ
帰
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
く
『
梅
花
無
尽
蔵
』
四

の
明
応
八
年
の
条
の
「
春
岳
崇
公
記
室
聯
句
和
并

叙
」
に
は
、
文
中
に
「
願
聴
聯
芳
昔
崇
春
岳
所
寓
号

聯
芳　
　
　

」
と
あ
る
。
総
亀
は
正
法
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寺
へ
帰
っ
て
少
林
庵
で
文
亀
二
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
（
９
）
。
『
少
林
無
孔
笛
』
四

に
「
笑
翁
誾
公
記
室
下
火
」
が
あ
り
、
そ
の

註
に
「
正
法
寺
聯
芳
和
尚
小
師
也
、
聯
芳
即
続
灯
西
院
禅
師
之
法
嗣
」
と
あ
り
、
笑
翁
が
聯
芳
院
主
某
僧
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ

と
を
知
る
。

　

⑧
雲
門
庵

　

『
少
林
無
孔
笛
』
五

に
は
、
「
正
法
雲
門
庵
之
会え

」
、
「
雲
門
主
翁
」
、
「
雲
門
艮
背
記
室
」
、
「
雲
門
老
禅
」
、
「
雲
門
主
盟
」
、
「
雲

門
室
」
な
ど
雲
門
庵
の
記
事
が
多
出
す
る
。
庵
主
春
蘭
と
東
陽
英
朝
と
の
親
交
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
春
蘭
は
、
文
明
十
三
年
頃

の
楊
岐
居
庵
と
明
応
元
年
頃
の
牛
欄
居
室
の
時
以
外
は
、
多
く
こ
の
雲
門
庵
主
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）

の
舟
田
の
乱
で
は
、
四
月
十
一
日
に
斎
藤
利
安
が
雲
門
庵
に
居
陣
し
た
（
船
田
戦
記
）
。

　

た
だ
、
大
仙
寺
本
の
少
林
無
孔
笛
別
本
『
法
山
録
』
に
、
「
陽
峰
座
元
、
壬

（
文
明
十
四
）

寅
之
春
、
輪
侍
于
雲
門
影
堂
」
と
あ
っ
て
、
陽

峰
と
い
う
人
が
雲
門
庵
に
輪
番
で
住
持
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
雲
門
が
正
法
寺
雲
門
庵
な
の
か
ど
う
か
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
（
20
）
。

　

春
蘭
の
条
で
述
べ
た
よ
う
に
、
永
正
九
年
に
は
斎
藤
典

す
け
あ
き
ら

明
の
俗
弟
今こ

ん

雨う

が
雲
門
庵
主
を
引
き
継
い
で
い
た
と
み
ら
れ
る
。
今

雨
は
、
こ
れ
よ
り
前
の
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
二
月
二
十
日
に
亡
く
な
っ
た
兄
の
典
明
の
た
め
に
、
「
家
兄
長
州
端
公
行
状
」

を
書
い
た
こ
と
が
、
『
梅
花
無
尽
蔵
』
七

に
見
え
て
い
る
が
、
本
文
は
伝
来
し
て
い
な
い
。
今
雨
は
ま
た
、
永
正
九
年
結
制
後

一
日
（
七
月
十
六
日
）
に
『
鵜
沼
記
』
を
書
い
た
。
そ
の
全
文
は
文
化
年
間
の
『
美
濃
国
雑
事
記
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
長

文
の
も
の
で
、
末
尾
に
「
謹
跋
、
雲
門
庵
藤
川
住
庵
合

（
今
）

雨
叟
」
と
あ
る
。
今
雨
は
雲
門
庵
内
に
藤
川
庵
と
称
す
る
書
院
を
設
け

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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⑨
禅
悦
院

　

『
少
林
無
孔
笛
』
六

に
「
禅
悦
院
殿
従
五
品
前
駿
州
太
守
徳
海
宗
弘
禅
定
門
真
儀
賛
」
が
あ
り
、
鵜
沼
大
安
寺
西
墓
地
に
は
、

「
文
明
十
四
壬
寅
年
九
月
二
十
一
日
、
徳
海
宗
弘
禅
門
」
と
の
刻
銘
の
あ
る
宝
篋
印
塔
が
あ
る
。
さ
ら
に
『
少
林
無
孔
笛
』
三

に
、

禅
悦
院
殿
大
祥
忌
拈
香
語
、
同
十
三
年
忌
拈
香
語
が
み
え
る
。
大
祥
忌
拈
香
語
で
は
、
東
陽
が
「
霊
位
は
本も

と

是こ

れ
済

（
大
安
寺
）

北
の
門
下

の
徒
弟
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
斎
藤
駿
河
守
は
、
大
安
寺
の
檀
徒
で
あ
る
と
共
に
、
生
前
に
正
法
寺
内
に
も
禅
悦
院
を

建
て
て
い
た
ら
し
い
。
正
宗
龍
統
の
『
禿
尾
長
柄
帚
』
四
（
五
山
文
学
新
集
四

）
の
「
栢
心
字
説
」
を
見
る
と
、

　
　

薬
（
正
法
寺
）

嶠
禅
悦
之
徒
、
其
名
曰
悦
、
風
塵
物

〔
外

外物
〕

也
、
其
友
畏
敬
不
名
、
以
栢
心
為
字
、
丙

（
文
明
八
）

申
春
、
予
仮
容
於
薬
嶠
側
者
数
日
、

と
い
う
一
文
が
あ
る
。
塔
主
の
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
禅
悦
院
が
在
っ
た
こ
と
を
知
る
。

　

⑩
そ
の
他
の
塔
院

　

『
船
田
戦
記
』
の
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
四
月
十
一
日
条
に
、
斎
藤
妙
純
方
の
村
山
利
重
の
軍
勢
が
「
利
明
院
」
に
陣
し
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
同
日
、
狭
い
た
め
か
陣
営
に
使
え
な
い
と
見
た
軍
勢
は
、
大
亀
院
・
陽
徳
院
・
常
春
庵
・
細
香
軒
を
毀

し
て
去
っ
た
と
い
う
。
全
壊
な
の
か
一
部
損
壊
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
六
月
二
十
一
日
に
、
寺
内
で
戦
が
あ
り
、
毀
さ
れ
て

柱
礎
の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
塔
院
は
、
法
喜
庵
・
石
門
庵
・
三
世
庵
・
南
陽
院
と
あ
る
。

六
、
正
法
寺
の
伽
藍
・
寺
領

　

正
法
寺
の
伽
藍
は
、
幸
い
に
し
て
そ
の
概
要
が
『
船
田
戦
記
』
に
見
え
て
い
る
。
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
六
月
二
十
一
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日
の
条
に
、
仏
殿
・
僧
堂
・
庫
院
・
浴
室
・
鐘
楼
・
庾ゆ

倉そ
う

（
米
蔵
）
・
山
門
が
あ
り
、
長
廊
や
外
周
に
墻

し
よ
う
へ
き

壁
を
め
ぐ
ら
し
て
い

た
。
こ
の
墻
壁
は
軍
兵
が
建
物
を
毀
し
て
建
て
た
急
造
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
主
要
建
物
に
放
火
さ
れ
た
記
述
は

無
く
、
恐
ら
く
は
永
禄
年
間
に
信
長
の
兵
火
に
罹
る
ま
で
は
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
正
法
寺
の
法は

つ
と
う堂

は
、
長
禄
二
年

（
一
四
五
八
）
頃
に
、
斎
藤
妙
椿
の
寄
進
に
よ
り
改
観
し
た
（
再
建
か
）
と
い
う
（
９
）
。

　

寺
領
に
つ
い
て
は
、
室
町
幕
府
指
定
の
諸
山
と
し
て
、
経
営
が
成
立
つ
だ
け
の
所
領
が
寄
せ
ら
れ
て
い
て
、
守
護
土
岐
氏
や

幕
府
の
被
護
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
具
体
的
に
ど
こ
に
在
っ
た
か
は
全
く
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
。
同
じ
諸
山
の
鵜

沼
承
国
寺
の
場
合
は
、
加
茂
郡
白
川
や
安
弘
見
が
寺
領
で
、
承
国
寺
前
住
の
南
渓
全
曹
が
隠
居
所
を
建
て
る
た
め
に
こ
の
二
境

を
訪
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
（
論
叢
３
号
の
拙
稿
『
臨
済
宗
五
山
派
・
美
濃
承
国
寺
の
興
亡
史
』
）
、
春
蘭
が
楊
岐
庵
を
構
え
た
伊

自
良
や
、
牛
欄
室
を
構
え
た
八
百
津
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
が
寺
領
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
想
像
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

七
、
正
法
寺
の
終
焉
と
雑
感

　

以
上
の
よ
う
に
、
管
見
す
る
限
り
の
史
料
を
駆
使
し
て
も
、
天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）
よ
り
後
の
状
況
を
と
ら
え
る
こ
と

は
難
し
い
。
天
文
十
三
年
九
月
に
は
、
尾
張
の
織
田
信
秀
と
越
前
の
朝
倉
氏
と
の
連
合
軍
に
よ
る
斎
藤
道
三
の
守
る
稲
葉
山
城

攻
め
が
あ
っ
た
が
、
正
法
寺
は
戦
火
を
受
け
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
あ
と
の
戦
火
と
い
え
ば
、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
八

月
の
信
長
に
よ
る
美
濃
攻
め
が
あ
っ
た
。
『
岐
阜
県
史
史
料
編
』
収
録
の
『
中
島
文
書
』
に
よ
れ
ば
、
同
年
八
月
二
十
九
日
に

信
長
は
、
河か

わ

野の

島
（
岐
南
町
）
へ
兵
を
進
め
て
き
た
。
信
長
に
よ
る
稲
葉
山
直
撃
作
戦
で
あ
る
。
斎
藤
龍
興
は
、
即
座
に
兵
を

さ
し
向
け
た
た
め
に
、
信
長
は
兵
を
引
い
て
川
畔
に
陣
を
張
っ
た
。
そ
の
翌
日
は
風
雨
の
た
め
木
曽
川
が
増
水
し
て
戦
は
無
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か
っ
た
。
よ
う
や
く
水
量
が
減
っ
た
閏

う
る
う

八
月
八
日
の
未
明
に
な
っ
て
、
龍
興
が
奇
襲
を
か
け
た
た
め
に
、
不
意
を
つ
か
れ
た
信

長
方
が
敗
れ
、
川
へ
逃
げ
込
ん
で
溺
れ
る
な
ど
、
必
死
の
思
い
で
退
去
し
た
と
い
う
。
こ
の
文
書
は
龍
興
側
が
出
し
た
も
の
で

あ
り
、
信
長
方
が
不
利
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
戦
は
信
長
に
よ
る
龍
興
側
の
防
衛
力
調
べ
で
あ
っ
た
と
も

見
ら
れ
、
信
長
方
が
一
方
的
に
敗
北
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
。

　

翌
永
禄
十
年
九
月
六
日
に
は
、
西
美
濃
三
人
衆
の
信
長
へ
の
内
応
を
受
け
て
の
攻
濃
で
、
つ
い
に
信
長
は
稲
葉
山
城
を
攻
略

し

た

が
（
21
）
、
こ
の
時
は
稲
葉
山
城
を
め
ぐ
る
戦
で
あ
り
、
天
文
十
三
年
の
時
と
同
じ
く
、
城
下
か
ら
四
キ
ロ
も
離
れ
た
正
法

寺
が
炎
上
す
る
と
は
考
え
が
た
い
。
と
す
る
と
、
永
禄
九
年
八
月
の
時
に
戦
火
に
罹
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

こ
う
し
て
正
法
寺
は
全
く
の
廃
寺
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
同
寺
に
か
か
わ
る
古
文
書
等
の
直
接
史
料
は
全
く
消
滅
し
た
。

本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
正
法
寺
の
創
建
は
、
土
岐
頼よ

り

康や
す

が
関
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
前
代
の
頼
遠
に
よ
っ
た
可
能
性

が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
頼
遠
は
刑
死
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
ま
た
頼
遠
の
史
料
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
今
後
は
、
頼
遠

の
動
向
と
正
法
寺
創
建
期
の
こ
と
と
、
永
禄
九
年
頃
の
終
末
期
の
正
法
寺
の
状
況
と
を
解
明
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

共
に
史
料
の
希
薄
な
時
期
に
当
る
が
、
困
難
を
克
服
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
正
法
寺
の
南
隣
に
在
っ
た
革
手
府
城
（
守
護
館
）
の
興
亡
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
。
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加納城 

荒
田
川 

正法寺 

革手城 

城下町跡 

茜部 

旧
木
曽
川
本
流 

境
川 

�
濃
尾
国
境
線
� 

革手城付近絵図（昭和10年頃）

（拙著『美濃の土岐斎藤氏』より）
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注
（
１
） 

清
拙
正
澄
の
南
禅
寺
住
山
時
期
に
つ
い
て
は
、
『
南
禅
寺
史
』
清
拙
の
条
に
よ
る
。

（
２
） 

大
桑
千
手
院
の
「
清
順
」
銘
塔
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
岐
阜
県
の
石
仏
石
塔
』
銘
文
編
参
照
の
こ
と
。

（
３
） 
『
正
法
寺
文
書
』
50
丁

　
　
　
　
　

信
中
敬
禅
師
真
像
賛　
　

月
心

当
初
南
詢
而
先
到
四
明
、
列
刹
歴
遍
兮
志
在
天
寧
、
主
翁
了
堂
、
一
見
愜

き
よ
う
じ
よ
う

情
、
日
夜
親
覲き

ん

、
乃
得
侍
香
、
就
掌
蔵
鑰や

く

、
以
職
満

遊
方
、
々
々
興
罷
矣
、
催
帰
故
郷
、
居
前
後
板
於
亀
谷
幽
深
処
、
談
玄
妙
法
於
鷲
峯
高
寒
巓て

ん

、
住
世
六
十
有
余
歳
、
遊
観
江
湖

四
十
年
、
学
得
大
医
高
手
段
、
活
却
一
等
伎
死
禅
、
開
山
海
潮
々
音
震
、
々
動
六
種
及
大
千
、

　
　
　
　
　

右
為
肇
書
記
、
讃
于
濃
之
芝
山
列
翠
軒
、

嘉

と
き
に

慶
戊
辰
仲
秋
、
前
建
長
月
心
慶
圓

（
４
） 

『
正
法
寺
文
書
』
に
見
え
る
信
中
の
正
法
寺
入
寺
法
語
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
に
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　

山
門　

正
法　
　
　

信
中　
　
　

（
２
丁
）

　
　
　
　

大
解
脱
門
、
豁
開
了
也
、
喝
一
喝
、
用
弾
指
作
什
麼
、

　
　
　
　
　

仏
殿　

正
法　
　
　

信
中　
　
　

（
３
丁
）

　
　
　
　

雲
門
道
乾
屎
橛
、
洞
山
道
麻
三
斤
、
誰
管
你
浄
瑠
璃
世
界
、
十
二
大
願
医
王
善
逝
、
雖
然
如
是
驀ば

箚
く
と
う

相
逢
放
過
不
下
、

　
　
　
　
　

又　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　

坐
者
立
者
、
賓
主
倶
忘
、
浄
瑠
璃
界
、
不
在
東
方
、

　
　
　
　
　

土
地
堂　

正
法　
　

信
中　
　
　

（
３
丁
）

　
　
　
　

霊
鍳
無
私
、
護
法
護
人
、
你
神
妙
故
、
吾
道
日
新
、

　
　
　
　
　

祖
堂　

正
法　
　
　

信
中　
　
　

（
３
丁
）

　
　
　
　

達
磨
不
来
、
二
祖
不
去
、
這
一
隊
漢
、
謝
計
甚
憑
拠
、
喝
一
喝
、
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又　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　

印
々
相
可
、
祖
々
密
伝
、
達
磨
不
来
東
土
、
二
祖
不
往
西
天
、

　
　
　
　
　

拠
室　

正
法　
　
　

信
中　
　
　

（
４
丁
）

　
　
　
　

有
烹
仏
煆
祖
底
妙
手
、
倶
駆
耕
奪
飢
底
機
、
□
総
須
列
在
下
風
、
卓
一
下
喝
、

　
　
　
　
　

又　
　
　
　
　
　
　

同

拈
主
丈
云
、
摩
竭
掩
室
、
毗
耶
杜
詞
、
撿
点
将
来
、
倶
漏
風
規
、
山
僧
這
裏
如
何
施
設
、
一
朝
権
在
手
、
看
取
令
行
時
、
仏
来

也
打
、
祖
来
也
打
、
官
不
容
針
、
私
通
車
馬
、

　
　
　
　
　

拈
帖　

正
法　
　
　

信
中　
　
　

（
５
丁
）

　
　
　
　

権
衡
在
手
、
把
住
放
行
、
承
当
得
去
、
玉
振
金
声
、

　
　
　
　
　

又

　
　
　
　

把
住
放
行
、
憑
者
一
著
、
且か

つ

道
者
箇
、
従
甚
麼
処
得
来
、
却
請
維
那
下
ケ
注
脚
、

　
　
　
　
　

拈
衣　

正
法　
　
　

信
中　
　
　

（
５
丁
）

　
　
　
　

千
尺
一
丈
六
、
不
短
也
不
長
、
即
今
聻に

い

、
披
了
顧
視

左
右
云
、

又
只
是
尋
常
、

　
　
　
　
　

法
座　

正
治　
　
　

信
中　
　
　

（
６
丁
）

　
　
　
　

転
身
機
前
、
超
毘
廬
巓
、
灯
王
古
仏
、
倒
退
三
千
、

　
　
　
　
　

又　
　

同　
　
　
　

同

　
　
　
　

向
上
一
路
、
千
聖
不
伝
、
驟き

歩
云
、

須
弥
灯
王
、
倒
退
三
千
、

　
　
　
　
　

祝
聖
香　

正
法　
　

信
中　
　

（
６
丁
）

此
香
、
陰
陽
元
気
、
造
化
正
蘊
、
聚
為
奇
瑞
、
散
作
祥
雲
、
爇
向
炉
中
、
奉
為
今
上
皇
帝
、
祝
厳
聖
寿
、
万
歳
々
々
万
々
歳
、

皇
帝
陛
下
恭
願
、
文
明
同
日
月
、
睿
算
等
乾
坤
、
長
為
中
天
之
主
、
永
作
北
闕
之
尊
、

　
　
　
　
　

檀
那
香　
　
　
　
　

信
中　
　

（
７
丁
）
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此
香
、
奉
為
征
夷
大
将
軍
洎
合
朝
掌
輔
文
武
官
班
同
資
倍
禄
算
、
伏
願
、
各
々
致
君
尭
舜
、
復
化
於
羲
黄
為
国
家
柱
石
、
作
朝

廷
金
湯
、

　
　
　
　
　

又　
　
　
　
　
　
　

信
中

　
　
　
　

此
香
、
奉
為
本
寺
大
檀
越
前
光
禄
大
夫
、
伏
願
、
仁
肝
義
膽
、
武
緯
文
経
、
子
々
為
皇
家
保
障
、
孫
々
作
仏
門
藩
屏
、

　
　
　
　
　

嗣
法
香　
　
　
　
　

信
中　
　

（
七
丁
）

此
香
、
丗
年
前
標
榜
林
外
、
呑
碧
江
畔
、
信
手
得
来
、
懐
蔵
将
去
、
西
弄
東
弄
、
都
無
人
要
、
今
則
拈
出
供
養
前
住
興
国
開
山

本
寺
大
医
禅
師
、
不
是
酬
恩
答
徳
、
且か

つ

要
使
時
人
知
有
本
拠
在
、

　
　
　
　
　

又　
　
　
　
　
　
　

同

此
香
、
供
養
臨
済
十
七
世
護
国
三
世
前
住
当
山
開
山
正
法
大
医
禅
師
、
不
図
報
恩
酧
徳
、
只
要
使
知
有
真
不
掩
、
偽
、
曲
不
蔵

直
底
本
拠
在
、

　
　
　
　

（
正
法
索
話
、
二
題
略
）

（
５
） 

『
五
山
文
学
新
集
』
別
巻
二

の
天
祥
一
麟
の
『
天
祥
和
尚
録
』
に
、
信
中
の
像
賛
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　

信
中
敬
禅
師
肖
像　

林
書
記
請
、

不
昧
自
己
、
流
出
胸
襟
、
蓋
天
蓋
地
、
亘
古
亘
今
、
薬
山
々
中
伝
霊
方
、
碧
落
碑
无
贋
本
、
芥
室
々
内
抄
玄
語
、
清
庿
瑟
有
遺

音
、
躋せ

い

兮
攀
兮
太

（
太
白
山
天
童
景
徳
寺
）

田
之
高
𡸴
、
掲
兮
厲れ

い

兮
鄞き

ん

水
之
浅
深
、
南
国
十
年
了
行
脚
、
東
溟
万
里
動
皈
心
、
分
座
亀

（
寿
福
寺
）

峰
、
千
衆
推
表
率
、

瑞
世

（
興
　
国
　
寺
）

鷲
嶺
、
群
衲
競
参
尋
、
七
葉
孫
枝
騰
芳
烈
、
二
株
嫩
桂
布
茂
陰
、
咸
謂
祖
師
再
来
末
也
、
十
月
五
△

〔
日
脱
カ
〕示

寂
少
林
、

（
６
） 

『
富
岡
本
新
葉
和
歌
集
』
の
末
尾
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　

…
…
…
…
…
…

　
　
　
　

応
永
丗

（
マ
　
マ
）

弐
年（

マ
マ
）

　

月
日　

釈
竺
源
叟
恵
梵
志
之
、

　
　
　

応
永
丗
年
三
月
日
書
写
之
、
于
時
勢
州
安
芸
郡
栗
真
庄
南
陽
寺
□

（
泉
カ
）昌

庵
行
年
六
十
三
、

　
　
　

同
四
月
三
日
、
以
耕
之
自
筆
本
校
合
了
、
此
集
作
者
存
者
□
之
余
三
四
人
□
皆
已
畢
、
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梅
隠
祐
常　

中
務
卿
惟
成
親
王
・
愚
拙
・
上
野
太
守
懐
成
親
王
・
貞
子
内
親
王
・
右
近
大
将
長
親
・
已
上
五

（
マ
マ
）人

而
已
存
、
但
梅
隠

今
年
三
月
三
日
薨
、
貞
子
内
親
王
同
十
二
月
薨
了
、

　
　
　
　

竺
源
尊
翰
之
本
書
写
之
、
但
全
篇
定
者
刀
刀
之
遇
乎
、
漸
得
々
々
、

　
　
　
　
　

永
享
十
二
暦
仲
春
上
澣
、
於
于
周
防
国
高
蔵
山
下
私
第
閣
禿
筆
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
門
智
明
行
年

廿
七

　
　
　
　
　
　

（
以
下
三
行
略
）

（
７
） 

『
正
法
寺
文
書
』
48
丁

　
　
　
　

懶
雲
首
座
将
帰
美
陽
少
林
庵
、
出
紙
求
偈
、
卒
馳
筆
、
塞
其
命
云
、

兜
率
天
宮
説
夢
帰
、
六
環
金
湯
出
山
飛
、
眼
中
日
月
空
千
界
、
舌
上
波
瀾
絶
百
非
、
撥
草
瞻
風
知
猛
烈
、
奔
流
渡
刃
見
神
機
、
家

伝
一
曲
少
林
笛
、
独
弄
幾
回
終
落
暉
、

　

応
永
丙
午
孟
夏
晦
日
、
亀
山
主
人
法
朝

（
８
） 

『
正
法
寺
文
書
』
61
丁

　
　
　
　
　

同
門　
　

茲
審

万
寿
前
第
一
座
懶
雲
融
公
法
兄
禅
師
、
栄
領
檀
越
公
帖
、
往
董
備
州
路
松
蓋
山
常
興
禅
寺
、
凡
我
同
系
不
勝
欣
躍
、
胥
率

緝
詞
、
以
勧
其
駕
云
、

　
　
　

林
薮
捜
賢
、
孰
得
棕そ

う

屩が
く

而
隠
、
朝
廷
用
老
、
適
如
蒲
輔
以
迎
、
既
非
市
賈
相
求
、
固
在
宰
臣
所
選
、
共
惟
、

新
命
常
興
懶
雲
法
兄
禅
師
、
行
方
而
粹
、
言
雅
而
高
、
履
践
烈
日
秋
霜
、
襟
度
光
風
霽
月
、
盆
盎お

う

中
見
塁
洗
尚
存
遺
規
、
鑪ろ

韛は
い

処

流
永
銀
雄
呈
作
略
、
触
茶
瓢
解
三
昧
、
握
竹
箆
勘
四
来
、
迷
子
訣
不
謬
的
伝
、
正
法
眼
当
処
凌

り
よ
う
め
つ

滅
、
峻
徳
足
擬
先
輩
蒙
荘
斉
物
老

子
外
身
、
品
論
無
若
我
兄
、
叔
向
遺
直
伯
華
内
植
、
慶
此
連
茹
之
日
、
贈
以
早
梅
之
春
、

　
　
　
　

応
永
癸
巳
臘
月　

日
疏
、

　
　
　

前
南
禅
明

（
聖
徒
）麟　

前
建
仁
一

（
日
岩
）光　

前
建
仁（

南
州
）章

珍　

前
建
仁
霊

（
竺
卿
）彦　

前
安
国
清
泰
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（
９
） 

『
翰
林
葫
蘆
集
』
（
五
山
文
学
全
集
四

）

　
　
　
　

前
住
天
龍
総
亀
兆
禅
師
寿
像
賛
建
仁
寿
崇
首
座
請

昔
僧
太
史
述
賛
、
自
寧
師
至
果
師
、
甲
東
山
下
十
父
子
、
後
我
由
良
剏
基
、
嗣
護
国
拠
興
国
、
嚮
南
海
上
鉅
禅
叢
、
七
葉
図
大
医

分
宗
派
、
二
株
讖
嫩
桂
振
祖
風
、
蓋
此
山
名
霊
薬
、
譬
諸
彼
岡
生
梧
桐
、
継
起
岐
下
、
号
曰
信
中
、
遊
皇
元
参
遍
一
時
名
勝
、
帰

日
本
喚
起
十
劫
大
通
、
寺
前
伐
花
、
不
許
豪
客
誇
与
山
桜
雪
、
門
外
載
酒
、
何
容
遨
頭
酔
著
海
棠
紅
、
僉
曰
少
林
出
再
、
便
観
隻

履
帰
同
、
続
灯
無
尽
、
聯
芳
益
隆
、
夫
以
大
禅
師
、
承
法
灯
宗
於
南
紀
、
生
武
光
氏
於
東
濃
、
続
灯
乃
祖
、
聯
芳
乃
翁
、
在
一
家

為
俗
姪
、
甫
五
歳
作
僧
童
、
字
総
亀
、
徴
名
師
作
説
、
隷
瑞
龍
問
先
帝
離
宮
、
却
回
岐
陽
侍
倫
攸
叙
者
幾
星
霜
、
贈
君
千
金
禿
苕

帚
、
復
来
輦
下
従
重
九
鼎
者
有
幾
月
、
分
影
一
盞
小
灯
篭
、
泰
斗
会
中
分
座
説
法
、
嬾
雲
身
後
盧
墓
送
終
、
長
禄
戊

（
二
　
年
）

寅
夏
、
領
正

法
公
文
、
先
僧
都
施
財
法
堂
改
観
、
寛
正
辛

（
二
年
辛
己
）

己
春
、
董
定
林
古
刹
、
故
刺
史
執
帛
山
門
成
功
、
玉
府
資
聖
望
闕
祝
寿
、
桂
昌
慈
光

守
塔
鞠
躬
、
尋
常
放
参
不
使
行
者
、
掃
地
煎
茶
無
譲
準
老
、
八
十
加
四
尚
遺
耆
年
、
隣
居
饋
果
有
懐
素
公
、
稽
顙
称
服
、
法
臘
無

窮
、
師
資
斉
唱
万
年
曲
、
得
此
東
山
名
是
崇
、

（
10
） 

大
仙
寺
所
蔵
の
永
禄
五
年
本
『
少
林
無
孔
笛
』
52
丁

雲
門
艮
背
記
室
、
頃
者
遊
履
細
島
、
寓
居
之
地
卑
湿
、
故
不
遠
而
遷
吉
、
然
愚
未
遑
馳
賀
、
漫
作
川
八
一
章
、
以
代
謁
刺
云
、

天
涯
偶
合
両
萍
跡
、
桑
下
愧
君
移
宿
軽
、
山
色
定
娟
於
月
色
、
市
声
知
孰
与
灘
声
、

雲
門
布
襪
奈
泥
滓
、
剡
水
船
蓬
期
雪
晴
、
寄
語
黎
村
椎
髻
輩
、
芹
暄
先
慰
寓
公
情
、

　
　
　
　

借
天
寧
和
尚
韻
、
賀
雲
門
牛
欄
室
、

　
　
　

市
中
買
沃
古
今
難
、

画
青
山
入
退
欄
、
遍
界
罵
天
杖
頭
眼
、
四
雲
門
作
一
般
看
、

　
　
　

緑
萍
身
世
整
須
叟
、
首
鼠
未
乗
滄
海
桴
、
也
好
掣
顛
無
定
相
、
贋
漁
簑
底
一
浮
図
、
漫
興
、

（
11
） 

『
船
田
戦
記
』
は
、
従
来
は
永
禄
〜
慶
長
頃
の
淳
巌
玄
朴
（
快
川
の
法
嗣
、
岐
阜
市
粟
野
の
大
龍
寺
中
興
開
山
）
が
著
し
た
も
の

と
さ
れ
て
き
た
が
、
平
成
七
年
の
『
中
山
道
加
納
宿
』
28
で
、
私
は
「
船
田
戦
記
の
著
者
を
正
す
」
と
題
し
て
雲
門
庵
主
の
春
蘭

寿
崇
の
作
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
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（
12
） 

大
仙
寺
本
『
泰
翁
和
尚
語
録
』
お
よ
び
『
少
林
無
孔
笛
版
本
捨
遺
』
に
東
陽
英
朝
の
書
翰
写
が
五
点
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
最

後
の
も
の
は
春
蘭
あ
て
で
、
次
の
と
お
り
。

　
　
　
　

答
雲
門
書
崇
春
蘭

専
使
臨
テ

収
二

来
簡
并

目
子
ヲ一

、
因
テ

詳
ニ
ス

臘
月
七
日
藤
公
利
親
入
レ

山
作
レ

善
、
特
ニ

命
二ス
ル
ニ

山
僧
ニ一

、
以
ス二

拈
香
讃
揚
之
儀
ヲ一

、
未
二
レ

知
謙
譲
カ

好
キ

肯
諾
カ

好
一キ
カ

、
猶
於
予
未
レ

決
、
爰
ニ

介
レ

書
懇
ニ

到
ル

、
且
ツ

含
咲

（
笑
）

翁
ノ

副
札
亦
在
リ

、
想
ニ

夫
レ

藤
公
ノ

厳
命
、
箭
既
ニ

離

レ

絃
ヲ

、
寧
ロ

有
ン二

返
回
一

、
雖
二

石
非
一
レ

虎
ニ

、
一
二

任
没
ル一
ニレ

羽
ハ
ブ
サ
ヲ

尓
ノ
ミ

、
領
々
、
且
ツ

前
日
扣
レ

室
ヲ

、
蒙
ルレ

下
二

陳
榻
ヲ一

、
袖
中
ノ

拙
語
、
粗
経
二

商
略
ヲ一

、
以
レ

是
ヲ

故
ニ

人
天
衆
中
乃
チ

得
レ

無
レヿ
ヲ

畏
ヿ

、
忻
幸
々
々
、
弗
二
レ

知
膝
下
疼
痛
一

、
平
復
ス

也
未
シ
ヤ

、
老
拙
近

日
咳が

い

嗽そ
う

、
但
炉
頭
ニ

吹
二

橘
皮
ヲ一

耳
、
初
寒
伏
祈
道
体
至
珍
幸
甚
、

（
13
） 

『
少
林
無
孔
笛
』
大
仙
寺
永
禄
五
年
本
（
瑞
泉
寺
史
別
巻
『
妙
心
寺
派
語
録
』
少
林
無
孔
笛
抄
に
も
収
録
）

　
　
　
　
　
　
　

春
蘭
号
説

　
　

中
〔
東
〕

山
（
建
仁
寺
）
崇

（
壽
　
崇
）

公
記
室
、
字
春
蘭
、
或
者
言
、
雅

（
マ
マ
）哉

号
也
、
楚
辞
曰
、
光
風
転
蕙
涎
崇
蘭
、
夫
取
諸
此
乎
、
余
謂
、
不
然
矣
、

曇
（
橘
洲
寶
曇
）

少
雲
著
大
光
明
、
史
衛
王
弥
遠
、
為
之
序
曰
、
橘
洲
老
人
、
蜀
英
也
、
有
奇
才
、
能
属
文
、
一
日
忽
棄
所
業
、
参
上
乗
于
諸
公
、

後
造
妙

（
大
慧
宗
杲
）

喜
室
中
、
決
了
大
㕝
、
犇
軼
絶
塵
、
如
空
群
之
月
題
也
、
蓋
其
攸
皈
敬
可
知
矣
、
衛
王
之
父
、
魏
王
浩
延
、
住
越
之
伏
錫

山
、
咨
道
質
疑
、
無
有
虚
日
、
逮
于
衛
王
継
踵
、
欽
嚮
益
厚
、
就
大
蘭
山
下
南
郭
洲
中
、
新
築
竹
院
居
之
、
所
謂
橘
洲
也
、
後
来

憩
（
宗
憩
）松

坡
拝
竹
院
塔
、
有
偈
曰
、
月
沈
野
水
光
明
蔵
、
蘭
吐
春
山
古
仏
心
、
今
也
記
室
、
亦
何
人
、
以
雲
門
扁
庵
、
以
春
蘭
立
字
、

豈
匪
慕
藺
洋

（
大
慧
宗
杲
）

嶼
、
晞
顔
蜀

（
橘
洲
寶
曇
）

英
者
哉
、
凡
出
処
遊
学
、
操
履
風
惜
、
於
是
乎
可
観
矣
、
余
雖
不
敏
、
擬
以
作
春
蘭
之
説
、
聊
借
水
献

花
耳
、

明
応
六
年
六
月
甲
子
朔
、

（
14
） 

大
仙
寺
本
『
少
林
無
孔
笛
版
本
拾
遺
』

　
　
　
　

前
越
前
太
守
藤
公
居
士
挽ば

ん

詞し

、
用
雲
門
老
禅
韻
、

　
　
　

臥
治
清
廉
惜
大
家
、
胸
蔵
水
鏡
不
誅
邪
、
春
風
忽
掃
王
隨
雪
、
世
俗
諦
中
優
鉢
花
、
明
応
七
年
二
月
十
二
日
逝
、
玉
堂
居
士
也
、

（
15
） 

内
閣
文
庫
本
『
寅
誾
疏
藁
』
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春
蘭
住
霊
薬
山
正
法
同
門
并

序

伝
曰
、
師
者
所
以
伝
道
受
業
、
々
与
道
孰
昜
而
難
乎
、
茲
観
美
州
霊
薬
山
正
法
禅
寺
、
廼
大
医
古
仏
挿
草
場
而
且
追
拝
法
灯
先
師

為
太
祖
、
々
始
従
東
山
第
二
世
護
国
、
勇
退
耕
親
、
佩
受
業
左
券
而
後
南
詢
、
扣
東
山
第
六
葉
護
国
開
無
門
、
又
提
伝
道
正
印
、

近
受
遠
伝
、
豈
拝
近
者
昜
而
遠
者
難
乎
、
雖
然
彼
亦
承
東
山
而
剏
護
国
、
此
亦
嗣
東
山
拠
護
国
、
禹
顔
昜
地
者
耶
、
故
東
皈
之

日
、
一
香
雖
記
無
門
乳
、
特
為
退
耕
修
未
後
供
、
可
謂
不
忘
本
也
、
由
是
枝
子
葉
孫
、
講
孔
李
旧
今
猶
古
也
、
如
蘭

（
脱
ア
ル
カ
）

崇
公
法
兄
禅

師
、
韜

つ
つ
し
ん
で法

灯
未
輝
、
秘
大
医
霊
方
、
弱
歳
入
洛
、
拠
黄
竜
位
、
把
塵
東
山
而
誓
虫
豸ち

不
肯
出
、
先
是
齢
甫
志
学
、
夙
諳
宗
門
有
這

㕝
、
旭
鍛
曛く

ん

魔ま

、
嗽
松
源
的
流
者
殆
丗
余
霜
、
然
視
吾
門
、
亦
猶
如
法
灯
之
於
退
耕
可
尚
矣
、
辛

（
文
亀
元
）

酉
秋
、
偶
又
入
洛
、
々
之
耆
旧

胥
議
曰
、
有
徳
無
年
、
不
足
以
長
人
、
有
年
無
位
、
不
足
以
匡
衆
、
公
也
徳
□
於
年
、
々
高
於
位
、
々
卑
者
知
己
之
恥
也
、
州
之

薬
山
、
久
虚
笏
室
、
况
故
里
開
堂
、
古
亦
所
重
、
宜

よ
ろ
し
く皈

以
補
焉
、
遂
以
明

（
文
亀
二
）

年
夏
五
月
、
籍
名
於
東
山
板
首
、
署
以
聞
于
□
台
、
々

箚と
う
ち
よ
う

輒
下
公
、
聞
之
経
装
出
□
□
□
之
於
州
府
、
々
命
亦
峻
而
公
□
守
夙
志
、
因
□
□
歳
、
宗
党
又
議
曰
、
□
□
之
重
、
府
命
之
厳
、

何
其
過
拒
之
□
乎
、
竜
排
闥
強
起
之
、
於
焉
凡
吾
糸
令
両
祖
門
下
者
、
相
率
製
疏
、
従
史
厥
□
云
、
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　

永
正
九
載

　
　
　

な
お
、
末
尾
の
紀
年
は
東
大
の
『
寅
誾
疏
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

（
16
） 

『
少
林
無
孔
笛
』
五

雲
門
老
禅
在
都
下
歴
年
未
還
、
近
聞
寓
錫
于
東
山
霊
源
精
舎
、
想
与
常
庵
雅
蔵
、
日
々
聚
頭
清
話
、
頗
忘
帰
期
耶
、
託
便
呈
二

章
、
前
以
督
雲
門
帰
駕
、
後
以
供
常
庵
軒
渠
、

　
　
　

臘
雪
在
時
君
未
帰
、
五
橋
春
水
思
依
依
、
有
情
急
結
若
耶
襪
、
千
里
鴬
辺
花
頌
飛
、

　
　
　

会
無
多
日
別
多
年
、
柳

り
ゆ
う
じ
よ

絮
光
風
心
欲
顛て

ん

、
十
夢
春
来
九
蝴
蝶
、
洛
東
古
刹
牡
丹
天
、

（
17
） 

『
玉
村
稿
』
の
註
二
六
二
に
、

常
庵
龍
崇
の
『
寅
闇
疏
』
の
山
門
の
部
に
「
春
蘭
西
堂
住
瑞
龍
」
と
一
疏
が
見
え
、
そ
の
註
記
に
、
「
前
禅
興
、
濃
守
請
雪
江
開

山
、
綸
旨
升

し
よ
う

寺じ

於
十
刹
、
与
州
之
定
林
寺
而
不
歯
諸
刹
、
」
と
あ
る
こ
と
は
、
前
に
も
一
度
触
れ
た
が
、
春
蘭
は
、
こ
れ
も
前
に
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既
に
説
い
た
よ
う
に
斎
藤
氏
の
出
身
で
あ
る
。
そ
の
近
親
関
係
か
ら
、
同
氏
の
剏
め
た
瑞
龍
寺
に
請
住
さ
れ
た
の
で
も
あ
る
。
」

と
あ
る
。
春
蘭
の
瑞
龍
入
寺
年
次
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
寅
闇
疏
』
に
「
東
旭
住
正
法
并

序
」
が
み
え
、
文
中
で
、
今
茲
丁

（
永
正
四
）

卯

夏
、
前
席
春
蘭
禅
師
、
将
移
錫
於
太
方
、
乃
聞
于
官
府
、
挙
堂
中
第
一
座
東
旭
牧
公
…
…
…
…
、

と
あ
る
の
で
、
こ
の
年
夏
に
春
蘭
は
正
法
寺
住
持
の
席
を
空
け
て
瑞
龍
寺
へ
昇
住
し
た
も
の
と
見
え
る
。

（
18
） 
松
が
岡
本
『
大
休
和
尚
語
録
』
（
寛
永
三
年
政
秀
寺
本
）

　
　
　
　

道
号

　
　
　

承
国
門
下
有
緇
郎
、
諱
曰
掄ロ

ン

、
就
予
徴
字
、
命
之
曰
材
庵
、
仍
唱
小
伽
陀
一
章
、
以
祝
遠
大
云
、

　
　
　

林
無
凡
木
一
封
彊
、
這
裡
可
容
獅
子
床
、
不
惜
作
家
宗
匠
手
、
百
千
日
月
掛
彫
梁
、

（
19
） 

『
永
泉
余
滴
』
上
23
丁

　
　
　
　

天
章
禅
伯
、
避
濃
之
騒
屑
而
寓
東
光
半
欄
有
歳
、
一
日
告
帰
於
岐
陽
、
雖
情
之
余
、
綴
菲
詞
、
壮
祖
帳
銭
礼
云
、

　
　
　

人
指
岐
陽
帰
去
来
、
不
知
霊
薬
在
蓬
莱
、
河
辺
惜
別
彼
無
柳
、
贈
以
東
風
二
月
梅
、

（
20
） 

大
仙
寺
本
『
法
山
録
』

　
　
　

陽
峰
座
元
、
壬

（
文
明
十
四
）

寅
之
春
、
輪
侍
ス

于
雲
門
ノ

影
堂
、
香
灯
ノ

余
暇
有
二
章
、
同
社
在
酬
、
余
亦
戯
和
其
韻
、

　
　
　

白
堂
懶
陪
ス
ル
ニ

風
雅
ノ

遊
、
亀
毛
兎
角
一
床
頭
、
東
欄
ノ

梨
雪
亦
無
頼
、
朧
月
使
人
生
百
憂
、

　
　
　

情
知
官
暇
課
レ

詩
多
、
一
月
ノ

春
如
二

掣
電
ノ

過
一

、
臨
別
風
光
恐
ハ

難
擲
、
満
簾
ノ

花
影
日
初
和
、

（
21
） 

織
田
信
長
の
稲
葉
山
城
攻
略
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
郷
土
資
料
研
究
協
議
会
の
平
成
十
二
年
『
郷
土
研
究
岐
阜
』　

86
号
の
拙
稿

「
信
長
に
よ
る
稲
葉
山
城
攻
略
日
の
新
史
料
」
を
参
照
。

臨済宗五山派・美濃正法寺の興亡史
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宋
濂
思
想
に
於
け
る
仏
教
の
位
置

森　
　

宏　

之

一

　

清
儒
全
祖
望
（
一
七
○
五
～
一
七
五
五
）
は
、
南
宋
末
よ
り
宋
濂
（
一
三
一
○
～
一
三
八
一
）
に
至
る
ま
で
の
金
華
の
思
想
界

を
振
り
返
り
、
宋
濂
の
学
が
、
同
郷
の
黄

（
一
二
七
七
～
一
三
五
七
）
・
柳
貫
（
一
二
七
○
～
一
三
四
二
）
・
呉
萊
（
一
二
九
七
～

一
三
四
○
）
・
聞
人
夢
吉
（
一
二
九
三
～
一
三
六
二
）
に
基
づ
く
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
れ
に
続
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

〔
黄

・
柳
貫
・
呉
萊
・
聞
人
夢
吉
の
四
家
の
学
は
〕
北
山
（
何
基
）
・
魯
斎
（
王
柏
）
・
仁
山
（
金
履
祥
）
・
白
雲
（
許
謙
）

と
い
う
順
序
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
上
は
勉
斎
（
黄
幹
）
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
黄
幹
は
〕
徽
公
（
朱
熹
）

の
直
系
で
あ
る
。
私
は
嘗
て
「
婺
中
の
学
は
白
雲
に
至
っ
て
道
の
求
め
方
が
や
や
浅
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
彼
の

著
作
を
見
て
み
る
と
、
章
句
訓
詁
へ
と
傾
き
、
未
だ
深
く
自
得
し
た
語
が
な
い
〔
こ
と
が
わ
か
っ
た
〕
。
仁
山
と
比
べ
れ

ば
、
遠
く
及
ば
ず
、〔
こ
こ
で
〕
婺
中
の
学
統
は
一
変
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
義
烏
の
諸
公
は
、
彼
（
許
謙
）
を
師
と
仰
ぎ
、

遂
に
文
章
の
士
と
な
り
、
さ
ら
に
再
変
し
た
。
公
（
宋
濂
）
に
至
っ
て
佞
仏
へ
と
流
れ
、
〔
婺
中
の
学
は
〕
三
変
す
る
こ

と
に
な
っ
た
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
（
並
出
於
北
山
魯
斎
・
仁
山
白
雲
之
遞
伝
、
上
溯
勉
斎
。
以
為
徽
公
世
嫡
。
予
嘗
謂
「
婺

中
之
学
、
至
白
雲
而
所
求
於
道
者
、
疑
若
稍
浅
、
観
其
所
著
、
漸
流
於
章
句
訓
詁
、
未
有
深
造
自
得
之
語
。
視
仁
山
、
遠
遜
之
、
婺
中

宋濂思想に於ける仏教の位置
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学
統
之
一
変
也
。
義
烏
諸
公
、
師
之
遂
成
文
章
之
士
、
則
再
変
也
。
至
公
而
漸
流
於
佞
仏
者
、
流
則
三
変
也
。
」
）
（
『

埼
亭
集
（
1
）
』
外

編
巻
十
九
「
宋
文
憲
公
画
像
記
」
）

　

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
金
華
の
学
統
は
、
三
変
し
た
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宋
濂
に
よ
れ
ば
、
柳
貫
は

博
学
多
識
を
重
ん
じ
、
読
書
の
範
囲
は
仏
・
老
二
家
に
ま
で
及
び
（
2
）
、
ま
た
、
黄

は
、
当
時
の
士
人
の
み
な
ら
ず
、
仏
・

道
二
家
の
信
奉
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
文
を
書
い
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
（
3
）
、
当
然
仏
・
道
二
教
に
対
し
て
も
一
定
の
肯
定
的

見
解
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
全
祖
望
の
見
解
に
は
、
い
さ
さ
か
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
宋
濂
に
至
っ
て
初
め

て
金
華
の
学
統
に
仏
教
が
流
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
ほ
ぼ
一
般
的
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　

今
日
、
宋
濂
が
朱
子
学
を
基
調
と
し
つ
つ
も
儒
・
仏
・
道
三
教
一
致
的
思
想
を
構
築
し
て
い
っ
た
外
在
的
要
因
に
関
す
る

見
解
は
、
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
太
祖
（
一
三
二
八
～
一
三
九
八
）
の
三
教
政
策
に
よ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
4
）
。

確
か
に
そ
の
見
解
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
太
祖
に
招
聘
さ
れ
た
、
宋
濂
と
ほ
ぼ
同
年
代
の
思
想
家
た
ち
全
て
が
彼
と
同

様
の
思
想
傾
向
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
太
祖
に
よ
っ
て
招
聘
さ
れ
た
葉
儀
（
生
没
年
不
詳
）
や
汪
克
寛
（
同
上
）
は
博

学
多
識
よ
り
は
、
む
し
ろ
内
面
の
工
夫
を
重
ん
じ
て
い
た
し
、
元
朝
支
配
下
の
時
代
、
強
く
出
仕
を
希
望
し
て
い
た
呉
海
（
同

上
）
は
、
異
端
に
対
し
厳
し
い
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
ま
た
、
王
禕
（
一
三
二
二
～
一
三
七
三
）
は
宋
濂
の
三
教
合
一
的
思
想
に

対
し
批
判
的
で
あ
り
、
陳
汶
輝
（
生
没
年
不
詳
）
や
李
仕
魯
（
同
上
）
、
解
縉
（
一
三
六
九
～
一
四
一
五
）
ら
は
、
太
祖
の
仏
教
偏

重
の
文
教
政
策
に
反
対
し
た
。
明
朝
初
期
、
三
教
一
致
論
は
国
是
で
は
あ
っ
た
が
、
宋
濂
と
同
様
、
そ
の
生
涯
の
殆
ど
を
元
朝

期
で
過
ご
し
た
思
想
家
た
ち
の
思
想
傾
向
は
決
し
て
一
定
で
は
な
い
（
5
）
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
全
祖
望
の
指

摘
等
も
考
慮
す
る
と
、
太
祖
の
も
と
で
深
く
文
教
政
策
に
関
わ
っ
た
宋
濂
が
、
太
祖
の
影
響
を
受
け
て
三
教
一
致
論
的
思
想
を

構
築
し
た
と
す
る
の
も
頷
け
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
一
方
で
宋
濂
が
そ
の
よ
う
な
思
想
傾
向
を
持
っ
た
の
は
、
寧
ろ
彼
が
出
仕
す
る
以
前
の
元
朝
時
代
と
す
る
見
解
も

あ

る
（
6
）
。
実
際
、
元
朝
期
は
、
徹
底
し
た
仏
教
保
護
政
策
が
敷
か
れ
て
お
り
、
仏
教
側
が
儒
教
を
敵
と
す
る
に
足
ら
な
い
存

在
で
あ
っ
た
（
7
）
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
寧
ろ
儒
教
側
の
方
で
、
仏
教
側
に
対
す
る
歩
み
寄
り
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
元
末
明
初
期
の
思
想
界
は
、
宋
濂
が
仏
教
思
想
を
摂
取
し
て
い
っ
た
外
在
的
要
因
を
、
簡
単
に
は
特
定

し
難
い
複
雑
性
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
宋
濂
が
仏
教
思
想
を
摂
取
し
て
い
っ
た
の
は
、
単
な
る
時
代
風
潮
の
影
響
を
受
け

た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
自
覚
的
に
仏
教
の
受
容
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ

て
、
何
故
彼
が
仏
教
思
想
を
摂
取
し
て
い
っ
た
の
か
、
今
一
度
検
証
し
直
す
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
近
年
、
三
浦
秀
一
氏
に

よ
る
宋
濂
に
関
す
る
精
緻
を
究
め
ら
れ
た
論
究
が
あ
り
、
す
で
に
言
い
つ
く
さ
れ
た
感
も
あ
る
が
、
小
稿
で
は
少
し
ば
か
り
見

方
を
変
え
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

　

宋
濂
の
思
想
的
変
遷
は
三
期
に
分
か
れ
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
8
）
。
し
か
し
、
彼
は
生
涯
を
通
し
て
、
儒
教

の
教
典
で
あ
る
経
書
に
対
す
る
考
え
方
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
宋
濂
に
と
っ
て
経
書
と
は
い
か
な
る

も
の
で
あ
る
の
か
。
彼
に
は
、
経
書
に
対
す
る
細
か
い
注
釈
は
な
く
、
大
方
、
経
書
の
総
論
と
い
う
べ
き
も
の
し
か
残
さ
れ
て

は
い
な
い
。
そ
の
概
要
を
窺
う
の
に
適
し
た
文
は
色
々
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
経
畬
堂
記
」
（
『
朝
京
稿
（
9
）
』
巻
二
）
を
取
り
上

げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
以
下
、
本
文
に
書
か
れ
た
経
書
に
関
す
る
部
分
を
、
三
つ
に
分
け
て
見

宋濂思想に於ける仏教の位置
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て
い
く
こ
と
に
す
る
。

聖
人
の
言
〔
葉
〕
を
経
と
い
う
。
そ
の
言
〔
葉
〕
が
す
べ
て
聖
賢
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
聖
人
に
よ
っ
て
採

用
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
〔
そ
の
言
葉
も
〕
経
と
い
え
る
。
経
は
、
天
下
の
常
道
で
あ
る
。
（
聖
人
之
言
曰
経
。
其
言
雖
不

皆
出
於
聖
賢
、
而
為
聖
人
所
取
者
亦
曰
経
。
経
者
、
天
下
之
常
道
也
。
）

　

こ
こ
に
い
う
聖
人
は
、
堯
・
舜
、
ま
た
は
孔
子
な
ど
の
儒
教
の
聖
人
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
経
書
観
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
宋
濂
は
、
別
の
箇
所
で
、
老
子
が
周
の
蔵
書
室
の
管
理
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙

げ
、
け
っ
し
て
人
倫
を
捨
て
去
る
思
想
家
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
主
張
し
、
「
ど
う
し
て
〔
『
老
子
』
を
〕
無
益
の
学
と

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
（
豈
無
益
之
学
哉
）
」
（
『
潜
渓
前
集
』
巻
参
「
体
仁
守
正
弘
道
法
師
金
君
碑
」
）
と
い
う
。
ま
た
、
『
列
子
』

と
仏
典
の
内
容
の
近
似
性
を
主
張
し
、
近
世
の
大
儒
が
仏
教
の
説
は
荘
・
列
の
精
微
を
盗
作
し
た
と
す
る
説
を
至
論
と
は
認

め

ず
（
10
）
、
間
接
的
に
高
い
仏
教
評
価
へ
と
繫
げ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
『
老
子
』
に
対
す
る
見
解
は
、
孔
子
が
礼
に
問
う
た

と
い
う
伝
説
に
（
11
）
、
ま
た
『
列
子
』
・
仏
教
に
対
す
る
見
解
は
、
「
西
方
の
聖
人
」
を
仏
と
す
る
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
（
12
）
。

仏
・
道
の
開
祖
で
あ
る
両
者
は
、
と
も
に
儒
教
の
聖
人
で
あ
る
孔
子
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
宋
濂
の
仏
・
道
二

教
評
価
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。

　

次
に
、
「
経
畬
堂
記
」
は
、
経
書
の
内
容
を
四
つ
に
分
け
、
具
体
的
に
そ
の
意
義
を
論
じ
る
。

〔
経
は
〕
大
本
か
ら
い
え
ば
、
天
地
の
理
を
つ
か
さ
ど
り
、
性
命
の
原も

と

を
弁
別
し
、
君
臣
・
上
下
・
内
外
の
等
差
を
定
め
、

微奥
深

い
点
か
ら
い
え
ば
、
鬼
神
の
情
状
、
気
運
の
始
終
〔
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
〕
、
顕
か
な
点
か
ら
い
え
ば
、
政
教

の
先
後
、
民
物
の
盛
衰
、
飲
食
・
衣
服
・
器
用
の
節

き
ま
り

、
冠
婚
・
朝
享
・
奉
先
・
送
死
の
儀
式
〔
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お

り
〕
、
そ
の
他
は
鳥
獣
・
草
木
・
夷
狄
の
名
〔
な
ど
〕
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
指言

帰葉

は
、
み
な
道
に
外
れ
る
も
の
で
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は
な
く
後
世
に
実
践
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
を
経
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
大
之
統
天
地
之
理
、
通
陰
陽
之
故
、

弁
性
命
之
原
、
序
君
臣
・
上
下
・
内
外
之
等
、
微
之
鬼
神
之
情
状
、
気
運
之
始
終
、
顕
之
政
教
之
先
後
、
民
物
之
盛
衰
、
飲
食
・
衣
服
・

器
用
之
節
、
冠
婚
・
朝
享
・
奉
先
・
送
死
之
儀
、
外
之
取
鳥
獣
・
草
木
・
夷
狄
之
名
、
無
不
畢
載
。
而
其
指
帰
、
皆
不
違
戾
於
道
而
可

行
於
後
世
。
是
以
謂
之
経
。
）

　

し
か
し
、
最
後
は
、
最
初
の
「
聖
人
に
よ
っ
て
採
用
云
々
」
と
い
う
発
言
に
反
し
、
結
局
は
五
経
・
『
論
語
』
『
孟
子
』
の
み

を
経
書
と
し
、
他
の
諸
子
を
経
書
と
認
め
な
い
伝
統
的
な
経
書
観
を
述
べ
る
（
13
）
。

　

宋
濂
の
著
作
は
、
依
頼
者
の
求
め
に
応
じ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
従
っ
て
儒
・
仏
・
道
そ
れ
ぞ
れ
を
信
奉
す
る
依

頼
者
の
意
図
に
そ
う
た
め
に
、
個
別
的
に
は
内
容
が
矛
盾
す
る
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
不
特
定
多
数
の
読

者
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
『
龍
門
子
凝
道
記
（
14
）
』
に
お
い
て
も
、
「
先
王
枢
」
（
同
上
巻
上
）
で
は
仏
・
道
二
教
を
批
判
し
（
15
）
、

「
段
千
微
」
（
同
上
巻
下
）
で
は
儒
・
仏
が
一
致
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
16
）
。
こ
の
よ
う
な
宋
濂
の
矛
盾
し
た
三
教
評
価
か
ら
、

次
の
よ
う
な
経
書
（
儒
教
の
教
典
）
に
対
す
る
価
値
観
が
推
測
さ
れ
る
。

　

宋
濂
が
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
経
書
の
権
威
は
、
歴
史
的
形
式
的
権
威
で
あ
る
。
古
来
か
ら
、
経
書
に
描
か
れ
た
内
容
は
真

理
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
、
そ
の
他
の
書
物
に
対
し
て
、
漢
代
以
降
、
一
度
も
そ
の
権
威
的
な
地
位
を
失
っ
た
こ
と
は
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
内
容
は
、
必
ず
し
も
儒
教
教
典
の
専
売
特
許
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
先
秦
諸
子
の
書
物
や
、
ま
た
仏
・
道

両
教
の
経
典
に
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
あ
る
。
経
書
の
持
つ
伝
統
的
な
権
威
は
、
特
に
経
書
の
み
の
こ
と
で
あ
る
と
は
い
え

ま
い
。
古
く
か
ら
、
仏
・
道
両
教
の
教
典
や
そ
の
他
の
諸
々
の
書
物
を
信
奉
す
る
人
々
た
ち
が
存
在
し
た
と
い
う
点
で
は
、
儒

教
と
同
様
な
こ
と
が
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
経
書
の
権
威
が
、
こ
の
伝
統
の
み
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ

に
は
別
段
経
書
だ
け
が
真
理
が
著
さ
れ
て
い
る
と
す
る
べ
き
何
の
根
拠
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
経
書
と
同
様
に
尊
ぶ
べ
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き
伝
統
を
持
っ
て
い
る
他
の
諸
々
の
書
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
虚
偽
で
あ
り
誤
謬
で
あ
る
と
言
い
張
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ

こ
に
経
書
以
外
の
書
物
に
対
し
て
も
、
聖
人
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
と
い
う
条
件
の
下
に
好
意
的
に
評
価
す
る
理
由
が
あ
る
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
儒
教
信
奉
者
と
し
て
、
経
書
が
他
の
経
典
と
は
異
な
り
、
真
理
を
描
か
れ
て
い
る
と
い

う
根
拠
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
彼
が
仏
・
道
二
教
を
高
く
評
価
す
る
一
方
で
、
経
書
（
儒
教
の
経
典
）
の

み
を
尊
崇
す
る
態
度
を
表
明
す
る
理
由
は
何
処
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

三

　

宋
濂
が
他
の
書
物
よ
り
も
経
書
を
特
別
視
す
る
理
由
を
窺
う
の
に
、
次
の
よ
う
な
語
が
あ
る
。

諸
経
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
国
に
飢
饉
が
あ
れ
ば
、
鬼
神
を
求
め
て
そ
れ
を
祭
り
、
士
が
病
に
な
る
と
、
五
祀
を
行

う
。
先
王
は
、
必
ず
神
に
依
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
だ
か
ら
祠
祝
の
制
度
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
世
の
儒
者
を
名
乗
る

も
の
の
多
く
は
、
鬼
神
を
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
に
し
て
も
、
〔
鬼
神
が
〕
偽
り

だ
と
ま
で
は
し
な
い
ま
で
も
、
斥
け
て
〔
人
を
〕
惑
わ
す
も
の
と
し
て
い
る
。
〔
こ
の
よ
う
な
態
度
は
〕
経
書
に
悖
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
稽
諸
経
、
国
有
凶
荒
、
則
索
鬼
神
而
祭
之
、
士
有
疾
病
、
則
行
祷
於
五
祀
。
先
王
、
必
以
神
為
可
依
。
故
建

是
祠
祝
之
制
也
。
世
之
号
為
儒
者
、
多
指
鬼
神
於
茫
昧
、
稍
与
語
及
之
、
不
以
為
誣
、
則
斥
以
為
惑
。
不
幾
於
悖
経
矣
。
）
」
（
『
鑾
坡
前

集
』
巻
五
「
贛
州
聖
済
廟
霊
跡
碑
」
）

　

宋
濂
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
朱
子
学
信
奉
者
の
鬼
神
論
に
対
す
る
批
判
で
あ
ろ
う
。
朱
熹
ま
た
は
朱
子
学
信
奉

者
は
、
鬼
神
を
陰
陽
二
気
の
変
化
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
（
17
）
。
鬼
神
を
陰
陽
二
気
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
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当
時
の
科
学
的
分
析
、
換
言
す
れ
ば
、
鬼
神
を
合
理
的
に
把
握
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宋
濂
は
そ
れ
と
は
異
な
る

鬼
神
論
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
鬼
神
ま
た
は
天
を
不
可
知
な
、
い
わ
ば
神
秘
的
、
非
合
理
的
な
意
味
で
捉
え
て
い
た
（
18
）
。
そ

の
よ
う
な
鬼
神
ま
た
は
天
を
理
解
す
る
方
法
が
礼
で
あ
る
。
「
礼
を
記
録
し
た
者
が
い
っ
た
。
『
能
く
大
患
を
禦
ぐ
も
の
は
則
ち

之
を
祀
る
。
能
く
大
患
を
捍
ぐ
も
の
は
則
ち
之
を
祀
る
』
と
。
先
王
の
制
度
は
、
た
だ
徳
を
崇
え
功
に
報
い
、
未
来
〔
の
人
〕

が
〔
そ
う
な
る
よ
う
〕
喚
起
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
幽
明
の
故

こ
と
わ
りや

鬼
神
の
情
状
を
理
解
す
る
方
法
で
も
あ
る
。
（
記
礼
者
曰
「
能

禦
大
菑
、
則
祀
之
。
能
捍
大
患
、
則
祀
之
」
。
先
王
之
制
、
非
惟
崇
徳
報
功
以
垂
勧
於
方
来
、
亦
所
以
達
幽
明
之
故
而
察
鬼
神
之
情
状
）
」
（
『
翰

苑
続
集
』
巻
二
「
温
州
横
山
仁
済
廟
碑
」
）
そ
の
礼
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
経
書
の
み
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
神
秘
性
に
つ
い
て
の
発
言
は
、
な
に
も
鬼
神
・
天
の
み
に
留
ま
ら
な
い
。
宋
濂
は
「
学
問
は
忠
と
孝
と
を
実
践

す
る
た
め
に
の
み
〔
あ
る
の
だ
〕
。
し
か
し
、
そ
の
道
は
二
つ
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
よ
く
君
主
に
忠
実
で
あ
れ
ば
、
必
ず
よ

く
そ
の
親
に
孝
行
で
あ
る
。
（
学
為
忠
与
孝
耳
。
然
其
道
無
二
致
、
能
忠
於
君
、
必
能
孝
其
親
。
）
」
（
『
鑾
坡
後
集
』
巻
四
「
送
和
賛
善
北
帰

養
母
詩
序
」
）
と
い
い
、
「
忠
孝
」
を
強
調
し
た
が
、
そ
れ
は
単
な
る
社
会
秩
序
の
維
持
に
必
要
だ
か
ら
と
い
う
も
の
だ
け
で
は

な
く
、
先
祖
の
霊
の
恩
恵
を
賜
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
（
19
）
、
「
士
で
善
心
を
存
養
し
善
行
を
実
践
す
る
者
は
、
そ
の
後

必
ず
大
い
に
栄
え
る
。
『
易
』
に
い
う
、
『
積
善
の
家
に
は
、
必
ず
余
慶
有
り
』
と
。
尤
も
な
言
葉
で
あ
る
。
（
士
之
存
善
心
履
善

行
者
、
厥
后
必
昌
。
『
易
』
曰
『
積
善
之
家
、
必
有
余
慶
』
。
信
斯
言
也
。
）
」
（
『
宋
濂
全
集
』
所
収
「
余
集
輯
補
」
「
書
浦
陽
朱
氏
族
譜
序
」
）

と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
合
理
的
に
も
思
え
る
見
解
は
、
あ
く
ま
で
も
経
書
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
無
論
、
こ
れ
ら

の
こ
と
が
他
の
書
物
に
対
す
る
経
書
の
優
位
性
を
示
す
理
論
的
な
根
拠
と
し
て
は
、
弱
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
神

秘
的
と
も
い
う
べ
き
こ
と
に
対
し
て
も
、
経
書
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
、
い
わ
ば
信
仰
に
も
似
た
権
威
付
け

を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
却
っ
て
論
理
的
な
経
書
理
解
よ
り
も
、
個
々
の
人
に
与
え
る
影
響
は
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
宋
濂
に
と
っ
て
、
経
書
が
絶
対
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
、
ま
た
彼
の
こ

の
よ
う
な
経
書
観
は
、
い
わ
ば
彼
に
と
っ
て
経
書
の
実
質
的
権
威
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

四

　

宋
濂
が
、
経
書
に
対
し
て
、
形
式
的
権
威
と
実
質
的
権
威
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
で
は
、
北
宋
以
降
の
理
学
を

ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

彼
が
、
十
五
歳
で
聞
人
夢
吉
に
従
い
、
古
文
辞
の
学
を
学
ん
で
以
降
、
最
初
に
本
格
的
に
北
宋
以
降
の
理
学
に
接
し
た
の
は
、

「
初
め
、
濂

わ
た
し

は
年
二
十
余
に
し
て
、
た
い
へ
ん
学
を
嗜
み
、
文
懿
許
公
（
許
謙
）
の
弟
子
で
あ
る
三
衢
方
先
生
（
方
麟
）
が
性
理

の
学
を
東
陽
の
南
渓
で
講
授
し
て
い
る
こ
と
を
耳
に
し
、
徒
歩
で
行
き
先
生
に
従
っ
て
学
ん
だ
。
（
初
、
濂
年
二
十
余
、
頗
嗜
学
、

聞
文
懿
許
公
弟
子
参
衢
方
先
生
以
性
理
学
講
授
東
陽
之
南
渓
、
徒
歩
往
従
之
遊
。
）
」
（
『
潜
渓
後
集
』
巻
七
「
蒋
季
高
哀
辞
」
）
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
至
順
元
年
（
一
三
三
○
）
二
十
一
歳
の
時
、
方
麟
（
生
没
年
未
詳
）
に
従
学
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

宋
濂
自
身
何
も
語
っ
て
い
な
い
た
め
、
恐
ら
く
然
程
影
響
は
受
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
宋
濂
が
理
学
を
受

容
す
る
に
当
た
っ
て
最
も
影
響
を
与
え
た
の
は
、
陳
樵
（
生
没
年
未
詳
）
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
彼
の
著
作
は
殆
ど
残
っ
て
い
な

い
た
め
、
彼
の
思
想
の
詳
細
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、

三
代
よ
り
前
は
、
言
語
文
字
を
習
う
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
治

　
政
治
に
必
要
な
手
段

具
を
文
章
と
し
て
い
た
。
『
易
』
に
言
う
、
「
風
の
水
上
を

行
く
」
は
、
天
下
の
至
文
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
政
教･

礼
儀･

制
度
が
煩
雑
で
整
わ
な
い
の
は
、
す
べ
て
人
の
文
だ
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
風
が
水
に
触
れ
る
〔
際
に
起
こ
る
現
象
〕
は
同
じ
で
あ
り
、
〔
た
だ
〕
時
と
場
所
が
異
な
る
〔
だ
け
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で
あ
る
〕
。
水
の
緩
や
か
な
流
れ
や
さ
ざ
波
が
集
ま
り
、
沼
の
中
洲
に
堰
き
止
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
て
、
文
の
〔
本
〕

体
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
〔
こ
れ
が
〕
拡
大
す
れ
ば
、
浪
や
潮
の
満
ち
引
き
と
な
り
、
広
が
っ
て
四
海
を
満
た
し
て
、

文
の
〔
作
〕
用
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
〔
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
〕
堯･

舜･

孔
子
の
文
章
に
、
私
が
関
わ
る
〔
こ

と
が
で
き
る
〕
の
で
あ
る
。
広
く
文
を
学
ぶ
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
な
る
よ
う
勉
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語･

文

字
に
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
滞
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
（
三
代
以
上
、
無
言
語
文
字
之
習
、
謂
治
具
為
文
章
。
『
易
』
曰
、

「
風
行
水
上
」
天
下
至
文
。
凡
政
教･

礼
儀･

制
度
叢
出
而
不
斉
者
、
皆
人
文
也
。
然
風
之
遇
水
一
也
、
而
時
位
不
同
。
水
為
濂
、
為
漪
、

斂
之
不
盈
沼
沚
、
而
文
之
体
立
。
舒
則
為
涛
、
為
浪
、
散
之
彌
満
四
海
、
而
文
之
用
行
。
文
之
用
行
。
堯･

舜･

孔
子
之
文
章
、
吾
有

与
焉
爾
。
博
文
者
勉
之
、
求
之
言
語･

文
字
則
隘
矣
。
）
（
『
全
元
文
』
三
十
二
巻
、
鳳
凰
出
版
社
、
二
○
○
四
年
、
二
六
五
頁
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
言
語
・
文
字
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
然
現
象
に
身
を
任
せ
る
こ
と
が
、
堯･

舜･

孔
子
の
文
章
、
す
な
わ
ち
経
書
を
理
解
す
る
方
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
陳
樵
・
宋
濂
と
同
じ
く

金
華
出
身
の
思
想
家
、
章
懋
（
一
四
三
六
～
一
五
二
一
）
は
陳
樵
・
宋
濂
を
並
べ
て
文
学
の
士
と
指
摘
す
る
（
『
楓
山
章
先
生
集
』

巻
二
「
与
韓
知
府
」
）
の
は
、
陳
樵
・
宋
濂
の
思
想
に
一
脈
の
連
な
り
が
あ
る
と
感
じ
取
っ
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
宋
濂

は
陳
樵
か
ら
具
体
的
に
い
か
な
る
思
想
的
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

宋
濂
が
陳
樵
に
従
学
し
た
の
は
、
元
統
元
年
（
一
三
三
三
）
、
宋
濂
二
十
四
歳
の
時
で
、
そ
の
時
の
詳
細
は
、
「
元
隠
君
子
東

陽
陳
公
先
生
鹿
皮
子
墓
志
銘
」
（
『
鑾
坡
前
集
』
巻
四
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
従
学
の
際
、
陳
樵
は
、
宋
濂
に
対
し
て
次
の
よ

う
な
こ
と
を
語
っ
た
。

秦
漢
以
降
、
経
説
で
善
い
も
の
は
伝
わ
る
こ
と
な
く
、
〔
経
説
で
〕
伝
わ
っ
た
も
の
の
多
く
は
、
そ
の
（
経
書
）
宗

お
お
も
とを

理

解
し
て
は
い
な
い
。
淳
熙
以
来
、
多
く
の
儒
〔
者
〕
の
説
は
と
り
わ
け
洙
泗
伊
洛
〔
の
学
説
〕
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
。
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〔
だ
か
ら
〕
わ
た
し
は
悉
く
〔
経
書
の
〕
伝
注
を
排
除
し
、
独
り
遺
経
を
〔
手
に
〕
取
り
、
四
十
歳
に
な
る
ま
で
精
思
し

た
と
こ
ろ
、
突
然
〔
経
義
が
〕
心
に
滞
り
な
く
通
じ
、
聖
賢
の
大
旨
を
は
っ
き
り
と
理
解
し
た
。
（
秦
漢
而
下
、
説
経
而
善

者
不
伝
、
伝
者
多
不
得
其
宗
。
淳
熙
以
来
、
群
儒
之
説
尤
与
洙
泗
伊
洛
不
類
。
余
悉
屏
去
伝
注
、
独
取
遺
経
、
精
思
至
四
十
春
秋
、
一

旦
神
会
心
融
、
灼
見
聖
賢
之
大
旨
。
）

　

陳
樵
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
当
然
当
時
の
思
想
界
（
儒
学
信
奉
者
た
ち
）
で
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
淳
熙
以

降
の
学
問
を
否
定
す
る
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
朱
子
学
の
否
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
宋
濂
は
更
に
質
問
す
る
と
、
陳
樵
は
以
下

の
よ
う
に
答
え
た
。

神
こ
こ
ろ

が
知
る
こ
と
を
智
と
い
い
、
天
下
の
殊こ

と

な
り
分
れ
た
も
の
を
知
る
こ
と
を
礼
と
い
い
、
分
れ
た
も
の
の
宜

適
切
な
あ
り
方を

知
る
こ
と

を
義
と
い
い
、
天
地
万
物
が
一
体
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
を
仁
と
い
い
、
礼
に
復
れ
ば
和
と
な
る
こ
と
を
楽
と
い
う
。

天
地
万
物
と
一
体
で
あ
る
こ
と
は
、
経
子
の
会
要
な
の
で
あ
り
、
〔
こ
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
上
で
〕
一
た
び
万
物
を
見
れ

ば
、
た
く
さ
ん
の
万
殊
の
分
は
正
し
く
な
り
、
家
は
斎
い
国
は
治
ま
り
天
下
は
平
ら
か
に
な
る
。
…
万
殊
と
一
体
で
あ
る

と
は
、
孔
子
の
〔
い
う
〕
一
貫
の
こ
と
で
あ
り
、
洙
泗
伊
洛
の
言
で
覆
い
尽
く
せ
な
い
も
の
は
な
い
。
理
一
分
殊
の
義
が

廃
れ
た
た
め
、
そ
の
（
洙
泗
伊
洛
の
言
）
の
枝
葉
〔
ば
か
り
〕
を
追
い
、
そ
の
根
本
〔
の
意
義
〕
を
捨
て
て
し
ま
い
、
洙

泗
伊
洛
の
会
要
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
章
句
に
析
き
て
〔
牽
強
〕
付
会
な
説
を
唱
え
、
遺
経
を
理
解
で
き
な
い
で
い
る

の
だ
。
（
神
所
知
之
謂
智
、
知
天
下
殊
分
之
謂
礼
、
知
分
之
宜
之
謂
義
、
知
天
地
万
物
一
体
之
謂
仁
、
礼
復
則
和
之
謂
楽
。
謂
天
地
万

物
一
体
、
経
子
之
会
要
、
一
視
万
物
則
万
殊
之
分
正
、
家
斎
国
治
而
天
下
平
矣
。
…
一
体
万
殊
者
、
孔
子
之
一
貫
、
於
洙
泗
伊
洛
之
言

無
不
統
者
也
。
理
一
分
殊
之
義
廃
、
則
操
其
枝
葉
而
舎
其
本
根
、
洙
泗
伊
洛
之
会
要
不
可
見
、
章
句
析
而
附
会
興
、
遺
経
不
可
識
矣
。
）

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
陳
樵
が
心
の
知
る
と
い
う
霊
妙
な
る
働
き
が
仁
義
礼
智
の
四
徳
へ
と
繫
が
る
と
し
、
万
物
一
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体
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
と
、
洙
泗
伊
洛
の
書
に
対
し
細
か
い
注
釈
を
施
す
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
、

淳
熙
以
降
の
学
に
対
す
る
批
判
の
詳
細
と
い
え
る
。
宋
濂
は
、
陳
樵
か
ら
得
た
学
説
を
持
ち
帰
り
、
経
学
に
詳
し
い
人
物
に
質

し
た
と
こ
ろ
、
賛
同
を
得
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
「
伊
洛
の
学
は
、
淳
熙
〔
以
降
〕
に
大
い
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ

り
、
た
だ
ち
に
取
捨
す
べ
き
で
な
い
。
（
伊
洛
之
学
、
大
明
於
淳
熙
、
未
易
遽
取
舎
之
也
）
」
と
諫
め
ら
れ
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
宋
濂
は
再
び
陳
樵
と
会
見
す
る
が
、
そ
の
時
両
者
の
間
で
何
が
語
ら
れ
た
か
は
、
定
か
で
は
な
い
（
20
）
。
ま
た
、

こ
こ
で
宋
濂
が
耳
に
し
た
陳
樵
の
朱
子
学
批
判
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
、
朱
子
学
を
破
棄
し
た
と
も
言
い
難
い
（
21
）
。
し
か
し
、

陳
樵
の
影
響
と
思
わ
れ
る
点
が
宋
濂
の
著
作
の
中
に
悉
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
宋
濂
に
拠
る
心
の
定
義
で
あ
る
。
彼
は
、
天
下
の
物
の
中
で
、
何
を
最
も
大
き
い
と
す
る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、

心
で
あ
る
と
答
え
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
「
天
を
仰
ぎ
見
る
と
、
清
く
明
ら
か
で
弓
状
と
な
っ
て
お
り
、
日
月
の
運
行
、

陰
陽
の
変
化
〔
が
あ
り
〕
、
広
大
で
あ
る
。
地
を
俯
き
見
る
と
、
広ひ

　
ろ博

く
〔
あ
ら
ゆ
る
物
を
〕
載
せ
て
保
っ
て
お
り
、
山
川
は

融
合
し
、
草
木
は
生
い
茂
り
、
ま
た
広
大
で
あ
る
。
こ
の
心
は
直
ち
に
こ
れ
（
天
地
）
に
参
じ
、
混
合
し
て
間
な
く
、
万

さ
ま
ざ
ま
な
現
象

森
が

列
な
っ
て
い
て
も
、
〔
心
に
は
そ
れ
ら
が
〕
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
心
は
〕
単
に
こ
れ
（
天
地
）
に
参
じ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
天
地
が
正
し
い
位
置
を
占
め
る
の
も
、
こ
の
心
〔
の
作
用
に
〕
よ
る
の
で
あ
り
、
万
物
が
育
ま
れ
る
の
も
、

こ
の
心
〔
の
働
き
に
〕
よ
る
の
で
あ
る
。
（
仰
観
乎
天
、
清
明
穹
窿
、
日
月
之
運
行
、
陰
陽
之
変
化
、
其
広
矣
、
大
矣
。
俯
察
乎
地
、
広

博
持
載
、
山
川
之
融
結
、
草
木
之
繁
蕪
、
亦
広
矣
、
大
矣
。
而
此
心
直
与
之
参
、
混
合
無
間
、
万
森
列
而
莫
不
備
焉
。
非
直
与
之
参
也
。
天
地

之
所
以
位
、
由
此
心
也
。
万
物
之
所
以
育
、
由
此
心
也
）
」
と
答
え
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
界
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
認
識
で
き
る
こ

と
か
ら
、
心
を
広
大
と
し
、
更
に
心
は
単
に
雑
然
と
客
観
界
の
現
象
を
写
し
取
る
の
で
は
な
く
、
客
観
界
を
秩
序
立
て
て
認
識
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で
き
る
の
は
心
の
作
用
で
あ
り
、
主
体
の
側
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
宋
濂
は
い
う
。

六
経
は
皆
心
学
で
あ
る
。
心
中
に
具
わ
っ
て
な
い
理
は
な
い
。
だ
か
ら
心
に
含
ま
れ
な
い
六
経
の
言
は
な
い
。
六
経
は
吾

が
心
の
理
を
著
す
方
法
な
の
で
あ
る
。
（
六
経
皆
心
学
也
。
心
中
之
理
無
不
具
。
故
六
経
之
言
無
不
該
。
六
経
所
以
筆
吾
心
之
理
者

也
）
」
（
『
潜
渓
前
集
』
巻
六
「
六
経
論
」
）

す
な
わ
ち
、
主
体
は
経
書
と
先
験
的
に
一
致
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
心
さ
え
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
六
経
は
必
要
な

い
と
す
る
経
書
不
要
論
と
も
い
う
べ
き
見
解
も
導
き
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
（
22
）
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
世
間
で
は
、
聖
人
を
〔
他
〕
人
に
求
め
、
聖
人
の
道
を
経
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
〔
聖
人

ま
た
は
聖
人
の
道
か
ら
、
か
え
っ
て
〕
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
私
〔
自
身
が
〕
聖
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
私
の
言
葉
〔
自
体
〕

が
経
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
世
間
で
は
〕
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
〔
全
く
〕
考
え
て
は
い
な
い
。
（
世
求
聖
人
於
人
、
求
聖
人
之

道
於
経
、
斯
遠
已
。
我
可
聖
人
也
、
我
言
可
経
也
。
不
之
思
耳
。
）
」
（
『
潜
渓
前
集
』
巻
四
「
蘿
山
雑
言
」
）
と
い
う
、
道
を
自
己
に
求
め

ず
、
他
者
に
求
め
る
世
相
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
淳
熙
以
降
の
学
問
（
朱
子
学
）
を
否
定

し
、
理
一
分
殊
、
万
物
一
体
を
強
調
し
、
心
と
経
と
が
一
体
で
あ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
個
物
の
理
や
家
国
が
治
ま
る
と
主
張
し
た

陳
樵
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
（
23
）
。

五

　

宋
濂
が
、
心
は
所
与
の
対
象
を
写
し
取
り
、
そ
れ
を
秩
序
立
て
る
と
い
う
作
用
が
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

で
は
、
心
が
対
象
を
正
確
に
認
識
し
て
い
る
と
い
う
保
証
ま
た
は
基
準
は
、
ま
た
そ
れ
ら
を
正
確
に
秩
序
立
て
て
い
る
と
い
う
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保
証
ま
た
は
基
準
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

そ
れ
ら
の
保
証
の
基
準
と
な
る
の
は
、
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
と
、
結
局
経
書
で
あ
る
。
先
ほ
ど
見
て
き
た
よ
う
な
経
書
不

要
論
か
ら
一
見
大
き
く
後
退
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
宋
濂
の
真
意
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
彼
は
い
う
。

火
は
木
の
中
に
あ
る
が
、
擦
ら
な
け
れ
ば
火
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
〔
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
〕
万
善
は
人
の
性
に
具
わ
っ

て
い
る
が
、
学
ば
な
け
れ
ば
善
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
人
は
ど
う
し
て
学
ば
な
い
の
か
。
（
火
在
木
中
、
不
鑚
則
火
不
見
、

万
善
具
於
人
性
、
不
学
則
善
不
明
。
人
何
不
学
哉
）
（
『
潜
渓
後
集
』
巻
十
「
鑽
燧
説
」
）

　

こ
こ
で
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
が
経
書
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
経
書
は
「
群
言
は
必
ず
し
も
諸
経
〔
の

本
来
の
意
味
〕
を
明
ら
か
に
は
し
な
い
。
聖
経
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
数
万
年
の
遠
き
に
及
ん
で
も
変
え
て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
（
経
書
）
が
述
べ
て
い
な
い
こ
と
は
、
も
と
よ
り
無
理
に
精
通
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
（
群
言
不
定
質
諸
経
。
聖

経
言
之
、
雖
万
載
之
遠
不
可
易
也
。
其
所
不
言
者
、
固
不
強
而
通
也
。
）
」
（
『
潜
渓
前
集
』
巻
四
「
河
図
洛
書
説
」
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
普

遍
的
な
真
理
が
過
不
足
無
く
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
先
の
引
用
文
に
あ
る
「
群
言
」
と
は
、
経
書
の
注
釈
の
こ
と
を
指

す
が
、
で
は
、
本
来
不
要
で
あ
る
は
ず
の
注
釈
書
が
繰
り
返
し
著
さ
れ
続
け
る
理
由
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、
経
書
を
読
む
際
、
一
般
的
に
は
、
読
者
は
予
め
読
者
自
身
の
時
代
的
環
境
、
或
い
は
読
者
自
身
の
考
え
を
経
書

に
帰
属
さ
せ
て
読
ん
で
い
く
。
し
か
し
、
経
書
を
読
み
進
め
て
い
く
に
当
た
っ
て
、
読
者
自
身
の
持
つ
概
念
に
ぴ
っ
た
り
と
合

わ
な
い
箇
所
や
、
も
は
や
全
く
理
解
し
よ
う
の
な
い
箇
所
、
ま
た
は
読
者
が
読
み
進
め
て
い
く
に
当
た
っ
て
理
解
し
た
概
念
と

は
全
く
異
な
る
概
念
と
し
か
見
受
け
ら
れ
ず
、
矛
盾
と
し
か
捉
え
よ
う
が
な
い
よ
う
な
箇
所
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
い
う
場
合
、
読
者
は
い
か
に
し
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
対
応
方
法
は
、
次
の
三
つ
で
あ

る
。
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一
つ
目
は
、
そ
の
箇
所
を
理
解
不
能
な
も
の
と
し
て
衍
字
、
衍
文
と
見
な
し
、
削
除
し
て
し
ま
う
方
法
。

　

二
つ
目
は
、
そ
の
箇
所
を
、
恐
ら
く
そ
の
時
代
の
歴
史
に
制
約
さ
れ
た
言
い
回
し
と
し
て
側
ら
に
寄
せ
、
そ
う
し
て
経
書
全

体
を
ど
う
に
か
整
合
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
方
法
。

　

三
つ
目
は
、
読
者
が
、
そ
の
箇
所
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
、
た
だ
単
純
に
信
ず
る
方
法
。

　

先
の
三
つ
の
経
書
解
釈
の
立
場
の
う
ち
、
大
半
の
経
書
解
釈
者
は
、
二
つ
目
の
方
法
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
宋
濂
は

そ
う
い
う
立
場
を
批
判
す
る
。
ま
た
、
陳
樵
は
淳
熙
以
降
の
注
釈
を
批
判
し
た
が
、
宋
濂
は
更
に
踏
み
込
み
、
経
の
注
釈
が
増

え
る
の
は
、
唐
の
孔
穎
達
（
五
七
四
～
六
四
八
）
に
起
源
が
あ
る
と
し
、
注
釈
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
経
義
か
ら
離
れ
て
い

く
と
批
判
す
る
（
24
）
。
一
つ
目
の
立
場
は
、
宋
濂
に
於
い
て
経
書
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
は
じ
め
か
ら
論
外
で

あ
る
た
め
、
理
解
で
き
よ
う
と
理
解
で
き
ま
い
と
、
経
書
と
向
き
合
い
、
ひ
た
す
ら
信
じ
る
と
い
う
三
つ
目
の
立
場
と
な
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
経
書
は
読
む
と
い
う
行
為
の
対
象
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
経
書
の
真
意
と
読
書
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

自
己
の
見
解
と
が
合
致
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
如
何
に
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
に
そ
の
保
証
ま
た
は

基
準
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
来
、
心
と
経
と
は
相
即
し
て
い
る
と
強
調
し
た
と
こ
ろ
で
、
現
実
は
必
ず
し
も
そ
う
は
い
く
ま

い
。
宋
濂
自
身
、
「
わ
た
し
は
、
当
時
、
学
ん
で
も
未
だ
道
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
頗
る
心
を
平
〔
安
〕
に
す
る
こ

と
が
で
き
ず
に
い
た
。
（
予
時
学
未
聞
道
、
心
頗
不
能
平
。
）
」
（
『
潜
渓
前
集
』
巻
六
「
陳
子
章
哀
辞
」
）
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に

六
経
と
い
う
真
理
・
理
想
と
合
致
し
て
生
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
自
己
の
現
実
体
と
し
て
の
あ
り
方
に
対
す
る
不

安
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
主
体
と
経
書
と
の
合
致
は
、
結
局
主
体
側
、
換
言
す
れ
ば
、
心
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
真
っ
先
に
解
決
す
べ
き
問
題
は
主
体
で
あ
り
、
「
心
」
そ
の
も
の
の
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
だ
か
ら
宋
濂
は
「
学
〔
問
が
〕
、
心
を
論
じ
な
く
な
っ
て
長
い
時
間
が
経
つ
。
（
学
不
論
心
久
矣
）
」
（
『
龍
門
子
凝
道
記
』
巻
下
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「
段
千
微
」
）
と
い
う
の
で
あ
る
（
25
）
。
こ
こ
に
い
う
「
学
」
と
は
、
儒
教
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
心
に
つ
い
て
最
も
詳

細
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
宋
濂
自
身
、
「
吾
が
仏
の
学
は
、
心
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。
（
吾
仏
之
学
、
明
心
而
已
矣
。
）
」

（
『
鑾
坡
前
集
』
巻
八
「
送
季
芳
聯
上
人
東
還
四
明
序
」
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
こ
で
漸
く
拙
論
の

主
題
と
な
る
宋
濂
の
仏
教
観
へ
と
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

六

　

宋
濂
の
仏
教
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
26
）
。
こ
こ
で
は
、
宗
泐
（
一
三
一
八
〜
一
三
九
一
）
ら
に

よ
る
『
般
若
心
経
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
御
製
般
若
心
経
註
解
』
と
、
至
正
元
年
（
一
三
四
一
）
宋
濂
三
十
二
歳
の
時
に
書

か
れ
た
注
釈
書
『
般
若
心
経
文
句
』
と
を
比
較
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
『
御
製
般
若
心
経
註
解
』
は
、
洪
武
十
年

（
一
三
七
七
）
、
太
祖
の
命
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
宋
濂
も
こ
れ
に
関
わ
っ
て
い
た
が
、
『
注
解
』
と
『
文
句
』
に
は

微
妙
に
異
な
る
点
が
あ
る
。
次
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

先
ず
は
じ
め
に
、
『
御
製
般
若
心
経
註
解
』
に
対
す
る
太
祖
の
序
文
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

仏
の
教
え
は
、
実
で
あ
っ
て
虚
で
は
な
い
。
愚
迷
の
虚
を
取
り
除
き
、
本
性
の
実
を
立
て
よ
う
と
思
い
、
身
を
挺
し
て

苦
行
し
、
そ
の
教
え
（
儒
教
）
か
ら
外
れ
そ
の
名
を
異
に
し
て
は
い
る
が
、
有衆

情生

を
苦
し
み
か
ら
救
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

昔
、
仏
の
在
世
当
時
、
〔
仏
の
そ
ば
〕
に
仕
え
〔
教
え
を
〕
聞
い
て
い
た
者
〔
た
ち
〕
は
皆
、
聡
明
の
士
で
あ
っ
た
。
〔
仏

が
〕
説
い
た
も
の
は
、
三
綱
五
常
の
性
理
で
あ
っ
た
。
〔
教
え
を
〕
聞
い
た
後
に
は
、
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
福
を
得
た
の
で

あ
る
。
…
『
心
経
』
は
常
に
空
を
い
っ
て
も
実
を
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
〔
『
心
経
』
に
〕
い
う
と
こ
ろ
の
空
は
、
相
が
空

宋濂思想に於ける仏教の位置

137



と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
空
を
除
く
と
、
残
っ
た
も
の
は
本
性
で
あ
る
。
（
仏
之
教
、
実
而
不
虚
。
正
欲
去
愚
迷
之
虚
、
立
本
性

之
実
、
特
挺
身
苦
行
、
外
其
教
而
異
其
名
、
脱
苦
有
情
。
昔
、
仏
在
時
、
侍
従
聴
従
者
皆
聡
明
之
士
。
演
説
者
、
乃
三
綱
五
常
之
性
理
也
。

既
聞
之
後
、
人
各
獲
福
。
…
如
『
心
経
』
毎
言
空
不
言
実
、
所
言
之
空
、
乃
相
空
耳
。
除
空
之
外
、
所
存
者
本
性
也
。
）
（
『
高
皇
帝
御
製

文
集
（
27
）
』
巻
一
五
「
心
経
序
」
）

　

太
祖
に
よ
れ
ば
、
仏
教
は
、
儒
教
と
は
異
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
本
来
教
え
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。
仏
教
の
本
旨
は
、
心

を
空
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
心
に
具
わ
る
三
綱
五
常
の
理
を
具
現
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
る
。

　

で
は
、
宋
濂
は
ど
う
か
。
彼
は
、

〔
『
心
経
』
が
〕
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
五
蘊
に
よ
っ
て
そ
れ
（
心
）
を
明
ら
か
に
し
て
、
す
べ
て
の
大
要
と
す
る
〔
こ
と

で
あ
る
〕
。
（
所
説
顕
之
以
五
蘊
、
以
総
其
綱
。
）
（
『
潜
渓
後
集
』
巻
九
「
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
文
句
引
」
）

と
述
べ
る
よ
う
に
、
専
ら
心
の
分
析
に
徹
す
る
。

　

以
下
、
宗
泐
と
宋
濂
両
者
の
『
心
経
注
（
28
）
』
の
「
心
」
と
「
五
蘊
」
に
対
す
る
両
者
の
解
説
を
掻
い
摘
ん
で
見
て
い
く
こ

と
に
す
る
。

　

ま
ず
宗
泐
の
注
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
は
、
『
心
経
』
の
経
題
の
注
釈
の
な
か
で
、
心
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
心
は
、
般
若
の
心
で
あ
る
。
こ
の
般
若
の
心
は
、
人
々
〔
の
内
面
〕
に
も
と
も
と
具
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
経
を
説
い
た
の
は
、

衆
生
に
妄
心
を
除
か
せ
本
性
を
発
現
さ
せ
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
（
心
者
、
般
若
心
也
。
此
般
若
心
、
人
人
本
具
。
説
此
経
者
、
欲
令

衆
生
断
除
妄
心
、
顕
発
本
性
故
也
）
」
。
ま
た
、
五
蘊
に
つ
い
て
は
、
「
五
蘊
皆
な
空
な
る
を
照
見
し
て
一
切
の
苦
厄
を
度
す
」
と
い

う
句
に
対
す
る
注
釈
の
中
で
、

菩
薩
は
五
蘊
が
空
寂
で
あ
る
こ
と
を
照
見
し
て
、
生
死
の
苦
し
み
か
ら
離
れ
る
。
復
た
迷
い
〔
の
世
界
〕
に
あ
る
衆
生
が
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顛
倒
妄
想
し
て
、
理
に
外
れ
常
〔
道
〕
を
乱
し
、
十
悪
五
逆
〔
を
犯
す
こ
と
〕
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
受
け
る
の

を
哀
れ
ん
だ
た
め
、
こ
の
般
若
法
門
を
説
き
、
衆
生
に
修
習
し
て
、
解
脱
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
…
五
蘊
が
空
で
な
か
っ
た

ら
、
性
が
蔽
わ
れ
て
し
ま
い
、
虚
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
虚
と
な
ら
な
い
が
た
め
に
霊
明
で
は
な
く
な
る
。
五
蘊

は
も
と
も
と
性
が
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
五
蘊
が
す
で
に
空
で
あ
れ
ば
、
本
性
は
自
然
に
虚
霊
と
な
る
。
塵
垢
を
取

り
除
け
ば
鏡
は
明
ら
か
に
、
泥
沙
を
取
り
除
け
ば
水
は
清
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
一
切
の
苦
厄
か
ら
救
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
（
菩
薩
由
照
五
蘊
空
寂
、
離
生
死
苦
。
復
閔
在
迷
衆
生
、
顛
倒
妄
想
、
悖
理
乱
常
、
十
悪
五
逆
到
受
衆
苦
。
故
説
此
般
若
法
門
、
令

其
修
習
、
皆
得
解
脱
也
。
…
五
蘊
不
空
、
性
有
障
蔽
、
不
能
虚
。
不
虚
故
不
霊
。
五
蘊
者
非
本
性
所
有
。
五
蘊
既
空
、
則
本
性
自
然
虚
霊
。

如
塵
垢
去
而
鏡
明
、
如
泥
沙
去
而
水
清
、
度
一
切
苦
厄
。
）
」

と
解
説
す
る
。
す
な
わ
ち
菩
薩
が
救
わ
れ
て
い
る
の
は
、
空
を
悟
り
、
内
面
の
倫
理
的
規
範
で
あ
る
性
に
従
っ
て
生
き
て
い
る

か
ら
で
あ
り
、
逆
に
衆
生
が
救
わ
れ
な
い
の
は
、
空
を
覚
ら
な
い
が
為
に
、
内
面
に
実
在
す
る
性
に
従
わ
ず
に
生
き
て
い
る
か

ら
で
あ
る
と
す
る
。
因
み
に
、
朱
熹
は
心
を
性
・
情
・
才
・
知
の
四
つ
に
、
と
り
わ
け
性
・
情
の
二
つ
に
分
け
た 

―
― 

こ
の
場

合
、
知
覚
作
用
は
情
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る 
―
― 

。
ま
た
、
情
を
通
し
て
し
か
発
現
し
な
い
性
（
理
）
を
、
格
物
致
知
に

よ
り
主
体
の
外
の
理
と
の
一
致
に
よ
っ
て
、
正
常
に
発
現
さ
せ
る
こ
と
を
工
夫
と
し
て
い
た
。
宗
泐
の
先
に
引
用
し
た
心
の
解

説
で
は
、
心
は
「
般
若
の
心
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
朱
子
学
で
い
う
性
と
ほ
ぼ
同
義
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
五
蘊
と
（
般

若
の
）
心
は
相
即
す
る
も
の
で
、
五
蘊
を
空
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
が
正
常
に
発
現
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
あ
た
か
も
朱

子
学
で
唱
え
る
心
の
構
造
に
非
常
に
近
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
空
と
不
空
と
の
対
比
が
、
心
の
実
現
、
そ
れ
に
基
づ
く

実
践
と
、
心
の
未
実
現
、
不
実
践
と
の
対
比
で
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
太
祖
の
序
文
の
内
容
を
『
心
経
』
の
文
句
に
即
し
て
具
体

的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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そ
れ
に
対
し
て
宋
濂
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
彼
は
『
心
経
』
で
説
か
れ
て
い
る
心
の
特
徴
を
五
つ
の
種
類
に
分
け
て
解
説
す
る
。

心
は
世
間
と
出
世
間
〔
と
を
問
わ
ず
〕
、
す
べ
て
の
存
在
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
五
つ
に
分
か
れ
る
。
一
、
『
肉
団
心
』
。

〔
芭
〕
蕉
の
蕾
の
よ
う
な
も
の
で
、
色
身
中
に
生
じ
無
情
の
ま
ま
に
働
く
〔
心
〕
。
二
、
『
縁
慮
心
』
。
野
焼
き
の
よ
う
な
も

の
で
、
〔
草
が
〕
生
え
た
り
枯
れ
た
り
す
る
よ
う
に
妄
想
の
う
ご
め
く
ま
ま
に
働
く
〔
心
〕
。
三
、
『
集
起
心
』
。
草
の
よ
う

な
も
の
で
、
〔
諸
縁
の
〕
種
子
が
識
田
に
ま
か
れ
〔
て
生
え
て
く
〕
る
よ
う
に
習
気
に
よ
っ
て
〔
あ
ら
ゆ
る
現
象
〕
が
起

こ
る
〔
心
〕
。
四
、
『
賴
耶
心
』
。
良
田
の
よ
う
な
も
の
で
、
種
の
善
し
悪
し
に
関
係
な
く
育
つ
よ
う
に
無
明
の
ま
ま
〔
で

も
〕
働
く
〔
心
〕
。
五
、
「
真
如
心
」
。
虚
空
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
、
法
界
を
広
げ
寂
照
に
よ
っ
て
働
く
〔
心
〕
。
（
心
者

世
間
及
出
世
間
、
万
法
総
相
。
其
別
有
五
。
一
『
肉
団
心
』
。
状
如
蕉
蕾
、
生
色
身
中
係
無
情
摂
。
二
『
縁
慮
心
』
。
状
如
野
焼
、
忽
生

忽
滅
係
妄
想
摂
。
参
『
集
起
心
』
状
如
草
子
、
埋
伏
識
田
係
習
気
摂
。
四
『
賴
耶
心
』
。
状
如
良
田
、
細
種
無
厭
係
無
明
摂
。
五
「
真
如

心
」
。
状
同
虚
空
廓
彼
法
界
係
寂
照
摂
）
。

　

ま
た
、
五
蘊
に
つ
い
て
は
、

蘊
は
包
含
の
意
味
で
あ
る
。
五
蘊
は
、
色
・
受
・
想
・
行
・
識
で
あ
る
。
色
蘊
は
、
四
大
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
〔
す
べ

て
で
あ
る
〕
。
受
蘊
は
苦
と
か
楽
と
か
、
苦
で
な
い
も
の
と
か
楽
で
な
い
も
の
と
か
を
領
納
す
る
こ
と
で
あ
る
。
想
蘊
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
対
象
に
執
着
し
常
に
動
き
止
ま
る
こ
と
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
行
蘊
は
諸
心
が
〔
何
か
に
〕
の
っ
と
る
こ
と

で
あ
り
、
多
く
は
対
象
を
貪
っ
て
止
ま
る
こ
と
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
識
蘊
は
、
対
象
に
盛
ん
に
了
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。

五
蘊
の
中
、
識
〔
蘊
〕
は
分
別
す
る
〔
作
用
〕
で
あ
る
こ
と
か
ら
〔
五
蘊
の
う
ち
〕
最
も
重
要
で
あ
る
。
（
蘊
以
包
含
為
義
。

五
蘊
者
、
色
・
受
・
想
・
行
・
識
也
。
色
蘊
、
四
大
所
成
。
受
蘊
、
領
納
苦
楽
、
又
不
苦
不
楽
。
想
蘊
、
取
種
種
境
、
奔
馳
不
息
。
行

蘊
諸
心
所
法
、
多
貪
境
不
止
。
識
蘊
、
於
所
縁
境
、
熾
然
了
別
。
五
蘊
之
中
、
識
以
分
別
居
先
。
）
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と
解
説
し
、
た
だ
菩
薩
だ
け
が
、
五
蘊
と
自
性
が
空
で
あ
る
こ
と
を
達
見
す
る
で
き
、
す
べ
て
の
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
た
と
す

る
。
た
だ
、
五
蘊
の
う
ち
、
「
識
」
を
最
も
重
要
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
を
要
す
る
。

　

宗
泐
、
及
び
宋
濂
の
間
に
は
、
「
五
蘊
」
を
対
象
的
な
世
界
を
構
成
す
る
認
識
装
置
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
た
。
し
か

し
、
宗
泐
は
客
観
界
と
の
接
触
の
中
で
、
経
験
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
我
（
主
体
）
を
、
心
の
働
き
の
分
析
を
通
し
て
、

我
の
解
体
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
そ
の
目
指
す
べ
き
我
は
あ
く
ま
で
も
個
人
的
な
我
（
般
若
の
心
）
で
あ
り
、
我
の
解
体
の
後

に
は
、
超
主
観
的
な
我
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
超
主
観
的
な
我
た
る
般
若
の
心
に
添
う
こ
と
を
実
践
と
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
却
っ
て
主
体
と
対
象
と
の
関
係
を
際
立
た
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
、
宋
濂
は
、

我
と
対
象
と
の
両
者
を
完
全
に
実
体
視
す
る
こ
と
な
く
、
主
体
と
対
象
と
の
関
係
性
を
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
、
先
に
述
べ
た
宋
濂
の
経
書
観
、
す
な
わ
ち
主
体
は
先
験
的
に
経
書
と
一
致
す
る
と
す
る
主
張
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な

り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
宋
濂
の
仏
教
観
と
は
、
詰
ま
る
所
、
儒
に
あ
っ
て
は
儒
を
語
り
、
仏
に
あ
っ
て
は

仏
を
語
る
と
い
う
よ
う
な
、
場
当
た
り
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
宋
濂
に
と
っ

て
、
儒
教
と
仏
教
と
は
ど
の
よ
う
に
共
存
し
う
る
教
え
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
れ
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

七

　

宋
濂
が
学
の
中
心
と
し
た
の
は
、
忠
と
孝
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
次
に
、
あ
る
天
台
の
僧
、
無
聞
（
生
没
年
未
詳
）

に
父
母
の
恩
愛
に
報
い
る
た
め
の
方
法
を
示
し
た
宋
濂
の
文
を
手
掛
り
に
、
宋
濂
の
儒
仏
一
致
の
論
理
を
見
て
い
く
こ
と
に
し

よ
う
。
宋
濂
は
、
そ
の
僧
の
質
問
に
答
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
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そ
も
そ
も
愛
と
は
生
死
輪
廻
の
原
因
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
衆
生
は
情
に
よ
っ
て
恩
〔
を
感
じ
る
心
〕
が
生
じ
、
恩
に
よ
っ

て
愛
が
生
じ
、
愛
に
よ
っ
て
執
〔
着
心
〕
が
生
じ
、
執
〔
着
心
〕
に
よ
っ
て
恋
〔
う
心
〕
が
生
じ
る
。
恋
〔
う
心
〕
を
捨

て
ら
れ
な
い
か
ら
、
つ
い
に
〔
そ
れ
が
〕
妄
縁
と
な
り
、
輾
転
出
没
し
、
止
ま
る
こ
と
が
な
い
の
だ
。
あ
な
た
は
恩
に
報

い
よ
う
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
入

悟

道
る
し
か
な
い
。
入

悟

道
り
た
い
と
思
う
の
な
ら
、
ま
ず
割
愛
す
る
し
か
な
い
。
愛

と
情
と
が
尽
き
た
後
に
、
性
源
は
自
然
と
澄
む
の
で
あ
る
。
う
ま
く
こ
う
す
る
こ
と
を
、
大
報
恩
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。

（
夫
愛
者
生
死
之
根
、
輪
廻
之
本
。
何
以
故
。
衆
生
由
情
生
恩
、
由
恩
生
愛
、
由
愛
生
執
、
由
執
生
恋
。
由
恋
不
捨
、
遂
為
妄
縁
、
輾
転

出
没
、
無
有
休
息
。
沙
門
、
汝
欲
報
恩
、
莫
先
入
道
。
汝
欲
入
道
、
莫
先
割
愛
。
愛
尽
情
尽
、
性
源
自
澄
。
能
如
是
者
、
名
大
報
恩
。
）

（
『
芝
園
前
集
』
巻
一
「
報
恩
説
」
）

　

こ
こ
で
宋
濂
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
宗
泐
の
よ
う
に
、
恩
に
報
い
る
と
い
う
心
、
す
な
わ
ち
性
の
所
在
地
で
は
な
く
、
恩

に
報
い
る
心
が
生
じ
る
過
程
で
あ
る
。
報
恩
は
、
徳
目
で
あ
る
以
上
、
行
動
に
表
れ
た
際
、
そ
の
心
の
純
粋
性
を
判
断
し
難
い
。

心
が
報
恩
と
い
う
行
動
に
結
実
す
る
際
、
他
の
意
識
が
介
在
し
た
と
し
て
も
、
結
果
が
徳
目
と
合
致
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
動
機

そ
の
も
の
の
反
省
を
怠
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
宋
濂
は
報
恩
と
い
う
心
を
対
象
化
す
る
の
で
は
な
く
、
報

恩
の
心
が
生
じ
る
過
程
を
非
措
定
的
、
非
定
立
的
、
す
な
わ
ち
空
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
れ
が
、
宋
濂
の
考
え
る
仏
教
の

入
道
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
報
恩
と
割
愛
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
概
念
が
一
致
す
る
論
理
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
儒
仏
一
致
の
論

拠
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

経
書
が
、
読
書
と
い
う
行
為
の
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
意
味
・
内
容
は
心
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
、
ま
た
経
書
と
主
体
と
の
合
致
は
、
心
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
。

こ
こ
に
経
書
を
経
書
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
可
能
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
経
書
を
対
象
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と
し
て
主
体
と
合
致
さ
せ
る
と
い
う
発
想
を
転
換
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
経
書
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
字
句
、
ま

た
は
意
味
や
命
題
が
主
体
と
合
致
し
て
い
る
か
否
か
は
、
主
体
が
何
ら
か
の
行
動
、
何
ら
か
の
現
象
を
認
識
し
た
後
に
判
断
す

る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
当
然
、
六
経
の
内
容
は
予
め
知
識
と
し
て
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
行
為
や
認
識
の
後
に
、

合
致
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
宋
濂
の
著
作
の
中
に
、
六
経
を
重
視
す
る
発

言
や
、
ま
た
不
要
と
す
る
発
言
が
混
在
し
た
り
、
ま
た
五
蘊
の
う
ち
「
識
」
、
い
わ
ば
判
断
を
最
も
重
要
と
し
た
理
由
が
あ
る
。

行
為
や
認
識
の
結
果
が
、
非
措
定
的
・
非
定
立
的
、
換
言
す
れ
ば
、
心
が
空
の
状
態
の
も
の
で
あ
っ
た
上
で
、
経
書
の
意
味
・

内
容
と
一
致
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
主
体
に
よ
る
作
為
的
な
経
書
解
釈
が
な
い
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
心
を
空
に
す

る
と
は
主
体
が
経
書
と
一
致
す
る
た
め
の
条
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宋
濂
に
と
っ
て
、
仏
教
は
経
書
と
主
体
と
の
一

致
、
ま
た
は
経
書
の
意
味
・
内
容
の
実
現
の
た
め
の
論
理
を
提
供
す
る
、
い
わ
ば
儒
教
の
補
完
的
役
割
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

宋
濂
は
よ
れ
ば
、
「
東中

魯国

の
学
者
」
は
、
「
存
心
養
性
」
を
説
き
、
「
西イ

ン

ド竺
の
学
者
」
は
、
「
明
心
見
性
」
を
説
き
、
共
に
心
に

深
い
関
心
を
払
う
。
し
か
し
、
そ
の
実
体
に
つ
い
て
追
求
す
る
と
異
な
る
点
も
あ
り
、
た
だ
「
世
間
の
理
」
が
心
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
一
致
す
る
（
『
翰
苑
続
集
』
巻
九
「
夾
註
輔
教
編
序
」
）
と
し
た
。
彼
に
と
っ
て
経
書
は
絶
対
的
な
存
在

で
あ
り
、
世
間
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
意
味
構
成
、
命
題
形
成
の
基
準
で
あ
っ
た
。
経
書
か
ら
受
け
取
ら
れ
た
意
味
や
命
題
、
す

な
わ
ち
理
は
世
間
で
実
現
さ
れ
て
は
じ
め
て
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

沙
門
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
界
に
は
限
り
が
無
く
、
空
を
本
性
と
し
、
性
中
は
空
を
本
と
し
て
い
る
が
、

中
実
は
空
で
は
な
い
の
だ
。
（
沙
門
当
知
。
法
界
無
辺
、
空
為
本
性
、
性
中
本
空
、
中
実
非
空
。
）
（
『
潜
渓
後
集
』
巻
三
「
観
音
大
士

観
瀑
像
賛
」
）
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と
述
べ
る
よ
う
に
、
心
を
空
と
し
な
が
ら
も
、
中
実
が
空
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
語

　

最
後
に
宋
濂
に
関
す
る
二
つ
の
逸
話
を
紹
介
し
て
、
拙
論
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
し
た
い
。

宋
景
濂
先
生
は
仏
寺
に
寄
っ
た
際
、
方
孝
孺
も
従
っ
て
い
た
。
先
生
は
仏
〔
像
〕
を
見
て
参
拝
し
た
が
、
孝
孺
は
し
な

か
っ
た
。
或
る
ひ
と
が
、
〔
な
ぜ
宋
濂
は
参
拝
し
、
方
考
孺
は
参
拝
し
な
か
っ
た
の
か
を
〕
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
先
生
は

「
後

彼

生
は
ま
だ
老

私

夫
の
田境

　
地地

に
至
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
」
と
答
え
た
。
（
宋
景
濂
先
生
過
仏
寺
、
方
孝
孺
実
従
。
先
生
見
仏
参
拝
、

孝
孺
不
為
礼
。
或
以
為
請
、
先
生
曰
「
後
生
未
到
老
夫
田
地
故
耳
」
。
）
（
『
水
東
日
記
（
29
）
』
卷
八
「
方
希
直
不
拝
仏
」
）

　

宋
濂
は
、
儒
仏
道
三
教
一
致
を
主
張
し
な
が
ら
、
弟
子
で
あ
る
方
孝
孺
（
一
三
五
七
～
一
四
○
二
）
に
は
儒
教
の
み
し
か
伝
え

な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
宋
濂
自
身
が
基
本
的
に
儒
教
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
し
、
仏
教
は
、
い
わ
ば
儒
教
の
補
完
的
役

割
を
果
た
す
ぐ
ら
い
に
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
宋
濂
に
於
け
る
仏
教
の
教
理
と
は
、
他
の
意
識
を
介
在
す

る
こ
と
な
く
、
経
書
の
意
味
・
内
容
を
実
現
す
る
た
め
の
論
理
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
経
書
の
意
味
・

内
容
が
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
敢
え
て
必
要
な
も
の
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
の
引
用
文
は
、
仏
教
者
と
し
て
の
宋
濂
を
如
実
に
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

昔
、
洪
武
中
、
宋
学
士
濂
は
孫
の
慎
の
た
め
に
、
罪
を
得
て
茂
州
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
途
中
、
某
寺
で
休
憩
し
、

あ
る
高
僧
と
語
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
〔
宋
〕
濂
は
い
っ
た
、
「
私
は
、
内
典
に
、
善
〔
行
〕
に
は
必
ず
善
い
報
い
が
、
悪

〔
行
〕
に
は
必
ず
悪
い
報
い
が
来
る
と
あ
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
普
段
か
ら
自
分
の
行
為
に
恥
じ
た
こ
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と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
の
に
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
。
僧
は
い
っ
た
。
「
先あ

な

た生
は
嘗
て
勝元

国朝

で
官
に
就
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
」
。
〔
宋
濂
〕
「
翰
林
国
子
編
修
で
し
た
」
。
僧
は
黙
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
宋
濂
は
そ

の
夜
、
と
う
と
う
自
ら
首
を
く
く
っ
た
。
（
昔
洪
武
中
、
宋
学
士
濂
、
以
孫
慎
故
、
獲
罪
安
置
茂
州
。
行
抵
夔
憩
某
寺
与
一
高
僧
共

語
。
濂
曰
「
吾
聞
、
内
典
善
悪
必
以
類
報
。
吾
平
生
所
為
、
自
以
為
無
愧
。
何
至
是
哉
」
。
僧
曰
「
先
生
於
勝
国
曽
為
官
乎
」
。
対
曰
「
翰

林
国
子
編
修
」
。
僧
、
黙
然
。
濂
、
是
夜
遂
自
縊
。
）
（
『
江
城
名
蹟
（
30
）
』
巻
二
「
攷
古
二　

犀
斎
」
）

　

こ
の
逸
話
は
、
貳
臣
で
あ
っ
た
宋
濂
に
果
報
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
、
元
か
ら
明
へ
と
王
朝
交
代
が
あ
っ
た
中
で
、
誠
実
に
生
き
た
彼
が
（
31
）
、
身
の
不
幸
を
嘆
く
の
は
、
仏
教
者 

―
― 

特
に

禅
を
信
奉
し
た
者 

―
― 

と
し
て
の
不
徹
底
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
こ
の
二
つ
の
逸
話
が
真
実
で
あ
る
か

否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
宋
濂
の
仏
教
に
対
す
る
態
度
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

儒
仏
道
三
教
一
致
や
、
心
学
を
主
張
し
た
こ
と
か
ら
、
宋
濂
を
明
代
新
思
想
の
先
駆
者 

―
― 

時
代
精
神
を
先
取
り
し
た
思
想

家
と
い
う
意
味
で 

―
― 

と
す
る
こ
と
を
否
め
は
し
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
あ
く
ま
で
も
儒
教
（
経
書
）
原
理
主
義
者
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

注
（
１
） 

四
部
叢
刊
初
編
所
収
本
、
使
用
。

（
２
） 

「
読
書
博
覧
強
記
、
自
礼
楽
、
兵
刑
、
陰
陽
、
律
暦
、
田
乗
、
地
志
、
字
学
、
族
譜
及
老
・
仏
家
書
、
莫
不
通
貫
。
」
（
『
潜
渓
前

集
』
巻
十
「
故
翰
林
待
制
承
務
郎
兼
国
史
院
編
修
官
柳
先
生
行
状
」
）
と
あ
る
。

（
３
） 

「
海
内
之
士
、
与
浮
屠
老
子
之
流
、
以
文
為
請
者
日
集
於
庭
、
力
麾
之
而
不
去
。
」
（
『
潜
渓
後
集
』
巻
十
「
故
翰
林
侍
講
学
士
中
奉
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大
夫
知
制
誥
同
修
国
史
同
知
経
筵
事
金
華
黄
先
生
行
状
」
）
と
あ
る
。

（
４
） 

荒
木
見
悟
「
思
想
家
と
し
て
の
宋
濂
」
（
『
明
代
思
想
研
究
』
所
収
、
創
文
社
、
一
九
七
八
年
）
参
照
。

（
５
） 

拙
稿
「
明
初
の
護
法
論
」
（
「
中
国
哲
学
論
集
」
三
○
、
二
○
○
四
年
）
参
照
。

（
６
） 

三
浦
秀
一
「
元
末
の
宋
濂
と
儒
道
仏
三
教
思
想
」
（
「
東
洋
古
典
学
研
究
」
第
六
集
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。

（
７
） 
野
口
善
敬
『
元
代
禅
宗
史
研
究
』
（
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
九
頁
）
参
照
。

（
８
） 

三
浦
秀
一
『
中
国
心
学
の
稜
線　

元
朝
の
知
識
人
と
儒
道
仏
三
教
』
（
研
文
出
版
社
、
二
○
○
三
年
、
三
四
八
頁
）
参
照
。

（
９
） 

『
宋
濂
全
集
』
（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
所
収
本
使
用
。
以
下
、
宋
濂
の
著
作
は
、
特
に
こ
と
わ
っ
て
い
な
い
限
り
、

『
宋
濂
全
集
』
所
収
本
を
使
用
す
る
。

（
10
） 

「
間
嘗
熟
読
其
書
、
又
浮
屠
合
言
。
…
中
国
之
与
西
竺
相
去
一
二
万
里
、
而
其
説
若
合
符
節
何
。
豈
其
得
於
心
者
亦
有
同
然
。
近

世
大
儒
、
華
梵
訳
師
、
皆
窃
荘
・
列
之
精
微
、
以
文
西
域
之
卑
陋
、
恐
未
為
至
論
。
」
（
『
潜
渓
後
集
』
巻
一
「
諸
子
弁
」
）

（
11
） 

『
史
記
』
列
伝
卷
六
十
三
「
老
子
」
。

（
12
） 

史
的
事
実
は
一
ま
ず
置
き
、
宋
濂
は
「
仏
法
之
入
中
夏
、
始
於
漢
明
帝
永
平
八
年
。
此
説
殆
非
也
。
中
夏
知
有
仏
、
蓋
已
久
矣
。

周
穆
王
時
、
西
域
有
化
人
来
、
能
出
入
水
火
、
王
為
築
中
天
之
台
。
列
禦
寇
之
書
所
載
、
西
方
有
大
聖
人
、
不
治
而
不
乱
、
不
言
而

自
信
、
不
化
而
自
行
。
雖
不
明
言
其
為
仏
、
其
事
固
皆
仏
也
。
」
（
『
芝
園
続
集
』
巻
九
「
重
建
龍
徳
大
雄
殿
碑
」
）
と
述
べ
る
。

（
13
） 

『
易
』
『
書
』
『
春
秋
』
用
其
全
、
『
詩
』
与
『
礼
』
、
択
其
純
而
去
其
偽
。
未
有
不
合
乎
道
而
不
可
行
於
世
者
也
。
故
『
易
』
『
書
』

『
詩
』
『
春
秋
』
『
礼
』
皆
曰
「
経
」
。
五
経
之
外
、
『
論
語
』
為
聖
人
之
言
、
『
孟
子
』
以
大
賢
明
聖
人
之
道
、
謂
之
経
亦
宜
。
其
它
諸

子
所
著
、
正
不
勝
譎
、
醇
不
迨
生
疵
、
烏
足
以
為
経
哉
。

（
14
） 

元
統
九
年
（
一
三
四
九
）
、
宋
濂
四
十
歳
の
時
の
書
。

（
15
） 

「
或
謂
龍
門
子
曰
『
古
帝
王
之
道
、
至
周
末
而
一
之
。
…
自
孟
子
没
後
千
有
余
年
、
仏
・
老
之
言
遂
充
塞
宇
宙
。
此
無
他
、
聖
賢

不
世
出
故
也
。
如
之
何
』
。
龍
門
子
曰
『
子
何
問
之
卑
也
。
聖
賢
固
不
出
世
、
其
書
還
存
乎
否
。
究
其
書
、
明
其
道
、
雖
百
仏
・
老

能
惑
也
』
」
と
あ
る
。
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（
16
） 

「
儒
与
浮
屠
其
言
固
有
同
者
」
と
あ
る
。

（
17
） 

朱
熹
の
鬼
神
論
に
つ
い
て
は
、
柴
田
篤
「
陰
陽
の
霊
と
し
て
の
鬼
神 

―
― 

朱
子
鬼
神
魂
魄
論
へ
の
序
章 

―
― 

」
（
「
哲
学
年
報
」
第

五
十
輯
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。
元
代
は
、
宋
代
か
ら
の
祀
廟
政
策
を
引
き
継
い
で
お
り
、
当
然
五
祀
が
廃
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
国
家
及
び
地
方
で
は
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
池
内
功
「
元
朝
の
群
県
祭
祀
に
つ
い
て
」
（
野
口
鉄
郎
編
『
中
国
史
に
お
け
る
教

と
国
家
』
所
収
、
雄
山
閣
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
18
） 

宋
濂
は
（
鬼
）
神
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
神
者
、
変
化
不
測
之
謂
也
。
凡
不
測
之
所
、
必
有
神
司
之
。
天
之
高
且
明

不
可
測
也
。
地
之
広
且
厚
不
可
測
也
。
故
天
有
帝
、
地
有
祗
、
獄
鎮
海
涜
、
其
崇
深
幽
険
、
曖
昧
恍
惚
不
可
測
也
。
故
皆
有
神
為
之

主
」
（
『
芝
園
続
集
』
巻
六
「
風
門
洞
碑
」
）
。
ま
た
天
に
つ
い
て
も
、
「
天
雖
抑
之
於
当
時
、
天
毎
扶
植
其
子
孫
、
使
昭
其
声
光
于
不

朽
、
是
豈
智
力
所
及
哉
」
（
『
朝
京
稿
』
巻
五
「
景
定
諫
疏
序
」
）
と
述
べ
、
鬼
神
同
様
、
不
可
知
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
た

だ
し
、
神
秘
的
な
現
象
す
べ
て
を
盲
目
的
に
信
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
予
素
不
楽
聞
奇

事
」
（
『
宋
濂
全
集
』
所
収
「
余
集

輯
補
」
・
「
鄭
氏
義
感
詩
巻
序
」
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
禄
命
に
つ
い
て
は
、
同
じ
日
時
に
生
ま
れ
た
人
間
の
す
べ
て
が
、
同

じ
日
時
に
死
ぬ
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
否
定
し
て
い
る
（
『
鑾
坡
後
集
』
巻
六
「
禄
命
弁
」
）
。
い
わ
ば
論
理
的
に
把
握
可
能

な
俗
信
に
対
し
て
は
批
判
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
を
要
す
る
。

（
19
） 

宋
濂
に
拠
れ
ば
、
孔
子
は
非
常
に
徳
が
あ
っ
た
が
、
位
に
就
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
天
は
そ
の
子
孫
に
恵
み
を
与
え
た
と

い
う
（
『
芝
園
続
集
』
巻
八
「
元
故
国
子
祭
酒
孔
公
神
道
碑
」
）
。
ま
た
、
「
英
傑
之
士
、
立
大
功
而
享
爵
位
者
、
非
其
先
之
基
仁
累
善
、

何
能
自
致
哉
。
然
其
先
有
徳
、
而
子
孫
不
知
報
祀
者
有
矣
。
知
報
祀
其
祖
、
棄
蔑
其
祖
之
子
孫
者
有
矣
。
是
皆
不
達
礼
義
之
弊
也
」

（
『
朝
京
稿
』
巻
一
「
恵
州
何
氏
先
祠
碑
」
）
と
述
べ
、
先
祖
を
祀
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
す
る
。

（
20
） 

至
元
二
年
（
一
三
三
六
年
）
、
再
び
陳
樵
に
会
見
し
た
こ
と
が
「
呉
子
善
墓
銘
」
（
『
潜
渓
前
集
』
巻
八
）
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

詳
細
は
不
明
。

（
21
） 

「
理
学
纂
言
序
」
（
『
芝
園
後
集
』
巻
八
）
に
、
「
自
孟
子
之
殁
、
大
道
晦
冥
、
世
人
擿
埴
而
索
塗
者
、
千
有
余
載
、
天
生
濂
洛
関
閩

四
夫
子
、
始
掲
白
日
於
中
天
、
万
象
森
列
、
無
不
畢
見
。
其
功
固
偉
矣
。
而
集
其
大
成
者
、
惟
考
亭
子
朱
子
而
已
」
と
あ
る
。
「
理
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学
纂
言
序
」
は
、
洪
武
十
二
年
（
一
三
七
九
年
）
、
宋
濂
七
十
歳
の
時
の
文
。

（
22
） 

心
一
立
、
四
海
国
家
可
以
治
、
心
不
立
、
則
不
足
以
存
一
身
。
使
人
人
知
心
若
是
、
則
家
可
顔
孟
也
、
人
可
堯
舜
也
。
六
経
不
必

作
矣
。
況
諸
子
百
子
乎
。
（
『
龍
門
子
凝
道
記
』
巻
中
「
天
下
枢
」
）

（
23
） 

無
論
、
こ
の
よ
う
な
宋
濂
の
心
学
論
は
、
陸
九
淵
（
一
一
三
九
～
一
一
九
二
）
の
影
響
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
宋
濂
の
陸
九
淵
に

対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
注
（
25
）
に
後
述
す
る
。
因
み
に
、
『
四
庫
提
要
』
集
部
・
卷
一
六
八
「
『
鹿
皮
子
集
』
四
卷
」
に
よ

れ
ば
、
「
（
陳
樵
）
所
称
『
神
所
知
者
謂
之
智
』
、
実
慈
湖
之
緒
余
、
而
姚
江
之
先
導
」
と
あ
り
、
陳
樵
に
は
陸
九
淵
の
高
弟
、
楊
簡

（
一
一
四
一
～
一
二
二
六
）
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
宋
濂
の
万
物
一
体
論
は
、
「
公
（
聞
人
夢
吉
）
之
学
、

一
以
誠
為
本
、
涵
養
既
馴
、
内
外
一
致
。
」
（
『
潜
渓
後
集
』
巻
十
「
故
凝
煕
先
生
聞
人
公
行
状
」
）
と
あ
り
、
陳
樵
よ
り
も
先
に
聞
人

夢
吉
の
影
響
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
未
詳
。

（
24
） 

孔
子
之
伝
『
易
』
、
孟
子
釈
『
詩
』
、
加
以
数
言
而
其
意
炳
如
也
。
是
何
也
。
辞
不
必
費
。
辞
之
費
、
其
経
之
離
乎
。
漢
儒
訓
詁
経

文
、
使
人
縁
経
以
釈
義
、
必
優
柔
而
自
得
之
。
其
有
見
乎
爾
也
。
近
世
則
不
然
。
伝
文
或
累
言
数
百
、
学
者
復
求
伝
中
之
伝
。
離
経

遠
矣
。
其
造
端
者
、
唐
之
孔
沖
遠
乎
。
（
『
龍
門
子
凝
道
記
』
巻
中
「
陰
陽
枢
」
）

（
25
） 

「
学
不
論
心
久
矣
」
と
い
う
語
に
続
き
、
宋
濂
は
「
陸
氏
兄
弟
卓
然
有
見
於
此
、
亦
人
豪
哉
」
と
し
、
陸
九
韶
（
生
没
年
未
詳
）
・

九
齢
（
一
一
三
二
～
一
一
八
○
）
・
九
淵
兄
弟
を
高
く
評
価
す
る
が
、
そ
の
一
方
、
「
惜
乎
、
力
行
加
而
致
知
道
欠
、
或
者
不
無
憾

也
」
と
も
述
べ
る
。
経
書
に
描
か
れ
た
真
理
を
実
践
す
る
と
い
う
点
で
は
評
価
し
、
〔
格
物
〕
致
知
に
於
い
て
は
不
十
分
な
点
が
あ

る
と
陸
兄
弟
を
批
判
す
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
す
で
に
朱
熹
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
宋
濂
の
そ
れ
は
必
ず
し
も
朱
熹
と

同
主
旨
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
26
） 

三
浦
秀
一
『
心
学
の
稜
線
』
（
既
出
、
三
五
三
～
三
六
一
頁
）
参
照
。

（
27
） 

明
嘉
靖
十
四
年
刻
本
『
高
皇
帝
御
製
文
集
』
、
使
用
。

（
28
） 

無
念
居
士
撰
述
『
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
解
義
節
要
』
（
『
卍
続
蔵
経
』
所
収
、
第
四
十
冊
、
七
九
九
頁
）
使
用
。

（
29
） 

中
華
書
局
校
点
本
『
水
東
日
記
』
（
一
九
九
七
年
）
使
用
。
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（
30
） 

上
海
古
籍
出
版
『
影
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
所
収
本
、
使
用
。

（
31
） 

宋
濂
の
人
柄
を
示
す
逸
話
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
「
上
嘗
問
、
『
昨
日
飲
酒
否
。
座
客
為
誰
』
。
饌
為
何
物
。
悉
以
其

人
及
膳
饈
品
対
。
上
笑
曰
、
『
卿
飲
時
、
朕
令
人
視
之
、
果
如
卿
言
、
卿
信
不
欺
我
』
。
故
上
久
而
益
信
其
誠
。
…
召
問
、
廷
『
臣
臧

否
』
、
第
言
其
善
者
不
置
。
又
問
、
『
否
者
為
誰
』
。
先
生
曰
『
善
者
与
臣
友
、
故
知
之
。
否
者
縦
有
、
臣
不
知
也
』
。
卒
無
所
毀
短
。

…
先
生
絶
不
以
語
人
、
於
応
制
之
作
、
亦
不
留
藁
。
署
『
温
樹
』
二
字
於
居
室
之
壁
、
有
問
及
内
事
者
、
指
以
示
之
。
」
（
『
宋
濂
全

集
』
所
収
本
『
潜
渓
録
』
巻
二
「
翰
林
学
士
承
旨
、
嘉
議
大
夫
知
制
誥
、
兼
修
国
史
、
兼
太
子
賛
善
大
夫
致
仕
潜
渓
先
生
宋
公
行

状
」
）

宋濂思想に於ける仏教の位置
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『
五
燈
会
元
』
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
を
読
む
（
二
）

本

多

道

隆

　

『
五
燈
会
元
』
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
（
合
計
三
十
八
条
）
は
、
内
容
的
に
大
き
く
分
け
て
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
釈
尊
の

誕
生
か
ら
入
滅
ま
で
を
時
系
列
で
追
っ
た
仏
伝
（
第
一
条
・X

8
0
-
2
8
b

〜2
9
a

）
と
、
特
定
の
状
況
下
に
お
け
る
釈
尊
の
言
行
を

扱
っ
た
三
十
七
則
の
古
則
（
第
二
条
～
第
三
八
条
・X

8
0
-
2
9
a

〜3
1
a

）
と
で
あ
る
。
前
者
の
仏
伝
部
分
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
『
五

燈
会
元
』
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
を
読
む
（
一
）
」
で
訳
注
を
試
み
た
（
『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
第
四
号
・
二
〇
〇
九
）
。

本
稿
で
訳
注
の
対
象
と
す
る
の
は
、
釈
尊
の
姿
や
諸
教
示
を
、
そ
の
説
法
の
場
や
問
答
の
場
と
い
っ
た
具
体
的
な
状
況
に
即
し

て
活
き
活
き
と
描
き
出
す
、
後
者
の
古
則
部
分
で
あ
る
。

　

周
知
の
通
り
、
宋
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
景
徳
伝
燈
録
』
『
天
聖
広
燈
録
』
『
建
中
靖
国
続
燈
録
』
『
宗
門
聯
燈
会
要
』
『
嘉
泰
普

燈
録
』
を
整
理
統
合
し
、
こ
れ
ら
を
一
書
と
し
た
も
の
が
、
南
宋
後
期
に
成
立
し
た
『
五
燈
会
元
』
（
以
下
『
会
元
』
と
略
記
）

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
会
元
』
に
先
行
す
る
五
つ
の
燈
史
が
、
『
会
元
』
編
纂
時
の
基
盤
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
『
会
元
』
に

記
さ
れ
た
仏
伝
が
、
『
伝
燈
録
』
巻
一
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
（T

5
1
-
2
0
5
b

〜c

）
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
稿

で
既
に
指
摘
済
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
残
り
の
古
則
部
分
は
、
五
燈
の
う
ち
、
ど
の
燈
史
に
依
拠
し
た
も
の
な
の
か
。

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
『
会
元
』
が
採
録
し
た
釈
尊
に
関
す
る
古
則
の
選
択
基
準
は
、
基
本
的
に
『
宗
門
聯
燈
会
要
』
（
以
下

『
会
要
』
と
略
記
）
に
採
録
さ
れ
た
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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淳
熙
十
年
（
一
一
八
三
）
に
成
立
し
た
『
宗
門
聯
燈
会
要
』
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
は
、
『
会
元
』
に
先
立
ち
、
釈
尊
の
言
行
を

扱
う
三
十
五
則
の
古
則
を
、
仏
伝
部
分
の
直
後
に
配
し
て
い
る
（X

7
9
-
1
3
a

〜1
6
a

）
。
例
え
ば
「
外
道
問
仏
」
の
話
が
『
祖
堂

集
』
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
の
な
か
に
既
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
（
中
華
書
局
校
点
本
・p

.
1
5

、
『
会
要
』
第
三
一
条
・X

7
9
-
1
5
b

〜c

、
『
会

元
』
第
二
一
条
・X

8
0
-
3
0
a

）
、
確
か
に
、
『
会
要
』
以
前
の
燈
史
類
の
な
か
に
も
、
『
会
要
』
で
採
録
さ
れ
て
い
る
古
則
が
散
見

さ
れ
、
そ
れ
は
そ
れ
で
注
目
に
値
す
る
の
だ
が
、
釈
尊
に
関
す
る
三
十
五
則
（
「
竺
乾
諸
大
賢
聖
」
章
を
含
め
る
と
三
十
七
則
）
も

の
古
則
を
集
め
、
こ
れ
ら
を
一
纏
ま
り
と
し
て
一
挙
に
採
録
し
た
こ
と
は
、
『
会
要
』
に
よ
る
全
く
新
た
な
試
み
で
あ
っ
た
。

恐
ら
く
、
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
『
碧
巌
録
』
を
は
じ
め
と
す
る
公
案
集
の
編
纂
、
そ
し
て
、
看
話
禅
と
い
う
修
行
形
態
の
確

立
と
い
っ
た
宋
代
禅
の
動
向
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
釈
尊
の
生
涯
を
時
系
列
で
辿
る
こ

と
に
終
始
し
て
き
た
従
来
の
燈
史
の
枠
組
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
釈
尊
の
説
法
・
問
答
を
多
数
採
録
す
る
こ
と
で
、
正
法
眼
蔵
の

伝
持
者
と
し
て
の
釈
尊
像
を
全
面
に
押
し
だ
し
た
燈
史
が
、
『
会
要
』
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
を
押
さ
え
た
う
え
で
、
『
会
要
』
『
会
元
』
が
採
録
す
る
古
則
の
同
異
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
『
会
元
』
「
釈
迦
牟

尼
仏
」
章
の
三
十
七
則
の
う
ち
、
『
会
要
』
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
と
の
重
複
は
三
十
四
則
、
同
「
竺
乾
諸
大
賢
聖
」
章
と
の
重
複

が
二
則
（
第
二
一
条
・X

7
9
-
1
7
c

、
第
二
六
条
・1

8
a

、
『
会
元
』
第
三
二
条
・
第
三
三
条
・X

8
0
-
3
0
c

に
相
当
）
あ
り
、
一
則
の
み
が
全

く
異
な
っ
た
古
則
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
会
要
』
第
三
六
条
に
相
当
す
る
古
則
（X

7
9
-
1
6
a

）
が
『
会
元
』
に
見
ら
れ

な
い
代
わ
り
に
、
『
会
元
』
第
三
四
条
に
、
『
会
要
』
に
は
見
ら
れ
な
い
別
の
古
則
（X

8
0
-
3
1
a

）
が
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

『
会
要
』
と
『
会
元
』
と
で
は
、
冒
頭
に
配
さ
れ
た
仏
伝
部
分
の
内
容
が
異
な
る
ほ
か
、
古
則
部
分
の
掲
載
順
序
が
同
じ
で

は
な
く
、
ま
た
、
右
の
よ
う
な
僅
か
な
出
入
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
会
要
』
に
採
録
さ
れ
る
祖
師
の
著
語
が
『
会
元
』
に
採
録

さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
相
違
も
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
幾
つ
か
の
相
違
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
『
会
元
』
採
録
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の
三
十
七
則
は
、
第
三
四
条
の
一
則
を
除
け
ば
、
『
会
要
』
採
録
の
古
則
と
内
容
の
面
で
全
く
変
わ
り
が
な
い
。
つ
ま
り
、
『
会

元
』
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
に
限
っ
て
言
え
ば
、
仏
伝
と
古
則
の
二
部
構
成
と
い
う
章
全
体
の
形
式
と
と

も
に
、
古
則
を
採
録
す
る
際
の
選
択
基
準
の
点
で
、
主
と
し
て
『
会
要
』
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）
以
前
に
編
纂
さ
れ
た
『
宗
門
統
要
集
』
（
以
下
『
統
要
集
』
と
略
記
）
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
注
目
し
て
お
き
た
い
。
実
は
、
『
会
要
』
『
会
元
』
が
採
録
し
た
釈
尊
に
関
す
る
古
則
の
淵
源
が
、
公
案
の
集
成
書
と
し
て

知
ら
れ
る
『
統
要
集
』
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
統
要
集
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
な
る
詳
細
な
検

討
が
必
要
だ
が
、
確
実
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
『
統
要
集
』
採
録
の
古
則
（
禅
学
典
籍
叢
書
・p

.
6

〜1
3

）
も
ま
た
、
『
会
要
』
『
会

元
』
両
燈
史
に
採
録
さ
れ
た
そ
れ
ら
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
北
宋
期
に
成
立
し
た
『
統
要

集
』
、
そ
し
て
、
南
宋
前
期
の
『
会
要
』
と
、
南
宋
後
期
の
『
会
元
』
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
釈
尊
を
め
ぐ
っ
て
、
ほ
ぼ
同
じ
古

則
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

果
た
し
て
、
『
会
要
』
が
、
直
接
『
統
要
集
』
か
ら
採
録
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
『
統
要
集
』
が
基
づ
く
別
の
何
ら
か
の
文

献
に
拠
っ
た
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
『
統
要
集
』
『
会
要
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
釈
尊
の
古
則
が
既
に
重
複
し

て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
北
宋
末
期
か
ら
南
宋
期
に
か
け
て
、
禅
宗
独
自
の
釈
尊
観
が
、
禅
門
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
よ
う
。
実
際
、
圜
悟
克
勤
（
一
〇
六
三
～
一
一
三
五
）
や
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
～
一
一
六
三
）
を
は
じ
め
と
す
る
宋

代
の
禅
僧
た
ち
が
、
こ
れ
ら
の
古
則
を
取
り
あ
げ
る
例
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
燈
史
の
集
大
成
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
会
元
』
が
、
釈
尊
に
関
す
る
古
則
を
採
録
す

る
に
あ
た
り
、
主
に
『
会
要
』
の
そ
れ
ら
に
依
拠
し
た
こ
と
は
、
禅
宗
に
お
け
る
釈
尊
観
の
定
着
を
決
定
づ
け
た
と
み
な
し
得

よ
う
。
つ
ま
り
、
『
会
元
』
に
採
録
さ
れ
た
釈
尊
の
各
古
則
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
宋
代
の
禅
僧
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
具
体
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的
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
に
、
釈
尊
を
捉
え
て
い
た
か
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

大
慧
宗
杲
は
、
「
〔
朝
か
ら
晩
ま
で
〕
四
六
時
中
、
決
し
て
無
駄
に
過
ご
し
て
は
い
け
な
い
。
〔
無
駄
に
過
ご
さ
な
け
れ

ば
〕
毎
日
立
ち
上
が
っ
て
〔
万
事
に
応
じ
〕
は
た
ら
く
と
こ
ろ
は
、
円
満
具
足
し
、
釈
迦
や
達
磨
と
少
し
も
異
な
ら
な
い
」

（
千
万
十
二
時
中
、
莫
令
空
過
。
逐
日
起
来
応
用
処
、
円
陀
陀
地
、
与
釈
迦
達
磨
、
無
少
異
）
」
（
『
大
慧
語
録
』
巻
二
六
・T

4
7
-
9
2
4
b

）
と
説

い
た
。
大
慧
が
こ
こ
で
言
う
「
釈
迦
」
と
は
、
近
年
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
歴
史
的
実
像
と
し
て
の
釈
尊
で
も
な
け
れ
ば
、
禅
宗

以
外
の
他
宗
派
の
な
か
で
独
自
に
形
成
さ
れ
て
き
た
釈
尊
像
で
も
な
い
。
「
釈
迦
や
達
磨
と
少
し
も
異
な
ら
な
い
」
と
い
う
大

慧
の
口
ぶ
り
か
ら
す
る
と
、
彼
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
釈
尊
の
姿
と
は
、
い
わ
ば
、
禅
の
源
流
に
位
置
す
る
釈
尊
で
あ
り
、
禅
の
宗

旨
を
明
確
に
体
現
し
て
み
せ
る
釈
尊
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
『
五
燈
会
元
』
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
の
各
古
則
を
通
し
て

浮
か
び
あ
が
る
釈
尊
は
、
ま
さ
に
、
そ
う
し
た
越
格
の
器
量
を
具
え
た
禅
匠
の
姿
と
重
な
り
あ
う
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

　
　

【
補
】
各
書
の
編
纂
時
期
を
成
立
年
代
順
に
並
べ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
祖
堂
集
』・・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

保
大
十
年
（
九
五
二
） 

静
・
筠　

編

『
景
徳
伝
燈
録
』・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
） 

永
安
道
原　

編

『
天
聖
広
燈
録
』・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

景
祐
三
年
（
一
〇
三
六
） 

李
遵
勗　

編

『
宗
門
統
要
集
』・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）
以
前 

宗
永　

編

『
建
中
靖
国
続
燈
録
』・・
・
・
・

建
中
靖
国
元
年
（
一
一
〇
一
） 
仏
国
惟
白　

編

『
宗
門
聯
燈
会
要
』・・
・
・
・
・
・
・

淳
熙
十
年
（
一
一
八
三
） 

晦
翁
悟
明　

編

『
嘉
泰
普
燈
録
』・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

嘉
泰
四
年
（
一
二
〇
四
） 

雷
庵
正
受　

編

154



『
五
燈
会
元
』・・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

宝
祐
元
年
（
一
二
五
三
）
以
前 

大
川
普
済
・
慧
明　

編

　
　
《
凡
例
補
遺
》

○
本
稿
は
、
『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
第
四
号
で
発
表
し
た
「
『
五
燈
会
元
』
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
を
読
む
（
一
）
」
の
続
篇
で

あ
る
。
前
稿
同
様
、
底
本
に
は
、
廣
文
書
局
影
印
の
宝
祐
刻
本
を
使
用
し
、
中
華
書
局
校
点
本
（
中
国
仏
教
典
籍
選
刊
）
を
参
照
し
た
。

校
本
に
は
、
国
書
刊
行
会
『
新
纂 

大
日
本
続
蔵
経
』
第
八
〇
冊
、
及
び 

新
文
豊
出
版
公
司
『
明
版 

嘉
興
大
蔵
経
』
第
二
四
冊
所
収
の

『
五
燈
会
元
』
を
用
い
た
。
凡
例
は
、
（
一
）
に
掲
載
済
み
で
あ
る
の
で
省
略
し
、
補
足
分
の
み
を
以
下
に
記
し
た
。

○
今
回
の
訳
注
部
分
は
、
『
五
燈
会
元
』
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章 

三
十
八
条
分
の
う
ち
、
第
二
条
〔
二
〕
か
ら
第
一
三
条
〔
一
三
〕
ま
で
の

計
十
二
条
分
で
あ
る
。
残
り
の
条
に
つ
い
て
は
、
次
号
の
課
題
と
し
た
い
。

○
語
注
な
ど
で
の
引
用
の
際
の
見
や
す
さ
を
考
慮
し
、
便
宜
的
に
、
原
文
に
は
な
い
標
題
を
各
条
に
付
し
た
（e

x
.

「
唯
吾
独
尊
」
「
世
尊

陞
座
（
１
）
」
な
ど
）
。

○
語
注
の
冒
頭
に
は
※
印
を
付
け
て
、
各
則
の
出
典
や
、
話
の
全
体
に
関
す
る
注
を
記
し
た
。

○
引
用
仏
典
・
禅
籍
に
つ
い
て
は
、
便
宜
上
略
称
を
用
い
る
場
合
が
あ
る
（e

x
.

『
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
』
→
『
大
慧
語
録
』
な
ど
）
。

○
辞
書
・
書
籍
類
の
略
称
と
し
て
、
次
の
も
の
を
増
入
す
る
。

『
仏
光
』・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
『
仏
光
大
辞
典
』
（
北
京
図
書
館
出
版
社
）

『
禅
思
』・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

田
上
太
秀･

石
井
修
道
編
著
『
禅
の
思
想
辞
典
』
（
東
京
書
籍
）

『
俗
語
解
』・・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

桂
洲
道
倫
等
撰･

芳
澤
勝
弘
編
注
『
諸
録
俗
語
解
』
（
禅
文
化
研
究
所
）

入
矢
訓
注
『
伝
灯
録
』・・
・
・

入
矢
義
高
『
景
徳
伝
灯
録
』
（
禅
文
化
研
究
所･

③
一
九
九
三
、
④
一
九
九
七
）

末
木
訳　

『
碧
巌
録
』・・
・
・
・

末
木
文
美
士
『
現
代
語
訳 

碧
巌
録
』
（
岩
波
書
店
・
㊤
二
〇
〇
一
、
㊥
二
〇
〇
二
、　

㊦
二
〇
〇
三
）
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〔
二
〕　

唯
吾
独
尊

世
尊
纔
（
1
）
生
下
、
乃
一
手
指
天
、
一
手
指
地
（
2
）
、
周
行
七
歩
、
目
顧
四
方
曰
（
3
）
、
天
上
天
下
、
唯
吾
獨
尊
（
4
）
。

＊

世
尊
、
纔わ

ず

か
に
生

し
よ
う

下げ

し
て
、
乃
ち
一
手
は
天
を
指
し
、
一
手
は
地
を
指
し
、
周
行
す
る
こ
と
七
歩
、
目
は
四
方
を
顧
み
て
曰
く
、

「
天
上
天
下
、
唯
だ
吾
れ
獨
り
の
み
尊
し
」
と
。

＊

　

世
尊
は
、
生
ま
れ
る
や
い
な
や
、
一
方
の
手
で
天
を
指
し
、
も
う
一
方
の
手
で
地
を
指
し
て
、
〔
東
・
西
・
南
・
北
の
各
方

向
を
、
そ
れ
ぞ
れ
〕
七
歩
め
ぐ
り
歩
き
、
〔
元
の
位
置
に
戻
っ
て
〕
四
方
を
見
ま
わ
し
て
言
っ
た
、
「
天
上
天
下
に
私
よ
り
尊
い

者
は
い
な
い
」
と
。

＊

　

※
世
尊
纔
生
下
…
唯
吾
獨
尊
＝
出
典
は
、
『
修
行
本
起
経
』
巻
一
（T

3
-
4
6
3
c

）
や
『
太
子
瑞
応
本
起
経
』
巻
一
（T

3
-
4
7
3
c

）
な
ど
。

『
弘
明
集
』
巻
一
（T

5
2
-
1
c

）
や
『
大
唐
西
域
記
』
巻
六
「
劫
比
羅
伐
窣
堵
国
」
章
（T

5
1
-
9
0
2
a

〜b

）
な
ど
に
も
見
え
る
。
禅

録
の
う
ち
で
最
も
早
く
に
こ
の
話
が
見
え
る
の
は
、
『
祖
堂
集
』
で
あ
る
。
『
祖
堂
集
』
に
は
「
天
上
天
下
、
唯
我
独
尊
」
（
巻
一
・

p
.
1
1

）
と
あ
る
。
こ
う
し
た
釈
尊
誕
生
の
際
の
様
子
は
『
会
元
』
〔
一
〕
に
も
重
出
し
て
い
る
が
（3

a

〜b

、X
8
0
-
2
8
c

）
、
し
か
し
、

『
会
元
』
〔
一
〕
に
「
上
下
及
四
維
、
無
能
尊
我
者
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
こ
こ
で
は
「
天
上
天
下
、
唯
吾
独
尊
」
と
な
っ
て
い
る

な
ど
、
〔
一
〕
の
当
該
箇
所
と
〔
二
〕
と
で
は
表
現
の
う
え
で
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
〔
一
〕
全
体
は
『
伝
燈
録
』
の
記
述
を
そ
の
ま

ま
踏
襲
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
〔
一
〕
の
釈
尊
誕
生
に
関
す
る
記
述
も
『
伝
燈
録
』
の
そ
れ
（T

5
1
-
2
0
5
b

）
と
全
く
同
じ
で

あ
る
。
〔
二
〕
は
、
恐
ら
く
『
統
要
集
』
（p

.
6

）
や
『
聯
燈
会
要
』
（
巻
一
・4

b
、X

7
9
-
1
3
a

）
の
こ
の
個
所
を
承
け
た
た
め
、
結
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果
と
し
て
、
こ
う
し
た
違
い
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
〔
一
〕
注
（
１
）
や
本
稿
の
序
文
を
併
せ
て
参
照
。

（
１
） 

纔
＝
『
禅
語
』
に
「
〈
纔
か
に
…
す
る
や
〉
…
す
る
や
否
や
、
…
し
た
と
た
ん
。
「
才
」
と
も
書
く
。
古
く
は
「
裁
」
「
財
」
と
も

書
い
た
」
（p

.
1
5
6

）
と
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、
『
碧
巌
録
』
第
二
二
則
・
本
則
評
唱
の
「
新
到
纔
相
看
、
師
便
喝
云
、
看
狗
。
僧

纔
回
首
、
師
便
帰
方
丈
」
（T

4
8
-
1
6
3
a

、
岩
波
文
庫
本
㊤p

.
2
9
5

）
な
ど
。

（
２
） 
一
手
指
天
、
一
手
指
地
＝
例
え
ば
、
『
太
子
瑞
応
本
起
経
』
に
「
挙
右
手
住
而
言
、
天
上
天
下
、
唯
我
為
尊
」
（
巻
一
・T

3
-

4
7
3
c

）
と
記
さ
れ
、
『
弘
明
集
』
に
「
挙
右
手
曰
、
天
上
天
下
、
靡
有
踰
我
者
也
」
（
巻
一
・T

5
2
-
1
c

）
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
誕

生
し
た
釈
尊
は
右
手
を
挙
げ
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
所
謂
「
一
手
指
天
、
一
手
指
地
」
と
は
、
右
手
で
天
を
指
し
、

左
手
で
地
を
指
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
右
手
で
天
を
指
す
の
は
、
左
手
よ
り
も
右
手
を
神
聖
視
す
る
イ
ン
ド
の
習
慣
に
拠
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
誕
生
仏
像
の
な
か
に
は
、
稀
に
左
手
を
挙
げ
る
も
の
も
見
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
管
見
の
限
り
、
文
献
上
で
の
そ
う

い
っ
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
３
） 

周
行
七
歩
、
目
顧
四
方
曰
＝
初
期
の
仏
伝
で
は
、
た
だ
七
歩
と
の
み
記
さ
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
四
方
も
し
く
は
六
方
に
各
七
歩

と
い
っ
た
表
現
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
『
大
唐
西
域
記
』
巻
六
に
は
、

菩
薩
〔
と
し
て
降
誕
さ
れ
た
釈
尊
〕
は
、
お
生
ま
れ
に
な
る
と
、
既
に
〔
そ
の
時
点
で
〕
手
助
け
な
し
に
〔
東
・
西
・
南
・
北

の
〕
四
方
に
各
七
歩
ず
つ
〔
歩
い
て
〕
行
か
れ
て
、
自

み
ず
か

ら
言
わ
れ
た
、
「
天
上
天
下
に
私
よ
り
尊
い
者
は
い
な
い
。
今
こ
こ
に

往持

ち

前

の

生

生
分
は
尽
く
し
た
〔
の
で
、
今
後
、
輪
廻
転
生
す
る
こ
と
は
な
い
〕
」
と
。
（
菩
薩
生
已
不
扶
而
行
於
四
方
各
七
歩
、
而
自
言

曰
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
。
今
茲
而
往
生
分
已
尽
。
）
（T

5
1
-
9
0
2
a

）

　
　

と
あ
る
。
ま
た
、
『
方
広
大
荘
厳
経
』
に
よ
る
と
、
釈
尊
は
、
誕
生
す
る
と
、
東
へ
七
歩
行
っ
て
「
我
れ
は
一
切
の
善
法
を
得
た
り
。

当
に
衆
生
の
為た

め

に
之
を
説
く
べ
し
（
我
得
一
切
善
法
。
当
為
衆
生
説
之
）
」
と
言
い
、
次
に
、
南
へ
七
歩
行
っ
て
「
我
れ
、
天
人
に

於
い
て
、
応
に
供
養
を
受
く
べ
し
（
我
於
天
人
応
受
供
養
）
」
と
言
い
、
西
へ
七
歩
行
っ
て
「
我
れ
は
世
間
に
於
い
て
最
尊
最
勝
な

り
。
此
れ
即
ち
我
が
最
後
辺
の
身
な
り
。
生
老
病
死
を
尽
く
さ
ん
（
我
於
世
間
最
尊
最
勝
。
此
即
是
我
最
後
辺
身
。
尽
生
老
病
死
）
」

と
言
い
、
北
へ
七
歩
行
っ
て
「
我
れ
、
当
に
一
切
の
衆
生
の
中
に
於
い
て
、
無
上
の
士
と
為
る
べ
し
（
我
当
於
一
切
衆
生
中
、
為
無
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上
士
）
」
と
言
い
、
さ
ら
に
、
下
方
へ
七
歩
行
っ
て
「
我
れ
当
に
一
切
の
魔
軍
を
降
伏
し
、
又
た
地
獄
の
諸
も
ろ
の
猛
火
等
の
所あ

ら
ゆ
る有

苦
具
を
滅
し
て
、
大
法
雲
を
施
し
、
大
法
雨
を
雨
す
べ
し
。
当
に
衆
生
を
し
て
尽

こ
と
ご
とく

安
楽
を
受
け
し
む
べ
し
（
我
当
降
伏
一
切
魔
軍
、

又
滅
地
獄
諸
猛
火
等
所
有
苦
具
、
施
大
法
雲
、
雨
大
法
雨
。
当
令
衆
生
尽
受
安
楽
）
」
と
言
い
、
上
方
へ
七
歩
行
っ
て
「
我
れ
当
に

一
切
衆
生
の
瞻
仰
す
る
所
と
為
る
べ
し
（
我
当
為
一
切
衆
生
之
所
瞻
仰
）
」
と
言
っ
た
と
さ
れ
る
（
巻
三
・T

3
-
5
5
3
a

〜b

）
。
こ
こ

に
所
謂
「
周
行
七
歩
、
目
顧
四
方
曰
、
天
上
天
下
、
唯
吾
独
尊
」
と
い
う
表
現
は
、
東
・
西
・
南
・
北
の
各
方
向
を
そ
れ
ぞ
れ
七
歩

ず
つ
め
ぐ
り
歩
い
た
う
え
で
、
元
の
位
置
に
戻
り
、
さ
ら
に
四
方
を
見
渡
し
て
、
「
天
上
天
下
、
唯
吾
独
尊
」
と
言
っ
た
と
い
う
意

味
で
あ
ろ
う
。

（
４
） 

天
上
天
下
、
唯
吾
獨
尊
＝
『
修
行
本
起
経
』
や
『
太
子
瑞
応
本
起
経
』
な
ど
に
見
え
る
。
『
修
行
本
起
経
』
巻
一
に
は
「
到
四
月

七
日
、
夫
人
出
遊
。
過
流
民
樹
下
、
衆
花
開
化
。
明
星
出
時
、
夫
人
攀
樹
枝
、
便
従
右
脇
生
墮
地
、
行
七
歩
、
挙
手
而
言
、 

天
上
天

下
唯
我
為
尊
。
三
界
皆
苦
、
吾
当
安
之
」
（T

3
-
4
6
3
c

）
と
あ
り
、
『
太
子
瑞
応
本
起
経
』
巻
一
に
は
「
到
四
月
八
日
夜
明
星
出
時
、

化
従
右
脇
生
墮
地
、
即
行
七
歩
、
挙
右
手
住
而
言
、
天
上
天
下
唯
我
為
尊
」
（T

3
-
4
7
3
c

）
と
あ
る
。
『
過
去
現
在
因
果
経
』
巻
一
や

『
方
広
大
荘
厳
経
』
巻
三
（T

3
-
6
2
5
a

、T
3
-
5
5
3
a

）
な
ど
に
は
、
「
最
尊
最
勝
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
知
ら
れ
る
「
唯

我
独
尊
」
と
い
う
表
現
は
、
早
い
時
期
で
は
『
大
唐
西
域
記
』
（
巻
六
・T

5
1
-
9
0
2
a

）
な
ど
に
見
え
、
禅
籍
と
し
て
は
『
祖
堂
集
』

（
巻
一
・p

.
1
1

）
に
見
え
る
。
ま
た
、
『
法
眼
文
益
禅
師
語
録
』
巻
一
に
は
「
挙
。
世
尊
纔
生
下
、
一
手
指
天
、
一
手
指
地
。
周
行

七
歩
、
目
顧
四
方
云
、
天
上
天
下
、
唯
我
独
尊
。
雲
門
云
、
我
当
時
若
見
、
一
棒
打
殺
、
与
狗
子
喫
。
貴
図
天
下
太
平
。
師
云
、
雲

門
気
勢
甚
大
。
要
且
無
仏
法
道
理
」
（T

4
7
-
5
9
2
b

）
と
あ
っ
て
、
こ
こ
〔
二
〕
と
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
「
天
上
天

下
、
唯
我
独
尊
」
は
、
一
般
的
に
は
「
人
間
性
の
尊
厳
を
言
い
表
わ
し
た
も
の
」
（
『
中
村
』p

.
9
2
8

）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
禅
門

に
あ
っ
て
は
、
「
並
ぶ
も
の
が
な
い
絶
対
自
由
な
境
地
」
を
表
現
し
た
言
葉
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
四
月
八
日
の
仏

生
日
（
降
誕
会
）
で
の
説
法
や
問
答
に
お
い
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（
『
虚
堂
録
』
巻
二
・T

4
7
-
9
9
9
b

、
『
元
叟
端
禅
師

語
録
』
巻
三
・X

7
1
-
5
2
3
b

な
ど
）
。
「
上
下
四
維
に
等

な
ら
ぶ
も
の

匹
無
し
（
上
下
四
維
無
等
匹
）
」
（
『
碧
巌
録
』
第
六
則
・
頌
・T

4
8
-
1
4
6
b

、

岩
波
文
庫
本
㊤p

.
1
1
1

）
や
「
宇
宙
に
双
日
無
く
、
乾
坤
祇た

だ
一
人
（
宇
宙
無
双
日
、
乾
坤
祇
一
人
）
」
（
『
会
元
』
巻
一
四
・
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X
8
0
-
2
9
5

）
な
ど
は
類
似
の
句
で
あ
る
。

〔
三
〕　

世
尊
陞
座
（
１
）

世
尊
一
日
陞
座
（
1
）
、
大
衆
集
定
（
2
）
。
文
殊
（
3
）
白
椎
（
4
）
曰
、
諦
觀
法
王
法
、
法
王
法
如
是
（
5
）
。
世
尊
便
下
座
。

＊

世
尊
、
一
日
、
陞し

ん

座ぞ

し
、
大
衆
集

し
ゆ
う
じ
よ
う

定
す
。
文
殊
、
白

び
や
く
つ
い

椎
し
て
曰
く
、
「
諦た

い

觀か
ん

法ほ
う

王お
う

法ほ
う

、
法ほ

う

王お
う

法ほ
う

如に
よ

是ぜ

（
法
王
の
法
を
諦
觀
せ
よ
、

法
王
の
法
は
是か

く

の
如
し
）
」
と
。
世
尊
、
便
ち
座
を
下
る
。

＊

　

世
尊
が 

あ
る
日
法
座
に
の
ぼ
り
、
人
々
は
き
ち
ん
と
整
列
し
た
。
文
殊
が
槌
を
打
っ
て
言
っ
た
、
「
法ほ

と

け王
の
法教

え

を
は
っ
き
り

と
見
よ
。
法ほ

と

け王
の
法教

え

は
こ
の
通
り
で
あ
る
」
と
。
世
尊
は
、
す
ぐ
に
座
を
お
り
た
。

＊

　

※
世
尊
一
日
陞
座
…
便
下
座
＝
出
典
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
祖
堂
集
』
巻
一
二
「
禾
山
和
尚
」
章
（p

.
5
5
4

）
に
こ
の
話
が

見
え
る
こ
と
か
ら
、
禅
門
に
お
い
て
は
早
く
か
ら
定
着
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
『
祖
堂
集
』
で
は
、
「
文
殊
」
で
は
な

く
、
「
鵞
子
」
（
舎
利
弗
）
と
な
っ
て
い
る
。
『
碧
巌
録
』
第
九
二
則
・
本
則
（T

4
8
-
2
1
6
b

、
岩
波
文
庫
本
㊦p

.
1
9
0

）
を
は
じ
め
、

『
宏
智
広
録
』
巻
二
（T

4
8
-
1
8
b

〜c

）
や
『
虚
堂
録
』
巻
一
（T

4
7
-
9
8
8
a

）
な
ど
に
も
、
こ
こ
〔
三
〕
と
同
じ
話
が
見
え
る
。
「
世

尊
は
法
座
に
の
ぼ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
言
も
発
せ
ず
、
す
ぐ
に
座
を
下
り
た
」
と
い
う
こ
の
話
に
つ
い
て
、
末
木
訳
『
碧
巌

録
』
の
語
注
で
は
「
は
じ
ま
っ
た
と
思
っ
た
ら
無
言
の
ま
ま
終
り
。
一
字
不
説
の
境
地
」
（
㊦p

.
2
3
0

）
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
究

極
的
な
真
理
は
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
話
で
あ
る
。
圜
悟
克
勤
は
、
「
肅
宗
の
忠
国
師
に
問
い
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て
無
縫
塔
を
造
る
話
の
如
く
、
又
た
外
道
の
仏
に
問
う
、
『
有
言
を
問
わ
ず
、
無
言
を
問
わ
ず
』
の
語
の
如
し
（
如
肅
宗
問
忠
国

師
、
造
無
縫
塔
話
、
又
如
外
道
問
仏
、
不
問
有
言
、
不
問
無
言
之
語
）
」
（
第
九
二
則
・
本
則
評
唱
・T

4
8
-
2
1
6
b

、
岩
波
文
庫
本
㊦

p
.
1
9
1

）
と
述
べ
て
お
り
、
圜
悟
の
指
摘
に
従
え
ば
、
『
会
元
』
〔
二
一
〕
「
外
道
問
仏
」
も
同
種
の
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ほ
か
に
、

〔
三
五
〕
「
拈
花
微
笑
」
や
〔
三
七
〕
「
一
字
不
説
」
の
話
な
ど
と
の
共
通
性
が
窺
え
る
。 

 

（
１
） 
陞
座
＝
説
法
の
た
め
に
高
座
に
登
る
こ
と
。
『
禅
学
』
に
「
請
に
よ
り
師
家
が
説
法
で
高
座
に
登
る
こ
と
。
座
は
法
堂
の
須
弥
座

の
意
」
（p

.
6
1
8

）
と
あ
る
。

（
２
） 

集
定
＝
『
禅
語
』
に
「
集
合
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
が
定
ま
る
こ
と
」
（p

.
2
0
2

）
と
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、
『
雲
門
匡
真
広

録
』
巻
中
の
「
上
堂
、
大
衆
集
定
云
…
」
（T
4
7
-
5
6
2
a

）
な
ど
。

（
３
） 

文
殊
＝
初
期
の
大
乗
経
典
、
特
に
般
若
経
典
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
仏
に
代
わ
る
ほ
ど
に
頻
繁
に
活
躍
し
、
般
若
（
智
慧
）
を
完

全
に
具
え
て
説
法
を
行
う
。
そ
の
ほ
か
各
種
の
大
乗
経
典
で
も
、
諸
菩
薩
を
主
導
す
る
例
が
多
い
。
空
に
立
脚
す
る
そ
の
智
慧
が
文

殊
菩
薩
の
特
性
で
あ
り
、
「
文
殊
の
智
慧
」
の
語
は
、
こ
の
点
に
由
来
す
る
。
『
岩
波
』
（p

.
1
0
0
9

）
参
照
。

（
４
） 

白
椎
＝
「
白
槌
」
と
も
書
く
。
『
禅
学
』
に
「
禅
院
で
諸
事
を
大
衆
に
知
ら
せ
る
た
め
に
槌
を
打
つ
こ
と
。
白
は
申
す
意
。
上
堂

の
請
法
・
行
鉢
・
告
報
等
に
行
う
」
（p

.
1
0
5
1

〜1
0
5
2

）
と
あ
る
。
ま
た
、
律
に
お
い
て
は
、
大
衆
を
静
粛
に
さ
せ
る
た
め
に
使

用
さ
れ
た
。
『
祖
庭
事
苑
』
巻
八
「
白
椎
」
条
（X

6
4
-
4
3
0
c

）
に
詳
し
い
。
次
注
も
併
せ
て
参
照
。

（
５
） 

諦
觀
法
王
法
、
法
王
法
如
是
＝
「
法
王
」
と
は
「
法
門
の
王
の
意
味
で
、
仏
の
こ
と
を
た
た
え
て
い
う
名
称
」
（
『
中
村
』

p
.
1
2
2
9

）
で
あ
り
、
世
尊
の
こ
と
。
『
華
厳
経
』
（
八
十
巻
本
）
巻
四
に
見
え
る
「
汝
応
観
法
王
、
法
王
法
如
是
」
（T

1
0
-
2
1
b

）
に

も
と
づ
く
。
説
法
の
最
後
に
、
槌
を
た
た
い
て
唱
え
る
言
葉
。
説
法
の
最
初
に
は
「
法

ほ
う
え
ん
り
ゆ
う
ぞ
う
し
ゆ
う

筵
龍
象
衆
、
当と

う

観か
ん

第だ
い

一い
ち

義ぎ

（
法
筵
の
龍
象
衆

よ
、
当
に
第
一
義
を
観
る
べ
し
）
」
と
唱
え
る
。
『
勅
修
百
丈
清
規
』
巻
三
「
開
堂
祝
寿
」
の
記
述
に
よ
る
と
（T

4
8
-
1
1
2
6
a

）
、
新

命
住
持
の
入
院
に
際
し
、
白
槌
師
が
「
法
筵
龍
象
衆
、
当
観
第
一
義
」
と
述
べ
て
上
堂
の
開
始
を
告
げ
、
そ
の
締
め
く
く
り
に
あ

た
っ
て
は
「
諦
観
法
王
法
、
法
王
法
如
是
」
と
述
べ
て
上
堂
の
円
成
を
証
明
し
て
い
た
。
現
在
も
、
禅
宗
の
本
山
寺
院
な
ど
で
執
り

行
わ
れ
る
開
堂
の
儀
式
に
際
し
、
こ
れ
と
同
じ
儀
礼
が
見
ら
れ
る
。
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〔
四
〕　

世
尊
陞
座
（
２
）

世
尊
一
日
陞
座
、
黙
然
而
坐
。
阿
難
白
椎
曰
、
請
世
尊
説
法
。
世
尊
云
、
會
中
有
二
比
丘
（
1
）
犯
律
行
（
2
）
。
我
故
不
説
法
。
阿

難
以
他
心
通
（
3
）
觀
是
比
丘
、
遂
乃
遣
出
。
世
尊
還
復
黙
然
。
阿
難
又
白
、
適
來
（
4
）
、
爲
二
比
丘
犯
律
、
是
二
比
丘
已
遣
出
。

世
尊
、
何
不
説
法
。
世
尊
曰
、
吾
誓
不
爲
二
乗
聲
聞
（
5
）
人
説
法
。
便
下
座
。

＊

世
尊
、
一
日
、
陞し

ん

座ぞ

し
、
黙
然
と
し
て
坐
す
。
阿
難
、
白

び
ゃ
く
つ
い

椎
し
て
曰
く
、
「
請
う
世
尊
、
説
法
せ
ん
こ
と
を
」
と
。
世
尊
云
く
、

「

會え

中
ち
ゆ
う

に
二
比
丘
有
っ
て
律
行
を
犯
す
。
我
れ
、
故
に
説
法
せ
ず
」
と
。
阿
難
、
他
心
通
を
以
て
是
の
比
丘
を
觀
て
、
遂
に
乃

ち
遣

け
ん
し
ゆ
つ

出
す
。
世
尊
、
還

ま

復
た
黙
然
た
り
。
阿
難
、
又
た
白も

う

す
、
「
適せ

き

來ら
い

、
二
比
丘
、
律
を
犯
す
が
爲た

め

に
、
是
の
二
比
丘
、
已す

で

に

遣
出
す
。
世
尊
、
何
ぞ
説
法
せ
ざ
る
」
と
。
世
尊
曰
く
、
「
吾
れ
誓
っ
て
二
乗
聲

し
ょ
う
も
ん

聞
の
人
の
爲た

め

に
説
法
せ
ず
」
と
。
便
ち
座
を

下
る
。

＊

　

世
尊
は
、
あ
る
日
法
座
に
の
ぼ
り
、
黙
っ
て
坐
っ
て
い
た
。
阿
難
が
槌
を
打
っ
て
言
っ
た
、
「
世
に
尊
き
お
方
よ
、
ど
う
か
、

説
法
し
て
く
だ
さ
い
」
と
。
世
尊
が
言
っ
た
、
「
法
会
〔
の
参
加
者
の
な
か
〕
に
律
行
を
犯
し
た
二
人
の
僧
侶
が
い
る
。
私
は
、

だ
か
ら
説
法
し
な
い
」
と
。
阿
難
は
、
人
の
心
を
見
通
す
神
通
力
で
も
っ
て
こ
の
僧
侶
た
ち
を
見
つ
け
、
〔
彼
ら
を
法
会
か

ら
〕
追
い
出
し
た
。
世
尊
は
、
依
然
と
し
て
黙
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
阿
難
は
、
再
び
〔
世
尊
に
〕
申
し
あ
げ
た
、
「
二
人
の

僧
侶
が
律
を
犯
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
二
人
を
追
い
出
し
ま
し
た
。
〔
そ
れ
な
の
に
、
〕
世
に
尊
き
お
方
よ
、
ど
う
し
て
説
法
し

て
く
だ
さ
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。
世
尊
は
言
っ
た
、
「
私
は
決
し
て
声
聞
〔
乗
・
縁
覚
乗
の
〕
二
乗
の
人
の
た
め
に
は
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説
法
を
し
な
い
」
と
。
〔
世
尊
は
〕
す
ぐ
に
座
を
お
り
た
。

＊

　

※
世
尊
一
日
陞
座
…
便
下
座
＝
出
典
に
つ
い
て
は
不
明
。
管
見
の
限
り
、
禅
録
に
お
い
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
が
、

北
宋
末
の
『
統
要
集
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
（p

.
7

）
。
釈
尊
が
述
べ
た
と
さ
れ
る
「
吾
れ
誓
っ
て
二
乗
声
聞
の
人
の
為た

め

に
説
法
せ

ず
」
と
い
う
言
葉
は
、
禅
が
大
乗
仏
教
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
宣
明
す
る
興
味
深
い
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
話
を
禅
問
答
と
し
て
理
解

す
る
な
ら
ば
、
釈
尊
は
、
律
を
破
っ
た
二
人
の
比
丘
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
追
い
出
し
た
阿
難
も
同
じ
レ
ベ
ル
で
あ
る
と
し
て
切
り

捨
て
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
の
注
（
５
）
も
併
せ
て
参
照
。
阿
難
は
、
釈
尊
の
説
法
を
聴
聞
す
る
こ
と
が
特
に
多
か
っ
た
の
で
多
聞

第
一
と
称
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
、
〔
一
〕
注
（
53
）
参
照
。

（
１
） 

比
丘
＝
修
行
者
。
修
行
僧
。
仏
教
僧
。
仏
弟
子
た
る
修
行
僧
。
男
子
の
出
家
。
バ
ラ
モ
ン
教
で
、
人
生
の
第
四
の
時
期
に
あ
る
遍

歴
修
行
者
を
「
ビ
ク
シ
ュ
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
仏
教
興
起
時
代
に
は
、
諸
宗
教
を
通
じ
て
、
托
鉢
す
る
修
行
者
を
「
比

丘
」
と
呼
ん
で
お
り
、
仏
教
は
こ
の
呼
称
を
と
り
入
れ
た
。
特
に
仏
教
で
戒
律
の
体
系
の
確
定
し
た
時
代
に
な
る
と
、
出
家
得
度
し

て
具
足
戒
を
受
け
た
男
子
を
比
丘
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
比
丘
の
受
け
る
具
足
戒
は
、
普
通
二
百
五
十
戒
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

所
伝
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。
『
中
村
』
（p

.
1
1
3
2

）
参
照
。

（
２
） 

律
行
＝
『
中
村
』
に
「
戒
律
に
か
な
っ
た
行
」
（p

.
1
4
1
9

〜1
4
2
0

）
と
あ
り
、
『
仏
光
』
に
「
対
戒
律
之
奉
行
。
維
摩
詰
所
説
経

方
便
品
（
大
一
四
・
五
三
九
上
）
『
雖
為
白
衣
、
奉
持
沙
門
清
浄
律
行
』
」
（p

.
3
7
9
4

）
と
あ
る
。

（
３
） 

他
心
通
＝
他
人
の
心
の
あ
り
さ
ま
を
知
る
こ
と
。
定
慧
の
力
に
よ
っ
て
得
る
六
種
の
神
通
力
、
六
神
通
の
う
ち
の
一
つ
。
知
他

心
通
・
他
心
智
通
と
も
い
う
。
六
神
通
に
は
、
ほ
か
に
、
神
足
通
・
天
眼
通
・
天
耳
通
・
宿
命
通
・
漏
尽
通
が
あ
る
。
『
中
村
』

（p
.
8
9
6

）
参
照
。
ま
た
、
『
碧
巌
録
』
第
一
八
則
・
本
則
評
唱
に
は
「
国
師
具
他
心
通
。
而
先
見
聖
奏
曰
、
我
在
天
帝
釈
前
、
見
粟

散
天
子
、
如
閃
電
光
相
似
」
（T

4
8
-
1
5
8
a

、
岩
波
文
庫
本
㊤p

.
2
4
0

）
と
あ
る
。

（
４
） 

適
來
＝
『
中
国
語
』
に
「
た
っ
た
今
」
（p

.
2
8
0
6

）
、
『
禅
語
』
に
「
い
ま
し
が
た
、
た
っ
た
今
。
『
適
間
』
よ
り
も
一
般
的
」
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（p
.
2
4
9

）
と
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、
『
碧
巌
録
』
第
三
則
・
頌
評
唱
の
「
且
道
、
他
意
作
麼
生
。
適
来
已
説
了
、
也
直
下
注
佗
」

（T
4
8
-
1
4
3
a

、
岩
波
文
庫
本
㊤p

.
7
2

）
な
ど
。

（
５
） 

二
乗
聲
聞
＝
「
二
乗
声
聞
縁
覚
」
（
『
仏
昇
忉
利
天
為
母
説
法
経
』
巻
中
・T

1
7
-
7
9
4
b

、
『
華
厳
経
合
論
』
巻
八
八
・X

4
-
5
8
9
c

な
ど
）
、
す
な
わ
ち
「
声
聞
乗
」
と
「
縁
覚
乗
」
と
を
略
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
乗
と
は
、
声
聞
乗
と
縁
覚
乗
の
二
つ
。
「
乗
」
は

乗
物
の
意
味
で
、
声
聞
（
教
え
を
聴
聞
す
る
者
）
や
縁
覚
（
十
二
因
縁
を
観
じ
て
理
法
を
悟
り
、
あ
る
い
は
様
々
な
外
縁
に
よ
っ
て

悟
る
者
）
に
対
す
る
教
え
、
あ
る
い
は
声
聞
や
縁
覚
の
人
々
を
意
味
す
る
。
原
文
に
は
「
二
乗
声
聞
人
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は

「
声
聞
や
縁
覚
の
人
々
」
と
い
う
後
者
の
意
味
。
二
乗
は
、
現
世
に
対
す
る
執
着
を
断
っ
た
聖
者
（
阿
羅
漢
）
で
は
あ
る
が
、
現
実

逃
避
的
、
自
己
中
心
的
で
あ
り
、
利
他
の
行
を
忘
れ
た
も
の
と
し
て
、
大
乗
仏
教
か
ら
「
小
乗
」
と
称
さ
れ
た
。
『
岩
波
』
（p

.
7
8
7

）

参
照
。
「
吾
れ
誓
っ
て
二
乗
声
聞
の
人
の
為た

め

に
説
法
せ
ず
」
と
い
う
釈
尊
の
言
葉
は
、
具
体
的
に
は
、
教
え
を
聴
聞
す
る
段
階
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
多
聞
第
一
の
阿
難
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。

〔
五
〕　

世
尊
陞
座
（
３
）

世
尊
一
日
陞
座
、
大
衆
集
定
。
迦
葉
白
椎
曰
、
世
尊
説
法
竟
（
1
）
。
世
尊
便
下
座
。

＊

世
尊
、
一
日
、
陞し

ん

座ぞ

し
、
大
衆
集

し
ゅ
う
じ
よ
う

定
す
。
迦か

葉
し
よ
う

、
白

び
や
く
つ
い

椎
し
て
曰
く
、
「
世
尊
、
説
法
し
竟お

わ
る
」
と
。
世
尊
、
便
ち
座
を
下
る
。

＊

　

世
尊
が
あ
る
日
法
座
に
の
ぼ
り
、
人
々
は
き
ち
ん
と
整
列
し
た
。
迦
葉
が
槌
を
打
っ
て
言
っ
た
、
「
世
尊
が
説
法
し
終
わ
ら

れ
た
」
と
。
世
尊
は
、
す
ぐ
に
座
を
お
り
た
。
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＊

　

※
世
尊
一
日
陞
座
…
便
下
座
＝
〔
三
〕
「
世
尊
陞
座
（
１
）
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
詳
し
く
は
〔
三
〕
の
語
注
冒
頭
の
※
を
参
照
。

（
１
） 

世
尊
説
法
竟
＝
「
竟
」
に
つ
い
て
は
、
『
漢
語
』
に
「
終
了
、
完
畢
」
（
㊥p

.
4
8
8
8

）
と
あ
り
、
『
中
国
語
』
に
「
終
わ
る
。
完
了

す
る
」
（p

.
1
6
2
2

）
と
あ
る
。
『
碧
巌
録
』
第
六
七
則
・
本
則
に
「
挙
す
。
梁
の
武
帝
、
傅
大
士
を
請
じ
て
、
『
金
剛
経
』
を
講
ぜ
し

む
。
大
士
便
ち
座
上
に
於
い
て
、
案

つ
く
え

を
揮は

ら

う
こ
と
一ひ

と

下た
び

し
て
、
便
ち
座
を
下
る
。
武
帝
愕が

く

然ぜ
ん

た
り
。
誌
公
問
う
、
『
陛
下
、
還は

た
会

す
や
』
と
。
帝
云
く
、
『
会
せ
ず
』
と
。
誌
公
云
く
、
『
大
士
講
経
し
竟お

わ
る
』
と
（
挙
。
梁
武
帝
請
傅
大
士
、
講
金
剛
経
。
大
士
便

於
座
上
、
揮
案
一
下
、
便
下
座
。
武
帝
愕
然
。
誌
公
問
、
陛
下
還
会
麼
。
帝
云
、
不
会
。
誌
公
云
、
大
士
講
経
竟
）
」
（T

4
8
-
1
9
7
a

、

岩
波
文
庫
本
㊥p

.
3
1
0

）
と
あ
る
が
、
こ
の
話
も
、
こ
こ
〔
五
〕
の
話
と
類
似
す
る
。

〔
六
〕　

蓮
花
色
比
丘
尼
作
念

世
尊
九
十
日
在
忉
利
天
（
1
）
、
爲
母
説
法
（
2
）
。
及
辭
天
界
（
3
）
而
下
、
時
四
衆
八
部
（
4
）
、
倶
往
空
界
（
5
）
奉
迎
。
有
蓮
花
色
比
丘

尼
（
6
・
7
）
作
念
云
、
我
是
尼
身
、
必
居
大
僧
後
見
佛
。
不
如
用
神
力
（
8
）
變
作
轉
輪
聖
王
（
9
）
、
千
子
圍
繞
、
最
初
見
佛
。
果
滿

其
願
。
世
尊
纔
見
、
乃
訶
云
、
蓮
花
色
比
丘
尼
、
汝
何
得
越
大
僧
見
吾
。
汝
雖
見
吾
色
身
（
10
）
、
且
不
見
吾
法
身
（
11
）
。
須
菩

提
（
12
）
巌
中
宴
坐
（
13
）
、
却
見
吾
法
身
（
14
）
。

＊

世
尊
、
九
十
日
忉と

う

利り

天て
ん

に
在
っ
て
、
母
の
爲た

め

に
説
法
す
。
天
界
を
辭
し
て
下
る
に
及
ん
で
、
時
に
四
衆
八
部
、
倶と

も

に
空
界
に
往

き
て
迎
え
奉
る
。
蓮れ

ん

花げ

色し
き

比び

丘く

尼に

有
っ
て
念
を
作
し
て
云
く
、
「
我
れ
は
是
れ
尼
身
な
れ
ば
、
必
ず
大
僧
の
後
に
居
り
て
佛
を

見
ん
。
神
力
を
用
い
て
變
じ
て
轉

て
ん
り
ん
じ
よ
う
お
う

輪
聖
王
と
作
り
、
千
子
圍い

繞
に
よ
う

す
る
に
、
最
初
に
佛
を
見
る
に
如し

か
ず
」
と
。
果
た
し
て
其
の
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願
を
滿
た
す
。
世
尊
、
纔わ

ず

か
に
見
て
、
乃
ち
訶か

し
て
云
く
、
「
蓮れ

ん

花げ

色し
き

比
丘
尼
、
汝
、
何
ぞ
大
僧
を
越
え
て
吾
れ
を
見
る
こ
と

を
得
ん
や
。
汝
、
吾
が
色
身
を
見
る
と
雖
も
、
且
つ
吾
が
法
身
を
見
ず
。
須し

ゆ

菩ぼ

提だ
い

は
巌
中
に
宴
坐
す
る
も
、
却
っ
て
吾
が
法
身

を
見
る
」
と
。

＊

　

世
尊
は
、
九
十
日
の
あ
い
だ
忉
利
天
で
母
の
〔
摩
耶
夫
人
の
〕
た
め
に
説
法
し
た
。
天
界
に
別
れ
を
告
げ
て
〔
そ
こ
か
ら
地

上
に
〕
降く

だ

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
時
に
〔
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
（
男
性
の
在
家
信
者
）
・
優
婆
夷
（
女
性
の
在
家
信
者
）

の
〕
四
衆
や
八
部
衆
が
そ
ろ
っ
て
空
界
に
出
向
き
、
〔
世
尊
を
〕
迎
え
た
。
〔
そ
の
な
か
に
い
た
〕
蓮
花
色
比
丘
尼
が
心
の
な
か

で
思
っ
た
、
「
私
は
尼
僧
の
身
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
や
大
僧
（
具
足
戒
を
受
け
た
男
性
の
成
年
僧
）
た
ち
の
後
ろ
で
仏
〔
の
姿
〕
を

見
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
神
通
力
に
よ
っ
て
〔
男
性
に
〕
変
身
し
て
転
輪
聖
王
と
な
り
、
千
人
の
仏
弟
子
た
ち
が
取
り
囲
む
な
か

で
、
一
番
は
じ
め
に
仏
〔
の
姿
〕
を
見
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
。
〔
蓮
花
色
は
〕
果
た
し
て
そ
の
願
い
を
実
現
さ
せ
た
。

世
尊
は
〔
転
輪
聖
王
に
変
身
し
た
蓮
花
色
を
〕
見
た
と
た
ん
、
叱
り
つ
け
て
言
っ
た
、
「
蓮
花
色
比
丘
尼
よ
、
お
ま
え
は
ど
う

し
て
大
僧
た
ち
を
飛
び
越
し
て
私
を
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
お
ま
え
は
私
の
〔
生
身
の
こ
の
身
体
で
あ
る
〕
色
身
を
見
て
は

い
る
け
れ
ど
も
、
私
の
〔
真
実
の
姿
で
あ
る
〕
法
身
を
見
て
い
な
い
。
〔
こ
の
場
に
居
な
い
〕
須
菩
提
は
岩
穴
の
な
か
で
坐
禅

し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
〔
彼
の
ほ
う
が
〕
私
の
法
身
を
見
て
い
る
ぞ
」
と
。

＊

　

※
世
尊
九
十
日
…
却
見
吾
法
身
＝
出
典
は
『
大
智
度
論
』
巻
一
一
（T

2
5
-
1
3
7
a

）
な
ど
。
『
仏
説
義
足
経
』
巻
下
に
収
録
さ
れ
た
『
蓮

花
色
比
丘
尼
経
』
（T

4
-
1
8
4
c

〜1
8
6
c

）
や
、
『
雑
阿
含
経
』
巻
二
三
（T

2
-
1
6
9
c

）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
類
似
の
話
を
も
と
に
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
『
雑
阿
含
経
』
で
は
「
優
波
羅
比
丘
尼
」
と
な
っ
て
い
る
）
。
ま
た
、
『
大
唐
西
域
記
』
巻
四
「
劫
比
他
国
」
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章
の
末
尾
に
は
「
釈
梵
窣
堵
波
の
前
は
、
蓮
華
色
苾
芻
尼
が
最
初
に
仏
〔
の
姿
〕
を
見
よ
う
と
し
て
、
転
輪
王
に
変
身
し
た
場
所
で

あ
る
（
釈
梵
窣
堵
波
前
、
是
蓮
華
色
苾
芻
尼
欲
先
見
仏
、
化
作
転
輪
王
処
）
」
（T

5
1
-
8
9
3
b

）
と
あ
り
、
こ
れ
に
続
い
て
こ
の
話
が

取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
歴
代
法
宝
記
』
で
も
、
既
に
こ
の
話
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（T

5
1
-
1
8
6
c

）
、
禅
門
で
も
か
な

り
早
い
時
期
に
定
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
１
） 
忉
利
天
＝
「
三
十
三
天
」
と
漢
訳
さ
れ
る
。
六
欲
天
の
第
二
。
イ
ン
ド
の
世
界
観
に
あ
ら
わ
れ
る
須
弥
山
の
頂
上
に
あ
り
、
帝
釈

天
が
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
。
四
方
に
峰
が
あ
り
、
峰
ご
と
に
八
天
あ
る
の
で
三
十
二
天
、
そ
れ
に
中
央
の
帝
釈
天
を
加
え
て
三
十
三

天
と
な
る
。
釈
尊
の
母
で
あ
る
摩
耶
夫
人
は
死
後
に
こ
こ
に
再
生
し
、
そ
の
母
の
た
め
に
釈
尊
は
一い

ち

夏げ

（
九
十
日
間
）
、
こ
こ
に

昇
っ
て
説
法
し
た
と
い
う
。
『
岩
波
』
（p

.
7
6
3

）
参
照
。
摩
耶
夫
人
が
忉
利
天
に
昇
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
各
種
の
仏
伝
が
記
し

て
お
り
、
例
え
ば
、
『
修
行
本
起
経
』
巻
一
に
は
「
太
子
生
七
日
、
其
母
命
終
。
以
懐
天
師
功
徳
大
故
、
生
忉
利
天
、
封
受
自
然
」

（T
3
-
4
6
5
a

）
と
あ
る
。

（
２
） 

爲
母
説
法
＝
忉
利
天
で
の
釈
尊
の
説
法
に
つ
い
て
は
、
『
仏
昇
忉
利
天
為
母
説
法
経
』
（T

1
7

・N
o
.
8
1
5

）
を
も
と
に
し
て
作
ら

れ
た
と
さ
れ
る
『
摩
訶
摩
耶
経
』
の
前
半
部
分
（T

1
2
-
1
0
0
5
a

〜1
0
1
0
a

）
に
詳
し
い
。
蓮
花
色
比
丘
尼
は
登
場
し
な
い
が
、
釈
尊

の
帰
還
に
あ
た
っ
て
波は

斯し

匿の
く

王
た
ち
が
盛
大
に
出
迎
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
〔
六
〕
は
、
こ
の
と
き
に
因
む
話
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
『
摩
訶
摩
耶
経
』
巻
上
に
は
「
爾
の
時
、
世
尊
、
摩
訶
摩
耶
に
白も

う

し
て
言
う
、
『
生
死
の
法
、
会
え
ば
必
ず
離
有
り
。
我

れ
今
、
応
に
下
り
て
閻
浮
提
に
還
る
べ
く
、
久
し
か
ら
ず
し
て
亦
た
当
に
涅
槃
に
入
る
べ
し
』
と
（
爾
時
、
世
尊
白
摩
訶
摩
耶
言
、

生
死
之
法
、
会
必
有
離
。
我
今
応
下
還
閻
浮
提
、
不
久
亦
当
入
於
涅
槃
）
」
（T

1
2
-
1
0
0
8
c

）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
釈
尊
は
、
忉
利

天
で
の
説
法
後
間
も
な
く
涅
槃
を
迎
え
た
こ
と
に
な
る
。

（
３
） 

天
界
＝
天
上
界
の
略
。
「
天
上
な
る
世
界
」
「
神
な
る
世
界
」
の
意
。
優
れ
た
楽
を
受
け
る
が
、
な
お
苦
し
み
を
免
れ
得
な
い
生
存

の
境
地
。
『
中
村
』
（p

.
9
7
9

）
参
照
。

（
４
） 

四
衆
八
部
＝
四
衆
と
八
部
衆
の
こ
と
。
四
衆
と
は
、
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
の
四
種
を
い
う
。
す
な
わ
ち
仏
教
教
団

の
な
か
の
出
家
の
衆
と
在
家
の
衆
。
四
種
の
仏
教
徒
。
比
丘
は
、
男
子
で
出
家
し
て
具
足
戒
を
受
け
た
者
、
比
丘
尼
は
、
女
子
で
出
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家
し
て
具
足
戒
を
受
け
た
者
を
い
う
。
『
中
村
』
（p

.
5
1
5

）
参
照
。
八
部
衆
に
は
、
次
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
釈

尊
の
説
法
教
化
を
受
け
る
八
種
類
の
者
た
ち
。
王
族
（
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
）
・
バ
ラ
モ
ン
・
長
者
居
士
・
修
行
者
（
沙
門
）
・
四
天
王
・

忉
利
天
・
魔
王
・
梵
王
の
こ
と
。
②
釈
尊
の
教
え
を
守
護
す
る
八
種
の
神
々
。
仏
法
を
護
持
す
る
霊
的
存
在
で
、
『
法
華
経
』
そ
の

他
に
散
見
す
る
。
〈
１
〉
天
。
超
人
的
な
鬼
神
な
ど
の
意
。
〈
２
〉
龍
。
龍
神
・
龍
王
。
〈
３
〉
夜
叉
。
勇
健
暴
悪
で
空
中
飛
行
の
鬼

神
。
〈
４
〉
乾
闥
婆
。
半
神
で
音
楽
を
奏
す
る
、
天
上
の
楽
師
。
〈
５
〉
阿
修
羅
。
悪
霊
で
あ
る
が
、
果
報
が
天
に
次
ぐ
も
の
。
〈
６
〉

迦
楼
羅
。
金
翅
鳥
の
こ
と
で
、
龍
を
食
う
。
〈
７
〉
緊
那
羅
。
人
非
人
と
漢
訳
。
角
が
あ
る
歌
神
。
半
人
半
獣
。
〈
８
〉
摩

羅
迦
。

大
腹
行
と
漢
訳
。
蛇
神
。
大
蛇
の
こ
と
。
『
中
村
』
（p

.
1
1
0
6

）
参
照
。
忉
利
天
で
の
説
法
を
終
え
た
釈
尊
を
迎
え
に
来
た
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
所
謂
「
八
部
」
と
は
、
②
の
「
天
・
龍
・
夜
叉
・
乾
闥
婆
・
阿
修
羅
・
迦
楼
羅
・
緊
那
羅
・
摩

羅
迦
」

た
ち
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

（
５
） 

空
界
＝
仏
教
語
と
し
て
の
「
空
界
」
は
、
大
抵
、
万
有
の
構
成
要
素
で
あ
る
六
界
の
一
つ
と
し
て
の
そ
れ
を
指
す
こ
と
が
多
い
。

六
界
と
は
、
地
界
・
水
界
・
火
界
・
風
界
・
空
界
・
識
界
の
こ
と
。
「
界
と
は
要
素
の
意
」
（
『
中
村
』p

.
1
4
6
1

）
。
し
か
し
、
文
脈

か
ら
判
断
し
て
、
こ
こ
に
所
謂
「
空
界
」
と
は
、
天
界
と
地
界
と
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
領
域
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

（
６
） 

比
丘
尼
＝
尼
僧
。
女
性
の
出
家
修
行
者
。
出
家
し
て
教
団
の
一
員
と
し
て
の
戒
を
受
け
た
女
子
。
具
足
戒
を
た
も
っ
て
い
る
女
性
。

戒
の
数
は
派
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
『
四
分
律
』
に
よ
る
と
、
三
百
四
十
八
戒
あ
り
、
一
般
に
は
概
数
と
し
て
五
百
戒
を
た
も
つ
と

い
わ
れ
て
い
る
。
『
中
村
』
（p

.
1
1
3
2

）
参
照
。

（
７
） 

蓮
花
色
比
丘
尼
＝
蓮
花
色
比
丘
尼
に
関
す
る
一
般
的
な
解
説
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
仏
弟
子
の
う
ち
比
丘
尼
の
な
か
で
神
足

第
一
と
さ
れ
て
い
る
。
王
舎
城
の
人
で
、
こ
の
町
で
結
婚
し
て
一
女
を
生
ん
だ
が
、
夫
が
彼
女
の
母
と
密
か
に
通
じ
て
い
る
の
を
知

り
、
婚
家
を
去
っ
て
波
羅
奈
城
に
行
き
、
そ
こ
の
一
長
者
に
嫁
し
た
。
後
に
こ
の
長
者
は
一
人
の
若
い
女
を
妾
と
し
た
が
、
こ
の
女

は
彼
女
が
最
初
の
結
婚
で
産
ん
だ
娘
で
あ
っ
た
の
で
、
前
に
は
母
と
、
今
は
ま
た
娘
と
、
夫
を
共
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
運
命
を
恐

れ
悲
し
み
、
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
、
去
っ
て
毘
舎
離
城
で
婬
女
の
生
活
に
入
っ
た
。
そ
の
時
、
目
健
連
の
説
法
を
聞
い
て
仏
教
の

信
仰
に
入
り
、
摩
訶
波
闍
波
提
比
丘
尼
に
つ
い
て
出
家
し
て
比
丘
尼
と
な
り
、
六
神
通
を
得
て
阿
羅
漢
と
な
っ
た
。
最
後
に
は
提

『五燈会元』「釈迦牟尼仏」章を読む（二）

167



婆
達
多
の
た
め
に
頭
を
打
た
れ
て
殺
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
『
禅
学
』
（p

.
1
3
0
8

〜1
3
0
9

）
参
照
。
『
仏
光
』
に
は
「
拠
雑
阿
含
経
巻

二
十
三
・
増
一
阿
含
経
巻
二
十
八
等
載
、
仏
陀
昇
忉
利
天
為
母
説
法
、
帰
返
人
間
時
、
蓮
華
色
曽
化
作
転
輪
聖
王
之
身
迎
接
仏
陀
、

是
後
又
恢
復
本
形
礼
仏
。
後
提
婆
達
多
叛
逆
、
欲
加
害
仏
陀
、
蓮
華
色
呵
斥
之
、
提
婆
達
多
怒
撃
其
頭
頂
而
致
死
」
（
「
蓮
華
色
」

条
・p

.
6
1
5
0

）
と
あ
る
。

（
８
） 
神
力
＝
『
中
村
』
に
「
仏
・
菩
薩
の
有
す
る
不
可
思
議
の
は
た
ら
き
。
超
自
然
力
の
作
用
。
神
通
力
に
同
じ
。
不
思
議
な
力
。
威

神
力
」
（p

.
7
9
5

）
と
あ
る
。
蓮
花
色
は
、
六
神
通
を
得
て
阿
羅
漢
と
な
っ
た
比
丘
尼
で
あ
っ
た
た
め
、
「
神
力
」
を
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
『
大
智
度
論
』
巻
一
三
に
は
「
『
優
鉢
羅
華
比
丘
尼
本
生
経
』
中
に
説
く
が
如
く
、
仏
在

世
の
時
、
此
の
比
丘
尼
、
六
神
通
・
阿
羅
漢
を
得
た
り
（
如
優
鉢
羅
華
比
丘
尼
本
生
経
中
説
、
仏
在
世
時
、
此
比
丘
尼
、
得
六
神
通

阿
羅
漢
）
」
（T

2
5
-
1
6
1
a

）
と
あ
る
。
「
優
鉢
羅
華
比
丘
尼
」
と
は
、
蓮
華
色
比
丘
尼
の
こ
と
。

（
９
） 

轉
輪
聖
王
＝
転
輪
王
・
輪
王
と
も
い
う
。
正
義
で
も
っ
て
世
界
を
治
め
る
理
想
の
王
。
「
転
輪
」
と
は
、
戦
車
あ
る
い
は
日
輪
を

馳
せ
る
イ
メ
ー
ジ
に
由
来
す
る
言
葉
と
さ
れ
る
。
転
輪
聖
王
の
転
ず
る
輪
に
金
・
銀
・
銅
・
鉄
の
四
種
類
が
あ
り
、
金
輪
王
は
四
大

洲
の
全
て
を
治
め
、
鉄
輪
王
は
贍
部
洲
（
閻
浮
提
）
の
み
を
治
め
る
。
「
転
法
輪
」
は
、
こ
の
観
念
が
仏
陀
の
説
法
に
応
用
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
『
岩
波
』
（p

.
7
4
6

）
参
照
。

（
10
） 

色
身
＝
物
質
的
な
身
体
。
肉
身
。
肉
体
。
肉
体
と
し
て
の
身
体
。
地
・
水
・
火
・
風
・
空
な
ど
物
質
的
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
肉

親
、
肉
体
。
生
ま
れ
な
が
ら
の
身
体
。
生
身
。
す
が
た
か
た
ち
。
『
中
村
』
（p

.
5
7
6

）
参
照
。

（
11
） 

法
身
＝
法
と
し
て
の
身
体
。
法
を
身
体
と
す
る
こ
と
。
仏
の
色
身
に
対
し
て
い
う
。
『
中
村
』
（p

.
1
2
5
3

）
参
照
。

（
12
） 

須
菩
提
＝
須
菩
提
（
ス
ブ
ー
テ
ィ
ー
）
に
関
す
る
一
般
的
な
解
説
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
舎
衛
城
に
住
む
商
人
で
あ
っ
た
が
、

舎
衛
城
近
く
に
建
立
さ
れ
た
祇
園
精
舎
が
完
成
し
た
の
を
記
念
し
、
釈
尊
が
説
法
し
た
の
を
聞
き
出
家
し
た
。
彼
は
祇
園
精
舎
を
寄

進
し
た
大
富
豪
須
達
（
ス
ダ
ッ
タ
、
別
名
は
給
孤
独
長
者
）
の
弟
の
子
で
あ
る
。
解
空
第
一
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
般
若
経

典
に
お
い
て
も
釈
尊
の
中
心
的
な
対
告
衆
と
な
っ
た
。
ま
た
無
諍
第
一
と
も
い
わ
れ
、
教
化
活
動
の
な
か
で
外
道
の
も
の
か
ら
非

難
・
中
傷
・
迫
害
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
決
し
て
争
わ
な
い
の
を
主
義
と
し
て
、
常
に
円
満
柔
和
を
心
が
け
た
。
仏
十
大
弟
子
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の
一
人
。
『
岩
波
』
（p

.
5
0
8

）
参
照
。
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
（T

8

・N
o
.
2
2
3

）
や
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』
（
同
・N

o
.
2
3
5

）

な
ど
、
般
若
経
系
の
経
典
類
に
多
数
登
場
す
る
。

（
13
） 

宴
坐
＝
「
燕
坐
」
と
も
書
く
。
「
宴
」
に
は
「
安
定
・
平
静
（
安
ら
か
で
あ
る
・
〔
心
な
ど
が
〕
平
静
で
あ
る
）
」
（
『
漢
語
』
㊤

p
.
2
0
7
1

）
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
安
坐
。
坐
禅
。
身
心
を
寂
静
に
し
て
坐
禅
す
る
こ
と
。
静
か
に
坐
る
こ
と
。
ゆ
っ
た
り
と
坐
る

こ
と
。
坐
禅
を
組
む
こ
と
。
根
本
の
浄
禅
に
安
住
し
て
、
外
の
穢
れ
や
煩
い
を
と
ど
め
る
こ
と
。
『
中
村
』
（p

.
1
1
1

）
参
照
。

（
14
） 

汝
雖
見
吾
色
身
…
却
見
吾
法
身
＝
釈
尊
と
対
面
し
て
い
て
も
そ
の
姿
形
し
か
見
え
て
い
な
い
蓮
花
色
比
丘
尼
に
対
し
、
須
菩
提
は
、

釈
尊
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に
居
て
も
釈
尊
の
真
理
を
見
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
釈
尊
と
対
面
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
須

菩
提
で
あ
る
と
い
う
の
が
趣
意
で
あ
ろ
う
。
禅
録
に
は
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
教
示
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
『
六
祖
壇
経
』
に

は
「
一
言
の
も
と
に
見
性
す
れ
ば
、
私
か
ら
千
里
離
れ
て
い
て
も
、
常
に
私
の
側
に
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
一
言
の
も
と
に

悟
ら
な
い
な
ら
、
〔
私
と
〕
顔
を
つ
き
あ
わ
せ
て
い
て
も
、
〔
そ
の
距
離
は
〕
千
里
〔
を
隔
て
て
い
る
〕
（
言
下
見
性
、
雖
去
吾
千
里
、

如
常
在
吾
辺
。
於
此
言
下
不
悟
、
即
対
面
千
里
）
」
（T

4
8
-
3
5
5
a

）
と
あ
る
。

〔
七
〕　

女
子
出
定

世
尊
昔
因
文
殊
至
諸
佛
集
處
、
値
諸
佛
各
還
本
處
。
唯
有
一
女
人
近
彼
佛
坐
、
入
於
三
昧
（
1
）
。
文
殊
乃
白
佛
云
、
何
此
人

得
近
佛
坐
、
而
我
不
得
。
佛
告
文
殊
、
汝
但
覺
此
女
、
令
從
三
昧
起
、
汝
自
問
之
。
文
殊
遶
女
人
三
帀
、
鳴
指
一
下
、
乃

托
（
2
）
至
梵
天
（
3
）
、
盡
其
神
力
而
不
能
出
。
世
尊
曰
、
假
使
（
4
）
百
千
萬

（
校
一
）文

殊
、
出

（
校
二
）此

女
人
定
不
得
。
下
方
經

（
校
三
）過

四
十
二
恒
河

沙
（
5
）
國
土
、
有
罔
明
菩
薩
（
6
）
出

（
校
四
）此

女
人
定
。
須
臾
、
罔
明
大
士
從
地
涌
出
、
作
禮
世
尊
。
世
尊
勑
罔
明
出
。
罔
明
却
至
女
子

前
、
鳴
指
一
下
（
7
）
。
女
子
於
是
從
定
而
出
。
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【
校
注
】　

（
一
）
萬
＝
嘉
興
蔵
本
に
無
し
。
（
二
）
出
＝
嘉
興
蔵
本
は
「
亦
出
」
に
作
る
。
（
三
）
經
＝
嘉
興
蔵
本
に
無
し
。
（
四
）
出
＝
嘉

興
蔵
本
は
「
能
出
」
に
作
る
。

＊

世
尊
、
昔
、
因ち

な

み
に
文
殊
、
諸
佛
の
集
ま
る
處
に
至
る
に
、
諸
佛
の
各
お
の
本
處
に
還か

え

る
に
値あ

う
。
唯
だ
一
女
人
有
っ
て
彼
の

佛
の
坐
に
近
づ
き
、
三
昧
に
入
る
。
文
殊
、
乃
ち
佛
に
白も

う

し
て
云
う
、
「
何
ぞ
此
の
人
、
佛
の
坐
に
近
づ
く
を
得
る
も
、
我
れ

は
得
ざ
る
」
と
。
佛
、
文
殊
に
告
ぐ
、
「
汝
、
但
だ
此
の
女
を
覺
ま
し
、
三
昧
從よ

り
起た

た
し
め
て
、
汝
、
自

み
ず
か

ら
之
を
問
え
」
と
。

文
殊
、
女
人
を
遶め

ぐ

る
こ
と
三
帀そ

う

し
、
指
を
鳴
ら
す
こ
と
一
下
し
て
、
乃
ち
托
し
て
梵
天
に
至
り
、
其
の
神
力
を
盡
く
す
も
出
だ

す
能
わ
ず
。
世
尊
曰
く
、
「
假た

使と

い
百
千
萬
の
文
殊
も
、
此
の
女
人
を
定

じ
よ
う

よ
り
出
だ
し
得
ざ
ら
ん
。
下
方
、
四
十
二
恒
河
沙
の

國
土
を
經
過
し
て
、
罔

も
う
み
よ
う

明
菩
薩
有
っ
て
此
の
女
人
を
定

じ
よ
う

よ
り
出
だ
さ
ん
」
と
。
須し

ゆ

臾ゆ

に
罔

も
う
み
よ
う

明
大
士
、
地
從よ

り
涌
出
し
、
世
尊
に

作
禮
す
。
世
尊
、
罔

も
う
み
よ
う

明
に
勅
し
て
出
だ
さ
し
む
。
罔

も
う
み
よ
う

明
、
却
っ
て
女
子
の
前
に
至
り
、
指
を
鳴
ら
す
こ
と
一
下
す
。
女
子
、
是こ

こ

に
於
い
て
定

じ
よ
う

從よ

り
出
づ
。

＊

　

世
尊
〔
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
〕
。
昔
、
文
殊
が
諸
仏
の
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
た
と
き
、
諸
仏
が

各
々
の
居
所
に
帰
っ
て
い
く
の
に
出
く
わ
し
た
。
た
だ
一
人
の
女
性
だ
け
は
仏
の
座
の
近
く
で
三
昧
に
入
っ
て
い
た
。
文
殊
は
、

そ
こ
で
仏
に
申
し
あ
げ
て
言
っ
た
、
「
ど
う
し
て
こ
の
人
は
仏
の
座
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
私
に
は
で
き
な
い
の
で

し
ょ
う
か
」
と
。
仏
は
文
殊
に
告
げ
た
、
「
お
ま
え
が
こ
の
女
性
を
三
昧
か
ら
呼
び
覚
ま
し
て
、
自
分
で
質
問
し
な
さ
い
」
と
。

文
殊
は
女
性
〔
の
周
囲
〕
を
〔
右
回
り
に
〕
三
度
繞め

ぐ

り
、
〔
パ
チ
ン
と
〕
指
を
一
度
鳴
ら
し
て
か
ら
、
〔
禅
定
に
入
っ
て
い
る
そ

の
女
性
を
〕
掌

て
の
ひ
らに

載
せ
て
〔
行
っ
て
、
天
上
世
界
で
あ
る
〕
梵
天
に
至
り
、
〔
あ
ら
ん
限
り
の
〕
神
通
力
を
尽
く
し
た
も
の
の
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〔
彼
女
を
禅
定
か
ら
〕
引
き
戻
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
世
尊
が
言
っ
た
、
「
た
と
え
百
千
万
の
文
殊
〔
が
力
を
合
わ
せ
て
み

て
〕
も
、
こ
の
女
性
を
禅
定
か
ら
引
き
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
〔
こ
こ
か
ら
〕
下
方
に
四数

え

き

れ

な

い

ほ

ど

十
二
恒
河
沙
の
国
土
を

通
過
し
て
〔
行
っ
た
と
こ
ろ
に
〕
、
罔
明
菩
薩
が
お
り
、
〔
こ
の
菩
薩
な
ら
〕
こ
の
女
性
を
禅
定
か
ら
引
き
戻
す
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
」
と
。
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
、
罔
明
大ぼ

さ

つ士
が
地
面
か
ら
現
れ
出
て
、
世
尊
に
礼
拝
し
た
。
世
尊
は
、
罔
明
に
〔
女
性

を
禅
定
か
ら
〕
引
き
戻
す
よ
う
命
じ
た
。
罔
明
は
女
性
の
ま
え
に
行
き
、
〔
パ
チ
ン
と
〕
指
を
一
度
鳴
ら
し
た
。
女
性
は
、
そ

こ
で
〔
は
じ
め
て
〕
禅
定
か
ら
覚
め
た
。

＊

　

※
世
尊
昔
因
文
殊
至
諸
佛
集
處
…
從
定
而
出
＝
『
諸
仏
要
集
経
』
巻
下
（T

1
7
-
7
6
3
a

〜7
7
0
a

）
に
も
と
づ
く
が
、
右
の
話
は
公
案
と

し
て
全
く
別
な
内
容
に
変
化
し
て
い
る
。
『
諸
仏
要
集
経
』
に
よ
れ
ば
、
女
人
の
名
前
は
離
意
で
あ
る
。
『
伝
燈
録
』
巻
二
七
「
諸

方
雑
挙
徴
拈
代
別
語
」
章
（T
5
1
-
4
3
6
a

）
、
『
圜
悟
語
録
』
巻
一
八
（T

4
7
-
7
9
8
c

）
な
ど
で
、
こ
の
話
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
無
門
関
』
第
四
二
則
（T
4
8
-
2
9
8
a

〜2
9
8
b

、
岩
波
文
庫
本
・p

.
1
5
9

〜1
6
3

）
に
、
こ
の
話
が
見
え
る
こ
と
は
特
に
有
名
で
あ
る

が
、
無
門
慧
開
は
、
評
唱
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

且し
ば

ら
く
道い

え
、
文
殊
は
是
れ
七
仏
の
師
、
甚な

ん

に
因
っ
て
か
女
人
を
定

じ
よ
う

よ
り
出
だ
す
こ
と
を
得
ざ
る
。
罔
明
は
初し

よ

地じ

の
菩
薩
、
為な

甚ん

と
し
て
か
却
っ
て
出
だ
し
得
る
。若
し
者し

や

裏り

に
向お

い
て
見
得
て
親
切
な
ら
ば
、業ご

っ

識し
き

忙ぼ
う

忙ぼ
う

と
し
て
那な

伽が

大
だ
い
じ
よ
う

定
な
ら
ん
。（
且
道
、

文
殊
是
七
仏
師
、
因
甚
出
女
人
定
不
得
。
罔
明
初
地
菩
薩
、
為
甚
却
出
得
。
若
向
者
裏
見
得
親
切
、
業
識
忙
忙
那
伽
大
定
。）

　
　
　

無
門
は
、
「
過
去
七
仏
の
師
で
あ
る
文
殊
菩
薩
が
女
人
を
禅
定
か
ら
引
き
戻
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
に
、
菩
薩
と
し
て
は
最

下
位
の
罔
明
菩
薩
が
何
故
引
き
戻
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
」
と
問
い
か
け
、
「
こ
こ
を
ピ
タ
リ
と
見
て
と
れ
た
な
ら
、
過
去
の
業ご

う

に

ま
み
れ
て
い
て
も
最
高
の
禅
定
に
至
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
無
門
は
、
「
出
だ
し
得
る
も
出
だ
し
得
ざ
る

も
、
渠か

れ

と
儂わ

れ

と
自
由
を
得
た
り
。
神し

ん

頭ず

并
び
に
鬼
面
、
敗は

い

闕け
つ

当ま
さ

に
風
流
な
る
べ
し
（
出
得
出
不
得 

渠
儂
得
自
由 

神
頭
并
鬼
面 

敗
闕
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当
風
流
）
」
と
頌う

た

う
。
「
文
殊
」
で
あ
る
と
か
「
罔
明
」
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
「
七
仏
の
師
」
で
あ
る
と
か
「
初
地
の
菩
薩
」

で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
な
い
境
涯
に
至
れ
ば
、
罔
明
菩
薩
を
相
手
に
負
け
て
み
せ
た
文
殊
菩
薩
も
風
流
（
仏
法
の
深

遠
な
お
も
む
き
）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
１
） 

三
昧
＝
三
摩
地
・
三
摩
提
と
も
音
写
。
定
・
正
受
・
等
持
な
ど
と
漢
訳
す
る
。
心
が
静
か
に
統
一
さ
れ
て
、
安
ら
か
に
な
っ
て
い

る
状
態
。
何
も
の
か
に
心
を
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
が
安
定
し
た
状
態
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
「
禅
定
」
と
同
義
語
。
『
中

村
』
（p

.
4
8
9

）
参
照
。

（
２
） 

托
＝
岩
波
文
庫
本
『
無
門
関
』
（p

.
1
6
2

）
な
ど
は
、
「
手
に
載
せ
て
」
と
訳
す
。
こ
こ
で
も
、
従
来
の
訳
に
拠
っ
た
。
『
中
国
語
』

に
「
手
の
ひ
ら
で
物
を
受
け
る
」
（p

.
3
1
3
6

）
と
あ
る
。
禅
定
に
入
っ
て
動
か
な
い
女
人
を
、
文
殊
菩
薩
が
そ
の
掌
の
う
え
に
載
せ

て
連
れ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
３
） 

梵
天
＝
帝
釈
天
と
並
ぶ
護
法
神
の
こ
と
を
い
う
が
、
十
二
天
の
一
つ
で
梵
天
が
住
む
世
界
を
い
う
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
は
、
後
者

の
意
味
で
「
梵
天
の
住
す
る
色
界
の
初
禅
天
、
大
梵
天
・
梵
輔
天
・
梵
衆
天
の
総
称
」
（
『
岩
波
』p

.
9
4
5

）
で
あ
る
。

（
４
） 

假
使
＝
『
漢
語
』
に
「
即
使
・
縦
使
」
（
㊤p

.
6
6
8

）
と
あ
る
。
「
た
と
え
…
で
も
、
よ
し
ん
ば
…
だ
と
し
て
も
」
と
い
う
意
味
。

用
例
と
し
て
は
、
『
朱
子
語
類
』
巻
九
七
「
程
子
之
書 

三
」
の
「
世
間
有
鬼
神
馮
依
言
語
者
、
蓋
屢
見
之
、
未
可
全
不
信
。
本
巻
何

以
曰
、
師
巫
降
言
無
此
理
。
又
好
談
鬼
神
者
、
仮
使
実
有
聞
見
、
亦
未
足
信
」
（
中
華
書
局
校
点
本
・p

.
2
4
9
8

）
な
ど
。

（
５
） 

恒
河
沙
＝
「
恒
河
」
は
ガ
ン
ジ
ス
河
の
こ
と
。
す
な
わ
ち
「
ガ
ン
ジ
ス
河
に
あ
る
砂
の
よ
う
に
多
い
」
と
い
う
意
味
。
無
数
な
る

こ
と
に
譬
え
て
い
う
。
『
中
村
』
（p

.
4
0
4

）
参
照
。

（
６
） 

罔
明
菩
薩
＝
無
門
慧
開
は
、
罔
明
菩
薩
を
「
初
地
の
菩
薩
」
で
あ
る
と
す
る
。
「
初
地
」
と
は
「
菩
薩
の
五
十
二
位
の
う
ち
の
十

地
の
第
一
」
（
『
中
村
』p

.
6
7
9

）
の
こ
と
で
、
「
菩
薩
が
わ
ず
か
に
さ
と
り
の
境
地
に
到
達
し
て
歓
喜
す
る
位
」
（
『
中
村
』p

.
1
9
4

）

で
あ
る
。
「
五
十
二
位
」
に
つ
い
て
は
、
『
中
村
』
に
「
求
道
者
（
菩
薩
）
の
修
行
の
段
階
を
五
十
二
に
分
け
た
も
の
。
順
次
に
十

信
・
十
住
・
十
行
・
十
回
向
・
十
地
・
等
覚
（
正
し
い
さ
と
り
に
等
し
い
さ
と
り
を
得
た
位
）
・
妙
覚
（
迷
い
を
滅
し
尽
く
し
、
智

慧
が
ま
ど
か
に
具
わ
っ
た
位
）
を
い
う
。
十
信
か
ら
十
回
向
ま
で
は
凡
夫
で
、
初
地
以
上
か
ら
聖
者
の
位
に
入
る
」
（p

.
3
6
7

）
と
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解
説
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
罔
明
菩
薩
は
、
仏
位
に
至
る
五
十
二
位
の
修
行
段
階
に
お
い
て
、
聖
者
と
し
て
は
最
も
地
位
の
低
い

菩
薩
で
あ
っ
た
。

（
７
） 

一
下
＝
『
漢
語
』
に
「
猶
言
一
次
、
一
回
」
（
㊤p

.
2

）
と
あ
り
、
『
中
国
語
』
に
「
（
ち
ょ
っ
と
す
る
と
き
の
）
一
度
、
一
回
」

（p
.
3
6
6
5

）
と
あ
る
。

〔
八
〕　

一
義
二
義

世
尊
因
波
斯
匿
王
（
1
）
問
、
勝
義
諦
（
2
）
中
有
世
俗
諦
（
3
）
否
。
若
言
無
、
智
不
應
二
。
若
言
有
、
智
不
應
一
。
一
二
之
義
（
4
）
、

其
義
（
4
）
云
何
。
佛
言
、
大
王
、
汝
於
過
去
龍
光
佛
（
5
）
法
中
曽
問
此
義
。
我
今
無
説
、
汝
今
無
聴
。
無
説
無
聴
（
6
）
、
是
名
爲
一

義
二
義
（
7
）
。

＊

世
尊
、
因ち

な

み
に
波は

斯し

匿の
く

王お
う

問
う
、
「
勝

し
よ
う

義ぎ

諦た
い

中
に
世せ

俗ぞ
く

諦た
い

有
り
否や

。
若
し
無
し
と
言
わ
ば
、
智
は
應
に
二
な
る
べ
か
ら
ず
。
若

し
有
り
と
言
わ
ば
、
智
は
應
に
一
な
る
べ
か
ら
ず
。
一
二
の
義
、
其
の
義
云い

か

ん何
」
と
。
佛
言
う
、
「
大
王
、
汝
、
過
去
龍
光
佛

の
法

ほ
つ
ち
ゅ
う

中
に
於
い
て
曽か

つ

て
此
の
義
を
問
う
。
我
れ
今
、
無
説
に
し
て
、
汝
今
、
無
聴
な
り
。
無
説
無
聴
、
是
れ
を
名
づ
け
て
一
義

二
義
と
爲
す
」
と
。

＊

　

世
尊
〔
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
〕
。
波
斯
匿
王
が
〔
世
尊
に
〕
問
う
た
、
「
〔
世
俗
を
超
え
た
最
高
の
真
理
で
あ

る
〕
勝
義
諦
の
う
ち
に
〔
世
間
一
般
に
お
け
る
真
理
で
あ
る
〕
世
俗
諦
が
有
る
の
か
。
も
し
無
い
と
言
う
な
ら
、
智
慧
は
〔
勝
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義
諦
と
世
俗
諦
と
い
う
よ
う
な
〕
二
〔
と
い
う
あ
り
か
た
を
示
す
も
の
〕
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
し
有
る
と
言
う
な
ら
、

智
慧
は
一
〔
と
い
う
あ
り
か
た
を
示
す
も
の
〕
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
〔
智
慧
と
は
〕
一
つ
の
も
の
な
の
か
二
つ
の
も
の
な

の
か
、
そ
の
意
味
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
」
と
。
仏
が
言
っ
た
、
「
大
王
よ
、
あ
な
た
は
、
過
去
世
で
の
龍
光
仏
の
説

法
の
集
い
の
な
か
で
、
か
つ
て
こ
の
意
味
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
お
い
で
で
す
。
私
は
今
、
説
く
こ
と
は
無
い
し
、
あ
な
た
は
今
、

聴
く
こ
と
は
無
い
の
で
す
。
無
説
で
あ
っ
て
無
聴
、
こ
れ
を
『
一ひ

と

つ義
で
あ
っ
て
二ふ

た

つ義
』
と
名
づ
け
ま
す
」
と
。

＊

　

※
世
尊
因
波
斯
匿
王
問
…
是
名
爲
一
義
二
義
＝
『
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
巻
上
「
二
諦
品
」
（T

8
-
8
3
9
a

〜b

）
に
見
え
る
話
。

『
圜
悟
語
録
』
巻
五
（T

4
7
-
7
3
6
c

〜7
3
7
a

）
や
『
大
慧
語
録
』
巻
八
（T

4
7
-
8
4
2
a

〜b

）
な
ど
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
１
） 

波
斯
匿
王
＝
波
斯
匿
王
に
関
す
る
一
般
的
な
解
説
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
釈
尊
時
代
の
中
イ
ン
ド
憍
薩
羅
国
（
コ
ー
サ
ラ

国
）
の
王
で
あ
り
、
そ
の
首
都
は
舎
衛
城
に
あ
っ
た
。
釈
尊
と
大
体
同
年
配
で
、
深
く
仏
教
に
帰
依
し
て
い
た
が
、
晩
年
、
子
の
毘

瑠
璃
王
子
に
位
を
奪
わ
れ
、
釈
尊
よ
り
一
年
程
前
に
悲
惨
な
死
を
遂
げ
た
。
釈
尊
の
故
国
（
釈
迦
族
の
国
）
は
憍
憍
薩
羅
国
に
隷
属

し
て
い
た
が
、
釈
迦
族
が
勇
武
の
誉
れ
高
く
、
ま
た
三
界
の
大
導
師
と
し
て
の
釈
尊
を
出
し
て
い
る
た
め
、
釈
迦
族
の
王
女
を
自
分

の
妃
と
し
て
求
め
た
。
こ
の
末
利
夫
人
に
導
か
れ
て
仏
教
信
者
と
な
っ
た
が
、
彼
の
た
め
に
説
か
れ
た
経
典
も
少
な
く
な
い
。
摩
掲

陀
国
（
マ
ガ
ダ
国
）
の
王
で
あ
っ
た
頻
婆
娑
羅
と
並
ん
で
、
当
時
の
最
も
優
れ
た
国
王
で
あ
り
、
か
つ
共
に
仏
教
の
大
外
護
者
で

あ
っ
た
。
『
禅
学
』
（p

.
1
0
1
8

）
参
照
。

（
２
） 

勝
義
諦
＝
第
一
義
諦
・
真
諦
と
も
い
う
。
最
高
真
理
。
真
実
と
し
て
の
真
理
。
優
れ
た
智
慧
の
は
た
ら
く
領
域
。
真
実
の
見
方
。

世
俗
諦
の
対
。
『
中
村
』
「
勝
義
諦
」
条
（p

.
7
2
2

）
・
「
二
諦
」
条
（p

.
1
0
4
8

）
参
照
。

（
３
） 

世
俗
諦
＝
世
諦
・
俗
諦
と
も
い
う
。
一
般
的
な
真
理
。
世
俗
の
生
活
の
上
で
の
真
理
。
世
俗
一
般
の
見
方
。
勝
義
諦
の
対
。
『
中

村
』
「
世
俗
諦
」
条
（p

.
8
1
9

）
・
「
二
諦
」
条
（p

.
1
0
4
8

）
参
照
。
勝
義
諦
と
世
俗
諦
と
を
併
せ
て
「
二
諦
」
と
い
う
。
こ
の
「
二

諦
」
に
つ
い
て
、
『
中
村
』
に
「
前
者
は
聖
人
の
見
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
後
者
は
凡
夫
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
（p

.
1
0
4
8

）
と
あ
る
。
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（
４
） 

義
＝
『
中
村
』
に
「
①
事
が
ら
。
対
象
。
も
の
。
事
物
。
自
体
。
実
体
。
言
い
表
わ
さ
れ
る
も
の
。
所
詮
の
意
」
「
②
意
味
。
文

章
や
散
文
の
表
す
意
義
。
（
経
典
の
）
趣
旨
」
「
③
語
。
意
味
」
「
④
わ
け
。
い
わ
れ
。
み
ち
。
こ
と
わ
り
。
義
理
」
（p

.
2
1
8

）
な
ど

と
あ
っ
て
、
非
常
に
多
義
的
な
語
で
あ
る
。
「
一
二
之
義
」
の
「
義
」
と
「
一
義
二
義
」
の
「
義
」
と
は
、
「
一
義
」
に
「
①
ひ
と
つ

の
も
の
。
②
第
一
義
」
（
『
中
村
』p

.
4
6

）
、
「
二
義
」
に
「
①
二
つ
の
も
の
。
②
二
つ
の
も
の
と
い
う
意
義
」
（
『
中
村
』p

.
1
0
4
1

）

と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
事
柄
、
対
象
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
方
、
「
其
義
云
何
」
や
「
問
此
義
」
と
い
っ

た
表
現
は
、
仏
典
中
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
義
」
は
、
表
現
や
行
為
に
含
ま
れ
た
内
容
・
意
図
・
理
由
・
目
的
と
い
っ

た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
「
意
味
、
意
義
」
の
こ
と
で
あ
る
。

（
５
） 

龍
光
佛
＝
如
何
な
る
仏
か
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
。
鳩
摩
羅
什
訳
『
仏
説
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』
巻
上
（T

8
-
8
2
8
a

）
、
不

空
訳
『
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
巻
上
（T

8
-
8
3
8
a

、8
3
9
a

）
を
は
じ
め
、
竺
法
護
訳
『
賢
劫
経
』
巻
六
「
千
仏
名
号
品
」

（T
1
4
-
4
6
c

）
、
菩
提
流
支
訳
『
仏
説
仏
名
経
』
巻
四
（T

1
4
-
1
3
7
a

）
な
ど
に
そ
の
名
が
見
え
る
。

（
６
） 

無
説
無
聴
＝
例
え
ば
、
『
碧
巌
録
』
第
七
三
則
・
垂
示
に
は
、

〔
『
維
摩
経
』
に
曰
く
、
（
― 
訳
者
注
）
〕
「
夫
れ
法
を
説
く
と
は
、
説
く
こ
と
無
く
示
す
こ
と
無
し
。
其
れ
法
を
聴
く
と
は
、
聞

く
こ
と
無
く
得
る
こ
と
無
し
」
と
。
説
く
も
既
に
説
く
こ
と
無
く
示
す
こ
と
無
く
ん
ば
、
争

い
か
で

か
説
か
ざ
る
に
如し

か
ん
。
聴
く

も
既
に
聞
く
こ
と
無
く
得
る
こ
と
無
く
ん
ば
、
争

い
か
で

か
聴
か
ざ
る
に
如し

か
ん
。
而
る
に
説
く
こ
と
無
く
又
た
聴
く
こ
と
無
き
も
、

却
っ
て
些す

こ

し子
く
較た

が

え
り
。
只
だ
如い

今ま

諸
人
、
山そ

れ
が
し僧

が
這
裏
に
在お

い
て
説
く
を
聴
く
に
、
作い

麼か

生に

か
此
の
過と

が

を
免
れ
得
ん
。
透
関

の
眼
を
具
う
る
者
、
試
み
に
挙こ

し
看
よ
。
（
夫
説
法
者
、
無
説
無
示
。
其
聴
法
者
、
無
聞
無
得
。
説
既
無
説
無
示
、
争
如
不
説
。

聴
既
無
聞
無
得
、
争
如
不
聴
。
而
無
説
又
無
聴
、
却
較
些
子
。
只
如
今
諸
人
、
聴
山
僧
在
這
裏
説
、
作
麼
生
免
得
此
過
。
具
透

関
眼
者
、
試
挙
看
。
）
（T

4
8
-
2
0
0
c

、
岩
波
文
庫
本
㊦p

.
1
9

）

 

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
圜
悟
は
、
「
説
く
と
い
っ
て
も
、
説
い
た
り
示
し
た
り
す
る
こ
と
が
無
い
か
ら
に
は
、
説
か
な
い
に
こ
し
た

こ
と
は
な
い
。
聴
く
と
い
っ
て
も
、
聴
い
た
り
得
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
無
い
か
ら
に
は
、
聴
か
な
い
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
」

（
末
木
訳
『
碧
巌
録
』
㊦p

.
1
5

）
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
無
説
無
聴
」
と
は
、
説
く
・
聴
く
と
い
う
状
況
下
に
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
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う
し
た
説
・
聴
と
い
っ
た
相
対
的
対
立
を
超
え
て
い
る
と
い
う
、
不
二
の
妙
境
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
圜
悟
は
、

こ
の
「
無
説
無
聴
」
も
「
些す

こ

し子
く
較た

が

え
り
」
（
あ
と
も
う
一
歩
）
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
安
住
す
る
こ
と
を
認
め
ず
に
、
修
行
者
た

ち
を
更
に
鼓
舞
し
て
い
る
。

（
７
） 

一
義
二
義
＝
一
つ
で
あ
っ
て
同
時
に
そ
れ
は
二
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
勝
義
諦
と
世
俗
諦
と
は
一
体
不
可
分
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
智
」
の
あ
り
よ
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
波
斯
匿
王
に
対
す
る
釈
尊
の
説
示
で
あ
る
。
三
論
宗
の
吉
蔵
は
、
「
二
に
し
て

不
二
で
あ
り
、
不
二
に
し
て
二
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、
二
と
不
二
と
が
相
即
関
係
に
あ
る
こ
と
を
説
い
た
が
、
禅
宗
に

お
い
て
も
不
二
・
相
即
の
教
え
は
重
視
さ
れ
た
。
『
禅
思
』
「
不
二
法
門
」
条
（p

.
4
2
8

）
な
ど
を
参
照
。

〔
九
〕　

文
殊
在
門
外
立

世
尊
一
日
見
文
殊
在
門
外
立
、
乃
曰
、
文
殊
文
殊
、
何
不
入
門
來
。
文
殊
曰
、
我
不
見
一
法
在
門
外
（
1
）
。
何
以
教
我
入
門
。

＊

世
尊
、
一
日
、
文
殊
の
門
外
に
在
っ
て
立
つ
を
見
て
、
乃
ち
曰
く
、
「
文
殊
、
文
殊
、
何
ぞ
門
に
入
り
來
た
ら
ざ
る
」
と
。
文

殊
曰
く
、
「
我
れ
一
法
の
門
外
に
在
る
を
見
ず
。
何
を
以
て
か
我
れ
を
し
て
門
に
入
ら
し
む
る
」
と
。

＊

　

世
尊
は
、
あ
る
日
、
文
殊
が
門
外
で
立
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
こ
で
〔
文
殊
に
向
か
っ
て
〕
言
っ
た
、
「
文
殊
よ
、
文
殊

よ
、
ど
う
し
て
門
〔
の
内
〕
に
入
っ
て
来
な
い
の
か
」
と
。
文
殊
が
言
っ
た
、
「
私
は
門
外
に
何
一
つ
見
て
お
り
ま
せ
ん
。
な

ぜ
私
を
門
〔
の
内
〕
に
入
ら
せ
よ
う
と
な
さ
る
の
で
す
か
」
と
。
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＊

　

※
世
尊
一
日
見
文
殊
在
門
外
立
…
何
以
教
我
入
門
＝
『
入
法
界
体
性
経
』
（T
1
2
-
2
3
4
a

〜2
3
7
a

）
に
も
と
づ
く
。
『
統
要
集
』
（p

.
8

）

に
既
に
見
え
る
ほ
か
、
『
虚
堂
録
』
巻
六
に
も
見
え
（T

4
7
-
1
0
2
4
b

）
、
『
犂
耕
』
巻
一
七
「
世
尊
一
日
見
文
殊
」
条
に
詳
し
い
解
説

が
あ
る
（p

.
2

）
。
無
著
道
忠
が
『
犂
耕
』
で
指
摘
す
る
通
り
、
『
入
法
界
体
性
経
』
の
大
意
を
禅
家
が
短
く
纏
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
１
） 
我
不
見
一
法
在
門
外
＝
『
犂
耕
』
巻
一
七
「
我
不
見
一
法
在
門
外
」
条
に
は
「
逸
堂
曰
く
、
門
外
と
は
心
外
な
り
。
忠
曰
く
、
実

際
に
門
無
し
。
豈
に
内
外
出
入
有
ら
ん
や
（
逸
堂
曰
、
門
外
者
心
外
也
。
忠
曰
、
実
際
無
門
、
豈
有
内
外
出
入
耶
）
」
（p

.
3

）
と
あ

る
。
逸
堂
が
如
何
な
る
人
物
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
無
著
以
前
の
『
虚
堂
録
』
の
注
釈
者
で
あ
ろ
う
。
『
犂
耕
』
に

先
行
す
る
『
虚
堂
録
』
の
抄
（
注
釈
）
は
、
十
種
類
以
上
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
、
入
矢
義
高
「
無
著
道
忠
の
禅
学
」
（
『
空

花
集
』
思
文
閣
出
版
社
・
一
九
九
二 

所
収
）
参
照
。
『
犂
耕
』
に
よ
れ
ば
、
逸
堂
は
、
「
〔
こ
こ
に
所
謂
〕
『
門
外
』
と
は
心
外
の
こ

と
で
あ
る
」
と
注
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
不
見
一
法
在
門
外
」
を
「
心
外
無
法
」
の
こ
と
と
し
て
捉
え
る
わ
け
で
あ
る
。
「
心
外

無
法
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
や
現
象
は
心
よ
り
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
心
の
外
に
別
の
存
在
は
無
い
と
い
う
こ
と
。
無
著
は
、

「
実
際
（
究
極
の
根
拠
）
に
門
な
ど
無
い
の
だ
。
ど
う
し
て
内
外
や
出
入
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
」
と
し
、
真
実
の
理
法
は
、

内
と
外
と
の
区
別
は
な
く
出
入
自
在
で
あ
る
と
い
う
。
「
無
門
」
に
つ
い
て
、
『
禅
学
』
に
は
「
出
入
す
る
門
戸
の
な
い
こ
と
。
ま
た
、

無
の
門
を
さ
す
。
法
界
を
仏
性
の
具
現
と
み
る
と
き
、
出
入
自
在
、
一
切
が
門
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
（p

.
1
2
1
3

）
と
あ
る
。
ま
た
、

無
門
慧
開
は
、
『
無
門
関
』
の
自
序
で
「
仏
語
心
を
宗
と
為
し
、
無
門
を
法
門
と
為
す
（
仏
語
心
為
宗
、
無
門
為
法
門
）
」
（T

4
8
-

2
9
2
b

、
岩
波
文
庫
本
・p

.
1
6

）
と
述
べ
て
い
る
。

〔
一
〇
〕　

這
箇
是
甚
麼

世
尊
一
日
坐
次
（
1
）
、
見
二
人
舁
豬
過
、
乃
問
、
這
箇
（
2
）
是
甚
麼
。
曰
、
佛
具
一
切
智
（
3
）
、
豬
子
也
不
識
。
世
尊
曰
、
也
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須
（
4
）
問
過
（
5
）
。

＊

世
尊
、
一
日
、
坐
す
る
次つ

い
で
、
二
人
の
豬
を
舁か

い
て
過
ぐ
る
を
見
て
、
乃
ち
問
う
、
「
這こ

箇れ

は
是
れ
甚な

麼ん

ぞ
」
と
。
曰
く
、

「
佛
は
一
切
智
を
具
う
る
も
、
豬
子
も
也ま

た
識
ら
ざ
る
か
」
と
。
世
尊
曰
く
、
「
也ま

た
須
く
問
過
す
べ
し
」
と
。

＊

　

世
尊
は
、
あ
る
日
、
坐
禅
し
て
い
た
際
に
、
二
人
の
人
が
豬ブ

タ

を
担
い
で
通
り
過
ぎ
る
の
を
見
て
、
そ
こ
で
〔
二
人
に
向
か
っ

て
〕
問
う
た
、
「
こ
れ
は
何
だ
」
と
。
〔
二
人
は
〕
言
っ
た
、
「
仏
は
〔
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
つ
い
て
知
り
尽
く
す
〕
一
切
智
を
具そ

な

え
て
お
い
で
な
の
に
、
豬ブ

子タ

さ
え
も
ご
存
知
な
い
の
で
す
か
」
と
。
世
尊
が
言
っ
た
、
「
や
は
り
問
う
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
」
と
。

＊

　

※
世
尊
一
日
坐
次
…
也
須
問
過
＝
出
典
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
続
古
尊
宿
語
要
』
巻
六
の
別
峯
宝
印
「
普
説
」
（X

6
8
-
5
0
3
a

）

に
見
え
る
。
別
峯
宝
印
（
一
一
〇
九
～
一
一
九
〇
）
は
、
圜
悟
克
勤
の
法
嗣
で
あ
る
密
印
安
民
の
法
嗣
で
あ
る
。
次
の
〔
一
一
〕
と

同
じ
く
、
「
一
切
智
」
の
「
智
」
の
質
に
つ
い
て
商
量
さ
せ
る
話
で
あ
ろ
う
。
「
這
箇
」
の
語
の
解
釈
次
第
で
は
、
さ
ら
に
禅
的
な
意

味
合
い
が
増
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
の
注
（
2
）
参
照
。

（
１
） 

次
＝
『
禅
語
』
に
「
…
し
た
時
、
…
し
た
機
会
に
」
（p

.
1
7
8

）
と
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、
『
臨
済
録
』
「
勘
弁
」
の
「
師
、
一

日
同
普
化
、
赴
施
主
家
斎
次
、
師
問
…
」
（T

4
7
-
5
0
3
b

、
岩
波
文
庫
本
・p

.
1
5
4

）
な
ど
。

（
２
） 

這
箇
＝
『
禅
語
』
に
「
こ
れ
。
こ
の
。
『
者
箇
』
『
遮
箇
』
と
同
じ
。
『
這
个
』
と
も
書
く
」
（p

.
1
8
9

）
と
あ
り
、
『
禅
思
』
に
「
こ

れ
、
こ
の
と
い
う
意
味
。
者
箇
・
遮
箇
・
遮
个
・
這
个
と
も
。
這
は
、
遠
称
の
那
に
対
す
る
近
称
で
あ
る
が
、
這
の
み
で
こ
れ
・

こ
の
の
意
を
表
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
箇
の
ほ
か
、
這
底
（
こ
れ
・
こ
の
も
の
）
、
這
裏
（
こ
こ
・
そ
こ
）
、
這
辺
（
こ
ち
ら
）
、
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這
回
（
こ
の
た
び
）
な
ど
、
何
ら
か
の
語
を
と
も
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
」
（p
.
2
5
0

）
と
あ
る
。
し
か
し
、
禅
録
に
は
、
指
示
語
と

し
て
の
「
這
箇
」
か
ら
派
生
し
、
特
有
の
意
味
を
持
つ
に
至
っ
た
用
例
が
多
数
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
碧
巌
録
』
第
二
九
則
・
本

則
評
唱
に
は
「
僧
有
っ
て
問
う
、
『
劫
火
洞
然
と
し
て
、
大
千
倶と

も

に
壊
す
。
未そ

審も

、
這こ

箇れ

は
壊
す
る
か
壊
せ
ざ
る
か
』
と
。
這
の
僧

は
只
だ
教
意
に
拠
り
来
た
っ
て
問
う
。
教
中
に
云
う
、
『
成
住
壊
空
、
三
災
劫
起
こ
り
、
壊
し
て
三
禅
天
に
至
る
』
と
。
這
の
僧
は

元
来
話
頭
の
落
処
を
知
ら
ず
。
且

し
ば
ら

く
道い

え
、
這こ

箇れ

と
は
是
れ
什な

麼ん

ぞ
。
人
多
く
情
解
を
作
し
て
道い

う
、
『
這こ

箇れ

は
是
れ
衆
生
の
本

性
な
り
』
と
（
有
僧
問
、
劫
火
洞
然
、
大
千
倶
壊
。
未
審
這
箇
壊
不
壊
。
這
僧
只
拠
教
意
来
問
。
教
中
云
、
成
住
壊
空
、
三
災
劫

起
、
壊
至
三
禅
天
。
這
僧
元
来
不
知
話
頭
落
処
。
且
道
、
這
箇
是
什
麼
。
人
多
作
情
解
道
、
這
箇
是
衆
生
本
性
）
」
（T

4
8
-
1
6
9
a

〜

b

、
岩
波
文
庫
本
㊤p

.
3
6
0

〜3
6
1

）
と
あ
り
、
第
六
五
則
・
頌
評
唱
に
は
「
這こ

箇れ

曽か
つ

て
動う

著ご

か
ず
、
只
だ
箇
の
良
久
を
消も

ち

う
る
の
み
。

明
鏡
の
台
に
臨
む
が
如
く
に
相
似
て
、
万
象
其
の
形
質
を
逃
る
る
能
わ
ず
（
這
箇
不
曽
動
著
、
只
消
箇
良
久
。
如
明
鏡
臨
台
相
似
、

万
象
不
能
逃
其
形
質
）
」
（T

4
8
-
1
9
6
b

、
岩
波
文
庫
本
㊥p

.
2
9
9

）
と
あ
る
。
末
木
訳
『
碧
巌
録
』
の
語
注
に
は
「
こ
れ
、
こ
の
も

の
、
の
意
。
本
来
面
目
な
ど
を
さ
す
」
（
㊤p

.
4
5
8

）
、
「
こ
れ
。
根
源
的
な
主
体
」
（
㊥p

.
3
9
4

）
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
『
大
慧
語

録
』
巻
二
に
収
録
さ
れ
た
「
歳
旦
上
堂
」
に
「
去
年
今
日
也
只
是
這
箇
。
前
年
今
日
也
只
是
這
箇
。
先
前
年
今
日
也
只
是
這
箇
。
外

前
年
今
日
也
只
是
這
箇
。
明
年
今
日
也
只
是
這
箇
。
後
年
今
日
也
只
是
這
箇
。
外
後
年
今
日
也
只
是
這
箇
。
更
外
後
年
今
日
也
只
是

這
箇
。
且
道
、
這
箇
是
甚
麼
。
元
正
啓
祚
万
物
咸
新
。
応
時
納
祐
慶
無
不
宜
。
喝
一
喝
云
、
俗
気
不
除
」
（T

4
7
-
8
1
8
c

〜8
1
9
a

）

と
あ
る
の
も
同
じ
用
例
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
〔
一
〇
〕
に
所
謂
「
這
箇
」
も
、
こ
う
し
た
意
味
で
解
釈
す
る
な
ら
、
「
究
極
の
事
」
「
本

来
の
面
目
」
と
い
っ
た
も
の
を
示
す
語
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
禅
的
な
意
味
合
い
が
増
す
こ
と
に
な
る
。

（
３
） 

一
切
智
＝
『
中
村
』
に
「
仏
の
智
慧
。
一
切
を
知
る
智
慧
」
（p

.
6
0

）
と
あ
り
、
『
岩
波
』
に
「
仏
の
智
慧
の
こ
と
。
余
す
こ
と

な
く
諸
法
の
あ
り
方
（
自
相
）
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（p

.
4
6

）
と
解
説
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
事

理
に
通
達
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
話
に
登
場
す
る
二
人
は
、
こ
う
し
た
仏
の
智
慧
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、

誤
解
し
て
い
た
節
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
仏
は
一
切
智
を
具
う
る
も
、
豬
子
も
也ま

た
識
ら
ざ
る
か
」
と
発
言
し
た
彼
ら
に
と
っ
て

は
、
「
一
切
智
を
具
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
広
く
知
識
を
有
す
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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「
也ま

た
須
ら
く
問
過
す
べ
し
」
と
い
う
釈
尊
の
言
葉
は
、
「
一
切
智
を
具
え
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
世
間
一
般
的
な
博
識
ぶ
り
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
４
） 

也
須
＝
『
中
国
語
』
に
「
①
…
で
あ
ろ
う
。
未
来
の
情
況
に
対
す
る
見
積
も
り
を
表
す
。
②
…
し
た
こ
と
も
あ
る
。
過
去
の
情

況
の
説
明
」
（p

.
3
6
1
4

）
と
あ
り
、
『
漢
語
』
に
「
也
応
該
・
也
応
当
（
や
は
り
…
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
」
（p

.
3
2
5

）
と
あ
る
が
、

こ
こ
は
『
漢
語
』
に
解
説
さ
れ
て
い
る
意
味
で
あ
ろ
う
。
「
也
」
は
「
婉
曲
な
語
気
を
添
え
る
。
や
は
り
、
ま
あ
」
（
『
中
国
語
』

p
.
3
6
1
4

）
と
い
う
意
味
の
副
詞
で
あ
る
。

（
５
） 

也
須
問
過
＝
「
問
過
」
は
、
「
尋
ね
る
。
問
い
つ
め
る
。
調
べ
あ
げ
る
」
と
い
う
意
味
。
用
例
と
し
て
は
、
『
碧
巌
録
』
第
五
一

則
・
本
則
の
「
也
須
是
問
過
始
得
」
（T

4
8
-
1
8
6
a

、
岩
波
文
庫
本
㊥p

.
1
8
8

）
な
ど
。
末
木
訳
『
碧
巌
録
』
は
「
問
い
つ
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
（
㊥p

.
2
4
3

）
と
訳
す
。
こ
こ
〔
一
〇
〕
に
所
謂
「
也
須
問
過
」
（
「
や
は
り
問
う
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
」
）
と
い
う
釈
尊
の
発
言
は
、
先
ず
釈
尊
の
側
に
二
人
が
「
一
切
智
」
に
つ
い
て
分
か
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
測
が
あ

り
、
問
答
を
通
し
て
そ
の
こ
と
を
確
信
し
た
結
果
、
発
せ
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
解
釈
で
き
よ
う
。

〔
一
一
〕　

異
学
問
仏

世
尊
因
有
異
學
（
1
）
問
、
諸
法
（
2
）
是
常
邪
。
世
尊
不
對
。
又
問
、
諸
法
是
無
常
邪
。
亦
不
對
（
3
）
。
異
學
曰
、
世
尊
具
一
切
智
、

何
不
對
我
。
世
尊
曰
、
汝
之
所
問
、
皆
爲
戯
論
（
4
）
。

＊

世
尊
、
因ち

な

み
に
異
學
有
っ
て
問
う
、
「
諸
法
は
是
れ
常
な
る
か
」
と
。
世
尊
、
對こ

た

え
ず
。
又
た
問
う
、
「
諸
法
は
是
れ
無
常
な
る

か
」
と
。
亦
た
對こ

た

え
ず
。
異
學
曰
く
、
「
世
尊
は
一
切
智
を
具
う
る
も
、
何
ぞ
我
れ
に
對こ

た

え
ざ
る
」
と
。
世
尊
曰
く
、
「
汝
の
所
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問
は
、
皆
な
戯け

論ろ
ん

爲
り
」
と
。

＊

　

世
尊
〔
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
〕
。
〔
世
尊
の
教
え
と
は
立
場
が
違
う
〕
異
学
〔
の
人
〕
が
〔
世
尊
に
〕
問
う
た
、

「
諸
々
の
事
物
事
象
は
常
〔
な
る
存
在
〕
か
」
と
。
世
尊
は
答
え
な
か
っ
た
。
〔
異
学
の
人
が
〕
再
び
問
う
た
、
「
諸
々
の
事
物

事
象
は
無
常
〔
な
る
存
在
〕
か
」
と
。
〔
世
尊
は
〕
や
は
り
答
え
な
か
っ
た
。
異
学
〔
の
人
〕
は
言
っ
た
、
「
世
尊
は
、
〔
最
も

優
れ
た
智
慧
で
あ
る
〕
一
切
智
を
具
え
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
私
〔
の
問
い
〕
に
答
え
な
い
の
か
」
と
。
世
尊
は
言
っ
た
、

「
お
ま
え
が
問
う
て
い
る
こ
と
は
、
全
て
く
だ
ら
な
い
論
議
で
あ
る
」
と
。

＊

　

※
世
尊
因
有
異
學
問
…
皆
爲
戯
論
＝
出
典
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
既
に
『
統
要
集
』
（p

.
8

）
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

『
会
元
』
の
成
立
か
ら
約
四
十
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
高
峰
原
妙
禅
師
語
録
』
巻
二
「
拈
古
」
（X

7
0
-
6
9
1
b

）
に
も
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
宋
・
元
代
の
禅
門
で
は
既
に
定
着
し
て
い
た
話
な
の
で
あ
ろ
う
。
諸
法
の
あ
り
よ
う
は
「
常
」
「
無
常
」
で
は
捉
え
き
れ
な

い
も
の
、
言
葉
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
話
で
あ
る
が
、
「
一
切
智
」
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
い
る

点
で
、
先
の
〔
一
〇
〕
「
這
箇
是
甚
麼
」
と
連
動
し
て
い
る
。

（
１
） 

異
學
＝
①
仏
教
以
外
の
他
宗
派
の
開
祖
、
ま
た
、
そ
の
信
奉
者
。
②
諸
々
の
学
派
。
諸
々
の
外
道
。
③
バ
ラ
モ
ン
教
の
こ
と
を
い

う
。
④
自
分
が
信
奉
す
る
の
と
は
異
な
る
学
説
。
『
中
村
』
（p

.
3
5

）
参
照
。

（
２
） 

諸
法
＝
固
体
を
構
成
す
る
諸
要
素
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
。
あ
ら
ゆ
る
物
事
。
全
て
の
も
の
。
諸
事
象
。
現
象
し
て
い
る
も
の
。

諸
々
の
存
在
す
る
も
の
。
諸
々
の
物
体
。
『
中
村
』
（p

.
6
9
0

）
参
照
。

（
３
） 

亦
不
對
…
何
不
對
我
＝
例
え
ば
、
『
入
楞
伽
経
』
巻
七
「
無
常
品
」
に
、
身
体
を
構
成
す
る
地
・
水
・
火
・
風
の
四
大
と
諸
塵

（
諸
々
の
対
象
）
と
は
「
非
常
非
無
常
」
（T

1
6
-
5
5
4
b

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
で
は
、
一
般
的
に
こ
う
し
た
問
題
に
つ
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い
て
は
「
常
で
も
な
く
無
常
で
も
な
い
」
と
説
か
れ
る
。
釈
尊
の
「
不
対
」
は
そ
れ
を
端
的
な
か
た
ち
で
示
し
た
答
え
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
だ
が
、
「
常
」
「
無
常
」
と
い
う
二
者
択
一
で
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
異
学
の
人
に
は
そ
れ
が
理
解
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、

釈
尊
の
沈
黙
を
答
え
に
窮
し
た
際
の
そ
れ
と
勘
違
い
し
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
常
」
「
無
常
」
い
ず
れ
か
の
答
え
を
期
待
し
た

彼
が
考
え
る
「
一
切
智
」
と
は
、
世
俗
の
智
（
分
別
智
）
を
基
準
に
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
異
学
の
人

の
「
一
切
智
」
と
は
、
〔
一
〇
〕
に
登
場
す
る
二
人
の
人
た
ち
が
考
え
る
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
大
差
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。

（
４
） 

戯
論
＝
戯
れ
の
談
論
の
意
。
原
語
は
、
拡
大
・
拡
散
・
分
化
・
複
雑
化
な
ど
を
意
味
し
、
こ
こ
か
ら
現
象
世
界
（
拡
散
・
分
化

し
た
世
界
）
や
、
無
益
で
冗
漫
な
議
論
一
般
、
さ
ら
に
は
対
象
を
分
化
し
分
別
す
る
心
作
用
そ
の
も
の
を
さ
す
用
例
が
生
ま
れ
る
。

『
岩
波
』
（p

.
2
8
0

）
参
照
。

〔
一
二
〕　

隨
色
摩
尼
珠

世
尊
一
日
示
隨
色
摩
尼
珠
（
1
）
、
問
五
方
天
王
、
此
珠
而
作
何
色
。
時
五
方
天
王
互
説
（
2
）
異
色
。
世
尊
復
藏
珠
入
袖
、
却
擡
手

曰
、
此
珠
作
何
色
。
天
王
曰
、
佛
手
中
無
珠
。
何
處
有
色
。
世
尊
嘆
曰
、
汝
何
迷
倒
之
甚
（
3
）
。
吾
將
世
珠
示
之
、
便
各
彊
説

有
青
黄
赤
白
色
、
吾
將
真
珠
示
之
、
便
緫
不
知
。
時
五
方
天
王
悉
皆
悟
通
。

＊

世
尊
、
一
日
、
隨
色
の
摩ま

尼に

珠し
ゆ

を
示
し
て
、
五
方
の
天
王
に
問
う
、
「
此
の
珠
は
而

す
な
わ

ち
何
の
色
を
か
作
す
」
と
。
時
に
五
方
の

天
王
、
互
い
に
異
色
を
説い

う
。
世
尊
、
復
た
珠
を
藏か

く

し
て
袖
に
入
れ
、
却
っ
て
手
を
擡も

た

げ
て
曰
く
、
「
此
の
珠
は
何
の
色
を
か

作
す
」
と
。
天
王
曰
く
、
「
佛
の
手
中
に
珠
無
し
。
何
れ
の
處
に
か
色
有
ら
ん
」
と
。
世
尊
、
嘆
じ
て
曰
く
、
「
汝
、
何
ぞ
迷
倒
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の
甚
だ
し
き
や
。
吾
れ
世
珠
を
將も

っ

て
之
を
示
せ
ば
、
便
ち
各
お
の
彊し

い
て
青
黄
赤
白
の
色
有
り
と
説い

い
、
吾
れ
真
珠
を
將も

っ

て
之

を
示
せ
ば
、
便
ち
緫み

な
知
ら
ず
」
と
。
時
に
五
方
の
天
王
、
悉
く
皆
な
悟
通
す
。

＊

　

世
尊
は
、
あ
る
日
、
様
々
な
色
に
変
化
す
る
摩
尼
珠
を
見
せ
て
、
〔
東
西
南
北
に
中
央
を
加
え
た
〕
五
方
の
天
王
た
ち
に
問

う
た
、
「
こ
の
珠
は
何
色
を
し
て
い
る
か
」
と
。
そ
の
と
き
、
五
方
の
天
王
た
ち
は
口
々
に
異
な
る
色
を
言
っ
た
。
世
尊
は
再

び
珠
を
袖
に
入
れ
て
隠
し
、
手
を
高
く
か
か
げ
て
言
っ
た
、
「
こ
の
珠
は
何
色
を
し
て
い
る
か
」
と
。
天
王
た
ち
は
言
っ
た
、

「
仏
の
手
の
中
に
は
珠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
に
色
な
ど
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。
世
尊
は
溜
息
を
つ
い
て
言
っ
た
、
「
お
ま

え
た
ち
は
、
な
ん
と
ま
あ
、
迷
い
顛
倒
す
る
こ
と
甚
だ
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
私
が
俗
世
の
〔
輝
き
を
放
つ
〕
珠
を
見
せ
る
と
、

〔
お
ま
え
た
ち
は
〕
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
ぞ
れ
無
理
に
青
だ
の
黄
だ
の
赤
だ
の
白
だ
の
と
い
っ
た
色
が
あ
る
な
ど
と
言
い
、
私
が
真

実
の
〔
輝
き
を
放
つ
〕
珠
を
見
せ
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
皆
な
分
か
ら
な
く
な
る
」
と
。
そ
の
と
き
、
五
方
の
天
王
た
ち
は
、
〔
世

尊
の
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
〕
一
人
残
ら
ず
悟
っ
た
。

＊

　

※
世
尊
一
日
示
隨
色
摩
尼
珠
…
悉
皆
悟
通
＝
出
典
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
『
円
覚
経
』
に
「
善
男
子
よ
、
た
と
え
ば
、
透
明

な
摩
尼
宝
珠
は
、
〔
外
か
ら
く
る
光
を
〕
五
つ
の
色
に
映
し
だ
し
、
角
度
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
色
を
現
す
〔
に
過
ぎ
な
い
〕

の
に
、
諸
々
の
愚
か
な
人
々
は
、
摩
尼
宝
珠
に
は
本
当
に
五
つ
の
色
が
あ
る
な
ど
と
み
な
す
（
善
男
子
、
譬
如
清
浄
摩
尼
宝
珠
、
映

於
五
色
随
方
各
現
、
諸
愚
痴
者
見
彼
摩
尼
実
有
五
色
）
」
（T

1
7
-
9
1
4
c

）
と
あ
り
、
南
宋
期
の
行
霆
『
円
覚
経
類
解
』
巻
二
（X

1
0
-

1
8
5
c

）
は
、
『
円
覚
経
』
の
当
該
個
所
を
解
説
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
〔
一
二
〕
「
隨
色
摩
尼
珠
」
に
見
え
る
話
を
取
り
あ
げ
て
い

る
。
恐
ら
く
、
こ
の
話
は
、
『
円
覚
経
』
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
臨
済
録
』
「
示
衆
」
に
は
、
「
衣
」
を

例
と
し
て
取
り
あ
げ
た
、
臨
済
義
玄
に
よ
る
類
似
の
教
示
が
見
ら
れ
る
（T

4
7
-
5
0
1
b

〜c

、
岩
波
文
庫
本
・p

.
1
1
7

〜1
2
0

）
。
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（
１
） 

摩
尼
珠
＝
摩
尼
宝
珠
・
明
珠
と
も
い
う
。
神
秘
化
さ
れ
た
宝
珠
。
『
法
華
経
』
で
は
法
華
一
乗
を
宝
珠
に
た
と
え
て
い
る
た
め
、

仏
性
の
譬
喩
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
禅
宗
で
も
重
視
さ
れ
た
。
ト
ヨ
ク
石
窟
の
壁
画
に
は
、
摩
尼
宝
珠
を
観
想
す
る
禅
師
が
描
か
れ

て
お
り
、
南
宗
の
禅
僧
は
摩
尼
を
歌
っ
た
詩
偈
を
作
る
者
が
多
い
う
え
、
禅
宗
で
は
、
摩
尼
が
透
明
で
あ
っ
て
様
々
な
も
の
を
写
す

と
い
う
点
も
着
目
さ
れ
、
圭
峰
宗
密
『
中
華
伝
心
地
禅
門
師
資
承
襲
図
』
（X

6
3

・N
o
.
1
2
2
5

）
で
は
、
摩
尼
珠
の
譬
喩
に
よ
っ
て

北
宗
・
洪
州
宗
・
牛
頭
宗
・
荷
沢
宗
の
宗
風
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
『
禅
思
』
「
摩
尼
宝
珠
」
条
（p

.
4
5
3

）
参
照
。
『
中
華
伝
心
地

禅
門
師
資
承
襲
図
』
は
、
宇
井
伯
寿
訳
注
『
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
（
岩
波
文
庫
・
一
九
三
九
）
に
付
録
さ
れ
て
い
る
。

（
２
） 

説
＝
「
言
う
」
と
訳
す
。
『
禅
語
』
に
、
「
説
く
」
の
こ
と
で
は
な
い
と
注
記
さ
れ
て
い
る
（p

.
2
5
3

）
。
現
代
語
の
「
説
」
と
同
じ
。

『
中
国
語
』
に
「
（
…
を
、
…
の
こ
と
を
、
…
に
つ
い
て
）
話
す
、
語
る
、
も
の
を
言
う
」
（p

.
2
8
9
4

）
と
あ
る
。

（
３
） 

汝
何
迷
倒
之
甚
＝
「
何
～
之
…
（
也
）
」
は
、
感
歎
の
表
現
。
「
ナ
ン
ゾ
～
ノ
…
（
ナ
ル
ヤ
）
」
と
訓よ

み
、
「
な
ん
と
ま
あ
～
の
…
で

あ
ろ
う
（
こ
と
よ
）
」
と
訳
す
。
用
例
と
し
て
は
、
『
論
語
』
「
微
子
篇
」
の
「
鳳
よ
鳳
よ
、
何
ぞ
徳
の
衰
え
た
る
（
鳳
兮
鳳
兮
、
何

徳
之
衰
也
）
」
（
岩
波
文
庫
本
・p
.
2
5
3

）
な
ど
。
目
に
映
っ
た
も
の
に
執と

ら

わ
れ
て
、
そ
れ
に
振
り
ま
わ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
真
理

を
見
抜
く
心
を
は
た
ら
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
趣
意
で
あ
ろ
う
。

〔
一
三
〕　

迦
葉
作
舞

世
尊
因
乾
闥
婆
（
1
）
王
獻
樂
。
其
時
山
河
大
地
盡
作
琴
聲
、
迦
葉
起
作
舞
。
王
問
、
迦
葉
豈
不
是
阿
羅
漢
（
2
）
、
諸
漏
（
3
）
已
盡
。

何
更
有
餘
習
（
4
）
。
佛
曰
、
實
無
（
5
）
餘
習
。
莫
謗
法
也
。
王
又
撫
琴
三
徧
、
迦
葉
亦
三
度
作
舞
。
王
曰
、
迦
葉
作
舞
。
豈
不

是
（
6
）
。
佛
曰
、
實
不
曽
（
7
）
作
舞
（
8
）
。
王
曰
、
世
尊
何
得
妄
語
。
佛
曰
、
不
妄
語
（
9
）
。
汝
撫
琴
、
山
河
大
地
木
石
盡
作
琴
聲
。

豈
不
是
。
王
曰
、
是
。
佛
曰
、
迦
葉
亦
復
如
是
。
所
以
實
不
曽
作
舞
。
王
乃
信
受
（
10
）
。
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＊

世
尊
、
因ち

な

み
に
乾け

ん

闥だ
つ

婆ば

王お
う

、
樂
を
獻
ず
。
其
の
時
、
山
河
大
地
、
盡

こ
と
ご
とく

琴
の
聲
を
作
し
、
迦か

葉
し
ょ
う

、
起た

ち
て
舞
を
作
す
。
王
問
う
、

「
迦か

葉
し
よ
う

、
豈
に
是
れ
阿
羅
漢
に
し
て
、
諸
漏
已す

で

に
盡
く
る
に
あ
ら
ず
や
。
何
ぞ
更
に
餘
習
有
り
や
」
と
。
佛
曰
く
、
「
實
に
餘
習

無
し
。
法
を
謗
る
こ
と
莫
か
れ
」
と
。
王
、
又
た
琴
を
撫
す
る
こ
と
三
徧
、
迦か

葉
し
よ
う

も
亦
た
三
度
舞
を
作
す
。
王
曰
く
、
「
迦か

葉
し
よ
う

、

舞
を
作
す
。
豈
に
是こ

れ

な
ら
ず
や
」
と
。
仏
曰
く
、
「
實
に
曽か

つ

て
舞
を
作
さ
ず
」
と
。
王
曰
く
、
「
世
尊
、
何
ぞ
妄
語
す
る
を
得
た

る
」
と
。
佛
曰
く
、
「
妄
語
せ
ず
。
汝
、
琴
を
撫
し
、
山
河
大
地
木
石
、
盡

こ
と
ご
とく

琴
の
聲
を
作
す
。
豈
に
是こ

れ

な
ら
ず
や
」
と
。
王

曰
く
、
「
是こ

れ

な
り
」
と
。
佛
曰
く
、
「
迦か

葉
し
よ
う

も
亦

ま

復
た
是か

く

の
如
し
。
所
以
に
實
に
曽か

つ

て
舞
を
作
さ
ず
」
と
。
王
、
乃
ち
信
受
す
。

＊

　

世
尊
〔
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
〕
。
乾
闥
婆
王
が
音
楽
を
献
じ
た
。
そ
の
と
き
、
山
河
大
地
は
尽

こ
と
ご
とく

琴
の
音
を
響

か
せ
、
迦
葉
が
立
ち
あ
が
っ
て
舞
っ
た
。
王
が
〔
仏
に
〕
問
う
た
、
「
迦
葉
は
、
〔
一
切
の
煩
悩
を
滅
却
し
た
〕
阿
羅
漢
で
あ
っ

て
、

諸
諸
々
の
煩
悩漏

は
尽
き
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
〔
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
の
琴
の
音
を
聞
い
て
舞
っ
て
い
ま

す
。
迦
葉
に
〕
ど
う
し
て
ま
だ
余

前
世
の
名
残
り

習
が
残
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。
仏
は
言
っ
た
、
「
〔
迦
葉
に
は
〕
余

前
世
の
名
残
り

習
な
ど
全
く

残
っ
て
い
な
い
。
〔
乾
闥
婆
王
よ
、
〕
法
を
謗
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
。
王
は
、
再
び
三
度
琴
を
奏
で
、
迦
葉
も
ま
た
三
度
舞
っ

た
。
王
は
言
っ
た
、
「
迦
葉
は
舞
い
ま
し
た
。
そ
う
で
は
な
い
で
す
か
」
と
。
仏
は
言
っ
た
、
「
〔
迦
葉
は
〕
一
切
舞
っ
て
い
な

い
」
と
。
王
は
言
っ
た
、
「
世
に
尊
き
お
方
よ
、
ど
う
し
て
妄う

語そ

を
つ
か
れ
る
の
で
す
か
」
と
。
仏
が
言
っ
た
、
「
妄う

語そ

な
ど
つ

い
て
い
な
い
。
お
ま
え
が
琴
を
奏
で
、
山
河
大
地
木
石
が
尽

こ
と
ご
とく

琴
の
音
を
響
か
せ
た
。
そ
う
で
は
な
い
か
」
と
。
王
が
言
っ

た
、
「
そ
う
で
す
」
と
。
仏
が
言
っ
た
、
「
迦
葉
も
や
は
り
そ
う
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
〔
迦
葉
は
〕
一
切
舞
っ
て
い
な
い
の
だ
」

と
。
王
は
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
〔
仏
の
言
葉
を
〕
信
じ
て
納
得
し
た
。　

『五燈会元』「釈迦牟尼仏」章を読む（二）

185



＊

　

※
世
尊
因
乾
闥
婆
王
獻
樂
…
王
乃
信
受
＝
『
大
樹
緊
那
羅
王
所
問
経
』
巻
一
（T15-370c

〜371c

）
や
『
大
智
度
論
』
巻
一
七
（T25-

188b

）
に
も
と
づ
く
話
で
あ
る
が
、『
金
陵
清
涼
院
文
益
禅
師
語
録
』（T47-593c

）
や
『
虚
堂
録
』
巻
五
（T47-1019b

）
な
ど
で

取
り
あ
げ
ら
れ
た
禅
録
所
収
の
そ
れ
と
は
相
異
が
あ
る
。
双
方
の
相
違
に
つ
い
て
、
無
著
道
忠
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

禅
録
の
文
意
は
全
て
経
論
〔
の
そ
れ
〕
と
同
じ
で
な
い
。
経
論
は
、
菩
薩
・
声
聞
の
優
劣
を
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
〔
大
樹

緊
那
羅
王
が
琴
を
弾
い
た
際
、
そ
の
音
を
聞
い
た
迦
葉
を
含
む
〕
声
聞
〔
の
人
々
〕
は
身
心
安
ら
か
で
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

不
退
の
菩
薩
は
動
揺
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
禅
録
の
場
合
、
迦
葉
が
舞
う
仕
草
は
元
よ
り
舞
っ
て
い
る
仕
草
で
は
な
い
〔
す

な
わ
ち
、
舞
っ
て
い
る
と
い
う
そ
の
意
識
す
ら
な
い
舞
の
仕
草
で
あ
る
〕
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
山
河
の
草
木
が
琴
声
を
奏
で

て
も
、
元
よ
り
〔
そ
れ
は
〕
琴
声
で
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
〔
迦
葉
の
無
為
の
舞
を
通
し
て
、
〕
切

り
た
っ
た
絶
壁
を
目
の
前
に
し
て
い
る
状
況
〔
す
な
わ
ち
、
言
語
・
思
想
の
及
ば
な
い
境
地
〕
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
〔
こ

の
点
は
〕
な
お
ざ
り
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
禅
録
文
意
並
与
経
論
不
同
。
経
論
則
辨
菩
薩
声
聞
優
劣
。

乃
声
聞
不
能
安
身
、
不
退
菩
薩
不
動
揺
也
。
如
禅
録
、
辨
迦
葉
之
舞
動
、
元
非
舞
動
。
猶
如
山
河
草
木
作
琴
声
、
元
非
琴
声
也
。

蓋
欲
示
萬
仞
崖
前
事
、
非
等
間
也
。
）
（
『
犂
耕
』
巻
一
三
「
世
尊
云
至
謗
法
也
」
条
・p

.
5
2

）

（
１
） 

乾
闥
婆
＝
天
上
の
音
楽
師
、
楽
神
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
の
こ
と
。
も
と
も
と
は
イ
ン
ド
神
話
上
の
妖
精
で
あ
り
、
天
界
に
住
み
、
神
々

の
飲
料
で
あ
る
ソ
ー
マ
酒
を
守
護
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
仏
教
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
、
天
龍
八
部
衆
と
な
る
。
緊
那
羅
と
と
も

に
帝
釈
天
に
仕
え
て
音
楽
を
奏
で
る
。
『
中
村
』
（p

.
3
2
5

）
参
照
。

（
２
） 

阿
羅
漢
＝
漢
訳
は
、
応
供
・
福
田
・
殺
賊
・
無
学
。
「
羅
漢
」
の
略
称
で
も
知
ら
れ
る
。
一
切
の
煩
悩
を
断
滅
し
、
な
す
べ
き
こ

と
を
完
成
し
た
人
。
仏
弟
子
（
声
聞
）
の
最
高
の
聖
者
で
、
四
向
四
果
（
小
乗
の
修
行
階
位
を
、
そ
の
過
程
と
到
達
し
た
境
地
と
に

よ
っ
て
八
つ
の
段
階
に
分
類
し
た
も
の
）
の
第
八
の
阿
羅
漢
を
得
た
者
。
一
切
の
煩
悩
を
断
じ
終
わ
り
、
こ
れ
以
上
学
ぶ
べ
き
何
も

の
も
な
い
の
で
「
無
学
」
と
い
わ
れ
る
。
『
禅
学
』
（p

.
1
0

）
参
照
。
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（
３
） 

諸
漏
＝
「
漏
」
は
『
中
村
』
に
「
も
れ
出
る
も
の
。
汚
れ
。
漏ろ

泄ぜ
つ

。
煩
悩
の
異
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
」
（p

.
1
4
4
3

）
と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
諸
々
の
煩
悩
」
の
こ
と
。

（
４
） 

餘
習
＝
煩
悩
を
断
ち
切
っ
た
後
も
、
ま
だ
こ
の
身
に
残
っ
て
い
る
習
気
（
潜
在
的
可
能
力
）
の
こ
と
を
い
う
。
仏
の
み
が
、
余

習
を
断
ず
る
こ
と
が
で
き
て
、
二
乗
の
徒
は
こ
れ
を
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
残
習
・
余
気
・
習
気
と
も
い
う
。
『
中
村
』

（p
.
1
3
9
1

）
参
照
。
「
余
習
」
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
解
説
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
永
明
延
寿
『
宗
鏡
録
』
巻
七
六
に
興
味

深
い
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
延
寿
は
、
習
気
に
「
煩
悩
習
気
」
と
「
業
習
気
」
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
後
者
の
例

と
し
て
迦
葉
の
舞
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
迦
葉
が
琴
声
を
聞
い
て
立
ち
あ
が
っ
て
舞
い
、
阿
難
が
常
に
歌
吟
を
好
ん
だ
の
は
、
彼
が

共
に
前
世
で
楽
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
業
習
の
名
残
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
（T

4
8
-
8
3
8
c

）
。
訳

文
で
は
、
延
寿
の
指
摘
を
参
考
に
し
て
、
「
前
世
の
名
残
り
」
と
訳
し
た
。

（
５
） 

實
無
～
＝
『
禅
語
』
に
「
ま
っ
た
く
無
い
」
（p

.
1
8
7

）
と
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、
『
祖
堂
集
』
巻
六
「
洞
山
和
尚
」
章
の
「
問
、

和
尚
出
世
、
幾
人
肯
重
仏
法
。
師
曰
、
実
無
一
人
肯
重
」
（p

.
3
0
3

）
な
ど
。
後
出
「
実
不
曽
～
」
の
「
実
」
字
も
同
じ
用
法
で
あ
る
。

（
６
） 

豈
不
是
＝
「
豈
不
～
（
哉
）
」
で
「
ア
ニ
～
ナ
ラ
ズ
ヤ
」
と
訓よ

み
、
訳
は
「
な
ん
と
ま
こ
と
に
～
で
は
な
い
か
」
と
な
る
。
反
語

の
意
味
に
も
な
る
が
、
感
歎
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
７
） 

不
曽
＝
小
川
環
『
唐
詩
概
説
』
に
は
「
曾
無
（
か
つ
て
な
し
）
・
曾
不
（
か
つ
て
…
せ
ず
）
も
古
義
で
、
ま
る
で
な
い
、
ま
っ
た

く
…
し
な
い
。
否
定
詞
の
上
に
曾
が
つ
く
例
は
文
選
に
多
い
」
（
岩
波
書
店
・
一
九
五
八
・p

.
1
8
6

）
と
あ
る
。
ま
た
、
三
浦
國
雄

『
「
朱
子
語
類
」
抄
』
は
、
「
不
曽
…
」
と
い
っ
た
表
現
に
お
け
る
「
曽
」
字
に
つ
い
て
、
「
か
つ
て
」
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
否
定

を
強
め
る
語
と
解
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
指
摘
し
、
「
曽

ま
っ
た

く
」
と
訓よ

む
（
講
談
社
学
術
文
庫
・p

.
7
1

）
。
こ
こ
で
は
、
訓
読
の
際
に
は
、

伝
統
的
な
読
み
か
た
に
従
っ
て
「
か
つ
て
」
と
訓よ

み
、
訳
文
で
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
活
か
し
た
。

（
８
） 

實
不
曽
作
舞
＝
無
著
道
忠
は
、
「
世
尊
は
、
本
分
〔
の
事
〕
に
も
と
づ
い
て
、
〔
迦
葉
の
〕
舞
が
〔
前
世
の
〕
業ご

う

の
習残

り

滓気
〔
に
起

因
す
る
も
の
〕
で
は
な
い
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
（
世
尊
拠
本
分
、
言
起
舞
非
業
習
気
也
）
」
（
『
犂
耕
』
巻
一
三
「
何
更
有
余
習
」

条
・p

.
5
1

）
と
解
説
す
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
は
、
迦
葉
の
舞
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
「
無
舞
の
舞
」
と
も
い
う
べ
き
、
三
昧
の
な

『五燈会元』「釈迦牟尼仏」章を読む（二）
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か
で
の
無
為
の
舞
で
あ
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。

（
９
） 

不
妄
語
＝ 

仏
教
で
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
五
戒
の
う
ち
の
一
つ
「
不
妄
語
」
に
相
当
す
る
。
「
妄
語
」
と
は
、
虚
言
の
こ
と
。
う

そ
を
つ
く
こ
と
。

（
10
） 

信
受
＝
①
（
教
え
を
）
信
じ
て
受
け
と
る
。
信
仰
し
て
受
持
す
る
こ
と
。
教
え
を
信
奉
す
る
こ
と
。
教
え
を
素
直
に
受
け
る
こ
と
。

②
人
の
言
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
。
③
信
用
す
る
こ
と
。
『
中
村
』
（p

.
7
7
6

）
参
照
。
経
典
の
締
め
く
く
り
に
は
、
「
信
受
」
や

「
信
受
奉
行
」
（
仏
の
教
え
を
信
じ
受
け
て
理
解
し
、
そ
の
教
え
を
奉
じ
て
実
際
に
身
に
行
う
）
と
い
っ
た
表
現
が
使
用
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
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隠
元
隆
琦
の
寺
院
住
持
に
つ
い
て

林　
　

觀　

潮

目　

次

は
じ
め
に

一
、
住
持
資
質
の
要
求

二
、
僧
衆
修
行
の
重
視

三
、
清
規
の
制
定

四
、
同
一
法
系
の
相
承

五
、
寺
志
の
編
修

お
わ
り
に

は

じ

め

に

　

住
持
と
は
本
来
仏
法
を
護
持
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
中
国
仏
教
で
は
、
唐
代
以
来
禅
宗
の
発
展
に
伴
い
、
多
く
の
僧
衆

を
集
め
る
寺
院
が
現
れ
、
僧
衆
を
管
理
す
る
主
僧
た
る
住
持
の
役
目
が
必
要
と
な
り
、
時
に
住
職
と
も
称
さ
れ
た
。
住
持
の
制

度
が
次
第
に
完
備
し
た
の
は
、
一
般
に
唐
の
百
丈
懐
海
が
寺
院
清
規
を
制
定
し
て
以
来
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
百
丈
の
清
規
で

隠元隆琦の寺院住持について
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は
詳
し
く
住
持
の
任
務
を
説
明
し
て
い
た
（
1
）
。

　

住
持
は
僧
衆
を
導
く
重
任
で
、
寺
院
の
興
廃
を
左
右
す
る
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
理
想
を
い
え
ば
、
住
持
の
任
を
担
え
る

僧
は
才
能
と
道
徳
の
両
方
に
優
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宋
の
『
禅
林
宝
訓
』
は
住
持
の
素
質
に
、
「
道
德
、
言
行
、
仁

義
、
禮
法
」
の
四
事
と
「
事
繁
け
れ
ば
懼
れ
る
莫
れ
、
事
無
け
れ
ば
尋
ね
る
莫
れ
、
是
非
を
辨
え
る
莫
れ
」
の
三
莫
を
建
言
し

た
（
2
）
。

　

日
本
黄
檗
宗
の
祖
で
あ
る
隠
元
隆
琦
（
一
五
九
二
―
一
六
七
三
）
は
、
明
の
崇
禎
六
年
（
一
六
三
三
）
四
十
二
歳
で
福
清
黄
檗

山
萬
福
禅
寺
に
住
し
て
か
ら
、
日
本
の
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
七
十
三
歳
で
京
都
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
に
お
い
て
引
退
す
る
ま

で
、
一
生
涯
で
日
中
両
国
の
七
つ
の
寺
院
を
司
り
、
優
れ
た
住
持
と
し
て
豊
富
な
経
験
を
持
っ
て
い
た
（
3
）
。

　

隠
元
の
寺
院
住
持
の
中
、
足
か
け
十
七
年
も
住
し
た
福
清
黄
檗
山
の
復
興
は
、
勿
論
彼
の
生
涯
に
お
け
る
大
事
業
で
あ
る
。

京
都
黄
檗
山
の
開
創
は
、
こ
の
事
業
の
延
長
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
隠
元
の
住
持
と
し
て
の
寺
院
経
営
の
思

想
は
福
清
黄
檗
山
在
住
の
間
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
拙
稿
で
は
次
の
い
く
つ
か
の
面
か
ら
探
っ
て

見
る
（
4
）
。一

、
住
持
資
質
の
要
求

　

ま
ず
、
隠
元
は
住
持
た
る
に
「
道
全
德
備
」
、
「
名
德
倶
全
」
の
資
質
を
重
視
す
る
。

　

日
本
の
萬
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
京
都
黄
檗
山
開
創
の
事
業
を
進
め
る
中
で
、
彼
は
福
清
黄
檗
山
で
住
持
を
務
め
る
法
嗣
の

慧
門
如
沛
（
一
六
一
五
―
一
六
六
四
）
に
「
復
慧
門
首
座
」
と
い
う
書
信
を
送
り
、
隠
退
を
考
え
て
い
る
慧
門
を
留
め
よ
う
と
し

190



た
。
そ
の
中
で
、
自
分
の
住
持
に
関
す
る
考
え
を
伝
え
た
（
5
）
。

　

「
復
慧
門
首
座
」
の
初
頭
に
お
い
て
、
隠
元
は
、
「
夫
れ
霊
山
の
教
、
偏
円
頓
漸
に
し
、
普
く
大
千
を
摂
し
、
大
千
の
人
こ
れ

を
宗
と
す
。
百
丈
の
規
、
中
正
を
権
衡
し
、
天
下
に
遍
く
布
き
、
天
下
の
禅
林
こ
れ
を
行
う
。
黄
檗
の
名
、
名
実
相
い
称
し
、

声
古
今
に
震
い
、
古
今
こ
れ
を
重
じ
る
。
臨
済
の
道
、
痛
快
直
截
に
し
、
諸
宗
に
超
え
、
諸
宗
こ
れ
を
尊
ぶ
。
以
っ
て
灯
灯
不

昧
、
源
源
無
間
を
致
す
者
、
み
な
佛
祖
の
道
全
德
備
の
験
に
由
る
。
故
に
能
く
在
処
に
福
国
庇
民
し
、
恩
の
有
自
を
知
る
。
庶

く
は
見
聞
の
者
、
返
邪
皈
正
、
去
偽
存
真
せ
ず
莫
し
。
其
の
利
済
の
功
勳
、
中
天
に
亘
赫
し
、
悉
く
み
な
広
博
し
、
悠
久
無
窮

な
り
。
若
し
夫
れ
こ
れ
を
行
っ
て
未
だ
至
ら
ず
、
こ
れ
を
宗
と
し
て
果
さ
ず
、
こ
れ
を
名
と
し
て
実
無
し
、
こ
れ
を
道
と
し
て

虚
誕
な
り
、
強
い
て
禅
林
の
主
と
為
ら
ば
、
而
し
て
宗
風
を
削
弱
し
、
法
道
を
隆
替
す
る
こ
と
、
疑
い
無
し
や
。
禅
林
の
振
い
、

声
教
の
行
い
と
欲
せ
ば
、
い
ず
く
ん
ぞ
得
す
べ
け
ん
や
。
い
わ
ゆ
る
道
德
を
積
む
者
、
而
し
て
道
德
こ
れ
に
従
い
、
禮
義
を
積

む
者
、
而
し
て
禮
義
こ
れ
に
従
い
、
龍
驤
雲
起
、
虎
笑
風
生
の
如
き
な
り
。
美
惡
醜
妍
、
影
形
に
随
う
こ
と
の
如
き
な
り
。
興

亡
得
喪
、
み
な
然
ら
ず
莫
し
。
禅
林
を
有
す
る
者
、
豈
に
慎
ま
ざ
ら
ん
や
。
」
（
夫
靈
山
之
教
、
偏
圓
頓
漸
、
普
攝
大
千
、
大
千
人
宗

之
。
百
丈
之
規
、
權
衡
中
正
、
遍
布
天
下
、
天
下
禪
林
行
之
。
黄
檗
之
名
、
名
實
相
称
、
声
震
古
今
、
古
今
重
之
。
臨
濟
之
道
、
痛
快
直
截
、

超
於
諸
宗
、
諸
宗
尊
之
。
以
致
燈
燈
不
昧
、
源
源
無
間
者
、
皆
由
佛
祖
道
全
德
備
之
驗
。
故
能
在
處
福
國
庇
民
、
知
恩
有
自
。
庶
見
者
聞
者
、

莫
不
返
邪
皈
正
、
去
偽
存
真
。
其
利
濟
功
勳
、
亙
赫
中
天
、
悉
皆
廣
博
、
悠
久
無
窮
矣
。
若
夫
行
之
未
至
、
宗
之
弗
果
、
名
之
無
實
、
道
之
虚

誕
、
強
為
禪
林
主
者
、
而
削
弱
宗
風
、
隆
替
法
道
無
疑
矣
。
欲
禪
林
之
振
、
聲
教
之
行
、
烏
可
得
乎
。
所
謂
積
道
德
者
而
道
德
從
之
、
積
禮
義

者
而
禮
義
從
之
、
如
龍
驤
雲
起
、
虎
笑
風
生
。
美
惡
醜
妍
、
如
影
隨
形
。
興
亡
得
喪
、
莫
不
皆
然
。
有
禪
林
者
、
豈
不
慎
歟
。
）
と
言
っ
た
。

　

彼
は
釈
迦
の
教
え
を
宗
と
し
、
唐
の
百
丈
懐
海
の
清
規
を
行
い
、
黄
檗
希
運
の
名
声
を
重
ん
じ
、
臨
済
義
玄
の
禅
道
を
尊
ぶ

と
い
う
四
つ
の
規
範
を
纏
め
て
、
「
禅
林
の
主
と
為
る
者
」
、
即
ち
寺
院
の
住
持
た
る
素
質
に
注
文
を
付
け
た
。
こ
れ
は
慧
門
に

隠元隆琦の寺院住持について
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対
す
る
要
求
で
、
隠
元
自
身
の
経
験
に
基
づ
い
て
発
し
た
感
想
で
も
あ
る
。

　

そ
れ
に
続
い
て
、
隠
元
は
具
体
的
な
寺
院
管
理
の
方
法
を
提
起
し
た
。
彼
は
、
「
然
る
に
則
ち
主
と
為
る
者
寬
緩
す
れ
ば
、

而
し
て
其
の
徒
必
ず
流
弊
す
る
。
不
肖
権
を
行
い
、
賢
衲
失
望
し
、
貪
習
成
風
し
、
以
っ
て
分
房
割
戸
に
至
る
。
而
し
て
法

門
の
声
価
を
損
な
い
、
従
上
の
宗
風
を
喪
却
す
る
こ
と
、
誰
の
過
ち
や
、
誰
の
過
ち
や
。
前
に
聞
く
、
公
温
和
の
教
を
行
い
、

以
っ
て
其
の
衆
を
安
ん
ず
る
こ
と
を
。
い
ま
当
に
振
起
し
、
而
し
て
規
法
を
成
す
べ
し
。
和
久
し
け
れ
ば
則
ち
弛
み
、
剛
驟
せ

れ
ば
必
ず
断
ち
、
理
固
よ
り
是
の
如
き
な
り
。
苟
し
く
も
能
く
剛
柔
相
い
済
み
、
中
節
に
し
て
行
い
、
振
弊
重
新
し
、
摧
邪
護

正
し
、
禅
林
の
大
体
を
失
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
黄
檗
以
っ
て
悠
久
無
疆
な
る
べ
し
や
。
邇
き
に
老
僧
、
鈞
旨
を
承
領
し
、
海
外
に

新
し
く
黄
檗
を
開
き
、
臨
済
正
伝
の
一
代
の
典
型
を
作
る
。
其
の
功
業
一
時
未
だ
告
成
を
得
ず
、
帰
り
を
云
え
ば
更
に
数
載
有

る
。
公
の
茂
年
を
知
り
、
正
に
行
道
に
堪
え
る
べ
し
。
黄
檗
の
法
席
を
舍
て
れ
ば
、
取
る
所
に
非
ず
や
。
須
ら
く
従
上
の
忘
躯

為
道
の
心
を
体
す
べ
し
、
当
に
老
僧
の
邁
年
遠
応
の
事
を
念
じ
る
べ
し
、
純
鋼
身
心
を
打
就
し
、
東
西
に
互
い
照
り
て
尽
き
無

し
、
自
然
に
全
功
全
美
の
事
有
る
。
吾
の
帰
棹
を
待
ち
、
以
っ
て
大
成
を
奏
し
、
ま
た
吾
が
祖
の
願
を
足
す
。
そ
も
そ
も
衆
德

の
功
を
見
、
則
ち
霊
山
黄
檗
、
儼
然
に
一
会
な
り
。
」
（
然
則
為
主
者
寬
緩
、
而
其
徒
必
也
流
弊
。
不
肖
行
權
、
賢
衲
失
望
、
貪
習
成
風
、

以
至
分
房
割
戸
。
而
損
法
門
聲
價
、
喪
卻
從
上
宗
風
、
誰
之
過
歟
、
誰
之
過
歟
。
前
聞
公
行
温
和
之
教
、
以
安
其
眾
。
今
當
振
起
、
而
成
規
法
。

和
久
則
弛
、
剛
驟
必
斷
、
理
固
如
是
。
苟
能
剛
柔
相
濟
、
中
節
而
行
、
振
弊
重
新
、
摧
邪
護
正
、
不
失
禪
林
之
大
體
、
則
黄
檗
可
以
悠
久
無
疆

矣
。
邇
者
老
僧
承
領
鈞
旨
、
海
外
新
開
黄
檗
、
作
臨
濟
正
傳
一
代
之
典
型
。
其
功
業
一
時
未
得
告
成
、
云
歸
更
有
數
載
。
知
公
茂
年
、
正
堪
行

道
。
舍
黄
檗
法
席
、
非
所
取
也
。
須
體
從
上
忘
軀
為
道
之
心
、
當
念
老
僧
邁
年
遠
應
之
事
、
純
鋼
打
就
身
心
、
東
西
互
照
無
盡
、
自
然
有
全
功

全
美
之
事
。
待
吾
歸
棹
、
以
奏
大
成
、
亦
足
吾
祖
之
願
。
抑
見
眾
德
之
功
、
則
靈
山
黄
檗
、
儼
然
一
會
矣
。
）
と
書
い
た
。

　

隠
元
は
慧
門
に
剛
柔
の
適
中
を
望
み
、
一
味
の
寛
容
や
緩
和
を
反
対
し
、
戒
律
や
清
規
を
厳
し
く
し
て
僧
衆
に
守
ら
せ
る
こ
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と
を
期
待
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
彼
が
一
貫
し
て
行
っ
て
い
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　

書
の
最
後
に
、
隠
元
は
「
む
か
し
断
際
老
祖
、
名
諸
方
に
遍
き
、
天
下
古
今
こ
れ
を
遵
ぶ
。
茲
に
黄
檗
、
四
代
相
い
継
ぎ
、

宗
風
遠
く
播
く
。
三
十
餘
年
、
名
中
華
に
振
る
い
、
声
海
国
に
揚
ぐ
。
而
し
て
道
風
雅
誼
、
ま
た
遠
く
古
に
揚
ぐ
。
汝
ら
須
ら

く
広
大
遠
揚
の
功
を
接
す
べ
し
、
是
れ
黄
檗
の
諍
子
な
り
、
古
人
に
愧
じ
ず
。
是
れ
吾
が
至
望
な
り
、
是
れ
吾
が
至
囑
な
り
。

倘
し
二
十
分
に
厭
煩
し
、
退
隠
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
吾
ま
た
奈
何
と
も
無
し
や
。
須
ら
く
耆
旧
執
事
ら
と
諸
外
護
檀
那
に
会
し
、

公
議
し
て
妥
当
し
、
名
德
倶
全
を
有
る
法
兄
弟
の
者
を
簽
請
し
て
こ
れ
を
継
ぎ
、
庶
く
は
大
衆
を
安
ん
ず
、
以
っ
て
禅
林
の
無

虞
を
保
全
す
べ
し
。
内
に
温
德
を
有
っ
て
衆
を
和
し
、
外
に
瑞
氣
を
有
っ
て
可
観
な
れ
ば
、
嘉
声
遠
播
し
、
人
天
帰
敬
す
れ
ば
、

而
し
て
貪
習
頑
党
、
自
然
に
化
し
て
純
美
と
為
す
。
十
二
の
峰
巒
、
重
重
に
秀
を
畳
む
。
九
淵
の
潭
洞
、
泠
泠
に
声
価
無
尽
な

り
。
」
（
昔
斷
際
老
祖
名
遍
諸
方
、
天
下
古
今
遵
之
。
茲
黄
檗
四
代
相
継
、
宗
風
遠
播
。
三
十
餘
年
、
名
振
中
華
、
聲
揚
海
國
。
而
道
風
雅
誼
、

亦
遠
揚
于
古
矣
。
汝
等
須
接
廣
大
遠
揚
之
功
、
是
黄
檗
之
諍
子
、
不
愧
古
人
。
是
吾
之
至
望
、
是
吾
之
至
囑
。
倘
二
十
分
厭
煩
、
欲
退
隱
、
吾

亦
無
奈
何
矣
。
須
與
耆
舊
執
事
等
會
諸
外
護
檀
那
公
議
妥
當
、
簽
請
有
名
德
倶
全
法
兄
弟
者
繼
之
、
庶
可
安
大
眾
、
以
保
全
禪
林
無
虞
也
。
内

有
温
德
和
眾
、
外
有
瑞
氣
可
觀
、
嘉
聲
遠
播
、
人
天
歸
敬
、
而
貪
習
頑
党
自
然
化
為
純
美
。
十
二
峰
巒
、
重
重
疊
秀
。
九
淵
潭
洞
、
泠
泠
聲
價

無
盡
矣
。
）
と
書
い
た
。
彼
は
黄
檗
山
に
お
け
る
臨
済
宗
の
法
脈
の
祖
と
仰
が
れ
る
唐
の
断
際
希
運
の
こ
と
を
再
度
提
起
し
、
慧

門
を
激
励
し
な
が
ら
、
次
の
住
持
の
選
任
に
「
名
德
倶
に
全
う
す
る
」
と
い
う
条
件
を
要
求
し
た
。

二
、
僧
衆
修
行
の
重
視

　

次
に
、
隠
元
は
所
在
寺
院
の
伽
藍
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
何
よ
り
も
禅
僧
の
修
行
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
た
。
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日
本
の
萬
治
二
年
（
一
六
五
九
）
摂
津
普
門
寺
在
住
の
中
、
隠
元
は
福
清
黄
檗
山
に
い
る
弟
子
の
良
哉
性
常
に
次
の
書
信
を

を
送
り
、
伽
藍
建
設
よ
り
も
僧
衆
の
静
修
を
強
調
し
た
。

　

「
良
哉
徒
に
復
す
」
（
復
良
哉
徒
）（
6
）

　

三
月
十
三
日
来
信
を
接
し
、
汝
山
門
を
任
修
す
る
事
を
知
り
、
以
っ
て
吾
が
志
を
満
た
し
、
甚
羨
甚
羨
す
。
然
る
に
此

の
時
世
界
未
だ
寧
ん
ず
ら
ず
、
不
情
の
口
有
る
こ
と
を
恐
れ
、
愚
衆
を
扇
惑
し
、
反
っ
て
不
便
な
る
や
。
事
成
せ
ば
勿
論
、

未
だ
作
ら
ざ
れ
ば
已
む
べ
し
。
須
ら
く
六
和
の
業
を
静
修
す
べ
し
、
以
っ
て
中
外
を
安
ん
ず
、
則
ち
禅
林
の
無
虞
を
保
つ

べ
し
。
衲
僧
家
、
道
を
尊
び
法
を
重
ん
じ
る
こ
と
、
上
と
為
し
、
賢
を
敬
い
不
能
を
矜
れ
む
こ
と
、
次
と
為
す
。
賓
主
融

和
し
、
一
団
の
瑞
氣
藹
然
た
れ
ば
、
こ
れ
を
瞻
て
こ
れ
を
仰
ぎ
、
み
な
慶
賛
を
生
じ
る
。
茅
居
穴
処
と
雖
も
、
法
門
に
愧

じ
る
無
し
。
吾
知
る
、
其
の
佛
祖
の
風
を
超
え
る
べ
し
、
将
来
に
大
道
必
ず
隆
ぶ
る
こ
と
を
。
若
し
和
敬
を
修
せ
ず
、
法

道
を
体
せ
ざ
れ
ば
、
内
に
実
德
無
し
、
外
に
虚
名
を
張
り
、
一
時
に
福
縁
湊
合
す
る
と
雖
も
、
高
堂
広
厦
を
幻
成
し
て

須
彌
に
等
し
、
何
の
益
す
る
所
有
る
か
。
明
眼
の
衲
僧
、
倶
に
取
ら
ず
や
。
（
三
月
十
三
日
接
來
信
、
知
汝
任
修
山
門
事
、
以

滿
吾
志
、
甚
羨
甚
羨
。
然
此
時
世
界
未
寧
、
恐
有
不
情
之
口
、
扇
惑
愚
眾
、
反
不
便
也
。
事
成
勿
論
、
未
作
可
已
。
須
靜
修
六
和
之
業
、

以
安
中
外
、
則
禪
林
可
保
無
虞
矣
。
衲
僧
家
尊
道
重
法
為
上
、
敬
賢
而
矜
不
能
為
次
。
賓
主
融
和
、
一
團
瑞
氣
藹
然
、
瞻
之
仰
之
、
咸

生
慶
贊
。
雖
茅
居
穴
處
、
無
愧
法
門
。
吾
知
其
佛
祖
之
風
可
超
、
將
來
大
道
必
隆
矣
。
若
不
修
和
敬
、
不
體
法
道
、
内
無
實
德
、
外
張

虚
名
、
雖
一
時
福
縁
湊
合
、
幻
成
高
堂
廣
廈
等
於
須
彌
、
有
何
所
益
。
明
眼
衲
僧
、
倶
不
取
也
。
）

　

蓋
し
禅
林
の
者
、
学
道
の
場
な
り
、
故
に
道
場
と
曰
く
。
林
成
せ
ば
鳥
聚
ま
り
、
衆
必
ず
多
く
な
り
。
拡
充
し
て
以
っ

て
広
が
れ
ば
、
乃
ち
広
居
と
称
し
、
虚
設
に
非
ず
。
吾
が
祖
の
中
天
、
道
場
荒
廃
し
て
已
に
久
し
い
こ
と
を
思
い
、
苦
心

し
て
こ
れ
を
守
る
。
年
耳
順
の
餘
に
至
っ
て
も
、
守
っ
て
逮
ば
す
こ
と
を
慮
い
、
蔵
を
請
し
て
以
っ
て
鎮
め
、
身
逝
く
と
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雖
も
而
し
て
願
湛
然
な
り
。
吾
、
斯
地
に
脱
白
し
、
祖
の
心
を
体
し
、
故
に
大
願
を
発
し
、
広
居
を
興
復
し
、
衆
と
同
じ

く
梵
行
を
修
め
、
以
っ
て
吾
祖
の
恩
を
報
る
。
未
だ
全
功
を
克
く
せ
ず
と
雖
も
、
い
ま
慧
首
座
こ
れ
を
継
ぐ
を
得
、
頗
る

吾
が
志
を
遂
げ
る
。
汝
ら
こ
れ
を
佐
け
れ
ば
、
法
門
重
重
に
光
有
る
。
然
る
に
須
ら
く
吾
が
言
を
体
す
べ
し
、
法
道
を
尊

崇
し
、
其
の
心
を
尽
く
し
て
以
っ
て
禅
林
を
衛
る
。
不
肖
の
者
有
る
と
雖
も
、
敢
え
て
作
こ
ら
ず
。
爾
自
ら
こ
れ
を
勉
め

る
。
（
蓋
禪
林
者
、
學
道
之
場
、
故
曰
道
場
。
林
成
鳥
聚
、
眾
必
多
矣
。
擴
充
以
廣
、
乃
稱
廣
居
、
非
虚
設
也
。
吾
祖
中
天
思
道
場
荒
廢

已
久
、
苦
心
守
之
。
年
至
耳
順
餘
、
慮
守
不
逮
、
請
藏
以
鎮
、
身
雖
逝
而
願
湛
然
。
吾
脱
白
斯
地
、
體
祖
之
心
、
故
發
大
願
、
興
復
廣

居
、
與
眾
同
修
梵
行
、
以
報
吾
祖
之
恩
。
雖
未
克
全
功
、
今
得
慧
首
座
繼
之
、
頗
遂
吾
志
。
汝
等
佐
之
、
法
門
重
重
有
光
。
然
須
體
吾
言
、

尊
崇
法
道
、
盡
其
心
以
衛
禪
林
。
雖
有
不
肖
者
、
不
敢
作
也
。
爾
自
勉
諸
。
）

　

良
哉
は
当
時
福
清
黄
檗
山
の
伽
藍
建
設
に
力
を
注
ぎ
、
隠
元
に
そ
の
様
子
を
報
告
し
て
い
た
（
7
）
。
隠
元
は
こ
の
返
書
の
中

で
、
動
乱
の
時
世
に
招
か
れ
る
外
来
の
災
い
を
避
け
る
べ
き
と
考
え
、
寺
院
の
安
全
を
配
慮
し
、
良
哉
の
伽
藍
修
造
の
急
ぎ
を

止
め
よ
う
と
し
た
。
彼
は
僧
衆
の
道
を
尊
び
法
を
重
ん
じ
る
こ
と
が
寺
院
の
第
一
大
事
と
言
い
、
六
和
の
業
を
修
め
れ
ば
寺
院

の
安
全
を
保
障
で
き
る
と
思
っ
た
。
さ
ら
に
、
も
し
真
に
修
業
を
す
る
僧
衆
が
い
な
け
れ
ば
、
伽
藍
は
無
意
味
な
存
在
で
あ
る

と
指
摘
し
、
道
を
学
び
、
法
を
崇
め
る
寺
院
の
道
場
た
る
功
能
を
強
調
し
て
い
た
。

三
、
清
規
の
制
定

　

三
つ
目
に
、
隠
元
は
僧
衆
を
導
く
約
束
と
し
て
の
禅
林
の
清
規
を
重
視
し
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
新
し
い
規
則
を
制
定
し
た
。

　

隠
元
は
禅
宗
の
復
興
に
期
待
を
寄
せ
る
た
め
、
生
涯
仏
教
戒
律
と
禅
林
清
規
の
宣
揚
に
力
を
入
れ
た
。
福
清
黄
檗
山
に
お
い
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て
住
持
を
務
め
て
か
ら
、
大
陸
で
彼
は
十
五
度
に
及
ん
で
三
壇
戒
会
を
開
き
、
多
く
の
僧
に
戒
を
授
け
た
。
渡
航
以
後
、
寛
文

三
年
（
一
六
六
三
）
十
二
月
の
冬
期
結
制
中
、
京
都
黄
檗
山
で
初
め
て
の
三
壇
戒
会
を
行
っ
た
（
8
）
。
そ
れ
以
前
、
隠
元
は
既
に

萬
治
元
年
（
一
六
五
八
）
、
日
本
禅
林
に
お
け
る
戒
律
の
弛
緩
を
憂
い
、
『
弘
戒
法
儀
』
を
編
制
し
、
三
壇
戒
会
の
順
序
と
方
法

を
記
し
て
い
た
（
9
）
。
平
安
時
代
の
鑑
真
（
六
八
八
―
七
六
四
）
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
て
き
た
三
壇
戒
会
は
、
隠
元
に
よ
っ
て
再
興

さ
れ
、
そ
れ
以
後
黄
檗
宗
に
よ
っ
て
長
く
続
け
ら
れ
、
日
本
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　

僧
の
全
体
に
適
用
す
る
戒
律
に
対
し
て
、
清
規
は
禅
宗
寺
院
の
運
営
の
た
め
、
住
衆
の
日
常
生
活
を
清
め
る
儀
則
で
あ
る
。

大
陸
時
代
、
隠
元
が
清
規
を
重
視
す
る
厳
し
い
姿
勢
は
、
次
の
二
つ
の
こ
と
に
窺
わ
れ
る
。

　

ま
ず
、
明
の
崇
禎
十
七
年
（
一
六
四
四
）
三
月
の
黄
檗
山
初
住
の
終
わ
り
か
ら
南
明
隆
武
二
年
（
一
六
四
六
）
一
月
の
黄
檗
山

再
住
の
始
め
ま
で
の
間
に
、
隠
元
は
二
年
近
く
黄
檗
山
を
留
守
に
し
た
が
、
僧
俗
の
頼
み
に
よ
り
、
な
お
黄
檗
山
の
運
営
に
参

与
し
て
い
た
。
そ
の
間
、
黄
檗
山
に
お
け
る
「
行
童
差
使
」
、
即
ち
先
輩
の
僧
が
行
童
（
沙
彌
に
な
る
前
、
寺
の
生
活
を
体
験
す
る

若
い
子
）
を
使
い
に
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
隠
元
は
断
固
と
し
て
反
対
を
し
た
。

　

彼
は
黄
檗
山
の
僧
に
与
え
た
書
に
、
「
智
者
法
を
重
ん
じ
、
以
っ
て
情
を
忘
れ
、
愚
人
愛
に
溺
れ
て
道
に
叛
く
。
こ
れ
賢
愚

不
肖
の
別
な
り
、
法
門
隆
替
の
験
な
り
。
い
ま
兄
ら
情
関
既
に
破
り
、
愛
根
已
に
拔
く
。
一
衆
清
淨
し
、
無
二
無
別
な
り
。
弟

応
じ
て
兄
呼
び
、
道
聚
ま
っ
て
法
楽
し
む
。
教
外
の
風
規
振
う
べ
し
、
黄
檗
の
亀
鑑
猶
お
存
す
、
余
ま
た
何
ぞ
言
わ
ん
。
前
に

議
す
る
所
の
者
、
一
二
の
行
童
を
留
め
て
差
使
す
る
こ
と
、
ま
た
未
だ
善
と
為
さ
ず
、
必
ず
尽
く
こ
れ
を
去
っ
て
乃
ち
可
な
り
。

此
の
行
、
八
十
の
翁
翁
場
屋
に
入
る
こ
と
の
如
き
、
眞
誠
に
小
兒
の
戯
に
あ
ら
ず
。
然
ら
ず
に
、
則
ち
事
に
益
無
し
。
」
（
智
者

重
法
以
忘
情
、
愚
人
溺
愛
而
叛
道
。
此
賢
愚
不
肖
之
別
、
法
門
隆
替
之
驗
也
。
今
兄
等
情
關
既
破
、
愛
根
已
拔
。
一
眾
清
淨
、
無
二
無
別
。
弟

應
兄
呼
、
道
聚
法
樂
。
教
外
之
風
規
可
振
、
黄
檗
之
龜
鑒
猶
存
、
余
復
何
言
。
前
所
議
者
、
留
一
二
行
童
差
使
、
亦
未
為
善
、
必
盡
去
之
乃
可
。
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此
行
如
八
十
翁
翁
入
場
屋
、
真
誠
不
是
小
兒
戲
。
不
然
、
則
無
益
於
事
矣
。
）（
10
）
と
言
っ
た
。
こ
こ
に
隠
元
が
言
う
「
教
外
の
風
規
」
は
、

唐
の
百
丈
懐
海
の
定
め
た
禅
林
の
清
規
を
指
す
。

　

ま
た
、
南
明
隆
武
元
年
（
一
六
四
五
）
、
隠
元
が
い
な
い
黄
檗
山
で
は
、
内
部
運
営
が
一
時
乱
れ
、
執
事
の
職
も
決
め
ら
れ
な

い
有
様
だ
っ
た
。
同
年
十
月
、
福
州
府
長
楽
県
龍
泉
禅
寺
に
住
し
た
隠
元
は
、
黄
檗
山
の
冬
期
結
制
の
準
備
に
当
た
っ
て
、
監

院
の
能
得
の
要
求
に
応
じ
、
次
の
規
文
を
書
い
た
。

　

「
能
得
監
院
規
文
を
乞
い
、
以
っ
て
僧
衆
を
警
す
」
（
能
得
監
院
乞
規
文
以
警
僧
眾
）（
11
）

　

教
外
の
別
伝
、
迦
葉
よ
り
肇
め
、
禅
門
の
規
制
、
百
丈
に
始
め
る
。
故
に
我
土
、
唐
よ
り
宋
に
及
ん
で
以
っ
て
明
に
至

り
、
凡
そ
禅
林
を
有
す
る
者
、
遵
っ
て
こ
れ
を
行
わ
ず
莫
し
。
然
れ
ど
も
こ
れ
を
行
っ
て
至
れ
ば
禮
義
存
し
、
名
位
正
し
、

法
道
尊
ぶ
。
付
嘱
妄
り
に
せ
ざ
れ
ば
、
而
し
て
禅
林
振
う
。
こ
れ
を
行
っ
て
未
だ
至
ら
ず
、
規
縄
備
え
ず
、
師
資
混
濫
す

れ
ば
、
不
肖
の
者
其
の
権
を
操
り
、
賢
者
其
の
位
を
退
く
。
私
念
一
た
び
萌
え
れ
ば
、
公
事
尽
く
廃
れ
る
。
以
っ
て
中
外

の
不
睦
を
致
し
、
禅
林
此
に
由
っ
て
削
弱
す
る
。
苟
し
く
も
忽
せ
に
し
て
行
わ
ず
、
則
ち
無
恥
の
徒
、
房
を
分
け
戸
を
列

し
、
為
さ
ず
所
靡
し
。
縱
え
百
千
共
に
聚
る
有
ら
ば
、
惡
乂
聚
る
の
如
き
な
り
、
外
道
の
法
を
成
し
、
奚
ぞ
祖
庭
に
益

す
ん
や
。
（
教
外
別
傳
、
肇
自
迦
葉
、
禪
門
規
制
、
始
於
百
丈
、
故
我
土
自
唐
及
宋
以
至
於
明
、
凡
有
禪
林
者
、
莫
不
遵
而
行
之
。
然

行
之
至
者
禮
義
存
、
名
位
正
、
法
道
尊
、
付
囑
弗
妄
、
而
禪
林
振
矣
。
行
之
未
至
、
規
繩
不
備
、
師
資
混
濫
、
不
肖
者
操
其
權
、
賢
者

退
其
位
。
私
念
一
萌
、
公
事
盡
廢
、
以
致
中
外
不
睦
、
禪
林
繇
此
而
削
弱
也
。
苟
忽
而
弗
行
、
則
無
恥
之
徒
、
分
房
列
戸
、
靡
所
不
為
。

縱
有
百
千
共
聚
、
如
惡
乂
聚
、
成
外
道
法
、
奚
益
於
祖
庭
乎
。
）

　

蓋
し
黄
檗
は
列
祖
の
席
に
係
る
。
先
人
身
命
を
惜
し
ま
ず
、
闕
を
叩
き
蔵
を
請
い
、
為
に
此
の
席
を
重
じ
る
故
な
り
。

天
童
、
金
粟
二
老
人
を
感
得
し
、
大
法
を
闡
揚
し
、
群
迷
を
醒
覚
し
、
祖
道
を
重
光
す
る
。
余
不
肖
を
愧
じ
、
住
持
し
て
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八
載
、
諸
の
衲
子
と
恢
復
鼎
建
し
、
艱
辛
萬
状
し
、
身
有
る
を
知
ら
ず
、
名
有
る
を
知
ら
ず
、
し
ば
し
ば
無
根
の
謗
り
を

受
く
、
ま
た
為
に
此
の
法
席
の
故
な
り
。
若
し
夫
れ
正
見
の
衲
僧
、
須
ら
く
正
言
を
択
び
正
事
を
行
う
べ
し
、
邪
魅
の

惑
わ
す
所
と
為
ら
ず
、
則
ち
祖
法
こ
こ
に
存
す
。
祖
法
存
せ
ば
、
禅
林
興
り
、
祖
法
亡
け
れ
ば
、
禅
林
廃
る
、
い
わ
ゆ

る
寧
ろ
人
を
無
く
す
べ
し
、
法
を
無
く
す
べ
か
ら
ず
。
（
蓋
黄
檗
係
列
祖
之
席
、
先
人
不
惜
身
命
叩
闕
請
藏
、
為
重
此
席
故
。
感

得
天
童
金
粟
二
老
人
闡
揚
大
法
、
醒
覺
群
迷
、
重
光
祖
道
。
余
愧
不
肖
、
住
持
八
載
、
同
諸
衲
子
恢
復
鼎
建
、
艱
辛
萬
状
、
不
知
有
身
、

不
知
有
名
、
屢
受
無
根
之
謗
、
亦
為
此
法
席
故
也
。
若
夫
正
見
衲
僧
、
須
擇
正
言
行
正
事
、
不
為
邪
魅
所
惑
、
則
祖
法
存
焉
。
祖
法
存
、

禪
林
興
、
祖
法
亡
、
禪
林
廢
、
所
謂
寧
可
無
人
、
不
可
無
法
也
。
）

　

茲
に
聖
制
邇
く
に
在
り
、
本
山
の
耆
舊
と
諸
の
執
事
ら
、
須
ら
く
吉
日
を
択
び
期
を
起
し
、
執
事
を
定
め
、
以
っ
て
聖

制
を
存
し
、
一
一
に
規
に
依
っ
て
行
う
べ
し
。
倘
し
違
者
有
れ
ば
、
耆
舊
と
執
事
、
公
議
し
て
擯
罰
し
、
庶
く
は
同
住
一

会
を
愧
じ
ず
、
ま
た
先
人
の
創
制
の
本
懐
に
辜
か
ず
。
乙
酉
年
十
月
十
一
日
、
龍
泉
丈
室
に
寓
っ
て
書
く
。
（
茲
者
聖
制
在

邇
、
本
山
耆
舊
同
諸
執
事
等
、
須
擇
吉
日
起
期
、
定
執
事
以
存
聖
制
、
一
一
依
規
而
行
。
倘
有
違
者
、
耆
舊
與
執
事
公
議
擯
罰
、
庶
不

愧
同
住
一
會
、
亦
不
辜
先
人
創
制
之
本
懷
也
。
乙
酉
年
十
月
十
一
日
、
寓
龍
泉
丈
室
書
。
）

　

こ
こ
で
隠
元
が
言
う
「
寧
ろ
人
を
無
く
す
べ
し
、
法
を
無
く
す
べ
か
ら
ず
」
の
句
は
、
彼
の
清
規
重
視
を
端
的
に
表
し
て
い

る
。
「
祖
法
」
、
即
ち
唐
の
百
丈
懐
海
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
禅
林
の
清
規
を
守
れ
な
い
僧
が
い
れ
ば
、
祖
法
が
無
く
な
る
。
祖

法
が
無
く
な
れ
ば
、
禅
林
が
滅
ん
で
行
く
。
こ
れ
故
に
、
彼
は
師
資
の
混
濫
を
防
ぎ
、
濫
り
に
弟
子
を
作
る
こ
と
よ
り
も
、
一

人
の
弟
子
を
も
持
た
な
い
方
が
よ
い
と
考
え
た
。
こ
の
時
、
彼
は
黄
檗
山
初
住
期
間
の
艱
難
を
顧
み
、
無
根
の
謗
り
に
堪
え
、

身
命
を
投
げ
て
も
禅
林
の
清
規
を
守
っ
て
い
く
決
意
を
改
め
て
伝
え
た
。

　

日
本
に
渡
航
し
て
以
後
も
、
隠
元
は
至
る
所
で
清
規
を
重
視
し
た
。

198



　

明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
九
月
六
日
、
隠
元
は
摂
津
普
門
寺
に
進
ん
だ
際
、
日
本
禅
林
の
習
慣
を
配
慮
し
、
予
め
日
常
の
作

法
を
勘
案
し
、
規
約
を
親
書
し
て
、
普
門
寺
の
寺
主
龍
渓
宗
潜
（
一
六
〇
〇
―
一
六
七
〇
）
に
渡
し
た
（
12
）
。
そ
の
中
、
「
日
常
に

早
晩
の
二
時
、
宜
し
く
清
粥
、
小
菜
の
二
碟
に
す
べ
し
。
午
飯
に
菜
湯
の
一
碗
を
加
え
る
。
勤
倹
の
風
、
こ
れ
入
道
の
門
な

り
」
と
書
き
、
食
事
の
倹
約
を
特
に
提
唱
し
た
。

　

ま
た
、
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
十
二
月
八
日
、
引
退
し
て
い
た
隠
元
は
「
黄
檗
開
山
亀
鑑
」
と
言
う
規
約
を
作
っ
た
（
13
）
。

そ
の
中
、
「
茲
に
餘
喘
、
已
に
八
旬
に
登
り
、
猶
お
木
末
の
残
陽
の
如
き
な
り
、
在
世
無
多
を
恐
れ
る
。
但
し
一
代
の
開
山
の

典
儀
、
猶
お
千
古
の
法
系
に
関
わ
り
、
故
に
預
め
規
訓
を
立
て
ず
こ
と
を
得
ず
、
以
っ
て
将
来
を
暁
す
」
と
言
い
、
京
都
黄
檗

山
の
将
来
の
発
展
を
期
待
し
た
。

　

更
に
、
寬
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
、
隠
元
は
生
涯
最
後
の
事
業
と
し
て
、
長
年
の
住
持
経
験
を
纏
め
、
法
子
の
木
庵
性
瑫

（
一
六
一
一
―
一
六
八
四
）
、
法
孫
の
高
泉
性
潡
（
一
六
三
三
―
一
六
九
五
）
の
助
力
を
得
、
京
都
黄
檗
山
で
『
黄
檗
清
規
』
を
編
纂

し

た
（
14
）
。
清
規
は
祝
釐
章
、
報
本
章
、
尊
祖
章
、
住
持
章
、
梵
行
章
、
諷
誦
章
、
節
序
章
、
禮
法
章
、
普
請
章
、
遷
化
章
の

十
章
と
附
録
に
あ
る
佛
事
梵
唄
賛
、
老
人
預
囑
語
、
開
山
塔
院
規
約
、
門
聯
通
用
、
古
德
語
輯
要
、
法
具
圖
な
ど
の
項
目
で
構

成
さ
れ
る
。

　

隠
元
の
書
い
た
序
に
編
纂
の
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

「
黄
檗
清
規
序
」

　

古
に
叢
林
無
し
、
学
道
の
士
、
唯
だ
巣
居
穴
処
す
る
の
み
。
百
丈
大
智
禅
師
に
至
り
、
始
め
て
叢
林
を
創
り
規
矩
を
立

て
、
天
下
の
師
表
と
為
し
、
而
し
て
法
門
、
こ
れ
を
以
っ
て
大
い
に
備
え
る
。
時
に
自
り
厥
の
後
、
凡
そ
招
提
の
処
有
れ

ば
、
遵
依
せ
ず
莫
し
。
（
古
無
叢
林
、
學
道
之
士
、
唯
巣
居
穴
處
。
至
百
丈
大
智
禪
師
、
始
創
叢
林
立
規
矩
、
為
天
下
師
表
、
而
法
門
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以
之
大
備
。
自
時
厥
後
、
凡
有
招
提
之
處
莫
不
遵
依
。
）

　

老
僧
甲
午
の
歳
に
自
り
、
古
黄
檗
に
請
い
を
受
け
て
東
来
し
、
首
め
に
東
明
、
聖
寿
に
駐
錫
し
、
次
に
普
門
に
遷
し
、

み
な
其
の
法
を
遵
っ
て
以
っ
て
衆
を
牧
す
、
但
し
尽
く
こ
れ
を
行
う
こ
と
に
能
わ
ず
。
辛
丑
、
上
の
地
を
賜
う
を
蒙
り
、

重
び
黄
檗
を
開
く
。
今
ま
で
十
有
餘
祀
な
り
、
次
第
に
輪
奐
す
。
佛
殿
を
有
り
、
僧
堂
を
有
り
、
凡
そ
叢
林
の
当
に
立
て

る
べ
し
所
の
者
、
尽
く
備
え
ず
無
し
。
老
僧
老
朽
無
似
と
雖
も
、
忝
く
一
代
の
開
山
と
為
り
、
重
び
規
制
を
立
て
ず
こ
と

を
得
ず
、
以
っ
て
後
昆
を
暁
す
。
蓋
し
時
に
随
っ
て
地
に
随
い
、
其
の
立
法
、
不
同
の
所
有
り
、
即
ち
随
方
毘
尼
の
意
な

り
。
普
応
国
師
の
幻
住
清
規
の
如
き
、
ま
た
一
家
の
訓
な
り
、
天
下
の
叢
林
と
こ
れ
を
共
に
す
る
こ
と
に
非
ず
。
（
老
僧

自
甲
午
歳
、
于
古
黄
檗
受
請
東
來
、
首
駐
錫
於
東
明
聖
壽
、
次
遷
普
門
、
皆
遵
其
法
以
牧
眾
、
但
不
能
盡
行
焉
。
辛
丑
蒙
上
賜
地
、
重

開
黄
檗
。
迨
今
十
有
餘
祀
、
次
第
輪
奐
。
佛
有
殿
而
僧
有
堂
、
凡
叢
林
之
所
當
立
者
、
無
不
盡
備
。
老
僧
雖
老
朽
無
似
、
忝
為
一
代
開
山
、

不
得
不
重
立
規
制
以
曉
後
昆
。
蓋
隨
時
隨
地
、
其
立
法
有
所
不
同
、
即
隨
方
毘
尼
意
也
。
如
普
應
國
師
幻
住
清
規
、
亦
一
家
之
訓
、
非

與
天
下
叢
林
共
之
。
）

　

凡
そ
我
が
後
昆
、
宜
し
く
我
が
法
を
遵
う
べ
し
、
庶
く
は
叢
林
混
じ
ら
ず
、
而
し
て
祖
道
振
う
べ
し
、
祝
国
祐
民
、
尽

く
是
に
在
り
、
豈
に
閒
事
な
ら
ん
や
。
其
れ
或
い
は
過
量
の
衲
僧
有
り
、
任
性
逍
遥
し
て
軌
則
を
存
せ
ず
、
此
の
編
を
視

て
贅
疣
と
為
せ
ば
、
則
ち
法
門
の
幸
な
り
、
尚
お
何
を
言
わ
ん
や
。
然
か
ら
ず
に
、
慎
ん
で
吾
の
不
可
を
以
っ
て
、
柳
下

惠
の
可
を
学
ぶ
勿
れ
。
時
に
龍
飛
壬
子
年
良
月
穀
旦
、
山
城
州
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
開
山
老
人
隠
元
琦
、
松
隠
丈
室
に
書
す
。

（
凡
我
後
昆
、
宜
遵
我
法
、
庶
叢
林
不
混
、
而
祖
道
可
振
、
祝
國
祐
民
盡
在
是
爾
、
豈
閒
事
邪
。
其
或
有
過
量
衲
僧
、
任
性
逍
遙
不
存
軌

則
、
視
此
編
為
贅
疣
、
則
法
門
幸
矣
、
尚
何
言
哉
。
不
然
、
慎
勿
以
吾
之
不
可
、
學
柳
下
惠
之
可
。
旹
龍
飛
壬
子
年
良
月
穀
旦
、
山
城

州
黄
檗
山
萬
福
禪
寺
開
山
老
人
隱
元
琦
書
於
松
隱
丈
室
。
）
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隠
元
は
、
歴
代
祖
師
の
中
、
唐
の
百
丈
懐
海
が
百
丈
清
規
を
作
り
、
元
の
中
峰
明
本
が
幻
住
庵
清
規
を
作
る
模
範
を
提
起
し

な
が
ら
、
「
随
方
毘
尼
の
意
」
に
基
づ
き
、
京
都
黄
檗
山
に
適
用
し
、
そ
の
順
調
な
発
展
を
保
障
す
る
た
め
、
こ
の
『
黄
檗
清

規
』
を
作
っ
た
。

　

ま
た
、
隠
元
の
書
い
た
跋
に
よ
れ
ば
、
清
規
の
制
定
に
当
っ
て
、
彼
は
歴
代
祖
師
の
清
規
を
参
考
に
し
て
、
繁
簡
の
宜
し
き

を
得
、
千
秋
の
模
範
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
こ
の
故
、
彼
は
予
め
後
世
の
法
子
孫
に
改
竄
す
る
こ
と
を
警
め
た
（
15
）
。

　

『
黄
檗
清
規
』
は
隠
元
が
創
っ
た
京
都
黄
檗
山
を
大
本
営
と
す
る
黄
檗
宗
の
家
風
を
保
ち
、
黄
檗
宗
の
独
自
の
発
展
に
役
割

を
果
た
し
た
。
そ
の
一
方
、
日
本
禅
宗
の
ほ
か
の
流
派
に
も
影
響
を
与
え
た
。

四
、
同
一
法
系
の
相
承

　

四
つ
目
に
、
寺
院
住
持
の
世
代
交
代
に
つ
い
て
、
隠
元
は
一
法
系
で
一
寺
院
を
守
る
と
確
信
し
、
福
清
黄
檗
山
で
も
京
都
黄

檗
山
で
も
一
流
相
承
の
純
粋
性
を
保
と
う
と
し
た
。

　

隠
元
の
本
師
費
隠
通
容
（
一
五
九
三
―
一
六
六
一
）
は
臨
済
宗
に
お
け
る
法
系
伝
承
の
純
粋
性
を
守
ろ
う
と
し
、『
五
燈
厳
統
』

を
著
し
、
禅
宗
内
部
、
特
に
曹
洞
宗
内
に
お
け
る
伝
承
混
乱
の
現
状
を
厳
し
く
糾
弾
し
た
。
隠
元
は
本
師
の
よ
う
に
他
宗
と
の

論
争
に
参
加
し
な
い
が
、
本
師
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
、
禅
門
伝
灯
の
純
粋
を
唱
え
る
一
流
相
承
の
厳
統
意
識
を
有
し
た
。

渡
航
以
後
の
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
普
門
寺
で
費
隠
の
『
五
燈
厳
統
』
を
改
め
て
刊
行
す
る
こ
と
は
、
隠
元
の
こ
の
厳
統

意
識
の
表
現
で
あ
る
（
16
）
。

　

厳
統
意
識
を
持
つ
隠
元
は
、
自
分
の
担
う
臨
済
宗
の
法
系
を
重
ん
じ
、
ま
た
寺
産
の
争
い
に
よ
る
寺
院
の
内
部
分
裂
を
防
ぐ
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た
め
に
、
福
清
黄
檗
山
に
別
法
系
の
禅
僧
が
参
入
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
彼
は
剃
度
弟
子
の
中
で
も
、
他
の
所
で
嗣
法

し
て
き
た
も
の
に
対
し
て
、
明
確
に
区
別
の
処
遇
を
採
っ
た
。
日
本
渡
航
以
後
も
、
彼
は
な
お
こ
の
よ
う
な
原
則
を
貫
き
通
し

た
。

　

例
え
ば
、
良
義
性
詢
は
隠
元
の
剃
度
弟
子
で
、
隠
元
の
法
弟
亘
信
行
彌
（
一
六
〇
三
―
一
六
五
九
）
の
法
を
嗣
い
だ
。
良
義
は

嘗
て
福
清
黄
檗
山
の
敷
地
に
庵
を
構
え
、
そ
こ
で
住
む
た
め
、
日
本
に
居
る
隠
元
に
書
信
を
送
り
、
そ
の
同
意
を
得
よ
う
と
し

た
（
17
）
。

　

し
か
し
、
隠
元
は
良
義
の
行
い
を
「
外
嗣
の
侵
入
」
と
厳
し
く
非
難
し
、
返
書
を
発
し
、
「
黄
檗
は
立
刻
に
列
し
て
百
舍
と

為
る
」
こ
と
の
危
険
を
免
れ
る
た
め
、
良
義
の
黄
檗
山
離
れ
を
命
じ
た
（
18
）
。

　

ま
た
、
良
義
と
同
じ
く
、
先
に
隠
元
に
就
い
て
剃
髪
し
、
後
に
亘
信
行
彌
に
法
を
嗣
い
だ
時
学
に
対
し
て
も
、
そ
の
寂
後
、

隠
元
は
時
学
の
舎
利
塔
が
黄
檗
山
に
建
つ
こ
と
を
禁
止
し
た
。
彼
は
時
学
の
弟
子
に
書
信
を
送
り
、
「
若
し
其
の
法
を
重
ん
じ

れ
ば
、
宜
し
く
説
法
の
処
に
塔
を
建
て
真
を
蔵
す
べ
し
、
以
っ
て
一
代
の
典
型
を
表
す
。
こ
れ
法
を
重
ん
じ
る
こ
と
の
正
理
な

り
、
ま
た
法
系
を
混
じ
ら
ず
。
斯
れ
乃
ち
天
下
禅
林
の
末
後
の
規
式
な
り
。
」
（
若
重
其
法
、
宜
於
説
法
處
建
塔
藏
真
、
以
表
一
代
典

型
、
是
重
法
之
正
理
也
、
亦
不
混
法
系
。
斯
乃
天
下
禪
林
末
後
規
式
。
）
と
言
い
、
時
学
の
説
法
し
た
場
所
に
塔
を
建
て
る
こ
と
を
促

し
た
。

　

そ
れ
に
続
い
て
、
隠
元
は
「
吾
が
言
、
至
理
至
当
し
、
法
を
重
ん
じ
る
者
と
こ
れ
を
道
う
。
も
し
あ
た
わ
ざ
れ
ば
、
須
ら
く

こ
れ
を
焚
く
べ
し
、
即
ち
四
潭
塔
に
入
れ
、
中
天
祖
と
共
に
春
秋
を
用
い
、
本
山
の
耆
舊
と
同
じ
、
序
を
以
っ
て
位
を
立
て
る
。

此
れ
本
山
の
禮
を
行
い
、
祖
堂
と
渋
る
無
し
。
且
つ
吾
が
剃
度
の
弟
子
に
、
別
に
法
嗣
を
受
け
る
者
衆
く
、
名
位
を
正
さ
ず
、

こ
れ
を
規
さ
ず
こ
と
を
得
ず
。
若
し
另
に
開
造
し
、
祖
堂
に
混
入
す
れ
ば
、
衆
み
な
仿
例
し
、
則
ち
黄
檗
に
成
ら
ず
や
。
」
（
吾
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言
至
理
至
當
、
與
重
法
者
道
焉
。
如
果
不
能
、
須
焚
之
、
即
入
四
潭
塔
、
與
中
天
祖
共
用
春
秋
、
同
本
山
耆
舊
以
序
立
位
。
此
行
本
山
之
禮
、

與
祖
堂
無
渋
焉
。
且
吾
剃
度
弟
子
別
受
法
嗣
者
眾
、
不
得
不
正
名
位
而
規
之
。
若
另
開
造
、
混
入
祖
堂
、
眾
皆
仿
例
、
則
不
成
黄
檗
矣
。
）
と

言
い
、
時
学
の
位
牌
を
黄
檗
山
の
祖
師
堂
に
入
れ
る
こ
と
も
許
さ
な
か
っ
た
（
19
）
。

　

福
清
黄
檗
山
の
純
粋
性
を
守
る
の
と
同
様
に
、
隠
元
は
京
都
黄
檗
山
の
純
粋
性
も
守
ろ
う
と
し
て
い
た
。

　

例
え
ば
、
未
発
性
中
は
隠
元
の
剃
度
弟
子
の
中
で
期
待
さ
れ
た
一
人
で
あ
る
。
京
都
黄
檗
山
の
開
創
に
当
っ
て
、
隠
元
は
未

発
に
渡
航
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
六
月
に
高
泉
性
潡
ら
と
と
も
に
長
崎
に
渡
来
し
た
未
発
は
、
既
に

隠
元
が
知
ら
な
い
内
に
隠
元
の
法
弟
明
発
行
鑑
の
法
を
嗣
い
だ
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
隠
元
は
、
未
発
の
登
檗
を
許
さ
ず
、
国

に
帰
航
す
る
こ
と
を
諭
し
た
。
そ
の
時
、
未
発
は
弁
解
を
し
な
が
ら
も
、
結
局
や
む
な
く
国
に
帰
っ
た
。
次
の
未
発
の
書
信
に

よ
っ
て
、
そ
の
経
緯
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

不
肖
徒
性
中
、
百
拜
し
て
本
師
老
和
尚
の
座
下
に
稟
上
す
。
（
不
肖
徒
性
中
百
拜
稟
上
本
師
老
和
尚
座
下
。
）（
20
）

　

伏
し
て
慈
誨
を
接
し
、
我
が
和
尚
の
為
人
の
婆
心
、
光
明
正
大
し
、
従
上
の
諸
祖
と
無
二
無
別
な
る
を
灼
見
す
。
拜
読

の
間
に
愧
汗
淋
淋
を
覚
え
ず
、
幾
ど
東
海
と
競
流
す
。
背
謬
の
罪
を
返
顧
し
、
尚
お
嘖
し
て
煩
言
有
る
を
容
れ
ん
や
。
然

れ
ど
も
祈
る
、
恕
す
べ
か
ら
ず
者
、
跡
な
り
、
其
の
原
す
べ
し
所
、
心
な
る
こ
と
を
。
屈
指
す
れ
ば
住
山
已
に
年
有
り
、

苦
守
す
る
所
の
操
、
未
だ
嘗
て
堅
く
且
つ
久
し
く
せ
ず
や
。
（
伏
接
慈
誨
、
灼
見
我
和
尚
為
人
婆
心
、
光
明
正
大
、
與
從
上
諸
祖

無
二
無
別
。
拜
讀
間
不
覺
愧
汗
淋
淋
、
幾
與
東
海
競
流
矣
。
返
顧
背
謬
之
罪
、
尚
容
嘖
有
煩
言
哉
？
然
祈
不
可
恕
者
跡
也
、
其
所
可
原

者
心
也
。
屈
指
住
山
已
有
年
、
所
苦
守
之
操
、
未
嘗
不
堅
且
久
也
。
）

　

曩
歳
に
諸
の
兄
弟
輩
の
無
甚
意
氣
を
以
っ
て
、
こ
れ
を
兼
て
良
実
兄
と
惟
光
兒
倶
に
寂
す
、
拂
郁
を
以
っ
て
妄
想
を
生

じ
る
こ
と
を
免
れ
ず
、
輒
ち
江
浙
に
浪
遊
す
。
初
め
に
意
う
、
固
よ
り
福
厳
に
依
っ
て
長
住
せ
ん
と
欲
す
こ
と
を
、
或
い
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は
東
洋
の
消
息
有
ら
ば
、
得
っ
て
こ
れ
を
與
聞
す
べ
し
。
嗣
ぎ
に
囊
中
の
羞
澀
に
縁
っ
て
、
以
っ
て
老
人
を
供
す
る
を
致

す
無
し
、
孝
敬
の
忱
に
乖
く
こ
と
有
り
、
且
つ
我
が
黄
檗
の
体
面
を
失
い
、
是
に
因
っ
て
竟
に
趑
趄
し
て
前
ま
ず
。
（
曩

歳
以
諸
兄
弟
輩
無
甚
意
氣
、
兼
之
良
實
兄
偕
惟
光
兒
倶
寂
、
不
免
以
拂
鬱
而
生
妄
想
、
輒
浪
遊
于
江
浙
。
初
意
固
欲
依
福
嚴
長
住
、
或

有
東
洋
消
息
、
可
得
而
與
聞
焉
。
嗣
縁
囊
中
羞
澀
、
無
以
致
供
老
人
、
有
乖
孝
敬
之
忱
、
且
失
我
黄
檗
體
面
、
因
是
竟
趑
趄
莫
前
。
）

　

時
に
暑
氣
の
蒸
人
に
値
り
、
た
ま
た
ま
明
發
正
に
結
夏
す
る
に
当
た
り
、
遂
に
奔
し
て
一
期
を
随
喜
す
。
大
抵
に
ま
た

隊
を
逐
っ
て
観
光
し
、
秋
涼
を
俟
っ
て
還
郷
の
曲
を
別
唱
す
。
誰
が
識
る
、
冤
家
到
頭
し
、
逃
避
す
る
所
無
し
、
其
に
栓

索
せ
ら
る
こ
と
を
。
検
点
し
て
将
来
す
れ
ば
、
殆
ど
前
縁
の
預
定
に
関
わ
り
、
不
可
思
議
の
者
な
り
。
更
に
念
ず
る
、
我

が
和
尚
、
帰
期
卜
い
難
き
、
而
し
て
東
渡
の
戒
、
厳
し
く
な
り
、
従
え
ん
と
欲
せ
ば
未
だ
由
ら
ず
こ
と
を
。
日
月
逝
き
易

く
、
歳
我
に
与
え
ず
。
萬
に
差
池
有
れ
ば
、
幾
ど
脱
白
の
初
志
に
辜
く
。
是
を
以
っ
て
将
錯
就
錯
し
、
敢
て
固
く
明
発
を

拒
ま
ず
者
、
此
れ
な
り
。
（
時
値
暑
氣
蒸
人
、
適
明
發
正
當
結
夏
、
遂
奔
而
隨
喜
一
期
。
大
抵
亦
逐
隊
觀
光
、
俟
秋
涼
別
唱
還
郷
之
曲
。

誰
識
冤
家
到
頭
、
無
所
逃
避
、
被
其
栓
索
。
檢
點
將
來
、
殆
關
乎
前
縁
預
定
、
不
可
思
議
者
也
。
更
念
我
和
尚
歸
期
難
卜
、
而
東
渡
戒
嚴
、

欲
從
未
由
。
日
月
易
逝
、
歳
不
我
與
。
萬
有
差
池
、
不
幾
辜
脱
白
初
志
耶
。
是
以
將
錯
就
錯
、
不
敢
固
拒
明
發
者
此
也
。
）

　

帰
り
に
逮
ん
で
、
始
め
て
我
が
和
尚
の
寵
召
の
書
を
見
、
悔
や
ん
で
ま
た
何
に
及
ば
ん
。
唯
だ
こ
れ
自
怨
自
艾
す
る
の

み
。
然
る
に
雖
も
、
竊
か
に
憶
い
、
中
峰
和
尚
云
く
：
但
だ
我
の
道
広
く
人
に
被
る
に
あ
た
わ
ず
を
恐
れ
る
の
み
、
使
え

其
の
嗣
ぐ
所
を
異
な
れ
ば
、
ま
た
何
ぞ
こ
れ
を
憾
ま
ん
。
性
中
異
日
に
苟
し
く
は
能
く
一
大
樹
に
成
り
、
天
下
の
人
を
覆

蔭
す
れ
ば
、
黄
檗
あ
に
榮
施
有
る
に
与
え
ざ
ら
ん
や
。
こ
れ
い
わ
ゆ
る
忤
逆
の
者
、
正
に
い
わ
ゆ
る
大
孝
の
者
な
る
べ
し
。

設
え
若
し
別
嗣
を
以
っ
て
師
の
言
に
背
き
、
師
の
道
を
忽
せ
る
と
為
し
、
而
し
て
こ
れ
を
門
牆
の
外
に
麾
け
れ
ば
、
則
ち

今
の
黄
檗
に
住
す
る
者
を
目
て
、
累
累
然
に
經
閣
を
以
っ
て
穀
倉
と
為
し
、
私
田
を
創
っ
て
己
を
肥
え
、
法
王
を
侮
り
、
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衲
子
を
慢
り
、
ま
た
称
し
て
孝
子
順
孫
と
為
す
べ
け
ん
や
。
（
逮
歸
、
始
見
我
和
尚
寵
召
之
書
、
悔
複
何
及
。
唯
是
自
怨
自
艾
而

已
。
雖
然
、
竊
憶
中
峰
和
尚
云
：
但
恐
我
之
道
不
能
廣
被
於
人
、
使
異
其
所
嗣
、
亦
何
憾
焉
。
性
中
異
日
苟
能
成
一
大
樹
、
覆
蔭
天
下
人
、

黄
檗
豈
不
與
有
榮
施
歟
。
是
所
謂
忤
逆
者
、
正
所
謂
大
孝
者
也
。
設
若
以
別
嗣
為
背
師
言
、
忽
師
道
、
而
麾
諸
門
牆
之
外
、
則
目
今
之

住
黄
檗
者
、
累
累
然
以
經
閣
為
穀
倉
、
創
私
田
以
肥
己
、
侮
法
王
、
慢
衲
子
、
亦
可
稱
為
孝
子
順
孫
乎
。
）

　

去
臘
の
竹
寮
に
在
る
こ
と
、
慧
首
座
垂
躬
し
懇
留
し
て
歳
を
過
す
を
委
蒙
し
、
乃
ち
曲
っ
て
方
便
の
計
を
作
り
、
敢
え

て
終
焉
の
意
有
る
に
非
ず
。
ま
た
古
德
云
く
：
凡
そ
操
心
し
て
為
す
所
の
事
、
常
に
面
前
に
路
徑
開
闢
す
る
を
要
り
、
一

切
の
人
を
し
て
行
き
得
ら
し
む
、
始
め
て
こ
れ
大
人
の
用
心
な
り
。
唯
だ
冀
わ
く
は
我
が
和
尚
虚
空
に
仝
量
し
、
物
我
一

如
し
、
み
な
汪
濊
の
中
に
沐
浴
す
る
を
得
、
向
隅
し
て
泣
く
者
有
ら
し
む
毋
し
。
此
に
来
て
耑
に
慶
祝
の
挙
の
為
め
、
絶

に
他
念
無
し
。
既
に
法
諭
を
承
り
、
当
に
即
ち
帰
り
を
言
う
べ
し
、
決
し
て
人
に
因
っ
て
熱
く
せ
ず
。
伏
し
て
順
時
珍
摂

を
乞
い
、
以
っ
て
衆
生
を
祐
け
る
。
性
中
、
稟
に
臨
ん
で
瞻
依
激
切
の
至
り
を
任
す
無
し
。
（
去
臘
之
在
竹
寮
、
委
蒙
慧
首

座
垂
躬
懇
留
過
歳
、
乃
曲
作
方
便
之
計
、
非
敢
有
終
焉
之
意
。
又
古
德
云
：
凡
操
心
所
為
之
事
、
常
要
面
前
路
徑
開
闢
、
使
一
切
人
行
得
、

始
是
大
人
用
心
。
唯
冀
我
和
尚
虚
空
仝
量
、
物
我
一
如
、
咸
得
沐
浴
于
汪
濊
之
中
、
毋
令
有
向
隅
而
泣
者
。
此
來
耑
為
慶
祝
之
舉
、
絶

無
他
念
。
既
承
法
諭
、
當
即
言
歸
、
決
不
因
人
熱
也
。
伏
乞
順
時
珍
攝
、
以
祐
眾
生
。
性
中
臨
稟
無
任
瞻
依
激
切
之
至
。
）

　

未
発
が
言
う
「
慈
誨
」
、
即
ち
当
時
の
隠
元
の
書
信
は
、
そ
の
言
辞
が
厳
し
か
っ
た
か
た
め
、
隠
元
の
語
録
に
収
め
ら
れ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
未
発
の
こ
の
返
書
に
よ
れ
ば
、
一
六
六
一
年
の
時
点
で
、
福
清
黄
檗
山
で
は
、
隠
元
直
系
の
法
子
孫
の

中
で
も
、
「
經
閣
を
以
っ
て
穀
倉
と
為
し
、
私
田
を
創
っ
て
己
を
肥
え
、
法
王
を
侮
り
、
衲
子
を
慢
る
」
と
い
う
よ
う
な
混
乱

が
既
に
起
っ
て
い
た
。
未
発
は
隠
元
に
あ
の
よ
う
な
僧
を
「
ま
た
称
し
て
孝
子
順
孫
と
為
す
べ
け
ん
や
」
と
問
う
た
。
こ
れ
は

隠
元
の
別
嗣
を
排
除
す
る
規
則
に
対
す
る
厳
し
い
質
問
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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未
発
の
登
檗
禁
止
は
隠
元
に
と
っ
て
も
心
の
辛
い
こ
と
だ
っ
た
。
未
発
は
そ
の
打
撃
を
受
け
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
帰
国
の

後
、
直
ぐ
に
亡
く
な
っ
た
。
隠
元
が
書
い
た
挽
詩
に
、
「
歉
を
知
り
帰
り
を
知
る
こ
と
、
真
に
嘆
く
べ
し
、
吾
に
負
き
汝
に
負

く
こ
と
、
最
も
憐
み
に
堪
え
る
」
と
詠
じ
て
、
彼
の
未
発
に
対
す
る
憐
れ
み
を
表
し
た
（
21
）
。

　

寺
院
の
運
営
に
些
細
の
支
障
を
避
け
な
か
っ
た
が
、
隠
元
は
別
嗣
を
排
除
す
る
規
則
を
貫
き
通
し
、
福
清
黄
檗
山
に
も
京
都

黄
檗
山
に
も
、
寺
院
に
お
け
る
自
分
の
法
系
の
純
粋
を
守
っ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

五
、
寺
志
の
編
修

　

五
つ
目
に
、
隠
元
は
寺
志
の
編
修
を
重
視
し
て
い
た
。
彼
は
生
涯
を
著
述
伝
道
に
努
め
、
能
文
家
と
し
て
教
化
を
広
め
る
た

め
、
多
く
の
語
録
を
作
る
一
方
、
所
在
寺
院
に
お
い
て
寺
志
の
編
修
に
も
力
を
入
れ
た
。

　

隠
元
が
最
初
に
編
修
し
た
寺
志
は
、
福
清
黄
檗
山
の
再
住
期
間
で
の
、
永
暦
『
黄
檗
山
寺
志
』
で
あ
る
。
南
明
永
暦
六
年

（
一
六
五
二
）
秋
、
隠
元
は
弟
子
の
獨
往
性
幽
と
共
に
、
以
前
の
崇
禎
『
黄
檗
寺
志
』
に
基
づ
き
、
改
め
て
福
清
黄
檗
山
の
寺
志

を
撰
し
た
（
23
）
。
こ
の
時
仕
上
げ
ら
れ
た
永
暦
『
黄
檗
山
寺
志
』
は
、
今
日
ま
で
伝
わ
り
、
黄
檗
山
の
歴
史
を
知
る
上
で
貴
重

な
資
料
で
あ
る
。

　

隠
元
が
書
い
た
序
に
、
「
固
よ
り
知
る
、
地
人
を
以
っ
て
重
じ
る
こ
と
を
。
其
の
権
、
山
川
に
在
ら
ず
や
。
こ
れ
故
に
天

変
っ
て
も
、
道
変
わ
ら
ず
、
古
德
詳
し
く
こ
れ
を
言
う
。
」
（
固
知
地
以
人
重
、
其
權
不
在
山
川
也
。
是
故
天
變
而
道
不
變
、
古
德
詳
哉

言
之
。
）
と
あ
り
、
ま
た
「
然
れ
ど
も
大
道
聞
か
ざ
れ
ば
、
君
子
こ
れ
を
笑
う
。
文
、
道
を
以
っ
て
重
じ
る
こ
と
を
知
る
べ
し
。

山
川
を
点
綴
す
れ
ば
、
其
の
権
ま
た
筆
墨
に
在
ら
ず
。
」
（
然
而
大
道
不
聞
、
君
子
笑
之
。
可
知
文
以
道
重
。
點
綴
山
川
、
其
權
又
不
在
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筆
墨
也
。
）
と
書
い
た
。
彼
は
寺
志
の
功
能
に
つ
い
て
、
山
の
景
色
を
写
し
、
寺
の
歴
史
を
記
す
こ
と
よ
り
も
、
仏
の
大
道
を
聞

か
せ
、
仏
法
を
伝
え
る
こ
と
が
重
要
だ
と
説
い
た
（
24
）
。

　

ま
た
、
永
暦
八
年
（
一
六
五
四
）
春
、
隠
元
は
獨
往
性
幽
を
命
じ
て
『
獅
子
岩
志
』
を
編
修
さ
せ
た
。
獅
子
岩
は
福
清
黄
檗

山
の
近
く
に
あ
る
、
隠
元
が
黄
檗
山
住
持
の
前
に
六
年
間
隠
棲
し
た
所
で
あ
る
。
今
日
大
き
な
変
化
を
経
て
、
道
教
の
場
所
に

化
さ
れ
、
仏
教
寺
院
と
し
て
の
面
影
が
も
う
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
『
獅
子
岩
志
』
が
あ
っ
て
、
嘗
て
の
仏
法
の
存
在
を
物

語
っ
て
い
る
（
25
）
。

　

日
本
で
は
、
京
都
黄
檗
山
開
立
三
年
以
後
の
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
二
月
、
隠
元
は
『
新
黄
檗
志
略
』
を
撰
し
た
。
そ
の

巻
頭
の
序
に
、
隠
元
は
、
「
夫
れ
叢
林
、
大
小
を
論
ず
る
無
し
、
道
に
合
う
を
祈
る
の
み
を
原
ね
る
。
使
え
道
に
合
え
ば
、
小

と
雖
も
ま
た
大
な
り
。
道
に
合
わ
ざ
れ
ば
、
大
と
雖
も
ま
た
小
な
り
。
こ
れ
を
以
っ
て
人
、
能
く
道
を
弘
め
、
道
、
人
を
弘
め

る
に
非
ず
。
旨
く
な
り
、
言
や
。
豈
に
聞
か
ざ
ら
ん
や
、
愚
人
、
山
を
見
て
道
を
忘
れ
、
智
者
、
道
を
見
て
山
を
忘
れ
る
こ
と

を
。
若
し
夫
れ
過
量
の
衲
僧
、
則
ち
時
に
乗
じ
て
道
を
顕
し
、
其
の
時
を
得
ざ
れ
ば
、
則
ち
蹤
を
潜
み
彩
を
鏟
っ
て
、
其
の
志

を
肆
し
い
ま
ま
に
す
。
或
い
は
山
或
い
は
水
、
或
い
は
黙
り
或
い
は
語
り
、
何
ぞ
吾
が
道
に
非
ず
ん
や
。
此
の
如
き
、
則
ち
山

を
見
て
道
を
忘
れ
、
道
を
見
て
山
を
忘
れ
る
こ
と
の
哂
い
無
し
。
い
ま
夫
れ
志
、
人
境
相
い
孚
し
、
山
霊
道
に
契
る
。
億
萬
載

の
先
に
開
き
、
千
百
世
の
後
に
継
ぎ
、
庶
く
は
造
物
待
人
の
意
を
孤
か
ず
、
而
し
て
創
始
利
物
の
心
な
り
。
」
（
原
夫
叢
林
無
論

大
小
、
祈
合
乎
道
而
已
。
使
合
乎
道
、
雖
小
亦
大
。
不
合
乎
道
、
雖
大
亦
小
。
是
以
人
能
弘
道
、
非
道
弘
人
。
旨
哉
言
也
。
豈
不
聞
愚
人
見
山

而
忘
道
、
智
者
見
道
而
忘
山
。
若
夫
過
量
衲
僧
、
則
乘
時
而
顯
道
、
不
得
其
時
、
則
潛
蹤
鏟
彩
而
肆
其
志
。
或
山
或
水
、
或
默
或
語
、
何
莫
非

吾
道
哉
。
如
此
、
則
無
見
山
忘
道
、
見
道
忘
山
之
哂
耳
。
今
夫
志
者
、
人
境
相
孚
、
山
靈
契
道
。
開
乎
億
萬
載
之
先
、
繼
乎
千
百
世
之
後
、
庶

不
孤
造
物
待
人
之
意
、
而
創
始
利
物
之
心
也
。
）（
26
）
と
書
い
た
。
彼
は
寺
院
の
仏
道
に
契
る
こ
と
を
強
調
し
、
寺
志
に
よ
っ
て
仏
道
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を
千
万
年
、
伝
え
よ
う
と
期
待
を
寄
せ
た
。

お

わ

り

に

　

以
上
の
よ
う
に
、
隠
元
の
住
持
思
想
の
諸
相
を
概
観
し
て
み
た
。
そ
れ
ら
に
お
け
る
前
後
の
発
展
、
時
代
的
背
景
、
及
び
他

の
高
僧
の
住
持
思
想
と
の
比
較
は
、
な
お
精
密
に
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
と
思
う
が
、
今
後
に
譲
る
。

　

隠
元
の
住
持
思
想
は
、
彼
の
法
子
孫
に
よ
く
受
け
継
が
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
福
清
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
に
お
い
て
、
隠
元
の
法

系
を
汲
む
禅
僧
は
、
南
明
永
暦
八
年
（
一
六
五
四
）
五
月
、
隠
元
は
日
本
渡
航
の
た
め
、
法
嗣
の
慧
門
如
沛
に
住
持
の
職
を
譲
っ

て
か
ら
、
清
の
道
光
六
年
（
一
八
二
六
）
に
住
持
の
了
馨
清
馥
（
一
七
四
九
―
一
八
二
六
）
が
寂
す
ま
で
、
代
々
住
持
の
職
を
担
ぎ
、

二
百
年
近
く
寺
院
を
守
っ
た
（
27
）
。
そ
の
一
方
、
京
都
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
に
お
い
て
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
九
月
、
法
嗣
の

木
庵
性
瑫
が
二
代
住
持
を
務
め
て
以
来
、
隠
元
の
法
子
孫
は
三
百
四
十
年
近
く
の
時
を
経
て
、
今
な
お
道
場
を
守
り
つ
つ
あ
る
。

こ
の
点
で
見
れ
ば
、
隠
元
の
住
持
思
想
は
、
十
全
と
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
日
に
も
生
き
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注
（
1
） 

『
勅
修
百
丈
清
規
』
巻
上
「
住
持
章
第
五
」
。
『
勅
修
百
丈
清
規
』
、
十
巻
、[

元]

德
煇
重
編
、
大
正
藏
四
十
八
巻
。

（
2
） 

『
禪
林
寶
訓
』
卷
四
：
「
佛
智
謂
水
庵
曰
：
住
持
之
體
有
四
焉
。
一
道
德
、
二
言
行
、
三
仁
義
、
四
禮
法
。
道
德
言
行
乃
教
之
本
也
、

仁
義
禮
法
乃
教
之
末
也
。
無
本
不
能
立
、
無
末
不
能
成
。
先
聖
見
學
者
不
能
自
治
、
故
建
叢
林
以
安
之
、
立
住
持
以
統
之
。
然
則
叢

林
之
尊
非
為
住
持
、
四
事
豐
美
非
為
學
者
、
皆
以
佛
祖
之
道
故
。
是
以
善
為
住
持
者
、
必
先
尊
道
德
守
言
行
、
能
為
學
者
必
先
存
仁
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義
遵
禮
法
。
故
住
持
非
學
者
不
立
、
學
者
非
住
持
不
成
。
住
持
與
學
者
、
猶
身
之
與
臂
、
頭
之
與
足
、
大
小
適
稱
而
不
悖
、
乃
相
須

而
行
也
。
故
曰
學
者
保
于
叢
林
、
叢
林
保
于
道
德
。
住
持
人
無
道
德
、
則
叢
林
將
見
其
廢
矣
（
實
録
）
」
ま
た
、
「
密
庵
曰
：
住
持
有

三
莫
。
事
繁
莫
懼
、
無
事
莫
尋
、
是
非
莫
辨
。
住
持
人
達
此
三
事
、
則
不
被
外
物
所
惑
矣
（
慧
侍
者
記
聞
）
。
」
『
禪
林
寶
訓
』
、[

宋]

淨
善
重
集
、
四
巻
、
大
正
藏
四
十
八
巻
。

（
3
） 
隠
元
住
持
の
寺
院
：
１
、
福
建
省
福
州
府
福
清
県
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
の
初
住
、
明
崇
禎
六
年
（
一
六
三
三
）
十
月
―
崇
禎
十
七
年

（
一
六
四
四
）
三
月
。
２
、
浙
江
省
嘉
興
府
崇
徳
県
福
厳
禅
寺
、
南
明
弘
光
元
年
（
一
六
四
四
）
十
月
―
弘
光
二
年
（
一
六
四
五
）

一
月
。
３
、
福
建
省
福
州
府
長
楽
県
龍
泉
禅
寺
、
南
明
弘
光
二
年
（
一
六
四
五
）
三
月
―
隆
武
二
年
（
一
六
四
六
）
一
月
。
４
、
福

清
県
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
の
再
住
、
南
明
隆
武
二
年
（
一
六
四
六
）
一
月
―
永
暦
八
年
（
一
六
五
四
）
五
月
。
５
、
長
崎
東
明
山
興

福
禅
寺
、
日
本
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
七
月
―
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
八
月
。
６
、
長
崎
聖
寿
山
崇
福
禅
寺
、
明
暦
元
年

（
一
六
五
五
）
五
月
―
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
八
月
。
７
、
摂
津
祥
雲
山
普
門
福
元
禅
寺
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
九
月
―
寛

文
元
年
（
一
六
六
一
）
七
月
。
８
、
山
城
州
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
閏
八
月
―
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）

九
月
。
『
新
纂
校
訂
隠
元
全
集
』
を
参
考
す
。
『
新
纂
校
訂
隠
元
全
集
』
、
十
二
巻
、
五
四
八
六
頁
、
平
久
保
章
編
、
東
京
開
明
書
院
、

一
九
七
九
年
十
月
。
江
戸
時
代
刻
本
の
影
印
版
。
『
全
集
』
と
略
称
す
。

（
4
） 

本
稿
は
、
中
国
国
家
社
会
科
学
基
金
項
目
『
臨
濟
宗
黄
檗
派
與
日
本
黄
檗
宗
的
研
究
』
（0

9
B
Z
J
0
0
7

）
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

（
5
） 

「
復
慧
門
首
座
」
、
『
全
集
』
二
三
四
〇
。

（
6
） 

『
全
集
』
二
三
七
二
。

（
7
） 

良
哉
性
常
書
信
墨
蹟
、
京
都
黄
檗
山
存
、
そ
の
中
の
一
節
：
「
毎
憶
和
尚
夙
有
興
造
之
志
、
時
圖
繼
述
。
幸
値
本
山
今
年
大
利
、

適
買
有
獅
子
庵
邊
三
千
大
厝
、
並
江
家
祠
堂
及
陳
白
庵
、
漁
溪
等
諸
厝
料
、
擇
吉
三
月
將
祠
堂
木
料
興
造
方
丈
、
餘
者
修
整
法
堂
、

起
蓋
祖
師
、
檀
越
二
堂
、
耆
舊
寮
。
大
殿
前
兩
邊
過
水
、
工
計
有
八
、
九
千
餘
、
今
幸
出
水
矣
、
年
冬
可
落
而
成
之
。
更
陳
白
庵
徧

文
居
士
厝
、
正
在
相
議
。
倘
可
成
事
、
此
項
留
為
和
尚
壽
塔
建
庵
之
用
。
此
亦
甚
要
事
、
孜
孜
為
此
者
、
欲
以
滿
和
尚
之
願
也
。
惟

祈
振
錫
言
旋
、
坐
享
成
落
為
快
。
且
東
渡
之
縁
已
遂
矣
。
倘
不
爽
前
訂
、
毅
然
轉
棹
、
則
扶
桑
日
有
餘
輝
、
黄
檗
山
更
長
翠
矣
。
區
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區
弗
盡
、
祇
此
上
稟
、
臨
楮
曷
勝
仰
望
之
至
。
」
『
旅
日
高
僧
隱
元
中
土
往
來
書
信
集
』
四
二
〇
頁
掲
載
。
陳
智
超
、
韋
祖
輝
、
何
齢

修
編
、
北
京
中
華
全
國
圖
書
館
文
獻
縮
微
複
製
中
心
、
一
九
九
五
年
三
月
。

（
8
） 

『
普
照
國
師
年
譜
』
寛
文
三
年
癸
卯
：
「
臘
月
朔
日
、
設
為
戒
壇
、
用
資
恩
有
、
計
師
開
堂
將
三
十
載
、
説
戒
一
十
六
度
、
受
戒
弟

子
不
知
其
數
。
而
此
土
則
成
初
會
、
為
開
戒
之
祖
。
四
方
見
聞
、
莫
不
歸
心
、
至
有
感
激
涕
零
而
不
已
者
、
歎
戒
法
之
難
遇
也
。
」
、

『
全
集
』
五
二
四
二
。

（
9
） 

『
弘
戒
法
儀
』
、
十
五
章
、
隠
元
編
、
日
本
萬
治
元
年
（
一
六
五
八
）
刊
、
京
都
黄
檗
山
存
。

（
10
） 

「
與
檗
山
諸
禅
徳
書
」
、
『
全
集
』
九
七
九
。

（
11
） 

『
全
集
』
一
三
九
三
。

（
12
） 

隠
元
墨
蹟
：
「
與
龍
渓
禿
翁
竺
印
三
大
德
。
老
僧
年
邁
以
渋
萬
頃
之
濤
、
而
應
興
福
之
請
、
以
滿
檀
信
之
願
、
足
其
念
、
欲
今
冬

回
唐
以
待
殘
喘
而
已
。
不
意
三
大
德
連
簽
稟
上
、
敦
請
老
僧
普
門
、
似
難
卻
命
、
姑
應
之
、
於
九
月
初
六
進
寺
。
愧
老
僧
老
矣
、
又

不
諳
日
国
語
言
、
對
機
恐
繁
、
有
負
來
誠
。
契
我
於
未
發
之
前
、
作
格
別
相
知
可
也
。
所
有
數
條
、
謹
列
于
右
。
○
日
国
道
理
、
老

僧
不
知
。
其
世
法
人
情
、
聽
三
大
德
主
裁
。
宜
中
節
合
規
、
勿
各
執
己
念
為
善
。
○
老
僧
年
邁
怕
繁
、
倘
檀
信
等
求
墨
跡
、
一
概
不

書
。
○
賜
紫
大
德
相
訪
、
賓
主
必
相
見
、
不
須
作
禮
、
對
坐
一
茶
、
以
尊
本
朝
天
子
之
所
賜
也
。
或
為
法
真
心
、
須
改
紫
易
服
、
頂

禮
問
法
、
重
佛
祖
之
道
也
。
○
方
來
衲
子
、
或
見
或
住
、
聽
寺
主
收
裁
。
○
日
常
早
晩
二
時
、
宜
清
粥
小
菜
二
碟
。
午
飯
加
菜
湯

一
碗
。
勤
儉
之
風
、
是
入
道
之
門
也
。
○
欲
振
祖
道
、
非
正
知
正
見
正
信
忘
名
忘
位
忘
軀
輔
弼
、
始
終
如
一
者
不
能
也
。
須
各
努

力
、
是
為
志
願
。
九
月
初
六
日
老
僧
隠
元
手
書
與
龍
渓
禿
翁
竺
印
三
大
德
識
之
。
」
黄
檗
宗
慶
瑞
寺
藏
。
大
槻
幹
郎
編
『
祥
雲
山
慶

瑞
寺
』
八
二
頁
所
掲
、
高
槻
市
祥
雲
山
慶
瑞
寺
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
。

（
13
） 

隠
元
墨
蹟
：
「
黄
檗
開
山
龜
鑒
。
老
僧
自
甲
午
秋
應
請
東
渡
、
三
主
法
席
、
新
開
黄
檗
、
迄
今
十
八
星
霜
。
禪
林
規
制
、
頗
成
大

觀
、
天
下
雲
衲
、
咸
所
其
知
。
靜
而
思
之
、
雖
則
於
此
土
宿
有
法
縁
、
亦
乃
十
方
護
法
宰
官
居
士
、
及
在
會
耆
德
現
前
眾
等
、
毘
贊

之
力
。
老
僧
毎
揣
道
德
荒
疏
、
際
斯
法
會
、
莫
不
感
念
至
意
焉
。
茲
餘
喘
已
登
八
旬
、
猶
如
木
末
殘
陽
、
恐
在
世
無
多
。
但
一
代
開

山
典
儀
、
猶
關
千
古
法
系
、
故
不
得
不
預
立
規
訓
、
以
曉
將
來
。
汝
等
遵
而
行
之
、
則
為
孝
子
順
孫
、
使
宗
燈
炳
耀
、
法
脈
長
流
、
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與
此
山
同
其
悠
久
、
永
為
祝
國
福
民
之
場
也
。
否
則
非
吾
眷
屬
、
勿
入
此
門
、
以
混
清
眾
。
爰
立
規
約
併
囑
語
數
條
于
後
、
永
為
本

山
龜
鑒
。
眾
宜
知
悉
。
○
冬
夏
二
期
、
内
外
眾
等
、
倶
遵
聖
制
、
禁
足
安
禪
。
晝
三
夜
三
、
究
明
己
躬
下
事
為
務
。
勿
擅
出
入
、
違

佛
教
誡
。
○
眾
等
專
為
好
心
學
道
、
當
以
慈
忍
為
本
、
戒
根
淨
潔
、
因
果
分
明
。
受
十
方
信
施
、
須
要
知
慚
識
愧
、
勿
得
飽
食
遊
談
、

恣
逞
人
我
、
攪
亂
禪
林
、
作
諸
魔
業
。
○
朝
暮
二
時
念
誦
、
各
宜
嚴
整
威
儀
隨
眾
。
不
得
偸
懶
、
除
老
病
者
不
論
。
○
本
山
及
諸
山

凡
稱
黄
檗
法
屬
者
、
概
不
許
葷
酒
入
山
門
、
破
佛
重
戒
。
○
本
山
第
三
代
住
持
、
仍
依
吾
法
嗣
中
照
位
次
輪
流
推
補
。
後
及
法
孫
、

亦
須
有
德
望
者
、
方
合
輿
情
、
克
振
道
風
、
此
事
在
眾
等
平
心
公
舉
、
勿
得
恃
於
權
勢
、
互
有
偏
私
。
○
歴
觀
古
來
東
渡
諸
祖
、
嗣

法
者
三
四
代
後
即
便
斷
絶
、
遂
使
祖
席
寥
寥
。
前
承
酒
井
空
印
老
居
士
護
法
之
念
、
嘗
言
本
山
他
日
主
法
、
苟
無
其
人
、
當
去
唐
山

請
補
、
使
法
脈
繩
繩
不
斷
。
此
議
甚
當
、
惟
在
後
代
賢
子
孫
舉
而
行
之
、
則
是
法
門
重
光
之
象
也
。
○
本
山
常
住
齋
糧
、
合
供
十
方

大
眾
守
護
禪
林
、
祝
國
福
民
、
永
遠
香
燈
之
需
。
各
庵
院

不
許
私
分
。
○
留
鎮
常
住
及
松
堂
法
具
什
物
等
、
當
另
記
一
簿
。
以
便

遞
代
住
持
交
傳
、
勿
致
失
脱
。
○
本
山
住
持
與
各
院
靜
主
、
既
同
宗
派
、
當
以
協
力
一
心
、
尊
法
重
道
、
贊
翼
祖
庭
、
使
遞
代
化
風

不
墜
也
。
至
于
諸
山
法
屬
入
山
、
亦
當
以
禮
相
待
、
勿
得
失
儀
。
○
松
堂
老
僧
壽
塔
在
此
、
即
為
開
山
塔
院
、
後
當
本
山
各
庵
院
弟

子
輪
流
看
守
。
更
餘
規
約
、
倶
載
禪
林
師
訓
中
、
及
兩
序
須
知
。
文
繁
不
録
、
可
參
看
力
行
之
。
囑
囑
。
寬
文
辛
亥
年
臘
月
佛
成
道

日
開
山
八
十
翁
隱
元
老
僧
手
書
。
」
京
都
黄
檗
山
藏
。
隠
元
語
録
に
「
老
人
預
嘱
語
」
（
『
全
集
』
三
四
八
九
）
と
も
収
め
ら
れ
る
。

（
14
） 

『
黄
檗
清
規
』、
隠
元
隆
琦
、
木
庵
性
瑫
、
高
泉
性
潡
編
、
日
本
寬
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
京
都
黄
檗
山
原
刊
。
大
正
藏
八
十
二
巻
。

（
15
） 

『
黄
檗
清
規
』
の
「
跋
」
：
「
古
禮
不
無
太
繁
、
今
禮
未
免
太
簡
、
繁
則
勞
費
而
難
周
、
簡
則
疏
略
而
弗
謹
。
茲
所
述
者
、
亦
不
敢

戻
古
拂
今
、
別
立
新
法
、
唯
稽
校
折
衷
而
已
、
庶
厥
後
派
下
兒
孫
、
便
於
遵
守
、
而
杜
其
繁
簡
之
議
。
其
中
猶
有
一
二
、
未
及
行
事
、

不
能
預
定
、
姑
闕
諸
以
俟
後
之
有
名
位
者
續
焉
。
慎
勿
妄
自
改
易
、
妄
加
瑣
碎
、
失
老
僧
之
本
意
也
。
謹
識
。
」

（
16
） 

『
五
燈
嚴
統
』
、
二
十
五
巻
、
費
隠
通
容
編
、
清
順
治
十
年
（
一
六
五
三
）
成
書
。
日
本
覆
刻
本
、
丁
酉
年
（
一
六
五
七
）
隠
元
跋
。

日
本
藏
経
書
院
版
、
新
編
卍
続
藏
経
第
一
三
九
册
、
台
北
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
九
五
年
七
月
。

（
17
） 

良
義
性
詢
書
信
墨
蹟
、
京
都
黄
檗
山
存
。
そ
の
中
の
一
節
：
「
年
來
四
方
枳
棘
、
詢
愧
未
得
片
地
安
身
。
蒙
諸
檀
信
曁
諸
昆
季
出

手
相
助
、
舊
臘
即
於
本
里
翁
塘
底
結
茅
、
向
钁
邊
隨
分
度
日
、
亦
以
祖
庭
差
近
、
廬
墓
不
遠
故
耳
。
想
老
和
尚
婆
心
片
片
必
為
詢
地

隠元隆琦の寺院住持について
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也
。
」
『
旅
日
高
僧
隱
元
中
土
往
來
書
信
集
』
四
〇
二
頁
掲
載
。

（
18
） 

隠
元
「
復
良
義
上
座
」
。
そ
の
中
の
一
節
：
「
特
書
至
囑
、
所
贖
十
二
峰
境
内
不
許
別
立
並
外
嗣
侵
入
、
以
杜
爭
削
之
端
、
永
為
一

致
、
祖
席
悠
久
無
疆
、
以
遂
吾
祖
之
願
矣
。
然
公
既
受
亙
弟
之
囑
累
、
須
具
衲
僧
氣
宇
、
當
以
大
法
為
任
、
不
宜
營
營
舊
窟
、
鬱
鬱

墓
廬
為
懷
。
然
道
亦
廣
大
、
法
本
無
涯
、
當
慕
其
廣
大
之
志
、
展
其
無
涯
之
功
、
而
成
大
器
。
不
唯
擴
亙
法
弟
之
明
眼
、
亦
乃
資
無

量
劫
之
恩
有
也
。
回
看
廬
墓
、
奚
啻
天
壤
。
蓋
吾
弟
子
別
受
法
嗣
者
眾
、
恐
效
其
例
、
則
黄
檗
立
刻
列
為
百
舍
。
審
作
俑
之
咎
、
又

何
如
也
。
」
、
『
全
集
』
二
三
五
九
。

（
19
） 

「
復
朗
玄
亦
曦
二
法
侄
孫
」
、
『
全
集
』
二
三
六
一
。

（
20
） 

未
発
性
中
書
信
墨
蹟
、
京
都
黄
檗
山
存
。
『
旅
日
高
僧
隱
元
中
土
往
來
書
信
集
』
三
四
〇
頁
掲
載
。

（
21
） 

「
曉
堂
孫
求
薦
師
未
發
上
座
」
：
「
獨
薦
當
機
未
發
前
、
無
聲
無
臭
不
萌
天
。
大
鯤
化
浪
承
誰
力
、
良
驥
回
風
豈
用
鞭
。
知
歉
知
歸

真
可
歎
、
負
吾
負
汝
最
堪
憐
。
莫
耽
常
寂
光
中
人
、
翻
轉
來
時
更
悄
然
。
」
、
『
全
集
』
三
六
六
七
。

（
22
） 

崇
禎
『
黄
檗
寺
志
』
、
三
巻
、
林
伯
春
釋
行
璣
釋
行
元
編
修
、
明
崇
禎
十
一
年
（
一
六
三
八
）
王
志
道
序
、
原
日
本
内
閣
文
庫
藏

本
、
番
號
：
漢1

4
8
7
2

。

（
23
） 

永
暦
『
黄
檗
山
寺
志
』
、
八
巻
、
隠
元
隆
琦
、
独
往
性
幽
編
修
、
南
明
永
暦
六
年
（
一
六
五
二
）
隠
元
序
。
江
戸
刊
本
、
京
都
黄

檗
山
藏
。

（
24
） 

『
獅
子
巖
志
』
、
二
巻
、
独
往
性
幽
編
、
南
明
永
暦
八
年
（
一
六
五
四
）
独
往
序
。
江
戸
刊
本
、
京
都
黄
檗
山
藏
。

（
25
） 

『
新
黄
檗
志
略
』
、
二
巻
、
隠
元
隆
琦
編
、
日
本
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
二
月
隠
元
序
。
江
戸
刊
本
、
京
都
黄
檗
山
藏
。

（
26
） 

道
光
『
黄
檗
山
志
』
巻
四
「
法
」
。
『
黄
檗
山
志
』
、
蘭
圃
清
馥
等
修
、
清
道
光
四
年
（
一
八
二
四
）
達
光
道
暹
序
。
民
國
十
一
年

（
一
九
二
二
）
重
刊
本
。
『
大
藏
經
補
編
』
二
九
冊
755
―
871
頁
、
台
湾
華
宇
出
版
社
、
一
九
八
六
年
二
月
。
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西
谷
啓
治
に
お
け
る
真
の
自
己

 

―
― 

長
沙
景
岑
の
偈
頌
の
解
釈

清

水

大

介

　

小
論
で
は
、
西
谷
啓
治
（
一
九
〇
〇
―
一
九
九
〇
）
の
主
著
の
一
つ
で
あ
る
『
禅
の
立
場
（
1
）
』
第
一
部
第
三
章
「
禅
に
於
け

る
『
法
』
と
『
人
』
」
の
前
半
（
第
六
節
ま
で
）
を
取
り
扱
い
、
特
に
長
沙
景
岑
（
？
―
八
六
八
？
）
の
有
名
な
二
つ
の
偈
頌
を
め

ぐ
る
西
谷
の
解
釈
を
考
察
す
る
。
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
必
ず
し
も
読
み
易
い
と
は
い
え
な
い
『
禅
の
立
場
』
の
内
容
を
簡
約

し
、
註
解
を
付
し
、
も
っ
て
本
書
の
理
解
を
容
易
た
ら
し
め
ん
と
す
る
に
あ
る
。
小
論
は
、
同
じ
く
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
に

昨
年
度
発
表
さ
れ
た
「
西
谷
啓
治
に
お
け
る
自
己
と
安
心
（
2
）
」
の
続
編
で
あ
る
。

１　

自
己
の
究
明
の
道

　

宗
教
的
探
究
と
哲
学
的
探
究
は
、
科
学
へ
の
連
関
も
含
め
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
状
況
の
下
で
の
「
自

己
」
の
究
明
に
帰
着
す
る
。
今
日
、
「
真
」
を
究
明
す
る
道
と
し
て
は
、
真
な
る
自
己
を
究
明
す
る
と
い
う
仕
方
以
外
に
残
さ

れ
て
い
な
い
。

西谷啓治における真の自己
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「
真
」
が
分
断
さ
れ
散
乱
し
て
い
る
状
況
に
於
て
は
、
そ
れ
ら
の
立
場
の
全
体
を
根
底
的
に
統
一
す
べ
き
原
点
を
求
め
、

従
っ
て
ま
た
人
間
と
い
う
存
在
を
本
質
的
に
確
立
す
べ
き
根
基
を
求
め
る
た
め
に
は
、
か
の
「
自
己
」
の
究
明
の
み
が
鍵

と
な
り
得
る
（
3
）
。

　

仏
教
は
釈
尊
以
来
、
「
法
」
の
悟
得
が
「
人
」
の
自
覚
を
意
味
し
、
人
の
自
覚
が
法
の
悟
り
を
意
味
す
る
よ
う
な
立
場
を

と
っ
て
い
た
。
就
中
、
禅
の
己
事
究
明
の
道
は
、
仏
教
の
、
「
法
」
が
「
人
」
を
照
ら
し
、
「
人
」
が
「
法
」
を
照
ら
す
と
い
っ

た
自
己
究
明
の
行
道
を
、
最
も
純
粋
か
つ
徹
底
的
な
形
に
ま
で
仕
上
げ
、
根
源
的
に
単
純
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
4
）
。

　

こ
う
し
た
自
己
の
究
明
の
道
に
お
い
て
は
、
一
方
で
自
己
の
心
身
的
な
経
験
の
立
場
（
「
人
」
）
が
客
観
的
な
理
法
の
見
地

（
「
法
」
）
に
よ
っ
て
超
越
さ
れ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
客
観
的
な
理
法
の
見
地
が
心
身
的
な
経
験
の
立
場
に
よ
っ
て
破
ら
れ
、

そ
の
よ
う
に
し
て
両
方
が
相
互
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
否
定
さ
れ
脱
落
し
去
っ
た
処
に
お
い
て
、
両
方
が
そ
れ
ぞ
れ
究
極
的
に
如
実

相
を
現
わ
し
、
し
か
も
同
時
に
相
即
相
入
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
に
真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
現
じ
、
そ
の
リ
ア
リ

テ
ィ
の
場
が
真
の
自
己
の
所
在
で
あ
る
（
5
）
。

２　

セ
ー
ニ
カ
の
霊
知
の
立
場

　

さ
て
、
経
験
的
な
自
己
（
「
人
」
）
と
世
界
に
お
け
る
万
物
の
理
法
（
「
法
」
）
と
の
根
本
的
統
一
を
求
め
る
自
己
究
明
の
道
に

お
い
て
ま
ず
現
わ
れ
て
く
る
立
場
は
、
自
己
の
心
中
に
は
、
現
実
の
心
身
活
動
の
根
源
に
な
っ
て
い
る
が
、
自
己
の
心
身
の
生

滅
を
超
え
て
い
る
不
滅
な
実
体
が
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
こ
の
世
界
の
う
ち
な
る
自
己
の
心
身
が
滅
び
て
も
、
自
己
の
う
ち
に
は
な
お
不
滅
な
る
も
の
が
残
る
と
見
倣
し
、
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し
か
も
同
時
に
、
心
の
う
ち
な
る
こ
の
超
越
的
な
根
が
現
実
界
に
於
け
る
心
身
の
諸
活
動
の
源
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な

立
場
で
あ
る
（
6
）
。

こ
の
立
場
は
、
西
洋
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
形
而
上
学
的
な
世
界
理
性
な
い
し
絶
対
理
性
の
立
場
と
し
て
現
れ
、
東
洋
の
思

想
に
お
い
て
は
、
永
平
道
元
（
一
二
〇
〇
―
一
二
五
三
）
が
描
く
よ
う
な
、
バ
ラ
モ
ン
の
セ
ー
ニ
カ
（
先
尼
外
道
）
の
「
霊
知
」

の
立
場
と
し
て
現
れ
た
。

　

西
洋
哲
学
に
お
い
て
は
、
心
（
霊
魂
、
プ
シ
ュ
ケ
ー
）
に
お
け
る
不
滅
の
根
底
と
し
て
理
性
（
ヌ
ー
ス
）
の
次
元
が
求
め
ら
れ
、

さ
ら
に
こ
の
理
性
が
宇
宙
的
原
理
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
絶
対
理
性
が
立
て
ら
れ
た
。
絶
対
理
性
は
人
間
理
性
の
源
で
あ
る
と
同

時
に
、
人
間
の
経
験
的
な
知
の
根
源
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
の
心
は
、
自
己
の
経
験
知
を
入
口
と
し
て
理
性
に
到
り
、
そ

こ
か
ら
世
界
を
も
包
む
普
遍
的
な
絶
対
理
性
に
ま
で
帰
り
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
の
霊
魂
は
、
流
転
と
無

常
の
感
性
界
を
超
え
て
、
叡
知
界
に
お
け
る
絶
対
理
性
と
い
う
本
来
の
故
郷
へ
、
自
己
自
覚
と
い
う
仕
方
で
帰
り
行
く
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
絶
対
理
性
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
（
前
四
二
七
―
前
三
四
七
）
の
イ
デ
ア
界
の
統
一
者
と

し
て
の
神
的
な
「
大
な
る
理
性
」
で
あ
り
、
人
間
の
心
は
、
自
己
の
理
性
の
働
き
の
極
ま
り
に
お
い
て
、
こ
の
「
大
な
る
理

性
」
と
合
一
す
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
絶
対
理
性
と
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（
二
〇
五
頃
―
二
七
〇
頃
）
の
、
世
界
心
、
世
界
理

性
、
一
者
と
い
う
三
段
階
の
根
基
（h

y
p
o
s
t
a
s
i
s

）
の
内
の
、
第
二
の
世
界
理
性
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
（
7
）
。

　

西
谷
は
、
こ
の
よ
う
な
西
洋
哲
学
の
、
人
間
の
霊
魂
の
帰
り
行
く
絶
対
理
性
と
い
う
考
え
方
は
、
バ
ラ
モ
ン
の
セ
ー
ニ
カ
の

霊
魂
の
不
滅
な
い
し
「
心
性
の
常
住
」
を
説
く
「
霊
知
」
の
立
場
と
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
。
道
元
は
こ
の
「
心
性
の
常
住
」

に
つ
い
て
、

こ
の
身
体
は
、
す
で
に
生
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
滅
に
う
つ
さ
れ
ゆ
く
こ
と
あ
り
と
も
、
こ
の
心
性
は
あ
へ
て
滅
す
る
事
な
し
。
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よ
く
生
滅
に
う
つ
さ
れ
ぬ
心
性
わ
が
身
に
あ
る
こ
と
を
し
り
ぬ
れ
ば
、
こ
れ
を
本
来
の
性
と
す
る
（
…
）

と
解
説
し
、
さ
ら
に
続
い
て
、

心
は
こ
れ
常
住
な
り
、
去
来
現
在
か
は
る
べ
か
ら
ず
。
か
く
の
ご
と
く
し
る
を
、
生
死
を
は
な
れ
た
り
と
は
い
ふ
な
り
。

こ
の
む
ね
を
し
る
も
の
は
、
従
来
の
生
死
な
が
く
た
え
て
、
こ
の
身
を
は
る
と
き
性
海
に
い
る
。
性
海
に
朝
宗
す
る
と
き
、

諸
仏
如
来
の
ご
と
く
妙
徳
ま
さ
に
そ
な
は
る
。

と
描
出
し
て
い
る
（
8
）
。
我
が
身
の
内
に
一
つ
の
「
霊
知
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
霊
知
が
縁
に
あ
う
と
よ
く
好
悪
と
是
非
を
弁
え
、

痛
痒
と
苦
楽
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
霊
知
が
不
滅
で
常
住
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（
9
）
。
ま
た
、
道
元
は
他
の
箇
所
で
も
セ
ー

ニ
カ
の
説
を
描
い
て
、

い
は
ゆ
る
苦
楽
を
わ
き
ま
へ
、
冷
煖
を
自
知
し
、
痛
癢
を
了
知
す
。
萬
物
に
さ
へ
ら
れ
ず
、
諸
境
に
か
か
は
れ
ず
。
物
は

去
来
し
境
は
生
滅
す
れ
ど
も
、
霊
知
は
つ
ね
に
あ
り
て
不
変
な
り
。
此
霊
知
、
ひ
ろ
く
周
遍
せ
り
。
凡
聖
含
霊
の
隔
異
な

し
。
そ
の
な
か
に
、
し
ば
ら
く
妄
法
の
空
花
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
一
念
相
応
の
智
慧
あ
ら
は
れ
ぬ
れ
ば
、
物
も
亡
じ
、
境

も
滅
し
ぬ
れ
ば
、
霊
知
本
性
ひ
と
り
了
了
と
し
て
鎮
常
な
り
。
た
と
ひ
身
相
は
や
ぶ
れ
ぬ
れ
ど
も
、
霊
知
は
や
ぶ
れ
ず
し

て
い
づ
る
な
り
。
た
と
へ
ば
人
舍
の
失
火
に
や
く
る
に
、
舍
主
い
で
て
さ
る
が
ご
と
し
。
昭
昭
霊
霊
と
し
て
あ
る
、
こ
れ

を
覚
者
智
者
の
性
と
い
ふ
。
こ
れ
を
ほ
と
け
と
も
い
ひ
、
さ
と
り
と
も
称
ず
。
自
他
お
な
じ
く
具
足
し
、
迷
悟
と
も
に
通

達
せ
り
。
万
法
諸
境
と
も
か
く
も
あ
れ
、
霊
知
は
境
と
と
も
な
ら
ず
、
物
と
お
な
じ
か
ら
ず
、
歴
劫
に
常
住
な
り
。
い
ま

現
在
せ
る
諸
境
も
、
霊
知
の
所
在
に
よ
ら
ば
、
真
実
と
い
ひ
ぬ
べ
し
。
本
性
よ
り
縁
起
せ
る
ゆ
ゑ
に
は
実
法
な
り
。
た
と

ひ
し
か
あ
り
と
も
、
霊
知
の
ご
と
く
に
常
住
な
ら
ず
、
存
没
す
る
が
ゆ
ゑ
に
。
明
暗
に
か
か
は
れ
ず
、
霊
知
す
る
が
ゆ
ゑ

に
。
こ
れ
を
霊
知
と
い
ふ
。
ま
た
真
我
と
称
じ
、
覚
元
と
い
ひ
、
本
性
と
称
ず
。
か
く
の
ご
と
く
の
本
性
を
さ
と
る
を
常
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住
に
か
へ
り
ぬ
る
と
い
ひ
、
帰
真
の
大
士
と
い
ふ
。
こ
れ
よ
り
の
ち
は
、
さ
ら
に
生
死
に
流
転
せ
ず
、
不
生
不
滅
の
性
海

に
証
入
す
る
な
り
。
こ
の
ほ
か
は
真
実
に
あ
ら
ず
。
こ
の
性
あ
ら
は
さ
ざ
る
ほ
ど
、
三
界
六
道
は
競
起
す
る
と
い
ふ
な
り
、

こ
れ
す
な
は
ち
先
尼
外
道
が
見
な
り
（
10
）
。

と
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
道
元
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
セ
ー
ニ
カ
の
霊
知
の
不
滅
・
常
住
説
は
、
全
く
仏
法
で
は
な
い
（
11
）
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
西
谷
に
よ
れ
ば
、

心
性
の
常
住
を
考
え
、
自
己
の
内
に
霊
知
を
認
め
る
そ
の
心
識
こ
そ
、
却
っ
て
生
死
と
い
う
も
の
の
本
来
の
源
で
あ
り
、

無
明
の
根
本
で
あ
る
（
12
）
。

「
心
性
の
常
住
を
考
え
、
自
己
の
内
に
霊
知
を
認
め
る
そ
の
心
識
」
と
は
、
後
述
す
る
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
に
関
連
し
て
い
わ
れ

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
「
生
死
と
い
う
も
の
の
本
来
の
源
で
あ
り
、
無
明
の
根
本
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
セ
ー
ニ
カ
の
常
住
の
霊
知
の
立
場
と
は
、
迷
い
の
根
拠
と
し
て
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
依
存
し
て
輪
廻
転
生
す
る
個
我
の
立
場

で
あ
り
、
輪
廻
転
生
す
る
個
我
が
不
滅
の
霊
魂
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
道
元
も
、

生
死
の
本
因
を
お
こ
し
て
、
生
死
を
は
な
れ
た
り
と
お
も
は
む
、
お
ろ
か
な
る
に
あ
ら
ず
や
（
13
）
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
常
住
の
霊
知
の
立
場
は
、
仏
教
の
心
身
一
如
・
生
死
即
涅
槃
の
立
場
と
は
全
く
異
っ
て
い

る
（
14

）
。
な
ぜ
な
ら
、
霊
知
の
常
住
が
無
始
劫
来
生
死
の
本
と
い
わ
れ
る
迷
い
の
根
拠
と
し
て
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
依
拠
し
て
い

る
の
に
対
し
、
仏
教
の
心
身
一
如
・
生
死
即
涅
槃
の
立
場
は
、
そ
う
し
た
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
転
換
せ
し
め
て
か
ら
出
て
く
る
立
場

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

す
で
に
六
祖
慧
能
の
法
嗣
の
南
陽
慧
忠
（
？
―
七
七
五
）
の
時
代
に
も
、
セ
ー
ニ
カ
の
よ
う
な
心
中
の
常
住
の
霊
知
を
仏
性
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と
認
め
、
即
心
是
仏
（
心
が
そ
の
ま
ま
仏
で
あ
る
こ
と
）
を
説
く
禅
師
は
南
方
に
多
く
出
て
い
た
ら
し
く
、
慧
忠
国
師
が
そ
れ
を

嘆
い
て
い
る
こ
と
が
道
元
や
夢
窓
国
師
疎
石
（
一
二
七
五
―
一
三
五
一
）
に
よ
っ
て
も
語
ら
れ
て
い
る
（
15
）
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
臨
済
義
玄
（
？
―
八
六
六
）
の
「
汝
が
即
今
目
前
聴
法
底
の
人
」
と
か
「
心
法
無
形
、
十
方
に
通
貫
す
。

眼
に
在
っ
て
は
見
と
曰
い
、
耳
に
在
っ
て
は
聞
と
曰
い
、
鼻
に
在
っ
て
は
香
を
嗅
ぎ
、
口
に
在
っ
て
は
談
論
し
、
手
に
在
っ
て

は
執

し
ゆ
し
や
く

捉
し
、
足
に
在
っ
て
は
運う

ん

奔ぽ
ん

す
。
本
是
れ
一
精

し
よ
う
み
よ
う

明
、
分
れ
て
六
和
合
と
為
る
（
16
）
」
と
い
う
言
葉
す
ら
も
、
一
歩
誤
れ
ば
、

霊
知
の
心
性
の
よ
う
な
一
種
の
神
我
を
考
え
た
も
の
と
解
さ
れ
る
惧
れ
も
あ
る
（
17
）
。
こ
れ
は
西
谷
が
触
れ
て
い
る
こ
と
で
は

な
い
が
、
同
類
の
危
険
性
に
関
し
、
玄
沙
師
備
（
八
三
五
―
九
〇
八
）
も
臨
済
の
「
無
位
真
人
」
を
批
判
し
て
、

一
般
の
縄
床
に
坐
す
る
老
漢
の
称
し
て
善
知
識
と
為
す
も
の
有
り
、
問
著
せ
ば
便
ち
身
を
揺ゆ

す

り
手
を
動
か
し
、
舌
を
吐
き

瞪
視
す
。
更
に
一
般
有
っ
て
便
ち
説

と

道
く
ら
く
、
「
昭
昭
霊
霊
た
る
霊
台
の
智
性
は
五
蘊
身
田
の
裏う

ち

に
向お

い
て
主
宰
と
作

る
（
18
）
」
と
。
与か

麼く

て
善
知
識
と
為
り
、
大
い
に
人
を
賺だ

ま

す
。
我
れ
今
汝
に
問
う
、 

汝
若
し
昭
昭
霊
霊
た
る
は
便
ち
是
れ

汝
が
真
実
な
り
と
認
む
れ
ば
、
什
麼
と
し
て
か
瞌
睡
の
時
又
た
昭
昭
霊
霊
た
る
を
成
ぜ
ざ
る
。
若
し
瞌
睡
の
時
は
是し

か

ら
ず

ん
ば
、
什
麼
と
し
て
か
昭
昭
の
時
有
る
や
。
汝
又
た
会
す
や
。
車

こ

箇
れ
を
喚
ん
で
「
賊
を
認
め
て
子
と
為
す
」
と
作
す
、

是
れ
生
死
の
根
本
、
妄
想
の
縁
気
な
り
。
汝
は
此
の
昭
昭
霊
霊
を
識
ら
ん
と
欲
す
や
。
只
だ
前
塵
の
色
声
香
等
の
法
に
因

り
て
分
別
有
り
て
、
便
ち
此
れ
は
是
れ
昭
昭
霊
霊
な
り
と
道
う
。
若
し
前
塵
無
く
ん
ば
、
汝
の
此
の
昭
昭
霊
霊
は
亀
毛
兎

角
に
同
じ
き
な
り
（
19
）
。

と
述
べ
て
い
る
。
玄
沙
の
指
摘
が
示
す
よ
う
に
、
臨
済
の
「
無
位
真
人
」
に
関
す
る
諸
表
現
に
は
本
質
的
に
誤
解
を
招
き
や
す

い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
注
意
を
要
す
る
。
外
道
の
思
想
家
の
セ
ー
ニ
カ
の
主
張
し
た
常
住
の
霊
知
の
立
場
は
、
実
は
禅
修
行
者
に

と
っ
て
も
容
易
に
落
ち
こ
み
や
す
い
陥
穽
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
道
元
の
解
説
す
る
イ
ン
ド
思
想
家
セ
ー
ニ
カ
の
霊
知
の
立
場
と
、
西
洋
哲
学
の
プ
ラ
ト
ン
や
プ
ロ

テ
ィ
ノ
ス
の
理
性
の
立
場
と
は
、
著
し
い
類
似
を
示
す
。

　

第
一
に
、
両
者
に
は
「
霊
魂
の
不
滅
」
を
確
証
し
よ
う
と
す
る
動
機
が
窺
わ
れ
る
。
道
元
の
解
説
に
よ
る
セ
ー
ニ
カ
の
霊
知

の
立
場
で
は
、
「
こ
の
身
体
は
、
す
で
に
生
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
滅
に
う
つ
さ
れ
ゆ
く
こ
と
あ
り
と
も
、
こ
の
心
性
は
あ
へ
て
滅

す
る
事
な
し
」
と
か
、
「
心
は
こ
れ
常
住
な
り
、
去
来
現
在
か
は
る
べ
か
ら
ず
。
か
く
の
ご
と
く
し
る
を
、
生
死
を
は
な
れ
た

り
と
は
い
ふ
な
り
。
こ
の
む
ね
を
し
る
も
の
は
、
従
来
の
生
死
な
が
く
た
え
て
、
こ
の
身
を
は
る
と
き
性
海
に
い
る
」
と
い

わ
れ
、
ま
た
、
「
か
の
霊
性
は
、
こ
の
身
の
滅
す
る
と
き
、
も
ぬ
け
て
か
し
こ
に
む
ま
る
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
こ
に
滅
す
と
み
ゆ
れ

ど
も
、
か
し
こ
の
生
あ
れ
ば
、
な
が
く
滅
せ
ず
し
て
常
住
な
り
」
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
、
「
た
と
ひ
身
相
は
や
ぶ
れ
ぬ
れ
ど
も
、

霊
知
は
や
ぶ
れ
ず
し
て
い
づ
る
な
り
。
た
と
へ
ば
人
舍
の
失
火
に
や
く
る
に
、
舍
主
い
で
て
さ
る
が
ご
と
し
」
と
い
わ
れ
る
と

こ
ろ
に
、
霊
魂
不
滅
を
確
証
し
よ
う
と
す
る
動
機
が
表
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
西
洋
哲
学
の
理
性
の
立
場

で
は
、
心
（
プ
シ
ュ
ケ
ー
、
霊
魂
）
が
経
験
的
な
自
己
に
お
け
る
身
体
と
の
結
び
つ
き
を
離
れ
て
、
自
己
の
不
滅
の
本
性
で
あ
る

恒
常
不
変
の
理
性
に
帰
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
霊
魂
不
滅
の
確
証
の
動
機
が
示
さ
れ
て
い
る
（
20
）
。
感
性
界
に
お
け
る
心
身
的

な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
が
、
自
分
の
心
を
肉
体
の
結
び
つ
き
か
ら
解
放
し
、
自
心
の
本
性
は
叡
知
界
に
お
け
る
理
性
だ
と
し

て
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
自
覚
す
る
絶
対
的
神
的
理
性
に
帰
入
・
合
一
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
不
滅
な
霊
魂
と

し
て
の
自
己
の
自
覚
に
達
し
た
の
で
あ
る
（
21
）
。

　

第
二
に
、
セ
ー
ニ
カ
の
霊
知
の
立
場
は
、
西
洋
の
哲
学
な
い
し
形
而
上
学
の
理
性
の
立
場
と
、
存
在
論
的
な
構
造
と
知
識
論

的
な
構
造
に
お
い
て
類
似
性
を
示
す
。

　

「
い
ま
現
在
せ
る
諸
境
も
、
霊
知
の
所
在
に
よ
ら
ば
、
真
実
と
い
ひ
ぬ
べ
し
。
本
性
よ
り
縁
起
せ
る
ゆ
ゑ
に
は
実
法
な
り
。
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た
と
ひ
し
か
あ
り
と
も
、
霊
知
の
ご
と
く
に
常
住
な
ら
ず
、
存
没
す
る
が
ゆ
ゑ
に
」
と
い
う
記
述
は
、
霊
知
自
身
は
「
境
と
と

も
な
ら
ず
、
物
と
お
な
じ
か
ら
ず
、
歴
劫
に
常
住
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
い
ま
現
在
し
て
い
る
諸
現
象
は
霊
知
の
よ
う
に
常
住

で
な
く
、
存
没
し
、
仮
現
的
で
あ
り
、
存
在
と
非
存
在
の
混
合
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

常
住
の
霊
知
と
い
う
本
性
か
ら
生
起
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
真
実
で
あ
り
、
実
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
謂
っ
て

い

る
（
22
）
。
西
洋
形
而
上
学
の
理
性
の
立
場
に
お
い
て
も
、
理
性
の
叡
知
界
の
存
在
は
恒
常
不
変
で
あ
り
、
感
性
界
の
流
転
す

る
無
常
な
万
物
も
、
と
ど
の
つ
ま
り
恒
常
不
変
な
理
性
的
叡
知
界
の
存
在
に
本
源
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
し
て
い
る
（
23
）
。

両
者
の
立
場
の
存
在
論
的
構
造
の
類
似
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
知
識
論
的
に
見
て
も
、
セ
ー
ニ
カ
の
霊
知
の
立
場
で
は
、
霊
知
は
元
来
「
覚
者
智
者
の
性
」
で
、
「
こ
れ
を
ほ
と
け
と

も
い
ひ
、
さ
と
り
と
も
称
」
す
が
、
他
方
「
ひ
ろ
く
周
遍
」
し
「
凡
聖
含
霊
の
隔
異
な
し
」
と
さ
れ
る
。
霊
知
が
見
聞
覚
知
の

性
能
と
し
て
我
々
の
身
に
あ
る
の
で
、
「
苦
楽
を
わ
き
ま
へ
、
冷
煖
を
自
知
し
、
痛
癢
を
了
知
す
」
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
、
霊
知
は
悟
り
と
迷
い
を
一
貫
し
て
包
含
し
、
「
迷
悟
と
も
に
通
達
」
し
て
い
る
（
24
）
。
西
洋
形
而
上
学
の
理
性
の
立
場
で
も
、

理
性
的
な
叡
知
界
の
存
在
の
認
識
が
真
知
で
あ
り
、
理
性
の
自
己
自
覚
が
真
知
で
あ
る
が
、
変
動
し
誤
謬
に
曝
さ
れ
る
経
験
知

も
、
真
知
に
本
源
し
、
真
知
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
感
性
的
事
物
に
つ
い
て
の
一
切
の
識
別
知
は
、
畢
竟
す
る
に
理
性
の
観
智

に
由
来
し
、
結
局
は
理
性
自
身
の
知
そ
の
も
の
に
本
源
す
る
（
25
）
。
そ
れ
故
、
両
者
の
立
場
は
知
識
論
的
構
造
に
お
い
て
も
類

似
し
て
い
る
。

　

そ
う
な
る
の
は
元
々
存
在
論
と
知
識
論
が
表
裏
一
体
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
西
谷
が
、
セ
ー
ニ
カ
の
霊
知
も
西
洋
哲
学
の

理
性
も
観
念
論
的
に
ト
ラ
ン
ス
セ
ン
デ
ン
タ
ル
（t

r
a
n
s
c
e
n
d
e
n
t
a
l

、
超
越
論
的
）
な
主
体
（s

u
b
i
e
c
t
u
m

）
だ
と
考
え
て
い
る
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。
「
ト
ラ
ン
ス
セ
ン
デ
ン
タ
ル
」
の
語
は
こ
こ
で
西
谷
の
表
立
っ
て
使
用
し
て
い
る
用
語
で
は
な
い
が
、
仮
現
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的
な
経
験
的
事
物
（
諸
境
、
物
）
の
表
象
と
と
も
に
、
そ
の
事
物
表
象
の 

―
― 

事
物
表
象
を
次
元
的
に
超
え
た 

―
― 

可
能
性
の

条
件
が
経
験
的
な
自
己
の
根
底
に
世
界
根
拠
と
し
て
関
係
的
に
と
も
に
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、

西
谷
の
考
え
方
を
表
現
す
る
の
に
合
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
三
の
類
似
点
は
、
人
間
が
自
己
自
身
の
安
心
を
求
め
て
自
己
を
究
明
し
て
い
く
、
宗
教
的
な
修
証
の
道
の
類
似
性
で
あ
る
。

セ
ー
ニ
カ
の
霊
知
の
立
場
に
は
、
霊
知
を
「
真
我
と
称
じ
、
覚
元
と
い
ひ
、
本
性
と
称
」
し
、
「
か
く
の
ご
と
く
の
本
性
を
さ

と
る
を
常
住
に
か
へ
り
ぬ
る
と
い
ひ
、
帰
真
の
大
士
と
い
ふ
。
こ
れ
よ
り
の
ち
は
、
さ
ら
に
生
死
に
流
転
せ
ず
、
不
生
不
滅
の

性
海
に
証
入
す
る
な
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
見
聞
覚
知
す
る
経
験
的
な
自
己
が
自
心
の
源
を
求
め
、
身
相
を
越
え
て
霊
知

の
本
性
を
さ
と
る
と
い
う
よ
う
な
動
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
形
而
上
学
の
理
性
の
立
場
に
お
い
て
も
、
真
有
と
真
知
の
究

極
の
源
と
し
て
の
絶
対
的
神
的
理
性
に
帰
入
す
る
こ
と
は
、
経
験
的
な
自
己
を
越
え
て
真
実
の
自
己
の
自
覚
に
至
る
修
証
の
道

で
あ
っ
た
。
第
三
の
自
己
究
明
の
修
証
の
道
の
類
似
性
は
、
第
二
の
哲
学
的
構
造
の
類
似
性
と
切
り
離
せ
ず
、
ま
た
第
一
の
霊

魂
不
滅
の
確
証
動
機
の
類
似
性
と
も
連
関
し
て
い
る
（
26
）
。

　

西
谷
に
よ
れ
ば
、
西
洋
哲
学
の
理
性
の
立
場
と
セ
ー
ニ
カ
の
霊
知
の
立
場
は
い
ず
れ
も
、
世
界
の
理
法
の
真
理
（
「
法
」
）
と

経
験
的
な
自
己
の
真
実
（
「
人
」
）
と
の
統
一
を
求
め
て
、
世
界
を
秩
序
づ
け
て
い
る
理
性
な
い
し
覚
元
（
心
性
・
霊
知
）
へ
の
自

覚
的
帰
入
の
う
ち
に
、
そ
の
統
一
の
実
現
を
見
る
と
い
う
観
念
論
的
な
立
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
27
）
。

　

と
こ
ろ
で
、道
元
が
先
尼
外
道
の
見
を
記
述
す
る
の
に
依
拠
し
た
文
献
は
、大
乗
涅
槃
経
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
28
）
。
試
み
に
、

曇
無
讖
訳
「
大
般
涅
槃
経
」
四
十
巻
本
（
北
本
）
で
見
て
み
る
と
、
霊
知
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
ア
ー
ト
マ
ン
（
「
我
」
）
で
あ
り
、

こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
を
繞
っ
て
パ
ラ
モ
ン
の
セ
ー
ニ
カ
と
釈
尊
の
間
で
対
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
セ
ー
ニ
カ
に
と
っ
て
は
ア
ー

ト
マ
ン
は
霊
知
な
い
し
霊
魂
で
あ
る
の
に
対
し
、
釈
尊
に
と
っ
て
は
ア
ー
ト
マ
ン
は
大
乗
仏
教
で
い
う
仏
性
で
あ
る
こ
と
が
知
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ら
れ
る
。
セ
ー
ニ
カ
の
霊
魂
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
遍
在
し
、
唯
一
で
あ
り
、
は
た
ら
き
を
な
し
、
常
住
で
あ
り
、
火
事
に

な
っ
た
と
き
人
が
家
か
ら
脱
出
す
る
よ
う
に
、
無
常
な
る
身
体
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
29
）
。
つ
ま
り
、
セ
ー
ニ
カ
の

ア
ー
ト
マ
ン
は
、
個
我
の
恒
常
不
滅
な 

―
― 

身
体
と
は
区
別
さ
れ
た 

―
― 

観
念
論
的
で
ト
ラ
ン
ス
セ
ン
デ
ン
タ
ル
な
主
体
な
の

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
上
、
行
動
を
起
こ
す
個
我
の
主
体
（
「
作
者
」
）
と
い
う
側
面
が
強
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
釈
尊
の
仏
性

と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
遍
在
し
常
住
す
る
が
、
個
我
の
「
作
者
」
で
は
な
い
。
行
為
が
起
き
る
の
は
個
我
の
主
体
に
よ
る
の

で
は
な
く
し
て
、
衆
縁
和
合
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
涅
槃
経
の
こ
の
セ
ー
ニ
カ
と
釈
尊
の
対
論
の
箇
所
を
読
む
限
り
で
は
、

セ
ー
ニ
カ
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
立
場
に
は
個
我
の
「
作
者
」
の
側
面
が
強
い
こ
と
と
、
ま
た
、
こ
の
箇
所
に
は
道
元
の
性
海
に
入

る
（
西
洋
哲
学
の
絶
対
理
性
に
帰
す
る
に
対
応
）
と
い
う
表
現
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
と
か
ら
、
道
元
の
記
述
と
そ
れ
に
基
づ
く
西

谷
の
解
釈
か
ら
結
論
で
き
る
よ
う
な
、
西
洋
哲
学
の
理
性
の
立
場
と
の
著
し
い
類
似
性
が
あ
る
と
は
そ
れ
ほ
ど
感
じ
と
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
道
元
に
よ
る
西
谷
の
解
釈
の
路
線
で
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
な
ど
の
西
洋
哲
学
の
絶
対
理
性
の
立
場
は
セ
ー

ニ
カ
の
ア
ー
ト
マ
ン
説
に
対
応
し
、
西
谷
は
表
立
っ
て
そ
の
よ
う
に
結
論
付
け
て
い
な
い
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
唯
識
派
の
迷
い

の
根
拠
と
し
て
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
レ
ベ
ル
と
パ
ラ
レ
ル
に
並
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
西
洋
の
理
性
の
立
場
は
、
仏
教
哲
学

か
ら
見
る
と
ま
だ
ま
だ
不
徹
底
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
谷
の
解
釈
と
は
異
な
っ
て
、
西
洋
哲
学
の
絶
対
理
性
の

立
場
を
、
転
換
し
た
ア
ー
ラ
ヤ
識
な
い
し
清
浄
識
か
ら
出
て
く
る
根
本
智
に
由
来
す
る
と
考
え
て
み
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
可

能
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問
題
性
に
関
し
て
は
、
将
来
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
つ
い
て
の
論
稿
で
究
明
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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３　

長
沙
の
「
学
道
之
人
不
識
真
」
の
偈
頌

　

長
沙
景
岑
は
南
泉
普
願
（
七
四
八
―
八
三
四
）
の
弟
子
で
、
中
国
禅
宗
史
の
う
ち
で
も
特
に
傑
出
し
た
禅
匠
で
あ
る
。
中
国
に

お
け
る
禅
の
勃
興
期
は
同
時
に
唯
識
・
天
台
・
華
厳
な
ど
の
仏
教
思
想
の
華
々
し
い
展
開
期
で
も
あ
っ
た
が
、
長
沙
は
そ
の
時

期
の
禅
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
経
論
・
教
理
の
深
い
理
解
の
上
に
立
っ
て
禅
匠
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
そ
の
長
沙
が
あ
る

時
、
官
人
と
問
答
し
た
。

客
有
っ
て
来
た
り
謁
す
。
師
召
し
て
曰
く
、
「
尚
書
」
。
其
の
人
応
諾
す
。
師
曰
く
、
「
是
れ
尚
書
の
本
命
な
ら
ず
」
。
対
え

て
曰
く
、
「
即
今
の
祗
対
を
離
却
し
て
別
に
第
二
の
主
人
有
る
べ
か
ら
ず
」
。
師
曰
く
、
「
尚
書
を
喚
ん
で
至
尊
と
作
す
は

得よ

ろ
し
き
や
」
。
彼
云
く
、
「
恁
麼
に
総
べ
て
祗
対
せ
ざ
る
時
、
是
れ
弟わ

た

し子
の
主
人
な
る
莫
き
や
」
。
師
曰
く
、
「
但
だ
祗
対

す
る
と
祗
対
せ
ざ
る
時
の
み
に
非
ず
、
無
始
劫
来
、
是
れ
箇
の
生
死
の
根
本
な
り
」
。
偈
有
り
て
曰
く
、

学
道
の
人
の
真
を
識
ら
ざ
る
は
、

只
だ
従
来
よ
り
識
神
を
認
む
る
が
為た

め

な
り
。

無
始
劫
来
の
生
死
の
本
、

痴
人
は
喚
ん
で
本
来
身
と
作
す
（
30
）
。

　

明
ら
か
に
尚
書
は
、
臨
済
が
宣
揚
す
る
よ
う
な
「
本
来
人
」
（
「
本
来
身
」
）
と
し
て
の
自
己
の
立
場
に
立
と
う
と
し
て
い
る
。

自
分
の
即
今
応
対
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
「
本
来
人
」
が
不
祗
対
の
者
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
錯
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
た
「
主
人
」
こ
そ
、
実
は
先
に
述
べ
ら
れ
た
バ
ラ
モ
ン
の
セ
ー
ニ
カ
の
ア
ー
ト
マ
ン
、
す
な
わ
ち
「
常
住

の
心
性
」
な
い
し
「
神
我
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
長
沙
に
よ
っ
て
「
識
神
」
と
呼
ば
れ
、
「
無
始
劫
来
の
生
死
の
本
」
と
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決
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
31
）
。
先
に
挙
げ
た
、
道
元
の
「
生
死
の
本
因
を
お
こ
し
」
な
が
ら
「
生
死
を
は
な
れ
た
り
」

と
錯
覚
す
る
立
場
に
他
な
ら
な
い
。
真
の
「
本
来
人
」
、
「
本
命
」
、
「
至
尊
」
は
、
こ
う
し
た
立
場
を
突
破
し
て
初
め
て
開
け
る
。

　

尚
書
が
本
来
人
だ
と
錯
覚
し
て
い
る
「
主
人
」
が
長
沙
に
よ
っ
て
「
無
始
劫
来
の
生
死
の
本
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
こ

こ
で
長
沙
の
指
摘
す
る
「
識
神
」
が
唯
識
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
と
連
関
す
る
。

「
識
神
」
と
は
、
現
実
界
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
心
身
活
動
の
根
本
に
潜
む
「
業
識
」
、
乃
至
は
「
阿
頼
耶
識
」
で
あ
る
（
32
）
。

ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い
う
超
越
的
な
根
源
性
に
お
い
て
、
限
り
な
く
変
転
す
る
無
常
の
輪
廻
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
生
死
と
は
輪
廻

の
こ
と
で
あ
る
。
輪
廻
に
は
輪
廻
す
る
基
体
（
主
体
、s

u
b
i
e
c
t
u
m

）
が
あ
る
。
こ
の
基
体
が
「
常
住
の
心
性
」
、
霊
知
で
あ
る
。

霊
知
と
は
、
分
別
知
性
が
自
ら
の
超
越
的
な
根
源
性
で
あ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
我
執
に
よ
っ
て
瞥
見
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
す

な
わ
ち
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い
う
超
越
的
な
根
源
性
の
働
き
に
お
い
て
、
分
別
知
性
が
根
底
に
も
つ
根
源
的
な
自
己
執
着
に
よ
っ

て
、
元
来
分
け
ら
れ
ざ
る
生
死
と
常
住
（
時
と
永
遠
）
が
分
け
放
し
に
さ
れ
て
常
住
の
心
性
が
固
守
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ア
ー
ラ
ヤ
識
を
根
源
と
す
る
分
別
知
性
自
身
が
「
霊
知
」
と
し
て
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
心
性
の
常
住
性
と
は
、
本
当
は
生

死
的
存
在
の
輪
廻
の
限
り
な
さ
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
輪
廻
の
基
体
が
常
住
の
心
性
と
し
て
固
守
さ
れ
る
こ
と
が
、
限

り
な
い
輪
廻
と
い
う
無
常
へ
の
繋
縛
の
根
元
に
な
っ
て
い
る
（
33
）
。
こ
の
よ
う
な
「
常
住
の
心
性
」
と
か
霊
知
と
い
う
立
場
は
、

仏
教
本
来
の
、
生
死
と
常
住
を
分
け
放
し
に
し
な
い
「
心
身
一
如
、
性
相
不
二
、
生
死
即
涅
槃
」
（
道
元
）
の
立
場
と
は
根
本

的
に
異
な
っ
て
い
る
。
霊
知
の
立
場
は
、
実
は
無
限
の
絶
望
で
あ
り
、
根
底
に
お
い
て
自
己
が
虚
無
に
曝
さ
れ
た
立
場
で
あ
る
。

そ
れ
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
死
に
至
る
病
」
に
他
な
ら
な
い
（
34
）
。

　

白
隠
慧
鶴
（
一
六
八
五
―
一
七
六
八
）
も
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
認
め
て
本
来
の
面
目
（
真
の
自
己
）
と
し
、
妄
念
さ
え
な
け
れ
ば

仏
心
で
あ
る
と
考
え
、
妄
念
を
払
う
努
力
さ
え
怠
ら
な
け
れ
ば
よ
い
と
す
る
修
行
の
行
き
方
を
非
難
し
て
、
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瓦
を
磨
く
と
は
、
八
識
頼
耶
の
無
分
別
識
を
認
め
て
、
本
来
の
面
目
な
り
と
合
点
し
て
妄
念
さ
へ
無
け
れ
ば
、
其
の
迹
は

鏡
の
如
く
な
る
仏
心
ぞ
。
只
鏡
の
万
境
を
写
し
て
、
鴉
は
黒
く
鷺
は
白
く
、
柳
は
緑
に
花
は
紅
い
に
少
し
も
錯
ら
ず
照
せ

ど
も
、
毫
釐
も
迹
を
留
め
ぬ
如
く
、
時
々
に
勤
め
て
払
拭
せ
よ
と
教
え
ら
れ
て
、
昼
夜
に
妄
念
を
払
ふ
は
、
瓦
を
磨
き
粟

稗
の
鳥
を
逐
ふ
に
同
じ
。
是
れ
を
識
神
を
認
む
と
云
ふ
。
山
河
大
地
を
照
破
す
る
光
明
の
発
す
る
事
は
な
き
事
な
り
。
此

の
流

た
ぐ
い

の
修
行
は
、
昔
よ
り
大
唐
に
も
間ま

ま

多
き
事
な
り
。
南
嶽
大
師
の
馬
祖
の
庵
前
に
て
瓦
を
磨
き
玉
う
も
、
馬
祖
に
此
の

意
を
知
ら
し
め
ん
為
め
な
り
。

と
述
べ
て
、
長
沙
の
こ
の
偈
頌
を
出
し
て
き
て
い
る
（
35
）
。
大
体
に
お
い
て
西
谷
の
解
釈
の
線
と
矛
盾
し
な
い
。

　

ま
た
、
大
森
曹
玄
（
一
九
〇
四
―
一
九
九
四
）
は
長
沙
の
こ
の
偈
頌
を
、
尚
書
と
の
問
答
の
連
関
か
ら
切
り
離
し
て
、
禅
修
行

に
お
い
て
開
悟
へ
と
至
る
心
理
過
程
の
見
地
か
ら
解
釈
し
て
い
る
。
西
谷
の
論
じ
方
と
は
異
な
る
が
、
大
局
的
に
西
谷
の
見
方

を
補
完
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
森
は
魔
境
が
第
七
マ
ナ
識
の
活
動
に
よ
っ
て
現
出
す
る
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
で
、

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
無
我
の
正
覚
に
達
し
、
真
実
の
自
己
を
悟
る
た
め
に
坐
禅
す
る
の
だ
か
ら
、
い
か
に
無
意
識
界

だ
と
い
っ
て
も
、
マ
ナ
識
の
活
動
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
「
仏
に
逢
う
て
は
仏
を
斬
り
、
祖

に
逢
う
て
は
祖
を
斬
る
」
で
、
勇
猛
心
を
ふ
る
い
起
こ
し
て
定
中
に
幻
出
す
る
一
切
の
現
象
を
破
砕
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
の
魔
境
も
、
つ
い
に
全
面
降
伏
し
休
止
静
定
し
て
一
見
無
我

と
思
わ
れ
る
白
隠
さ
ん
の
い
わ
ゆ
る
「
万
里
の
氷
層
裡
に
あ
る
」
よ
う
な
境
地
に
は
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
そ
こ
ま
で
書
く
必
要
は
な
い
と
思
う
が
、
実
は
禅
の
正
邪
の
岐わ

か

れ
目
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
一
見
無
我
の
正
覚
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
寂
滅
境
は
、
マ
ナ
識
の
休
止
に
よ
っ
て
現
わ
れ
た
ア
ラ
ヤ
識
と
い
う
深
層
の

無
意
識
な
の
で
あ
る
。
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と
説
明
を
続
け
、
こ
こ
で
長
沙
の
「
学
道
の
人
の
真
を
識
ら
ざ
る
は
」
の
偈
を
提
出
し
、

ア
ラ
ヤ
識
な
る
集
合
無
意
識
は
、
一
切
の
可
能
性
を
含
蔵
す
る
「
識
神
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
直
ち
に
「
本
来
人
」
す

な
わ
ち
真
の
自
己
と
す
る
の
は
適
当
で
な
い
。
も
ち
ろ
ん
無
量
劫
来
の
「
生
死
の
本
」
た
る
識
神
を
離
れ
、
ア
ラ
ヤ
識
を

離
れ
て
別
に
「
本
来
人
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
両
者
全
く
同
一
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。

不
一
不
異
と
で
も
い
う
ほ
か
は
な
い
。
白
隠
禅
師
は
、
つ
ね
に
口
癖
の
よ
う
に
「
八
識
田
中
に
一
刀
を
下
せ
」
と
、
垂
誡

さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
禅
定
力
に
よ
っ
て
八
識
活
動
を
休
止
せ
し
め
、
そ
の
実
体
の
空
無
我
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

せ
よ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
論
じ
て
い
る
（
36
）
。
こ
こ
で
は
、
禅
修
行
中
に
現
れ
る
「
万
里
の
層
氷
裏
に
あ
る
」
よ
う
な
「
一
見
無
我
の
正
覚
と
思
わ
れ

る
よ
う
な
寂
滅
境
」
が
、
長
沙
の
「
識
神
」
す
な
わ
ち
「
ア
ラ
ヤ
識
と
い
う
深
層
の
無
意
識
」
が
現
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と

さ
れ
、
そ
れ
を
「
本
来
人
」
（
真
の
自
己
）
と
同
一
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
西
谷
の
論
じ
方
と
比

べ
る
と
、
「
識
神
」
を
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
解
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
だ
が
、
そ
れ
を
実
際
の
修
行
中
に
現
れ
る
大
疑
現
前
と
し
て
の

「
万
里
の
層
氷
裏
」
の
「
寂
滅
境
」
に
当
て
は
め
て
お
り
、
祗
対
中
の
「
主
人
」
を
繞
る
長
沙
と
尚
書
の
問
答
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
か
ら
は
は
ず
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
。
し
か
し
、
「
常
住
の
心
性
」
と
か
霊
知
と
い
う
立
場
が
実
は
虚
無
に
曝
さ
れ
た

立
場
で
あ
る
こ
と
と
、
大
森
の
語
る
実
践
上
の
「
万
里
の
層
氷
裏
の
寂
滅
境
」
と
は
対
応
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し

て
も
長
沙
の
本
偈
頌
は
、
「
禅
の
正
邪
の
岐
れ
目
」
を
見
事
に
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
37
）
。

　

禅
修
行
に
お
い
て
空
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
表
層
の
自
我
意
識
で
は
な
く
、
自
我
意
識
の
根
底
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
の

レ
ベ
ル
な
の
で
あ
る
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
が
転
換
し
て
初
め
て
無
我
（
ア
ナ
ー
ト
マ
ン
）
と
な
る
。
し
か
も
ア
ー
ラ

ヤ
識
が
寂
滅
境
と
し
て
現
前
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
だ
悟
り
で
は
な
い
。
大
森
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
だ
「
無
量
劫
来
生

226



死
の
本
」
た
る
識
神
を
認
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
寂
滅
境
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
根
本
的
に
転
換
し
、
真
の
自
己
（
本
来

人
）
が
現
前
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
大
森
の
「
万
里
の
層
氷
裏
の
寂
滅
境
」
を
長
沙
の
「
無
始
劫
来
の
生
死
の
本
」
（
ア
ー
ラ
ヤ
識
）
と
見
る
見
方
は
、
白

隠
の
、
八
識
説
を
利
用
し
た
、
開
悟
へ
と
至
る
学
人
の
境
地
の
段
階
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
白
隠
は
こ
の
開
悟
へ
の
段
階
論
に

つ
い
て
「
須し

ゆ

弥み

燈
王
如
来
の
弁
」
に
お
い
て
も
簡
明
に
約
述
し
て
い
る
。

学
人
若
し
此
の
意
を
了
知
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
先
づ
、
須
ら
く
八
識
田
中
に
向
て
、
一
刀
を
下
し
去
る
べ
し
。
一
刀
を
下
し

得
来
ら
ば
、
分
明
に
須
弥
燈
王
如
来
を
見
ん
。
（
…
）
行
者
、
定
中
単
々
に
参
究
す
る
と
き
は
、
則
ち
情
念
、
次
第
に
空

寂
に
し
て
、
漸
く
自
の
心
源
に
帰
入
す
。
（
…
）
六
識
既
に
返
照
し
て
、
頼
耶
八
識
の
自
体
に
帰
向
す
れ
ば
、
則
ち
頓
に

三
細
六
麤
等
の
辺
際
を
超
過
し
、
思
想
尽
き
、
情
念
収
め
て
、
寥
々
と
し
て
一
点
の
過か

患げ
ん

無
し
。
是
れ
即
ち
心
源
湛
寂
、

不
動
不
揺
底
の
如
来
蔵
裏
に
帰
入
す
る
者
に
し
て
、
向さ

き
に
所
謂
三
十
六
恒
河
沙
の
世
界
を
度

わ
た
つ

て
、
須
弥
相
世
界
と
名
く

る
者
な
り
。
是
れ
今
時
、
諸
方
往
々
に
錯
て
自
己
の
本
分
の
家
山
と
称
し
、
本ほ

ん

有ぬ

円え
ん

成じ
よ
うの

仏
心
と
名
く
る
者
な
り
。
殊
に

知
ら
ず
、
是
れ
長
沙
の
所
謂
無
量
劫
来
、
生
死
の
大
兆
に
し
て
、
臨
済
も
亦
怖
畏
す
る
所
の
湛
々
た
る
黒
暗
の
深

じ
ん
き
よ
う

坑
な
る

こ
と
を
。
真
正
弁
道
の
上
士
は
、
此
に
到
て
足
れ
り
と
為
さ
ず
、
直
下
に
進
ん
で
退
か
ず
ん
ば
、
則
ち
久
し
か
ら
ず
し
て
、

一
機
頓
に
淵
発
す
。
之
を
名
け
て
八
識
田
中
、
一
刀
を
下
す
底
の
時
節
と
為
す
。
何
ぞ
計
ら
ん
、
第
八
頼
耶
の
含
蔵
識
、

乍た
ち
まち

変
じ
て
大
円
鏡
智
と
化
し
、
第
七
摩
那
は
平
等
性
智
と
為
り
、
第
六
意
識
は
妙
観
察
智
と
為
り
、
眼
等
の
前
五
識
は

乍
ち
変
じ
て
成
所
作
智
と
為
る
。
始
て
信
ず
三
身
四
智
体
中
に
円

ま
ど
か

な
る
こ
と
を
。
人
間
・
天
上
の
善
果
、
豈
之
に
如
か
ん

や
。
此
の
時
に
当
て
、
艸
木
国
土
、
有
情
非
情
、
天
堂
地
獄
、
仏
界
・
魔
種
、
尽
く
是
れ
大
円
鏡
中
一
団
の
霊
光
の
み
な

り
。
是
れ
彼
の
須
弥
燈
王
如
来
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
（
38
）
。
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こ
こ
で
は
、
「
頼
耶
八
識
（
ア
ー
ラ
ヤ
識
）
の
自
体
に
帰
向
」
し
「
心
源
湛
寂
、
不
動
不
揺
底
」
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
が
、
「
万
里
の
層
氷
裏
の
寂
滅
境
」
に
当
た
る
。
こ
の
静
ま
り
返
っ
た
境
地
を
誤
っ
て
本
来
人
と
見
な
し
、
「
自
己
の
本

分
の
家
山
」
と
か
「
本
有
円
成
の
仏
心
」
と
思
い
こ
む
と
、
長
沙
の
「
無
量
劫
来
、
生
死
の
大
兆
」
（
「
無
始
劫
来
の
生
死
の
本
」
）

な
い
し
臨
済
の
「
湛
々
た
る
黒
暗
の
深
坑
」
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
真
正
弁
道
の
上
士
」
は
こ
こ
で
満
足
し
な
い
で
更
に
進
み

行
き
、
「
八
識
田
中
に
一
刀
を
下
す
」
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
「
第
八
頼
耶
の
含
蔵
識
、
乍
ち
変
じ
て
大
円
鏡
智
と
化
し
」
、
一
切

の
事
物
は
「
大
円
鏡
中
一
団
の
霊
光
」
と
な
り
、
こ
れ
が
ま
さ
し
く
「
須
弥
燈
王
如
来
」
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ

る
（
39
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
見
て
も
、
大
森
が
白
隠
の
見
方
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
の
西
谷
は
、
西
洋
哲
学
の
理
性
に
対
応
す
る
と
さ
れ
る
セ
ー
ニ
カ
の
霊
知
か
ら
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
捉
え
、
白
隠
―
大
森

は
万
里
の
層
氷
裏
の
寂
静
境
（
大
疑
現
前
）
と
し
て
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。

４　

長
沙
の
「
百
尺
竿
頭
不
動
人
」
の
偈
頌

　

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
無
始
劫
来
の
生
死
の
本
と
し
て
の
識
神
を
転
換
せ
し
め
て
、
本
来
人
を
現
ず
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
さ
ら
に
修
道
の
諸
段
階
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
百
尺
竿
頭
に
ま
で
登
り
つ
め
、
さ
ら
に

そ
こ
か
ら
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
死
を
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
十
方
世
界
が
そ
の
人
の
全
身

と
な
る
。
即
ち
本
来
人
が
現
ず
る
。
長
沙
の
第
二
の
有
名
な
偈
頌
は
そ
の
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。

師
は
一
僧
を
し
て
去
っ
て
同
参
の
会
和
尚
に
問
わ
し
め
て
云
く
、
「
和
尚
、
南
泉
に
見ま

み

え
し
後
如
何
」
。
会
、
黙
然
た
り
。

僧
云
く
、
「
和
尚
未
だ
南
泉
に
見
え
ざ
る
已
前
作い

麼か

生ん

」
。
会
云
く
、
「
更
に
別
に
有
る
べ
か
ら
ず
」
。
僧
、
迴か

え

り
て
師
に
挙
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似
す
。
師
、
一
偈
を
示
し
て
曰
く
、

百
丈
竿
頭
の
不
動
の
人
、

得
入
す
と
雖い

え

ど然
も
未
だ
真
為た

ら
ず
。

百
丈
竿
頭
須
ら
く
歩
を
進
む
べ
し
、

十
方
世
界
是
れ
全
身
（
40
）
。

　

こ
の
場
合
「
南
泉
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
宇
宙
の
「
真
」
、
絶
対
の
真
を
見
る
と
い
う
意
味
を
も
同
時
に
含
ん
で
お
り
、

「
見
性
成
仏
」
と
同
じ
重
さ
を
も
っ
て
い
る
。
会
和
尚
が
南
泉
の
も
と
で
悟
っ
た
以
後
の
境
涯
を
問
わ
れ
て
黙
然
と
し
て
い
た

の
は
、
思
惟
と
存
在
と
言
語
を
超
絶
し
た
絶
対
の
一
者
、
す
な
わ
ち
法
身
を
示
現
し
た
も
の
で
あ
る
（
41
）
。
第
二
の
問
い
に
対

し
て
は
、
法
身
示
現
と
い
う
事
態
自
身
は
悟
ら
ぬ
以
前
で
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
今
度
は
言
葉
で
言
い
表
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
長
沙
は
こ
こ
で
、
そ
う
し
た
法
身
を
自
己
自
身
の
当
体
と
し
て
示
現
す
る
禅
的
な
立
場
す
ら
も
「
未
だ
真
た
ら
ず
」
と
し

て
否
定
し
、
あ
た
か
も
「
百
尺
竿
頭
」
上
で
身
動
き
の
つ
か
な
い
状
態
に
喩
え
た
の
で
あ
る
。
法
身
を
自
己
の
当
体
と
し
て
示

現
す
る
立
場
は
一
応
の
得
入
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
本
当
の
「
真
」
で
は
な
い
。
百
尺
竿
頭
の
人
は
そ
こ
か
ら
一
歩
を
進
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
十
方
世
界
が
そ
の
人
の
全
身
に
な
り
、
本
当
の
「
真
」
が
現
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
42
）
。

　

長
沙
の
第
一
の
偈
で
は
、
無
始
劫
来
の
生
死
の
本
で
あ
る
「
識
神
」
を
本
来
人
と
な
す
よ
う
な
「
学
道
の
人
」
は
、
「
真
」

を
知
ら
な
い
「
癡
人
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
長
沙
の
第
二
の
偈
で
は
、
「
百
尺
竿
頭
」
に
坐
す
「
不
動
人
」
は
未
だ
「
真
」

た
ら
ず
と
い
わ
れ
て
い
る
。
第
一
の
学
道
人
は
癡
人
で
あ
り
、
ま
だ
全
く
目
覚
め
て
い
な
い
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第
二

の
百
尺
竿
頭
不
動
人
は
、
会
和
尚
の
よ
う
に
一
応
得
入
し
た
立
場
で
あ
り
、
第
一
の
癡
人
よ
り
は
開
悟
へ
の
段
階
が
進
ん
で
い

る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
一
応
得
入
し
た
百
尺
竿
頭
不
動
人
の
立
場
と
は
如
何
な
る
立
場
な
の
だ
ろ
う
か
。
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百
尺
竿
頭
の
立
場
と
は
一
般
に
求
道
の
人
が
修
道
に
お
い
て
行
き
つ
く
最
高
の
位
で
あ
り
、
西
谷
の
見
方
に
よ
れ
ば
、（
一
）

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
一
者
」
（
絶
対
一
）
の
段
階
と
、
そ
れ
を
転
じ
た
（
二
）
絶
対
無
の
段
階
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　

百
尺
竿
頭
と
は
、
求
道
の
人
が
行
き
つ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
修
道
最
後
の
段
階
、
往
相
の
最
後
の
段
階
で
あ
る
。
例
を
挙

げ
る
と
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
世
界
霊
か
ら
世
界
理
性
を
経
て
一
者
へ
と
い
う
三
つ
の
根
基
の
上
昇
に
お
い
て
、
最
後
の
一
者
は

百
尺
竿
頭
の
位
で
あ
る
と
い
え
る
。
私
た
ち
は
魂
の
向
上
の
道
に
お
い
て
、
真
の
自
己
を
求
め
、
本
来
的
な
自
己
自
身
に
な
ろ

う
と
し
、
真
の
自
由
を
求
め
て
自
己
自
身
の
内
へ
帰
り
、
繋
縛
を
探
知
し
、
存
在
の
根
本
の
力
を
洞
察
し
、
囲
わ
れ
て
い
た
囲

い
か
ら
知
の
成
長
に
よ
っ
て
自
身
を
解
放
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
、
低
い
処
か
ら
次
第
に
高
み
へ
と
登
っ
て
い
く
知
行
の
垂

直
的
漸
修
の
階
梯
に
お
い
て
、
最
後
に
は
世
界
と
存
在
性
と
自
己
性
か
ら
も
脱
皮
し
、
脱
自
的
に
一
者
に
到
達
す
る
。
一
者
は
、

漸
修
的
修
道
の
垂
直
的
階
梯
の
最
後
の
高
み
と
し
て
百
尺
竿
頭
の
位
な
の
で
あ
る
（
43
）
。

　

だ
が
こ
の
よ
う
な
場
合
、
一
者
は
人
間
の
魂
が
脱
自
的
に
冥
合
（
神
秘
的
合
一
）
す
る
対
象
と
し
て
な
お
自
存
的
で
あ
り
、

対
自
性
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
魂
の
上
昇
と
は
逆
向
き
に
一
者
か
ら
万
法
・
万
象
が
「
流
出
」
す
る
場
合
で
も
、
一
者
は
自

存
的
な
性
格
を
失
わ
な
い
。
そ
こ
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
神
秘
主
義
の
不
徹
底
性
が
存
す
る
（
44
）
。
ま
た
、
人
間
の
魂
が
一
者
と
の

脱
自
的
な
冥
合
の
う
ち
に
自
己
の
真
実
を
見
い
出
す
と
い
う
だ
け
で
は
、
未
だ
根
本
的
な
自
己
の
自
覚
、
自
己
の
目
覚
め
が
欠

け
て
い
る
。
根
本
的
な
自
己
の
目
覚
め
の
た
め
に
は
、
自
存
性
の
残
る
絶
対
一
は
覚
知
の
性
格
を
も
つ
絶
対
無
に
転
換
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
万
法
は
一
に
帰
す
が
、
一
は
さ
ら
に
無
に
帰
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
の
転
換
は
百
尺
竿
頭
と
い
う
最
も
高

い
修
道
の
段
階
の
う
ち
で 

―
― 

い
わ
ば
水
平
的
に 

―
― 

起
こ
る
。
漸
修
と
い
う
階
梯
は
す
で
に
な
い
。
こ
の
転
換
は
、
会
和
尚

の
よ
う
に
悟
っ
た
後
と
悟
る
前
と
が
少
し
も
変
わ
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
頓
悟
と
し
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
客
観

的
な
自
存
性
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
っ
た
絶
対
無
は
、
万
法
・
万
象
の
現
前
の
場
と
し
て
と
同
時
に
、
人
間
の
心
の
原
底
と
し
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て
現
成
す
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
こ
へ
帰
る
こ
と
は
、
自
ら
の
現
成
の
根
源
を
覚
知
し
真
の
自
己
の
自
覚
に
到
達
す
る
こ
と
な
の

で

あ

る
（
45
）
。
こ
う
し
た
「
真
の
自
己
」
の
自
覚
と
し
て
の
絶
対
無
の
立
場
が
、
会
和
尚
の
よ
っ
て
立
つ
法
身
の
立
場
で
あ
っ

た
（
46
）
。

　

こ
の
西
谷
の
設
定
す
る
、
百
尺
竿
頭
上
の
法
身
と
し
て
の
絶
対
無
の
立
場
は
一
応
得
入
し
た
悟
り
の
立
場
で
あ
り
、
と
り
あ

え
ず
長
沙
の
第
一
の
偈
頌
の
識
神
の
立
場
（
白
隠
―
大
森
の
解
釈
で
は
、
大
疑
現
前
と
し
て
の
「
万
里
の
層
氷
裏
」
の
寂
滅
境
、
す
な
わ

ち
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
現
出
）
よ
り
進
ん
だ
段
階
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
身
と
し
て
の
絶
対
無
も
、
進
ん

だ
立
場
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
事
々
物
々
の
世
界
を
離
れ
た
、
隠
微
な
二
元
性
の
痕
が
残
る
限
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
一
種

の
（
「
生
死
の
本
」
と
し
て
の
）
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
現
れ
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
点
が
、
本
小
論
の
大
き
な
問
題
点
の
一

つ
と
な
る
（
47
）
。

　

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
一
者
は
、
客
観
性
の
性
格
を
残
す
世
界
の
「
理
法
」
と
、
世
界
の
「
理
法
」
の
刻
印
を
帯
び
た
理
性
と
し

て
の
自
己
と
か
ら
、
さ
ら
に
上
昇
す
る
方
向
の
極
限
に
想
定
さ
れ
た
超
越
者
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
未
だ
理
法
世
界
の
客
観
性
の

影
を
宿
し
、
自
存
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
自
存
的
一
者
に
脱
自
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
者
の
内
へ
自
己
を

失
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
理
法
の
延
長
上
の
自
存
的
一
者
の
内
へ
の
自
己
消
失
な
る
も
の
は
、
思
考
上
で
行

わ
れ
る
「
観
念
論
的
」
な
自
己
滅
尽
に
す
ぎ
な
い
。
脱
自
に
よ
っ
て
真
に
自
己
が
尽
く
さ
れ
大
死
し
、
同
時
に
そ
の
死
し
た
自

己
が
蘇
え
る
の
は
、
絶
対
一
（
一
者
）
か
ら
転
換
し
た
絶
対
無
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
絶
対
無
に
お
い
て
初
め
て
、
理
法
世

界
の
客
観
性
の
痕
跡
が
す
っ
か
り
消
え
、
逆
転
的
に
自
己
の
主
体
性
そ
の
も
の
の
根
底
的
な
開
け
が
覚
体
と
し
て
現
成
す
る
。

絶
対
一
と
絶
対
無
と
へ
の
脱
自
に
お
い
て
全
く
否
定
を
受
け
た
自
己
は
、
絶
対
無
に
お
い
て
再
び
自
己
自
身
を
取
り
戻
す
。
理

法
の
支
配
を
脱
し
て
、
真
の
自
己
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
覚
体
と
し
て
絶
対
無
に
な
り
切
っ
た
自
己
、
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死
し
て
復
活
し
た
自
己
、
得
入
し
た
自
己
こ
そ
、
長
沙
に
よ
っ
て
百
尺
竿
頭
不
動
の
「
人
」
と
呼
ば
れ
た
当
体
に
他
な
ら
な

か
っ
た
。
長
沙
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
だ
「
真
」
で
は
な
く
、
更
に
歩
を
進
め
、
十
方
世
界
が
自
己
の
全
身
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
48
）
。

　

絶
対
無
と
い
わ
れ
る
場
合
に
は
、
あ
た
か
も
事
々
物
々
の
世
界
を
離
れ
て
絶
対
無
な
る
立
場
が
存
す
る
か
の
よ
う
な
表
象
性

の
影
を
残
す
と
こ
ろ
が
あ
る
（
49
）
。
絶
対
無
と
事
々
物
々
の
世
界
と
の
間
に
な
お
二
元
性
の
隠
微
な
痕
が
残
る
の
で
あ
る
。
仏

教
の
法
身
と
い
う
観
念
も
同
様
で
あ
っ
て
、
無
体
で
あ
る
法
身
そ
れ
自
身
と
、
法
身
の
万
法
・
万
有
と
し
て
の
顕
現
と
の
間
に

は
、
隠
微
な
二
元
性
の
痕
が
残
っ
て
い
る
（
50
）
。
そ
し
て
、
隠
微
な
二
元
性
の
痕
が
残
っ
て
い
る
限
り
、
覚
体
と
し
て
の
絶
対

無
を
自
己
の
当
体
と
す
る
「
人
」
の
立
場
は
、
い
か
に
「
見
性
」
、
「
悟
り
」
の
立
場
で
あ
る
と
は
い
え
、
百
尺
竿
頭
不
動
人
と

い
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
「
黒
山
下
の
鬼
窟
裡
」
と
い
わ
れ
る
余
地
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
51
）
。
「
隠
微
な

二
元
性
の
痕
」
と
「
黒
山
下
の
鬼
窟
裡
」
に
関
し
て
西
谷
は
後
年
、

自
己
の
内
の
も
の
、
自
己
の
も
の
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
体
得
す
る
に
は
大
き
な
困
難
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

対
象
的
な
見
方
が
な
か
な
か
抜
け
切
れ
な
い
と
い
う
困
難
で
あ
る
。
対
象
的
に
は
表
象
さ
れ
な
い
も
の
と
知
り
つ
つ
、
然

も
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
対
象
的
に
表
象
す
る
。
全
く
一
つ
に
成
り
切
れ
な
い
た
め
に
、
二
分
の
隠
微
な
痕
を
残
す
。
そ

の
た
め
に
、
自
己
の
内
な
る
も
の
が
、
却
っ
て
自
己
に
と
っ
て
の
黒
暗
な
洞
窟
に
な
る
（
52
）
。

と
述
べ
、
ま
た
「
対
象
的
に
は
表
象
さ
れ
な
い
も
の
を
対
象
的
に
表
象
す
る
」
性
向
を
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
根
ざ
す
「
心
識
の
微
細

の
流
注
」
と
呼
び
、

心
識
の
微
細
の
流
注
と
は
、
禅
ば
か
り
で
な
く
大
乗
仏
教
で
広
く
問
題
に
さ
れ
た
事
柄
で
あ
り
、
さ
き
に
言
っ
た
よ
う
に
、

非
対
象
で
表
象
さ
れ
得
な
い
も
の
を
も
な
お
そ
れ
と
し
て
対
象
化
し
て
表
象
す
る
と
い
う
、
意
識
の
深
層
に
（
仏
教
的
に
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い
え
ば
阿
頼
耶
識
に
）
根
ざ
す
性
向
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
断
ち
難
い
思
惑
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
性
海
湛
寂
、
心
源

虚
霊
」
と
い
う
よ
う
な
、
主
客
の
二
元
性
を
超
え
、
対
象
的
思
惟
を
絶
し
た
一
種
の
悟
境
に
も
な
お
、
見
分
け
難
い
微
細

な
痕
を
残
し
て
い
る
（
53
）
。

と
説
明
し
、
さ
ら
に
続
い
て
法
身
の
立
場
に
つ
い
て
、

如
何
に
阿
頼
耶
を
突
破
し
て
、
業
識
と
無
常
の
世
界
か
ら
出
離
し
、
清
浄
の
法
身
に
帰
っ
て
、
解
脱
に
達
し
た
と
自
覚
し

た
と
し
て
も
、
そ
の
悟
り
の
自
覚
は
な
お
真
の
自
己
の
自
覚
で
は
な
い
。
い
わ
ば
阿
頼
耶
の
表
か
ら
裏
へ
出
た
と
い
う
だ

け
の
転
換
で
あ
り
、
な
お
阿
頼
耶
の
域
を
出
で
切
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
き
に
「
解
脱
の
深
坑
」
と
い
わ
れ
た
の
が

そ
れ
で
あ
る
。
白
隠
な
ど
も
力
説
す
る
如
く
、
こ
の
深
坑
こ
そ
阿
頼
耶
の
顕
現
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
悟
り
と
考
え
る
と

こ
ろ
に
、
さ
き
に
言
っ
た
意
味
の
混
同
が
あ
る
。
真
の
自
己
の
自
覚
、
「
無
位
の
真
人
」
と
し
て
の
自
覚
は
、
阿
頼
耶
の

裏
面
と
呼
ん
だ
処
、
悟
り
の
意
識
や
法
身
と
い
う
「
位
」
の
成
り
立
つ
処
か
ら
も
抜
け
出
る
と
い
う
、
根
本
的
な
転
換
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
無
位
の
真
人
、
無
一
物
の
処
に
居
る
「
人
」
の
立
場
に
立
っ
て
初
め
て
、
さ
き
に
業
識
即

仏
性
と
い
っ
た
よ
う
な
表
裏
一
体
の
阿
頼
耶
、
或
い
は
「
染
浄
和
合
し
て
非
一
非
異
な
る
」
阿
頼
耶
は
、
そ
の
人
の
手
中

に
あ
る
如
意
宝
珠
に
な
る
（
54
）
。

と
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
法
身
の
悟
り
の
立
場
が
「
解
脱
の
深
坑
」
で
あ
り
、
「
阿
頼
耶
の
顕
現
」
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

「
黒
山
下
の
鬼
窟
」
の
例
を
挙
げ
る
と
、
白
隠
は
趙
州
無
字
の
公
案
の
徹
見
後
、
正
受
老
人
道
鏡
慧
端
（
一
六
四
二
―

一
七
二
一
）
に
相
見
し
た
と
き
、
趙
州
の
無
字
を
ど
う
会
す
る
か
と
問
わ
れ
て
、
鼻
高
々
と
趙
州
の
無
字
に
は
手
を
着
け
る
処

も
な
い
と
答
え
、
そ
の
途
端
に
正
受
か
ら
鼻
頭
を
掴
ま
れ
、
「
こ
の
大
き
な
手
の
着
け
様
は
ど
う
だ
」
と
言
わ
れ
、
そ
れ
以
後
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「
穴
蔵
の
禅
坊
主
」
（
「
守
蔵
の
窮
鬼
子
」
）
と
罵
し
ら
れ
て
い
る
（
55
）
。
こ
れ
は
「
黒
山
下
の
鬼
窟
裡
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。

　

黒
山
下
の
鬼
窟
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
百
尺
竿
頭
の
人
は
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
、
絶
対
無
は
事
々
物
々
の
世
界
、
万
法
・
万

有
の
う
ち
に
消
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
は
無
と
し
て
も
な
く
な
り
、
無
と
い
う
表
象
性
の
痕
も
な
く
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
絶
対
無
の
立
場
に
立
つ
自
己
は
、
ひ
と
た
び
十
方
世
界
を
転
じ
て
自
己
と
化
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ

て
そ
の
自
己
は
再
び
転
ぜ
ら
れ
て
十
方
世
界
に
化
せ
ら
れ
る
。
沙
門
の
自
己
は
全
体
と
し
て
十
方
世
界
の
う
ち
に
全
く
自
ら
を

没
し
去
る
。
宇
宙
が
沙
門
の
覚
体
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
56
）
。

　

今
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
ま
た
別
の
文
脈
で
も
「
世
界
を
放
身
捨
命
の
場
と
し
て
選
択
す
る
」
こ
と
と
か
「
自
己
を
世
界
の

う
ち
へ
投
げ
入
れ
る
こ
と
」
と
か
「
自
己
を
無
化
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
世
界
即
自
己
と
し
て
、
乃

至
は
自
己
の
世
界
化
と
し
て
」
、
「
無
我
へ
の
転
換
」
な
の
で
あ
る
（
57
）
。

　

百
尺
竿
頭
か
ら
歩
を
進
め
、
十
方
世
界
是
れ
全
身
と
な
っ
た
事
態
に
つ
い
て
、
長
沙
は
「
上
堂
」
の
説
法
で
次
の
よ
う
に
定

式
化
を
試
み
て
い
る
。

我
れ
若
し
一ひ

た

向す
ら

に
宗
教
を
挙
揚
せ
ば
、
法
堂
裏
は
須か

な

ら
ず
草
深
き
こ
と
一
丈
な
ら
ん
。
我
れ
事
已
む
こ
と
を
獲え

ず
、
所
以

に
汝
諸
人
に
向
か
っ
て
道
う
、
「
尽
十
方
世
界
は
是
れ
沙
門
の
眼
」
「
尽
十
方
世
界
は
是
れ
沙
門
の
全
身
」
「
尽
十
方
世
界

は
是
れ
自
己
の
光
明
」
「
尽
十
方
世
界
は
自
己
の
光
明
裏
に
在
り
」
「
尽
十
方
世
界
は
一
人
と
し
て
是
れ
自
己
な
ら
ざ
る
無

し
」
と
（
58
）
。

　

「
尽
十
方
世
界
は
是
れ
沙
門
の
眼
」
と
は
、
見
る
者
（
主
観
、s

u
b
i
e
c
t
u
m

）
は
す
っ
か
り
い
な
く
な
っ
て
お
り
、
事
々
物
々

が
眼
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
既
に
眼
と
い
う
こ
と
も
必
要
で
な
く
、
世
界
全
体
が
自
己
の
覚
体
な
の
で

あ
る
か
ら
、
「
尽
十
方
世
界
は
是
れ
沙
門
の
全
身
」
な
の
で
あ
る
。
世
界
が
自
己
の
覚
体
で
あ
る
と
こ
ろ
に
自
己
の
明
瞭
な
自
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覚
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
尽
十
方
世
界
は
是
れ
自
己
の
光
明
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
自
己
が
十
方
世
界
に
転
化

さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
こ
の
「
十
方
世
界
は
自
己
の
光
明
」
と
い
う
表
現
は
、
再
び
十
方
世
界
が
自
己
に
転
化
さ
れ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
二
つ
の
転
化
は
一
つ
の
こ
と
の
両
面
で
あ
り
、
自
己
は
世
界
に
対
し
て
出
入
自
在
で
あ
る
。
自
己

の
光
明
と
世
界
と
は
相
即
的
に
一
で
あ
る
。
次
の
「
尽
十
方
世
界
は
自
己
の
光
明
裏
に
在
り
」
は
、
そ
こ
か
ら
更
に
転
回
し
て
、

自
己
が
自
覚
的
に
世
界
か
ら
超
脱
し
て
い
る
と
い
う
自
己
の
対
自
性
の
面
を
強
調
し
て
い
る
。
か
く
し
て
自
己
は
世
界
と
一
に

し
て
二
で
あ
る
。
そ
の
と
き
万
象
は
自
己
の
光
明
裏
に
お
い
て
リ
ア
ル
に
現
成
す
る
。
そ
し
て
結
論
的
に
「
尽
十
方
世
界
は
一

人
と
し
て
是
れ
自
己
な
ら
ざ
る
無
し
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
切
の
法
・
物
・
人
が
真
の
自
己
で
あ
る
こ
と
を
謂
っ
て

い
る
が
、
そ
の
あ
り
か
た
は
、
真
の
自
己
は
法
・
物
・
人
と
交
わ
り
つ
つ
雜
ら
な
い
（
「
億
劫
相
別
れ
て
須
臾
も
離
れ
ず
、
尽
日
相

対
し
て
刹
那
も
対
せ
ず
（
59
）
」
）
と
い
う
仕
方
で
一
切
の
法
・
物
・
人
な
の
で
あ
る
（
60
）
。
こ
の
よ
う
に
、
竿
頭
か
ら
歩
を
進
め
る
と

は
、
実
は
、
悟
り
に
も
住
せ
ず
、
仏
の
位
に
も
留
ま
ら
ず
、
法
身
を
も
脱
却
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
61
）
。
こ
こ
で
西
谷

が
用
い
て
い
る
表
現
で
は
な
い
が
、
十
方
世
界
是
れ
全
身
と
は
、
禅
と
い
う
名
前
も
消
え
た
平
常
の
日
常
生
活
へ
帰
っ
て
い
く

こ
と
で
あ
り
、
た
だ
自じ

然ね
ん

の
世
界
で
生
き
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
「
あ
り
の
ま
ま
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

大
森
も
長
沙
の
百
尺
竿
頭
の
偈
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
精
密
な
西
谷
の
解
釈
を
包
ん
で
い
る
実
践
的
な
広
い
考
え
方
の

地
平
を
平
易
に
知
ら
し
め
し
て
く
れ
る
の
で
、
長
文
に
な
る
が
最
後
に
掲
げ
て
お
く
。

　

前
の
光
友
候
の
歌
で
い
え
ば
「
た
だ
ゆ
る
み
な
き
あ
づ
さ
弓
」
と
い
う
、
そ
の
充
実
の
極
点
を
百
尺
竿
頭
と
み
て
い
い

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
悟
り
の
真
ッ
只
中
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
山
な
ら
ば
登
り
つ
め
た
頂
点
だ
か
ら
結
構
に
は
ち
が
い

な
い
。
し
か
し
、
結
構
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
尻
を
据
え
て
い
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
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に
な
る
。
そ
れ
は
「
悟
り
」
に
は
間
違
い
な
い
が
、
「
然
も
得
入
す
と
雖
も
、
未
だ
真
と
為
さ
ず
」
で
、
臭
み
が
強
く
て

本
物
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
一
歩
を
進
め
て
「
放
つ
矢
さ
き
は
知
ら
ぬ
な
り
け
り
」
と
、
塵
の
世
の
俗
物
の
中
へ
「
全
身

を
現
じ
」
て
、
下
り
て
来
な
い
と
い
け
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
そ
の
向
下
の
方
に
こ
そ
禅
の
境
涯
が
あ
る
と
い
え

る
。

　

（
…
）

　

世
俗
的
な
意
味
で
の
あ
る
が
ま
ま

0

0

0

0

0

の
世
界
に
対
し
て
は
、
そ
の
向
上
面
に
お
い
て
仮
借
な
く
殺
人
刀
が
揮
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
絶
対
否
定
を
経
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
臨
済
禅
師
の
苛
烈
き
わ
ま
り
な
い
表
現
を
用
い
る
な
ら
、

「
祖
に
逢
て
は
祖
を
殺
し
、
仏
に
逢
て
は
仏
を
殺
し
」
「
人
境
倶
に
奪
っ
」
て
、
山
、
山
に
あ
ら
ず
、
川
、
川
に
あ
ら
ず
、

全
く
「
は
ら
ひ
は
て
た
る
う
は
の
空
か
な
」
と
い
う
徹
底
的
な
掃
蕩
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て

は
黄
金
も
そ
の
色
を
失
う
。
こ
れ
が
百
尺
竿
頭
上
の
風
景
で
あ
り
、
万
物
が
一
に
帰
着
し
た
姿
で
あ
り
、
「
た
だ
ゆ
る
み

な
き
」
緊
張
の
消
息
で
あ
ろ
う
。

　

（
…
）
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
お
ち
込
ん
で
身
動
き
な
ら
な
い
の
も
一
つ
の
禅
病
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
さ
ら
に
そ
の
境
位
を
否
定
し
て
、
「
人
境
倶
に
奪
わ
ず
（
62
）
」
と
臨
済
禅
師
の
言
わ
れ
た
世
界
、
山
は
徹
底
的
に

山
で
あ
り
、
川
は
あ
く
ま
で
も
川
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
法
、
法
位
に
住
す
る
、
現
実
の
世
界
を
真
な
り
と
す
る
境
地
に
向

下
し
転
回
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
万
物
各
そ
の
本
分
に
生
き
る
本
当
の
意
味
で
の
あ
る
が
ま
ま

0

0

0

0

0

の
世
界
で

あ
る
。
瓦
礫
も
こ
と
ご
と
く
光
り
を
放
つ
現
実
肯
定
の
世
界
が
こ
れ
で
あ
る
。

　

「
十
方
世
界
に
全
身
を
現
ず
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
あ
る
が
ま
ま

0

0

0

0

0

の
世
界
に
お
い
て
、
自
由
無
礙
に
何
の
構
え

も
な
く
、
魚
の
水
を
行
く
よ
う
に
、
鳥
の
空
を
飛
ぶ
に
似
た
、
あ
る
が
ま
ま

0

0

0

0

0

の
自
己
に
生
き
る
「
放
つ
位
」
に
ほ
か
な
ら
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な
い
で
あ
ろ
う
。
「
始
め
は
芳
草
に
随
っ
て
去
り
、
ま
た
落
花
を
逐
う
て
回か

え

る
（
63
）
」
と
い
う
無
心
の
境
涯
、
「
馬
と
な
っ

て
東
家
に
行
き
、
牛
と
な
っ
て
西
家
に
遊
ぶ
（
64
）
」
底
の
任
運
の
行
動
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
百
尺
竿
頭
更
に
一
歩
を
進

め
た
も
の
の
み
に
味
わ
え
る
、
禅
心
の
生
活
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
65
）
。

　

真
の
自
己
は
現
実
の
「
あ
る
が
ま
ま

0

0

0

0

0

の
世
界
」
の
万
法
・
万
象
に
お
い
て
こ
そ
本
当
に
現
じ
て
い
る
。
万
法
・
万
象
の
多
事

多
難
の
真
っ
只
中
で
真
の
自
己
か
ら
生
き
、
真
の
自
己
を
生
き
抜
く
こ
と
が
、
「
放
つ
矢
さ
き
は
知
ら
ぬ
な
り
け
り
」
と
い
わ

れ
る
境
涯
で
あ
り
、
自
然
な
る
真
の
安
心
の
道
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

注
（
1
） 

西
谷
啓
治
、
禅
の
立
場 

―
― 
宗
教
論
集
二
、
創
文
社
、
一
九
八
六
年
。
以
下
の
論
述
で
は
、
『
立
場
』
と
略
記
す
る
。

（
2
） 

清
水
大
介
、
西
谷
啓
治
に
お
け
る
自
己
と
安
心
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
、
第
四
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
、
一
九
五
頁

以
下
。
両
稿
の
成
立
は
、
二
〇
〇
七
年
度
花
園
大
学
大
学
院
「
宗
教
哲
学
研
究
」
で
の
『
禅
の
立
場
』
の
読
み
合
わ
せ
に
多
く
を

負
っ
て
い
る
。
当
時
の
参
加
者
は
飛
び
入
り
も
含
め
て
、
大
塚
、
小
川
、
奥
原
、
小
嶋
、
澤
中
、
柴
田
、
島
津
、
宗
、
永
井
、
本
山

の
各
氏
で
あ
っ
た
（
敬
称
略
）
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
3
） 

『
立
場
』
第
一
部
第
三
章
第
二
節
（
以
下
、
一
・
三
・
二
と
い
う
よ
う
に
略
記
す
る
）
、
九
六
頁
。

（
4
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
一
、
八
七
頁
、
九
一
頁
。

（
5
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
九
九
頁
。

（
6
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
九
九
頁
。

（
7
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
〇
頁
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
三
段
階
の
根
基
に
つ
い
て
は
、
西
谷
の
若
き
日
の
論
攷
『
神
秘
思
想

史
』
第
一
章
「
存
在
論
的
神
秘
主
義
（
プ
ロ
チ
ン
）
」
の
全
体
が
解
説
に
な
っ
て
い
る
。
西
谷
啓
治
、
神
秘
思
想
史
、
岩
波
講
座
哲
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学
〔
問
題
史
的
哲
学
史
〕
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
二
年
、
一
二
頁
―
五
九
頁
。

（
8
） 

道
元
、
正
法
眼
蔵
、
弁
道
話
、
四
巻
本
岩
波
文
庫
ワ
イ
ド
版
（
水
野
弥
穂
子
校
注
、
一
九
九
三
年
）
、
第
一
巻
、
三
一
頁
以
下
。

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
一
頁
。
（
…
）
は
引
用
文
中
の
省
略
箇
所
を
示
す
。
弁
道
話
に
お
け
る
先
尼
外
道
の
見
に
つ
い
て
は
、

西
谷
啓
治
、
正
法
眼
蔵
講
話
、
第
二
巻
、
弁
道
話
下
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
、
第
十
四
回
、
第
十
五
回
、
一
二
九
頁
―
一
四
九

頁
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
9
） 

「
か
の
外
道
の
見
は
、
わ
が
身
、
う
ち
に
ひ
と
つ
の
霊
知
あ
り
、
か
の
知
、
す
な
は
ち
縁
に
あ
ふ
と
こ
ろ
に
、
よ
く
好
悪
を

わ
き
ま
へ
、
是
非
を
わ
き
ま
ふ
。
痛
痒
を
し
り
、
苦
楽
を
し
る
、
み
な
か
の
霊
知
の
ち
か
ら
な
り
。
し
か
あ
る
に
、
か
の
霊
性

は
、
こ
の
身
の
滅
す
る
と
き
、
も
ぬ
け
て
か
し
こ
に
む
ま
る
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
こ
に
滅
す
と
み
ゆ
れ
ど
も
、
か
し
こ
の
生
あ
れ

ば
、
な
が
く
滅
せ
ず
し
て
常
住
な
り
と
い
ふ
な
り
」
（
道
元
、
正
法
眼
蔵
、
弁
道
話
、
岩
波
文
庫
、
第
一
巻
、
三
三
頁
）
。
『
立
場
』
、

一
・
三
・
三
、
一
〇
一
頁
。

（
10
） 

道
元
、
正
法
眼
蔵
、
即
心
是
仏
、
岩
波
文
庫
、
第
一
巻
、
一
四
一
頁
以
下
。
『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
二
頁
。

（
11
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
一
頁
。
「
い
ま
い
ふ
と
こ
ろ
の
見
、
ま
た
く
仏
法
に
あ
ら
ず
。
先
尼
外
道
が
見
な
り
」
（
道
元
、
正

法
眼
蔵
、
弁
道
話
、
岩
波
文
庫
、
第
一
巻
、
三
二
頁
以
下
）
。

（
12
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
一
頁
。

（
13
） 

道
元
、
正
法
眼
蔵
、
弁
道
話
、
岩
波
文
庫
、
第
一
巻
、
三
三
頁
以
下
。
『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
一
頁
。

（
14
） 

道
元
、
正
法
眼
蔵
、
弁
道
話
、
岩
波
文
庫
、
第
一
巻
、
三
四
頁
以
下
参
照
。
『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
一
頁
。

（
15
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
二
頁
。
道
元
、
正
法
眼
蔵
、
即
心
是
仏
、
岩
波
文
庫
、
第
一
巻
、
一
四
二
頁
以
下
。
こ
の
箇
所
は

景
徳
伝
灯
録
第
二
八
巻
か
ら
の
引
用
。
ま
た
、
弁
道
話
、
三
三
頁
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
夢
窓
国
師
、
夢
中
問
答
、
佐
藤
泰
舜
校

訂
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
、
巻
下
、
六
五 

心
の
相
、
一
五
一
頁
以
下
。

（
16
） 

柳
田
聖
山
、
臨
済
録
、
佛
典
講
座
第
三
〇
巻
、
大
蔵
出
版
、
一
九
七
二
年
、
七
八
頁
以
下
。
柳
田
聖
山
編
、
禅
語
録
、
世
界
の
名

著
続
三
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
、
臨
済
録
、
二
二
五
頁
。
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（
17
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
二
頁
。

（
18
） 

『
祖
堂
集
』
巻
一
九
、
臨
済
章
、
「
山
僧
、
分
明
に
你
に
向
か
っ
て
道
う
、
五
陰
身
田
、
内
に
無
位
の
真
人
有
り
、
堂
堂
と
し
て
露

現
し
、
毫
髪
許
り
の
間
隔
な
し
、
何
ぞ
識
取
せ
ざ
る
」
（
古
賀
英
彦
、
訓
注
祖
堂
集
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
、

七
九
二
頁
）
。

（
19
） 
入
矢
義
高
監
修
、
唐
代
語
録
研
究
班
編
、
玄
沙
広
録
、
下
巻
、
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
九
年
、
〔
一
一
〕
上
堂
―
秘
密
金
剛
体

を
識
取
せ
よ
―
、
七
四
頁
。
ま
た
七
七
頁
以
下
の
有
用
な
註
も
参
照
の
こ
と
。

（
20
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
三
頁
。

（
21
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
五
頁
。

（
22
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
五
頁
以
下
。

（
23
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
三
頁
以
下
。

（
24
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
六
頁
。

（
25
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
四
頁
以
下
。

（
26
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
六
頁
以
下
。

（
27
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
三
、
一
〇
八
頁
。

（
28
） 

「
出
処
は
『
涅
槃
経
』
の
第
三
十
九
巻
で
あ
る
」
（
西
有
穆
山
、
正
法
眼
蔵
啓
迪
、
上
巻
、
大
法
輪
閣
、
初
版
一
九
六
五
年
、
第
九

版
一
九
七
九
年
、
弁
道
話
、
一
五
六
頁
）
。

（
29
） 

大
正
大
蔵
経
第
一
二
巻
、
五
九
四
頁
上
―
五
九
六
頁
上
。
田
上
太
秀
、
ブ
ッ
ダ
臨
終
の
説
法 

―
― 

完
訳
大
般
涅
槃
経
、
第
四
巻
、

大
蔵
出
版
、
一
九
九
七
年
、
三
四
九
頁
―
三
六
二
頁
。
田
上
太
秀
、
涅
槃
経
を
読
む
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
、

九
〇
頁
―
一
一
〇
頁
。

（
30
） 

入
矢
義
高
監
修
、
景
徳
伝
灯
録
研
究
会
編
、
景
徳
伝
灯
録
、
第
四
巻
、
巻
第
一
〇
・
一
一
・
一
二
、
禅
文
化
研
究

所
、
一
九
九
七
年
、
巻
第
十
、
長
沙
景
岑
禅
師
、
一
三
頁
。
以
下
、
長
沙
の
テ
キ
ス
ト
は
本
書
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。
『
立
場
』
、
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一
・
三
・
四
、
一
〇
九
頁
。
偈
頌
の
途
中
の
「
無
始
劫
来
」
は
、
『
無
門
関
』
第
一
二
則
「
巌
喚
主
人
」
の
引
用
で
は
「
無
量
劫

来
」
と
な
っ
て
お
り
、
最
後
の
「
本
来
身
」
は
「
本
来
人
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
西
谷
は
「
無
始
劫
来
」
と
「
本
来
人
」
を
採
用

し
て
い
る
。

（
31
） 
『
立
場
』
、
一
・
三
・
四
、
一
一
〇
頁
。

（
32
） 
『
立
場
』
、
一
・
三
・
四
、
一
一
一
頁
。
長
沙
の
「
識
神
」
を
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
見
る
の
は
一
つ
の
通
例
の
解
釈
で
あ
る
。
例
え
ば
、

柴
山
全
慶
（
一
八
九
四
―
一
九
七
四
）
も
「
識
神
」
に
括
弧
し
て
「
二
元
的
な
分
別
意
識
」
と
規
定
し
な
が
ら
、
直
後
に
再
び
括
弧

し
て
「
阿
頼
耶
識
と
呼
ば
れ
る
人
間
の
分
別
意
識
の
源
」
と
註
し
て
い
る
（
柴
山
全
慶
、
無
門
関
講
話
、
創
元
社
、
一
九
七
七
年
、

第
十
二
則
「
巌
喚
主
人
」
、
一
五
四
頁
）
。
後
述
す
る
白
隠
や
大
森
曹
玄
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
識
神
」
を
軽
く
「
意
識
的
な

心
」
と
解
す
る
だ
け
で
通
り
す
ぎ
る
場
合
も
あ
る
。
西
谷
も
『
正
法
眼
蔵
講
話
』
で
そ
う
し
て
い
る
。
「
識
神
と
い
う
の
は
意
識
的

な
心
、
意
識
的
自
己
と
い
う
こ
と
で
す
」
（
西
谷
啓
治
、
正
法
眼
蔵
講
話
、
第
二
巻
、
弁
道
話
下
、
第
十
五
回
、
一
三
四
頁
）
。
秋
月

龍
珉
は
「
識
神
」
を
「
『
業
識
』
の
意
で
、
い
わ
ゆ
る
『
分
別
識
』
を
生
き
る
『
自
我
』
の
こ
と
」
と
解
し
て
い
る
（
秋
月
龍
珉
著

作
集
、
第
一
四
巻
、
禅
宗
語
録
漢
文
入
門 

―
― 『
無
門
関
』
の
語
学
的
研
究
、
三
一
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
二
二
九
頁
）
。
入
矢
義
高

監
修
、
景
徳
伝
灯
録
研
究
会
編
、
景
徳
伝
灯
録
、
第
四
巻
、
一
四
頁
で
は
、
「
識
神
」
に
対
し
て
「
輪
廻
す
る
主
体
と
な
る
魄
。
神

識
と
も
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
識
神
」
は
個
我
の
表
層
意
識
の
心
か
ら
そ
の
根
底
の
も
は
や
意
識
な
ら
ざ
る
超
越

的
な
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
ま
で
わ
た
る
、
あ
る
意
味
で
二
重
性
を
も
っ
た
概
念
と
見
て
よ
く
、
西
谷
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
恐
ら
く
西
洋

哲
学
の
ト
ラ
ン
ス
セ
ン
デ
ン
タ
ル
な
主
観
性
に
構
造
的
に
対
応
す
る
と
考
え
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
『
立
場
』
に
お
け
る

西
谷
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
一
・
一
・
三
、
二
三
頁
以
下
、
一
・
二
・
一
、
三
四
頁
以
下
も
参
照
の
こ
と
。

（
33
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
四
、
一
一
一
頁
以
下
。

（
34
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
四
、
一
一
二
頁
以
下
。

（
35
） 

伊
豆
山
格
堂
、
遠
羅
天
釜
、
春
秋
社
、
新
装
版
一
九
九
九
年
、
巻
之
下
、
二
二
一
頁
。
な
お
「
時
々
に
勤
め
て
払
拭
せ
よ
」
と
は

神
秀
の
語
。
ま
た
、
同
書
一
九
八
頁
に
も
、
「
即
心
即
仏
」
を
誤
解
し
て
そ
の
ま
ま
悟
り
を
よ
し
と
す
る
考
え
方
を
批
判
し
、
「
こ
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れ
総
に
長
沙
の
謂
は
ゆ
る
識
神
を
認
得
す
る
底
の
癡
人
な
ら
ず
や
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
遠
羅
天
釜
』
か
ら
関
係
す
る

典
拠
を
挙
げ
る
と
、
「
彼
の
寂
静
無
事
の
処
に
在
っ
て
、
識
神
を
認
得
し
て
見
性
な
り
と
相
い
心
得
、
揩
磨
浄
尽
し
て
以
て
足
れ
り

と
す
る
底
の
無
眼
禿
奴
の
族
は
、
夢
に
も
曾
て
見
る
こ
と
を
得
ん
や
。
是
れ
等
の
族
は
、
終
日
無
為
を
行
じ
て
、
終
日
有
為
を
打

し
、
終
日
無
作
を
行
じ
て
、
終
日
有
作
を
打
す
。
何
ん
が
故
ぞ
、
見
道
分
明
な
ら
ず
、
親
し
く
法
性
の
実
際
窮
め
ざ
る
故
に
」
（
伊

豆
山
格
堂
、
遠
羅
天
釜
、
巻
之
上
、
四
七
頁
）
。
芳
澤
勝
弘
訳
注
、
白
隠
禅
師
法
語
全
集
、
第
九
冊
、
遠
羅
天
釜
、
禅
文
化
研
究
所
、

二
〇
〇
一
年
で
は
そ
れ
ぞ
れ
、
三
九
一
頁
以
下
、
三
六
九
頁
以
下
、
二
一
五
頁
。

（
36
） 

大
森
曹
玄
、
参
禅
入
門
（
増
補
版
）
、
春
秋
社
、
一
九
七
二
年
、
四
、
坐
中
の
注
意
、
魔
境
に
つ
い
て
、
一
一
八
頁
以
下
。
大
森

曹
玄
、
参
禅
入
門
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
一
九
八
六
年
、
一
二
二
頁
以
下
。
な
お
文
中
「
万
里
の
氷
層
裡
」
と
あ
る
が
、

白
隠
の
『
遠
羅
天
釜
』
に
よ
る
限
り
「
万
里
の
層
氷
裡
」
あ
る
い
は
「
層
氷
裏
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
37
） 

ち
な
み
に
本
偈
頌
は
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
―
一
一
六
三
）
に
よ
っ
て
も
、
参
禅
工
夫
の
注
意
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
荒
木

見
悟
、
大
慧
書
、
禅
の
語
録
第
一
七
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
答
李
宝
文
、
一
七
四
頁
）
。

（
38
） 

後
藤
光
村
編
、
白
隠
和
尚
全
集
、
第
二
巻
、
龍
吟
社
、
初
版
一
九
三
四
年
、
再
版
一
九
六
七
年
、
荊
草
毒
蘂
、
巻
第
四
、
須
弥
燈

王
如
来
弁
、
六
頁
（
一
〇
六
頁
）
以
下
。
鎌
田
茂
雄
、
白
隠
、
日
本
の
禅
語
録
第
一
九
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
三
六
三
頁
以

下
。
臨
済
の
「
黒
暗
の
深
坑
」
は
、
「
你
若
し
不
動
清
浄
の
境
を
取
っ
て
是
と
為
さ
ば
、
你
即
ち
他
の
無
明
を
認
め
て
郎
主
と
為
す
。

古
人
云
く
、
湛
湛
た
る
黒
暗
の
深
坑
、
実
に
怖
畏
す
べ
し
と
」
（
柳
田
聖
山
、
臨
済
録
、
佛
典
講
座
第
三
〇
巻
、
一
五
一
頁
。
柳
田

聖
山
編
、
禅
語
録
、
世
界
の
名
著
続
三
、
臨
済
録
、
二
五
三
頁
）
。

（
39
） 

白
隠
は
「
八
識
弁
」
に
お
い
て
も
、
「
須
弥
燈
王
如
来
弁
」
と
同
様
の
開
悟
へ
の
心
理
的
段
階
論
を
述
べ
て
い
る
。
「
第
八
頼
耶
含

蔵
識
、
或
は
無
分
別
識
と
道
ふ
。
暗
鈍
昏
愚
、
茫
々
蕩
々
、
死
水
の
湛
寂
な
る
が
如
し
。
（
…
）
彼
の
学
者
、
須
ら
く
此
の
無
分
別

識
の
上
に
於
て
、
毫
釐
も
退
か
ず
、
単
々
に
参
究
し
て
切
に
一
転
を
求
む
べ
し
。
大
疑
団
を
著
し
て
謂

お
も
え

ら
く
、
既
に
是
れ
頼
耶
無
分

別
識
な
り
。
一
点
の
思
想
無
く
、
一
点
の
情
念
無
し
。
正
与
麼
の
時
、
生
は
何
れ
の
処
自よ

り
来
り
、
死
は
何
れ
の
処
に
か
去
る
と
。

或
は
忽
然
念
起
の
処
に
向
て
、
即
ち
者
箇
の
一
念
子
卻

か
え
つ

て
何
れ
の
処
よ
り
起
る
と
究
め
、
或
は
趙
州
の
無
字
、
洞
山
の
麻
三
斤
等
の
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一
則
を
取
て
、
専
一
に
挙
揚
し
去
れ
ば
、
即
ち
工
夫
、
次
第
に
成
熟
し
て
、
行
て
行
く
こ
と
を
知
ら
ず
、
坐
て
坐
る
こ
と
を
知
ら
ず
。

空
蕩
々
、
虚
豁
々
、
万
里
の
層
氷
裏
に
侵
殺
す
る
が
如
く
、
瑠る

璃り

瓶へ
い

裏り

に
坐
す
る
に
似
た
り
。
恐く

怖ふ

を
生
ぜ
ず
、
前
進
し
て
退
か
ざ

れ
ば
、
即
ち
忽
然
と
し
て
氷
盤
を
擲
摧
す
る
が
如
く
、
玉
楼
を
推
倒
す
る
に
似
た
り
。
十
方
世
界
、
天
堂
地
獄
、
自
ら
の
心
身
に
和

し
て
、
一
時
に
打
破
し
了
る
。
此
を
八
識
田
中
、
一
刀
を
下
す
底
の
時
節
と
言
ふ
。
十
方
、
虚
空
無
く
、
大
地
、
寸
土
無
し
。
大
円

鏡
光
、
乍
ち
煥
発
し
て
、
清
浄
円
明
、
寔

ま
こ
と

に
等
比
無
し
。
或
は
此
を
第
九
清
浄
識
と
言
ふ
」
（
後
藤
光
村
編
、
白
隠
和
尚
全
集
、
第

二
巻
、
荊
草
毒
蘂
、
巻
第
四
、
八
識
弁
、
一
四
頁
（
一
一
四
頁
）
以
下
。
鎌
田
茂
雄
、
白
隠
、
日
本
の
禅
語
録
第
一
九
巻
、
三
七
七

頁
―
三
七
九
頁
）
。

（
40
） 

入
矢
義
高
監
修
、
景
徳
伝
灯
録
研
究
会
編
、
景
徳
伝
灯
録
、
第
四
巻
、
一
一
頁
。
『
立
場
』
、
一
・
三
・
五
、
一
一
三
頁
―
一
一
四

頁
。
『
無
門
関
』
第
四
六
則
「
竿
頭
進
歩
」
で
は
、
「
百
丈
」
が
「
百
尺
」
に
、
「
不
動
人
」
が
「
坐
底
人
」
に
、
「
是
全
身
」
が
「
現

全
身
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
西
谷
の
引
用
は
「
百
尺
」
を
採
用
し
て
い
る
以
外
は
景
徳
伝
灯
録
の
テ
キ
ス
ト
と
等
し
い
。

（
41
） 

こ
の
箇
所
（
一
一
四
頁
）
で
は
法
身
は
「
一
者
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
法
身
は
正
確
に
は
「
絶
対
無
」
に
相

当
す
る
。

（
42
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
五
、
一
一
三
頁
―
一
一
五
頁
。

（
43
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
五
、
一
一
五
頁
―
一
一
七
頁
。

（
44
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
五
、
一
一
七
頁
。

（
45
） 

こ
の
よ
う
に
西
谷
は
「
絶
対
無
は
万
法
・
万
象
の
現
前
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
人
間
の
心
の
原
底
で
も
あ
り
、
そ
こ
へ
帰
る
こ
と

が
真
の
自
己
の
自
覚
に
達
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
る
が
、
筆
者
の
考
え
で
は
、
こ
の
記
述
の
意
味
す
る
事
態
は
百
尺
竿
頭
上
の

こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
百
尺
竿
頭
か
ら
歩
を
進
め
、
十
方
世
界
が
自
己
の
全
身
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
い
わ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
長
沙
の
偈
に
よ
る
西
谷
の
修
道
段
階
論
は
、
会
和
尚
が
竿
頭
上
に
あ
り
な
が
ら
一
応
得
入
し
た
立
場
で
あ
る
と
い

う
こ
と
と
、
白
隠
が
正
受
に
会
う
前
に
証
悟
経
験
を
得
て
い
る
こ
と
と
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
特
に
こ
の
竿
頭
上
の
絶
対
無
の
段
階

を
置
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
万
法
（
多
）
が
一
に
帰
し
た
あ
と
、
一
は
一
挙
に
万
法
（
多
）
に
帰
し
て
よ
い
の
で
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は
な
い
だ
ろ
う
か
。
百
尺
竿
頭
位
は
、
十
方
世
界
是
全
身
に
お
け
る
万
物
・
万
象
と
一
体
に
な
っ
た
真
の
自
己
を
対
象
化
・
抽
象
化

し
、
自
存
的
に
受
け
止
め
る
が
た
め
に
生
じ
て
く
る
副
次
的
な
境
地
で
あ
っ
て
、
本
当
に
ス
ト
ン
と
い
っ
た
な
ら
、
百
尺
竿
頭
不
動

人
の
立
場
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
絶
対
無
（
真
空
無
相
）
は
竿
頭
上
で
の
独
立
の
段
階
と
い
う
よ
り
、
歩
を
踏
み
出
し
て

十
方
世
界
が
自
己
の
全
身
に
な
っ
た
と
こ
ろ
（
真
空
妙
有
）
の
側
面
で
あ
る
と
み
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
谷
が
本

テ
キ
ス
ト
で
設
定
し
て
い
る
絶
対
無
は
、
修
道
の
心
理
的
な
段
階
論
の
一
段
階
と
し
て
の
無
で
あ
り
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
真
空

妙
有
と
一
体
に
な
っ
た
真
空
無
相
の
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
、
筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ
っ
て
、
長
沙
と
西
谷
の

論
旨
で
は
な
い
。

（
46
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
五
、
一
一
八
頁
―
一
一
九
頁
。
な
お
、
西
谷
の
テ
キ
ス
ト
の
こ
の
箇
所
の
百
丈
の
語
、
「
迷
う
て
忽
ち

悟
る
が
如
く
、
忘
れ
て
忽
ち
憶
ふ
が
如
し
。
方ま

さ

に
省
み
れ
ば
己
が
物
な
り
、
他
よ
り
得
る
に
あ
ら
ず
。
故
に
祖
師
の
云
く
、
悟

り
了
れ
ば
未
悟
に
同
じ
く
、
無
心
に
し
て
無
法
を
得
る
と
。
只
是
れ
虚
妄
な
し
。
凡
聖
等
し
く
本
来
心
を
心
と
す
」
（
『
立
場
』
、

一
・
三
・
五
、
一
一
九
頁
）
は
、
『
五
家
語
録
』
「
潙
山
」
章
冒
頭
（
柳
田
聖
山
編
、
四
家
語
録
・
五
家
語
録
、
中
文
出
版
社
、
再
版

一
九
八
三
年
、
潙
仰
宗
、
一
丁
、
一
〇
三
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。
文
中
祖
師
の
言
葉
は
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
「
第
五
祖
提
多
迦
」

章
を
参
照
の
こ
と
。

（
47
） 

二
三
三
頁
の
西
谷
『
寒
山
詩
』
一
〇
七
頁
以
下
か
ら
の
引
用
を
参
照
の
こ
と
。
こ
の
問
題
点
の
一
番
簡
単
な
解
決
法
は
、
法
身
と

し
て
の
絶
対
無
の
場
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
大
疑
現
前
と
し
て
の
万
里
の
層
氷
裏
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
現
前
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
解
釈

で
あ
る
。
例
え
ば
秋
月
龍
珉
は
、
「
た
と
え
て
み
る
と
、
厚
い
氷
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
」
「
ま
っ
た
く
身
動
き
が
な
ら
ぬ
よ
う
な
」

一
念
未
発
以
前
の
「
不
生
の
場
」
（
「
打
成
一
片
の
位
」
）
に
つ
い
て
、
そ
こ
は
ま
だ
悟
り
の
場
で
は
な
い
と
断
じ
、
こ
の
一
念
不
生

の
場
す
な
わ
ち
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
な
り
き
っ
た
三
昧
端
的
を
禅
で
は
「
法
身
の
位
」
と
い
う
が
、
そ
こ
で
退
転
せ
ず
に
さ
ら
に

練
り
込
め
ば
、
い
つ
か
こ
の
「
無
」
が
感
覚
の
機
縁
に
触
れ
て
爆
発
し
、
「
自
他
不
二
」
と
い
う
「
無
相
の
自
己
」
を
自
覚
す
る
真

の
悟
り
に
到
る
と
解
説
し
て
い
る
。
実
践
的
に
は
こ
の
解
釈
で
十
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
秋
月
龍
珉
著
作
集
、
第
九
巻
、
禅
の
探

究
、
三
一
書
房
、
一
九
七
九
年
、
一
一
二
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
秋
月
は
、
「
百
尺
竿
頭
」
の
語
に
は
二
つ
の
解
釈
が
可
能
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で
あ
り
、
い
ま
だ
大
死
一
番
の
只
中
と
解
す
る
の
と
、
絶
後
蘇
息
へ
の
一
転
の
契
機
を
す
で
に
何
程
か
体
験
し
た
後
の
「
向
上
」
の

境
地
と
解
す
る
の
と
の
違
い
で
あ
る
と
い
う
。
秋
月
龍
珉
著
作
集
、
第
一
一
巻
、
禅
問
答
、
三
一
書
房
、
一
九
七
九
年
、
一
二
、
竿

頭
の
一
歩
、
四
九
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
48
） 
『
立
場
』
、
一
・
三
・
五
、
一
二
〇
頁
以
下
。
西
谷
が
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
箇
所
で
も
『
立
場
』
第
一
部
第
三

章
全
体
の
主
題
で
あ
る
、
禅
に
お
け
る
「
法
」
と
「
人
」
と
の
関
わ
り
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
49
） 

西
谷
は
そ
う
言
及
し
て
い
な
い
が
、
「
絶
対
無
な
る
立
場
が
存
す
る
か
の
よ
う
な
表
象
性
の
影
を
残
す
」
と
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス

の
「
一
者
」
の
と
こ
ろ
で
い
わ
れ
た
「
自
存
性
が
残
る
」
と
い
う
こ
と
と
同
意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
自
存
性
が
残
る
」
の
で
、

次
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
隠
微
な
二
元
性
の
痕
が
残
る
」
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
自
他
不
二
」
に
徹
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
50
） 

西
谷
は
後
年
「
南
泉
一
株
花
」
に
関
し
、
「
仏
の
法
身
と
い
う
立
場
」
と
「
百
尺
竿
頭
に
坐
し
て
い
る
立
場
」
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
一
言
で
い
え
ば
、
凡
夫
の
分
別
心
を
超
え
、
分
別
的
な
自
己
を
超
え
て
、
仏
の
法
身
と
い
う
立
場
に
立
つ
と

い
う
こ
と
は
、
上
に
言
っ
た
言
葉
を
藉
り
れ
ば
、
仏
道
を
習
う
と
い
う
立
場
に
滞
留
し
て
自
己
を
習
う
と
い
う
こ
と
に
進
ま
な
い

立
場
で
あ
る
。
百
尺
竿
頭
に
坐
し
て
い
る
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
た
立
場
で
は
な
い
。
そ
こ
で
の
自
覚

は
、
一
見
、
正
覚
の
悟
の
よ
う
で
あ
る
が
、
や
は
り
な
お
観
想
の
立
場
を
脱
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
立
場
か
ら
は
、
花
を
見

て
も
何
を
見
て
も
、
す
べ
て
そ
こ
に
法
身
の
現
わ
れ
を
見
る
。
我
々
が
普
段
た
だ
肉
眼
で
花
を
見
て
い
る
処
で
、
心
眼
を
も
っ
て
法

身
の
現
わ
れ
を
見
る
と
か
、
更
に
は
法
身
そ
の
も
の
を
見
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
凡
夫
の
迷
い
の
立
場
を
脱
し
て
仏
の
悟
の
境
に
一

歩
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
こ
の
世
界
の
事
々
物
々
は
、
単
な
る
現
象
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
現
象

は
仏
教
で
は
、
い
つ
も
幻
影
、
朝
露
、
電
光
の
如
く
、
夢
の
如
し
と
言
わ
れ
、
絶
え
ず
生
じ
て
は
滅
し
、
う
つ
り
変
り
、
無
常
で
実

在
性
の
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
現
象
の
世
界
を
脱
却
し
て
永
遠
に
変
ら
な
い
仏
の
法
身
を
覚
知
し
、
そ
れ
と
一
体
に
な
る

と
い
う
こ
と
は
、
永
遠
に
か
わ
ら
な
い
実
在
で
あ
る
も
の
、
真
実
で
あ
る
も
の
、
仏
教
の
開
い
た
真
理
を
把
握
し
た
こ
と
と
も
言
え

る
が
、
そ
の
反
面
、
そ
こ
で
は
、
我
々
が
日
常
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
、
我
々
の
目
や
耳
や
そ
の
他
の
器
官
、
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我
々
の
身
体
も
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
心
の
動
き
も
、
す
べ
て
全
く
幻
影
の
よ
う
な
非
実
在
的
な
も
の
の
相
を
深
め
る
だ
け
で
、
そ

れ
が
現
実
の
事
実
で
あ
る
と
い
う
そ
の
現
実
性
の
感
じ
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
心
眼
の
世
界
だ
け
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
観
想
の
立
場
で
あ
る
」
（
西
谷
啓
治
、
西
谷
啓
治
著
作
集
、
第
一
三
巻
、
哲
学
論
攷
、
創
文
社
、
一
九
八
七
年
、
般
若
と
理

性
、
三
三
頁
以
下
）
。
白
隠
は
「
八
識
弁
」
で
、
「
第
九
清
浄
識
の
処
を
死
守
し
て
以
て
足
れ
り
と
為
す
」
立
場
を
注
意
し
て
、
「
此

の
正
位
に
於
て
証
を
取
ら
ず
四
弘
の
願
輪
に
鞭
ち
、
永
劫
進
修
し
て
退
か
ず
」
（
後
藤
光
村
編
、
白
隠
和
尚
全
集
、
第
二
巻
、
荊
草

毒
蘂
、
巻
第
四
、
八
識
弁
、
一
五
頁
（
一
一
五
頁
）
。
鎌
田
茂
雄
、
白
隠
、
日
本
の
禅
語
録
第
一
九
巻
、
三
七
九
頁
）
と
述
べ
て
い

る
が
、
あ
る
い
は
、
こ
の
「
第
九
清
浄
識
」
を
「
死
守
」
す
る
立
場
は
、
西
谷
の
解
釈
に
お
け
る
「
百
尺
竿
頭
不
動
人
」
の
法
身
の

立
場
の
こ
と
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
51
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
六
、
一
二
二
頁
以
下
。
「
黒
山
下
の
鬼
窟
裡
」
は
例
え
ば
、
『
大
慧
書
』
に
黙
照
禅
に
対
す
る
批
判
の
言
葉
と

し
て
出
て
く
る
。
「
坐
在
黒
山
下
鬼
窟
裏
」
（
荒
木
見
悟
、
大
慧
書
、
答
張
舎
人
状
元
、
二
二
八
頁
）
。

（
52
） 

西
谷
啓
治
、
寒
山
詩
（
単
行
本
）
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
、
第
三
節
、
六
九
頁
。
西
谷
啓
治
・
柳
田
聖
山
編
、
禅
家
語
録
第

二
巻
、
世
界
古
典
文
学
全
集
第
三
六
巻
Ｂ
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
、
三
〇
頁
。

（
53
） 

西
谷
啓
治
、
寒
山
詩
（
単
行
本
）
、
第
三
節
、
七
〇
頁
以
下
。
西
谷
啓
治
・
柳
田
聖
山
編
、
禅
家
語
録
第
二
巻
、
世
界
古
典
文
学

全
集
第
三
六
巻
Ｂ
、
三
一
頁
。

（
54
） 

西
谷
啓
治
、
寒
山
詩
（
単
行
本
）
、
第
四
節
、
一
〇
七
頁
以
下
。
西
谷
啓
治
・
柳
田
聖
山
編
、
禅
家
語
録
第
二
巻
、
世
界
古
典
文

学
全
集
第
三
六
巻
Ｂ
、
四
四
頁
。
「
解
脱
の
深
坑
」
に
つ
い
て
は
『
碧
巌
録
』
第
三
七
則
「
盤
山
三
界
無
法
」
本
則
評
唱
、
入
矢
義

高
他
訳
注
、
碧
巌
録
（
中
）
、
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
六
八
頁
を
参
照
。
も
と
『
大
集
経
』
一
三
の

「
堕
解
脱
坑
、
不
能
自
利
及
以
利
他
」
に
基
づ
く
と
い
う
。

（
55
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
六
、
一
二
三
頁
。
「
二
十
四
歳
の
春
、
越
の
英
巌
の
僧
舎
に
在
っ
て
苦
吟
す
。
昼
夜
眠
ら
ず
、
寝
食
共
に
忘

る
。
忽
然
と
し
て
、
大
疑
現
前
し
て
万
里
一
条
の
層
氷
裏
に
凍
殺
せ
ら
る
る
が
如
し
。
胸
裏
分
外
に
清
潔
に
し
て
進
む
こ
と
得
ず
、

退
く
こ
と
得
ず
、
癡
々
呆
々
只
だ
無
の
字
あ
る
の
み
。
講
筵
に
陪
し
て
師
の
評
唱
を
聞
く
と
雖
も
、
数
十
歩
の
外
に
し
て
堂
上
の
議
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論
を
聞
く
が
如
く
、
或
は
空
中
に
在
っ
て
行
く
が
如
し
。
此
の
如
き
も
の
数
日
、
乍
ち
一
夜
鐘
声
を
聞
い
て
発
転
す
。
氷
盤
を
擲
砕

す
る
が
如
く
、
玉
楼
を
推
倒
す
る
に
似
た
り
。
忽
然
と
し
て
蘇
息
し
来
れ
ば
、
自
身
直
に
こ
れ
岩
頭
和
尚
、
三
世
に
貫
通
し
て
毫
毛

を
存
せ
ず
、
従
前
の
疑
惑
底
を
尽
し
て
氷
消
す
。
高
声
に
叫
ん
で
曰
く
、
也
大
奇
、
也
大
奇
、
生
死
の
出
づ
べ
き
な
く
、
菩
提
の
求

む
べ
き
な
く
、
伝
燈
千
七
百
箇
の
葛
藤
一
捏
を
消
す
る
に
足
ら
ず
、
此
に
於
て
慢
幢
山
の
如
く
聳
え
、
憍
心
潮
の
如
く
湧
く
。
心
に

竊
に
謂
へ
ら
く
、
二
三
百
年
来
、
予
が
如
く
痛
快
に
打
発
す
る
底
あ
る
べ
か
ら
ず
と
。
直
に
一
段
の
所
見
を
荷
っ
て
、
信
陽
に
行

き
、
正
受
老
師
に
謁
し
て
、
所
見
を
演
べ
偈
を
呈
す
。
師
、
左
手
に
言
偈
を
握
っ
て
曰
く
、
者
箇
は
是
れ
学
得
底
、
那
箇
が
是
れ
見

得
底
と
言
っ
て
右
手
を
伸
ぶ
。
予
曰
く
、
若
し
見
得
底
の
師
に
呈
す
べ
き
あ
ら
ば
、
須
ら
く
吐
却
す
べ
し
と
い
っ
て
、
嘔
吐
の
声
を

作
す
。
師
云
く
、
趙
州
の
無
字
作
麼
生
か
見
る
。
予
が
曰
く
、
無
字
甚
麼
の
手
脚
を
着
く
る
所
か
あ
ら
ん
。
師
、
指
を
以
て
予
が
鼻

を
拗
し
て
曰
く
、
多
少
手
脚
を
着
け
了
れ
り
と
。
予
擬
議
す
。
師
大
笑
し
て
云
は
く
、
此
の
守
蔵
の
窮
鬼
子
と
。
予
顧
ず
。
師
曰
く
、

儞
恁
麼
に
し
て
足
る
や
。
予
曰
く
、
甚
麼
の
不
足
の
処
か
あ
ら
ん
と
。
師
、
南
泉
遷
化
の
話
を
挙
す
。
予
耳
を
掩
う
て
出
づ
。
師
曰

く
、
闍
梨
。
予
頭
を
回
す
。
師
曰
く
、
此
の
守
蔵
の
窮
鬼
子
と
。
此
よ
り
大
凡
予
を
見
る
毎
に
、
尽
く
守
蔵
の
窮
鬼
子
と
い
ふ
」

（
伊
豆
山
格
堂
、
遠
羅
天
釜
、
巻
之
下
、
二
五
八
頁
、
二
六
五
頁
以
下
。
芳
澤
勝
弘
訳
注
、
白
隠
禅
師
法
語
全
集
第
九
冊
、
遠
羅
天

釜
、
四
二
七
頁
以
下
）
。

（
56
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
六
、
一
二
三
頁
以
下
。
西
谷
が
明
示
的
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
も
禅
に
お
け
る

「
法
」
と
「
人
」
と
の
関
わ
り
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
57
） 

『
立
場
』
、
二
・
三
・
六
、
「
科
学
と
禅
」
、
二
五
一
頁
以
下
。

（
58
） 

入
矢
義
高
監
修
、
景
徳
伝
灯
録
研
究
会
編
、
景
徳
伝
灯
録
、
第
四
巻
、
六
頁
。
『
立
場
』
、
一
・
三
・
六
、
一
二
一
頁
。

（
59
） 

平
野
宗
浄
、
大
燈
、
日
本
の
禅
語
録
第
六
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
八
年
、
三
三
頁
以
下
参
照
。

（
60
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
六
、
一
二
三
頁
―
一
二
五
頁
。
ち
な
み
に
道
元
も
、
長
沙
の
こ
の
説
法
に
つ
い
て
『
正
法
眼
蔵
』
「
十
方
」

巻
で
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
道
元
、
正
法
眼
蔵
、
四
巻
本
岩
波
文
庫
ワ
イ
ド
版
（
水
野
弥
穂
子
校
注
、
一
九
九
三
年
）
、
第
三
巻
、

二
一
〇
頁
―
二
一
四
頁
。
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（
61
） 

『
立
場
』
、
一
・
三
・
六
、
一
二
六
頁
。

（
62
） 

「
人
境
倶
奪
」
と
「
人
境
倶
不
奪
」
は
臨
済
の
四し

り
よ
う
け
ん

料
簡
の
内
の
二
つ
。
柳
田
聖
山
、
臨
済
録
、
佛
典
講
座
第
三
〇
巻
、
六
九
頁
以

下
。
柳
田
聖
山
編
、
禅
語
録
、
世
界
の
名
著
続
三
、
臨
済
録
、
二
〇
五
頁
以
下
。

（
63
） 
「
始
随
芳
草
去
、
又
逐
落
花
回
」
は
長
沙
の
語
で
あ
る
。
『
碧
巌
録
』
第
三
六
則
「
長
沙
一
日
遊
山
」
本
則
、
入
矢
義
高
他
訳
注
、

碧
巌
録
（
中
）
、
五
七
頁
参
照
。

（
64
） 

こ
の
語
と
は
少
し
異
な
る
が
、
「
東
家
に
驢
と
作
り
、
西
家
に
馬
と
作
る
」
も
長
沙
の
語
で
あ
る
。
入
矢
義
高
監
修
、
景
徳
伝
灯

録
研
究
会
編
、
景
徳
伝
灯
録
、
第
四
巻
、
一
六
頁
以
下
参
照
。

（
65
） 

大
森
曹
玄
、
剣
と
禅
（
増
補
版
）
、
春
秋
社
、
一
九
七
三
年
、
八
、
放
つ
位
、
一
三
六
頁
―
一
三
八
頁
。
文
中
の
歌
の
全
文

は
「
張
れ
や
張
れ
た
だ
ゆ
る
み
な
き
あ
づ
さ
弓
放
つ
矢
さ
き
は
知
ら
ぬ
な
り
け
り
」
と
い
い
、
尾
州
の
徳
川
光
友
が
そ
の
剣
道
の

師
、
新
陰
流
の
柳
生
厳
包
入
道
連
也
に
悟
境
を
呈
示
し
た
も
の
と
い
う
。
な
お
白
隠
も
、
大
森
と
大
体
同
様
の
方
向
の
趣
旨
に
お
い

て
「
百
尺
竿
頭
不
動
人
」
を
「
見
地
不
脱
」
と
し
、
臨
済
の
「
黒
暗
の
深
坑
」
と
と
も
に
挙
げ
て
い
る
（
伊
豆
山
格
堂
、
遠
羅
天
釜
、

巻
之
下
、
二
五
〇
頁
。
芳
澤
勝
弘
訳
注
、
白
隠
禅
師
法
語
全
集
第
九
冊
、
遠
羅
天
釜
、
四
一
九
頁
以
下
）
。
ま
た
『
於
仁
安
佐
美
』

に
お
い
て
は
、
大
雑
把
に
（
長
沙
の
偈
の
置
か
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
ず
れ
て
）
、
大
疑
現
前
と
し
て
の
万
里
の
層
氷
裏

か
ら
恐
怖
を
生
ぜ
ず
さ
ら
に
進
み
い
く
こ
と
を
「
百
尺
竿
頭
か
ら
一
歩
を
進
め
て
」
と
呼
ん
で
い
る
（
芳
澤
勝
弘
訳
注
、
白
隠
禅
師

法
語
全
集
第
二
冊
、
於
仁
安
佐
美
、
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
九
年
、
二
八
五
頁
）
。 
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『
花
園
天
皇
日
記
（
花
園
院
宸
記
）
』
正
和
二
年
二
月
記
（
一
）

—

訓
読
と
注
釈—

花
園
天
皇
日
記
研
究
会
編

例　

言

一
、
本
稿
は
、
花
園
天
皇
（
永
仁
五
年
〔
一
二
九
七
〕
～
貞
和
四
年
〔
一
三
四
八
〕
。
以
下
、
花
園
と
略
す
）
の
日
記
で
あ
る
『
花
園
天

皇
日
記
（
花
園
院
宸
記
）
』
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
二
月
一
日
か
ら
十
日
条
の
本
文
に
つ
い
て
、
訓
読
・
注
釈
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
。

一
、
日
記
本
文
の
形
式
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ア　

宮
内
庁
書
陵
部
編
『
花
園
院
宸
記 

巻
六
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）
の
自
筆
本
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
を
底
本
と
し
た
。
な

お
、
翻
印
に
あ
た
っ
て
は
、
村
田
正
志
校
訂
『
史
料
纂
集 

花
園
天
皇
宸
記 

一
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
二
年
）
お

よ
び
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
の
付
録
釈
文
を
参
照
し
た
。

イ　

字
体
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

ウ　

私
意
を
以
て
句
点
（
。 

）
・
読
点
（
、 

）
・
並
列
点
（
・
）
・
返
り
点
を
付
し
、
く
り
か
え
し
記
号
は
「
々
」
を
以
て
示
し
た
。

エ　

塗
抹
に
よ
る
判
読
不
能
の
文
字
は
、

記
号
を
以
て
示
し
、
抹
消
さ
れ
た
文
字
は
、
左
傍
に
〻
記
号
を
付
し
た
。
ま
た
文
字
の

上
に
重
ね
て
別
の
文
字
を
書
い
た
箇
所
は
、
後
に
書
か
れ
た
文
字
の
右
傍
に
傍
点
を
付
し
、
訂
正
前
の
文
字
を
左
傍
の
〔　

〕

記
号
の
中
に
×
を
冠
し
て
注
し
た
。

『花園天皇日記（花園院宸記）』正和二年二月記（一）
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オ　

原
本
に
お
い
て
、
挿
入
記
号
を
以
て
文
字
を
補
っ
た
部
分
は
、
挿
入
記
号
を
用
い
ず
本
文
に
入
れ
込
ん
だ
。

カ　

頭
書
お
よ
び
裏
書
は
、
そ
の
位
置
に
も
っ
と
も
近
い
本
文
の
文
字
に
＊
記
号
（
裏
書
は
＊
＊
記
号
）
を
付
し
、
日
付
ご
と
に
本

文
の
末
尾
に
移
し
た
。

キ　

底
本
と
す
る
自
筆
本
は
、
正
和
二
年
具
注
暦
（
上
下
二
巻
、
間
明
き
三
行
）
に
記
入
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
日
記
の

本
文
を
具
注
暦
よ
り
分
か
ち
、
便
宜
上
本
文
に
は
〔
二
月
大
建
乙卯
〕
・
〔
一
日
、
辛
酉
、
〕
の
よ
う
に
、
月
と
そ
の
大
小
・
干
支
、

日
と
そ
の
干
支
を
加
え
た
。

ク　

文
字
に
関
わ
る
注
は
〔　

〕
記
号
、
参
考
・
説
明
に
わ
た
る
注
は
（　

）
記
号
を
以
て
示
し
た
。

ケ　

一
部
の
人
名
に
付
し
た
注
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』
を
参
照
し
、
便
宜
上
、
後
世
の
家
名
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
。

コ　

記
事
を
検
出
し
や
す
く
す
る
た
め
、
日
付
に
つ
い
て
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
を
使
用
し
た
。

一
、
訓
読
は
、
本
文
の
抹
消
・
訂
正
等
を
反
映
さ
せ
た
上
で
、
本
文
に
付
し
た
返
り
点
に
添
っ
て
行
い
、
内
容
に
応
じ
て
改
行
し
た
。
な

お
、
村
田
正
志
『
和
訳 

花
園
天
皇
宸
記 

一
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
し
た
。

一
、
注
釈
に
は
、
『
古
事
類
苑
』
、
和
田
英
松
・
所
功
校
訂
『
新
訂 

建
武
年
中
行
事
註
解
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
九
年
。
初
出

一
九
三
〇
年
）
を
始
め
と
し
て
、
『
岩
波 
仏
教
辞
典
』
、
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
、
『
鎌
倉
・
室
町
人
名
事
典
』
、
『
国
史
大
辞
典
』
、
『
国

書
人
名
辞
典
』
、
『
大
漢
和
辞
典
』
、
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
、
『
日
本
史
大
事
典
』
、
『
日
本
仏
教
人
名
辞
典
』
、
『
平
安
時
代
史

事
典
』
、
『
有
識
故
実
大
辞
典
』
な
ど
を
参
照
し
た
が
、
一
々
の
記
載
は
省
略
し
た
。
ま
た
、
藤
井
譲
治
・
吉
岡
眞
之
監
修
・
解
説

『
天
皇
皇
族
実
録
』
（
ゆ
ま
に
書
房
）
の
各
巻
を
示
す
際
は
、
『
伏
見
天
皇
実
録 

一
』
の
よ
う
に
略
し
た
。

一
、
注
釈
に
示
し
た
史
料
は
、
以
下
の
も
の
に
拠
っ
た
（
五
十
音
順
。
他
に
参
照
し
た
写
本
・
刊
本
な
ど
の
情
報
も
適
宜
付
記
し
た
）
。

一
部
の
叢
書
（
史
料
纂
集
・
新
訂
増
補
国
史
大
系
・
新
訂
増
補
故
実
叢
書
・
神
道
大
系
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
新
編
国
歌
大

観
・
増
補
史
料
大
成
・
増
補
続
史
料
大
成
・
続
神
道
大
系
・
大
日
本
古
記
録
・
図
書
寮
叢
刊
・
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
収
め
ら
れ

た
史
料
に
つ
い
て
は
記
載
を
省
略
す
る
。

・
『
医
陰
系
図
』
→
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
壬
生
本
（
〔
函
号
〕
四
一
五
―
二
二
〇
）
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・
『
石
清
水
文
書
（
田
中
家
文
書
）
』
〔
河
内
国
楠
葉
弥
勒
寺
相
伝
証
文
〕
→
『
大
日
本
古
文
書 

石
清
水
文
書
（
田
中
家
文
書
）
』
一

―
一
八
七
～
一
九
三

・
『
小
槻
匡
遠
記
』
→
橋
本
義
彦
「
小
槻
匡
遠
記
の
紹
介
」
（
同
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
。
初
出

一
九
五
九
年
）

・
『
亀
山
院
御
灌
頂
記
』
→
続
群
書
類
従
釈
家
部

・
『
教
誡
新
学
比
丘
行
護
律
儀
』
巻
末
刊
語
→
大
屋
徳
城
『
寧
楽
古
経
選
』
下
冊
（
便
利
堂
コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷
所
、
一
九
二
六
年
、

図
版
七
二
）

・
「
教
興
寺
銅
鐘
銘
文
」
→
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
監
修
『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』
（
大
谷
出
版
社
、
一
九
五
六
年
）
。
『
八
尾
市

史 

文
化
財
編
』
（
八
尾
市
、
一
九
七
七
年
）
も
参
照
。

・
『
公
賢
集
』
→
私
家
集
大
成
五

・
『
継
塵
記
（
実
任
卿
記
）
』
→
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
高
松
宮
本
『
神
社
御
幸
部
類
記
』
二
（
〔
資
料
番
号
〕
Ｈ
―
六
〇
〇
―

一
七
九
、
せ
函
三
七
）
。
歴
代
残
闕
日
記
一
六
も
参
照
。

・
『
外
記
日
記
（
新
抄
）
』
→
続
史
籍
集
覧
一

・
『
建
武
年
中
行
事
』
→
和
田
英
松
註
解
・
所
功
校
訂
『
新
訂 

建
武
年
中
行
事
註
解
』
（
前
掲
）

・
『
後
宇
多
院
御
灌
頂
記
』
→
続
群
書
類
従
釈
家
部

・
『
五
大
成
』
→
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
柳
原
本
（
〔
函
号
〕
柳
―
一
三
〇
一
）
。

・
『
五
壇
法
記
』
→
『
東
寺
文
書
』
丙
号
外
二
二
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
架
蔵
写
真
帳
、
〔
資
料
番
号
〕
中
複
製
Ｓ
〇
〇
一
）

・
『
後
伏
見
院
御
願
文
類
』
→
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
伏
見
宮
本
（
〔
函
号
〕
伏
―
七
五
五
）
。
『
天
皇
皇
族
実
録 

後
伏
見
天
皇
実
録 

二
』
（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
五
四
五
～
五
四
六
頁
）
も
参
照
。

・
『
西
大
寺
叡
尊
上
人
遷
化
之
記
』
→ 

『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』
（
前
掲
）
、
熊
原
政
男
「
西
大
寺
叡
尊
上
人
遷
化
之
記
并
嘆
徳
記
」

（
同
『
金
沢
文
庫
研
究
紀
要 

一 

金
沢
文
庫
書
誌
の
研
究
』
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、
一
九
六
一
年
。
初
出
一
九
五
七
年
）
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・
『
西
大
勅
諡
興
正
菩
薩
行
実
年
譜
』
→
『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』
（
前
掲
）

・
『
授
菩
薩
戒
弟
子
交
名
』
→
松
尾
剛
次
「
西
大
寺
叡
尊
像
に
納
入
さ
れ
た
「
授
菩
薩
戒
弟
子
交
名
」
と
「
近
住
男
女
交
名
」
」
（
同

『
日
本
中
世
の
禅
と
律
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
。
初
出
一
九
九
六
年
）

・
『
常
楽
記
』
→
群
書
類
従
雑
部
。
阪
本
龍
門
文
庫
所
蔵
本
（
〔
善
本
書
目
番
号
〕
二
一
三
）
も
参
照
。

・
『
昭
和
五
十
八
年
度
古
典
籍
展
観
大
入
札
会
待
賈
文
書
』
→
工
藤
敬
一
「
肥
後
国
山
本
荘
に
お
け
る
大
江
広
元
の
権
限
―
売
り
た

て
目
録
掲
載
の
一
史
料
か
ら
―
」
（
同
『
荘
園
公
領
制
の
成
立
と
内
乱
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
。
初
出
一
九
九
〇
年
）

・
『
諸
嗣
宗
脈
記
』
→
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所
蔵
享
保
三
年
版
本
（
〔
請
求
記
号
〕
二
九
五
．
九
／
一
―
Ｗ
）

・
『
親
玄
僧
正
日
記
』
→
親
玄
僧
正
日
記
を
読
む
会
（
ダ
イ
ゴ
の
会
）
「
『
親
玄
僧
正
日
記
』
（
下
）
永
仁
二
年
分
」
（
『
中
世
内
乱
史
研

究
』
一
六
、
一
九
九
五
年
）

・
『
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
南
朝
文
書
』
→
『
南
北
朝
遺
文 

関
東
編
』
一
―
一
三
七

・
『
夕
拝
備
急
至
要
抄
』
→
群
書
類
従
公
事
部

・
『
摂
津
国
大
嶋
雀
部
庄
関
係
文
書
案
』
→
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
伏
見
宮
本
（
〔
函
号
〕
伏
―
七
七
五
）

・
『
存
覚
上
人
一
期
記
』
→
真
宗
史
料
集
成
一
。
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
三
も
参
照
。

・
『
太
元
秘
記
』
→
『
柳
原
家
記
録
』
一
〇
九
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
、〔
請
求
記
号
〕
二
〇
〇
一
―
一
〇
―
一
〇
九
）

・
『
太
元
法
理
性
院
相
承
次
第
』
→
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
本
（
〔
請
求
記
号
〕 

貴
一
七
―
一
一
）

・
『
醍
醐
寺
文
書
』
第
三
函
一
一
―
⑨
→
『
大
日
本
古
文
書 

醍
醐
寺
文
書
』
二
―
二
九
五
―
（
九
）
・
『
鎌
倉
遺
文
』
二
四
―

一
八
四
二
八
、
同
第
三
函
七
八
→
『
大
日
本
古
文
書 
醍
醐
寺
文
書
』
二
―
三
七
二
・
『
鎌
倉
遺
文
』
三
六
―
二
八
〇
一
〇
、
同

第
一
〇
函
六
→
『
大
日
本
古
文
書 

醍
醐
寺
文
書
』
六
―
一
二
三
三
・
『
鎌
倉
遺
文
』
三
五
―
二
七
二
二
五
／
二
七
二
四
二
／

二
七
四
二
三

・
『
中
性
院
法
印
灌
頂
資
記
』
→
続
群
書
類
従
釈
家
部

・
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』
→
築
島
裕
「
醍
醐
寺
蔵
本
「
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
」
」
（
『
〔
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
〕
研
究
紀
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要
』
一
、
一
九
七
八
年
）

・
『
典
薬
頭
補
任
次
第
』
→
改
定
史
籍
集
覧
二
四

・
『
東
寺
王
代
記
』
→
続
群
書
類
従
雑
部

・
『
東
寺
長
者
補
任
』
→
続
々
群
書
類
従
史
伝
部
。
湯
浅
吉
美
「
観
智
院
に
蔵
す
る
『
東
寺
長
者
補
任
』
の
異
本
に
つ
い
て
」
（
『
成

田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
二
三
、
二
〇
〇
〇
年
）
も
参
照
。

・
『
中
院
一
品
記
』
→
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
中
院
文
庫
本
『
中
院
通
冬
記
（
中
院
一
位
殿
御
記
）
』
（
〔
請
求
記
号
〕
中
院
／
Ⅱ

／
三
一
）

・
『
任
僧
綱
土
代
』
→
続
群
書
類
従
補
任
部
。
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
〔
稿
本
〕
続
群
書
類
従
」
九
三
（
〔
函
号
〕
四
五
三
―
二
）
も

参
照
。

・
『
〔
仁
和
寺
本
〕
系
図
』
→
関
口
力
「
仁
和
寺
本
『
系
図
』
の
研
究
・
翻
刻
（
二
）
」
（
『
仁
和
寺
研
究
』
五
、
二
〇
〇
五
年
）

・
『
福
岡
市
立
歴
史
資
料
館
蔵 
青
柳
種
信
資
料
』
→
『
鎌
倉
遺
文
』
四
〇
―
三
〇
九
八
〇

・
『
慕
帰
絵
』
→
真
宗
史
料
集
成
一
。
続
日
本
絵
巻
大
成
四
も
参
照
。

・
『
名
語
記
』
→
田
山
方
南
校
閲
・
北
野
克
写
『
名
語
記
』
（
勉
誠
社
、
一
九
八
三
年
）

・
『
守
屋
孝
蔵
氏
蒐
集
文
書
』
→
『
宸
翰
英
華
』
一
―
八
一
。
『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
―
二
四
七
八
九
、
京
都
国
立
博
物
館
編
『
京
都
国

立
博
物
館
蔵 

宸
翰
』
四
八
（
京
都
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年
）
も
参
照
。

・
『
門
葉
記
』
→
大
正
新
脩
大
蔵
経
図
像
部

・
『
病
草
紙
』
関
戸
家
本
→
日
本
絵
巻
大
成
七

・
『
歴
代
皇
紀
』
→
改
定
史
籍
集
覧
一
八

・
『
六
条
八
幡
宮
別
当
補
任
次
第
』
→
福
田
豊
彦･

海
老
名
尚
「
『
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
』
「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
に
つ

い
て
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
五
、
一
九
九
二
年
）

・
『
和
気
氏
系
図
』
→
群
書
類
従
系
譜
部
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一
、
注
釈
に
頻
出
す
る
典
拠
の
表
示
に
は
、
以
下
の
略
号
を
用
い
た
。

 

『
花
園
天
皇
日
記
』
＝
『
花
園
』
、
『
尊
卑
分
脈
』
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
○
巻
△
頁
＝
『
尊
卑
』
○
―
△
、
『
公
卿
補
任
』
＝
『
公

補
』
、
『
建
武
年
中
行
事
』
＝
『
建
武
』

一
、
注
釈
に
お
い
て
、
次
の
既
発
表
の
注
釈
に
説
明
を
譲
る
べ
き
内
容
が
あ
る
場
合
は
、
例
え
ば
「
正
月
一
日
条
注
釈
参
照
」
な
ど
と
記

す
。
適
宜
参
看
さ
れ
た
い
。

・
花
園
天
皇
日
記
研
究
会
編
「
『
花
園
天
皇
日
記
（
花
園
院
宸
記
）
』
正
和
二
年
正
月
記
―
訓
読
と
注
釈
―
」
（
『
花
園
大
学
国
際
禅
学

研
究
所
論
叢
』
四
、
二
〇
〇
九
年
）

一
、
本
稿
は
、
本
研
究
会
の
輪
読
の
成
果
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
の
参
加
者
は
、
阿
尾
あ
す
か
、
金
正
文
、
坂
口
太
郎
、
中

村
健
史
、
長
村
祥
知
、
長
谷
部
寿
彦
、
花
田
卓
司
、
村
山
識
、
横
澤
大
典
、
芳
澤
元
、
米
澤
隼
人
（
五
十
音
順
）
で
あ
る
。
長
谷

部
・
坂
口
の
報
告
内
容
を
土
台
と
し
、
次
の
メ
ン
バ
ー
が
分
担
し
て
執
筆
し
た
。

 

　

担
当
箇
所
は
以
下
の
通
り
。
本
文
校
訂
・
訓
読
の
担
当
は
坂
口
、
注
釈
の
担
当
は
、
二
月
三
日
・
五
日
条
が
横
澤
、
四
日
・
六
日

条
（
頭
書
・
裏
書
）
が
米
澤
、
六
日
条
（
本
文
）
が
花
田
、
七
日
・
八
日
・
九
日
条
が
坂
口
、
十
日
条
が
中
村
・
村
山
で
あ
る
。
各

人
の
原
稿
を
数
度
の
検
討
会
に
お
い
て
吟
味
し
、
阿
尾
・
坂
口
・
長
村
・
花
田
・
芳
澤
が
内
容
を
加
筆
・
調
整
し
た
。

一
、
本
研
究
会
の
運
営
や
本
稿
の
発
表
に
あ
た
っ
て
は
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
な
ら
び
に
同
研
究
所
の
芳
澤
勝
弘
氏
、
冨
増
健
太

郎
氏
よ
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。

 

〔
二
月
大
建
乙卯
〕

 

〔
一
日
、
辛
酉
、
〕

254



 

〔
二
日
、
壬
戌
、
〕

 

〔
三
日
、
癸
亥
、
〕
今
日
、
自
レ

院
（
伏
見
上
皇
）

給
二

一
条
院
幷
後
冷
泉
院
御
記
一。
一
条
院
御
記
七
巻
。

後
冷
泉
。　
　
　

寛
弘
。

此
間
無
レ

何
懈
怠
不
レ

記
。

々〻
々〻　

〻
今〻
日〻
記〻　

 

【
訓
読
】

　

今
日
、
院
よ
り
一
条
院
幷
に
後
冷
泉
院
御
記
を
給
ふ
。
一
条
院
御
記
七
巻
。

後
冷
泉
。　
　
　

寛
弘
。 

　

こ
の
間
何
と
無
く
懈
怠
し
て
記
さ
ず
。

 

【
注
釈
】

自
二

康
平
二
年
一、

至
二

治
暦
二
年
一。

康
平
二
年
よ
り
、

治
暦
二
年
に
至
る
。

院　

伏
見
上
皇
。
諱
は
煕
仁
。
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
～

文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
。
在
位
は
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）

～
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
。
四
十
九
歳
。
父
は
後
深
草
天

皇
。
母
は
洞
院
実
雄
の
女
、
玄
輝
門
院
愔
子
。
中
宮
は
西

園
寺
実
兼
の
女
、
永
福
門
院
鏱
子
。
後
伏
見
・
花
園
両
天

皇
の
父
。

 

　

建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
十
月
、
親
王
宣
下
。
同
年

十
一
月
、
大
覚
寺
統
の
後
宇
多
天
皇
の
東
宮
に
立
ち
、
弘

安
十
年
十
月
、
冷
泉
富
小
路
殿
に
お
い
て
践
祚
。
翌
十
一

年
三
月
、
即
位
。
同
年
十
一
月
に
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
た
。

当
初
は
父
院
後
深
草
の
院
政
下
に
あ
っ
た
が
、
正
応
三
年

（
一
二
九
〇
）
二
月
、
後
深
草
よ
り
政
務
を
譲
ら
れ
親
政
を

開
始
し
た
。
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
七
月
、
東
宮
胤
仁

親
王
（
後
伏
見
天
皇
）
に
譲
位
し
、
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）

正
月
に
大
覚
寺
統
の
後
二
条
天
皇
が
践
祚
す
る
ま
で
院
政

を
行
う
。
ま
た
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
八
月
、
後
二
条

の
死
去
に
よ
り
花
園
天
皇
が
践
祚
し
た
後
、
再
度
院
政
を

行
っ
た
。
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
十
月
十
四
日
、
後
伏
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見
院
に
政
務
を
譲
る
。
同
月
十
七
日
、
出
家
し
て
法
名
を

素
融
と
称
し
た
。

 

　

伏
見
は
、
政
道
の
刷
新
に
努
め
、
訴
訟
制
度
に
大
き
な

改
革
を
加
え
た
。
特
に
、
新
政
期
の
正
応
五
年
七
月
に
は

新
制
十
三
箇
条
を
発
し
て
雑
訴
の
手
続
法
を
整
備
し
、
同

六
年
六
月
に
は
記
録
所
庭
中
を
開
設
し
た
。
ま
た
、
毎
月

六
度
の
雑
訴
評
定
の
開
催
を
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第

二
次
院
政
期
の
延
慶
二
年
三
月
に
は
十
五
箇
条
の
「
延
慶

法
」
を
制
定
し
、
鎌
倉
後
期
・
南
北
朝
期
の
公
家
雑
訴
法

の
歴
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
こ
れ
ら
の
政
道
改
革

に
つ
い
て
は
、
古
田
（
水
戸
部
）
正
男
「
鎌
倉
時
代
の
記

録
所
に
就
い
て
」
（
『
史
潮
』
八
―
一
、
一
九
三
八
年
）
、
森
茂

暁
「
鎌
倉
後
期
に
お
け
る
公
家
訴
訟
制
度
の
展
開
」
（
同

『
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
。
初
出

一
九
八
六
年
）
参
照
。

 

　

伏
見
は
学
問
や
文
芸
、
書
に
も
優
れ
た
才
を
示
し
、
和

歌
で
は
京
極
為
兼
を
庇
護
し
て
京
極
派
歌
風
の
形
成
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
正
和
元
年
に
は
為
兼
に
『
玉
葉

和
歌
集
』
を
選
進
さ
せ
た
。
日
記
に
『
伏
見
天
皇
日
記

（
天
聴
御
記
）
』
。
歌
集
に
『
伏
見
院
御
集
（
広
沢
切
）
』
が
あ

る
。

 

　

伏
見
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
『
伏
見
天
皇
実
録 

一
』
、

岩
佐
美
代
子
『
あ
め
つ
ち
の
心
―
伏
見
院
御
歌
評
釈
―
』

（
笠
間
書
院
、
一
九
七
九
年
）
参
照
。

一
条
院
幷
後
冷
泉
院
御
記　

一
条
院
は
一
条
天
皇
。
諱
は

懐
仁
。
天
元
三
年
（
九
八
〇
）
～
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
。

在
位
は
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
～
寛
弘
八
年
。
円
融
天
皇

の
第
一
皇
子
。
母
は
藤
原
兼
家
の
女
、
詮
子
（
東
三
条
院
）
。

一
条
天
皇
の
御
記
す
な
わ
ち
日
記
は
「
長
徳
御
記
」
「
寛

弘
御
記
」
な
ど
と
称
さ
れ
、
長
徳
・
寛
弘
年
間
（
九
九
五

〜
一
〇
一
二
）
の
日
記
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

既
に
院
政
期
に
は
長
徳
年
間
記
が
欠
落
し
、
王
家
に
は

「
寛
弘
六
年
以
後
御
記
」
が
残
っ
て
い
た
ら
し
い
が
（
『
台

記
』
久
安
三
年
〔
一
一
四
七
〕
三
月
二
十
二
日
条
）
、
本
日
条

で
も
「
寛
弘
」
と
見
え
、
寛
弘
年
間
記
の
み
が
残
存
し
て

い
た
如
く
で
あ
る
。
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後
冷
泉
院
は
後
冷
泉
天
皇
。
諱
は
親
仁
。
万
寿
二
年

（
一
〇
二
五
）
～
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
。
在
位
は
寛
徳
二

年
（
一
〇
四
五
）
～
治
暦
四
年
。
後
朱
雀
天
皇
の
第
一
皇

子
。
母
は
藤
原
道
長
の
女
、
嬉
子
。
後
冷
泉
天
皇
の
日
記

は
、
そ
の
没
後
、
い
っ
た
ん
乳
母
大
弐
三
位
か
ら
孫
藤
原

知
房
へ
伝
わ
り
、
知
房
の
没
後
に
摂
政
藤
原
忠
実
に
よ
り

白
河
院
へ
献
上
さ
れ
、
王
家
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
頃
に
は
康
平
二
年
（
一
〇
五
九
）

か
ら
治
暦
四
年
四
月
一
日
ま
で
の
十
九
巻
が
存
在
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
が
（
『
中
右
記
』
天
永
三
年
〔
一
一
一
二
〕
五

月
二
十
五
日
条
）
、
本
日
条
で
は
「
自
康
平
二
年
至
治
暦
二

年
」
と
あ
る
よ
う
に
治
暦
三
・
四
年
記
が
欠
落
し
て
い
た
。

 

　

か
か
る
一
条
・
後
冷
泉
両
天
皇
を
始
め
、
歴
代
天
皇
の

日
記
に
つ
い
て
は
、
和
田
英
松
『
皇
室
御
撰
之
研
究
』

（
明
治
書
院
、
一
九
三
三
年
）
、
米
田
雄
介
『
歴
代
天
皇
の
記

録
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
二
年
）
、
松
薗
斉
『
日

記
の
家
―
中
世
国
家
の
記
録
組
織
―
』
第
二
部
第
六
章

「
天
皇
家
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
。
初
出
一
九
九
二

年
）
参
照
。
松
薗
氏
に
よ
れ
ば
、
院
政
期
以
降
の
天
皇
家

の
「
日
記
の
家
」
化
を
前
提
に
、
持
明
院
統
の
天
皇
家

に
は
日
記
に
よ
る
一
種
の
教
育
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ

て
お
り
、
花
園
天
皇
は
、
父
伏
見
院
と
兄
後
伏
見
院
か

ら
歴
代
天
皇
の
日
記
を
提
供
さ
れ
、
帝
王
学
を
教
授
さ

れ
て
い
た
と
い
う
。
『
花
園
』
で
は
、
本
日
条
を
皮
切
り

に
、
以
後
、
本
年
だ
け
で
も
「
人
左
記
（
順
徳
院
御
記
）
」

（
四
月
十
六
日
条
）
、
「
二

（
醍
醐

代・

御
村
上
天
皇
）

記
幷
抄
」
（
九
月
二
十
五
日
条
）
、

「
寛

（
宇
多
天
皇
）

平
御
記
」
（
十
月
四
日
条
）
、
「
正

（
後
深
草
院
）

応
故
院
御
記
」
（
十
二

月
二
十
八
日
条
）
な
ど
が
花
園
へ
提
供
さ
れ
た
こ
と
が
見

え
る
。

此
間
無
何
懈
怠
不
記　

「
こ
の
と
こ
ろ
何
と
な
く
な
ま
け

怠
っ
た
た
め
に
日
記
を
記
さ
な
か
っ
た
」
の
意
。
前
日
・

前
々
日
の
記
事
を
筆
録
し
な
か
っ
た
こ
と
に
関
す
る
説
明
。

「
懈
怠
」
に
つ
い
て
は
、
正
月
廿
八
日
条
注
釈
参
照
。
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〔
四
日
、
甲
子
、
〕
天
晴
。
祈
年
祭
矣
。
上
卿
不
レ

参
。
仍
参
議
資

（
源
）

栄
許
云
々
。

 

【
訓
読
】

　

天
晴
る
。
祈
年
祭
な
り
。
上
卿
参
ら
ず
。
よ
っ
て
参
議
資
栄
ば
か
り
と
云
々
。

 

【
注
釈
】

祈き

年ね
ん

祭さ
い　

「
と
し
ご
い
の
ま
つ
り
」
と
も
。
そ
の
年
の
五
穀

豊
穣
を
神
に
祈
る
祭
。
毎
年
二
月
四
日
、
神
祇
官
に
お
い

て
行
わ
れ
た
。
ま
た
同
日
、
天
皇
は
紫
宸
殿
に
お
い
て
伊

勢
神
宮
を
拝
し
た
（
『
建
武
』
〔
祈
年
祭
〕
）
。

上
卿　

朝
廷
で
の
政
務
や
儀
式
を
奉
行
す
る
公
卿
。

参
議
資
栄　

源
資
栄
。
？
～
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
。
『
尊

卑
』
三
―
五
二
九
。
『
公
補
』
正
和
元
～
文
保
元
。
父
は

顕
資
。

 

　

弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
正
月
、
叙
爵
。
正
応
元
年

（
一
二
八
八
）
四
月
、
従
五
位
上
。
同
年
五
月
、
侍
従
。
同

五
年
八
月
、
正
五
位
下
。
同
六
年
六
月
、
左
少
将
。
永

仁
四
年
（
一
二
九
六
）
正
月
、
従
四
位
下
。
嘉
元
三
年

（
一
三
〇
五
）
十
一
月
、
従
四
位
上
。
同
四
年
正
月
、
正
四

位
下
。
同
年
二
月
、
右
中
将
。
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）

五
月
、
宮
内
卿
、
花
園
の
蔵
人
頭
と
な
り
、
右
中
将
を
去

る
。
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
四
月
、
参
議
。
同
年
七
月
、

従
三
位
。
同
二
年
八
月
、
辞
退
。

 

　

蔵
人
頭
在
職
時
に
花
園
の
綸
旨
の
奉
者
を
つ
と
め
て
い

る
（
『
砂
巌
』
五
〔
文
書
類
幷
消
息
等
雑
々
〕
所
収
応
長
二
年
三

月
十
五
日
「
花
園
天
皇
綸
旨
」
。
『
鎌
倉
遺
文
』
に
は
脱
漏
）
。

 

〔
五
日
、
乙
丑
、
〕
今
日
、
自
レ

院
（
伏
見
上
皇
）

給
二

勝
光
明
院
宝
蔵
沈
一
合
一。
賦
二

給
女
房
等
一。
大
櫃
被
レ

入
。
是
沈
柱
也
。
少
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分
切
二

取
之
一

也
。

 

【
訓
読
】

　

今
日
、
院
よ
り
勝
光
明
院
宝
蔵
の
沈
一
合
を
給
ふ
。
女
房
等
に
賦
ち
給
ふ
。
大
櫃
に
入
れ
ら
る
。
こ
れ
沈
の
柱
な
り
。
少
分

こ
れ
を
切
り
取
る
な
り
。

 

【
注
釈
】

院　

伏
見
上
皇
。
二
月
三
日
条
注
釈
参
照
。

勝
光
明
院
宝
蔵　

勝
光
明
院
は
、
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
、

鳥
羽
院
に
よ
り
院
御
所
鳥
羽
殿
の
北
殿
に
付
属
し
て
造
営

さ
れ
た
御
堂
。
藤
原
頼
通
の
宇
治
平
等
院
を
手
本
と
し
て

造
営
さ
れ
、
鳳
凰
堂
を
真
似
た
阿
弥
陀
堂
の
ほ
か
、
や
は

り
平
等
院
を
模
し
た
宝
蔵
（
経
蔵
）
が
建
て
ら
れ
た
。
北

殿
お
よ
び
勝
光
明
院
の
造
作
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
奉

行
を
務
め
た
源
師
時
の
日
記
『
長
秋
記
』
長
承
三
年

（
一
一
三
四
）
～
保
延
元
年
条
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
勝
光

明
院
は
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
七
月
に
焼
亡
し
て
い
る

（
『
百
練
抄
』
七
月
一
日
条
）
が
、
宝
蔵
は
焼
失
を
免
れ
た
ら

し
い
。

 

　

こ
の
勝
光
明
院
宝
蔵
に
は
、
鳥
羽
院
の
御
物
を
始
め
と

し
て
「
顕
密
之
聖
教
、
古
今
之
典
籍
、
道
具
・
書
法
、
弓

剣
・
管
弦
」
な
ど
の
「
累
代
之
重
宝
」
が
納
め
ら
れ
て
お

り
（
『
本
朝
世
紀
』
久
安
二
年
〔
一
一
四
六
〕
八
月
二
十
三
日

条
）
、
本
日
条
の
「
沈
」
（
沈
香
）
も
宝
物
の
一
部
と
し
て

伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
宝
物
の
う
ち
著
名

な
も
の
と
し
て
、
「
後
二
代
御
記
」
す
な
わ
ち
後
三
条
・

後
朱
雀
両
天
皇
の
日
記
が
あ
る
。
勝
光
明
院
の
宝
蔵
と
宝

物
に
つ
い
て
は
、
竹
居
明
男
「
寺
院
の
宝
蔵
（
経
蔵
）
と

院
政
期
の
文
化
」
（
同
『
日
本
古
代
仏
教
の
文
化
史
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
八
年
。
初
出
一
九
八
九
年
）
、
田
島
公
「
中
世

天
皇
家
の
文
庫
・
宝
蔵
の
変
遷
―
蔵
書
目
録
の
紹
介
と
収

『花園天皇日記（花園院宸記）』正和二年二月記（一）
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〔
六
日
、
丙
寅
、
〕
今＊

 

日
、
解
二

神
事
一。
小
除
目
。
奉
行
冬

（
中
御
門
）

定
朝
臣
。
上
卿
権
中
納
言
源

（
中
院
）通

顕
朝
臣
。
参
議
不
レ

参
。

右
少
弁
頼

（
冷
泉
）定

書
二

除
目
一。
戌
刻
、
奏
二

除＊
＊

目
一。
菅

（
東
坊
城
）

原
茂
長
任

× 二

治〔

〔
　
刑
〕部
卿
一。
藤
原
藤
範
任
二

大
蔵
卿
一。
平
親
忠
任
二

木
工

頭
一。
藤

（
持
明
院
）

保
俊
任
二

左
近
少
将
一。
藤
原
秀
範
任
二

少
納
言
一。
源
顕
行
・
藤

（
二
条
）師

基
叙
二

正
三
位
一。
平
維

〔
惟
〕

継
叙
二

従
三
位
一。

蔵
品
の
行
方
―
」
（
同
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
二
、
思

文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
参
照
。

 

　

勝
光
明
院
や
後
白
河
院
造
営
の
蓮
華
王
院
な
ど
の
宝
物

は
、
松
薗
斉
『
日
記
の
家
』
第
二
部
第
六
章
「
天
皇
家
」

（
二
月
三
日
条
注
釈
前
掲
）
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
期
の
両
統
分

裂
下
で
は
治
天
の
君
に
相
伝
さ
れ
る
「
渡
物
」
的
な
性
格

を
持
っ
て
い
た
如
く
で
あ
り
、
伏
見
院
は
治
天
の
君
と
し

て
花
園
へ
宝
物
を
与
え
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
三
日
条

に
見
え
る
一
条
・
後
冷
泉
両
天
皇
日
記
の
提
供
も
同
様
で

あ
ろ
う
。

沈　

沈
香
。
イ
ン
ド
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
分
布
す
る
ジ
ン

チ
ョ
ウ
ゲ
科
の
常
緑
高
木
。
幹
は
高
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
に

達
し
、
葉
は
長
さ
五
～
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
長
楕
円
形

で
、
先
は
尾
状
に
尖
る
。
沈
香
は
香
木
と
し
て
珍
重
さ
れ
、

イ
ン
ド
で
は
薬
用
と
も
さ
れ
る
。
ま
た
生
木
・
古
木
を
土

中
に
埋
め
て
腐
敗
さ
せ
、
樹
脂
を
採
集
し
て
天
然
香
料
と

し
た
物
も
指
し
、
こ
の
う
ち
光
沢
の
あ
る
黒
色
の
優
良
品

を
伽
羅
と
称
し
た
。

 

　

日
本
に
お
け
る
沈
香
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
山
田
憲
太

郎
『
東
亜
香
料
史
研
究
』
第
二
部
「
日
本
沈
香
志
」
（
中

央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
六
年
）
に
く
わ
し
い
。

大
櫃　

櫃
は
、
盖
が
上
に
開
く
木
製
の
箱
。
衣
料
・
調
度
な

ど
を
納
め
た
り
運
ん
だ
り
す
る
の
に
使
用
す
る
。
こ
こ
で

は
沈
香
の
香
木
を
大
型
の
櫃
一
合
に
納
め
て
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
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「（
＊
頭
書
）

又
有
二

僧
事
一。
前
僧
正
実
超
任
二

大
僧
正
一。
去
延
慶
二
年　

月
蝕
御
祈
賞
。
法
印
運
雅
任
二

権
僧
正
一。
」

 
「（

＊
＊
裏
書
）

今
日
聞
、
太

（
法
琳
寺
）

元
堂
焼
亡
、
本

（
太
元
帥
明
王
）

尊
等
皆
悉
焼
失
云
々
。
末
法
之
世
、
可
レ

歎
々
々
。
」

 

【
訓
読
】

　

今
日
、
神
事
を
解
く
。

　

小
除
目
。
奉
行
冬
定
朝
臣
。
上
卿
権
中
納
言
源
通
顕
朝
臣
。
参
議
参
ら
ず
。
右
少
弁
頼
定
、
除
目
を
書
く
。
戌
の
刻
、
除
目

を
奏
す
。
菅
原
茂
長
、
治
部
卿
に
任
ず
。
藤
原
藤
範
、
大
蔵
卿
に
任
ず
。
平
親
忠
、
木
工
頭
に
任
ず
。
藤
保
俊
、
左
近
少
将
に

任
ず
。
藤
原
秀
範
、
少
納
言
に
任
ず
。
源
顕
行
・
藤
師
基
、
正
三
位
に
叙
す
。
平
維
継
、
従
三
位
に
叙
す
。

　

「（
頭
書
）

ま
た
僧
事
有
り
。
前
僧
正
実
超
、
大
僧
正
に
任
ず
。
去
ぬ
る
延
慶
二
年

月
蝕
御
祈
の
賞
。

法
印
運
雅
、
権
僧
正
に
任
ず
。
」

　

「（
裏
書
）

今
日
聞
く
、
太
元
堂
焼
亡
し
、
本
尊
等
皆
悉
く
焼
失
す
と
云
々
。
末
法
の
世
、
歎
く
べ
し
〳
〵
。
」

 

【
注
釈
】

解
神
事　

こ
こ
で
い
う
神
事
は
、
祈
年
祭
後
斎
を
指
す
。
斎

戒
を
解
き
、
平
常
に
戻
る
こ
と
。

小
除
目　

臨
時
除
目
の
こ
と
。
春
の
県あ

が
た
め
し
の
じ
も
く

召
除
目
・
秋
の

司つ
か
さ
め
し
の
じ
も
く

召
除
目
の
ほ
か
に
臨
時
に
行
わ
れ
た
小
規
模
の
除
目
。

こ
の
日
の
小
除
目
で
は
、
あ
わ
せ
て
叙
位
も
行
わ
れ
た
。

奉
行　

こ
の
日
行
わ
れ
た
小
除
目
の
奉
行
は
、
蔵
人
頭
と
し

て
中
御
門
冬
定
が
つ
と
め
た
。

冬
定
朝
臣　

中
御
門
冬
定
。
こ
の
と
き
蔵
人
頭
・
右
兵
衛
督
。

三
十
二
歳
。
正
月
一
日
条
注
釈
参
照
。

上
卿　

二
月
四
日
条
注
釈
参
照
。

権
中
納
言
源
通
顕
朝
臣　

中
院
通
顕
。
初
名
通
平
、
つ
い

で
通
真
、
通
顕
と
改
め
る
。
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
～

康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
。
こ
の
と
き
正
二
位
、
権
中
納
言
。

二
十
三
歳
。
『
尊
卑
』
三
―
五
一
四
、
四
―
一
五
二
。
『
公
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補
』
徳
治
二
～
正
慶
二
・
元
弘
三
。
父
は
内
大
臣
通
重
。

母
は
久
我
通
能
の
女
。

 

　

正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
二
月
、
従
五
位
下
。
永
仁

六
年
（
一
二
九
八
）

五
月
、
春
宮
権
亮
。
正
安
元
年

（
一
二
九
九
）
四
月
、
左
中
将
。
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）

三
月
、
蔵
人
頭
。
同
年
九
月
、
非
参
議
・
従
三
位
。
同

年
十
一
月
、
参
議
。
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
九
月
、
左

衛
門
督
に
任
ぜ
ら
れ
、
検
非
違
使
別
当
を
兼
ね
る
。
同

年
十
二
月
、
権
中
納
言
。
同
二
年
十
一
月
、
正
三

位
。
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
正
月
、
従
二
位
。
正
和
元

年
（
一
三
一
二
）
三
月
、
正
二
位
。
同
五
年
九
月
、
中

納
言
。
同
年
十
月
、
淳
和
・
奨
学
院
別
当
。
文
保
二
年

（
一
三
一
八
）
八
月
、
権
大
納
言
。
以
後
、
権
大
納
言
の
辞

任
・
還
任
を
繰
り
返
し
、
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
十
月
、

大
納
言
と
な
り
、
翌
十
一
月
に
春
宮
大
夫
を
兼
ね
る
。
正

慶
元
年
（
一
三
三
二
）
十
月
、
内
大
臣
。
同
二
年
・
元
弘

三
年
五
月
八
日
、
四
十
三
歳
で
出
家
。
法
名
は
空
乗
。
康

永
二
年
（
一
三
四
三
）
十
二
月
二
十
日
、
五
十
三
歳
で
没
す
。

 

　

歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
、
『
続
千
載
和
歌
集
』
、
『
続
後

拾
遺
和
歌
集
』
な
ど
に
入
首
し
て
い
る
。

参
議
不
参
。
右
少
弁
頼
定
書
除
目
。
戌
刻
、
奏
除
目　

小
除

目
は
、
恒
例
の
除
目
（
県

あ
が
た
め
し
の
じ
も
く

召
除
目
・
司

つ
か
さ
め
し
の
じ
も
く

召
除
目
）
を
簡
略
化

し
た
方
式
で
執
行
さ
れ
る
。
そ
の
次
第
は
、
『
北
山
抄
』
、

『
江
次
第
』
な
ど
に
詳
し
い
。
ま
ず
、
天
皇
が
上
卿
一
人

を
召
し
、
任
官
者
を
決
定
す
る
。
受
領
を
任
じ
る
際
に
は
、

任
官
希
望
者
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
文
を
下
し
、
諸
卿

に
挙
申
さ
せ
る
。
任
官
者
が
決
ま
る
と
、
上
卿
は
陣
頭
に

退
き
、
こ
れ
を
一
紙
に
書
き
、
参
上
し
て
上
奏
す
る
。
最

後
に
、
参
議
に
清
書
さ
せ
、
外
記
が
こ
れ
を
持
ち
、
蔵
人

に
付
し
て
奏
聞
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
今
回
の
小
除

目
の
場
合
、
参
議
が
不
参
で
あ
っ
た
た
め
、
代
わ
り
に
右

少
弁
の
冷
泉
頼
定
が
清
書
し
て
い
る
。

右
少
弁
頼
定　

冷
泉
頼
定
。
生
没
年
未
詳
。
こ
の
と
き
右
少

弁
。
『
尊
卑
』
二
―
七
六
。
『
公
補
』
正
和
四
～
正
慶
二
・

元
弘
三
。
父
は
権
中
納
言
経
頼
。
母
は
祇
園
執
行
盛
晴
の

女
。
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弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
四
月
、
叙
爵
。
同
九
年
九
月
、

豊
後
守
。
同
十
年
正
月
、
豊
後
守
を
止
む
。
同
年
三
月
、

位
記
を
止
む
。
同
年
六
月
二
十
日
、
六
位
蔵
人
と
な
り
、

同
二
十
三
日
、
左
衛
門
少
尉
。
同
年
十
二
月
、
従
五
位
下
。

正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
五
月
、
安
芸
守
。
同
二
年
四

月
、
春
宮
少
進
を
兼
ね
る
。
同
三
年
十
一
月
、
春
宮
権
大

進
。
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
九
月
、
春
宮
権
大
進
を
辞
す
。

嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
十
一
月
、
中
宮
権
大
進
。
徳
治

元
年
（
一
三
〇
六
）
十
二
月
、
中
宮
大
進
。
延
慶
三
年

（
一
三
一
〇
）
八
月
、
蔵
人
。
同
年
十
月
、
兵
部
権
大
輔
に

遷
り
、
中
宮
大
進
を
去
る
。
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
十

月
、
右
少
弁
に
任
じ
、
蔵
人
・
兵
部
権
大
輔
を
去
る
。
同

三
年
二
月
、
勧
学
院
別
当
。
同
四
年
四
月
、
右
大
弁
。
同

年
八
月
、
蔵
人
頭
に
補
さ
れ
、
右
大
弁
を
去
る
。
同
年
九

月
、
修
理
権
大
夫
。
同
年
十
二
月
、
参
議
。
同
五
年
七
月
、

従
三
位
。
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
二
月
、
参
議
を
辞
す
。

元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
二
月
、
正
三
位
。
元
弘
元
年

（
一
三
三
一
）
十
月
、
権
中
納
言
。
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）

正
月
、
従
二
位
。
同
年
三
月
、
所
職
を
辞
す
。
同
二
年
・

元
弘
三
年
五
月
、
近
江
国
番
場
宿
の
辺
り
で
出
家
。

菅
原
茂
長　

東
坊
城
茂
長
。
初
名
俊
長
。
弘
安
七
年
（
一
二
八

四
）
～
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
。
こ
の
と
き
従
四
位
上
、

治
部
卿
。
三
十
歳
。
『
尊
卑
』
四
―
七
七
。
『
公
補
』
元
徳

二
～
康
永
二
。
父
は
参
議
長
経
。

 

　

正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
三
月
、
文
章
生
。
永
仁
元
年

（
一
二
九
三
）
二
月
、
文
章
得
業
生
。
同
三
年
二
月
、
叙
爵
。

同
四
年
十
月
、
兵
部
少
輔
。
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
十

月
、
中
務
大
輔
。
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
三
月
、
木
工
頭
。

同
二
年
二
月
六
日
、
治
部
卿
（
『
花
園
』
本
日
条
）
。
同
年

八
月
、
治
部
卿
を
辞
す
。
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
三

月
、
非
参
議
・
従
三
位
。
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
十
二

月
、
正
三
位
に
叙
さ
れ
る
も
、
同
二
年
・
元
弘
三
年
五
月

十
七
日
に
、
従
三
位
に
復
す
。
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）

七
月
、
治
部
卿
。
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
正
月
、
正
三
位
。

康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
二
月
二
日
、
六
十
一
歳
で
没
す
。

『
公
補
』
に
は
、
「
於
車
中
頓
死
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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『
花
園
』
元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
四
月
二
十
七
日
条

に
、
「
今
日
茂
長
所
養
旧

（
伏
見
院
）

院
皇
子
、
入
恒
定
親
王
室
出
家
。

如
法
蜜

〔
密
〕

々
儀
也
」
と
あ
り
、
茂
長
は
伏
見
天
皇
皇
子
（
未

詳
）
を
養
育
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

藤
原
藤
範　

文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
～
建
武
四
年
（
一
三
三

七
）
。
こ
の
と
き
従
四
位
上
、
大
蔵
卿
。
五
十
歳
。
『
尊

卑
』
二
―
四
六
八
。
『
公
補
』
正
和
五
～
建
武
四
。
父
は

従
三
位
広
範
。

 

　

永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
三
月
、
文
章
生
。
同
三
年
二
月
、

叙
爵
。
同
年
三
月
、
少
納
言
。
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）

三
月
、
東
宮
学
士
。
同
三
年
三
月
、
東
宮
権
大
進
。
花
園

践
祚
に
よ
り
東
宮
権
大
進
を
止
む
。
応
長
元
年（
一
三
一
一
）

十
月
、
治
部
卿
。
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
二
月
六
日
、
大

蔵
卿
（『
花
園
』
本
日
条
）
。
同
五
年
八
月
、
非
参
議
・
従

三
位
。
同
年
閏
十
月
、
近
江
守
。
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
、

式
部
大
輔
。
同
三
年
六
月
、
民
部
卿
を
兼
ね
る
。
正
中
二

年
（
一
三
二
五
）
正
月
、
正
三
位
。
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）

二
月
、
長
門
権
守
を
兼
ね
る
。
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）

二
月
、
従
二
位
。
同
二
年
・
元
弘
三
年
五
月
十
七
日
、
正

三
位
に
復
す
。
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
正
月
、
文
章
博
士
。

同
四
年
七
月
、
文
章
博
士
を
辞
し
、
同
日
従
二
位
。
同
年

に
七
十
四
歳
で
没
す
。

平
親
忠　

生
没
年
不
詳
。
こ
の
と
き
木
工
頭
。
『
尊
卑
』
四

―
一
〇
。
父
は
仲
定
。
『
尊
卑
』
に
よ
れ
ば
、
民
部
卿
と

な
っ
て
い
る
。

藤
保
俊　

持
明
院
保
俊
。
の
ち
、
保
有
と
改
め
る
。
正
応
元

年
（
一
二
八
八
）
あ
る
い
は
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
～
？
。

こ
の
と
き
従
四
位
下
、
左
近
少
将
。
二
十
六
歳
（
あ
る
い

は
二
十
三
歳
）
。
『
尊
卑
』
一
―
二
四
一
・
二
六
四
。
『
公

補
』
暦
応
二
～
貞
治
二
。
父
は
権
中
納
言
保
藤
。
母
は
大

炊
御
門
光
成
の
女
、
室
町
院
別
当
局
。

 

　

延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
十
二
月
、
従
五
位
上
。
応
長

元
年
（
一
三
一
一
）
三
月
、
侍
従
。
同
年
閏
六
月
、
右
馬

権
頭
。
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
二
月
六
日
、
左
近
少
将

（
『
花
園
』
本
日
条
。
『
公
補
』
は
右
近
少
将
と
す
る
）
。
同
五

年
正
月
、
左
中
将
。
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
七
月
、
左
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中
将
を
解
却
。
以
後
、
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
ま
で

左
中
将
の
還
任
・
解
任
を
繰
り
返
す
。
ま
た
、
正
中
元

年
（
一
三
二
四
）
十
一
月
か
ら
同
二
年
二
月
ま
で
、
弾
正

大
弼
を
兼
任
し
て
い
る
。
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
四
月
、

非
参
議
・
従
三
位
。
同
三
年
八
月
、
参
議
。
貞
和
二
年

（
一
三
四
六
）
正
月
、
正
三
位
。
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）

四
月
、
権
中
納
言
。
同
年
十
一
月
、
権
中
納
言
を
辞
す
。

貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
四
月
、
従
二
位
。
同
年
六
月
五

日
、
七
十
六
歳
（
あ
る
い
は
七
十
三
歳
）
で
出
家
。
法
名
を

聖
保
と
い
う
。

藤
原
秀
範　

生
没
年
未
詳
。
こ
の
と
き
少
納
言
。
『
尊
卑
』

二
―
四
七
〇
。
父
は
正
三
位
淳
範
。

 

　

文
章
博
士
、
式
部
少
輔
な
ど
を
歴
任
。
応
長
元
年

（
一
三
一
一
）
二
月
、
正
五
位
下
。
『
尊
卑
』
に
よ
り
、
従

四
位
上
ま
で
昇
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
以
上
の
経
歴
は
、
永

井
晋
『
式
部
省
補
任
』
（
八
木
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
四
八
九

～
四
九
〇
頁
）
を
参
照
。

源
顕
行　

生
没
年
未
詳
。
こ
の
と
き
非
参
議
・
正
三
位
。

『
尊
卑
』
三
―
五
三
三
。
『
公
補
』
延
慶
元
～
文
保
元
。
父

は
従
三
位
成
経
。

 

　

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
正
月
、
従
五
位
下
。
同
年

十
一
月
、
宮
内
少
輔
。
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
正
月
、

兵
部
少
輔
。
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
三
月
、
中
務
大
輔
。

嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
五
月
、
左
京
大
夫
。
延
慶
元
年

（
一
三
〇
八
）
三
月
、
従
三
位
。
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）

二
月
六
日
、
正
三
位
（
『
花
園
』
本
日
条
）
。
文
保
元
年

（
一
三
一
七
）
以
後
、
『
公
補
』
に
み
え
ず
。

藤
師
基　

二
条
師
基
。
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
～
正
平

二
十
年
・
貞
和
四
年
（
一
三
六
五
）
。
こ
の
と
き
正
三
位
、

左
少
将
。
十
三
歳
。
『
尊
卑
』
。
『
公
補
』
正
和
元
～
延
文

四
。
父
は
関
白
兼
基
。
母
は
源
兼
任
の
女
。

 

　

応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
六
月
、
従
五
位
上
と
な
り
、

禁
色
・
昇
殿
を
許
さ
れ
る
。
侍
従
、
左
少
将
な
ど
を
経

て
、
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
七
月
、
非
参
議
・
従
三

位
。
同
二
年
十
一
月
、
権
中
納
言
、
右
中
将
。
同
三
年
正

月
、
従
二
位
。
同
五
年
十
一
月
、
権
大
納
言
。
文
保
元
年
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（
一
三
一
七
）
正
月
、
正
二
位
。
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）

十
月
、
権
大
納
言
を
辞
す
。
正
慶
二
年
・
元
弘
三
年

（
一
三
三
三
）
五
月
十
七
日
、
権
大
納
言
に
復
し
、
大
宰
権

帥
を
兼
ね
る
。
延
元
元
年
・
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
三

月
、
兵
部
卿
。

 

　

建
武
二
年
六
月
に
、
西
園
寺
公
宗
の
建
武
政
権
転
覆
計

画
が
発
覚
し
た
際
は
、
千
種
忠
顕
と
と
も
に
兵
を
率
い
て

持
明
院
殿
に
参
り
、
持
明
院
統
の
三
上
皇
（
後
伏
見
院
・

花
園
院
・
光
厳
院
）
を
京
極
殿
に
移
送
し
て
い
る
（
『
小
槻

匡
遠
記
』
六
月
十
九
日
条
）
。
南
北
朝
期
に
は
、
後
醍
醐
天

皇
に
従
い
南
朝
に
仕
え
、
時
に
は
戦
陣
に
赴
く
な
ど
中

心
的
公
卿
と
し
て
活
躍
し
た
。
後
村
上
天
皇
の
時
に
は

内
大
臣
、
左
大
臣
を
歴
任
し
、
正
平
六
年
・
観
応
二
年

（
一
三
五
一
）
の
正
平
一
統
で
は
関
白
と
な
っ
た
。
正
平

十
四
年
・
延
文
四
年
（
一
三
五
九
）
六
月
十
七
日
、
出
家
。

正
平
二
十
年
・
貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）
正
月
二
十
六
日
、

六
十
五
歳
で
没
す
。
光
明
台
院
と
号
す
。
南
朝
に
お
け
る

師
基
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
小
木
喬
「
四
人
の
関
白
」

（
同
『
新
葉
和
歌
集 

本
文
と
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
四
年
。

初
出
一
九
六
一
年
）
に
詳
し
い
。

平

維
〔
惟
〕

継　

初
名
惟
兼
。
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
～
康
永
二

年
（
一
三
四
三
）
。
こ
の
と
き
非
参
議
・
従
三
位
。
四
十
八

歳
。
『
尊
卑
』
四
―
九
。
『
公
補
』
正
和
二
～
康
永
元
。
父

は
治
部
卿
高
兼
。

 

　

弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
十
二
月
、
従
五
位
上
。
永
仁

五
年
（
一
二
九
七
）
閏
十
月
、
中
務
権
少
輔
。
同
六
年

十
一
月
、
宮
内
権
大
輔
。
乾
元
元
年
（
一
三
〇
二
）
二

月
、
兵
部
権
大
輔
。
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
三
月
、
中

宮
権
大
進
。
同
年
十
一
月
、
勘
解
由
次
官
。
延
慶
元
年

（
一
三
〇
八
）
二
月
、
五
位
蔵
人
。
同
年
三
月
、
修
理
権
大

夫
。
同
年
九
月
、
花
園
即
位
に
よ
り
蔵
人
を
止
む
。
正
和

二
年
（
一
三
一
三
）
二
月
六
日
、
非
参
議
・
従
三
位
（
『
花

園
』
本
日
条
）
。
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
十
二
月
、
勘
解

由
長
官
。
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
四
月
、
大
宰
大
弐
。

同
三
年
六
月
、
参
議
。
刑
部
卿
・
左
大
弁
・
造
東
大
寺
長

官
な
ど
を
兼
任
し
た
。
同
二
年
二
月
、
権
中
納
言
。
同
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年
三
月
一
日
、
大
宰
権
帥
、
同
月
二
十
二
日
、
刑
部
卿
。

同
年
十
一
月
、
正
二
位
。
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
正
月
、

文
章
博
士
と
な
り
、
同
四
年
三
月
ま
で
務
め
る
。
康
永
元

年
（
一
三
四
二
）
正
月
二
十
五
日
（
あ
る
い
は
二
月
十
一
日

と
も
）
に
出
家
、
法
名
を
安
儀
と
い
っ
た
。
同
二
年
四
月

十
八
日
、
七
十
八
歳
で
没
す
。

 

　

詩
文
の
才
が
あ
り
、
機
知
に
富
ん
だ
人
物
で
も
あ
っ
た

よ
う
で
、
文
保
三
年
（
一
三
一
九
）
に
園
城
寺
が
焼
け
た
際

に
、
円
伊
僧
正
に
対
し
て
気
転
の
利
い
た
慰
め
の
言
葉
を

か
け
た
こ
と
が
『
徒
然
草
』
八
六
段
に
み
え
る
。

 

　

建
武
政
権
下
で
は
、
建
武
元
年
に
八
番
制
と
な
っ
た

雑
訴
決
断
所
の
六
番
（
山
陽
道
）
職
員
に
名
を
連
ね
て
い

る
（
「
雑
訴
決
断
所
結
番
交
名
写
」
〔
『
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
南
朝
文

書
』
〕
）
。
ま
た
、
建
武
・
延
元
の
両
改
元
に
際
し
て
後
醍

醐
天
皇
に
異
を
唱
え
た
こ
と
で
も
著
名
（
『
中
院
一
品
記
』

建
武
三
年
二
月
二
十
九
日
条
）
。

 

　

『
花
園
』
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
九
月
六
日
条
に
は
、

「
抑
近
日
禁

（
後
醍
醐
天
皇
）

裏
頻
道
徳
儒
教
之
事
、
有
其
沙
汰
云
々
。
尤

可
然
之
事
也
。
而
冬（

吉
田
）方

朝
臣
・
藤（

日
野
）原

俊
基
等
、
此
義
殊

張
行
者
也
。
而
如
惟
継
等
卿
頻
偏
執
、
以
浅
略
義
加
難

云
々
」
と
あ
り
、
惟
継
が
後
醍
醐
天
皇
と
そ
の
側
近
ら
に

よ
る
道
徳
儒
教
重
視
の
学
風
に
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。

僧
事　

僧
位
・
僧
官
の
叙
任
や
、
諸
寺
の
寺
司
補
任
、
阿
闍

梨
の
宣
下
の
こ
と
。
蔵
人
方
に
申
文
が
付
け
ら
れ
、
担
当

奉
行
が
作
成
し
た
目
録
と
と
も
に
治
天
の
君
や
摂
関
に
奏

上
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
も
と
に
任
人
が
決
定
さ
れ
る
。

任
人
の
僧
名
を
記
し
た
任
人
折
紙
が
担
当
奉
行
に
下
さ
れ
、

宣
下
の
後
に
口
宣
案
が
本
人
に
付
さ
れ
た
。

 

　

僧
事
に
際
し
て
は
、
綱
所
が
申
状
の
勘
進
、
任
人
に
対

す
る
賀
札
の
発
給
を
行
っ
た
。
ま
た
綱
所
は
僧
事
の
任
人

の
リ
ス
ト
を
集
積
す
る
こ
と
で
、
僧
綱
の
実
態
を
把
握
し

た
。
海
老
名
尚
「
『
僧
事
』
小
考
―
中
世
僧
綱
制
に
関
す

る
一
試
論
―
」（
『
学
習
院
史
学
』
二
七
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。

 

　

『
任
僧
綱
土
代
』
に
は
、
「
正
和
二
年（

マ
マ
）

六
日
」
の
僧
事
の

任
人
を
載
せ
る
。
通
行
の
活
字
本
で
は
月
を
欠
く
が
、
宮
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内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
〔
稿
本
〕
続
群
書
類
従
」
九
三
所
収

の
祖
本
に
よ
れ
ば
、
「
二
月
」
が
脱
落
し
て
お
り
、
本
日

の
僧
事
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の

日
の
僧
事
に
お
い
て
、
大
僧
正
実
超
以
下
七
十
三
人
の
僧

が
僧
位
・
僧
官
を
叙
任
さ
れ
た
。

前
僧
正
実
超　

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
～
元
亨
二
年
（
一
三

二
二
）
。
天
台
僧
（
山
門
派
）
。
毘
沙
門
堂
流
（
『
門
葉
記
』

一
四
二
〔
雑
決 

三
〕
）
。
こ
の
と
き
大
僧
正
。
四
十
六
歳
。

『
尊
卑
』
一
―
一
三
六
。
父
は
内
大
臣
三
条
公
親
。

 

　

乾
元
元
年
（
一
三
〇
二
）
正
月
、
東
宮
富
仁
親
王
（
の
ち

の
花
園
）
の
護
持
僧
と
な
る
（
『
門
葉
記
』
五
三
〔
長
日
如
意

輪
法
五
・
護
持
僧
補
任
〕
）
。
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
七
月
、

亀
山
法
皇
の
病
気
平
癒
の
た
め
修
さ
れ
た
五
壇
法
で
、
大

威
徳
壇
を
担
当
す
る
（
『
五
大
成
』
）
。

 

　

花
園
即
位
後
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
正
月
、
護
持

僧
と
な
る
（
『
門
葉
記
』
五
三
〔
長
日
如
意
輪
法
五
・
護
持
僧

補
任
〕
）
。
同
三
年
四
月
、
山
門
静
謐
の
た
め
修
さ
れ
た
五

壇
護
摩
で
、
金
剛
夜
叉
壇
を
担
当
す
る
（
『
五
大
成
』
裏
書
）
。

同
四
年
二
月
、
広
義
門
院
の
御
産
祈
祷
で
文
殊
八
字
法
を

修
す
（
『
門
葉
記
』
一
七
二
〔
勤
行
法
補
六
・
御
産
御
祈
目
録
〕
）
。

元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
九
月
、
入
寂
（
『
歴
代
皇
紀
』
）
。

 

　

正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
四
月
の
春
日
社
に
お
け
る
詠

法
華
経
和
歌
に
出
詠
（
『
公
衡
公
記
』
四
月
二
十
六
日
条
）
。

元
亨
元
年
四
月
、
同
二
年
七
月
に
毘
沙
門
堂
に
お
い
て
当

座
和
歌
会
を
催
す
（
『
公
賢
集
』
）
。
『
玉
葉
和
歌
集
』
を
は

じ
め
多
く
の
勅
撰
集
に
入
集
す
る
。

去
延
慶
二
年
月
蝕
御
祈
賞　

未
詳
。

法
印
運
雅　

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
～
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
。

真
言
僧
（
小
野
流
）
。
醍
醐
寺
蓮
蔵
院
院
主
。
こ
の
と
き
権

僧
正
。
三
十
七
歳
。
『
尊
卑
』
四
―
一
〇
一
。
父
は
長
井

頼
重
。
大
江
広
元
の
玄
孫
。

 

　

永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
八
月
、
報
恩
院
憲
淳
よ
り
伝

法
灌
頂
を
う
け
る
（
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』
）
。
ま
た
、

正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
十
二
月
、
中
性
院
頼
瑜
よ
り

三
宝
院
流
の
印
可
を
う
け
る
（
『
中
性
院
法
印
灌
頂
資
記
』
）
。

徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
七
月
、
法
印
に
任
ぜ
ら
れ
る
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（
『
任
僧
綱
土
代
』
）
。

 
　

醍
醐
寺
蓮
蔵
院
院
主
は
、
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
ほ
と

ん
ど
が
長
井
氏
出
身
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
院
院
主
は
、

六
条
八
幡
宮
別
当
を
兼
ね
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
七
月
に
運
雅
の

実
兄
で
師
で
あ
っ
た
覚
雅
に
か
わ
り
、
北
条
経
時
息
の

頼
助
が
同
宮
別
当
に
補
任
さ
れ
た
（
『
外
記
日
記
（
新
抄
）
』

七
月
二
十
六
日
条
）
。
こ
れ
に
対
し
て
覚
雅
は
弟
運
雅
の
別

当
任
命
を
幕
府
に
働
き
か
け
、
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）

十
二
月
、
運
雅
の
別
当
就
任
が
認
め
ら
れ
た
（
永
仁
元
年

十
二
月
二
十
一
日
「
関
東
御
教
書
写
」
〔
『
醍
醐
寺
文
書
』
第
三

函
一
一
―
⑨
〕
）
。

 

　

し
か
し
、
同
二
年
九
月
、
運
雅
は
早
く
も
別
当
を
解
任

さ
れ
、
頼
助
が
別
当
に
再
任
さ
れ
た
（
『
親
玄
僧
正
日
記
』

九
月
三
日
条
）
。
こ
れ
に
対
し
て
運
雅
は
、
頼
助
の
弟
子
で

あ
る
親
玄
の
門
下
に
移
り
、
自
身
の
別
当
再
任
を
図
っ
た

（
元
亨
二
年
〔
一
三
二
二
〕
四
月
日
「
権
少
僧
都
隆
舜
申
状
案
」

〔
『
醍
醐
寺
文
書
』
第
三
函
七
八
〕
）
。
こ
れ
が
奏
功
し
て
、
運

雅
は
同
宮
別
当
に
再
任
さ
れ
た
（
『
六
条
八
幡
宮
別
当
補
任

次
第
』
）
。
た
だ
し
そ
の
時
期
は
未
詳
。
六
条
八
幡
宮
別
当

職
相
論
に
つ
い
て
は
、
関
口
崇
史
「
中
世
寺
院
に
お
け
る

所
職
・
所
領
相
続
に
つ
い
て
―
醍
醐
寺
僧
覚
雅
の
相
続

問
題
を
中
心
に
し
て
―
」
（
『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』

二
二
、
一
九
九
八
年
）
、
同
「
鎌
倉
幕
府
と
醍
醐
寺
蓮
蔵

院
」
（
『
鴨
台
史
学
』
五
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

 

　

嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
三
月
、
亀
山
院
の
伝
法
灌
頂

に
際
し
、
持
金
剛
衆
と
し
て
列
す
る
（
『
亀
山
院
御
灌
頂
記
』
）
。

ま
た
、
徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
正
月
、
後
宇
多
院
の
伝

法
灌
頂
に
際
し
、
持
金
剛
衆
と
し
て
列
す
る
（
『
後
宇
多

院
御
灌
頂
記
』
）
。
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
九
月
二
十
二
日
、

蓮
蔵
院
領
を
弟
子
の
親
雅
に
譲
与
し
（
「
運
雅
譲
状
」
〔
『
昭

和
五
十
八
年
度
古
典
籍
展
観
大
入
札
会
待
賈
文
書
』
。
『
鎌
倉
遺

文
』
に
は
脱
漏
〕
）
、
二
十
三
日
に
入
寂
し
た
（
『
常
楽
記
』
）
。

運
雅
の
和
歌
が
『
続
門
葉
和
歌
集
』
に
七
首
見
え
る
。

 

　

運
雅
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
島
田
乾
三
郎
編
『
本
朝

僧
鑑 

一
〇
―
一
（
ウ
）（
ウ
ン
）
』「
運
雅
」（
龍
谷
大
学
大
宮
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図
書
館
所
蔵
自
筆
稿
本
、
〔
請
求
記
号
〕
〇
二
四
．
九
一
／
一
／

一
二
）
も
参
照
。

太
元
堂
焼
亡　

太
元
堂
は
法
琳
寺
の
堂
宇
。
山
城
国
宇
治

郡
に
所
在
（
現
在
京
都
市
伏
見
区
小
栗
栖
）
。
仁
明
天
皇

の
御
願
と
し
て
入
唐
八
家
の
ひ
と
り
常
暁
が
建
立
し
、

太た
い
げ
ん
の
ほ
う

元
帥
法
（
護
国
修
法
）
の
本
尊
太
元
帥
明
王
が
安
置
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
時
の
火
事
に
つ
い
て
は
、
『
太
元
秘

記
』
〔
別
当
次
第
事
、
第
五
十
四
法
印
光
誉
〕
に
「
正
和

二
年
正二

月
イ
長
者
補
任

月
四
日
夜
、
本
堂
并
塔
焼
失
。
自
堂
内
火
出
、
本

尊
・
道
具
等
悉
焼
失
云
々
」
と
見
え
、
太
元
堂
内
よ
り
の

出
火
の
た
め
に
太
元
堂
・
三
重
塔
お
よ
び
太
元
師
法
の
本

尊
・
道
具
な
ど
が
焼
け
失
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

『
東
寺
長
者
補
任
』
、
『
東
寺
王
代
記
』
正
和
二
年
条
に
も

関
係
記
事
が
あ
る
。

 

　

太
元
帥
法
は
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
に
常
暁
が
唐
よ

り
請
来
し
た
修
法
。
太
元
帥
法
を
修
し
た
太
元
阿
闍
梨

（
太
元
別
当
）
は
、
東
密
の
安
祥
寺
流
に
よ
っ
て
相
伝
さ
れ
、

こ
の
と
き
は
光
誉
が
そ
の
座
に
あ
っ
た
。
平
安
時
代
以
降
、

安
祥
寺
流
は
醍
醐
寺
理
性
院
流
と
、
太
元
阿
闍
梨
の
座
を

め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
た
。
こ
の
相
論
に
つ
い
て
は
、
永
村

眞
「
修
法
と
聖
教
―
太
元
帥
法
を
通
し
て
―
」
（
同
『
中
世

寺
院
史
料
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
一
九
九
八

年
）
参
照
。

本
尊
等
皆
悉
焼
失　

本
尊
は
太た

い
げ
ん
み
ょ
う
お
う

元
帥
明
王
の
図
像
（
六
幅
）

の
こ
と
。
「
青
衣
童
子
一
日
頓
造
本
尊
」
（
『
東
寺
王
代
記
』

正
和
二
年
条
）
、
あ
る
い
は
「
化
人
所
作
之
本
尊
、
大
唐
請

来
之
重
宝
」
（
『
太
元
法
理
性
院
相
承
次
第
』
）
と
い
わ
れ
た
。

 

　

こ
の
と
き
焼
失
し
た
本
尊
は
、
宅
間
派
の
絵
師
賢
信

に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
（
『
太
元
秘
記
』
〔
別
当
次
第
事
、
第

五
十
四
法
印
光
誉
〕
）
。
六
年
後
の
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）

九
月
に
は
、
安
祥
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
「
太
元
帥
御
修
法
本
尊
道
具
請
取
状
写
等
」
〔
『
醍
醐
寺
文
書
』

第
一
〇
函
六
〕
）
。

 

　

こ
の
本
尊
に
つ
い
て
は
、
赤
松
俊
秀
「
醍
醐
寺
太
元
帥

法
本
尊
の
筆
者
に
就
い
て
」（
『
画
説
』
六
八
、
一
九
四
二
年
）
、

佐
々
木
守
俊
「
大
元
帥
明
王
図
像
の
彫
像
化
に
関
す
る
調
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〔
七
日
、
丁
卯
、
〕
晴＊

 

。
大
原
野
祭
矣
。
尚〻
侍

掌

行
（
三
善
）子

参
向
。

 

今
日
、
上
卿
不
レ

参
。
右
少
弁
頼

（
冷
泉
）定

行
レ

之
云
々
。

 

釈
奠
祭〻
如
レ

例
。
無
二

宴
座
一。
依
二

神
木

事
一

也
。
上
卿
権
中
納
言
親

（
北
畠
）房

。
参
議
雅

（
壬
生
）康

卿
・
資

（
源
）

栄
卿
。
弁
ヽ
ヽ
。
少
納
言
頼〻
定〻
。

 

「（
＊
頭
書
）

今
日
、
自
二

仙
（
伏
見
上
皇
）

洞
一

給
勝
光
明
院
宝
蔵
沈
一
合
、
予
幷
女
房
少
々
割
二

取
之
一。
」

 

【
訓
読
】

　

晴
る
。
大
原
野
祭
な
り
。
掌
侍
行
子
参
向
す
。

　

今
日
、
上
卿
参
ら
ず
。
右
少
弁
頼
定
こ
れ
を
行
ふ
と
云
々
。

　

釈
奠
例
の
如
し
。
宴
座
無
し
。
神
木
の
事
に

依
る
な
り
。

上
卿
権
中
納
言
親
房
。
参
議
雅
康
卿
・
資
栄
卿
。
弁
ヽ
ヽ
。
少
納
言
。

　

「（
頭
書
）

今
日
、
仙
洞
よ
り
給
ふ
勝
光
明
院
宝
蔵
の
沈
一
合
、
予
幷
に
女
房
、
少
々
こ
れ
を
割
き
取
る
。
」

 

【
注
釈
】

大お
お
は
ら
の
の
ま
つ
り

原
野
祭　

大
原
野
神
社
の
祭
。
大
原
野
神
社
は
、
山
城
国

乙
訓
郡
に
所
在
（
現
在
京
都
市
西
京
区
大
原
野
南
春
日
町
）
。
祭

査
研
究
―
法
琳
寺
別
当
職
を
め
ぐ
る
安
祥
寺
と
理
性
院
の

動
向
―
」（『
鹿
島
美
術
財
団
年
報
』
一
八
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

末
法　

仏
語
。
正
法
・
像
法
に
次
ぐ
三
時
の
一
つ
。
釈
迦
の

入
滅
後
千
年
ま
た
は
千
五
百
年
、
あ
る
い
は
二
千
年
後
に
、

仏
の
教
え
が
す
た
れ
教
法
だ
け
が
残
る
と
さ
れ
た
。
日
本

で
は
、
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
が
末
法
の
第
一
年
と
さ

れ
た
。
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神
は
藤
原
氏
の
氏
神
、
健
甕
槌
命
・
伊
波
比
主
命
・
天
児

屋
根
命
・
比
売
神
の
四
座
。
祭
日
は
、
二
月
の
上
の
卯
の

日
、
十
一
月
の
中
の
子
の
日
。
上
卿
・
弁
・
内
侍
・
近
衛

将
監
ら
が
勅
使
と
し
て
参
向
し
た
（『
建
武
』〔
大
原
野
の
祭
〕）
。

掌な
い
し
の
じ
ょ
う

侍　

「
し
ょ
う
じ
」
と
も
。
後
宮
十
二
司
の
一
つ
内
侍
司

の
三
等
官
。
上
官
で
あ
る
尚
侍
・
典
侍
が
そ
れ
ぞ
れ
后

妃
・
乳
母
の
名
誉
職
的
な
性
格
を
加
え
た
た
め
、
内
侍
司

の
女
官
の
中
心
と
な
る
（
こ
の
た
め
「
内
侍
」
と
称
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
）
。
名
家
・
諸
大
夫
の
女
が
こ
れ
に
任
じ
た
。

 

　

天
皇
の
行
幸
に
は
剣
璽
を
捧
持
し
て
供
奉
し
、
諸
社
の

祭
り
に
使
と
し
て
参
っ
た
。
ま
た
、
台
盤
所
に
お
い
て

職
事
・
弁
官
の
奏
事
を
取
り
次
い
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
秋
山
喜
代
子
「
台
盤
所
と
近
臣
、
女
房
」
（
同
『
中
世

公
家
社
会
の
空
間
と
芸
能
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。
初

出
一
九
九
三
年
）
参
照
。
な
お
、
正
月
七
日
条
注
釈
「
内

侍
」
参
照
。

行
子　

三
善
行
子
。
生
没
年
未
詳
。
花
園
の
女
房
。
こ
の
と

き
掌
侍
。
『
〔
仁
和
寺
本
〕
系
図
』
三
善
氏
の
項
に
は
見
え

な
い
。

 

　

延
慶
四
年
（
一
三
一
一
）
正
月
三
日
、
花
園
の
元
服
の

儀
に
参
仕
。
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
十
月
九
日
～
十
一
日

の
衣
笠
殿
へ
の
方
違
行
幸
、
同
月
二
十
六
日
の
持
明
院
殿

へ
の
方
違
行
幸
に
供
奉
し
た
。
ま
た
、
同
三
年
正
月
二
日

の
朝
覲
行
幸
に
際
し
て
剣
璽
を
捧
持
し
て
供
奉
し
、
同
年

三
月
二
十
七
日
の
内
侍
所
行
幸
に
参
仕
し
た
（
い
ず
れ
も

『
花
園
』）
。
こ
の
ほ
か
に
も
、『
花
園
』
に
は
諸
社
の
祭
り

に
使
者
と
し
て
参
向
し
た
こ
と
が
散
見
す
る
。
元
弘
二
年

（
一
三
三
二
）
正
月
、
女
叙
位
に
お
い
て
正
五
位
下
に
叙
さ

れ
る
。
こ
の
と
き
尚
侍
で
あ
っ
た
（『
花
園
』
正
月
八
日
条
）
。

参
向　

大
原
野
祭
に
内
侍
が
参
向
す
る
際
は
、
六
位
蔵
人

が

出
い
だ
し
く
る
ま

車
（
女
房
が
車
の
簾
の
下
に
衣
の
裾
を
出
し
て
乗
る
牛

車
）
を
奉
っ
た
。
出
車
は
蔵
人
所
の
滝
口
・
出
納
が
用
意

し
、
六
位
蔵
人
の
一
﨟
に
告
げ
知
ら
せ
る
（
『
夕
拝
備
急
至

要
抄
』
上
〔
二
月 

大
原
野
祭
〕
）
。

上
卿　

二
月
四
日
条
注
釈
参
照
。

右
少
弁
頼
定　

冷
泉
頼
定
。
二
月
六
日
条
注
釈
参
照
。
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釈せ
き

奠て
ん　

「
し
ゃ
く
て
ん
」
、
「
さ
く
て
ん
」
と
も
。
孔
子
や
顔

回
を
始
め
と
す
る
門
弟
の
御
影
を
祀
る
大
陸
渡
来
の
儒

教
儀
礼
（
孔
子
は
「
先
聖
」
、
顔
回
は
「
先
師
」
、
そ
の
他
の

弟
子
は
「
九
哲
」
と
称
さ
れ
る
）
。
二
月
と
八
月
の
上
の
丁

の
日
に
大
学
寮
で
行
わ
れ
た
（
安
元
三
年
〔
一
一
七
七
〕
の

大
学
寮
焼
失
後
は
太
政
官
庁
）
。
儀
式
の
次
第
は
、
未
明
祭

（
饋き

き
ょ
う享

）
・
廟
拝
・
寮
饗
・
論
議
・
百も

も

ど

の

ざ

度
座
・
宴
座
・
穏
座

の
順
に
行
わ
れ
る
。

 

　

中
世
の
朝
廷
に
お
け
る
釈
奠
の
沿
革
や
実
態
に
つ
い
て

は
、
翠
川
文
子
「
釈
奠
（
一
）
～
（
七
）
」
（
『
川
村
短
期
大

学
研
究
紀
要
』
一
〇
～
一
四
、
一
七
～
一
八
、
一
九
九
〇
年
～

一
九
九
四
年
、
一
九
九
七
年
～
一
九
九
八
年
）
に
詳
し
い
。

無
宴え

ん
の
ざ座

依
神
木

事
也
。　

宴
座
は
、
節
会
や
大
臣
大
饗
な
ど
に
際
し
、

群
臣
に
賜
る
宴
会
の
座
席
。
こ
こ
で
は
釈
奠
の
行
事
の
一

つ
で
、
穏お

ん

座ざ

（
詩
を
披
露
す
る
行
事
）
と
一
体
と
な
っ
て
行

わ
れ
る
宴
会
の
こ
と
。
し
ば
し
ば
「
宴
穏
座
」
と
呼
ば
れ

る
。
式
場
は
、
太
政
官
庁
時
代
の
釈
奠
で
は
西
庁
。
大
学

寮
の
三
道
竪
義
（
明
経
道
・
明
法
道
・
算
道
に
よ
る
論
義
）
と
、

公
卿
・
文
人
ら
に
よ
る
賦
詩
が
行
な
わ
れ
る
。

 

　

中
世
の
太
政
官
庁
に
お
け
る
釈
奠
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

支
障
に
よ
っ
て
宴
座
・
穏
座
が
停
止
さ
れ
た
。
神
輿
・
神

木
在
京
を
理
由
と
す
る
停
止
が
も
っ
と
も
多
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
翠
川
文
子
「
釈
奠
（
七
） 

太
政
官
庁
釈
奠
復

元
（
４
）
―
宴
座
・
穏
座
―
」
（
『
川
村
短
期
大
学
研
究
紀
要
』

一
八
、
一
九
九
八
年
、
一
九
六
頁
）
参
照
。
な
お
、
こ
の
と

き
の
神
木
在
京
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
正
月
七
日
条
注
釈

「
神
木
事
」
参
照
。

権
中
納
言
親
房　

北
畠
親
房
。
こ
の
と
き
従
二
位
、
権
中
納

言
。
二
十
一
歳
。
正
月
九
日
条
注
釈
参
照
。

参
議
雅
康
卿　

壬
生
雅
康
。
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
～
貞
和

三
年
（
一
三
四
七
）
。
こ
の
と
き
従
三
位
、
参
議
。
二
十
八

歳
。『
尊
卑
』
三
―
五
四
一
。『
公
補
』
延
慶
三
～
貞
和
三
。

父
は
雅
憲
。
母
は
綾
小
路
時
経
の
女
、
右
衛
門
督
局
（「
摂

津
国
大
嶋
庄
相
伝
系
図
」〔『
摂
津
国
大
嶋
雀
部
庄
関
係
文
書
案
』〕）
。

 

　

弘
安
九
年
正
月
、
神
仙
門
院
（
後
堀
河
天
皇
皇
女
）
の

御
給
に
よ
り
従
五
位
下
。
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
十
月
、
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蔵
人
。
翌
月
禁
色
勅
許
。
同
三
年
十
一
月
、
右
少
将
。
延

慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
十
二
月
、
左
中
弁
、
左
宮
城
使
。

同
二
年
二
月
、
右
大
弁
。
同
三
年
三
月
、
非
参
議
・
従
三

位
、
左
大
弁
。
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
十
二
月
、
参
議
。

正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
七
月
、
大
蔵
卿
を
兼
ね
る
。
同

三
年
正
月
、
正
三
位
。
同
年
七
月
、
権
中
納
言
。
十
一

月
に
権
中
納
言
を
辞
し
本
座
を
許
さ
れ
る
。
文
保
元
年

（
一
三
一
七
）
二
月
、
兵
部
卿
。
元
応
三
年
（
一
三
二
一
）

正
月
、
正
二
位
。
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
正
月
、
治

部
卿
。
南
北
朝
期
に
は
京
都
に
留
ま
っ
た
。
貞
和
三
年

（
一
三
四
七
）
二
月
、
所
労
に
よ
っ
て
出
家
（
法
名
は
蓮
覚
）
。

ま
も
な
く
死
去
し
た
。

 

　

花
園
の
在
位
期
に
現
任
公
卿
と
な
っ
た
た
め
、
『
花

園
』
の
応
長
二
年
か
ら
正
和
三
年
条
に
は
、
雅
康
が
参
議

と
し
て
宮
中
の
儀
式
に
参
仕
し
、
あ
る
い
は
花
園
の
行
幸

に
供
奉
し
た
記
事
が
散
見
す
る
。

 

　

雅
康
の
妻
は
本
願
寺
第
三
世
覚
如
の
女
安
居
護
（
照
如

房
）
で
あ
り
、
雅
康
と
本
願
寺
と
は
親
密
な
関
係
に
あ
っ

た
。
と
く
に
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
に
大
谷
廟
堂
が

焼
失
し
た
た
め
、
翌
四
年
か
ら
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）

の
廟
堂
再
建
ま
で
の
間
、
覚
如
と
そ
の
子
存
覚
は
雅
康
の

一
条
亭
に
寄
寓
し
て
い
る
（
『
存
覚
上
人
一
期
記
』
四
十
八

歳
・
四
十
九
歳
条
）
。
ま
た
、
雅
康
邸
の
七
百
番
歌
合
に
お

い
て
覚
如
が
歌
を
詠
む
な
ど
（
『
慕
帰
絵
』
九
―
三
）
、
両
者

に
は
和
歌
を
介
し
た
交
流
も
確
認
さ
れ
る
。
雅
康
と
本

願
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
田
雅
教
「
初
期
本
願

寺
に
お
け
る
公
家
と
の
交
流
」
（
『
佛
教
史
学
研
究
』
三
八
―

二
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

 

　

雅
康
の
所
領
に
は
、
摂
津
国
大
島
雀
部
荘
（
蓮
華
王
院

領
）
の
預
所
職
や
、
豊
前
国
金
田
荘
の
領
家
職
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
大
島
雀
部
荘
は
、
雅
康
が
母
の
右
衛
門
督
局
よ

り
相
伝
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
南
北
朝
期
に
入
る
と
同
荘

を
め
ぐ
っ
て
西
園
寺
公
重
と
争
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
相

論
は
北
朝
の
文
殿
に
持
ち
込
ま
れ
る
。
そ
の
結
果
、
康
永

二
年
（
一
三
四
三
）
九
月
二
十
九
日
に
雅
康
の
領
有
を
認

め
る
勅
裁
が
下
さ
れ
た
（
「
光
厳
上
皇
院
宣
案
」
〔
『
摂
津
国
大
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〔
八
日
、
戊
辰
、
〕
晴
。
及
レ

晩
雨
降
。
献
レ

酢
〔
胙
カ
〕。

入
レ

夜
風
吹
。

 

如
（
如
縁
房
阿
一
）

円
上
人
参
。
五
戒
受
レ

之
。
法
文
等
読
レ

之
。
数
刻
退
出
。
精〔

進
脱
カ
〕

念
誦
。

 

【
訓
読
】

　

晴
る
。
晩
に
及
び
雨
降
る
。
酢

〔
胙
カ
〕を

献
る
。
夜
に
入
り
風
吹
く
。

　

如
円
上
人
参
る
。
五
戒
こ
れ
を
受
く
。
法
文
等
こ
れ
を
読
む
。
数
刻
に
し
て
退
出
す
。
精〔

進
脱
カ
〕

念
誦
す
。

 

【
注
釈
】

献
酢

〔
胙
〕　

胙そ

は
「
ひ
も
ろ
ぎ
」
と
も
。
別
名
「
聡そ

う

明め
い

」
。
釈
奠

の
供
物
。
原
義
は
、
神
に
供
え
て
祭
祀
の
後
に
配
り
分
か

嶋
雀
部
庄
関
係
文
書
案
』
〕
）
。
ま
た
、
金
田
荘
は
重
代
相
伝

の
所
領
で
あ
り
、
雅
康
は
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
三
月

二
十
四
日
に
子
息
雅
顕
に
こ
れ
を
譲
っ
て
い
る
（
「
壬
生

雅
康
譲
状
」
〔
『
福
岡
市
立
歴
史
資
料
館
蔵 

青
柳
種
信
資
料
』
〕
）
。

こ
れ
ら
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
岡
野
友
彦
「
摂
津
国
大
島

雀
部
荘
の
伝
領
過
程
」
（
同
『
中
世
久
我
家
と
久
我
家
領
荘

園
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
二
年
。
初
出
一
九
九
五
年
）
、

服
部
英
雄
「
豊
前
国
金
田
庄
故
地
に
お
け
る
中
世
景
観
の

復
元
―
南
北
朝
期
の
名
の
存
在
形
態
―
」
（
同
『
景
観
に
さ

ぐ
る
中
世
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
五
年
。
初
出
一
九
八
五

年
）
参
照
。

資
栄
卿　

源
資
栄
。
二
月
四
日
条
注
釈
参
照
。

弁
ヽ
　ヽ

ヽ
ヽ
は
、
名
前
な
ど
が
不
明
の
際
、
も
し
く
は
省

略
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
符
号
。
父
祖
や
貴
人
等
の
実
名

を
憚
っ
て
用
い
る
場
合
も
あ
る
。

仙
洞　

伏
見
上
皇
。
二
月
三
日
条
注
釈
参
照
。

勝
光
明
院
宝
蔵　

二
月
五
日
条
注
釈
参
照
。

沈　

二
月
五
日
条
注
釈
参
照
。
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つ
肉
。
中
国
に
な
ら
っ
て
古
代
日
本
の
釈
奠
で
は
、
大

鹿
・
小
鹿
・
豕
（
＝
猪
）
の
三
牲
が
捧
げ
ら
れ
た
（
『
延
喜

式
』
二
〇
〔
大
学
寮
式
〕
）
。
し
か
し
、
穢
意
識
の
拡
大
や
殺

生
禁
断
の
影
響
に
よ
っ
て
、
次
第
に
三
牲
を
忌
避
す
る
よ

う
に
な
り
、
院
政
期
に
三
牲
供
犧
は
停
止
さ
れ
る
（
『
台

記
』
久
安
二
年
〔
一
一
四
六
〕
四
月
一
日
条
）
。
代
わ
っ
て
鯉

や
鮒
な
ど
の
魚
肉
が
供
え
ら
れ
た
。

 

　

胙
は
、
釈
奠
の
翌
日
、
大
学
寮
か
ら
天
皇
に
献
上
さ
れ

る
。
そ
の
際
に
は
、
六
位
蔵
人
が
胙
を
持
っ
て
朝
餉
の
間

の
前
を
進
み
、
も
う
一
人
の
蔵
人
が
御
手
水
の
間
の
簀
子

か
ら
「
あ
れ
は
な
に
そ
の
も
の
ぞ
」
と
問
い
、
胙
を
持
参

し
た
蔵
人
が
、
「
ふ

（
大
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
寮
）

ん
や
の
つ
か
さ
の
た
て
ま
つ
れ
る
昨

日
の
さ

（
釈
　
　
　
　
　
奠
）

く
て
ん
の
そ

（
胙
）

」
と
伸
ば
し
て
答
え
、
高
く
捧
げ

持
っ
て
簾
中
に
入
る
の
が
作
法
で
あ
っ
た
（
『
建
武
』
〔
二

月 

釈
奠
〕
、
『
夕
拝
備
急
至
要
抄
』
上
〔
正
月 

釈
奠
〕
）
。

 

　

胙
に
つ
い
て
は
、
戸
川
点
「
釈
奠
に
お
け
る
三
牲
」

（
虎
尾
俊
哉
編
『
律
令
国
家
の
政
務
と
儀
礼
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
五
年
）
、
中
野
昌
代
「
釈
奠
三
牲
奉
供
を
め
ぐ
っ

て
」
（
『
史
窓
』
五
三
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

如
円
上
人　

如
縁
房
阿
一
。
？
～
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
。

河
内
国
の
人
（
『
授
菩
薩
戒
弟
子
交
名
』
）
。
西
大
寺
流
律
僧
。

思
円
房
叡
尊
（
興
正
菩
薩
）
の
弟
子
。
河
内
教
興
寺
第
一

世
長
老
。

 

　

建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
に
叡
尊
よ
り
具
足
戒
を
、
弘

安
九
年
（
一
二
八
六
）
に
伝
法
灌
頂
を
受
け
る
（
『
諸
嗣
宗

脈
記
』
）
。
叡
尊
が
文
永
六
・
七
年
（
一
二
六
九
・
七
〇
）
に

教
興
寺
の
復
興
に
着
手
し
た
の
を
う
け
て
同
寺
の
長
老
と

な
っ
た
。
弘
安
三
年
正
月
、
教
興
寺
の
洪
鐘
一
口
が
鋳
ら

れ
た
が
、
叡
尊
と
と
も
に
鐘
の
銘
文
に
名
前
を
連
ね
る

「
大
勧
進
浄
縁

0

0

」
（
「
教
興
寺
銅
鐘
銘
文
」
）
は
、
阿
一
の
可
能

性
が
高
い
。
叡
尊
・
阿
一
に
よ
る
教
興
寺
の
復
興
に
つ
い

て
は
、
細
川
涼
一
「
河
内
の
西
大
寺
末
寺
と
惣
墓
―
西
琳

寺
・
教
興
寺
・
寛
弘
寺
―
」
（
同
『
中
世
の
律
宗
寺
院
と
民

衆
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
。
初
出
同
年
）
参
照
。

 

　

弘
安
八
年
十
二
月
、
叡
尊
の
遺
告
に
よ
っ
て
、
慈
道
房

信
空
・
戒
印
房
源
秀
・
長
禅
房
幸
尊
・
本
照
房
性
瑜
・
日
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浄
房
惣
持
ら
他
の
高
弟
と
と
も
に
、
西
大
寺
の
後
事
を
託

さ
れ
る
（
『
西
大
勅
諡
興
正
菩
薩
行
実
年
譜
』
同
年
十
二
月
八

日
条
）
。
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
八
月
二
十
七
日
、
叡
尊

の
葬
送
に
際
し
て
門
弟
の
一
人
と
し
て
遺
体
を
納
め
る
輿

を
担
い
だ
（
『
西
大
寺
叡
尊
上
人
遷
化
之
記
』
）
。

 

　

『
花
園
』
に
よ
れ
ば
、
正
和
二
・
三
年
（
一
三
一
三
・
一
四
）

の
間
、
阿
一
は
三
十
一
度
に
わ
た
っ
て
参
内
し
、
花
園
に

五
戒
・
十
戒
・
印
・
真
言
な
ど
を
授
け
る
ほ
か
、
『
地
蔵

本
願
経
』
、
『
千
手
経
』
、
『
金
剛
般
若
経
』
を
演
説
し
て
い

る
。
『
花
園
』
の
初
見
は
本
日
条
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
前

か
ら
参
内
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
阿
一
の
参
内
に
つ

い
て
は
、
と
か
く
諸
人
の
嘲
弄
や
誹
謗
が
あ
っ
た
が
、
花

園
は
こ
れ
に
幾
度
も
反
論
を
加
え
て
お
り
、
阿
一
に
対

す
る
帰
依
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
（
『
花
園
』
正
和
二

年
三
月
四
日
条
・
十
月
二
十
九
日
条
、
同
三
年
三
月
五
日
条
・

四
月
十
六
日
条
）
。
阿
一
の
参
内
に
つ
い
て
は
、
寺
崎
修
一

「
花
園
上
皇
の
仏
教
思
想
」
（
日
本
文
化
研
究
会
編
『
日
本
精

神
研
究 

八 

日
本
仏
教
』
東
洋
書
院
、
一
九
三
五
年
、
二
九
頁
）
、

細
川
涼
一
「
天
皇
と
仏
教
―
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期
の
天

皇
と
律
僧
を
中
心
に
―
」
（
『
現
代
の
エ
ス
プ
リ 

別
冊 

天
皇

制
の
原
像
』
至
文
堂
、
一
九
八
六
年
）
、
佐
々
木
令
信
「
『
花

園
天
皇
日
記
』
仏
教
総
索
引
並
に
解
説
」
（
中
世
寺
院
史

研
究
会
編
『
中
世
寺
院
史
の
研
究 

下
』
法
蔵
館
、
一
九
八
八
年
、

四
六
七
～
四
七
〇
頁
）
参
照
。　

 

　

阿
一
の
和
歌
が
『
玉
葉
和
歌
集
』
、
『
風
雅
和
歌
集
』
に

そ
れ
ぞ
れ
一
首
入
首
す
る
。
ま
た
、
阿
一
の
著
作
と
し
て

『
異
国
襲
来
祈
祷
注
録
』
や
『
興
正
菩
薩
講
式
』
が
知
ら

れ
る
が
、
内
容
や
識
語
の
年
時
に
不
審
な
点
が
あ
り
、
阿

一
の
真
撰
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

 

　

阿
一
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
研
究
以
外
に
、
追
塩
千
尋

「
叡
尊
歿
後
の
西
大
寺
―
二
代
長
老
信
空
と
そ
の
周
辺
を

め
ぐ
っ
て
―
」
（
同
『
中
世
南
都
の
僧
侶
と
寺
院
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
六
年
。
初
出
一
九
九
八
年
）
、
細
川
涼
一
『
感
身

学
正
記 

一
―
西
大
寺
叡
尊
の
自
伝
―
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、

一
九
九
九
年
、
三
一
六
～
三
二
一
頁
）
も
参
照
。

 

　

な
お
、
細
川
涼
一
『
感
身
学
正
記 

一
』
（
前
掲
）
は
、
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〔
九
日
、
己
巳
、〕
晴
。
今
日
、
院

（
伏
見
上
皇
）

御
二

幸
石
清
水
社
一

云
々
。
自
二

去今

夜
〻

一、
朕
有
二

喉
痛
事
一。
仍
召
二

和
気
全
成
朝
臣
一、

加
二

療
養
一。

 

今
日
、
内
々
連
句
。
如
法　

〔
密
〕
　

蜜
々
儀
也
。
在（

菅
原
）輔

卿
候
二

読
書
一。
漢

〔
後
カ
〕漢

書

第
八
。

 

【
訓
読
】

　

晴
る
。
今
日
、
院
、
石
清
水
社
に
御
幸
す
と
云
々
。

　

今
夜
よ
り
、
朕
、
喉
の
痛
み
の
事
有
り
。
よ
っ
て
和
気
全
成
朝
臣
を
召
し
、
療
養
を
加
ふ
。

　

今
日
、
内
々
の
連
句
な
り
。
如
法　

〔
密
〕
　

蜜
々
の
儀
な
り
。
在
輔
卿
、
読
書
に
候
す
。
漢

〔
後
カ
〕漢

書

第
八
。

阿
一
の
没
年
を
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
と
推
定
す
る
が
、

こ
こ
で
は
つ
と
に
島
田
乾
三
郎
編
『
大
日
本
僧
鑑 

一

（
ア
）
』
「
阿
一
」
（
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所
蔵
自
筆
稿
本
、

〔
請
求
記
号
〕
〇
二
四
．
九
一
／
一
／
一
）
に
指
摘
の
あ
る
、

文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
刊
『
教
誡
新
学
比
丘
行
護
律
儀
』

巻
末
刊
語
（
唐
招
提
寺
律
宗
戒
学
院
蔵
）
に
も
と
づ
き
、
元

応
二
年
（
一
三
二
〇
）
没
と
し
た
。

五ご

戒か
い　

仏
語
（
梵
語p

a
ñ
c
a
-
ś

ı̄
l
a

の
訳
）
。
仏
教
に
お
い
て
、

在
俗
信
者
の
守
る
べ
き
基
本
的
な
五
つ
の
禁
戒
。
不
殺

生
・
不
偸
盗
・
不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
。

法ほ
う

文も
ん　

仏
語
。
経
・
律
・
論
な
ど
、
仏
法
を
説
き
記
し
た
文

章
。

精
念

〔
進
脱
力
〕誦

ね
ん
じ
ゆ　

身
を
き
よ
め
て
誦
経
す
る
こ
と
。
正
月
一
日
条
注

釈
「
念
誦
」
、
正
月
八
日
条
注
釈
「
精
進
」
参
照
。
花
園

に
よ
る
念
誦
に
つ
い
て
は
、
正
月
六
日
条
注
釈
「
是
自
去

年
七
月
毎
日
不
闕
。
神
事
時
許
之
。
神
事
幷
労
外
更
々
不

闕
、
毎
日
奉
仕
也
」
参
照
。
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【
注
釈
】

院　

伏
見
上
皇
。
二
月
三
日
条
注
釈
参
照
。

御

幸

石い
わ

清し

水み
ず

社
云
　々

石
清
水
社
は
、
石
清
水
八
幡
宮
寺

の
こ
と
。
「
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
」
と
も
。
山
城
国
綴

喜
郡
男
山
に
所
在
（
現
在
京
都
府
八
幡
市
高
坊
）
。
祭
神
は
、

誉
田
別
尊
・
息
長
帯
姫
尊
・
比
咩
大
神
の
八
幡
三
所
の
神
。

こ
れ
ら
の
神
は
、
神
仏
習
合
の
思
潮
の
も
と
、
八
幡
大
菩

薩
と
称
さ
れ
た
。
二
十
二
社
の
一
つ
で
あ
り
、
朝
廷
か
ら

伊
勢
に
次
い
で
崇
敬
を
受
け
た
。

 

　

こ
の
日
、
伏
見
院
・
後
伏
見
院
は
連
れ
立
っ
て
石
清
水

八
幡
宮
寺
に
御
幸
し
、
二
月
十
五
日
ま
で
の
七
日
間
参
籠

し
た
。
御
幸
の
奉
行
は
、
参
議
平
惟
輔
で
あ
っ
た
（
『
継

塵
記
（
実
任
卿
記
）
』
正
和
二
年
二
月
九
日
条
・
十
五
日
条
）
。

石
清
水
参
籠
の
初
日
、
伏
見
は
、
後
伏
見
と
と
も
に
筆
写

し
た
紺
紙
金
字
金
光
明
最
勝
王
経
一
部
十
巻
を
神
前
に
奉

納
し
、
供
養
を
遂
げ
て
い
る
。
供
養
の
導
師
は
安
居
院
法

印
権
大
僧
都
覚
守
が
つ
と
め
、
五
箇
日
の
間
、
朝
夕
二
座

に
十
口
の
僧
が
経
文
を
講
ず
る
最
勝
八
講
（
実
際
は
十
座

の
講
説
だ
が
、
八
講
と
称
さ
れ
る
）
が
行
わ
れ
た
。

 

　

京
都
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
、
正
和
二
年
二
月
九

日
「
伏
見
上
皇
自
筆
願
文
」（
『
守
屋
孝
蔵
氏
蒐
集
文
書
』
）
は
、

こ
の
供
養
に
際
し
て
石
清
水
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
願
文
に
よ
る
と
、
最
勝
王
経
の
供
養
と
奉
納
に

は
次
の
由
来
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
亡
き
後
深
草
院
は
、

正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
の
伏
見
の
代
始
め
に
あ
た
っ
て
、

文
永
年
中
（
一
二
六
四
～
一
二
七
五
）
に
発
願
し
て
筆
写
し

た
最
勝
王
経
を
供
養
し
、
こ
れ
を
石
清
水
に
奉
納
す
る
と

と
も
に
、
五
日
十
座
の
法
会
（
最
勝
八
講
の
こ
と
）
を
毎
年

の
斎
会
と
し
て
設
け
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
後
深
草
奉

納
の
最
勝
王
経
が
紛
失
し
た
た
め
、
法
会
は
他
の
経
典
を

も
っ
て
行
わ
れ
、
衰
退
の
兆
し
を
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
を
愁
え
た
伏
見
は
、
後
深
草
の
先
蹤
を
継
い
で
後
伏

見
と
共
に
最
勝
王
経
を
筆
写
し
、
石
清
水
参
籠
の
初
日
に

供
養
を
遂
げ
た
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
伏
見
は
願
文
に
お

い
て
、
今
年
が
自
ら
の
厄
年
に
あ
た
る
こ
と
や
、
春
日
神
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木
の
在
京
、
諸
寺
諸
山
の
訴
訟
が
た
び
重
な
る
こ
と
を
憂

え
て
お
り
、
八
幡
大
菩
薩
の
加
護
を
祈
請
し
て
い
る
。

 

　

な
お
、
持
明
院
統
の
石
清
水
七
日
参
籠
と
最
勝
八
講
、

伏
見
・
後
伏
見
に
よ
る
最
勝
王
経
供
養
の
政
治
的
意
義
に

つ
い
て
は
、
【
付
論
】
坂
口
太
郎
「
持
明
院
統
の
石
清
水

御
幸
―
七
日
参
籠
と
最
勝
八
講
を
め
ぐ
っ
て
―
」
参
照
。

朕
有
喉

の
ん
ど

痛
事　

喉
の
読
み
は
、
『
病
草
紙
』
関
戸
家
本
、
『
名

語
記
』
五
〔
ノ
―
ノ
ト
〕
に
よ
る
。

 

　

花
園
は
生
ま
れ
つ
き
病
弱
で
あ
り
、
若
年
期
の
日
記
に

は
「
心
神
違
例
」
「
心
神
不
快
」
な
ど
の
記
事
が
多
く
見

ら
れ
る
。
と
く
に
、
風
気
・
咳
病
な
ど
の
呼
吸
器
疾
患
、

脚
気
、
瘧
病
、
雑
熱
（
腫
れ
も
の
）
、
歯
痛
を
患
っ
た
。
花

園
の
疾
病
状
態
に
つ
い
て
は
、
服
部
敏
良
「
花
園
院
宸
記

に
現
わ
れ
る
花
園
天
皇
の
病
歴
」
（
同
『
鎌
倉
時
代
医
学
史

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）
参
照
。

和
気
全
成
朝
臣　

生
没
年
未
詳
。
こ
の
と
き
典
薬
医
師
。

『
医
陰
系
図
』
〔
医
道 

和
気
氏
〕
、
『
和
気
氏
系
図
』
。
父
は

国
成
。

 

　

弘
安
十
一
年
（
一
二
八
八
）
三
月
、
従
五
位
下
（
『
勘
仲

記
』
三
月
八
日
条
）
。
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
十
月
、
典

薬
頭
（
『
典
薬
頭
補
任
次
第
』
）
。
「
大
膳
権
大
夫
、
従
四
位
上
、

典
薬
頭
」
（
『
医
陰
系
図
』
〔
医
道 

和
気
氏
〕
）
。
全
成
の
官
歴

に
つ
い
て
は
、
新
村
拓
「
中
世
の
典
薬
寮
補
任
官
人
の

検
討
」
（
同
『
古
代
医
療
官
人
制
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
三
年
、
三
七
九
頁
）
参
照
。

 

　

全
成
と
花
園
と
の
関
係
は
古
く
、
『
花
園
』
元
亨
四
年

（
一
三
二
四
）
九
月
八
日
条
裏
書
に
「
全
成
、
自
予

（
花
園
）幼

少
寓

直
。
有
功
労
」
と
見
え
る
。
『
花
園
』
に
お
け
る
全
成
の

初
見
は
延
慶
四
年
（
一
三
一
一
）
二
月
十
六
日
条
で
あ
り
、

体
調
不
良
の
花
園
を
診
察
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
花
園
の

発
病
の
際
に
召
さ
れ
て
診
察
・
治
療
し
、
あ
る
い
は
灸
を

据
え
た
こ
と
が
『
花
園
』
に
散
見
す
る
。
な
お
、
全
成
の

和
歌
が
『
風
雅
和
歌
集
』
に
一
首
入
集
し
て
い
る
。

 

　

全
成
の
管
領
し
た
所
領
に
は
、
河
内
国
法
明
寺
と
そ

の
寺
領
が
あ
っ
た
。
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
、
全
成
は
法

明
寺
領
興
行
を
命
ず
る
後
醍
醐
天
皇
の
綸
旨
に
事
寄
せ
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て
、
石
清
水
八
幡
宮
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
楠
葉
弥
勒
寺
を

押
領
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
八
幡
宮
寺
別
当
の
陶
清

法
印
は
、
雑
訴
決
断
所
に
全
成
の
押
領
を
提
訴
し
、
決
断

所
で
審
理
が
行
わ
れ
た
結
果
、
全
成
の
敗
訴
が
決
ま
っ

た
。
た
だ
し
、
そ
の
後
も
弥
勒
寺
に
関
す
る
争
い
は
収
ま

ら
ず
、
和
気
幸
賢
（
全
成
の
一
族
）
と
陶
清
法
印
と
の
間

で
訴
訟
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
相
論
は
、
最
終
的
に
康
永

二
年
（
一
三
四
三
）
八
月
、
陶
清
に
弥
勒
寺
の
管
領
を
命

ず
る
光
厳
上
皇
の
院
宣
が
下
り
、
結
末
を
迎
え
た
（
『
石

清
水
文
書
（
田
中
家
文
書
）
』〔
河
内
国
楠
葉
弥
勒
寺
相
伝
証
文
〕
）
。

弥
勒
寺
の
相
論
に
つ
い
て
は
、
戸
田
芳
実
「
室
町
時
代
の

枚
方
」
（
枚
方
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
枚
方
市
史 
二 
古
代
・
中

世
編
』
枚
方
市
、
一
九
七
二
年
）
参
照
。

療
養　

病
気
の
治
療
を
行
い
、
か
ら
だ
を
養
生
す
る
こ
と
。

連れ
ん

句ぐ　

正
月
九
日
条
注
釈
参
照
。

如に
ょ

法ほ
う

蜜
〔
密
〕

々
儀　

「
全
く
内
々
の
儀
」
の
意
。
「
如
法
」
に
つ
い

て
は
、
正
月
九
日
条
注
釈
「
如
法
密
儀
」
参
照
。

在
輔
卿　

菅
原
在
輔
。
こ
の
と
き
従
二
位
、
式
部
大
輔
。

六
十
七
歳
。
正
月
七
日
条
注
釈
参
照
。

漢
〔
後
カ
〕

漢
書
第
八　

「
漢
漢
書
」
は
『
後
漢
書
』
の
誤
り
か
。
中

国
の
歴
史
書
。
全
百
二
十
巻
。
本
紀
十
巻
・
列
伝
八
十
巻

は
、
宋
の
范
曄
の
撰
。
志
三
十
巻
は
、
梁
の
劉
昭
が
、
晋

の
司
馬
彪
の
『
続
漢
書
』
の
志
に
注
を
加
え
て
補
っ
た
。

光
武
帝
か
ら
献
帝
ま
で
の
後
漢
の
史
実
を
紀
伝
体
で
記
す
。

日
本
で
は
、
『
史
記
』
、
『
漢
書
』
と
並
ぶ
「
三
史
」
の
一

つ
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
紀
伝
道
に
お
け
る
教
科
書
に
用
い

ら
れ
た
。
第
八
は
「
孝
霊
帝
紀
」
（
霊
帝
劉
宏
）
。

 

　

な
お
、
「
漢
漢
書
」
は
『
漢
書
』
の
誤
り
の
可
能
性
も

あ
る
。
『
漢
書
』
第
八
は
、
「
宣
帝
紀
」
（
劉
詢
）
。
花
園
の

『
漢
書
』
、
『
後
漢
書
』
講
読
に
つ
い
て
は
、
正
月
七
日
条

注
釈
「
漢
書
二
」
参
照
。
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〔
十
日
、
庚
午
、
〕
晴
。
今
朝
、
喉
痛
纔
平
愈
。
今
日
、
又
連
句
。

 
入
レ

夜
又
連
句
勝
負
也
。
在

（
菅
原
）輔

卿
加
点
。

 

【
訓
読
】

　

晴
る
。
今
朝
、
喉
の
痛
み
纔
か
に
平
愈
す
。

　

今
日
、
ま
た
連
句
な
り
。

　

夜
に
入
り
ま
た
連
句
の
勝
負
な
り
。
在
輔
卿
、
加
点
す
。

 

【
注
釈
】

喉
痛　

二
月
九
日
条
注
釈
参
照
。

平
愈　

「
平
癒
」
と
も
。
病
気
が
治
る
こ
と
。

連
句　

正
月
九
日
条
注
釈
参
照
。

在
輔
卿　

正
月
七
日
条
注
釈
・
二
月
九
日
条
注
釈
参
照
。

加
点　

連
句
勝
負
に
お
い
て
、
菅
原
在
輔
が
各
人
の
句
の
優

秀
な
も
の
に
合
点
を
付
し
た
こ
と
を
指
す
。
正
和
二
年

（
一
三
一
三
）
五
月
二
十
七
日
の
連
句
で
は
、
参
加
者
を
左

右
に
分
か
ち
、
各
人
の
加
点
数
を
加
算
し
て
勝
負
を
決
し

て
い
る
（
『
花
園
』
）
。
ま
た
、
勝
負
が
行
わ
れ
た
際
は
、
負

け
方
が
、
負
け
態
と
称
し
て
、
勝
ち
方
に
饗
応
や
贈
物
を

す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
『
花
園
』
正
和
二
年
四

月
十
八
日
条
裏
書
で
は
絵
が
進
呈
さ
れ
て
い
る
。
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【
付
論
】
持
明
院
統
の
石
清
水
御
幸

―
七
日
参
籠
と
最
勝
八
講
を
め
ぐ
っ
て
―

坂

口

太

郎

　

『
花
園
天
皇
日
記
』
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
二
月
九
日
条
に
は
、
伏
見
院
が
石
清
水
八
幡
宮
寺
に
御
幸
し
た
と
い
う
記
事
が

見
え
る
。
今
回
の
注
釈
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
、
伏
見
は
後
伏
見
院
と
と
も
に
石
清
水
に
七
日
の
間
参
籠
し
、

そ
の
初
日
に
亡
き
後
深
草
院
を
先
例
と
し
て
金
光
明
最
勝
王
経
の
供
養
を
遂
げ
、
こ
れ
を
石
清
水
に
奉
納
し
て
い
る
。
本
論
で

は
注
釈
の
補
遺
と
し
て
、
持
明
院
統
の
石
清
水
御
幸
を
取
り
上
げ
、
と
く
に
七
日
参
籠
と
、
後
深
草
・
伏
見
・
後
伏
見
に
よ
る

最
勝
八
講
の
意
義
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。

　

平
安
時
代
以
来
、
朝
廷
が
石
清
水
を
宗
廟
の
一
つ
と
し
て
厚
く
尊
崇
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
り
わ
け
院
政

期
に
入
る
と
、
白
河
院
は
二
十
五
度
、
後
白
河
院
は
十
七
度
の
御
幸
を
遂
げ
、
鎌
倉
前
期
の
後
鳥
羽
院
も
二
十
度
に
わ
た
っ
て

石
清
水
に
御
幸
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
に
石
清
水
に
熱
烈
な
信
仰
を
抱
い
た
の
は
、
鎌
倉
中
期
の
後
嵯
峨
院
で
あ
っ
た
。

　

後
嵯
峨
院
政
期
に
お
い
て
、
前
代
の
後
鳥
羽
院
が
定
式
化
し
た
正
月
御
幸
始
や
神
社
御
幸
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
、
大
村
拓

生
や
白
根
靖
大
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
石
清
水
御
幸
も
そ
の
行
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
後
嵯
峨
は
、
譲
位
後
の
寛
元

四
年
（
一
二
四
六
）
か
ら
死
去
前
年
の
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
に
至
る
ま
で
、
ほ
ぼ
毎
年
正
月
に
石
清
水
御
幸
を
遂
げ
て
い
る
。
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後
鳥
羽
の
石
清
水
御
幸
で
は
水
無
瀬
殿
に
滞
在
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
異
な
っ
て
後
嵯
峨
は
石
清
水
に
七
日
参
籠

し
、
そ
の
間
に
五
部
大
乗
経
供
養
を
行
う
こ
と
を
常
と
し
た
。

　

後
嵯
峨
の
石
清
水
御
幸
は
二
十
八
度
の
多
く
を
数
え
る
が
、
と
り
わ
け
、
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
正
月
の
御
幸
の
際
に
、

故
土
御
門
院
の
宿
願
を
引
き
継
い
で
一
切
経
会
を
行
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
（
１
）
。
『
八
幡
愚
童
訓 

乙
本
』
上
〔
王
位
事
〕（
２
）

に
は
、
こ
の
一
切
経
供
養
に
さ
い
し
て
石
清
水
に
奉
納
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
後
嵯
峨
の
願
文
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
「
倩
思
二

一
生
涯
之
我

（
後
嵯
峨
）運

を
（
マ
マ
）一、

在
二

て
〔
于
ヵ
〕八

幡
宮
之
冥
助
一

」
の
一
文
が
見
え
る
。
ま
た
、
同
じ
く
同
書
に
引
か
れ
た
五

部
大
乗
経
供
養
の
願
文
に
も
、
「
眇

（
後
嵯
峨
）

身
於
二

宗
廟
一、
欽
仰
之
志
、
深
レ

自
二

曩
祖
一。
宗
廟
於
二

眇
身
一、
擁
護
之
徳
、
勝
二

て
〔
于
ヵ
〕往

時
一

」

と
あ
る
。
い
ず
れ
の
願
文
も
、
後
嵯
峨
が
前
代
に
も
増
し
て
厚
い
八
幡
信
仰
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

後
嵯
峨
に
よ
る
石
清
水
七
日
参
籠
の
発
生
に
つ
い
て
、
大
村
拓
生
は
後
嵯
峨
が
後
鳥
羽
の
よ
う
に
水
無
瀬
殿
を
持
つ
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
た
め
と
す
る
が
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
後
嵯
峨
の
八
幡
信
仰
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

後
嵯
峨
が
本
来
帝
位
に
つ
く
べ
き
立
場
に
な
か
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、『
八
幡
愚
童
訓 

乙
本
』
上
〔
王
位
事
〕
に
よ

る
と
、
即
位
以
前
の
後
嵯
峨
は
、
出
家
を
遂
げ
る
予
定
で
あ
っ
た
も
の
の
、
八
幡
大
菩
薩
の
霊
夢
に
よ
っ
て
延
引
し
て
ま
も
な

く
四
条
天
皇
の
夭
折
に
遇
い
、
は
か
ら
ず
も
帝
位
に
就
い
た
と
い
う
（
３
）
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
説
話
が
八
幡
信
仰
を
鼓
吹
す
る
『
八

幡
愚
童
訓
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
額
面
通
り
に
そ
の
内
容
を
受
け
取
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
が
、
先
の
後
嵯
峨
の
願

文
の
内
容
に
照
ら
し
て
も
、
石
清
水
が
後
嵯
峨
院
政
を
支
え
る
宗
教
権
威
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
読
み
取
れ
る
。

　

後
嵯
峨
の
死
後
、
王
家
は
持
明
院
統
・
大
覚
寺
統
の
二
つ
に
分
裂
す
る
が
、
両
統
は
と
も
に
石
清
水
を
崇
敬
し
て
い
る
。
遠

藤
基
郎
に
よ
れ
ば
、
後
嵯
峨
が
創
始
し
た
毎
年
の
石
清
水
七
日
参
籠
は
、
治
天
の
君
の
座
に
あ
る
院
の
み
が
行
い
う
る
特
別
な

行
事
と
目
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
後
嵯
峨
の
後
を
う
け
て
治
天
の
君
と
な
っ
た
の
は
亀
山
天
皇
で
あ
る
が
、
亀
山
は
文
永
十
一
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年
（
一
二
七
四
）
正
月
に
後
宇
多
天
皇
に
譲
位
し
、
そ
れ
以
後
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
毎
年
、
石
清
水
御
幸

と
七
日
参
籠
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
後
深
草
の
石
清
水
御
幸
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
亀
山
の
治
世
下
に
は
蒙
古
襲
来
が

起
き
た
こ
と
か
ら
、
亀
山
は
恒
例
の
御
幸
に
加
え
て
臨
時
に
石
清
水
に
御
幸
し
、
異
国
降
伏
を
祈
っ
て
い
る
。

　

弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
十
月
、
鎌
倉
幕
府
の
要
求
に
よ
っ
て
伏
見
天
皇
が
即
位
し
、
治
世
は
大
覚
寺
統
か
ら
持
明
院
統
に

交
替
す
る
。
翌
弘
安
十
一
年
正
月
二
十
六
日
、
後
深
草
は
治
天
の
君
と
し
て
石
清
水
御
幸
を
果
た
し
、
七
日
参
籠
を
行
っ
た
（
４
）
。

参
籠
の
間
、
後
伏
見
は
、
五
部
大
乗
経
供
養
、
金
光
明
最
勝
王
経
供
養
、
最
勝
八
講
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
今
回
の
注
釈
で
取

り
上
げ
た
正
和
二
年
二
月
九
日
付
「
伏
見
上
皇
自
筆
願
文
」（
５
）
に
、
後
深
草
が
正
応
の
代
始
め
に
最
勝
王
経
を
供
養
し
て
石
清

水
に
奉
納
し
た
と
あ
る
の
は
、
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
時
の
最
勝
王
経
供
養
と
最
勝
八
講
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
基
郎
が
若
干
の
考
察
を
加
え
て
い
る
。
遠
藤
は
、
御
幸
に
供
奉

し
た
西
園
寺
公
衡
の
日
記
『
公
衡
公
記
』
弘
安
十
一
年
正
月
二
十
六
日
条
と
、
同
記
に
引
か
れ
た
後
深
草
の
二
つ
の
願
文
に
注

目
し
て
そ
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
供
養
の
実
態
を
見
て
お
き
た
い
。

　

正
月
二
十
六
日
、
最
勝
王
経
供
養
に
際
し
て
後
深
草
が
捧
げ
た
願
文
に
よ
る
と
、
後
深
草
の
筆
写
し
た
最
勝
王
経
は
全
部
で

十
一
部
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
一
部
は
金
紙
金
泥
で
異
国
降
伏
の
た
め
に
先
年
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
十
部
は
素
紙
で
先
の

写
経
を
模
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
後
深
草
は
、
こ
の
供
養
を
皮
切
り
に
、
以
後
毎
年
石
清
水
に
お
い
て
最
勝
八
講
を

行
う
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

　

最
勝
八
講
の
形
式
に
つ
い
て
、
遠
藤
は
と
く
に
説
明
を
加
え
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
五
箇
日
の
間
、
十
口
の
僧
が
朝
夕
二
座

に
経
典
を
講
説
す
る
儀
式
で
あ
る
。
実
際
は
十
座
の
講
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
八
幡
愚
童
訓 

乙
本
』
上
〔
王
位
事
〕
の
よ
う

に
「
最
勝
十
講
」
と
す
る
史
料
も
あ
る
が
、
「
八
講
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
表
記
の
揺
れ
に
つ
い
て
は
、
法
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華
八
講
の
事
例
を
検
討
し
、
同
八
講
が
〈
四
箇
日
八
講
〉
と
〈
五
箇
日
八
講
〉
の
二
種
を
基
本
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
、
今

成
元
昭
の
研
究
が
参
考
と
な
る
。

　

後
嵯
峨
以
来
、
石
清
水
御
幸
に
お
い
て
は
、
五
部
大
乗
経
供
養
を
行
う
こ
と
を
恒
例
と
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
後
深
草
は
伏

見
の
践
祚
と
時
を
同
じ
く
し
て
最
勝
王
経
供
養
を
遂
げ
、
最
勝
八
講
を
毎
年
の
規
式
と
し
て
定
め
た
の
で
あ
っ
た
。
最
勝
王
経

供
養
の
願
文
に
「
是
則
遠
温
二

白
河
先
院
徃
代
斗
藪
之
勝
躅
一、
近
追
二

文
（
後
嵯
峨
）

永
法
皇
毎
春
貫
華
之
恒
式
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
後
深

草
に
は
、
後
嵯
峨
の
継
承
者
と
し
て
最
勝
王
経
の
供
養
を
行
う
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
の
ち
に
石
清
水
八

幡
宮
寺
公
文
所
が
作
成
し
た
「
石
清
水
八
幡
宮
宝
前
以
下
諸
堂
塔
勤
行
幷
供
料
事
」（
６
）
に
よ
る
と
、
後
深
草
の
御
願
と
し
て
供

僧
八
口
に
よ
る
宝
前
最
勝
王
経
長
日
転
読
も
設
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
播
磨
国
家
島
別
符
が
そ
の
料
所
と
し
て
定
め
ら
れ
、

八
十
石
の
供
料
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

最
勝
王
経
供
養
の
翌
々
日
二
十
八
日
に
は
、
五
部
大
乗
経
供
養
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
願
文
に
は

後
嵯
峨
法
皇
伝
二

大
統
一

而
子
孫
共
昌
、
以
致
二

孝
敬
於
遠
祖
之
尊
庿
一

也
。
余
慶
覃
レ

身
、
報
賽
争
懈
。
願
捧
二

清
浄
心
之
法

施
一、
永
為
二

未
来
際
之
勤
行
一。
況
乎
大
乗
五
部
之
讚
嘆
者
恒
例
也
。
薫
修
雖
レ

旧
、
最
勝
八
講
之
斎
会
者
今
儀
也
。
法
楽
是

新
。

（
『
公
衡
公
記
』
弘
安
十
一
年
正
月
二
十
八
日
条
）

と
い
う
一
節
が
あ
る
（
７
）
。
す
な
わ
ち
、
後
深
草
は
後
嵯
峨
が
皇
統
を
伝
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
子
孫
が
繁
昌
し
、
そ
の
「
余
慶
」

が
自
身
に
及
ん
だ
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
余
慶
」
と
は
、
伏
見
の
践
祚
に
よ
っ
て
後
深
草
が
治

天
の
君
の
座
に
就
い
た
こ
と
に
外
な
ら
ず
、
こ
こ
に
後
嵯
峨
―
後
深
草
―
伏
見
と
い
う
持
明
院
統
の
嫡
流
意
識
を
読
み
取
る
こ

と
は
た
や
す
い
。
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さ
ら
に
後
深
草
は
、
石
清
水
八
幡
宮
へ
の
報
賽
と
し
て
、
恒
例
の
五
部
大
乗
経
供
養
に
加
え
て
最
勝
八
講
を
設
け
た
こ
と
を

取
り
上
げ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
八
幡
大
菩
薩
の
法
楽
が
増
す
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
持
明
院
統
と
八

幡
大
菩
薩
と
の
緊
密
な
結
合
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
後
深
草
に
よ
る
石
清
水
最
勝
八
講
の
新
置
は
、
持
明
院
統
に
永
く
皇
位
を
伝
え
る
べ
く
八
幡
大
菩
薩
の
加
護
を

仰
ぐ
と
と
も
に
、
持
明
院
統
が
後
嵯
峨
の
皇
統
を
受
け
継
ぐ
嫡
流
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
政
治
的
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
最
勝
八
講
が
、
そ
の
後
の
持
明
院
統
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
帯
び
る
儀
式
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
延
慶
二
年

（
一
三
〇
九
）
五
月
、
伏
見
院
・
後
伏
見
院
が
石
清
水
七
日
参
籠
に
お
い
て
行
っ
た
経
供
養
の
説
草
（
８
）
に
詳
し
い
。

　

し
か
し
、
最
勝
八
講
は
、
後
深
草
自
筆
の
最
勝
王
経
が
紛
失
し
た
た
め
に
他
の
経
典
を
も
っ
て
行
う
こ
と
と
な
り
、
退
転
の

兆
し
を
見
せ
始
め
る
。
こ
の
た
め
伏
見
院
は
、
後
深
草
の
先
例
を
追
っ
て
後
伏
見
院
と
と
も
に
紺
紙
金
字
を
以
っ
て
最
勝
王
経

を
筆
写
し
、
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
二
月
の
石
清
水
七
日
参
籠
（
９
）
の
初
日
に
供
養
を
遂
げ
た
。
伏
見
・
後
伏
見
父
子
に
よ
る

最
勝
王
経
供
養
は
、
後
深
草
の
創
始
し
た
最
勝
八
講
の
意
義
を
再
確
認
し
、
持
明
院
統
の
行
く
末
を
八
幡
大
菩
薩
に
祈
念
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
と
き
伏
見
が
石
清
水
に
捧
げ
た
自
筆
の
願
文
の
一
節
に
は
、

然
間
、
今
歳
当
二

厄
会
之
運
一、
宿
曜
奏
二

謹
慎
之
由
一。
或
驚
二

天
孽
之
兆
一、
只
思
二

景
公
三
舎
之
術
一。
或
示
二

時
妖
之
惶
一、
偸

慕
二

文
王
九
齢
之
祥
一。
加
之
、
神
木
両
年
令
二

遷
坐
一

矣
。
一
陰
一
陽
之
道
叵
レ

測
。
率
土
近
曾
不
二

静
謐
一

焉
。
諸
寺
諸
山
之

訴
無
レ

休
。
菲
薄
之
性
、
独
恥
二

其
責
一。
微
眇
之
身
、
弥
顧
二

其
分
一。
若
非
二

霊
祧
之
加
彼

〔
被
〕

一

者
、
争
得
二

皇
家
之
泰
平
一

乎
。

（
前
掲
「
伏
見
上
皇
自
筆
願
文
」
）

と
あ
り
、
こ
の
年
が
自
ら
の
厄
年
に
あ
た
る
た
め
そ
の
攘
災
を
思
案
し
、
前
年
よ
り
続
く
春
日
神
木
の
在
京
、
諸
寺
諸
山
の
訴
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訟
が
頻
繁
で
あ
る
の
を
憂
え
て
い
る
。
か
か
る
深
刻
な
不
安
を
払
拭
す
る
こ
と
も
、
伏
見
が
最
勝
王
経
の
供
養
を
発
願
し
た
理

由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
伏
見
が
石
清
水
を
あ
つ
く
尊
崇
し
た
こ
と
は
、
『
伏
見
院
御
集
（
広
沢
切
）
』
に
収
め
ら
れ

た
次
の
和
歌
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　
　

延
慶
三
年
正
月
、
参
二

籠
石
清
水
一

之
時
、
当
座
十
首
之
内
、
述
懐

　
　
　
　
　
　

述
（
衍
カ
）懐

　
　

世
を
ま
も
る
神
の
こ
ゝ
ろ
を
か
へ
り
み
て
を
ろ
か
に
た
ら
ぬ
身
を
ぞ
お
そ
る
ゝ

（
『
宸
翰
英
華
』
一
―
七
四
、
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
所
蔵
）

　

さ
て
、
持
明
院
統
の
治
天
の
君
に
よ
る
石
清
水
七
日
参
籠
は
、
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
三
月
の
伏
見
・
後
伏
見
に
よ
る
参

籠

が

最

後

で

あ

る
（
10
）
。
翌
文
保
二
年
二
月
、
花
園
天
皇
は
退
位
し
、
後
醍
醐
天
皇
の
践
祚
に
よ
っ
て
政
務
は
大
覚
寺
統
の

掌
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
同
年
六
月
、
新
た
に
治
天
の
君
と
な
っ
た
後
宇
多
院
は
石
清
水
に
御
幸
し
、
七
日
参
籠
を
遂
げ

た
（
11
）
。
以
後
、
後
宇
多
に
よ
る
石
清
水
七
日
参
籠
は
、
元
応
三
年
（
一
三
二
一
）
ま
で
ほ
ぼ
毎
年
確
認
さ
れ
る
。

　

元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
六
月
に
後
宇
多
が
亡
く
な
っ
て
以
後
、
後
醍
醐
の
討
幕
計
画
は
次
第
に
進
行
し
、
や
が
て
元
弘
の

乱
が
勃
発
す
る
。
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
九
月
の
笠
置
城
落
城
後
、
後
醍
醐
は
捕
え
ら
れ
、
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
三
月
に

隠
岐
に
配
流
さ
れ
た
。
か
く
し
て
治
世
は
持
明
院
統
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
後
醍
醐
方
の
勢
い
は
強
く
、
翌
正
慶
二
年
に
は
全
国
的
規
模
の
動
乱
が
展
開
す
る
。
そ
の
頃
、
後
伏
見
院
は
天

下
静
謐
・
聖
運
安
全
の
た
め
に
石
清
水
八
幡
宮
寺
に
一
通
の
願
文
を
捧
げ
て
い
る
が
、
そ
の
二
箇
条
目
に
は
「
毎
年
七
ケ
日

恒
例
参
籠
之
外
、
別
七
ケ
日
可
レ

令
二

参
宿
一

事
」
と
あ
る
（
12
）
。
す
で
に
持
明
院
統
に
は
石
清
水
七
日
参
籠
を
遂
げ
る
余
裕
は
な

か
っ
た
が
、
後
伏
見
は
戦
勝
の
暁
に
恒
例
の
七
日
参
籠
に
加
え
て
臨
時
の
七
日
参
籠
を
行
う
こ
と
を
述
べ
、
八
幡
大
菩
薩
の
加
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護
を
仰
い
だ
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ま
も
な
く
後
醍
醐
は
鎌
倉
幕
府
を
滅
ぼ
し
て
勝
利
を
収
め
る
。
持
明
院
統
は
敗
北
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
後
伏
見
が
石
清

水
に
捧
げ
た
立
願
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
建
武
新
政
の
こ
ろ
、
失
意
の
日
々
を
送
る
後
伏
見
の
詠
ん
だ
和
歌
に
次
の
一
首
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

建
武
の
こ
ろ
、
雑
御
歌
の
中
に

し
づ
み
ぬ
る
身
は
木
が
く
れ
の
い
は
し
水
さ
て
も
な
が
れ
の
世
に
し
た
え
ず
は

（
『
風
雅
和
歌
集
』
二
一
三
三
・
神
祇
）

　

や
る
か
た
な
い
鬱
屈
を
吐
露
し
つ
つ
も
、
一
縷
の
望
み
を
捨
て
ず
、
持
明
院
統
の
前
途
を
石
清
水
に
祈
る
後
伏
見
の
切
実
な

願
い
が
読
み
取
れ
よ
う
（
13
）
。

　

そ
の
後
、
時
代
は
南
北
朝
動
乱
を
迎
え
、
持
明
院
統
は
北
朝
の
王
家
と
し
て
再
び
日
の
目
を
見
る
。
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）

四
月
十
九
日
、
光
厳
院
は
初
度
の
石
清
水
御
幸
を
遂
げ
た
が
、
七
日
参
籠
や
最
勝
八
講
を
行
わ
ず
、
翌
二
十
日
に
還
御
し
て
い

る
（
14

）
。
両
統
分
裂
の
所
産
と
い
う
べ
き
こ
れ
ら
の
盛
儀
は
、
こ
の
後
も
挙
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
歴
史
的
役
割
を
終

え
た
の
で
あ
っ
た
。

注
（
１
） 

『
百
練
抄
』
同
年
正
月
二
十
日
条
、
『
石
清
水
八
幡
宮
末
社
記
』
（
続
群
書
類
従 

神
祇
部
）
。

（
２
） 

日
本
思
想
大
系
『
寺
社
縁
起
』
。

（
３
） 

同
様
の
話
は
、
『
増
鏡
』
四
〔
三
神
山
〕
に
も
見
え
る
。

（
４
） 

『
伏
見
天
皇
日
記
』
同
日
条
。

（
５
） 

『
守
屋
孝
蔵
氏
蒐
集
文
書
』
（
『
宸
翰
英
華
』
一
―
八
一
）
。

『花園天皇日記（花園院宸記）』正和二年二月記（一）
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（
６
） 

応
永
十
八
年
（
一
四
一
一
）
五
月
十
二
日
付
（
『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
五
、
一
三
〇
～
一
四
一
頁
）
。

（
７
） 

な
お
、
遠
藤
基
郎
が
こ
の
願
文
を
「
最
勝
王
経
八
講
願
文
」
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

（
８
） 

安
居
院
覚
守
草
。
『
拾
珠
抄
』
（
天
台
宗
全
書
）
巻
六
「
八
幡
宮
御
経
供
養
」
。
古
写
本
の
三
千
院
本
で
は
巻
八
。

（
９
） 
『
花
園
天
皇
日
記
』
、
『
継
塵
記
（
実
任
卿
記
）
』
同
年
二
月
九
日
条
。

（
10
） 
『
花
園
天
皇
日
記
』
同
年
三
月
四
日
条
、
『
継
塵
記
』
同
年
三
月
十
日
条
。

（
11
） 

『
継
塵
記
』
同
年
六
月
八
日
条
・
十
五
日
条
。

（
12
） 

正
慶
二
年
正
月
二
十
日
付
。
『
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
文
書
』
（
『
宸
翰
英
華
』
一
―
一
一
九
）
。

（
13
） 

こ
の
和
歌
は
、
東
山
御
文
庫
所
蔵
「
伏
見
天
皇
御
歌
集
」
に
見
え
、
同
書
よ
り
『
玉
葉
和
歌
集
』
、
『
風
雅
和
歌
集
』
に
伏
見
院
詠

と
し
て
入
集
し
て
い
る
和
歌
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
実
は
伏
見
院
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
詞
書
に
「
建
武
の
頃
」
と

あ
る
の
で
、
後
伏
見
院
が
父
院
の
詠
を
借
り
て
述
懐
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
岩
佐
美
代
子
『
風
雅
和
歌
集
全
注

釈 

下
巻
』
（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、
三
四
六
頁
）
参
照
。
な
お
、
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
阿
尾
あ
す
か
の
教
示
を
得
た
。

（
14
） 

『
中
院
一
品
記
』
、
『
師
守
記
』
同
日
条
。

参
考
文
献

石
清
水
八
幡
宮
編
『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
七
（
石
清
水
八
幡
宮
社
務
所
、
一
九
三
六
年
）

石
清
水
八
幡
宮
編
『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
首
巻
（
石
清
水
八
幡
宮
社
務
所
、
一
九
三
九
年
）

今
成
元
昭
「
法
華
八
講
の
〈
日
〉
と
〈
時
〉
―
古
典
解
読
の
た
め
に
―
」
（
『
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
』
三
一
、
一
九
九
四
年
）

大
村
拓
生
「
行
幸
・
御
幸
の
展
開
」
（
同
『
中
世
京
都
首
都
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
。
初
出
一
九
九
四
年
）

白
根
靖
大
「
中
世
前
期
の
治
天
に
つ
い
て
」
（
同
『
中
世
の
王
朝
社
会
と
院
政
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
一
九
九
四
年
）

遠
藤
基
郎
「
鎌
倉
中
後
期
の
天
皇
家
王
権
仏
事
―
天
皇
家
王
権
仏
事
の
事
件
史
（
そ
の
三
）
―
」
（
同
『
中
世
王
権
と
王
朝
儀
礼
』
東
京

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
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D.T. Suzuki’s “The Relation of Religion  
and the State”

Thomas Kirchner

“The Relation of Religion and the State” is one of D.T. Suzuki’s most frequently 

quoted essays, generally by authors attempting to show nationalistic tendencies on 

Suzuki’s part. “The Relation of Religion and the State” is not an independent 

piece, but a chapter in Suzuki’s first book, Shin shukyo ron 新宗教論 (A New 

Theory of Religion), published in 1896, when Suzuki was twenty-six years old.

A New Theory of Religion is, as the title suggests, Suzuki’s attempt to rethink 

the significance of religion in the age of rapid modernization and change that 

followed Japan’s abandonment of its isolationist policies at the time of the Meiji 

Restoration in 1868. The essays that comprise it cover the entire range of issues 

relating to religion and its place in human existence, as reflected in the chapter 

titles:

Chapter 1 Introduction

Chapter 2 Religion

Chapter 3 God

Chapter 4 Faith

Chapter 5 Ceremony, Ritual, and Prayer

Chapter 6 The Founders of Religions

Chapter 7 Humanity

Chapter 8 No-Self (On the Fallacy of the Concept of a Substantial Self )

Chapter 9 Non-Arising and Non-Perishing

Chapter 10 The Relation of Religion and Philosophy

Chapter 11 The Relation of Religion and Science

Chapter 12 The Difference between Religion and Morality

Chapter 13 The Relation of Religion and Education
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Chapter 14 Religion and Social Problems

Chapter 15 The Relation of Religion and the State

Chapter 16 Religion and the Family

The essay in question, “The Relation of Religion and State,” presents the young 

Suzuki’s thought on an essential topic for discussion in any collection of this type: 

the relation between the inner life of the human spirit and the outer structure of 

the state, within which, in the present scheme of things, all human beings must 

live. Suzuki, at that time already an experienced Zen practicer, maintains that, 

while on one level the concerns of religion (particularly religion as understood 

from the Buddhist perspective) transcend those of the state, on another level it can 

contribute to the state’s practical needs. 

As part of his consideration of this dynamic, Suzuki discusses the role of 

religion in situations of war. This question is one that any honest examination of 

the religion-state relationship must consider, given, as Suzuki points out, the 

historical inevitability of war in a world where each nation is concerned primarily 

with its own advantage. Suzuki argues for the legitimacy of defensive war and 

considers the attitude with which a nation’s soldiers should fight when such wars 

do occur. Although sections of the essay on this topic are expressed in a rhetorical 

style with a certain nationalistic ring, Suzuki does not advocate, or defend, 

nationalistic wars of invasion. This holds true for the entire body of work he 

produced throughout his seventy-year career as a writer.

“The Relation of Religion and the State” appears in volume 23 of Suzuki’s 

Collected Works, pp. 134–140.

The Relation of Religion and the State

At first glance it might be thought that religion and the state would be in profound 

conflict, since the state is based upon differentiation while religion takes the 

position that everything is equal. Religion sees as its final purpose the realization 

of a universal ideal, while the state sees as its utimate purpose the preservation of 

D.T. Suzuki’s “The Relation of Religion and the State”
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its own existence. Religion seeks to unite the entire world into one, while states 

strive to survive as separate entities. Religion teaches that the whole world is a 

brotherhood and that all peoples are compatriots, while the state asserts its 

preemimence in the world. Religion preaches impartial benevolence and enjoins 

against making distinctions between self and other, while the state promotes the 

principles of loyalty and patriotism and exhorts its citizens to independence. 

Religion never hesitates to challenge the validity of history and the state, while the 

state always acts on the basis of its own self-centered interests. In this way, 

religion and the state seem virtually incompatible. It is difficult to know which 

outlook is correct, that of religion or that of the state.

Let us look at the actual situation among the world’s nations today. Each 

establishes a country on a piece of this tiny earth, claiming that territory is its 

territory, that area’s produce is its produce, and that area’s people as its people. If 

conflicts arise between the interests of different countries, they immediately 

forsake peace and, taking up arms, kill people, halt commerce, and destroy the 

means of production, continuing at this until one side or the other is defeated. 

Owing perhaps to their ideals of civilized behavior, they prefer not to admit that 

self-interest is behind all of this, so they always use the concept of “justice” to 

excuse theit behavior. “We attack them,” they claim, “for the purpose of 

maintaining long-term peace in the East (or the West, or the World).” Or, “They 

ignored our rights, and so, in the name of justice, we cannot remain silent.” Or, 

“We desire only to help that weak and impoverished nation attain independence 

and raise it to the status of a civilized state.” All this talk sounds so reasonable, as 

if war were inevitable from the start. But the truth of the situation is ugly indeed. 

Such countries are simply pursuing their own self-interests and at the same time 

suppressing the power of the other country. And this is accepted, because 

regardless of what the truth of the matter might be, “justice” can always be 

invoked as an excuse. 

And what of the weak and impoverished nations? No matter how much their 

rights are violated and their peace destroyed, no matter how much justice for them 
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is ignored, and no matter how much humiliation they are subjected to, they have 

no choice but to stifle their anger and hide their resentment as they keep silent and 

bide their time. It is they who are truly in a position to cry for justice, but because 

they lack the power to enforce it they cannot even invoke its name. International 

law exists in name only and is of no help to countries such as they. Those with the 

military power to do so call that which is wrong, right, and that which is evil, 

good, and in broad daylight rob and pillage as they please.

Even so, the age of barbarism is long gone. Nations are ever more clever in 

their strategems, ever more subtle in their designs. No longer do they turn 

immediately to force when faced with a problem, as the barbarians did. Their first 

tactic is diplomacy, in which they attempt to negotiate a solution. These so-called 

“diplomatic” initiatives are nothing but grand deceptions, employing bluffs to 

intimidate or cajolery to deceive, forming alliances in secret while feigning 

antagonism in public, or begging for compassion in front while smiling scornfully 

in back. Although the approaches are infinite in variety, in the end all are nothing 

but conspiracy and intrigue. Only after they see that all their subterfuges have 

been tried and no more tricks remain do the nations send their iron warships out to 

sea and dispatch their cannons to the fields. This is done as a last resort, and 

therein, I believe, lies the real difference between barbarism and civilization. We 

might therefore characterize present-day international relations as: beginning in 

self-interest, continuing in abuse, and ending in exhaustion.

This is, unfortunately, a credible depiction of contemporary relations between 

the nations. One has to admit that it diverges sharply from the ideals of religion, 

and thus it is only natural to question whether the state and religion can ever 

coexist.

When viewed from one perspective, religion and the state are utterly 

incompatible. Religion regards the three realms [of desire, form, and the formless] 

as its very being, and sees all living things as its own children. Religion preaches 

not only the equality of all humankind, but also places on the same plane the 

mountains and rivers, the grasses and trees, the birds and beasts, and the insects 

D.T. Suzuki’s “The Relation of Religion and the State”
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and fish. This is not an outlook that can be equated with one which stresses the 

independence and rights of nations. 

Furthermore, maintenance of the state is not the purpose of our existence as 

human beings but is merely an expedient means—[our identification with a 

particular state is] nothing more than a single stage that humanity must pass 

through in the course of its development. Humanity exists for the sake of 

humanity, not for the sake of the state. If as society evolves it ever outgrows its 

need for the structure of the state, the state should be abandoned forthwith and a 

superior approach developed. This being the case, I believe that the state must be 

reformed when necessary in order that its existence does not hinder the realization 

of the hopes and ideals of religion, which is to say, of humanity, 

Observing the relation between religion and the state from a wider perspective, 

however, we see that this view is rather one-sided. Argued in spacial terms, 

equality without distinction is false equality, while distinction without equality is 

false differentiation. Or rather, equality cannot exist apart from distinction, and 

distinction cannot exist apart from equality. To be distinct and yet equal, to be 

equal and yet distinct: this is the complete teaching. 

The relation between religion and the state is similar to this. Only with the 

existence of the state, which is based on distinction, can one speak of religion, 

which is grounded in equality; only with the existence of religion, which strives 

for equality, can one understand the state, which is based on distinction. Thus 

there is a certain contradiction in wishing to speak of religion while rejecting the 

existence of the state, rather like affirming the existence of the “other” while 

negating that of the “self.” I believe that the perfection of morality for the 

individual involves both the presence of self and the absence of self; it involves 

both self-benefit and other-benefit. The situation is much the same with regard to 

the state. Striving to help other nations without regard for one’s own is to stress 

equality without accepting discrimination; concern only with the interests of one’s 

own country without arguing for universal justice as well is to stress 

discrimination without accepting equality. Neither can be complete while the two 
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are separate. According to this principle, religion and the state can only attain 

completion when they support each other.

Argued in temporal terms, the formation of the state necessarily occurs at some 

point during the evolution of society, and must serve as a means to help humanity 

bring to realization the purpose of its existence. However, if seen as a stage that 

must be passed through as a means to realize our purpose, we have no other 

choice than to bear with it even if, for a time, it seems to be distancing us from 

that purpose. This is because that which exists as a necessary response to the 

demands of a particular time and place always partakes of the truth of that 

particular time and place. This known as relative truth. Moreover, if a relative 

truth appears in response to a natural necessity, how does it differ from an 

absolute truth? Insofar as both bear the nature of truth, we should act in 

accordance with them. Thus, although the state may be but a means, it comprises 

an intimation of truth. Religion too must to some extent vary in form according to 

time and place. That is, religion must, at the beginning, seek to support the 

existence of the state, and to accord itself with its history and cultural outlook.

We might compare this to the process of human biological evolution, in which 

humanity may be seen as originating in unicellular creatures something like 

amoebas. Although even then these creatures possessed the potential to develop 

into one of the most complex living organisms on the planet, at that stage they 

were confined to floating about in the mud, ingesting organic material for 

nourishment and assimilating it with their rudimentary digestive systems. 

Reproduction occurred through a splitting of the nucleus, since there was still no 

differentiation between the sexes. But at some point a dynamic arose toward 

independent existence. When from our present state as human beings we reflect 

back upon these unicellular predecessors of ours, we cannot claim that there is 

anything false or illogical about their simple functions—barely definable as 

biological in nature—that disqualifies them as our ancestors. Rather, we accept 

the fact that this level of function was most appropriate when they were at the 

unicellular stage of development. The human evolutionary line was destined not to 
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remain at the stage of its amoeba-like beginnings, but to gradually evolve into 

what it is now, a being with the potential to function in nearly miraculous ways. 

Although in the process [toward that goal] we may seem to have lost our way, we 

can only be what we are at that particular time.

The historical development of governmental systems is comparable. If, for 

example, one accepts feudalism as a necessary stage in the course of political 

development, one can acknowledge that, although feudalism as a system is far 

from perfect, when a country is in fact at that stage in its history the first principle 

of ethics is mutual affection between lord and vassal, given that the welfare of the 

land depends upon the soundness of that relationship. Affection between sovereign 

and subject is, of course, an admirable sentiment whatever the age, but it hardly 

constitutes the perfection of human morality. Furthermore, with the collapse of the 

feudal system and the establishment of political freedom and constitutional 

government, a corresponding shift in ethical ideals is to be expected. Still, during 

the feudal era itself, this virtue [affection between lord and vassal] was always 

emphasized.

In any event, although we do not know today what direction the future progress 

of society will take (and even if, as some scholars foretell, it merges into a single 

undifferentiated global entity), no one would agree that the present situation of 

international confrontation and rivalry constitutes the ideal state of things. 

Nevertheless, for the present we must act in accordance with the times. Therefore, 

as is clear from the discussion above, we must undertake all enterprises that 

contribute to the progress of the nation, while keeping in mind that the nation as it 

is today is still short of the final goal and that it is desirable always to seek to 

improve it. This [dynamic toward improvement] is truly the sphere of religion. 

Religion does not attempt to subvert the foundations of the state and replace them 

with something new; it simply strives for the state’s progress and development in 

accordance with its history and makeup.

Thus the interests of religion and the state do not clash; rather, both sides can 

only hope for wholeness when they aid and support each other. Granted, the 
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present state of ethics governing the relations between nations reeks of the 

barbaric and is thus quite contrary to the ideals of religion, but the fact that justice 

and humanitarianism are even spoken about indicates the presence at the core [of 

those ethics] at least a grain of moral sensibility. It is from within this inner moral 

sensibility that we must germinate the seed of religion. How then, is this to 

happen?

The problem is easily resolved if one thinks of religion as an entity with the 

state as its body, and of the state as something that develops with religion as its 

spirit. In other words, religion and the state form a unity; if every action and 

movement of the state takes on a religious character and if every word and action 

of religion takes on a state character, then whatever is done for the sake of the 

state is done for religion, and whatever is done for the sake of religion is done for 

the state. The two are one, and one is the two; differentiation is equality, and 

equality is differentiation; perfectly fused, there is not a hair’s width of separation 

between religion and the state.

If we look at this [unified relationship between religion and the state] from the 

point of view of international morality, we see that the purpose of maintaining 

soldiers and encouraging the military arts is not to conquer other countries and 

deprive them of their rights or freedom. Rather they are done only to preserve the 

existence of one’s country and prevent it from being encroached upon by unruly 

heathens. The construction of heavy warships and the casting of cannon are not to 

increase personal gain and suppress the prosperity of others. Rather, they are done 

only to prevent the history of one’s own country from disturbance by injustice and 

aggression. Conducting commerce and working to increase production are not for 

the purpose of building up material wealth in order to subdue other nations. 

Rather, they are done only in order to further expand human knowledge and bring 

about the perfection of morality. 

Thus if an aggressive country comes and obstructs one’s commerce or violates 

one’s rights, this would truly interrupt the progress of all humanity. In the name of 

religion one’s country could not submit to this. There would be no choice other 
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than to take up arms, not for the purpose of slaying the enemy, nor for the purpose 

of pillaging cities, let alone for the purpose of acquiring wealth. It would be, 

instead, simply to punish the people of the country representing injustice in order 

that justice might prevail.  What could be self-seeking about this? In any event, 

this would constitute religious conduct. As long as the state takes care not to lose 

this moral sense, one can anticipate the step by step advancement of humanity and 

the fulfillment of universal ideals.

The morality of the individual toward the state is similar to this. In peacetime 

one works diligently, day and night, seeking to promote the advancement of [such 

endeavors as] agriculture, manufacturing, commerce, art and science, and 

technology, never forgetting that the purpose of these endeavors is the advancement 

of all humanity. This is what is called “peacetime religion.” However, should 

hostilities commence with a foreign country, then sailors fight on sea and soldiers 

fight in the fields, swords flashing and cannon smoke belching, moving this way 

and that while “regarding their own lives as light as goose feathers and their duty is 

as heavy as Mount Taishan.” Should they fall on the battlefield they have no 

regrets. This is what is called “religion during the time of a [national] emergency.” 

Religion does not necessarily involve concepts like “Buddha” or “God.” If one 

fulfills the demands of one’s duties, what could be more religious than that? 

In summary, the relation between religion and the state can be seen, from one 

point of view, as that between equality and differentiation, and, from another point 

of view, as that between means and end. The present state of morality among 

nations, which is somewhat similar to the relations between individuals during 

barbarian times, could not possibly accord with religion. Fortunately, we can 

discern a glimmer of moral light in the midst of all this, and it is from this glimmer 

that religion must emerge. The actions of the individual with regard to the state, 

insofar as they contribute in the least way to the progress of the state, that is, to the 

progress of humanity, are in harmony with the essence of religion. The principle of 

“benefitting oneself and benefitting others” is not a virtue to be observed between 

individuals only, but should inform the relations between nations as well.
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［研究報告］

敦煌写本＜悉曇章＞類の特異性

—『禅門悉談章』のケース—

小 林 圓 照

（発表要旨）

　一般に悉曇（悉談、悉檀、siddham）とは、梵字の字母の総称であり、梵

字の書体及び字母表や綴字法、梵語の読法、文法、語句の解釈などを記述

したものを＜悉曇章＞と言う。敦煌写本テキストの中にも数種の＜悉曇

（談）章＞類がある。例えば『般若心経悉談章（仮題）』、『俗流悉談章』、あ

るいは、今回テーマに採り上げた『禅門悉談章』などがある。これらの特

色は、一般の＜悉檀章＞とはと異なり、字母全体に亙る論述ではなく、と

くに『鳩摩羅什法師通韻』や『涅槃経悉曇章』を素材的な根拠として、母

音字音（摩多＜mātr
̇
kā＞・母、韻）の十六韻のうち、頻度の少ないr

̇
, r
̇
¯, l

̇
, l

̇
¯の四

韻（魯・留・魯・樓の＜別摩多＞、他の十二は＜通摩多＞と呼ぶ）をひとくみの

基礎となる頭首の音として論述を展開していることである。この特異性は、

今回テーマとして採りあげた『禅門悉談章』においても同様である。

　さて『禅門悉談章』は、正式には『佛説楞伽經禪門悉談章』と呼ばれ、

定慧禅師の翻出とされる。敦煌本としては、（A） P2212, （B） P2204, （C） 

P3099, （D） P3082, （E） S4583v, （F） BD00041-1, （G） 俄 Dx00492など

の七本の写本ならびにトルファン断片（G）がある。大正新脩大蔵經82巻

には、（A）本を定本とし（B）本によって校訂したものが入蔵されている。

これらに依り、『楞伽經』との関連、「禪門」と称される思想的な背景、あ

るいは「歌謡」的な展開をも検討して、『禪門悉談章』の校訂テキスト作

成を目標にしたい。
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（Resume）

“Siddham”（悉曇、悉檀、悉談・Xitan）is the general name for a type script 

used for writing Sanskrit. “Siddham Chapters” （悉曇章Xitan Zhāng / S.C） 

are texts that describe the styles of Sanscrit writing, present tables of 

characters, discuss the special meanings of Characters, and discribe 

spelling, grammer, and pronunciation. Several varieties of Siddham 

Chapters are seen in the Dunhuang manuscripts, among them the 

“Prajñāpāramitā-hr
̇
idaya-sūtra / S.C”＜般若心経悉談章＞, the “Chan 

men / S.C”＜禪門悉談章＞, the “Lay-person’s / S.C”＜俗流悉談章＞.

　These chapters do not siscuss all sixteen of the Siddham mātr
̇
ikās, 

but only four relatively rarely used vowels r
̇
, r
̇
,̄ l
̇
, l
̇
 ̄（魯・留・廬・樓）＜four 

mātr
̇
kās 別摩多＞, as distinguished from the twelve more commonly used 

vowels＜twelve通摩多＞. The compilers of the Siddham chapters relied 

extensively on authoritative texts such as the “Kumārajīva’s syllables”

＜鳩摩羅什法師通韻＞and the “Mahāparinirvān
̇

a-sūtra S.C.＜涅槃経悉

曇章＞. These characteristics apply to the Chan-men. S.C （禅門悉談章），

the Subject of this presentation. The full title of this text is the “Siddham 

Chapter of Zen Teaching of the Laṅ kāvatāra-sūtra” ＜佛説楞伽経禅門悉談

章＞translated by Zen master Din-hui 定慧禅師 of the temple Kuai-

shan-si 会善寺 on Mount Song 嵩山. There are seven extant texts of 

Chan-men in the Dunhaung manuscripts, namely Pelliot 2204, 2212, 

3082, and 3099 ; Stein 4583 ; BD 00041, 俄 Dx00492.

　This presentation addresses following issues : 1） the relation 

between Laṅ kāvatāra-Sūtra and the Chan-men. S.C. 2） the back ground 

of the Zen thought” Chan-men” : and 3） the poetic expression of Zen 

thought and the manner in which this expression developed through 

the use of popular songs歌謡. The final goal of my research to produce 

a fully revised text of the Chan-men, S.C.

敦煌写本＜悉曇章＞類の特異性
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［報告本文］

禅門悉談章の成立

Ⅰ．（a）この悉談章の成立経過については、写本冒頭に付された「并序」

によって明らかとなる。その序の全文をここに紹介する。（　）内は異

本に依る。

佛説楞伽經禪門悉談章　并序 仏説楞伽経禅門悉談章　并びに序

諸佛子等合掌至心聴。 諸仏子等よ。合掌して至心に聴け。

我今欲説大乗楞伽悉談章。 我れ、いま大乗楞伽の悉談章を説かんと欲す。

悉談章者、昔大乗（慧）在楞伽山、 悉談章とは、むかし大乗（慧）、楞伽山に在り

因得菩提達摩和尚、 菩提達摩和尚、

於宋家（元嘉）元年從南天竺（竹）國、 宋家（元嘉）元年、南天竺（竹）国より

將楞伽經來至東都、 楞伽経を将ちて東都に来たり至るを得るに因り、

跋陀三蔵法師奉諮（詔）翻譯。 ＜求那＞跋陀三蔵法師詔を奉じて翻訳す。

其經総有五巻、合成一部。 其の経総じて五巻あり、合して一部をなす。

文字浩 （汗）、意義難知。 文字浩瀚にして、意義知り難し。

和上（尚）慈悲、廣濟群品（生） ＜達摩＞和上（尚）慈悲もて群品（生）を広

済せんと、

通經問道、識攬懸（玄）宗、 通経、問道して玄宗を識攬し、

窮達本原、皆蒙指受。 本源を窮達して、皆な指受を蒙る。
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又嵩山會善沙門定慧翻出悉談章。 また嵩山の会善（寺）の沙門定慧、悉談章を

翻出す。

廣開禪門、不妨慧學。 広く禅門に開きて、慧学を妨げず。

不著文字，並合秦音。 文字に著せず、並に秦音に合す。

彼（又）與（以）鳩摩羅什法師通韻、 かの（又た）鳩摩羅什法師の通韻を以て、

魯・留・盧・樓爲首。 魯・留・廬・樓を首となす。

（以上の文は、（A）、（B）、（C）写本と（G）断片によって構成）

（b）この禅門悉談章の成立の因縁は、菩提達摩大師の楞伽経将来譚から

始まる。大乗が南天竺国の楞伽山に広まっていた頃、宋家元年に、達摩は

楞伽経を持って東都にやって来たという。そこで達摩の諮請を受けて、求

那跋陀羅が翻訳することになる。ここでは「奉諮」の訳業で「奉詔」では

ないであろう。跋陀三蔵の訳が五巻一部となったと言うが、通常、跋陀訳

は「四巻楞伽」といって、五巻とはされないので、ここにも問題がある。

この経は、文章も浩澣で意義深く、理解が困難であった。そこで達摩大師

は、慈悲をもって広く衆生を救済しようと、この経を会通して禅道を問い、

広い見識をまとめて宗旨に懸けていた。そして遂に経の本質にまで窮達し、

人々にその教えを授けて、指導することが出来たという。これは一貫して、

「楞伽経に基づく達摩禪門」が内容になっている。ここまでの資料段階か

らは、「達摩から跋陀へ」とか「跋陀から達摩へ」といった祖統説や唐土

の初祖説など、あるいは更に、禅門悉談章の内容が北宗禪系に属するとか、

南宗にも通ずる処があるなどの議論を持ち込む必要はないであろう。ただ

定・慧平等のバランスを意識していることは明らかである。

（c）この達摩禪門をより広く宣布しようとする意図のもとに『禅門悉談

章』が作成されることになる。翻出者は、嵩山の会善寺の沙門・定恵（定

慧）禅師である。その目的は、「楞伽思想に基づく達摩禪門」の公開であり、

敦煌写本＜悉曇章＞類の特異性
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その内容は、禅理を研究する「慧学」の障礙にもならないし、よりそれを

進めることに資し、しかも不著文字を旗印とする禪本来の「定学」にも違

反しない。その上インド悉曇音を本にしてその形式は秦音（中国音韻）に

も調和している。なぜなら鳩摩羅什法師の＜通韻＞の中の魯・留・廬・樓

の四流音を頭首の音として、この悉談頌曲が編成されているからである。

以下、二十句前後で唱われた全八首の構成とその内容を検討する。

Ⅱ．各首の構成とその検討

（a）第一首　捨縁清浄座　の構成とその内容

（本文）

頗邏堕　頗邏堕 頗邏堕！　頗邏堕！ （３音　＋　３音）

  ○○○　○○○

第一捨縁清浄座 第一　捨縁の清浄座 （２音　＋　５音）

  □□　＋　□□□□□

萬事不起眞無我 万事不起なるは真の無我、 □□□□□□□

直進菩提離因果 菩提に直進して、因果を離る。 □□□□□□□

心心寂滅無殃過 心心寂滅して、殃過なく、 □□□□□□□

念念無念當印可 念念無念にして、当に印可すべし。 □□□□□□□

  （７音）

摩底利摩　魯留廬樓 摩底に摩を利す、魯（r
̇
）留（r

̇
¯）廬（l

̇
）樓（l

̇
¯）！

  （４音　＋　４音）○○○○　△△△△

頗邏堕 頗邏堕！　　　　 （３音） ○○○

諸佛（弟）子、 諸仏子よ！　　　 （４音） □□□

莫懶堕自勸課 懶堕なる莫れ、自ら勧課せよ。（６音） □□□□□□

  （７音）

愛河苦海須度（渡）過 愛河・苦海を須らく度（渡）過すべし。 □□□□□□□

憶食不湌常被餓 食を憶うも湌せず常に餓を被る、 □□□□□□□

木頭不攅不出火 木頭攅せずんば火を出ださず。 □□□□□□□

□□□□□□□ ――――――＜欠＞――――――

□□□□□□□　
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  （３音　＋　２音）

耶羅邏（羅）端座 耶・羅・邏！　　端座せよ！ ○○○　□□

娑訶耶　　　莫臥 娑訶耶　　　臥す莫れ！ ○○○　□□

（以上の文は、（A）、（B）、（C）の写本の校訂により構成）

　第一首の構成を検討する上で、一応、全体を初部・中部、後部に分ける

として、前部は、「頗邏堕（ha-ra-da）、頗邏堕」の悉曇（梵）音（○表示）

による第一句と第二句とし、次いでタイトルの漢音（□で表示）を第三句、

頌を形成する第四句から第七句までと、悉曇音の「摩底利摩（ma-ti-li-

ma）」を第八句、母音の流音四音（ra, ra, la, la）を第九句とした。中部は、

「頗邏堕」の第十句と「諸仏子」と呼びかけ、教示をする句を第十一句と

し、頌を形成するのを第十二句から第十五句とした。後部は悉曇音「耶羅

邏（ya-ra-la）」を第十六句、続く漢音二音を第十七句とし、同じく悉曇音

「娑訶耶（sa-ha-ya）」を第十八句とし、最後の漢音二音を第十九句とした。

中部の第四句は欠落したものと見なした。二つの頌の第七音は同韻である。

よって堕、座、我、果、禍、可、摩、課、過、餓、火、座、臥が押韻され

ている。

　第一首のテーマは、「諸々の雑縁を捨離して清浄に座す」のであるから、

第一頌は、禅門に入る基礎である。妄念起らざる処が真の無我であり、菩

提心を発して、覚悟を目指し、まっすぐに進めば、自然に輪廻流転から離

脱できる。心心寂滅ならば何の過失なく、一念一念、無念であれば、達摩

禪門の心印に契合するのである。第二頌は第一頌を実践する上での教誡で

ある。愛憎と苦難の河海を無事にわたるには諸々の欲望の記憶と追求に終

始していては、そこから解放されるべきもない。木切れも摩擦しなければ

点火しないのだから、煩悩の火を燃え立たせないよう思念を鎮静すべきで

ある。後部は、清浄の端坐を保って、臥すなかれと叱咤する警句である。

　さて悉曇音は、意味なくしてただの音響のみとは考えられない。なんら

敦煌写本＜悉曇章＞類の特異性
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かの宗教的な意味ないし意義を含んでいるのではないか。特に耶羅邏（ya-

ra-la）は、悉曇表では遍口声（口中の全機能を使用する発声）の三連音である。

また娑訶耶（sa-ha-ya）は、全首の結句となると考えられ、サンスクリッ

ト語の“sahāya”＜助伴・同事＞を含意して、みなともに！と促して、唱

和の呼びかけと理解することが可能となる。章全体に及ぶ梵漢調和の別の

視点として、あるいはインド音楽の七音階の Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni

のように音階を選んで発声するのであろうか。研究の余地がある。

（b）第二首　住心常看淨　の構成とその内容

（本文）

只（質）領盛　只領盛 只領盛！　只領盛！

第二　住心常看淨 第二　住心して常に看浄す

亦見亦聞無視聴 又た見、又た聞くも視聴なく、

生滅兩亡由（猶）未證 生・滅を両つながら亡ずるも由お未だ証せず。

從師授語方顯定 師の授くる語に従って、方めて定を顕し、

見佛法身無二性 佛法身の無二の性なるを見る。

性頂領径　魯留廬樓 性頂に径を領す、　魯・留・廬・樓！

只領盛 只領盛！

諸佛子　莫瞋佞□□□ 諸佛子よ！瞋佞なる莫れ！

三毒忽起無佛性 三毒忽ち起こらば佛性なく、

癡狂心亂惱賢聖 癡狂心乱し、賢聖を悩ます。

眼貪色塵耳縛聴 眼に色塵を貪ぼり、耳は聴に縛され、

背却天堂（道）向悪境（径） 天道に背却して、悪境に向かう。

盈令今（令）　 修定 盈令令！　定を修し、

娑訶耶　　　　歸正 娑訶耶！　正に帰せ。
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（以上の文は、（A）、（B）、（C）写本の校訂により構成）

　第二首の構成の基本は、第一首と同じである。第二頌も四句あり、整っ

ている。ただ中部分の教誡が、第一首が六音に対して、三音「莫瞋佞」と

短いので、押韻が最後に来る三音が欠落した可能性がある。悉曇音に関し

ては、「只領盛」＜ si-ryo-jo ＞には「質領盛」＜ situ-ryo-jo ＞の異字が

ある。また「性頂領径」は他の首の例句と音韻上から「性頂領性」＜ syo- 

cho-ryo-syo ＞であったと言えよう。令を今とする異字もあるが「盈令

令」＜ ei-rei-rei ＞を採った。この句も首全体で十九句となる。

　第二首の基本となる内容は、住心・看淨であり、禅門での初歩であるが、

のちこの点が強調されると、いわゆる北宗禪の立場ということになる。た

だ佛法身に無二の性を見るというのは、まさに「見性」に当たり、むしろ

南宗系と言うことにもなる。南北別なく、達摩禪門、一般のことともいえ

る。実践面では瞋佞の妄念からの脱却を意図し、向上に違背することを警

告している。修定の句は必ずしも修定主義ではあるまい。

（c）第三首の有（看）心須倂儻（摒當）の構成とその内容

（本文）

夏（復）浪養　夏浪養 夏浪養！　夏浪養！

第三　有（看）心須併（摒）儻（當） 有心は須く摒当すべし。

掃却垢穢除災障 垢穢を掃却し、災障を除き、

即色即空會無想 即色即空ならば会（かならず）無想なり。

妄想分別是心量 妄想分別はこれ心量、

體上識體實無謗 体上に体を知るは実に謗なし。

謗底利（裏）謗　魯留廬樓 謗底利の謗！　魯・留・廬・樓！

夏浪養 夏浪養！

諸佛子　　莫毀謗 諸佛子よ！　毀謗するなかれ、

敦煌写本＜悉曇章＞類の特異性
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一切皆有罪業障 一切、皆な罪業の障あり。

他家聞聲不相放 他家の声を聞いて相放たず、

三寸舌根作没向 三寸の舌根は作没に向かう、

（道長説短悩心王 長と道い、短と説きて，心王を悩ます、

心王不了説短長） 心王了（さと）らずして、短長を説く。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

來世業道受苦殃 来世の業道に苦殃を受く。

羊良良　倂當 羊良良！　　併当！

（浪摒儻）淨掃｛堂中｝！ 浪摒儻！　　（堂中を）浄掃せよ！

（堂中）　 須供養！ （堂中）　須く供養せよ！

＜娑訶夜　須供養＞

（以上の文は、（A）、（B）、（C）、（D）の写本の校訂のより構成）

［内容の検討］四句・五句は挿入か。

　第三首の構成での問題点は、第二頌に二句が加わって六句となること、

第四・第五句が一連の挿入句と考えられ、韻も一致しない。次いで中部と

後部との間に「羊良良倂當」の五音の一句があり、また先述した如く、全

ての首にある「娑訶耶」の悉曇音定句が例外的に「堂中修」となっている。

便宜的に一応、浄掃と供養との二つの践行として分けてみた。よって第三

首は都合、二十二句となっている。

　第三首の主要テーマは、心を観察して「倂儻」することすなわち心を等

しく合わせて、余裕を持ち拘りを無くすることであり、それが垢穢や災障

を除く元である。色即空、空即色の無相の根本を体得できれば、他に誹謗

すべきものは何もない。実践面では、「毀謗」（他への悪口・非難）を避け、

心の浄掃と供養とを勧める。四巻楞伽では誹謗（apavāda）の悪見と呼ぶ。
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（d）第四首の「八識合六七」の構成とその内容

（本文）

拂粟質（栗只）拂粟質 拂粟質！拂粟質！

第四　八識合六七 第四　八識は六・七と合す。

看心心本是禪室 看心、心本と是れ禅室、

法身身法智非一 法身と心法、智は一に非ず、

五眼六通光（廣）慧日 五眼、六通、慧日を光（かがや）かす、

言下便悟實無密 言下に便ち悟れば実に密なることなし。

實（密）底利（領）密 実（密）底利の密

魯留廬樓 魯・留・廬・樓！

拂粟質 拂粟質！

諸佛子！莫放逸！ 諸仏子！放逸なる莫れ。

無始已來居暗室 無始より已来、暗室に居り、

生死流轉不得出 生死流転して出ずるを得ず。

只爲愚迷障慧日 只だ愚迷なるが為に慧日を障す。

□□□□□□□ ―――――――――――

逸粟（票）密　逸粟密 逸粟密！逸粟密！

娑訶（耶）　　 直（眞）實 娑訶耶！　直実なれ！

（以上の文は、（A）、（B）、（C）写本の校訂により構成）

（e）第五首の「実相門中照」の構成とその内容

（本文）

曉燎（了）曜　曉燎曜 曉燎曜！　曉燎曜！

敦煌写本＜悉曇章＞類の特異性
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第五　　實相門中照 第五　　実相門中の照

一切名（利・色）妄呼召 一切の名色を妄りに呼召し、

如己等息貌非貌 己の如く等しく貌と非貌とを息せよ。

非因非果無瞋笑 非因非果にして瞋笑なく、

性上看性妙中妙　 性上に性を看るは妙中の妙なり。

要底裏要　魯留廬樓 要底裏の要　魯留廬樓

曉燎曜 曉燎曜！

諸佛子　莫瞋笑 諸仏子よ！瞋笑する莫れ

憂悲瞋笑是障道 憂悲瞋笑はこれ道を障うるなり。

此道門中無瞋笑 （此の道門中に瞋笑なし）、

澄心須看内外照 澄心して須く看て、内外を照らすべし。

眼中有翳須磨曜 眼中に翳あらば須く磨曜すべし。

銅鏡不磨不中照 銅鏡も磨せざれば、照に中らず。

遥燎料　　作好 遥燎料！　好を作（な）し

娑訶耶　　莫悩 娑訶耶！悩む莫れ

（以上の本文は、（A）、（B）、（C）、（D）、（E）、（F）写本の校訂により構成）

［内容の検討］後頌の第二句は挿入か。

（f）第六首「心裏禅門看」の構成とその内容

（本文）

按頼畔（額崖）按頼畔 按頼畔！　按頼畔！

第六　心離（裏）禅門観 心裏の禅門観

不來不去無崖畔 不来不去にして崖畔なく、

覺上看覺除定亂 覚上に覚を看て定乱なし。
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佛與衆生同體段 佛と衆生とは体段を同（とも）にし、

本原（元）清浄塵垢散 本原は清浄にして塵垢を散ず。

歎（散）底利歎（散）　魯留廬樓 歎底利歎！　魯留廬樓！

按頼畔 按頼畔！

諸佛子　　莫漫看（慢侃） 諸佛子よ！漫りに看る莫れ

道上大有羅刹喚 道上大いに羅刹の喚あり、

愚人來去常繋絆 愚人は來去して常に絆に繋がる。

染著色塵心繚亂 色塵に染著して心を繚乱し、

行住坐臥無體段 行住坐臥に体段なし。

在於衆中漫叫喚 衆中に在って漫りに叫喚し、

得他勸鍊即厥難 他の勸鍊を得て、即ち厥難す。

耶羅邏　　茶潅 耶羅邏！　　茶を潅げ

娑訶耶　　鈍漢 娑訶耶！　　　鈍漢なり。

（以上の本文は、（A）、（B）、（C）、（D）、（E）、（F）写本の校訂により構成）

（g）第七首の「圓明大慧悟」の構成とその内容

（本文）

普路喩　普路喩 普路喩　　普路喩

第七　圓明大慧悟 圓明なる大慧の悟

四門十八離名數 四門十八の名数を離る、

生滅妙有懸通度 生滅と妙有は通度に懸かる。

三界大師實難遇 三界の大師、実に遇い難し、

生死涅槃不合渡 生死・涅槃、渡るべからず。

愛河逆上不留任（住） 愛河逆上して留任せず。

即心非心魔自去 即心非心にして魔自ずから去る。

敦煌写本＜悉曇章＞類の特異性
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去底利去　魯留廬樓 去底裏の去！　　魯・留・廬・樓！

普路喩 普路喩！

諸佛子　常覺悟 諸佛子！　常に覚悟せよ！

一念淨心無汚染 一念の浄心に汚染なく、

一切魔軍自然去 一切の魔軍自然に去る。

□□□□□□□ ――――――――――

□□□□□□□ ――――――――――

閭閭婁　　専注 閭閭婁！　専注せよ　

娑訶耶　　大悟 娑訶耶！　　大悟す。

（以上の文は、（A）、（B）、（C）、（D）、（E）、（F）、（G）写本の校訂により構成）

［内容の検討］前頌と同じく六句、後頌は二句を欠く。

（f）第八首の「禪門絶針（斟）酌」の構成とその内容

（本文）

夏略薬　　夏略薬 夏略薬！　　夏略薬！

第八　禪門絶針酌 禅門は斟酌を絶す。

不高不下無樓閣 不高不下にして楼閣なく、

不出不入無城郭（廓） 不出不入にして城郭なし。 　　　

示（是）想顯（現・原）聲即初学 想を示し［（是）の想の］声に顕るは即ち初学、

生心動念勿令著 生心動念して著せしめる莫れ。

久坐要功作無作 久しく坐して功を要（もと）むるは、作の無作、

無楽可樂是常樂 楽の楽とすべき無きは是れ常樂なり。

慧燈一照三千廓 慧燈一たび照らさば、三千の廓、

定水常清八万鑠 定水は常に清くして、八万鑠

十方諸佛同開覺 十方の諸佛同じく開覚す。

覚底利博（覺）　　魯留廬樓 覚底利博　　魯留廬樓！
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夏略樂 夏略楽

諸佛子　　自在作、莫制約 諸佛子よ！　　自在に作して、制約する莫れ

四維上下不可度 四維・上下、渡るべからず。

住寂涅槃同門廓 寂涅槃に住して、門廓（開覚）を同じくす。

甚安樂　　無著 甚安楽！　　著するなく、

娑訶耶　　等覚 娑訶耶！　　等覚す。

（以上の文は、（A）、（B）（C）、（D）、（E）、（F）、（G）の七写本の校訂により構成）

［内容の検討］頌の九句とのちの二句はアンバランスである。開覚の境地は相対・

斟酌を超えている。

結　　語

　以上、禅門悉談章の全八首の構成とその内容について検討することが中

心となったが、ほぼその内容の概略を把握できたと思う。現段階では、現

在写本から完全なテキストの復元は不可能であるが、この章が「楞伽思想

を基礎とした達摩禅門」を高揚・宣布するための頌曲であったことが認め

られる。なお定慧禅師は百丈下の大慈寰中（780〜862）とする説がある。

今後、この章の編成者の定慧禅師と歌謡的な展開についても論じたい。

　なお参照した敦煌写本資料と参考にした諸文献について提示したい。

Ⅰ．基礎資料

（『佛説楞伽經禪門悉談章　幷序』の敦煌写本・六種とトルファン断片・一種）　

Ａ、P（伯） 2212号

Ｂ、P（伯） 2204号

Ｃ、P（伯） 3099号

Ｄ、P（伯） 3082号

Ｄ、P（斯） 4583v 号（背面）

Ｆ、BD 00041号…（千田たくま氏・新提示・滝瀬尚純氏採用）

Ｇ、俄 Dx 00492号（断片）…（小林圓照・新提示）

敦煌写本＜悉曇章＞類の特異性
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Ⅱ．研究参考文献

（1） 佛説楞伽經禪門悉談章并序（大正蔵・85巻）

（2） 任半塘編『敦煌歌辞総編』（上海古籍出版社）1987年

（3） 周広栄著『梵語＜悉曇章＞在中国的伝播与影響』（宗教文化出版社）

2004年

（4） 滝瀬尚純「『仏説楞伽経悉談章』について」（「花園大学国際禅学研究所論

叢」第三号）2008年 3 月

［注記］

　この研究報告は2009年３月20日、高麗大蔵経研究所の主催による奎章閣・

国際学術会議に、国際禪学研究所を通じて、招待された機会を頂いて発表した

ものである。その後、一部訂正および追加をした。今後、さらに内容を検討し、

研究論文として発表することを期したい。なお解読に関しては衣川賢次氏に、

参照文献については千田たくま氏に、先行研究に関しては滝瀬尚純氏に、写本

写真のアレンジメントには冨増健太郎氏に、それぞれご教示を得たことを謝し

たい。
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＜序＞

序幷章談悉門 經伽楞説佛　號二一二二伯

（A）

序並章談悉門 經伽楞説佛　號四〇二二伯▼

（B）

俄 Dx00492〈B〉

佛説楞伽經 門悉談章並序

（G）

序幷章談悉門 經伽楞説佛　號九九〇三伯▼

（C）

敦煌写本＜悉曇章＞類の特異性
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＜第一首＞

＜第二首＞

（C）

（B）

（A）

（C）（B）

（A）
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＜第三首＞

（A）

（B）

（C） 章談悉門 經伽楞説佛

號二八〇三伯▼

（D）

敦煌写本＜悉曇章＞類の特異性
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＜第四首＞

＜第五首＞

（C）
（D）

（A） （B）

（C） （D）

（B）
（A）

（E）

詩

面背號三八五四斯▼

（F）

BD 00041. 1

楞伽經 門

悉曇章（3-1）
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＜第六首＞

（C）

（D）

（F）

（B）

（A）

（E）

敦煌写本＜悉曇章＞類の特異性

30



＜第七首＞

（F）

（C）（B）

（D）

（E）

（G）

（A）
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＜第八首＞

（G）（F）

（B）（A）

（E）

（C）

（D）

敦煌写本＜悉曇章＞類の特異性
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